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序　　章

　現在。都市はかつてない規模と深刻さをもってその構造を変革しなければ

ならない状態におかれている。それは第1に，現在の都市が構造的にも機能

的にも混乱と混沌の状態におかれ，都市における人間の生活空間が大きい圧

迫をうけているからであり。第2に人類はそのながい歴史を通じて都市を建

設し，都市生活を発展させてきたが，いまや広汎な都市化の現象のなかで，

高密な居住形態をもっ都市生活が入類の基本的な生活様式になりつっあるか

らである。いいかえれば，都市の構造的改革と高密な都市的生活空聞の創造

をっよく要請されているわけである。

　現在当面するこの事態にたいして，個々の建設事業を巨大な総合的構築物

としての都市建設のなかに位置づけ，都市の構造に画期的な改革を加え．人

間的生活空間を確保するために，あらゆる建設技術を有劫に駆使して，壮大

な都市建設事業を推進するための明確な展望を確立する必要にせまられてい

る。

　本考察はその基礎的作業の一つとして，都市建設に関する人類のたゆみな

き実験の蓄陪ともいうべき都市発達史を究明し，当面する事態にたいして明

確な史的判断をもち．都市の将来像を構想するための立脚点を確保し，その

上にたって適確な展望を展開することを志向するものである。

　本考察は序章．本請，工．寺内町の形成と展開，Ir．城下町の成立と構成，

皿．近世都市論の形成と展開，結章，結論と展望からなる。

　序章では都市の生成過程を，集落から都市へ，古代文明の都市，について，

都市のもつ初原的機能と構成を明らかにしようとし，また中国の都市の規範

形態が，現実に都城制として中国および日本で定着する過程を比較・検討し，

本論の考察の前提とした。

　本論1　寺内町の形成と展開では，都市や集落を運命的共同体として意識

し自衛の態勢をとった環濠城塞都市の一つとして中世末の寺内町をあげた。

まずわが国の寺院と都市の関係についてのべ，っついて寺内町以前，原・寺

一1一



内町とその形成過程をみ，寺内町一山科・石山一．寺内町の類型ではその展

開過程を考察し，理想都市（仏法領）の現実都市化として把え、わが国の理

想都市の一形態であるとした。さらに寺内町の解体と変容の過程についても

考察し．わが国の都市史において寺内町のしめる位置を明らかにした。

　本論皿　城下町の成立と構成では．近世における基本的都市である城下町

にっいて，その成立過程を，戦国の材落と武士の動き，戦国大名の都市政策

のなかで把え，城下町が兵農分離．商麗分離・中世の都市や村落の自衛的防

禦機能の解体の上に成立したことを明らかにし，織豊政権を通じ幕藩体制に

よ。て完成をみた城下町の構成の特殊性にっいてのぺ，っぎに城下町の都市

生活の展開とそれにともなう変容と解体にっいても考察した。最後に，巨大

城下町としての江戸の特殊性を．江戸大名居館の構成と家臣団の集団居住と

して把えた。

　本論皿　近世都市論の形成と展開では，近世都市・城下町は中世の都市的

伝統を吸収し固定して成立したことを見，当時の都市論をまず，戦国の武将

のもつ都市観と．さらに近世における武士道・軍学のなかに定着された都市

像にっいて考察した。江戸中期以降．都市生活の矛盾が深まるにつれてその

原因の究明と具体的な対策が提示されてくる。それを都市再編成論・都市改

造論としてとらえ，やがてこれらの見解が視圏の拡大によって，世界的視野

にたつ統一一国象への拙想にまで展開していく過程を明らかにした。

　結章　結論7日本の都市的伝統とその特性一では．本論の考察にようて明

らかになった日本の都市的伝統の性格を明確にし，その個有な性格と．継承

し発展させるべき方向とを明らかにした。

　展望一保存修景計画一　は以上の考察の上にたって，未来の生活空間に，

歴史的文化遺産をいかに保存し，その蘇生と活用をはかるべきかを，また歴

史的駆市をいかに再構成し、再開発をはかるぺきかにっいて具体的な構想を

もうて提示し、その現代的意義を強調した。
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　1．集落から都市へ
　われわれ人類が，他の動物と違つて自然に全く左右される状態から離脱し

て進化し繁栄しつづけてきたのは，人類が消極的な自然への適応能力をも？

ているだけでなく，はげしく変動するきびしい自然的環境に積極的に対処し，

これを利用し，人類にふさわしい生活環境を創造する能力をもつていたから

だといえる。人類の歴史はこの自然的環境への適応と人間的生活環境の創造

と発展の歴史ともいえようq集落から都市への発展の過程もまたその一つの道

程にほかならない。

　新石器時代にはいると，人間は石斧石庖丁へ石鎌，石臼などの石器を製作

し，各種の土器を使用しはじめ，そしてすでに村落をつくり，以前にくらぺ

てはるかに安定した生活をおくる7ようになつた。その上，この時代の特徴は，

いままで野生植物を採取し，野生動物を狩猟して生活をつづける採取経済に

たつていたのに対し，野生植物を栽培し野生動物を家畜化し，農耕と牧畜を

はしめたことである。こうして人間は自然の完全な制約とそれへの依存から

脱して，自然から独立して，自然を制御しうる段階に達し，食物確保の不安

定を克服できるようになつた。やがてこの農耕・牧畜による生産性の向上は

社会的分業をも可能ならしめ，・金屈を使用する技術も発明されるようになρ

た。つぎに中国の新石器時代の半披遺跡を例にとつてみて議たい。　　’t

翻流域でも濁鰍化・雛文化噺石器時代になると，燗は定住し

て部落をつくり，氏族をなす人びとが共同で耕作したり，とりいれをしたり，

野獣や洪水から共同体をまもる排水溝を設げるなど共同生活をいとなんでい

た。

　仰詔文化の半披遺跡は，中国古代文化の揺藍ともいうぺき古都西安の東6

キロにある・この遺跡は1955年春，西安第二発電所の建設工硲中に発見

され，その重要性に注目して発電所は別の場所に移され，1954年から大

規模な発掘が中国科学院考古研究所の手ではじめられた。　1957年夏ま

．でに5度の調査が社なわれ，遺跡全域の5分の1が発掘され，出土遺物は附

置博物館に陳列され，遺躰全体にも大円蓋がかけられ，遺跡博物館になつて

いるというo
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　半肢遺跡は居住区，鋸場と共同墓地からなつている。居住区をみると現在

までに46の住居肚が発掘され，その多くは円形または方形の竪穴住居で径

は5～6メートル，なかには2メートル余のものもあり，深さ80セソチの

竪穴を掘り，四周より極木を円錐，円錐台状，または四柱式にたてかけて屋

根をつくり，その上を茅草で葺くか，または厚い土壁で塗り固めたものと推

定復原されている。屋内には屋根を支える4本または6本の柱があり，その

中央に炉が設けられている。これらの住居趾はその層位により早晩の二期に

分けられ，晩期には壁のある地上住居もつくられた。なかでも第1号房趾は

方約11メート〃の方形の建物でもつとも大きく，その位置も遺跡のぼ中央に

あり，これを中核として各住居が周囲に配置され，半坂氏族の公共的活動の

ための集会所のような機能をもつたものと推定されている。

　また住居の附近には地下に穴ぐらを掘つた貯蔵庫がたくさんみられる。こ

れは当時の農業生産が長期にわたる需要にも考慮がはらわれていたことを示

している。また早期のものは小さく形態にも変化があるが，晩期になるとそ

の数も多く，形も大ぎくなり，その形態も円形の袋形に統一される。これは

晩期に生活物資の余剰がさらに多くなつたことを示している。

　これらの居住区のまわりには幅6～8メ・一トル，深さ5～6メートルもあ

る溝が設けられ，これは外敵や洪水から居住区を防禦するためのもので，こ

の集落の存在を明瞭に位置づける重要なものである。集落の内部にも二条の

小溝が発見されたが，これは塚畜の逃走防止のためか，氏族中の家族との境

界をなすものであろう。

　この集落をとりまく環溝の外部，東には陶器の窯場があり，南には共同墓

地がある。埋算は頭を西に向けて配列され，副装品は土器が多く，装身異が

これにつぎ，工具はきわめて少ない。副装土器の組み合わせは貯蔵の罐，瓶，

鉢で死後の世界への観念がうかがえる。

　このように半披遺跡では、現世に生きるときも人びとは集落を形成して共

同の生活をいとなみ，死後もまた環溝の外にある共同墓地に葬られるなど，

ここには階層の分化はみられず平等の共同生活をいとなんでいたことがうか

がえる。集落を明確に区画する環溝は外敵とはげしい自然から共同して集落

を防衛するものであつたが，竜山文化期になるとこの傾向はいつそう強くな
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る。195e年に発掘された山西省歴城県竜山鎮の「城子崖」遺跡では，武

原河に沿う台地の周りに南北約450メートル．束西約590メートル基部

の厚さが13メートルもある長方形の巨大な版築の城壁がめぐらされていた

という。

　こうして文化の系統も異なり、祭祀する祖先もちがう多種の氏族がそれぞ

れ集落をつくり，はげしい自然とたたかい，かつたがいに衝突しあい，経済

的，文化的に影響しあつてその文化を発展させ，半披遺跡にみるように環溝

集落を形成して共同生活を営み壷さらに城子醗遺跡のように周囲に城壁をめ

ぐらすなど，集落から都市へと大ぎく飛麗しようとしていた。

　集落を城塞化し『て防禦する傾向は，新石器時代の西アジア・ヨーロフパな

どの各地にみられた。死海の北方にあるイニリコは旧約聖書にもでる有名な

町で，この遺跡では厚さ1．9m，高さ5．6mの「町壁」が集落をとりまき，

その端部には高さ9mの塔もあ，たといわれる。これは，炭化木材のC14の

測定から6850±210と推定される遺跡である。このように，集落が一っ

の生活共同体として，その安全を自然的脅威と外敵から防禦するために，環

溝・環濠や城塞の施設が設けら乳た。そして生産性の向上と技術革新によα

て，集落は都市へ飛躍的に発展しようとしていた。
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　∬．古代文明の都市

　自然にまつたく依存し，その制約のなかに生きる状態から離脱して農耕を

はじめた人類は，やがて農耕をすすめていくなかで穀物の大量栽培をこころ

みた。それは青銅器の使用による農業技術の革新・運河建設などの灌瀧土木

エ車によ。て土地の生産性を飛躍的に向上させることであ。た。それ犀よつ

て，新石器時代にみたような原始農耕を高度の農耕にまで発展させることが

でぎた。この技術的革新は農業革命ともよばれるものである。

　この農業革命によつて生産力は著しく増大し、大量の余剰生産物をうみだ

すことがでぎるようになった。そして，新石器時代の自給自足経済の社会で

も，ある程度は交換による物資の交流が行なわれていたらしいが，それがさ

らに進んで一定の場所で定期的に市をたて，入々が集まつて物資を交換する

場が必要になつてきた。また，この余剰生産物を運撮し貯蔵する技術を知る

ことによつて倉庫を構築し，ここにはじめて都市という大ぎい地域に，農業

に専従しない専門の手工業者，商人，僧侶，官吏などの人口を養うことが可

能になつた。この社会的余劉と社会的分業を前提として都市は誕生する。そ

七てまた国家というものも生まれた。

　そして，この農業革命を進行させうる条件を備えていたのは，大河の下流

域にみられる肥沃で広大な沖積平野であるナイル河畔のエジプト，チグリス・

ユーフラテス河流域のメソポタミア，イソダス河流域のインダスの地方およ

び黄河流域であつた。まず，エジプト，メソ’ポタミア，イソダスの古代文明

のもつ都市について概述し，古代文明の都市のもつ基本的性格と特性を明ら

かにしたい。

　　1，エジプト

　「エジプトはナイルのたまもの」　（ヘロドトゥス）といわれるように，エ

ジプトの文明はナイル河の両岸に数キロから20キロの幅の細い帯状の平地

に築かれた。ナイル河の洪水は毎年定期的に8月中旬から10月はじめにか

けて徐々におこり，収獲のすんだ畑地に肥沃な堀土が堆積していくため．す

ぐ播種すればなんの施肥なく，よく次年の豊作が確保できる。ナイルの本流
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から直角に水路をほつて帯状の平野を海瀧し，洪水は小区画をうるおしてか

ら．すく’下流でナイル河に排水された。前王朝時代には，この管理は小さな

農村共同体で十分だつたので，べつに都市国家はできなかつた⇔統一王国が

できて，この濯溜i事業の管理はファラオのもとにおさめられたが，この統一

　エジプトの都市は，王とその官僚組織の所在する首都と，エジプト象形文字

王のもとにその行政単位としで分割された県（ノウム）の　」都市・町’

中心である地方の町からなる。首都は地方の町よりも永続性がなかつた。と

いうのは原則として首都は王一代かぎりしか使われなかつたからである。フ

ァラオはおのおのその蕩所を選び，そこに自己の死後の住所である王陵ピラ

ミ7ドと，それに付属する寺院を建設することに力を注ぎ，一方すぐ隣りあ

りた土地に都市を建設し，ここで政治を行なつた。しかし主の死後，次の新

しい王が隣接して墓所を定め，そのままそこに住みつづげようと1きめないか

ぎり，その土地は先王の王陵に奉仕する神官と役人とk吟たねられてしまつ

た。こうして，王位の変わるごとに遷都はくり返乏き航，永久的な都市が営

まれたのは前2000年紀，中期の第18王朝のテーベが最初である。

　エジプトで町を示す象形文字は上図であるにれは周囲が円形の城壁で囲ま

れ，内部は直交する道路で四つに区画された町を示すものといわれる。円形

あるいは楕円形の平面は，前王朝のヒエラコソボリスやエル・カブにみられ，

また町を城壁でかこむ形式は，アメネメ7ト三世建設のカブ旧都の城壁にみ

られるが，これはシリアの形式を導入したものと思われ，そのほか，F・ぺ

トリ報告のカナダ旧趾にみる城壁の痕跡や，前王朝期の兵士が配置されてい

る城壁を描いた壷などにみるのみである。ところで一般的にみて，エジプト

は内乱や外敵の侵入がほとんどみられず，したがうて城壁の必要がなく，そ

の都市は開放的であつたといわれる。

　エジプトの都市で調査が進んでいるのは，アフェタソト（現テル・エル・

アマルナ）である。その構成をみると，寺院，宮廷，官庁が町の大部分を占
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め,一地点に集中することな(全域に無計画に鉱が っている｡'中央部分は大

寺院.宮殿.記録官庁.朝貢殿などがあり.それらは広 (財産を保有する倉

庫の樺能をもつものであった｡その北 2.5キロにはナイル河沿いに離宮があ

り,南5.5キロにはマル ･アテンわ楽園がある｡またナイル河に平行 して三

条の道路がはしり,そこに矩形の区画割がなされ,貴族の邸宅.中流階級の

家や粗末な丸太小屋などが無計画に混在していた｡束の町には,王陵の建設

のための労働者貼溝がつ くられたOここにある中流階級の住宅は,貴族の邸

宅の規模を締′トしたもので,その装飾もまった(固定的に模放されているに

す ぎず,官吏や芸術家.手工業者など宮廷に属 していた中流階級はその独白

の住居様式を う丸だしてはいないOまた.労働者集落は 占4メ- tJL,四方の

壁に閉まれ.5本の路地にそってほほ同型の住居が連続 してならんでいる｡

各戸は台所と仕餌場をかねた広間,居間.および葬8uの二つの寝室からなっ

ている｡プランはほほ同じであるが,各戸各様 の住み方が見られ興味深い.

この集落内部の南には広場があり.南面の暦には門が開かれ,南東の隅には

監督の住居と思われるやや大きい住居がある｡このようにエLyプ トの住居は,

宜族の大邸宅と労働者の住宅の二つの住居の型 しかみられず,･王を中心 とし

た限定された社会階級の利益のために.全住民を編成 していたエリプ トの社

会構成を反映していて注 目される.また各住居は群居 しているのみで都市的

構成は見られず.各住居の排水を統一してい (下水道の施設などもまった (

3Lられないoこの都市には都市的施設や市民として結合をもたらす都市生活

の伝統もあ られないO

地方の町についてみると.ここは地方の農民がその生産物を交換する県 (

ノウム)の市場町で.地方神を耐った神殿を核 として構成 されていたo その

神殿にも王の功業を示す像が刻まれ.王の神格化が強調 され,地方的独 自性

あるいは日給を主張するより,むしろ中央集権化が促進されている｡このよ

うに.地方の町は中央政府の単なる支庁にしかす ぎず,そこにはなん らの都

市化もAられなか ったO

こうしてエLTブ ナでは ｢都市なき文明｣と上ばれ■るよ うに.都市や都市生活

の発達はほとん ど見 られず,その文化は都市の文イセとい うより,宮廷を中心

に特異な発展を示したものといえる｡
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　　2．　メソポタミヤ

　山地を急流をなして下つたチグリス，ユーフラテスの濁流は，平野にはい

ウてからゆるい傾斜で流れ旨その洪水の沖積作用によつて，河道は蛇行して

天井川となつたので，洪水によつて広大な平野の農地は水没した。また洪水

の時期がナイルに比べてややはやく，一定せずに突然におそうので・その収

獲前の農地にもたらす災害も大ぎかつた。そのため運河と溜概溝によつて土

地の生産性を高める努力がなされた。このような大規模な運河の工事には，

莫大な費用と多数の労力を必要とし・その管理運営も小さな農村共同体の手

に余るものであるため，絶対的な力をもつ地方権力の成立をうながした。ま

た水を供給し，洪水の危険を規制した運河は，船運にもよく商工業を発達さ

せた。さらにメソポタミアをとりまく地勢がエジプトとは異なり，北の山地，

南のアラビア砂漢の聞にはまつたく自然の境壁はなく，遊牧民の侵攻に対し

←てまつたく開放されていた。こうした環境条件が都市国家の形成と発達をう

ながしメソポタミアの古代文明社会は，多数のはなれた核に結晶した都市か

らなつていた。それぞれの邦市は域壁と堀でかこまれた小国家をなしていた。

このシュメール都市国家の形成期には，長老会議と男子集会の意志決定によ

る原始民主制ともよばれるべぎ運営がなされていたという。（Th・ヤコブゼ

ン）軍事的危機に際し，この集会によつてえらばれた臨時の「軍事指揮官」

が非常事態に対処していたが，これは常態ではなかつた。やがてこの危機的

状況が常態化してくると，恒常的な指揮者として王（ルガル）があらわれ，

都’市的城壁も完錦し宮殿があらわれてくることが記録や考古学的調査によつ

て明らかにされた。こうしてはじめて人びとは，荒々しい自然と外敵の直接

の脅威にさらされることのない安住の地を見出すことがでぎたのである。

　次にメソポタミアの都市で発掘調査がよく進められている第三王朝（前

　2000年紀末）のウルについてみよう。この都市は先史時代のアル・ウパイ

　ド期いらいの居住遺跡である丘の上に建てられ，幅20～30メートル，高さ

　7メ・一トルの城壁でかこまれ，西はユーフラテス河に沿い，北と束は濠でか

　こまれていた。都市の中心よりやや北，矩形の一段高い台地に城壁をめぐら

　した神域テメノスがある。この神域の中心は聖塔ジグラドであった。聖塔は

内部に日乾煉瓦を用い，その外部に2．5メートルの厚さに焼煉瓦を積み，底
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辺は72メート〃×54メートルで，その上にそびえる高さ26メー一トルも

ある高層建築であつた。同じく記念的なエジプトのピラミ7ドやオペリスク

が王の墓廟であり，その功業をたたえるものであつたのに対して，このジグ

ラドは都市の守護神のこのうえない尊厳を示し，この神を崇える市民の心の

証しであウたが，また同時にバビロンのジグラドであつたパペルの塔につい

て，「さあ，われわれは一つの町を建て，頂きが天に達する塔をつくり，そ

れによつてわれわれの名を有名にしよう，全地の面に散らされるといけない

から1（旧約聖書　創世記）ということばにも明瞭に示されているように，

都市を建設した共同体の努力と市民としての誇りと心意気を表示したもので

あワたともいえよう。

　また，神域に付属して，神殿に奉仕し，「神の小作人」としてのちには寧

実上その権力を代行した王の宮殿，共同体の中央倉庫としての神殿倉庫，神

殿計算書を記録する書記を養成する学校，そのほか，紡績などの工房も設け

られた。神殿倉庫は車庫，穀物納屋，畜舎，香料保有所，財宝庫などの多岐

にわたっていた。こうして神域は単に信仰の中心であるばかりでなく，商業

的，社会的，知的活動が行なわれ，共同体の生活が脈動する都市の中枢部で

もあつた。

　また一方・市域には，北と西に港があり，北の港には王の宮殿が隣りあい，

商工業者の住宅に混ウて存在していたことが注目される。住宅地にはすでに

発掘調査されたイシγ・ラルサ期の住居群が示すように，住宅地にはせまい幅

1・2～5・0メートルの道路が不規則にはしり，舗装もされていなかつた。住

居はたがいに壁を共通して密集しており，出土遺物からウルの住居は主とし

て商工業者のものと思われるが，その典型的住居あ規模は12メーDレX10

メートルの二階建で，6メートルX5メートルの中庭に面しで7室’示配置さ

れている。町の適当な広場にはバザール（市場）が設けられ，そこえほ出ズ

ロがついて夜間は閉されていたらしい。また全都市にわたつて下水溝が設仔

られるなど，都市的施設もみられた。

　このように，メソポタミアの都市は神殿を中核にした共同体として｛生格の

強い都市であつたことを明確に示している。
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3、インダス

　イソダス河の流域，シソドとパソジャブ地方を中心に，前5000年紀の

後半から約100【O年にわたつてハラフパとモヘソジコダロに代表される都一

市文明がひらけた。この両都市は商業都市として栄え，その文化は考古学上，

ハラフバ文化ともよばれ，西はアラビア海岸に近いストカーゲyドルから，

東はジュナム盆地のウクリナまで，南は近年調査されたカンペイソ湾に近い

ロタルまで，メソポタミアやエジプトと比べてガはるかに広い範囲にひろが

ρている。この文化にも独自の文字があり，これを刻した印章がみられるが，

未解読なので，この都市文明の性格は発掘調査による資料からしかうかがう

ことができない。

　イソダス文明に先行して，クエブタ地方のコ：トラヌプティでは集落のまわ

りに城壁がみられ，バルチスタンのエディト・シ亭一ルではジグラド風に塊

煉瓦と焼煉瓦で築かれた階段と，傾斜路をもつ建築がみられ，これを中心

に集落が構成されていた。モヘソジョダロとイソダス河をへだてた対岸の，

て957年調査されたコト・ディジには，日乾煉瓦で築かれた防禦的性格を

示す城壁にかこまれた市域があり・，城壁の外部には手工業者の住居がみられ

る。これはイソド亜大陸における城塞都市の先駆をなすものとして注目され

るσしかし都市的構成が明瞭にあらわれたのはハラプパ文化期になつてから

・である。　　　　　　　　　　・・

　モヘンジョダロとハラッパはイソダス河沿いに南北に約600キロはなれ

て位置し璽数十余りもあるイソダス文明の遺跡のなかでも，きわだつて大ぎ

い都市遺跡である。現在までの調査によつて明らかにされた両遺跡の構成を

比較してみると，ともに西の一角に東西が180～270メートル，南北560

～450メートル，南北に細長い平行四辺形の台地が「アクロポリス」とし

て市街地を見おろすような位置につくられ，いずれも城壁によつてかこまれ

ていた。さらにこの「アクロポリス」を中核にして，周約5キロの市街がほ

ぼ東西，南北にはしる道路を軸に整然たる都市計画のもとに建設されていた。

度最衡の統一・焼煉瓦にみる規格なども考慮して，この同一の型をもつ2都

市は，後世クシャソ朝のペシァワールとマトゥラにみらような同一国家の2

首都，いわば複都制ともいうぺぎ構成をもつものとも考えられ，イソダス文
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明における中心的位置を占めていたo

rァクロポリス｣をよるると--ラ フパでは未調査であるが･モへyi?ヲ

ダP.ではその内部に大浴場.小浴場,穀物倉庫や.大浴場の背後には僧院 (

ぁるいは高官の住宅)またこの城塞のある台地の南にはベ ルセポリ̀スの謁見

の間のような列柱のならぶ集会所に推定される建物など公的性をもつ建物が

ならんでいる｡このなかでも重要な位置を占める大浴場は,長さ 12メ- ト

ル.幅9メー トJV,深さ2,4ノー H t/で,南北には中へおりる階段がついて

いる｡浴槽の壁沫などには煉瓦の間に湿気を防 ぐために石灰を.壁面の煉瓦

の背部には天然アスフTJt,トがつめてあったOこの大浴場の北には, 5メー

トJL,忙 1.8メ- トJt/の8つの小浴場が二列に東西にな らんでいる｡ これらの

浴場は今日ヒン ドゥー教徒によるような宗教的儀式を行なうため,大浴場は

一般住民に.小浴場は僧侶によって使用されたものといわれる｡大浴場の西

には 1占0メー トル×80}- トJL,の穀物倉庫があるOこの ｢アクロポリス｣

には.大浴場の東にとな りあってモ-yLYヨタ ロ調査の契機となった仏教時

代の啓二虻が残ってお り.その下層には記念物の存在が予想されるが,未調査

･一･である｡その桁造,,と位置からまた.神殿.宮殿.王蕗か らなん ら神の栄光と

1王の威厳を示す芸術作品の伴出しないことか らも明らかなように.メソポタ

E:,.ミアの都市のJグラ ドのような巨大な記念建築物はなく,またェLlプ トの ビ

ラミプFのよ うな産額 もない｡ このように古代オリエン トによ られる壮大な

神殿や宮殿は克ち.れない…が. この ｢アク ロポリス｣は市政の中心として,}

ソポタミアの神域テノノス忙比すべき位置を占めていた といえよ う｡

ハラ'パでは, ｢アクロポリ諌｣の城塞の北側に.穀物倉庫が 占棟ずつ南

北に二列に建ちなら,廿,その南側に円形の作業場をもつ製粉工場があり,辛

らにその南には二列にならぷ1▲4の建物からなる労働者の住宅が 1カ所に集

まっているのが発掘された｡

モ- ソLlヨダロではかな り調査がすす且.す ぐれた都市的施設を示 してい

るo市街地の大通 りは,幅約 10メー トルで,ほほ東西,南北に交差し.こ

の碁塊状に区切られた各区は約 250×400メー トルの大きさをもち.なか

には幅2-5メー トルの小路が通 じている｡都市全俺 をかこむ外 周の城壁に

ついては未調査で.中国の古代都市に見る二重城郭型式の ｢国｣型都市であ
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　　るかどうかはわからない。市街地には明らかに富の差を思わせる匪大小の規

’　模の住宅がある。中流階級と思われる家屋のプラソは、HR区で発見された

　　例をみると，路地に面して幅1．5メートルの戸ロをもつ玄関があり，そこに

　　門番の小部屋が設けられ，つぎに小さい通路があつて，そこに南面して小さ

　　いぎれいな部屋がある。ここから方10メートルの中庭に通じているが，こ

　　の中庭はがんらい屋外で，のちには一部に屋根がかけられていたらしい。先

　　述した小さいきれいな部屋に接する側に小さい持送りの天井のついた入口が

　　あいていて，浴室に通じている。東面する次の部屋には煉瓦で覆った陶管が

　　通。ていて，中庭から路地の排水溝に通じている。これらの住居は壁寵や壁

　　柱装飾もなく，壁面の焼煉瓦の面は堀プラスターで仕上げられ，単調な感じ

　　を与えている。燦瓦は焼煉瓦が大部分で，一部に日干煉瓦が使用されていた。

　　焼煉瓦の中には棲形のものもみられ，井戸をつくるのに用いられているが，

　　これを立体的に使うアーチの構造はまつたくみられない。壁体には窓のあウ

　　た痕跡はほとんどなく，いまもこの地方の民家にみられるように光線と空気

　　は主として戸口からとり入れられたらしい。また壁佐には矩形の孔が残り，

　　そこに梁がおかれ，上の階または屋根を造つていたことを示している。この

　　平屋根ないしは二階にみちびく階段のある住居も多い。

　　　つぎにイソダス文明のすぐれた特色である排水・下水施設についてみてみ

　　よう。住居において調理の大部分は中庭でなされたが，屋内にもまた小さい

　　台所が含まれていた。捨水は床の中に沈められた陶器の壼に流れこみ，汚水

　　はここで汚物を沈澱させ，この壺の底にあけられた小さい孔を通つて街路に

　　設けられた下水溝に排水される。各住居には浴室があり，排水を便利に処理

　　するため，常に建物の街路沿いの壁面におかれ，また便所も浴室と同じく街

　　路に面して設けられた。浴室と便所は一階に設けられることが多かつたが，

　　時には二階に設けられることもあつた。二階に設ける場合には汚水や排泄物

　　は壁休の中に設けた煉瓦の溝を走り下るか，まれには外壁に設けた露出した

　　溝を下ることもあつた。こうして各住居からの排水はマンホールを通して街

　　路の両側に設けられた30セソチ幅の排水溝へ流れ出た。この排水溝は煉瓦

　　でつくられ，石灰でしつかり固められ，上部はせり出しで暗渠になつていた

　　この排水路はこれまで世界各地で発掘されたもののなかで，もつともすぐれ
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たものといわれる○

こうした軽然たる都市計画のもとに建設されたモ-ンLTヨタロは,たびか

きなる洪水の後に再建した場合にも.ほとんど前のプラ ンを崩すことなく踏

典していることが調査の結果から明らかになったO これはさきにのべた,排

水下水設備や唾産品の規格化などrLみる旺丑衝の統一とともに.市政を担当

する行政府柵が確立していて.住民を都市計画条例に従わせ.都市計画の管

理運営にあたっていたことをものがたるものといえる｡

イyタス文明の古代都市はた しかにエLyブ トやメソポタミアに比べるとき.

王の威賊を示しあるいは神の栄光をたたえる記念物やそれを荘厳にする芸術

作品も乏しいo Lかし,-ラ ･Jバやモ- y㌔ヨダロによられるよ うに,計画

的な-m市構成と都市生活をきさえる排水下水設備などの都市的施設を完備し

ていることはとくに江 田すべきことであるOこれはイソダス文明が人類･史上,

埴初の計画的布市を構築した ことを示すものといえよ うO

このように..メソポタミア.エジプ ト.インダスの古代文明の都市は,そ

の形成過程 と性格にそれぞれ特色ある性格を示していた .しか しこれ ら古代

文明はすべて.農村共同体か ら都市 という大 きい地域社会への飛躍 という都

市化の現象をその共通する性格 とし.先に も述べたように. ｢市境｣の存在

と ｢倉庫｣の構築が基本的な都市的機能であることを示.している｡

古代文明の発生に必要な自然的条件は.いうまで もなく広大な地域にひろ

が る豊沃な土地 と適度な気候 である｡こ.の土地の生産性を高めるための滞瀧

工堺を進め.この運河を管理運営す るために.はるかに大 きい輯横を必要 と

し.都市国家や統一王国の形成を うなが した｡また生産が向上 し.その社会

的余剰 と社会的分菜を前提 として都市および国家は成立 した｡そ して集落 と

蹄市を明瞭に分かつ都市化の象徴 として.その富の蕃宿を顕示 し.王の権威

を示 し･ま桓自然 とタ順 の直接の脅威か ら自らをま も-た共同体の力q'春野

として.記念的建造物が象徴的表現 として構築されたo またこれ らの記念的

建造物J.=付属 して設け られた貯蔵岸の存在は都市生成のIif情を明確に示す観

能的蓑現であったともいえ る｡また都市の機能を完全に果 し.これを管理運

営す るための都市行政段輪がうまれ.実用の科学技術 と,記録するための文

字が うみだされ, これ らがあいまってそれぞれ特色ある都市文明を開花 させ

た｡
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　皿，中国の都城制
　　1．　邑　と　国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　レ　人類が青銅器を使用し，文字をかくことを知つたとぎ，入類の文花は都市

の文明として花さきかおつた。黄河流域に発達した中国古代の股周二主朝の

文化は，チグリス，ユーフラテス両河流のメソポタミア，ナイル河のエジプ

ト，インダス河流域のハラグバ文明とともに世界史における四つの古代都市

文明をなしている。

　中国のもつとも古い文字は股の甲骨文字である。股王朝のころ，うらない

によつて吉凶を判断することがさかんに行なわれていた。このうらないには

亀甲と牛の肩甲骨が使われ，なかでも王室で用いられたものにはその表面に

うらなつた事柄やその吉凶の判断を文字にほつて記録した。これが甲骨文で

ある。

　甲骨文字では邑という字は右図のように

季灘競禦舞lr傑欝　口
天邑商」，「大邑商」の名や「作大邑」「

王作邑」などの語があらわれる。また中国

の古い書物には，「十室の邑」「千室の邑」

などの語があり，小さい邑は10戸ぐらい1

戸平均6人とすれば人口60人，大きいの

では6，000人もの邑がでぎたことがわか

る。

　次に股代の都市の様相を鄭州と安陽の調

査によつてみてみよう。

　邸州の調査は1950年から始められ，

邑を示す

甲骨文字

葺

堀字すなわち郭

宇を示す甲骨文

字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくに1955年からは鄭州の新

都市計画にもとつく建設工邸が大規模にすすめられ，これに併行して一連の

発掘調査が行なわれた。郡州の股文化は、股前期，中期，後期に分けられ，

その後期が安陽の文化に対応している。この巾期の文化層からは文字をもつ

甲骨，青銅器とともに巨大な城壁が発見された。

　この城壁は東壁1，725メートル，西壁1，000メートル，南壁1，750
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メー トル,北壁 1,720メー トルで.城壁の厚さは基部 占メー トルか ら部分

によって 17メー トルに連するところ もある｡この城壁は版葬によって築か

れている｡版集 とい うのは 7セy チ･から 10セソ声の高さに頼んだ土を.荏

5センチの樺で上か らつ き固め, これを何層に も穂A重ねて土塁を其 (もの

で.こ うした方法で,7.200j- HL･にもなる長大な城壁を築く尼 は,-ほ

う大な労働力を必要とし,これを管理する多数の役人 と完備 した記録を必要

としたOところで甲骨文字では.先にのべたように部邑は城壁都市 とい う観

念を象形化してお り.また城壁をあらわす僻事すなわち郭字 は前図のように

あらわされ.楼門を備えた城壁をかた どってお り,この珊州の城壁もこのよ

うな形を もっていたといえようO

この城壁の外を見ると,大規模な建物はまだ発見されず.規模の小さい竪

穴式や版集で壁を築いた住居地が数多 (あられる｡竪穴住居は地下に方形.

または矩形の穴を掘 り.その長さは2-5.5メー トJL,. 幅は 1.5.-2,4メー

トル,深さは50セソチか ら1.2メー トル くらいである｡両壁に入口があり.

その広さは40-占0セソチ,入 口の味に小窓をつけた ものもある｡室内で

紘,北の奥堕近 くに喪 と思われる火をたいたあとがあ り.壁に方形ないし半

円形の点 状のかまt:をつ くるものもあり.宝の床面は固 (たたきかためられ,

上には白灰面とい.,て漆喰棟のものが塗ってあるo版築で壁を築 く住宅は.

地面をつきかためて･か ら.上に版其の壁を築 くもので.平面は良 き1⊂リ ー

トル,幅 4.4ノー トルで,内払にも版隻の壁があって二室に分かれる｡戸 口

は南につき,輿壁に炉がつio床は何回 も漆喰で塗 り固められてい ることか

ら.長和にわた って使用されたこ とがわか り.･当時の人び とが竪穴住居か ら

地上の住居-と安住の方式をかえつつ あったことは明らかである｡

佳尿と密接して穴 ぐちがあ り.(11長方形.(2)長方形で入口が円形, (3)円形,

の5柾があり,壁両は新石器時代の円形袋形 と異な り,垂直とな り.径的2

メー トル,深さは2メー トルから8メー トルに及ぶものもあり,壁面にステ

アプなつけるなど規模がいちじるしく大きくな っている｡

これらの住居は銅器,･骨護あるいは土器を製造する手工業者の住居 といわ

れる｡すなわち,城外西の鈷功路の西側か らは,14の土器をや く兜ととも

に多数の任官のあとが発見され.同様に,城外の北 と南には銅器播磨所,北に
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骨器製作所がみられ，それに附属して住居趾が多数発見され．．当時の都布が

自然発生した集落というよりも，ある程度の計画牲をもってつくられ．手工

業者がその業種別に集団をなして居住していたことを示している。

　邸州の股代城壁は廃棄されてのち，戦国時代になつて，その南半をそのま

ま利用して，規模を半分にした城壁がつくられた。これが現在の旧城壁で，

この郭内には殿代都市の城内の部分がかくされているわけであるが未調査で

今後の調査が期待される。そこで城内の構造について．1929年から

1957年まで15回（うち5回は北の王陵地帯の発掘）にわたつて調査さ

れた安陽県小屯の股櫨遺跡についてみてみよう。調査された範囲は遺跡の一

部で5ろの版築の土床が発見された。この中には門，土塀，通路と思われる

ものもあるが，建物の遺跡もある。とくに甲四，乙八とよばれるものは礎石

が規則正しく配列され，南北50メー・トル，東西6メートルもあつた。

　この遺跡の北部は宮殿で王の日常の住居であり，甲四とよばれる遺跡がそ

の中心をなし，南部は祖先をまつる宗廟で，乙七，八がその中心であつた。

これらのまわりには穴ぐらがつくられ，陶器の蔵，銅器の蔵，曹庫として甲

骨がおさめられていた。また青銅器製作の作業場と思われる竪穴，骨器製作

所の竪穴もみられたが，これらは王に直属した手工業者のものであ。たとい

われる。

　また般嘘の墓の発掘をみるど，一つの墓から100あまりのいけにえの人

頭や，殆葬者がみられ，また玉，鋼器をはじめ骨器，石器などの副葬品も多

数みられ，当時の現実社会の様相を反映していて注目される。

　このように二つの都市遺跡をみて，中国の股代の都市は，甲骨文字「邑」

に示されるように城壁の内部に王と貴族の宗廟と宮殿を

中心とした町があり，城外には，王や貴族に従属し，都

市生活を支える手工業者たちが，その業種に従つて集団

をなして居住していた。

　殺にかわつて黄河の中流・下流のいわゆる中原の地を

支配したのは周王朝である。この期になると詩晋をはじ

めいくつかの記録があらわれてくるが，股代の甲骨文字

’

！
国を示す金文

にかわるのが，周代の青鋼器の銘文，すなわち金文である。金文では国の字
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を左のようにつくるが,これ払 その内側の ｢或｣は,城壁を示す ｢□｣と

これを防衛す る ｢曳｣を示し,さらにそのまわ りを ｢ロ｣でかこむとすれば.

それは二審娩郭をあらわすものとAられる｡

周公が段征服の直後に建設 した郡市,洛邑には._段族のもつ建設技術が動

員されて,当時の も.,とも進歩した布城が建設されたに相連ないo逸周雷の

作溶解には.洛邑の親疎について ｢城は方 1.72D丈.郭は方 70里. 南は

洛水につなが り,北は 山に接している｣と記され.内城 と外部をそ なえて

いる｡これは段の末期に.城外の集落をさらrL城壁でかこ31郭とする傾向が

あらわれていたことを示す といえよう｡

当時の都市建設の過程を周の大王が岐山に遷林した功按を追思した記録で

ある緯線大雅顧席によって丸よう｡

周の大王の古公渡文は,はじめ塩水.漆水のほとりにで,宮殿も宗廟 もつ

くらず.穴居していたが.一族をつれて岐山のほとりに移 り,萎姓のむすめ

と結嬉 し.周原の肥沃なのを見てここに居を定め,邑を築こ うとしたo まず

亀 トを通じて天の上帝の意志をたずねたO これは都市の創建,新しい都市国

家典住を 卜占したギリV十,ローマの習慣とも一致す る宗教儀式であった｡

ト虹よりて富を得て.氏族たちの居室をつ くり.境界を定め田畝を軽理し.

労働力を確保 した上で.工事 の長と夫役の長を任命し,都市計画を定めて邑

の建設にとりかかった｡まず祖先を祭る宗廟,ひきつづいて宮殿.城壁.外

門の唄に建設した｡宗麟や宮殿などの基唖や城壁はすべて版集で築かれた｡

版薬の作兼は純をまっす ぐには り.板なたはねて矢板をつ くり,土かごに土

もりし.その土を矢板の中に投げ入れてそれを棒でつき固め.さらに藩壁を

削りならした｡邑のあちらこちらに建設の工事 がおこり,作菜のか もし出す

音と役徒をはげます大我の昔は高くひびきわた ったo

ここに見る版葬の作英は,現在のコソクリー ト打ちのようなもので,新石

器時代の土器作 りの経験から生れたといわれ,当時の和市建設の中心をなし

ていたo

次に同じく建設の工程を洛邑の王城建設について ｢尚番｣｢逸周啓｣につ

いて見ると, ｢前 1115年,2月乙未の日.王は文王の潮のある丑京で.

召王に洛邑の地に都城を建設する場所を選定す ることを命じた｡召王は5月
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洛邑においてうらないによウて，その場所を洛水の北岸，澗水の東，颯水の

西の地に決定した。こえて3月，召王は股の余民をひきいて，城郭，宮殿，

宗廟，さらには住居・市場の場所の区画や測量をはじめ7日に終わつた。翌

8日，西都から周公が来て予定地を巡視し，成王に報告した。10日には南

郊で牛2頭をいけにえにし，天の神にこのことを告け，翌日社において土地

神，機業神をまつった。いけにえは牛、羊，豚それぞれ1頭であつた。つい

で17’ 冝C・周公は股の余民と周の諸侯にその計画を示し，工豪がはじめられ，

周公が総監督にあたつた。中央の王城の城壁は一辺1．720丈，外の城郭は

一辺70里であつた。こうして10カ月の日を費して12月工耶は完成した。

成王はみずから洛邑に来て，新たにつくられた宗廟で文王，武王をまつり，

百鮮侯をひぎいて東方経解あたつた・」と記されている・

　このように周は，公疲父のころなまだほら穴にすみ，野や山で遊牧生活を

営んでいたのが定住して農耕生活にはいり，周の勢力を次第に強め，ついに

　　　　ロ般をほろ硫して都を錦京に定め，さらに洛邑に都を移し璽ここを中原を治め

る根拠地とした。また一族や諸侯に外部に土地をあたえて分封し，植民をお、

し準めた。そしてとくに辺境の要地に軍事的基地を建設したため・これに応

じゼ築城術もいぢじるしく進歩し，二重城郭の形式もその防禦性をいつそう

つよめていつたといわれる。

　その後春秋の中ごろ鉄器の使用がさかんになり，農業と手工業の技術がい

ちじるしく・進歩し，これを背景にして商業も発達し，商人が勢力をのばし，

商工業者が諸侯の居城である都市に集中してきて都市を構成する重要なメソ

バーになつてくると，この二重城郭の形式はいっそう普遍的にみられるよう

になる。
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　a　中倒の規範都市の形態
　中国古代の都市国家は氏族の宗廟をまっる祭祀と外敵からの軍事的防禦を

主要機能とし，氏族共同体のわくのなかにとどまっていた。ところが春秋末

期から戦国初期にかけて，貴族政治が動揺してくると・いちおう身分的制約

からはなれて一個の人間としての自覚により周公の礼の文化を理想的都市国

象の制度として把えようとする孔子をはじめ・夏王朝の制度を範として・こ

の先王の道に托して自己の理想社会論を展開する墨子をはじめ・諸子百家が

それぞれ理想社会を求めて多様な改革論をくりひろげた。っぎに，都市形態

に関連する規範的見解についてみてみよう。

　　　i．井田法　■理想の村落形態と国土計画一

　後世，儒家は周代に実施されていたという井田法をその理想郷と考えたが、

一般にこの井田法は戦国時代の孟子によって唱導され，それから次第に発展

したといわれる。孟子は一般の耕作者にも田地を給与することを主張し・腺

の文公に治国策として周代の田制を復活すべきことを建議した（孟子第5

巻　藤文公章句）。すなわち．一里四方900畝の正方形の田を「井」の字

のように9等分に区画し，周囲の8区，すなわち100畝ずつを8つの家が

私有して耕作にあたり、中央の100畝は公田として8戸が共同で耕作し・

その収穫を上納する井田法をといている。

　そして同じ弁に属する者は，平時には出るも入るも互いに仲間となり．戦

時には互いに助け合って敵の防禦・偵察をし．病気の時には互いに救い合う

ようにすれば，百姓はみな親しみ合い団結する。これは当時の農村共同体の

理想的形態を示すものとして注目される。この公田と私田に分かつ方式は孟

子が引証している詩経小雅に「我が公田に雨ふ

り，遂に我が私に及ぶ」とあるように古くから

存在したし，方眼状に区画することは、田の字

がこれを象徴しているともいえるし，また，金

文に田が計算の単位としてあつかわれているこ

とからも明らかである。

　この方眼状構成はさらに発展し，周公の手に

成。たという「周礼」地宮小司徒には，1戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井　田　法
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100畝目歩とし，9夫を井とし，井が四っ田字

型に組合って邑をなし（第8図），同様に，四進

法で邸，旬．県，都と，碁盤状に梅成される国土

計画を示している。

　　　Ii．中華的地域空間観念

　中国古代において成立した地域空間観念のなか

で注目すべきものに，中華思想にもとつく世界帝

国の観念がある。それは夏王朝が天下の諸侯・外

夷にたいしてその服務を規定したものといわれる。

すなわち，中央・天子の国からその距離に応じて

邑 邑

井
邑

井 〃

邸　の　構　成
（邸・邑・井・歩）

賦税貢献の制をたてた，旬服，侯服，綬服，要賑，荒服の五服の制がそれで

ある。史記（夏本紀第2）の記述を表示すると次のようになる。

　　五　腋　の　制

　　　　　王城からの距離

で．旬服　　一　一500里

2．侯服 500－1000
（500－600）

（600－700）

5．鞍服
　　　　（1000－1500）
　　　　（1300－1500）
4．　要i服1500－2000
　　　　（1500－－1800）

　　　　（1800－2000）

5．荒服2000－250O
　　　　（2000－2500）
　　　　（2500－2500）

（700－1000）

1000－1500

穀物を

直接田

賦とし
て収め

る直轄

領

卿大夫

の釆邑

地

男爵の
領地　　　　　　五　服　の　制

諸侯の領地

天子の文教による治

武威を奮って夷独に備える。

腰服

要服

荒服

平常の教えを守って天に仕える。

罪人を流す。

蛮地

遊牧する夷秋の地
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これは王城を中心にお き,そこか らの距離によって辺境にいたる地域的空

間観念を示す もので,この根底には君主が徒を修 め.王道政治を行なえば･

外周の諸国 も中華を来い来朝するにちがいないという道徳的政治理念があ り,

君主の徳化は全世界に及ぶ ものとす る考えに支えられていた｡そして,この

中華 と戎秋の観念は, ｢国の大串は紀 と戒 にあり｣ といわれ,氏族の宗廟を

まつる祭紀 と外政からの軍野的肪架をその主要織憶 とした氏族の祭祀 ･軍申

共同体 ともい うべ き段階の都市国家では,戎秋は非血縁.非同盟部族を恵味

した｡ところが.故国時代にはい り,故国君主による官僚的支配体制の確立

によって,髄土国家の中心 として都市 ｢王城｣が成立 してくると.戎秋はあ

るべ き中華君主の ｢礼｣的支配秩序の外にはみ出た ものへの呼称 となった｡

したがって.中華 と夷を分かつ境界は ｢礼｣の有無にかか り,_それへの君主

･天子の対応 も文革による乱 武威による治に分かれ.具体的には綬服が中

華と外夷の接点と考えられているo この中華思想を基調 とする地域空間観念

はながく中国の伝統的思考方式とな り,深い影轡をもた らしたo

そして･この中華 隼たいする,自負 と自酔 いままた,城壁を もつ環l#城塞都

市に定住する自らを ｢城部の民｣ とほこり.辺境の地に遊牧の生活をつづけ,

異なる生活秩序をもつ民族を ｢行国の民｣ と軽視することに もな.'たCつ ぎ

に. ｢城郭の民｣ として都市的定住生活をつづけた中国における都市の規範

的形倍についてみてみたい｡

iii.考工記にみる都城 -都市の規範形態一

審秋時代にかかれた官肝の番 といわれる考工記には, ｢国の都は方九里.

四方にそれぞれ三つの門がひらき,町の中には南北に九本.東西に九本の道

が通 じているo宮廷 と官庁が前面にあり.市場はその後方にある｣ と記され

ている｡南北の逆は経 .東西の道は緯 とよばれ,三礼図によると1道はそれ

ぞれ門IrC通 じる5本の道路か ら成 り,各道路は 5本にわかれ.中央が車道で

左右に人道が設け られ,右側が男子用.左側が女子用 とな,,ていた と記され

ていて興味深い｡道巾は 9軌 (軌は華a)巾-占尺 占寸と左右に7寸ずつ計 8

尺).すなわち82尺 とされ る｡

そして .王宮は中産 によると規定 されている｡中央の南北の道によったの

だろう｡王者の道であるか らには一般が 自由に往来できるわけはな(,この
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中央の道は都城を東西に分かつ軸線ともなり・左京・右京の観念がうまれた

のであろう。

　都城の中央に位置をしめる宮城は・左に宗廟・右に社稜・さらに路寝・明

堂〔奥御殿と正殿）の3宮がならんでいた。そして・この宮城の前面・南に

は政治をとる官庁があり，背部北には市場が設けられていた。　　弔

　このよう’に．考工記にみる都城は郁市の規範形態を示すものであり，それ

は，外部にたいして城壁がめぐらされ．城門を通して往来することになって

いる。その構成は九経九緯に示されるように，方規的に区画する構成を示し

ている。また，中央に位置する宮殿を，「面朝後市」の配置や1道路を入道と軍

道に分け，人道も男女の性別によって分け，王宮を中経と規定することなど・

礼的秩序によって構成されていることがわかる。

　なお，こ．の規範形態と唐長安など現実都市との著しい相違点は，宮殿を北

へ移しド「面朝後市」あ配置方式を市を前面南に、官庁を後方へしりぞけて

いる点そある。これを西域の都市の影響とする説がある。

　　　lV．隙・斉の都城

　当時の現実都市をみると，関野雄博士の春秋戦国時代の都城肚の調査によ

れば，二重城郭の構成を明確に残しているのは縢の都城のみである。隙城は

縢県め西南8紬の地にあり、二重の土塁が残り，外城と内城からなる。内城

は東西約900m．南北600m，壁の高さは3甲，基底の厚き6～9m・

門祉が各壁に一つずつ認められる。外城は東北角がよく残り，内城を中心に

東西1．5㎞，南北1．0㎞の長方形と推定されている。

　つぎに斉の都，臨瀞をみると，この都城は文献により前9世紀中ごろから

前3世紀後半まで，春秋の五覇，戦国の七雄の一つに数えられた斉の都とし

て山東にその富強を誇っていた。近年試掘調査も行なわれたといわれるが，

この古城は大城と小城の偏二重城郭からなり，大城の西南角は小城に接して

いる。小城は南北1700m，東西1200mの長方形で，大城の東壁は

4000m，北壁2600m，西壁2500m，南壁は後世の臨溝県城の北
束端でとまっているが，かつては2500mもあり，小城の東壁に達してい

たものと思われる。

　文献により当時の情況をみると．「斉は21郷より成り．工商の郷6と士
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の軌 ま15で,これ時三つに分かれていた｡郷は 10連に分かれ 連は4里.

里は 1ロ軌.軌は5戸か ら成る酷保組織で.それぞれに長が定められ.統治

の軍編成の撒柿をなしていた｡｣ (｢国語｣斉語) ｢首都臨寸削こは 7万戸の

家がならぴ,はなはだ富み実 りて,その民は竿をふき馨をならLJ,節:をうち

琴をひき.鶏を闘わし犬を走 らせ.すCろ くやけま りをせざるものなL,D臨

滴の道は卓の車軸が人をうち.人びとの厨はすれあい.えりを連ねると幡 と

なり,枚をあげると# となり.汗をはらえば雨 となり.家ごとに敷 くして富

良.志知 ま高 くしてあが る｣ ｡ ｢城市のいちのILg周には,市門があ り.市虞

がこれを管理 し.市は朝に閑かTL,タに閉じられ｣ で｢戦国策｣斉策)たと

伝えている｡

このように鉄器の普及による座薬の生産力の増大 と,それに ともなう商工

業の発達を背鼻に して,･都市の規模は大 きくなり.独立 自営の手工業者や商

人がま し,かれ らの経済力が都市生活をゆたかに し.都城のうちには市場が

繁昌した｡こうして戦国の都市は,もはや王侯や貴族たちの氏族的結合を中

心 とした春秋初期までの都市国家とは異な り.新 しい嶺土国家へと転イセして

いくなかで.大きく変容をとげていたO

規範 として示 された軽斉な碁盤状の都市計画は.春秋戦国時代では兼だ明

瞭にあらわれていないが.湊 ･北魂 をへて措唐に至り現実都市のなかに明確

化走者 してあらわれて くるo

v.唐 の 長 安

指の時代に着手 され.唐の時代に完成された長軍城は,漢代の長安の東南,

にあたり,雄の長安がか なF)不盤形な都市であったのにたいL,.まった く計

画的な鞄斉な都市形態を示 している｡唐の長安は二重城郭の完成 した形態を

示 し.外部城 と宮城 ･皇城か らなる｡礎でかこまれた外郭城は東西巳5Kznt

南北8.5Kznの広大な城壁で.その高さは5m以上 もあったC外郭の城壁は.

北面を除いてほとんどその原形を追跡できる｡城壁には南 と束 ･酉面にそれ

ぞれ 5門,北白日こは4門の城門があったO南面の中央 ･朱雀大街につづ く明

徳門は南面する郁城の正門で.五つの披門があった｡他の城門は三つの門口

があるのが常であった｡周礼の伝統にたつ ものであろう0
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　都城の中核をなす宮城は中央の北端に位置し、その南に官庁所在地である

皇城があった。皇城の東南と西南の対応する位置に東市と西市がおかれた。

官制の市である。これらを除いて、南北14街、東西11街を通じ．およそ

110坊の区画に分け．明徳門と皇城の南門．朱雀門を結ぶ朱雀大街で，左

（東）街と右（西）街とに分けた。

　街路は宮城と皇城を分かつ横街が500rnであったのは特例で，縦街は約

150m，横街は約アOmというのが標準であった。坊の大きさはその地域

によって異なるが，四周は土踏で囲まれ，4面に門がひらかれ，中には巷と

いう十字路が通じ，さらにその中間に曲という小路が設けられた。そして坊

門は朝夕の街鼓の音によって開閉された。商業は東・西両市にかぎられ，そ　、

の時間も正午から日没までと規定された。

　以上が唐の長安の都市形態の観略である。唐の長安は宮城を中核として，

都市が整然とした計画のL’もどに建設されたことがわかる。この壮大な，そし

て整斉な計画的都市・唐の長安は，まさに天下的世界の王者の都城としての

理念につらぬかれたものといえよう。

　ところで，ここで中国の都市的発展を概述したのは，中国の都市一般につ

いて論じるためではなかった。わが国の都城制，さらにその後の都市的伝統

のなかには、申国の都城制が深い影響をもたらし，それを規範として成立し

ているといわれる。そこで，中国の古代の都市形態を規範とするにあたり，

その規範的性格のどの部分がわが国に導入され，どの部分が導入されなかう

たかを明らかにしたかったからにほかならない。ここで中国古代の都市的規

範形態を整理すると，都市の形態的規範は

　　1．　環譲城塞都市

　　2．方格的形態（井田法）

　　5．礼的秩序による構成

　　4，中華的地域空間観念

の四つの性格があった。
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　W　日本の古代都市の成立
　わが国の古代都市は唐の長安などにみられる中国の都城制を規範として成

立した。ここで，わが国の都城制の成立過程とその特性にっいて概述し，本

章工，H，皿の考察のための前提としたい。

　　1．都城制以前

　わが国に都城制が導入される以前の状況を，原始集落の構造，市と倉の存

在形態，遷宮遷都にっいて考察し．その特性を明らかにしたい。

　　　1．原　始　集　落

　最近，考古学的発掘調査の成果によって，しだいに原始集落の遣跡などの

構造が明らかにされつっある。

　（縄文時代）縄文時代の集落遺跡は井戸尻，与助尾根などにみられる。井

戸尻では馬蹄形集落群が縄文中期を通じてみられ，とくに藤内集落では中央

広場に巨大な甕十数個を据えた平地遺構があり，集合・焚火などの場で祭祀

の場でもあったらしい（藤森栄一井戸尻）。また、東京町田市鶴川でも

40戸以上の集落が中央に広場をもって弧状をなしていたという。この時代

（弥生時代）になると，集落の周囲に溝をめぐらした環溝集落があらわれる。た

とえば、福岡市比恵遺跡では一辺が10mから90mに及ぶ方形の環溝の中

に，2～6個の竪穴住居があったらしい．また環溝の外縁に共同墓地があっ

た。環溝内部は共同生活の結びつきがっよく，井戸・炊事場・倉庫などをもっ

共同生活が推定される。環溝の防禦性格は疑わしいとされる（鏡山猛・環溝

住居阯小論）。登呂遺跡ではあい接して12個の住居肚があり，血縁的結合

による大家族的構成が推察され，また各住居群には，掘立柱による高床式の

倉庫もみとめられる（日本考古学協会：登呂）。当時の高床倉庫は銅鐸（伝

香川出土）にえがかれており，土器（唐古出土）にえがかれた図からも推定

できる。　この時代にはじまるといわれる農耕生活による生産力の増大にと

もなう余劉生産物を収納する施設である。また農耕作業にはとくに広場が必

要であったし，祭祀・信仰の対象となるものも集落のなかに設けられたので

あろう。

　　（古墳時代）この時代‘こなると土木技術が進歩し，これを総合して王の権

威を甚厳化する陵墓の構築や、河川の利用・池溝の開発．堤の築造の工班が活
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1螢1ζすすめ1られて．くる。

　奈良県佐味田宝塚古墳出土の家屋文鏡は当時の建築様式をよく示し，群馬

県赤堀茶臼山古墳から出土した一群の埴輪家は当時の住宅と集落を構成する

建築群をよく示すものといえよう。8個の家形埴輪は，住居5（堅魚木をあ

げた切妻家1．網代をのせた切妻家2），倉庫4（切妻高家5，寄棟高家1）

納屋1（切妻小屋1）から成っている。四周を壁でかこみ，一方に入口を設

けた倉庫は湿気を防ぐために多くは高床式で下部が吹きはなしになっていた。

これはすでに弥生式時代からの高床建築をうけつぐものであった。また，宮

崎県西都原古墳出土の四方に附属する小家屋をもった大きな竪穴建築は，大

室屋とよばれた集会場のような特殊な機能をもった建築と推定される。古墳

時代には1土木建築技術の発達とともに多様な建築がいちじるしく発展した。

　集落遺跡を全域にわたって謁査したものはなく，その構成は不明であるが，

埼玉県五領遺跡では経20mの空地を11個の竪穴がとりかこみ，広場を中

心とした集落の形態が考えられる。また部分的には集落を区画する環濠らし

い遺構も発見されている。

　　　ll．倉と市　　　　　　　　　　　 ．・

　都市が成立するためには，農業生産力がたかまり，社会的余剰がうまれ，

その余剰生産物を収納する倉庫と，それを交換する市の存在が必要であるこ

とを前節までに明らかにした。わが国の原始集落にもその余荊生産物を収納

する高床倉庫がかなり発達していたことが考古学的知見によって明らかにさ

れたことも前項でみた。

　ところで、わが国の倉と市に関する文献的初見は、いうまでもなく「魏志

倭人伝」のなかである。すなわち倭国の風俗をのべ、

　　租賦を収む，邸閣あり，国国市有り。有無を交換し，大倭をして之を監

　　せしむ。

と記されている。ここにみる邸閣とは倉庫のことである（王国維：邸閣考。

神田喜一郎：日本書紀古訓致証）。これによりすでに，5世紀前半ころ，わ

が国では租賦が徴集され，その余剰生産物を収納する倉庫と，物資を交換す

る市が各地にあり，大倭がこれを管轄していたことが明らかである。

　倉に関してわが国の文献史料にあらわれてくるのに
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粛 しか りし時に生め りL,屈を.首都 露 と号す (紀 ･神代上).

があるOウカは食料で.ウカの神は五穀食物の神であり.合宿魂は元来.柿

食の神で.この用字が頼倒 して倉字をふ くむのに ウカノタマと訓 じたとい う｡

(音田貞吉 :倉確魂 と書いてウカノミタマと読む串の考)Oさらに,倉を直

接に表現 した ものに ミヤケがある｡

巨 億 の田の稲を収納むる讃指 を.即 ち飾磨の御宅 と号け.又賀和長久の

三宅 といふ｣ 〔締磨国風土記)

元来 .ミヤケは相殺や兵器な どを収納す る官庫のことであるOところが.千

がて大和朝蓮の直柊債を意味 し.また直接経営を行なわない単なる課税地区

をもミヤケ とよぶことになったoところで.本来愈麻は前項でみたように,

共同体の生産物を貯蔵 し.共同体の代表が管理 していた もの と考えられ る｡

しか し.大和政掛 こよって経営 された竜笛 では.その施設 じたいは同じ形式

を もつ ものであって も.また.その貯蔵形式は同じであって も.倉庫は大和

朝廷に属するものであって,合併 に貯蔵 された生産物は再び共同体の手に も

どることはなか った｡これは余剰生産物の貯蔵 と管理が国家擬力の もとに粗

放的に統合されたことを示す もの といえよう｡

市については記紀や常襲集に高市,海石描市.阿斗桑市.軽市 .餌杏市.

穀政市をはじめ,地方に も阿倍市 〔駿河),採津市 (備後)などの記述がみ

られるOこれ らの市は自然発生的な市で.人々が張まる四辻などで物喪を交

換 し.売買す る所であった o

｢紫は灰さす ものぞ癌 轟癌市の八十街に会へ る児や誰｣ (詫糞塊12).

とうたわれた轟岩岳市はまた男女の交金の場であった｡

｢童卦 まくは梅柘旭市の掛 こ待ち率 らむ･･.-･太子.唱 卯 掛 て,忍びて顔

に党したまはず .果 して謝 りし所に呈 きて.巌琶ojq# と立た して,是嘘

が袖を軌へて-･=｣ (紀 ･武烈紀 )

と市は歌垣め切であったQまた外国の使臣が訪れているが,鹿眼の場 として

外国の使節にも恥じない場であったのであろう｡

｢唐の客t京に入 る｡是の口に飾騎七十五匹を過 して,唐の客を梅石瑠の

管 に迎ふ｣ 促 22,推古天皇 1占年 8月)
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とある。外国の使臣のために，迎賓館として館（むろっみ）がおかれた。’阿

斗の河辺の館，難波館などがそれで，大宰府にも筑紫館が設けられた。また

刑が執行される場でもあうた。仏教受容に抵抗して疫疾の流行を仏法の導入

の故だとし，僧尼を圧迫した。そのため

　「有司た歓尼等の三衣鱒ひて、鞠へて悔石肺の亭に難ちき」

　　（紀20．敏達天皇で4．　3）

と市にある亭（うまやたち）馬屋館すなわち駅舎で刑が執行されている。

　これらの市は物資を交換し，男女が交会し，外国の使臣が訪ね．これらの

使臣，唐・新羅・百済・任那・高麗の客をもてなす館も設けられ，衆入を前

にして刑を執行する場ともなっていた。

　こうして，すでに倉庫が整備され，市もかなり発達していたのに，都市は

まだ成立しなかっ’た。この事情を明らかにするため、遷宮についてみてみた

いo

　　　l躍．遷　宮

　紀記の記述をみると，天皇が崩御されると殖宮にうつし，即位ののち新宮

を造営してそこへ遷宮するならわしになっている。ただ成務天皇のみは．父

景行天皇が晩年造営された志賀高穴穂宮をそのまま宮殿としている例がある

が、そのほかは，前帝の没年またはその翌年に遷宮してこの場合がもっとも

多く，遷宮の時期の不明なものを除けばア割を占める。こうしてア世紀末の

藤原宮成立以前は，即位ごとに遷宮するのがならわしであった。これはわが

国固有な慣行にもとつくものといえる。

　この伝統的慣行はながく残った。平城天皇は桓武天皇崩御後，・一周忌をむ

かえて，

　　聖忌将凋，国家恒例，就着之後，濫御新宮．，請預営構者，此上都先帝

　　所．建・水陸所．湊1道里惟均、故不．檸ユ蓬労一　期以二永逸一・棟宇相望・

　　規模合．度，欲，使昌後世子孫先．所」加益＿y・」　（日本後記　巻4）

という．詔勅がだされている。これにたいして群臣から

　「於．是百官奉．表拝賀EL亮陰之後．更建新宮．，古往今来，以為．故実」

　　……」（同上）

と上表している。これから都城制の成立後にも．遷宮の風習が故実としてつ
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よく残っていたことがわかる｡そ して遷宮は亮陰 (天子の忌中)後新 しく宮

殿を建てることが伝統的故実 となっていたことがわかる｡

この歴代遷宮の理由 として一古 くから諸説があるD

①招婿婚説 孝徳天皇が大化元年 (占45)8月.男女の法を ｢良男 .良

女共に生めらむ所の子は.其の父に配けよO若 し長男.蝉を釆 きて生めらむ

所の子は.其の母に配けよ｡･-･･･｣ (紀 巻 25)と男系主茸の原則をあら

ためて示 したのは.当時一般には招妬鱈が行なわれ.Tいた ことをあらわす も

のといえよう｡本居宣長は. ｢上代に.御代ごとに都のかはれるは.大方上

代には.皇子たちも.蝕父天皇 と.同シ大宮には住坐ずて,多 くは別地に住

坐 りしかは.祖父天皇朋 り坐て.皇太子天津日嗣所知めせば.其ノ元 より住

坐る郷.即都 となれ りしなり｣ (古耳f記伝 21)とのべてい るO ところで.

天皇の場合 も招嬬胎による父子別居であったのだろ うか｡仁徳天皇について

みてみよう｡ ｢皇后 (葛城奥津彦のむすめ)の不在を伺ひて.八田皇女を要

して,宮に納れたまふ｣たのにたいし,皇后は怒 り.なげき,葛城を望んで

｢親が身が欲 し国は.葛城高宮 我家のあた り｣ (紀 ･巷 1日 と歌をよんで

いる｡これか ら天皇は妃 とする場合 .その宮殿へめしいれていること,また

皇后はその生家を ｢我家｣ と意識 してはいるが.生家をはなれ.天皇の宮殿

にいたことがわかるOこれは大和朝廷の勢力拡大にともない.その適婚圏 も

広域にわたるようにな り,伝統的な招婿姫の形式はすたれていたのか もしれ

ない｡また招賄賂説はたてば.同母兄弟の住居は同じであると考えられ るが.

仁徳天皇 と先にのべた皇后磐之旗の間に生まれた 5人の皇子は.それぞれ履

仲 ･反正 ･允恭の5天皇 となり即位 したが,磐余椎桜宮 〔大和),柴解宮

(河内).飛鳥宮 (大和) とい うように,それぞれ異なった地に遷宮を行な

っている｡これか らも,招輯始による父子別居が遷宮の理由とな らないよう

だ｡

㊥奥津棄戸説 たとえば久米邦武は. ｢諸機中に於て も尤 も忌嫌ふほ死競

なりO古代に人死すれば,其家を不浄(,t撮れた りとて棄た り｡紀一審.莱重

唱埠の新羅より杉槍摘槽枝等の種をEI本に抱 しむる轟 に . ｢根屯 以為=朗見

蒼生_奥津衆戸現 臥之具 ｣とあ り.奥津の軌 ま助詞な り.輿 とは死人の臥 し

たる奥の間にL,て･棄戸 とは枚を以て棺を劃 し,死人 を飲七 .其処に遺骸 を
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置て棄去りたるなり，………歴代天皇の必ず宮殿を遷さるるも奥津棄戸に原

由したることなるべし。」（神道は祭天の古俗）と記している。

　じ。さい，この奥津棄戸にあらわされる死識嫌忌観はわが国の伝統的風習

であった。弥生時代にも田能遺跡の調査で，木棺に棋（披）が使われている

し，墓肚と住居趾が複合してあらわれ，これが住居を移して墓地としたのか，

住居祉と知らずに墓地としたのか判然とはしないが，前者とすればこれは奥

津棄戸ということになる。また，東南アジアやアイヌの社会では一家の主人

が死ぬと床下に埋め，家を焼いて他へ移り，アイヌには死の直前に別棟の小

屋に移り住み，死後その小屋を焼きはらうカシュ・オマンデという風習があ

るし，「家居を焼すてて．家内のもの，又別に家をっくりて住む」　（北海随

筆）という習わしが記録されている。

　この奥津棄戸はながくわが国の伝統的慣行としてのこった。類従三代格の

弘仁5年（814）6月25日太政官得に「倹天平10年5月28日1格一休。

国司任．意改．造館舎＿。蝋有耶一人病死＿騨悪不請』居住」と記され，その時代

にもなお，この慣行は一般にのこっていたらしい。宮殿においても都城制の

成立後は，天皇崩御によって遷宮することは廃止されたが，その御座所であ

る常御所はこわされ，新帝はその御座所を新しく造営される慣行はのこって

いたといわれる。

　③権威誇示説　遷宮の動機が死磯からの離脱であるとはいえ，神宝を奉じ

た厳重な行列が威武を輝かしながら，豪族が割拠する村々を横切ることは，

本貫をもた戯天皇家が諸豪族にたいして天皇の権威と尊貴性を誇示する上に

おいて少なからぬ効果があった（田村円澄：古代遷宮考）。

　④建築的要因　以上の諸説について，招婿説はともかくとして，奥津棄戸

にみる死搬嫌忌観や権威誇示としての意味もあったで角ろう。しかし．ここ

で留意すべきは当時の宮殿建築の構造である。それは「宮柱底磐の根に太立

て」　（紀　巻第5）という掘立柱の構造で．高津宮をみると，「宮垣室屋，

塁色せず。’ ﾀ柱極，藻飾ず。茅茨蓋くときに，割斉へず。」　（紀・巻第11）

という掘立柱・茅葺の伊勢や出雲の神社建築にその形式がよく伝えられてい

る伝統的建築であった。これは撫造的には耐久性がなく何世代にわたってう

けっがれるぺきものではなかった。いいかえれば，建築構造のもっ耐用年限
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か らみて も.遷宮に よって新宮が造営きれ る必要があった｡このことは.伊

勢神宮oJ式年遷宮に よる達者Iこよく示されている｡

2.都城制の成立

大化 2年 (占4占).孝障天皇は ｢初めて京師を偉 め｣ と詔勅を もって都

城制の実施を宣 している｡ この改新詔を含む孝繕紀には潤色の疑いが濃い と

す る説 もあ る｡ しか し.これは記録にみ る最初の都市 として,また計画的都

市建設を意図す る･もの として注 目すべ きで■ある｡現実には壬申の乱後 .中央

i]=._･岳.;的律令体制の軽備により宮廷儀礼が定ま り,宮司制度の充実 してい くな

かで.種城制はその形態を駐傭 し.藤原京にな ってほほ完成 した形態をな し,

平城京 ･平安京 となってはじめて都城制は走者 した といえる｡

ところで.この都城制の実現 をみ るためには.前項でみた都城制成立以前

の都市形成 をはばんでいたいくつかの条件 を克服 しなければならなか ったO

つ ぎにこの点か ら,都城制成立の過程を考察 してみたいo

J.古代的合理栢神の芽生え

た とえば.奥津棄戸に示され るような伝統的風習は原を台的信仰 ともい うべ

きナチ ュラ リズム自然崇拝やアニ ミズム精霊崇拝の性格 を もち.それにつ よ

く支配 され る ものであった｡ こうした原始的信仰を克服 し.崩壊 させたのは

当時の先進的土木技術を駆使 した開発の思想であ り,その事糞のなかで芽生

えた もの といえる｡

｢日本沓紀｣仁徳天皇の粂はったえる蓑 田境の築造説話 は .このことを雄

弁に ものがた ってい る｡すなわち.黄 田の境 を築いたけれ ども,その 2ヶ所

が決壊 したO蛙の修理は きわめてむつか しか った｡そ̀の時仁徳 天皇は.夢せ -一

東国 (武蔵の人)の強頚 とこの地方の豪族 (英 田避 )彰子に川の神 をまつ ら

せたなら.必ず修復で きるだろ うとい う神託を えた｡そこで この 2人に命 じ

て川の神をまつ らせたO ところで,連覇 は川の神 のいけにえ として.泣 き悲

しみなが らも水中に身を投 じたが .砂子は 頼 (ひさC)を二つ川に投げ入れ

て･自分が どうして も必要 な らば.この鞄が沈んだ ら,其の神 であ るとして

いさざよくいけにえになろ うとい った｡ しか し,鞄 は沈 まなか った｡砂子は

死ぬ必要 もな (･境をその技術で もって修築す ることが できた｡

この統語には･先進地域 として大陸か らの土木技術の導入による開発車英
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のすすんだ河内と，おくれた東国地方との按術的格差と・それにともなう神

観念の相違1，原始的信仰の克服の度合いを明らかに示している。

　また「常陸風土記」のなかでも，継体朝と推古朝に墾田開発と築堤工事に

まっわる蛇神退治の伝説がある．「日本書紀」推古天皇26年によれば・河

辺臣は朝廷の命をうけ安芸国に派遺され，船造りにあたった。山に入。て良

材をみっけ伐りだそうとしたところ、村人は雷神の木であるからと伐りだす

ことをとめた。これにたいして河辺臣は「たとえ雷神であっても天皇の命令

にさからうことはできない」と，たくさんの幣串を捧げて伐り出した。する

とたちまち，大雨が降り雷鳴がとどろいたが・河辺臣は「雷神よ・人夫を傷

つけるな。自身の体を傷つけるなら傷つけよ。」と叫んだという。これは古

い神観愈の否定と古代国家への統一への動きを示すものといえよう。

　これらの説話はすべて、自然崇拝・精霊崇拝の世界を克服し1新しい世界

をまさにひらこうとする古代的合理精神が芽生えつつあったことを示すもの

である。

　　　ll．大陸文化の導入

　わが国の都城制は中国の都城制を規範とし，それを鋳極的に導入したもの

であった。同時にまた、その思想的基盤として仏教や儒教がその文化ととも

に受容され，官僚制機構なども導入された。

　とくに，思想的・文化的に大きい影響をもたらした仏教についてみてみよ

う（儒教にっいては第皿章参照）。

　わが国に導入された仏教には二面的性格があったように思われる。

　①世界宗教としての仏教。わが国は導入された仏教は・仏陀によってとか

れた原始仏教とはかなり異なった宗教となっていた。それは，インド本土か

ら西方ヘガンダーラから西域へ，そして中国・朝鮮とその伝播の過程で・受

容する側の社会，思想・宗教との関連でかなり大きく変容し・大小乗両系の

仏典をうみ，仏塔と仏像を礼拝の対象とするまでに大きく変容した。しかし

本質において，世界宗教としての性格をっよくもつことに変りはなかった・

この世界宗教としての仏敏は，先にみた原始的信仰の克服の動きと重なり合

い融合して発展する条件をもつものであった。

　②古代的権威を荘厳するための仏教。わが国の古代仏教は・教理・信御の
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面より，むしろ造寺・造仏・法令などの面で果した歴史的貢献の方が大きい

といわれる。それは原始仏教からの発展と変容の過程で．古代的権威を荘厳

する呪術的宗教としての機能も備えていたことを意味する。このことは新興

の蘇我氏が，血縁的な神統譜を形成する伝統的な氏族に対抗するために・仏

教の導入を詰極的に推し進めたことに端的に示される。やがて大化改新をへ

て天武14年（685）には，「諸国に，家毎に、仏舎を作りて・乃ち仏像

及び経を置きて，礼拝供養せよ」　（紀・天武紀14．5）という詔勅が出され・

推古朝いらいの仏教は国家的規模において受容されることになった。仏教は

神紙信仰とならんで古代国家における天皇を宗教的権威をもって荘厳する機

能をもつことになった。このことは宮城を中核とする都城制において，国家

宗教としての仏教寺院が都市を講成する重要な施設として配置され、古代都

市的景観をっよく規定していたことでも明らかである。

　　　Ill．建築的革新

わが国の伝統的建築様式は．先にものべたように「底津石根に宮柱希端

蓮，高天の原に泉盛多遙蛎蓮」　（古事記・上）といわれるものである。天皇

の宮殿も，雄略天皇が河内に巡行したとき，「堅魚」をあげた家をみて，

「奴や，己が家を天皇の御舎に似せて造れり」　（古事記・下）と志幾の大県

主を罰していることからみて，「堅魚」が天皇の地位と尊貴を示す象徴であ

り，天皇の宮殿も豪族の住居もその様式に殆んど差違がなかったことがわか

る。この雄略天皇はまた「木工闘鶏御田に命せて，始めて楼閣を起りたまふ」

（紀・雄略紀10，10）と楼閣を建築しているが，その建築様式にはなんの

質的変化もなかったようだ。

　ところが，仏教の受容による仏寺の建築は．建築様式に大きな革新をもた冒

らした。蘇我氏を願主とする飛鳥寺は，．わが国の初期仏寺でその規模ももっ

とも大きい。百済から寺工・露盤博士・瓦博士が渡来し，広大な堂塔伽藍が

建築された。その建築様式は「仏の舎利を以て，法興寺の刹の柱の礎の中

に置く，丁已に刹の柱を建つ」　（紀22、推古紀1．1）とあるように，礎石

をすえ，瓦を葺く，大陸の建築様式を導入したものだった。

　ところで，宮殿建築は外来の建築技術の導入にたいしてどのように反応し

ただろうか。皇極天皇2年（645）4月，「権宮より移りて飛鳥の板葺の
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新宮に幸す」　（紀・24）と飛鳥板葺宮に遷宮している。ここで板葺宮と特

に称されているのは，従来萱葺であった宮殿を槍皮鐸にあらためたことを示

すものといわれる。そして板葺ばさちに瓦葺へと変化する。斉明天皇元年

（655），「小墾田に・，宮闘を造り起てて，瓦覆に穰蒋とす。又深山広谷

にして，宮殿に造らむと擬る材，指ち矯れたる者多し。遂に止めて作らず。

是の冬に，飛鳥板葺宮に災けり。故飛鳥川原宮に遷り居します。」（紀26）

とあるように，防火のためにも有効な瓦荘を小墾田宮に採用しようとする動

きがあった。その屋根の重量に耐える用材を深山広谷に求めたがえられなか

ったということになっている。これは大陸からの新しい建築技術と様式の導

入にたいして，伝統的な建築様式を固守しようとする根強い抵抗があったこ

とを示すものといえよう。

　しかし，やがて宮殿建築も掘立柱・茅輩の伝統的建築様式を排して，礎石

をすえ、丸柱をたて瓦葺の屋根をもっ大陸風の建築様式を採用することにな

る。藤原宮跡はその確証である。こうして，遷宮を必然たらしめていた建築

的要因も克服された。宮殿や寺院は耐久性のある建築として，古代都市を横

成する重要な要素となった。

　　3、都城制・ミヤコとイナカ

　わが国の都城制はこうして都城制以前の多くの制約を克服し，伝統の上に

新しく大陸の技術・文化を導入して成立した。

　　　1．日本の都城制とその特性

　前節でみた中国の都城制にみる都市の規施形態とわが国の都城制を比較し，

その特性を明らかにしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　一　．1∫

　まず，環藻城塞についてみると，中国ではみずからを「城郭の民」と自負

したよう‘ζ，都城は完全に濠と城壁によって囲郭されていた。これにたいし

てわが国では，難波では天武天皇8年（680）11月，「難波に羅城を築

く」（紀29）とあり，延喜式1ζも「羅城外二丈，垣基半三尺6犬行七尺。

溝広一丈」と記されている。この延喜式の記述を考証し，平安京では「四周

に羅城はなく、唯だ南面に於てのみ羅城門を挾んで東西に外郭垣が作られ，

皇都の正面を飾っていたものと見られ，……防備のために羅城周する羅城で

はなく，儀礼的な施設であったのである。」（川勝政太郎：平安京の外郭垣）
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という見解がある｡ともあれ .わが国の都城は中国に比べて羅城の規模はい

ちじるしく小さく,そしてよわか った｡

方格的構成は条坊制 として明瞭に継承 されてい るO

礼的秩序による構成 も.宮城を中掛 こしてはるか前面に東 ･酉市を配す る

構成 もまた.中国のそれを踏亜す るものであった｡

戯後に中華的地域空間観をみると.これは当然に異hJfとな らざるをえない｡

わが国では東辺 ･北辺 ･四辺の辺境の地方では.諸郡の住居をことごとく城

壁内におき.堂外で耕作するところくとは荘舎だけをお き,虚栄主脚 こは老人や

子供を堕内にのこして.荘田にでかけ耕作に したがい荘舎で暮 し.収穫が終

れば登 内にかえるとい う生活をしていた (軍防令 同義解)｡ この辺境 とは

栗北における陸奥 .出羽 と西南の大宰管国を指 し.蝦夷や梢世(こたい して蛮

夷 として扱い ,防備の態勢をと-'ているD しか し.これ ら辺境の異族 とて､

け っして都城 をおぴやかす中国の蛮族 とは}群よそ異なり.まつろわぬ人にす

ぎなか った といえよう｡わが国は中国 と異な F).地理的に も民族的に も単一

国家の形成 を容易に し.運営 していく条件をそなえていた といえよう｡ した

がって,都城を中心に中華的思想をもって対外的接触をす る条件 も必要 もき

わめて祷かった といえよう｡

国か ら萄入 した ことは,中国を もって中華 とす る思惟形式を うむことにな り.

わが国の精神構造にまで深 い影静を もた らすことになった｡

以上.わが国の都城制はその方格的構成 と礼的秩序に よる構成については.

中国の都市の規範的形態を忠実に継承 しているOしかし,環媒城塞郡市.中

華的地域空間観は形式的に導入 されはして も,定着することはなか った｡ こ

れはわが国の地理的 ･民族的条件によるもの といえよう｡

".ミヤコ とイナ カ

わが国の都城に も,官営の工房や官制の東 .西市があったが.これは中国

の都城の もつ工業や南光 に比べて,その発達はかな り軸 くれ ,都市 として自

立性はきわめてよわか った｡そして地方か ら輸送 されて くる封物にのみたよ

って.都市的生活を運営 していかなければならない という一方的流通で,都
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市の繁栄は田舎の疲弊をもたらすという矛盾の上に成りたっていた・そこで・

都市と地方の関係についてみておきたい。

　この関連をものがたる言葉として，ミヤコとイナカがある。萬葉集には神

亀6年（ア29），難波京の改造を担当した藤原宇合卿がその完成のよろこ

びを

　昔こそ難波田舎と言はれけめ　今は京引き都ぴにけり

とうたっている。ここに明らかに京にたいして田舎という対立する地域概念

が示されている。そこには異なった生活様式がいとなまれていた。

　この京と田舎の関係を示すものに’田仮（でんか）がある。

　「凡在京，諸司。　（中略）五月八月給暑田仮一。分為＿両番一。各十五日。

　　其風土異．宜。　稀収不、等。通随煙給。……」　（令義解巻6　仮寧令）

在京の諸司に勤務する官吏には5月の田植と8月の稲刈りにそれぞれ15日

の休暇があり，田仮といった。これは奈良時代の宮入が農業にも直接関係し・

生活基盤もその本貫地にあったことを示すものといえよう。これは厳密には

改新による公地公民の制に反するものであり，改斬以前の田荘の遺制といえ

よう。田荘（タドコロ）は別業（ナリドコロ）ともよぽれ．大化以前に各豪

族が私領として設定した農業経営地で，皇室の屯倉と同じ性質のものであっ

た。したがって、田舎にのこっていた別業で、そこを中心に農業がいとなま

れ，本宅の都を往復していたということになる。

　また，軍団組織をみると，

　「凡兵士上番者。向ぶ一年。向．防三年。不赴行程．。……」　（令義解巻

　　6　軍防令）

と，上番する兵士は，京の防備に1年，西海防備に3年服務することを定め

ている。

　以上で明らかになったように，京と田舎の間には，封物としての物質の都

への流入と同時に，官吏は都と本貫地の別業の間を往復し，また軍団組織に

よって東国から西国へ都へと兵士が移動するなど、国家的規模における人的

交流が律令的国家体制の上にた。てすすめられていたことは注目すべきであ

る。
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　ここでは都市の生成の過程から都市のもっ勧源的機能と構成を明らかにし

ようとした。まず集落から都市形成の動きを中国の西安半披や城子崖を例と

してみた。つぎに古代文明の都市をエジプト・メソポタミア’インダスにっ

いて概述し．それぞれの文明のもつ特殊性と共通する基本的性格を探り・さ

らにわが国の都市的伝統に強い影響をもたらした中国の都市にっいて・その㌔

発展過程と都市的規範形態を整理した。これと関連して・わが国の都城制の

成立過程，個有な伝統的文化と外来の先進的文化の交渉の過程で把え・かっ

わが国の都城制のもつ都市と村落の関連についても概述した。以上・都市の

生成過程を考察し，その共通する基本的性格と特殊性を明らかにし．本論の

考察のための前提とした。
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1寺内町の形成と展開

1寺　と　町

1寺内町以前一堅田から吉崎へ一

皿原・寺内町一吉崎一

IV寺内町一山科・石山一

V寺内町の類型

VI寺内町の解体と変容

W都市史における寺内町



1寺内町の形成と展開

　1　寺　と　町

　わが国の仏教寺院には・高野山金副峯寺，比叡山延暦寺，園城寺のように

多数の坊舎を寺域内に集中させるものが多く，また寺院は都市の発展に大き

いかかわりあいをもっていた。まず寺と町の関係㊦についてみてみたい。

　仏教が律令国家の宗教的支柱として強い位斑を占めると，その寺院建築は

古代都市・帝都の重要左構成要素ともなった璽　平城京の右京六条二坊の地

に構築された薬師寺もその一つで，東西三町，南北四町にわたる寺内十二町

の北西には四丁からなる「政所町」があり，それを一名「職掌町」とも称え

た璽　大安寺では同様の区域を「御塔町」といった辞　平安時代の四天王寺

では東西八町，南北六町の「寺町四面内」に坊舎が密集し，大庁屋・小庁・

雑倉十六宇など寺務管理を掌握する一画を「政崩町」と称し，炊屋・大屋・

倉備屋．蔵，厨屋などの勝手向の一画を「大衆町］と称している勲　鎌倉時代

の洛西広隆寺では，堂塔のたちならぶ「堂町」のほかに「倉町」というのが

みえる翁　この倉町というのは，寺院が年貢財宝を収めるために多数の倉庫

をもち，その一画を「蔵町」または「倉町」とよんだのであろう。すでに法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
隆寺では，平安時代永久2年に「寺内南倉町」の所見があり争　寛喜年間に

も「寺内蔵町」の記事があり，③文永6年には「寺中蔵町」とも記されてい

る＠　ところで，この法隆寺では中央に南大門をひらき，参道の両側に寺属

の村落が東西に発達した。東西両郷は法隆寺の経済的基盤となり，また寺観

の維持にもつくしてきた。南北朝ころになると寺と郷民との親近関係，いわ

ば寺中観念ともいうべきものが発達し、この社会的宗教的団結は非常時にも

平時にも協力して，法隆寺の維持に力をつくしたという鯉

　また一般に，中世の寺院はその荘園を基礎にして，その郭内に隷属的職人

を擁して自給自足的な手工業生産を行ない，さらに荘園から物資が集中し，

外部との商業交易が行なわれ，最初は祭礼を機縁として寺域内外に設けられ

た市町が恒常化し，やがて寺院を中心に門前町を形成し，また社寺の強い支

配のもとに町座や新しい市場が構成された。
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　ところで，ここにいう寺内町とは中世末に建立された真宗寺院を中核とし，

全社会の重みを全身Kうけながら生きつづける人々の救済を正機とし，「あ

るひは主君につかへて弓箭を帯せり，あるいはまた耕作をこととして鋤鍬を

ひさぐるもあり，あるひは商沽を業として朝タのさエへとするものもあり」

と社会的属性を超えて，平等に彌陀の本願に帰し，たがいに同行・同朋とよ

びかわし，人間的に結びつこうとする真宗の信仰を共有する宗教的連帯感に

よつて構成された都市で，この精神的共同体を確保し，その生活共同体を維

持すること臆図して緬的購築され嬢灘塞都蔽ある．

　以下，寺内町の形成過程を真宗教団のすぐれた組織者であリヂまたわが国

の飾難すぐ煉櫛建設者でもあ・樋重・の行蛎⑫蓮如の周辺で寺内

町の建設と経営に参画した人，また寺内町を構成する市民多屋衆・町衆と番

衆について考察し，さらにその構成，展開と変容についても概観してみたい。

したがって，ここでは寺内町⑱を，①寺内町以前（Pm－Jinaima・hi）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
②原・寺内町（Pr・t。づ孟naimachi）③寺内町（Jinaima・hiり④寺内町

の解体と変容（Pos　t『」重naima£h至）の四期に分けて考察を進めたい。

註②この問題にふれたものに次の研究がある。

　　河田嗣郎・関本一郎　ζ史的研究日本の経済と仏教』ig11・京都

　　平泉　澄　『中世におけろ社寺と社会との開係』19歪2・東京

　　原田伴彦　『中世における都市の研究』1942・東京

　②象永三郎編　『日本仏教史唯古代篇』1967・京都

　　大岡　実　『日本の錐術7　奈良の寺』19る5・東京

　⑨薬師寺縁起大日本仏教全書　寺誌叢書所収

　④宮事縁事抄第童乙　石蒲水文書　所収

　⑤四天王寿縁起事　四天王寺御手印緑起1巻　「前掲密③」　所収

　④広隆寺資財校替実録襲　虜掲む③　所収

　⑦吉田文書2　女久2d2・25　法隆寺政所住房敷地宛行状

　⑮怯隆寺文書鷹o　寛喜元．雪1．6　束大寺北脇房敷地沽券

　⑨離…階」交二窪｛9　交承右・6‘20　｛曽禅忠処分状

　⑳林屋辰三郎　南北朝時代の法陥寺と東西両郷　『中世文化の基調』
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　1亨55．東京

⑪西川　　環濠城塞都市　日本建築学会諭文報告樽105・1964

⑫運如の伝記として次のものを参考にした。

　佐々本芳雄　『蓮如上人伝の研究』1912・京都

　禿氏祐祥　『蓮如』1934・京部

　服部之総　『蓮如』1955・東京

　森竜吉　蓮如　『日本仏教思想の展開』1956・京都

⑬寺内町一般にっいて考察した先駆的研究として

　牧野信之助　中世末寺内町の発達　r土地及び聚落史上の諸問題』

　1958・東京

　長沼賢海　蓮如上人と「炭運動　『日本宗教史の研究』

　1928・東京

　福尾猛一郎　　近世寺内町の性質

　　　　　　　　　　一特に和泉国貝塚寺内町にっいて一

　　　　　　『紀元二千六百年記念論文集』1941・京都

　などがあり，人文地理学的観乾からとりあっかったものに，

　藤岡謙二郎　寺内町の性格¶人文地理1．1948　があろ。

　皿　寺内町以前　一堅田から吉崎へ一
　寛正6年（・1465），その布教活動に新しい展開をとげつつあ迎本

願寺に対して，山門の衆徒，叡山西塔院勅願不断経衆等は集会して・

「一一一号一無搬光．建＿立一宗一。　勧＿愚昧之男女一。　示一卑陵老若，之問。

在々所々。　村里閻巷。　成、群結．党。　或焼＿失仏像経巻一。

軽一蔑神明和光．。　邪路之振舞遮，眼。　放逸之悪行盈．耳。旦仏敵也。

旦神敵也。為＿正法一為1国±≧。不．可レ有．不．誠げ一一」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金森日記抜）

と決議した。衆徒は山門を下って，いちたん祀園社感神院に閉籠して砥園社

の公人や犬神人を集め，早鐘をつきならして気勢をあげ，東山大谷本願寺の

坊舎を襲い破却した。
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　蓮如は近江の門徒をたよって，「生身御影」を奉じ，京都を去った。こう

して越前吉崎へ移るまでの数年を，狭くくびれた海峡のよう左琵琶湖をはさ

んで，湖西の堅田門徒と湖東の赤野井・金森などの束近江衆のなかで活動を

っづけることに左った。堅田門徒の中心は法住であり，湖東の門徒団の中心

は金森の道西であ．硬

　しかし’，蓮如の近江滞留はきわめてきびしいものであった。近江とくに蓮

如が活躍した湖南の地方は山門に接し，山門領の荘園も多かった。当然，山

門との衝突は避けら九なかった。まず，大谷破却の直後，湖東の赤野井庄で

無碍光宗徒と山徒との間に衝突があり（％きつづ毒いをけの尉ら・堅田門徒は金

森の門徒らとともに金森にたてこもって山門の僧徒らと合戦に及び山門の大

将森山の日浄坊を敗死させる始末であ。たが，事件の拡大を好まぬ蓮如は，

「言語道断ノ事ヲ仕ルモノカナ汰箏ニテアルソ・シソコナウナトイヒツケ

シニ，コレハタカ異見ニテカチセンニハオヨヒタルソ，クセ事ナリ，サタメ

テ赤野井ノ大夫カシナシタルヨナ・イソキテ金ノ森ノ者トモニミナチレトイ

ヘト御定下テミナミナ迷惑申サル・事カキリナシ，邪法正法ノ分別ヲコトバ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カツ、。バカリニテコソアルヘキヲ，ミタ・，カハシク合センニトリムスフト御機嫌

ワロクテ御定ニマカセテ，ミナミナ自ヤキヲシテ城ヲヒラキケル…」（本

福寺由来記　以下由来記と略す）と解散により戦闘を停め，山門に多額の末

寺銭を納めることで箏件は解決している。④すなわち，山門は財力と武力に

もつ新興堅田門徒の信仰要求を八十貫文の礼銭三千貫文の灯明料，末寺銭と

ひきかえに容認した。法西と道西を総帥とする湖南門徒はこうして信仰の自

由をかちとり，山門の領主的支配をも後退させたのである。この事件の解決

舷・樋鰍祖影擁じ醐上を渤堅田に姫した・⑤
D

　応仁2年（1468），応仁の乱は湖南に波及し，堅田惣庄と山門・坂本

布民の連合軍との問に湖上権の争奪をめぐつて戦闘が起ウた。これが「堅田

大責」（大攻め）である。この一一戦に堅田市民は全庄をあげてたたかい，寄

手の軍に防戦したが折からの大風に放火をうけ堅田の町は全焼して，一応寄

手の勝利と左り，堅由衆はのこらず舟にのせて興の島へ退避したが・4月1

日には堅田の祭礼をその興の島ではやしたてその余裕と闘志を示し，その年

のうちに坂本を攻撃し関上乗権を奪還している。蓮如はこの動乱のなかで大
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津へ脱出し，三井寺萬やがて三井寺南別所近松の里（拾塵記）をきりひらい

て，文明元年（1470）顕証寺を建立した。④こうして，応仁の動乱のさ

左かに，束近江衆・湖東の野州栗田両郡の門徒は，蓮如の最初の造寺活動に

参加していた。顕証寺は山科本願寺が建立されるまでその中心寺院としての

位置を占めた。

　ところで，この困難な時期に本願寺教団の中核となり，蓮如の安全を保障

し，その布教活動を支持しつづけた赤野井，金森附近の東近江衆と堅田門徒

とは，いつたいどのような生活態度をもち，生活環境のなかに生きていたの

だろうかq

　との湖南地方は中世の先進的地域として，また東国・北陸と京都を結ぶ交

通の要地として重要な位置を占めていた。とくに湖東地方は農業の生産力も

高ま頚，燧民の自営化はすすみ，民衆の間にはやくから団結の意識がめぱえ

惣とよばれる郷村の結合がすすみ，乙名番頭による自治的運営，惣掟による

自検断，山野・用水などの共同管理など生活．生産の秩序を自治的に規律し

運営していた。⑦またゆたかな生産力と物資交流の要地を占める地理的条件

はこの地方に中世の商業的活動を大きく飛躍させようとしていた。⑥赤野井・

金森の東近江衆はこうした生彩にとむ発展のなかに生きていたのである。

　いっぼう，堅田は湖上の支配権「上乗り」をもつ舟運の水先案内廻送を独

占し，海賊町として知られ，また信長のころルイス・フロイスは，「坂本よ

リニレグワの甚だ富裕なる町・堅田」（耶蘇会士通信1571一年9月28

日）と報告しているほど，山門の門前町坂本に左らぶ都市的発展を示してい

た。

　つぎに堅田をめぐる都市の動きについてみてみよう。まず，堅田の町の気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒトトヒ
風を示すものとして語りつがれていた「一年鎌倉殿御前ニテ，六角方ト堅田

トオキノヨシヲ対決ノ事」（本福寺跡書・以下跡書と略す）がある。「オキ

ノヨシ」とは興の島に生える芦のことで，この興の島（沖の島）とは前述の

応仁2年の堅田の大貴の際，堅田衆が退避したところで，堅田海賊が湖土制

覇の中心根拠地としたところで，琵琶湖の南北のほ∫中央，湖東蒲生郡奥島

庄の沖州で，そこに生える芦は古くから堅田惣庄の持分であった。ところが

この「オキノアシ」の帰属をめぐ。て湖東の守護六角氏との間に訴訟がお・こ
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　り，「鍾倉殿御前ニテ」「六角トノハ右座，カタタ侍ハ左座二」据えられた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（擢）　　　　　　　　　　　　　モモツフレ
このとき堅田の「地下ノ代」は，「カイノフルキヲツエニツキ，百綴ヲキ，

ナワヲノアシタヲバカセ，ハワシロクフルキヤフレミノヤレタルスケカサヲ

キセテカタクナナルスカタニテ」対決し，「六角トノハ海ヨリ束地御知行也。

堅田ハ湖十二郡ヲ知行致其成敗ヲ仕リ候トヲリヲ申ス…・オキノヨシトイフ

ナレバカタ，知行セイテハト聞召分ラレ問答ニカチタリ・・一」（由来記）とあ

るように，六角氏に対して一歩もゆずらず，堅田の湖上支配権をまもりぬい

た。鎌倉殿の権力が衰えてからは堅田衆の実力で湖上の支配権を行使し，「

上下ノ船二海賊ヲカクルナリドー’・浦々知行ニナスコト永正口年二至テニ

百余ケ年」（跡書）と湖上の支配をつづけた。ところで永生年間から数えて

二百余年前というと十四世紀初になるが，その二百年余幻堅田海賊は猛威を

ふるつているのであって，応仁元年（1467）には大がかりな海賊が将軍

義政の花ノ御所の用材など「公方ノ御蔵奉行モミ井方財物」を奪いとウ，「

剰多ノ人ヲ殺セシ重科」を犯しているが，こうした海賊行為にまっわる行動

のなかにも堅田衆のもっ市民的精神を示すものがある。それは堅田西切の住

；人，兵庫の海賊行為に対してとった兵庫の父弾正の行動である。兵庫が犯し

た海賊行為はもちろん御下知で禁じられているものであり，これが露見した

混ほ：趣詠タ、リアリ忽由、，カノ罪人ハ麹義ウ綿ナレヘナ

ニヵハ在所二大事力’榊り，，（鱒評田惣庄は大きい危鞭抽

6た。このとき兵庫の父弾正ば，「余入ノ代殊三ワカ子兵庫力代ニー身ハラ

ヲキツテ，頸京ヘノホラバ，堅田ナニカバ苦カルヘキ丁（跡書）と百害し，

「ソレニヨリ地下案隠ナリ」（同上）c私的には息子兵庫の若い命にかえて

老い身を犠性にし，公的には堅田惣庄の大事を救ったことが美談として伝え

られている。このように堅田惣庄には，堅田の町と生活を共同し，運命をと

もにする共同体として意識しジまた応仁2年の「堅田大責」に「敵ノ諸勢堀

ノキハマテトリヨルヲ」（跡書）とあるように，堅田の周りには環濠があり，

城塞都市の性格をもち，共同して都市を防衛する連帯感をともなう市民意識

がつよく発達していたことがわかる。

　ところで，堅田の町はどのような住民で構成されていたのであろうか。堅

田構寺旧歌よれば，細の住即砿，醒鷲」⑨「マタウト鼻全人衆」と「マウ人・
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タヒウ人・譜代下人・下部ナント」から成6ていた。「殿原衆」というのは

「カ〃侍」敷は「三ノ名字キフネヨリタマ・・ル」「地下ノ侍」で濃勧．
タウネ　　ヲワキ

刀彌・小月の三氏がそれで・山門はもちろん六角・京極にも屈し左い地侍で

あbた。かれらは居初党，刀彌党，小月党に分れて堅田の地下を支配し，堅

田四月の鴨の大明神の祭礼には出仕の四ケ村を代表して，それぞれ由緒の紋

をつけてならんだ。「全人衆」は地下本来の百姓であり，「昔大御堂講正月

＋五日趾ノ畷願左座，全煉右座二行f継ン」（蛛記）と記され

ている。この「全人衆」こそ・自営化し成長をつづけた農民と商人．手工業

者であり堅田の市民層を構成するものであった。かれら「全人衆」は堅田の

「応仁ノ乱」・応仁2年の「堅田大責」にあたって活踊し，「応仁乱ヨリ当

所ニヲヒテ万公事辺ノ儀軽重ヲタ・シテ殿原衆全人衆両方タチァヒテワタク

シナキ様ニケンタンヲナス，両方ニカキチカヘイタシアヒタリ」（由来記）

とあるように，以後，殿原衆とならんで堅田の自治的運営に参加することに

なつた。堅田の応仁乱も文明元年和平が成立し，沖の島から堅田へ還住する

ことになつたが，その帰還について，　「殿原・全人ニヨラス。其時料足過

分二出人遺住ス。サナキ人ハ。ブタ・ヒ地下ヘナラサルナリ。又マウ人．タ

ビウ人・譜代家人・下部ナンドハ。一銭モ。三門ヘノ礼銭イタサセス。五六

年ヘテノチ。地下ヘオンミチニテ。ナラルモノモアリ。」（由来記〉とある

ように・山門にさし出す料足を過分に分担したものに市民権があ’たえられて

いる。このとき，全人衆はその経済的実力によつて市民権をかちえたことに・

もなるのだが体来板概も嫡茄たマウト鰺分）タビウト（旅人）

譜代家人・下人などは，もとより詫銭秀担の義務はもた左かった。しかし，

前詑あ1轍の註記にもあるよ弧地下一舐への復帰．獲得のみちもの

こされていたのかもしれない。

　法住ほこの海賊町の全人衆の代表でもあつた。早くから比叡山の特許状を

えて志賀郡一円の紺屋の元方となウていた⑩彼のもとに集まった門徒には，

桶屋・油屋，麹屋，船大工，鍛治屋，試屋などの商人．手工業者が多かつた。

蓮如はこの全人衆や下人たちのあいだを＿貫五百文から三貫文の法礼で「た

れの所へも，そうなく」（由来記）でかげ，名号を二百幅もかき与え，布教

活励をつづけ，講の組織がこれを強く支持した。⑪
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　堅田海賊町の進取的気分をもつ商人や手工業者のなかには，東北から山陰

にかけて蜘本哺離出し嫡灘を行なう「龍ノ人」が粥した・⑫

そして彼らを通して遠隔の地にもその門徒が拡がっていった。

　こうしてか湖東や堅田の新しい郷村や都市の動きのなかで，真宗はその惣

的結合・都市的結合の精神的支柱となりつつあ。たし，湖東の門徒農民・海

賊町堅田衆のあ峨で信心齢のため備轄髄どを騰し類レ⑮緊

密な精神的共同体を育成していく布教活動のなかで，蓮如は地上から姿を消

してしまった本願寺を復活すべき基盤を見出し，発展させるべき方向を確認

し，新たな飛躍への力と自信をえていた。しかし，蓮如は門徒衆による寺内

町をこの近江で建設することはできなかった。文明5年ぐ1471）4月，

蓮如は北陸に向って旅立つとき，法西が堅田西浦の地に御坊を建立すること

をすすめたのにたいし，「山門ノカタヲ御ランゼラレテ。アレガチカイホド

ニト」（由来記）とその申し出をことわっている。じっさい，山門延暦寺に

接した近江で本願寺教団を発展させるには苦難が多く，また寺内町をここて

建設する嘲に静た㌶瞳かった・金森合戦力：解決し鱗ろ汕門腱
の儲蹴，「禰寺コノ法ヲ計年鰹マタレタラ・・骨モ折テ勧ラルヘキ

　　　　　　　　　カタ
ヲ時力少ハヤキ故，努々モカ・ルカロ辛労候ト」（跡書）といっている。

しかし，堅田・金森などでの布教活動と生活経験はそのこの寺内町の形成に

大きく作用したことはうたがいない。

註①蓮如が生れる5年前の応永20年（141き），堅田の次郎三郎＠ちの法住）か

　　「東山大谷殿」をたずねた蒔，「御本寺様ハ人セキタヘテ，参詣人ノー人モミエサセ

　　タマハス，サヒサヒトスミテオハシマス」　（本福寺由来記・以下由来記と略す）

　　という状態であった。蓮如は深い教学の研鐵の上にたって次のような改革を行なった。

　　まず，参詣の門徒に対して膝を交えて法談をし，懇切にもてなし，寺門の改革を行な

　　い，すべて留守職中心に改めた。

　　っぎに，地方巡教を盛んにして，束国・北陸・近江など門徒の多く居住する地区を巡

　　化し法をひろめた。

　　第5に門徒の教義理解を深めるために，教行信証を始め聖教を書写して門徒に与える

　　とともに，みずから仮名文の消息をかいて教義を平明に宣伝すろことに努めた。
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　（赤松俊秀　「仏教の新傾向」『新日本史大系5　中世社会』1954・東京

参照）

　蓮如のこの布教の姿勢を示すものに，東山の御亭にあった上段の撤去があろが，

　「其故は仏法を御ひろめ御勤化にっきては，上繭ふるまひにては成べからず，下主

　ちかく万民を候誘引あるべきゆへは，いかにもいかにも下主ちかく諸人をちかく召

　て，御す・め有べきとての御事にて候と被仰候「〔，平座に御沙汰候」　侠悟記）

　と記されているo

②石田善人　「畿内の一向一撰にっいて」　日本史研究25．1954

　　〃　　　「畿内真宗教団の基盤にっいて」

　　　　　『国史講叢1』1959　・京都

⑤蔭涼軒日録寛永6年4月24日の条　「三会院領江州赤井庄，無碍光宗の事に就

　き，山門より違乱に及び，価って之を停止さろ。」

　同8月5日の条　「三会院領赤井村山徒押妨不己」

④由来記

⑤　〃　跡書

⑥跡書　金森日記俵

⑦石田善人　「郷村制の形成」　岩波講座日本歴史8　1965．東京

⑥脇田晴子　「中世商業の展開一今堀日吉神社文魯を中心として一」

　　　　　日本史研究　51

⑨跡善・由来記とも　真宗全書　続9　によったが，笠原一男　『真宗における異端

　の系譜』『196セ．東京　付録の本福寺記録には，由来記には「殿原衆」は「有原

　衆」とも記されているo

⑩教訓井俗姓　（本福寺記録之2）　真宗全番　続9

⑪法住がもとの門徒の講の組織にっいて

　「法住代二本福寺へ門徒衆所役之事」　本福寺明宗跡書　　（本福寺記録之5）

　其宗全書続9　及び　「法住ノ代ニハ7御本寺様バカリヲ専ト7モノヲ捧ケラレ

　シニ」　（跡書）　とその事情をったえている。

⑫「昔カク・二有得ノ人ハ，能登．越中．越後．信濃．出羽，奥州，ニシバ因幡．伯

　番・出雲・岩見．丹後一但馬・若狭へ越タ商ヲセシモドニ，人ニモナリケイクワイモセリ

　イマハ湖ノハタハカリ廻テハ，ナニノマウケノアルヘキソ，ソノハタハ1）カクシテ

一47一



心子ヲソロシク候ソ，ブンゲンナレパ心ユタカニ仏法二物ヲナクルモノナリ」

（嚇）とったえてい罐

「四五人の衆寄合談合せよ。かならず五人は五人ながら意巧に聞くものなり，よくよ

ぐ談合すべき由，仰られ候」　（実悟旧記）

「仏法談合のとき物を申さぬは，信のなきゆへなり。　　」　侠悟旧記）

笠原一男　『中世における真宗教団の形成』1957・京京　　　　　　　，

　　皿　原・寺内町　一吉崎一　　　　’　　㌧…
　　　1　吉崎

　文明5年（・1471），蓮如は近江から吉崎に進出した。この越前の坪江

河口荘は興福寺大乗院領であり，その大乗院門跡経覚と蓮如とは私縁があつ

たし①また越前．加賀．越中には緯如いらい開拓した本願寺の末寺が点在し

ていた。②この地方は古くから，白山を中心とした天台浄土教の信仰が深く⑤

鎌倉時代には時宗遊行派による長崎（丸岡町）称念寺の開設により，庶民の

左かに時宗教団が繁栄し，④’また，高田派専修寺の布教がすすみ，高田派教

団のもっとも有力な拠点ともなっていた。⑤蓮如によつて本願寺教団が関拓

すべき素地をそなえた場であり，またはげしい異端とのたたかいをすすめる

ぺき場でもあったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソロギ
　吉崎は越前と加賀の国境，越前國河口荘細呂宜郷にあり，南に山，西南か

ら西へ北潟湖があり，北の日本海につづいている，交通の要地であり，景勝

の地でもあった。「この在所，すぐれて吾もしろきあひだ，年来虎狼のすみ

左れしこの山中をひきたいらげて」（御文童1）「柴築地をつきなんどして」

　（帖外御文豊38）「（文明5年）七月廿七日よりかたのごとく一宇を建立」

（徽章1）⑥した．2年後の畑5年（1473）に螂御坊を中，弊

鷹場大道をとおして」その両端に，「南大門，北大門」をひらき，「加賀・

越中・越前の三ケ国のうちの，かの門徒の面々よりあひて，他屋と号して，

いらかをならべいへをつくりしほどに，い1まははや一二百間のむねかずもあ

りぬらんとそ鉛ぼへけり」（帖外御文章丁5）といわれこの両三ケ国で「か

そらくはかかる要害もよくむもしろき在所，よもあらじ」（同上）「宛モ大

国の城郭ノ如ク美々布霊場」（真宗懐古妙巻之上）を構成するまでに発展し

＿46一



た。

　こうして・吉崎には「一切の道俗男女をえらばずあつめられて，末代今時

は倉仏ならでは成仏すべからずとて・諸宗をもはぐからず」（帖外御文章．

25）という状況で，宗教的繁栄をのウこえて世俗的般賑の盛況をも現出レて

いた。蓮如じしんこの盛況を，「この山とまうすは，本は誠に虎・狼．野干

の臥とて家の一もなかりつるよしを人かたウしを，まのあたりき・つるなり。

あら不思譲や・人都に今はなりにけり。そも人間のわざとも澄ぼえざりけり。

さてもこれは所領所帯にてもかくのごとくは左らざりけ幻。その謂はひたす

ら仏法不思議の威力なりしゆへ左り。J（帖外御文章28）とのべている。

蓮如は宗教的連帯感による精神共同体ともいうべき寺内町を建設しえたよろ

こびを，「所領所帯でもこうはできまい」といい，「仏法不思議の威力」だ

と自負しているのである。

　　　　タヤと多屋衆

次に・寺内町の構成をタヤ⑨を中心に考察してみよう．タヤは多鼠他屋

あるいは田屋ともかき，元来，農民の出作小屋，あるいは血穣を忌んで，そ

のためにとくに建てられた小屋のこどを「タヤ」とよび，主屋とはなれて棟

を別にして設けられた。ところで，ここ吉崎の寺内町に設けられた「タヤ」

は，大谷本願寺通記⑨の註に

「諸末寺主於晶本山及別院側一　楷昌寄寓舎．　都名一多屋．」

と1ハわれるものである。

　・ところで・吉崎におけるタヤに関する記述には，次のものがある。まず，

文明：6年3丹28日・「南大門の多屋より火事いでて北大門にうつりて焼け

しほどに・巳上南北の多屋は九左り，本坊を加てはかず十なり」（帖外御文．

郵8）とあるよ旅汕上の御坊をはじめ逸つの多屋襯失している。

始・この火事について真宗灘雛之上1ぱ，「鯉立。リ．・四年目。文明

押午年三肝四日（帖外ノ徽章二・・三月二＋畑卜創．躰二．・二＋

六日．ト云云・酒刻二献門ノ多屋本覚寺・拙火シケルニ。元来山上ノ御

獅ヒバ・本杯舳ナリ．折嚇風ツ。似キ妙バ．御門ノ内。超嚇．

興宗寺等・南北九ケ所ノ多屋を始．本堂トモニ＋ケ所二火ウツリテ．献

門ヨリ北大門迄．暫時二灰慰ナレリ．然トモ門外多屋一風上ニテ．別条ナ



ク見ヘケルガ。御門内計ニテ火納リケレバ。セメテノコト・。上人喜ヒ給ヒ。

仏具宝具等ヲ。悉ク門外ノ多屋二納メラレ。御自身モ其多屋二御移リ在シケ

ル。」とのぺられている。この記事により多屋は門内と門外多屋とに分れ，

門外多屋は門内，南大門の南に位置を占めていたことがわかる。蓮如自身，

仏具宝具などとともに門外多屋に避難していることから，門内には本堂のほ

かに九ケ所に多屋があり⑭全焼したものと察せられる。門内は山上の南大門・

北畑で陽練翻で，寛永5年の吉崎近傍の絵図⑪には「
醐山」中畑二千四酵と記され諒た明治届年の吉崎大綱（オ2図）⑭

の「御山」と記された部分にあたるのであろう。現在，この「御山」の麓に

は束．洒両本願寺別院順慶寺が建っているが，山上は約130mに150m

の松林の台地で往時を偲ぱせるものは入江に面した突端に近く，わずかに蓮

如上人腰掛石という大きい石があり，その南に礎石と思われる石の列があり，

その配置からこの建物は「凡そ五問四面許りの小規模なもの」で本堂趾と推

定さ押御山の輌の隅には献門があ・たという伝承もあるという．⑭

この位置が山上への正面口とな幻，現在の東側につづく登り道とつながり，

往時もこの束の登り道で山上へ門徒たちは参詣したのであろう。

　山上の門内の南に位置を占めていた門外多屋は「御山」の束から北へ拡が

る地籍図記載の東御山・西御山・石堀場・正庵・経塚のあたりに多屋がたち

ならんでいたのであろうか。　寛永年間の絵図には御坊山の束の魏

に「多屋出」下畑650歩　「出口」中　畑509歩という地名が記され，

ここに多屋の出口があ劃，この辺りに多屋がならんでいたことを示すものと

いえよう。

　また，多屋について先にも引用した吉崎御建立縁起（真宗懐古紗巻之上）

に，「トキニ和田ノ本覚寺・田島ノ興宗寺・桂島ノ照護寺・荒川ノ興行寺・

藤島超勝寺・横根ノ乗願寺・川島専勝寺等ノ大坊主達。本山守護ノ為ニトテ。

我モ我モ多屋ト号シテ。吉崎ノ山上二屋宇ヲ立テナラベテ。已二四十八ケ寺

ノ塔頭出来シ。其外加賀・越前・越中三ケ国ノ門徒ノ面々。我劣ラジト他屋

ヲ立テ。蕩ヲナラベテ。凡二百軒ノ軒数トナリ。」と記されている。これか

ら，多屋には二種，一っは近辺の坊主が本山の守護のために吉崎の山上に築

いたもの，他は近辺の門徒が建てた他屋があったことがわかる。
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　また，蓮如は坊主にたいして「ただ他屋役ばかり御攻うらひさふらふて，

座勲すぎ巷ふらへば，尋がて他屋他屋へかへらせたまひ候は，よき御ふる‘ま

ひにて候か」（帖外御文章15）ととがめているが，「他屋役」を果す揚所

と他屋があったことがわかる。

　な於，吉崎には多屋のほかに土蔵のような施設もあった。この土蔵に関連

して・下間安芸蓮崇という吉崎の寺内町の運営に参画し，のち破門をうけた

人物についてふれて於きたいeこの蓮崇は越前国浅水村の人で，四十で手習

いをはじめたというから文字にうとい・おそらくは農民であつたのであろう。

蓮如に吉崎で接すると大いに奮起して聖教や法門に精進し，やがて弟子や門

徒を集めるまでになった。彼は蓮如の深い信任をえてその側近にっかえ，門

徒その他との取次にもあたった。⑮また，門徒への布教．よびかけとして吉

崎でとくにつよく頻発された御文章の作製にも関与していた。⑯この蓮崇の

吉崎の寺内にある住居の前には土蔵が十三もたちならび，数百人の被官をし

たがえていたという。⑰

　ところで・この吉崎の寺内町の住民はどのような人たちによらて構成され

ていたのであろうか。御文章や帖外御文章は，多屋坊主・多屋衆・多屋内方

へむけてかかれていることが多い。多屋坊主とはいうまでもなく，吉崎に来

て・多屋役をつとめる坊主のことであり，多屋内方とはこれら多屋坊主にし

たがつて吉崎に来た多屋坊主の夫人のごとである。ところで，多屋衆という

のはどのような人々であったのであろうか。文明6年正月，吉崎であい守る

べき三ケ条の掟書を定め，「多屋功主巳下そのほか一巻の聖教をよまん人も

又来集の面々も各々に当門下にその名をかけんともがらまでも」（御文章2

『3’ jとよびかけている。多屋衆とは「一巻の聖教をよまん人」，「来集の面

々」と一般の門徒で吉崎へ参詣し，多渥に滞留しあるいは吉崎へ移住した人

もふくみ・また，戦国乱世の世に，風雲に乗じようとする野心をいだき，本

願寺の力の下で生き名をあげようとする人達であり，「仏法のためには一身

惜しむべからず。合戦すべき」ことを決意する人々であつた。

　以上を総合して，多屋と多屋衆のもつ機能と性格は次のように推定される。

まず・タヤに二種あるいは二つの機能があったものと思われる。①吉崎に御

坊樋設畝ると功口賀．越前越中の坊主が吉崎山上へ「本山守護ノ為」
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に集まつてきて，その経営に参加1し，寺院の実務の進営にあたるために，在

地の本坊をは励て吉崎に卿を概たもので⑬他屋役を果すところで励

寺務所由機能をもつもので，澄そらく門内を中心にした多屋がこれにあたる

のであろう。②他は主として多屋衆のために設けられた施設としての「多屋」

であって，その多くは門徒によって建設されたものであろう。すなわち平

時には参詣する門徒たちのための宿泊所となり，寺内町をめぐる危椴に際し

ては寺内町防衛のための臨戦的屯所としての性格をもつたのでろう。

・じっさい，吉崎は次節でのべるように，建設当初から反一向宗勢力によつ

てつねに危機的状況におかれていた。たとえば吉崎建設より5年目の「文明

五年三月末ヨリ。諸寺諸山ノ悪党ドモ。重テ吉崎ヲ破却セント企ル由シ。聞

ヘケレバ。上人モ此ヲ気ノ毒二思召。多屋ノ人々ヲ御広間二召レ。面々ノ評

議ヲ開給フニ。各々ロヲソロヘテ申サレケルハ。処々ノ要害ヲ堅メ。人数ヲ

取集メ。又橘ロニ出城ヲ揖。人数ヲ入レ置キ防戦可然ト」（吉崎御建立縁起

「真宗懐古紗巻之上」）とあるように「総多屋ノ衆中」（同前）は寺内防衛

のための有力な戦力であつたことはうたがいない。こうして，非常時には，

そして蓮如が吉崎にとどまウていた文明5年から文明7年ーまでの5年間は恒

常的臨戦状態にあったともいえるのだが，これら多屋衆の詰所としての多屋

は寺内町の防衛軍の屯所であり，その兵姑的基地としての機能も果したので

あろう。したがって，これら多屋の運営にあたってきた多屋坊主の夫人，多

屋内方が果した役割もまた大きかったに相違ない。このようにみてみれば，

蓮如がとくに多屋内方にたいして度重ねて，その処すべきみちをさとし⑲

［文明第五・十二月八日，これをかきて当山の多屋内方へまいらせ候。このほか

なをなを不審の事候はゴ，かさねてとはせたまふぺく候」（御文章2－1）

とまでのぺている真意も容易に理解されよう。

　ところで，タヤ，多屋衆という言葉は吉崎では頻出するが，山科でタヤが

若干みられる以外，石山などでもほとんどみられない。これはなにに由来す

るのであろうか。これは，吉崎と山科・石山との問には寺内町としての都市

的構成の変化によるのではなかろうか。すなわち、吉崎では，多屋衆のなか

には吉崎に移住し定着した人も少くなかったろうが，そのほとんどは生活の

本拠をお・のかのその地方犀おき・吉碕の多屋に滞留した人々であり・寺内町
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の防衛に参加した門徒であり・これら多屋衆こそが吉崎の寺内町を構成する

主要なメンバーでもあつたのである。したがつて吉崎の寺内町では御坊を中

心に主として門徒農民からなる多屋衆にようて，臨戦的城塞都市として充分

に楼能していたが，未だ豊かな都市生活が展開するにはいたっていなかうた

のであろう。ところが・寺内町も山科から石山にかけて大きく変化する。石

山では後述するように寺内町を構成する主要な構成メンバーは寺内六町の町

衆であり，ほかに地方から寺内町の防衛と警備のために参加する番衆があっ

た。すなわち，石山では寺内町が環滞城塞都布として防禦的性格をもつと同

時に豊かな都市生活が展関していたことも注目される．各地から参加した門

徒衆からなる番衆が，多屋衆が吉崎で果した寺内防衛の伝統をうけっぎ，寺

内町の豊かな都市生活の基盤を形成していたといえよう。⑭

　　3　仏法と王法

　寺内町吉崎の建設のよろこびを，蓮如は「所領所帯にてもかくのごとくな

らざりけり。」「仏法不思議の威力なりしゆへなり。」（帖外御丈章28）

と自負したが，吉崎の建設と運営はけ。して安穏なものではなかっ．。寺内

町の形成にみられる急激な都市的膨脹は「牢入出張之儀」などにみられる多

くの歪みと矛盾をもたらした。また真宗教団のめざましい発展ぶりは越前．

加賀の守護・山門の末寺・平泉寺・豊原寺老どの反一向宗勢力を刺激し，力

による圧迫がなされようとした。これに対して蓮如は「偏に後生菩提の為に

して・さらに名聞利養をのぞまず，また栄花栄耀を事とせず」（帖外御文章

20）と寺内町建設の志を強調し，「念仏の信心を決定して，極楽の往生をと

げんとおもはざらん人々は，なにしにこの在所へ来集せんことかなふべから

ず」（御文章コー8）（文明5．9）と真の求道者以外の参集を禁じた。し

かし吉崎に群集する坊主や門徒たちは決して蓮如が期待するような真宗の信

心の持主たちばかりではなかうた。当時の社会と精神の秩序に反抗する傾向

もつよくなつた。⑳蓮如はこうした坊主．門徒の行動は，ようやく芽ばえて

きた本願寺数団の発展を挫折させるのではないかと憂慮した。麺如は文明5

年11月叶一箇条の掟「於。真宗行耕．可停止．子鱒」 （帖外御文

章24）を定め，翌年正勝集の門徒瞳いし，心得べき三ケ条の掟を

唱、諸法諸宗ともに不．可一誹諺．事。
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　一、諸神諸仏においてかろしむべからざる事。

　一、信心をとりて今度可レ遂よ往生．事

と定め，「我流につたふるところの義をしかと内心にたくはへて，外相にそ

のいろをあらはさぬやう」（御文章1－9・文明5・9）にさとしている。

　しかし，外周の圧迫と門徒との衝突は避けがたい状況になってくる。多屋

衆は於そいくる圧迫にたいして「深構晶要害」「為．，仏法一不．可」　惜＿掩

一命．，可、合戦凸之由」（帖外御文章20・文明5・10）を衆議している。

蓮如は「本懐のごとく面々各々の信心も堅固左らば，それをなぐさみとも思

ふぺきに，その信心のかたはしかじかともなき問，此方に今までの堪忍所詮

なきによりて，当年正月時分よりあながちに思案をめぐらす処に，牢人出張

の儀についてそのひまなく，或は要害或は造作なんどに日をおくり，すでに

春もすぎ夏もさり，秋もはやさりぬる間，かくのごとく徒に日をおくりなん

とすろ事，誠に本意にあらざる閻」（帖外御文章20・文明5・10）と一

時吉崎から蕨島超勝寺に退去したが，やがて「多屋面々」の要請をうけて吉

崎にもどっている。文明6年（1’474），ついに吉崎は加賀守護勢力の攻

撃をうけ，武力衝突を起している。翌7年門徒衆は，ふたたび守護政親と衝

突を起すことになる。このとき蓮如の信任のあっかった蓮崇は，「宗主と門

徒との間に介在し，偽りて宗主の命と称しで門徒を煽動し，ついに宗主を窮

地に陥れる結果となり」（本願寺史）⑳ここで蓮如は「若合戦打負ナバ，国

中ノ僧俗ヲ追払ハレ，御宗旨永ク断続スベキコト，必定ト存ラレ嘆シク候」

（大谷本願寺由緒通鑑矛　巻）㊥と，蓮崇を破門にし＠吉崎を退去した。

　長享2年ζ1488）には一向一揆がおこり，「加賀一国ハ悉ク本願寺ノ

支配ニテー授ノ領トソ成ニケル」（朝倉始末記）とあるように，加賀一国ハ

本願寺の支配するところとなウたのである。しかし，蓮如はすでに吉崎を去

っていた。「いかなる苦難にも挫折しない強靱な性格」（本願寺史）をもっ

て，蓮如は再び，商活動の活澄な畿内の先進地帯で，寺内町山科・石山など

の都市建設に意欲をもやし，多事多難であった吉崎での都布建設と運営の経

験を生かそうとしていた。　　，

　ところで，この吉崎滞在中と退去をめぐる蓮如の思想と行動は蓮如の転回

として大きく問題とされ，またきびしく批判されもしている。ここで問題と
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なる仏法と王法の関孫は寺内町をめぐる問題とも深く関連するので，以下若

千この点についてふれてみたい。

　真宗教団を大きく租織しようとする蓮如は現世の世俗あるいは既成の権力

といかに対処してきたであろうか。蓮如は先に亀みた金森合戦いらい一貫し

てみられるように・世俗の権力と直接に対決することを避けてきた。まず，

なによりも教団の拡大と維持を汁一とかんがえた。文明5年の御文章にみる

本願寺門徒が守るべき11ケ条の掟に記されている「王法為本」の思想⑳も

ひつきよう蓮如が「おれは門徒にもたれたりと。ひとへに門徒にやしなはる

るなり。」（空善記）という姿勢のもとに培。てきた真宗教団の維持とその

飛躍的発展を順調にすすめるための態度を教団の組繊者として示したものに

ほか1ならないとい・えようo

　ところで，寺内町の建設と運営に深い関係をもつ仏法領⑳にっいて，蓮如

は文明7年4月28　日，「それ当流というは仏法領なり。仏法力をもてほ

しゐまNに世間を本として，仏法のかたはき域めて疎略なること，も1てのほ

かあさましき次牙左り。」（帖外御文章40）と記している。仏法領とは世

俗の権力がその所領・領国をめぐって抗争をっづけるさなかにあ。て，との

世俗の領に対置して・世俗的手段によらず宗教的連帯感によつて結ばれた精

神共同体を意図するものであって，いわば蓮如の苦難にみちた布教と生活の

体験の友かから構想された理想都市ともいえるものであつた。しカ，し，この

蓮如の想念のなかにあつた「仏法領」が現に仏法領として，寺内町として現

実世界に機能すると・そこに世俗の正法との間に多くの軋蝶をうみだす亡と

になる。

　この仏法と王法の問題について，丁王土二住ミナガラ仏法計ヲ荷担シ曾テ

無・納法之既得．，剰へ欲．奉．風国王．．」（富樫記）とする門微，たいし

て・蓮如はr王法をぱ額にあてよ．仏法をぱ内心に深く蓄へよ．」（実悟旧

記）⑳と齢の世界と榊の世界，政治と宗教という蘭を旺法」をたて

凝として・その威力随接対決することをさけ，搬と妥協樋して断

することなも倣の拡大をのぞむという麟を示した．それ鷹た「鷹

領」殿吋る適如の考紡にもよく示練る．畑難氏の指撒更に＿

例をカ・届ならば，今古独語に「骸働ゼ、に非るあひだかたく蓮鰍
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酌ありとi碓も，勅定の上は国の面々談合すべき旨内々仰下されしかば・……」

とあるように，この記述は反面仏法領のもつ独自な自立性をも主張している

ともいえよう。

　したがって，文明七年の吉崎退去にあたっても「長袖トシテ。敵城ヲセム

ルコトァラン。自身要害ニヨリテ守ルハ常ノ習ヒナレドモ。努メ努メコノ義

ア・レペヵラズ．」（徳了袖日記）＠とのぺ旺迫する世俗に対して寺内町を

自衛し，防衛することは認めているが，積極的に世俗の権力を攻撃し，戦闘

に参加すろことは認めず，世俗的手段による抗争を否定している。

　以上のように，王法をたてまえとして重んじ，仏法を深化させていく仏法

一王法の折衷的態度は戦国乱世の時代に教団を組織し，発展させねば左らな

かった蓮如によつて生みだされた独自な論理とみることができよう。

　このことは王法と仏法，すなわち「政治と宗教」の関係について，他の宗

派や宗教の立場と比較すればいっそう明白に左る。仏教渡来ごまもなく，国

家宗教としての性格をもったわが国の古代仏教をみると，たとえば王城の守

設・国家の鎮護をねがった天台宗では，慈円は「王法仏法牛角の如し」（愚

管抄5・治承4年の条）といい，叡山西塔の戒浄坊の阿閣梨砧慶は「夫当山

は日本無双の霊地，鎮護国家の道場，山王の御威光盛にして，仏法王法午角1’

也」（平家物語巻オ．2）といっている。鎌倉時代，臨済宗の祖師とされ’る栄

西は，「王法とは先帝後帝の律令也。謂く王法は仏法の主也。仏法は王法の

宝也。」（日本仏法中興願文）とのべ，王法が仏法の主であるとしている。

また，その流れをくむ大燈国師は花園天皇とかわした有名な禅問答で「仏法

不思議。王法に対す」にこたえて「王法不思議，仏法と対座す」とのべてい

る。本願寺でも存覚は「仏法・王法は一難の法左り，とり．のふたっのつばさ

のごとし，くるまのふたつの輪のごとし，ひとつもかけては不可なり。かか

るが敢に仏法をもて王法をまもり，王法をもて仏法をあがむ。」《破邪顕正㍉

抄）⑳とのべ，仏法王法の樋依存の羅を肯定し「一天四海の要器として

公家・武家の人民たるわれら，後世をねがひ仏法を信ずる，さらになにのと

が～あらん」（同上）としている。　　砧

　また，「ビザンツにも，ましてその他璽アマア世界の歴史にも，一般的に

は決して発見されない」「㌍津ヌ．－F喫ミ⑱摩史を貫く・精神的，世俗的両
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勧の賊関係」㊥も原則的紺「シーザーのも鮒ジザーに淋のもの

は神にかえせ」（マ列伝22章21節）’という・一擁あ出売論的

立場にたつているし・「アッラーの道にお・いて戦え」（コーラン労2章牙2

45節）や・．俗にいう「片手にコーラン・片手に剣」というイスラームのカ

1ワ的一元論と比較してみるとき・莚如の仏法」王法にたいする立場の轍

性と独自性がより明確に左るであろう6　　　　　　　　　　　…

　明応8年（1499ゲ4月｝蓮如は死の床にあって，「於＿一流中．仏法

を面とすべき事・勿論也。難5・然・世間に順じて王法をまもる事は，仏法を

立てんがためなり。而ル忙’仏法をぱ次にして王法を本意と心得事当時是多し。

尤不可然次馳・」（空善記）＠と遣乱ている．じ。さい，蓮如はその生

涯を仏法と王法の葛藤のなかに生き，寺内町の運命もまたこのあらがいのな

かに展開していったのである。

註①吉崎進出の助機にっいて考察したものは次の笠原一男の著書で代表される。

　　笠原一男　『真宗教団開展史』1942．東京

　　　〃　　　『中世における真宗教団の形成』1957．東京

　　同氏は

　　冒蓮如の吉崎進出は河口荘細呂宜郷内吉崎の本所たる大乗院前門跡経覚との私緑に

　　よる了解をその消極的契機とし，さらに，加賀．越前における真宗勢力の存在を背

　　景として・真宗勢力和田本覚寺を仲介として，越前の守護朝倉氏との了解を積極的

　　契機としてなされた暫　　　　　　　　　　　　　　　　「、

　　と鈷論し1ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　’　，　L’

，　・よ1孟かに・ヴこれらに先行する研究として次の鵠考がある。

　　三浦周行』丁法然と蓮如」『日本史の研究』　第1輯

　　描進之助陸町獣轍界と蓮如及噸盛」r武家時代社会の研究』

　　1945・束京

　　谷下嚇随如上人の論故について」r蘇史の鯛劇

　　1941・東京

　　長沼賢海随如上人と膜運動」

　②前掲・笠原一男論著　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　可
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　赤松俊秀・笠原一男　『真宗史概説』1966・京都　　　　　　　・．　、

⑤「平泉寺史要」1950・東京

④赤松俊秀　「仏教の新傾向」

　　　　　　『新日本史大系5・中世社会』1954・東京

　・一「三匿上人の時宗について　『鎌倉仏教の研究』1958・京都

⑤朝倉始末記（改正史籍集覧）　高田専修寺大谷本願寺開基前後附加州富樫滅亡事，に

　「元来能登越中大半ハ高田門徒ナリケレトモ本願寺ノ門類各志ヲーニシテ凡テ己力宗

　旨二攻伏スルノミナラス剰国主ノ富樫マテヲ讃二生害セシメッルー一一一」とあるc

④以下引用の御文章ならびに帖外御文章はともに「真宗聖教全書」列祖部2，拾選部下

　2　1941．京都　によろ。

⑦真宗全書　純9　1915・京都　所収

⑥橋川　正　「タヤ考」　『日本仏教文化史の研究』1924・京都

⑨大日本仏教全曾　1937・東京

⑬吉崎の大谷派別院にある別院由緒という記録によれば，敬聞坊，空善坊，法敬坊，

　円光坊，本光坊，本覚坊，善性坊，順性坊，法円坊の9坊が「タヤ」の名称として

　あげられている。　（前掲註⑥）

　また，順慶寺にも同様のタヤの名称を附した絵図がある。

⑪吉崎順慶寺蔵　「寛永5戊年辰5月11日相認改而　御上様江御覧入候」

⑫舌崎順慶寺蔵　明治16年　吉崎大全図　和田家

⑬⑭吉崎御坊趾　1’福井県史蹟勝地調査報告第2冊』1921．福井

⑮実悟記拾遺下　真宗全書　続9

⑯蓮1漸己　『蓮如上人行実』1928・東京　所収　に「越前の吉崎の御坊にて弥仏

　法ひろまり申さふらひて，御文を御っくられさふらふ事は，安芸法眼申さふらいて

　御っくりさふらひてヂ・…己とある。

⑰前掲註⑯

⑱タヤ・他屋を本堂からはなれた別棟の坊とも解されるが，やはり、在地の本坊にた

　いする坊と解した方が適当であろう。

　橋川　正氏は前娼⑧の諭考で京都仏光寺の本山と六坊の関係を例証としていうが，

　六坊は地方にある寺院の出張所であって本山の仏光寺門前にならび，本山の事務萬
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　端をすべて運営しているという。

なお・鋼時代か臓鴎代にかけての内容癌づ齢旗宗の捷院磁篇法」

　　（笠原一男r蘇における異端の系剖付象・【秒62凍京）1錨パ

』正月倣・御・ボ・キ・・，朋・ルベレ，鐘多屋ニー，其内四日五日託，

クル助ラサルナリ」「一坊主衆・多屋多屋三へ廿五日ヨリ三臼三夜〒 mll刊シカ

ルヘシ・臓ハ同前ナリ・但砺多屋多屋ニハ，五日モオヒオヒニ御『 ?zサフラ

　フテ可ト然ナリ」

　と記され・坊主衆の「対夜」行事を行なうところとなっている。

⑲御文章1－10，2－1

⑳ここにのべたようにタヤ・多屋衆を理解するならば，鷺森旧事記　　（大日本仏教全書

　所収）　の鷺森御坊造當事の条にある，

　「当地二多屋　他屋者在．本坊之外．。故月＿他屋．。如馬他宗謂一里坊一。　トテアリ。

　御坊ノ役人ナリ。是又顕如上人御安座ノシルシナリ。ムカシ蓮如上人。越後吉崎二御

居住塒ム北国・僧衆・山上哩・作リ・鰹卜蜘テ儲・体蜥ト・。」

　とある「一見混乱した」叙述の意味も容易に諒貿される。

　すなわち，鷺森では吉崎のクヤにみられた坊主衆にょる他屋役を果すべき場所として

　タヤのみのこり，多屋衆によるタヤとその機能はすでにまったぐ失なわれてしまって

　いるのであるo

　このことは，石山戦争ののちに建設された漁森が環濠城塞都市としての性格と機能を

失な・ていることを理解すればい・そう明白になるであろう。

⑳この周卿情は「実悟記魏．下」（蘇全書続9）に詳しい。

旛己（群舗従15）官地論（繍纐従2・・上）鵬始末記（改訂

史麟覧6）に舞しい。

たとえば離記には・「汝等王土二住ミナガ・仏法計，髄増テ　　・

聯法之聡。剰へ欲庵傾。国王一。言説断．所行也」

　と記している。

㊧『本願寺史』1961　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼ

⑳大日本仏教全番

⑭そのこ「国をくっがへし曲事に付て，御門徒をほなされ」便語旧言己）た蓮鰻は

細川翫を通・てわびたが，ゆるされず騰記）蓮如の死の酬、ゆるされて
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　いるo　　（実悟旧記）

＠笠原一男『真宗における異端の系譜』　1962・東京

㊧黒田俊雄　「仏法領」にっいて　　国史論叢1・1959・京都

　なお，「仏法領」に対照される観念として，日蓮の「釈尊預」がある。

　僻井　学・法華宗不受不施派にっいての一考察

　　日本史研究56・1958）

㊧『蓮如上入行実』　1928・京都

　また，同書には

　「一宗の繁昌と申は，人の多く集り威の大なることにてはなく候b一人なりとも人

　の信を取るカ㍉一宗の繁昌に候」　とものべている。

⑳真宗全芒｝続9

⑳真宗聖教全奮蚤

⑳癌栄庸三『正統と異端』　1，964．東京・『

⑪兄弟中申定条々　　（前掲書⑳所収）

　W　寺内町　一一山科・石山一
　　1　畿内への進出

　文明7年（1475）8月，吉崎を退去した蓮如は海路を若狭小浜にでた

が，「当国若狭ハ土地モ狭ケレノ㌔御法モヒロマルマジク思ヘバ。急ギ上洛

スkシ。」（出口御鎚立縁起）①と丹波をへて摂津へはいづた。こうして蓮

如は明応8年に往生するまで，山城・摂津・河内・大和・紀伊の畿内とその

周辺での布教に力をつくすことになるのである。

　窟ず門徒も多く，「後ニハ淀川ノ流漂テ。船ノ通路自由ニシテ。而モ要害

ノ便宜ク。前ニハ里村ノ民多。諸方往来容易シテ。弘法ノ便リ宜ク。」（同

前）という河内国出口に御坊を建ーて，教化の中心とした。ついで摂津三島郡

密田にも坊舎が建てられた。さらに和泉堺にも坊舎ができた。本願寺の教化

にあずか。て力があったのは堺北庄の嶽商樫木屋道顕である。道顕は「日本

へ渡海スル唐人ノ魁首」明人の堅致と，堺の町人萬代屋の娘木ノ花との問に

生れた混血児で・父の姓と母の名をとって樫木を氏とし，貿易と明船の旅宿

に従事して樫木屋葭左衛門という富豪になうていたと伝えられる。この道顕
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が若江郡八尾の良医吉益斗笑を介して麺如に接し，真宗門徒となり，蓮如の

布教活動に力をかすことになる。②

　このように・蓮如は畿内の先進地帯で・積極的活動をつづけ，今日まで別

院として残る多数の中心寺院を建立した。山科・石山・堺．飯貝．鷺森．彙
カ

賀・出口・久宝寺・名塩・富田などがそれである。そのほか，「海内門下諸

寺劔建率在昌師以来．」　（大谷本願寺通紀）といわれる教化活動をつづけたの

である。この吉崎退去この畿内における布教活動は，親飛いらい布教の地域

が東国から北陸へかけての東方への布教に力が注れてきたのに対し，畿内を

中心に西方へも布教の地域を拡大したことを示すものであり，また従来主と

して農民をその布教の対象としてきたのに対して，都市の商人層までその布

教を拡大したことを示すものといえよう。

　　2　山科

　　　i　本願寺の再建

　文朋コ0年（1478．），出口を中心に畿内での布教に努めてきた蓮如は，

東山をへだてて京都に近い山城国宇治郡山科郷内野村に居を移した。③それ

は山科本願寺を再建するためであった。この敷地の選定には金森の道西が進

言し，④道西の計らいで，近江国近辺の御弟子，門徒らを集めて，「御本廟

御建立」について相談があつたが，そこで前に述べた堺の樫木屋道顕が「急

急二御普請モナリガタカラン」ちようど堺の御坊に特に所用のない一軒の空

坊を移築させることを提案し，「早速二是ヲ指登セテ仮御殿トナシ」（山科

御建立略縁起）⑤さらに翌文甲11年（1479）春にも，堺の門徒が「堺

ノ御坊二棟数余多候へ・㌔其本堂ト御殿トヲ先取登セテ仮堂トシ。寝殿トナ

サル間敷ニヤ」。（同上）と重ねて移築工事を進め，8月までには仮堂．寝殿

が完成した。ひきつづき，吉益半笑ら河内の門徒の尽力で吉野の奥へ杣をい

れ・材木をはこび，蓮如が多年念願していた御影堂の建築にとりかかろうと

した・蓮如は御影堂の建築にはとく剛尋重を期し，まず三帖敷の小御堂を試

作し・瑚12年（・1480）2月5日に本建築略工している．ぴ28

日，棟上の祝にはよそ卦い美しい大工．番匠ら，また諸国の門徒も参加した。

勘は喩不可思議之宿縁あさから躍工馳」（帖外徽章57）とのべて

し’る・’その焔工靴すすみ，8月28日には仮仏瞭灘の御影をうつ

一61一



　し，その夜は堂に籠り，「年来患老京田舎とめぐりし内にも，心中に思様は

あわれ存命之間に澄いて，此御堂を建立成就して，心やすく往生せぱやと念

願せし事の今月今夜満足せりと，うれしくたふとくも思ひ奉る聞，其夜の暁

方まではつゐに目もあはざウき」（帖外御文章57）と，大谷破却いらいの

・多年の念願の達成したようとびを記している。　　　　　　　　』

　　¶1月18日，完成した御影堂に，大津近松に安置してあった根本の御影

性本の御影をむかえ，ここに本願寺は寛正6年（1465）の大谷破却いら

い十五年ぶりに本願寺の再建をみた。そして，この再建には堺・河内・近江

などの畿内の門徒衆の力が大きく作用したことは注目される。とくに，道顕

は光照寺記辮に，「粟津作治郎元道（略）蓮如上人何内ヨリ当地へ御入ノ

硯・・山糊一ノ富豪二調醜顕ト心ヲ合テ御職人ナリ」と劫，山科の

粟津元道と力を合わせて寺内町の建設に推進的役割を果したことがわかる。

　　　ii　仏国・山科

　復活した本願寺を中心に山科では寺内町が，「夜ニマシ日二増シ。次オニ

御威勢モツヨク。萬端豊競ニテ御繁昌有ケル。」　（山科御建立略縁起）と

いわれるほど都市生活が大きく展開しつつあった。当時の本願寺の印象を，

「山科本願寺一見，庭座敷之体驚目者也，下妻大輔，興正寺以下一覧，美麗

超過云々」（永正1【7年記4月22日条）⑦と記し，天文元年（1552）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロアマ寺内町山科の繁栄を鷲尾隆康は，「抑本願寺者及四五代富貴修栄花寺中広大

無遊廟姻云確叡不異洛中之居住也者各富飾家之者随分之美麗云

・頽鱒配併天道也」（詠記・敵1・8・24）⑥とつたえ，応仁

1文明の兵乱で著しくさいなまれた京都にひきかえ，東山をこえたこの山科で

は豊かな都市生活がいとなまれ，その荘厳は「仏国」のように当時の京都の

貴族の眼に映じたのであろう。

　ところで，この寺内町の繁栄をささえたのはなにであ’ったろうか。いうま

でもなく・それは寺内町の建設に大きく参加した門徒衆の力によるのだが，と

りわけ加賀・’能登・越中の北陸の門徒の力が大きかったといわれる。その動

きは長享の一揆によく示されている。遮如が吉崎を去ったのちも，北陸の門

徒衆と領主富樫政親の間の抗争ははげしく，長享2年（1488），っいに

加賀一国の政権をかけての武力衝突となり，⑨一揆の軍は政親を高尾城に攻
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乳，轍させてし馳た飢うして加賀は「百姓ノ榊ル国ノヤヴー刻

行キ」（実悟記拾遺）・「加袈一国ハ悉ク本願寺ノ支配ニテー揆ノ領トソ成

ニケル」（朝倉始末記）とあるように・加賀国は本願寺派の坊主と門徒国入

の支配するところとなつた。この事情を真宗懐古妙は，「長享二丁未ノ年比

ヨリ。加賀能登越中ノ三箇国。本願寺ノ領地トナリテ。年貢ヲ山科へ指上ケ

ル」「年貢ヲバ山科ノ本願寺へ計ルペシト。一同シテ富樫等ヲ次矛二攻滅テ

本願幸ヲ三ケ国ノ大将ト仰ケリ。コレ御本山ヨリ云付給フニモ非ズ。又此三

ケ国瀬主ニシ給・ヘキノゾミモナ測シコトナレドモ．自然ト媛ニナ1，

給ヒ。其レヨリ十一代目顕如上人の御時迄。三箇国トモ本願寺ノ領地ニテ有」

とあるように・「仏法領」はいまや強力な法王国ともいうべき教団組織を現

実に形つぐり。その中心に寺内町・山科が位置を占めることになった。この

はげしい一揆のうごきは蓮如を一時，苦境におきもしたが，細川政網など

のと塘しでその鰍を回避し詠正元年（1504）には，将職澄が山

科鞭寺を訪ね漁な乙購に急速｛徽近してい。た。

　つぎに・寺内町山科の構成についてみてみよう。第1－1図第←2図はともに

山科翻鰯宿町光照寺蔵の古図書当駒寺内町の轍をも・ともよく示

すものである。寺内町山科は山科盆地の中央よりやや西に遍する地点にあり

北には三条街道（東海道）が盆地を東西によこ酌，東山をこえて南禅寺の

下にでて粟田に達するこの街道は京都と大津．東国を結ぶ主髄で励涼

銑・の妙でもとく題勤関門職して，この山科寺内町醜設された

掬である・こ錬髄と盆地の束，追分で服する槻．大坂道が盆地を

南へ乃・餓西の徽村近くで南1蜥れる渋谷道が分岐している．第1－3

図参照）㈱・鋤大f証記によれ嚇正14年（151ア）12月20日

「舳科本騰蜥道造始之」と記されている．これは今古独語にある「去

る永正14年・伐雄反の事に，灘院殿御下知なさ樹る乞三井赴意

を用ひず強訴劾しかば，鞭寺へ仰付られ，，∫、山の翻平げられ，新く道

をひらかれ漣坂敏の義，輔寺門弟を止められしかば，寺門迷蘇及し

ゆへ効・」にあたる6鞭寺じしん赫山を勧ひらき道糎設にあた』

て賊とと醐鯵である。

期図「野村鞭寺古御勝之図」⑭をみると，寺内町は，か郭．働

　　　　　　　　　　　　　　一65一



寺，オニ郭・内寺内，渉三郭・外寺内の三郭から成り，それぞれ土居と濠で

区画された環嶽城塞都市であることを明瞭に示している。

　　牙一郭・御本寺　寺内町の西側の中央に位置を占める。前章でのぺた御

影堂．阿彌陀堂・寝殿など山科本願寺の主要建築施設はここに位置していた

のであろう。この牙一郭には東・西・南・北と四つの入口があるが，西口は

直接，背部の西野村にっづき，東の中央の口が，主要入ロであったのであろ

う。牙三郭にある麺如上人御塚は今ものこる蓮如上人の墓であり，その土地

が山科西野大手先町とよばれ．ここが大手先一正面であつたことは明らかで

あり，本願寺は東面して構築されたのであろう。

　　⑦二郭・内寺内］牙一郭と蔽・土居をへだてて，西をのぞく北・束・南

の三方にっつく一郭である。図中には北に「家中」，南に「仏光寺帰尊地，

四十二坊トモニ」と記されている。し允がって，このオニ郭内寺内には一家

一族及び坊官の屋敷や，文明十四年仏光寺の経豪（蓮教）が寺僧48坊のう

ち42坊を率いて蓮如に帰依し（仏光寺法派相承略系図）蝉山科に坊舎を建

立した興正寺もこのオニ郭に位置を占めたことを示している。大谷本願寺通

記には「（文明）十五年正月以来山科多屋六寺及七坊成。未諸恥其名一。或

云常楽寺。興正寺。金宝寺。本福寺。仏照寺。西方寺。性応寺。端坊。束坊。

西坊。本光坊。空円。了性是。」と記されている。この多屋六寺七坊は，こ

のオニ郭に位置したのであろう。ここにいう多屋はもちろん，先にみた多屋

のうち，本願寺の運営の実務に参加するための寺務所的機能をもつものであ

ったのであろう。したがって，この矛二郭には，たとえば蓮教の興正寺のよ

うにこの山科に定住するもののほかに，吉崎でみたタヤのように他崖役を勤

める場もあつたらしい。この場合，在所をはなれて山科に滞留するものを，

「在京之衆」とよんでいた。⑯在所と山科滞留の期間は一定でなく1その間

を往復していた。⑰

　　〔オ三郭・外寺町コオニ郭と濠と土居をへだてて，西の矩形の外寺内と，

南の出丸のような形をした部分からなる。西の部分も北・束と西の三方を潭

と土居でかこまれて外部と区画され，西のオニ郭．内寺内を画する濠に接し

て「蓮如上人仰塚」があり，先にものぺたように，この地が大手先と呼ばれ

る点からも，これから京へ向って正面の口が開かれていたのであろう。また
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南東の隅にも口が開かれ・四ノ宮川を横ぎって大塚道につながっている。こ

の寺内町の南東に沿うて流れる四ノ宮川は・南の位置で束から流れる音羽川

と合流している。

　このオ三郭は寺内町の町衆の住区になっていたのであろう。「在家また洛

中の居住と異ならず」といわれた山科の都市の様相をものがたる史料はすく．

ない。一期記には「山科の八町の町」とあり，天文元年8月炎上後の山科に

ついて・「坊跡自御堂亭中居にいたるまでの八町まち」（天文日記6・7．

5）「八ちやうまちの坊跡」（同6・7・15）とのべ「野村八丁彌太郎」

が「加州能美郡にて・廿石壱斗の寄附し候」（同．6・2・8）とあり．野村

八丁の住民が，加賀の土地二十石を寄附して曲り7訟そらくは，その出自は

加賀であり・加賀から山科へ来住したことを示すものといえる。寺内町には

絵師のいたこと，餅，塩，酒，魚の売買にあたる者がいたことが本願寺作法

之次オなどによりうかがうことがで遂る。また，地下衆講（同13・11・8、

があり，鐘，太鼓，風呂などの都市的施設もあり，平和な都市生活が展開し

ていた。　（後述）

　〔南殿〕延徳元年d489）正月，　75．オをむかえた趣如は南殿に

隠居所を設け隠退した。南殿というのは本坊の本願寺が北殿とよぶのに対す

るもので・実悟旧記などにも「御本寺北殿」（野村御坊）と記されている。

したがって，南殿というのは北殿との位置関係によるのではなく，大谷本頭

寺時代の呼称によるもので，存覚一期記にその事例をみるという。⑲南殿に

ついて・実悟旧記には「南殿にて前々前住人のれんを打あげられて御出候」

とあり，また，「南殿山水の御縁の鉢の上にて蓮如上人仰られ候」ともあり

その庭園と建築の構成をつたえている。

　南殿遺跡については，現在二つの説があげられている。一は山科音羽伊勢

宿町の光照寺であり，他は山科西野広見町の西宗寺である。前者は先にあげ

た光照寺記録のなかに「御在世山科御亭図，当寺古屋舗図」とあるのがこれ

を示し，後者については粟津蔵書（大谷大学保管）のなかの「南殿泉水山図」

がそれを示している。しかし，蓮如が死の直前，r伊勢の宿のどひにて御こ

したち」（空善記）とあるように，伊勢の宿の土居に輿をとめていることか

ら推しても，やはり南殿は光照寺をその遺跡とみるべきであろう。橋川正氏
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　も森葛氏もこの説である。⑲第1－2図の同寺記録「当寺跡覚」にある「御在世

山水御亭図」は南殿の古図とみられる。なお，同記録の地籍図には，「御隠

居地　山水亭　天正十七年検地勘旧跡之地成ル由申上ケレハ御除ナリ」とあ

り，束・52間5尺，西・56間1尺，北・29囹半，南・50間5
尺の台形の地が示されている。古図によれば，南殿も三郭からなり，中央忙

持仏堂，山水亭が京西にならび，北に築山と池があウ，池の水は音羽川から

とり入れたようだ。四周には堀と土手がめぐらされ，南と北にそれぞれ入口

がひらかれている。このオー郭の西の牙二郭には台所と御差図井戸（実悟拾

遺記記載）があり，これらの周囲は土塁（水ヨケノ土手）で周郭され，西面

と南面のほぼ中央に構へ口が開かれている。なお・オー郭の南西の隅に記され

ている順光寺跡というのは，蓬如の末子であ匂，「私心記」の筆老でもある

順興寺実従にまつわる遣跡であろうか。実従は蓮如が没年の前年に生れ，実

如に養育されたといわれるから，⑳　あるいは痙如没後のある期間をこの南

殿で吾’ ｭったのかもしれない。

　第1弓図は光照寺記録「当寺跡覚」所載の山科近傍図（本願寺旧地と南殿旧

地を含む山科盆地全体）である。この絵図では南殿旧地の南に実如上人塚．

白川寺・空野寺，さらに南に妙智院三ノ宮が記されている。なお，伏見・大

坂道をへだてた束の山麓には，大宅寺と山階寺旧地が別箇にならんで記され

注目される。第1－4図は先にあげた「野村本願寺古御屋敷之図」「御在世山科

御事図・当時古属舗図」および「山科近傍図」を基本にして，粟津蔵書（大

谷大学保管）の「山科本願寺遺跡図」などを参考にし，2500分の1地図

の土に現況を検討して復原したものである。山科寺内町の南部はかなりよく

その痕跡をたどりうるが，北面は鍾紡山科工場の敷地となり殆んど痕跡はと

どめていない。南殿は森薩氏の実測図からも明らかなように中央の泉水の部

分の土居の一部がよく保存されている。

　ところで，山科寺内町にしても，また南殿にしても，その構成をみると，

全体が三郭に分れ・それぞれ謙と土居で完全に区画され，自衛的．防禦的性

格のつよい環澄城塞都市の形態をよく示している。⑳これは当時の戦国の世

情と・本願寺教団をめぐるきびしい状況をみるとき，その必然を容易に知る

ことができる。
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　明応8年（1499）2月　25日，薄如は死を前にして，「・まはりのど

誌灘裾温貌驚潔讐鵬宅鷲篠賭讐㌢
内町の土居をめぐり・伊勢の宿の土居一すなわち，南殿の土居に輿をとめて

いる。このとき，蓮如の胸に去来したのは左にであつたろうか。それは，大

谷破却以来・吉崎から山科・石山へと寺内町建設の苦難の多かつた道程への

追想であり，多くの矛盾と困難をはらみつつも，山科や石山などの寺内町に

展開しつつある豊か左都市生活を眼前にみるようとびを深い満足をもつてか

みしめていたのではなかろうか＾

　　　i酉　山科炎上

寺内町山科の都市生活の繁栄も，謹如はただよろこびをもってみまもるわ

けにはいかなかった。それは吉崎の場合とかわら査かった。山科の本願寺に

参集する信者にだいして，蓮如は度重ねて，御文章によって門徒のまもるべ

き道と掟を定めている。⑳蓮如から法燈をひきついだ実如は，世俗の権力と

の抗争の渦中におちいった。すなわち，永正の乱，細川政元と富山の争乱に

細川方に組せざるをえなくなり，窮地に寿ちいる苦い経験をもつた。＠この

体験から，実如は臨終の床で，「オー諸国の武士を敵にせらるる儀不可然。

何之国守護等にも入魂せられ和、与ありて，諸国の仏法を開山聖人御本意のご

とく立らぺく候」「所領勇之縫可停止之由仰定たる事候」圧法を守　仏法方

如品聖人御暁」（本願寺作法次牙）と遺言し，もしこの掟が守られ煮かったな

らば「この霊場忽ち馬の踊にかかるべし」（今古独語）とさとしている。⑭』

　しかし，蓮如が憂慮し，実如が苦慮した亭態はまもなく到来した。本願寺

の家中は・武将陶の抗争の渦中におちいり，ついに細川請元との不和から天

文元年8月，近江の守設六角定頼と日蓮宗徒が本願寺をおそい，寺内町のす

べてを焼滅させだ。⑮当時の状況を，私心記は，「二十四日　朝早々ヨリ諸

勢取出候。取マワシセメ候，四時也。昨日ヨリ今日マデ城中静ニシテ強也。

然処兵庫介，和睦之曖トシテ人質二出源次郎内へ取時，諸勢水落ヨリ乱入シ

テ，火ヲカケ候間，一時之間ニド寺中御坊等焼失候。」と伝え，こうして寺1

内町はほとんど強い抵抗もなく，「寺内寺’
O不、胎＿一家一焼失了」（経

厚注印日記）と焼減してしまつた。
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　こうして，山科寺内町は蓮如の建設いらい50年あまりにして，蓮如・実如

らの掟に反し，世俗の権力とのはか左いあらそいのなかに焼減してしま。た。

環濠城塞都市としての山科は，そのこ「鉛ほくかΣへをき候」「らう人左と」

を，「いそきあいはらはれ」，「又かまへのほりの事も」「一はうのふんな

りとも，いそきいそきうめ候へは，まつまっにもなり候やうに候」（山し左

七郷御せいはいの亭）㊧とあるように，焦土と化した山科で牢人を追い払い，

防禦的施設としての「構堀」⑳を埋めたて，また「山科本顧寺ノ城ヲワルト

テ，イ体衆罷向云・ρなど涛内町山科は完全に解体されてしまつた．⑳

そして本願寺は大坂御坊にうつり，ふたたび山科にもどることはなかった。⑭

　　3　石山

　　　i　石山建設

　明応5年（1496）蓮如は摂津国東成郡生玉庄大坂に寺地を定め，坊舎

の工亭に着手している。これがのちの石山本願寺であり，ここを中心に建設

された寺内町はまた近世大阪の源流といわれる。この石山御坊の位置は大阪

城本丸一三ノ丸といわれてきたが，現在発掘調査中の難波宮吐のある法円坂

町をその所在地とする説もある。⑳ともあれ，石山御坊の位置は「三方ハ田

畠平均ニシテ。民属繁栄ナレパ。米穀野菜ニアキ。一方ハ蒼海一面ニシテ。

客船出入スレバ。器材雑物二冨デ。仏法弘通スベキ霊場。」（真宗懐古砂）㊥

であり，当時は，「虎狼ノスミカ也。家ノーモナク畠バカリナリシ所」q（拾

塵記）に，御堂建立の工亭が堺の樫木屋道顕や萬代屋休意，とくにその一族

で大坂の松田五郎兵衛が力をつくし，翌6年4月　25　日，上棟，同1で月

には総石垣扉あるいは御門の普譜も完成し，天下無双の要害の地となった。⑫

この御坊普誰には，「北国ヨリ．五十貫七十貫ヅツ銭ヲ指上ラル・コト度々ニ

テ。摂河泉等ノ同行モ前々ト賛テ。法義タクマシクナラル・ニソヒテ。各々

急ガレナカラ．・マイ　ケル．」⑭とも，「自余ノ鱗・総門御志ニテ作

ラル、也。此大坂ノ坊ハ，蓮如名号ヲ人ノ申サル・二、人ノ御礼ノツモリシ

テ以テ，御建立ノ御坊ナリ。」（拾塵記）ともいわれ，蓮如がその晩年力を

つくレたもので「蓮師御一代ノ内二諸方ノ御嘘立在スト云ヘトモ。朱タ此ノ

大坂ノ御坊ノ妙善尽タル・・ナシ」⑭といわれるほどで，荘厳仏国の如しと

いわれた山科のそれをうわまわる美をっくしたものと察しられる。
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また信長公記には ,｢抑 も大坂は '凡そ 日本-の境地な れ 其の子細仕 ,寮

長境 ,京都irC程近 く.殊更 '琵 ･鳥羽より大坂城戸口竜で ,舟の抽ひ直にし

て '四方に筋所を拘- ,北は加茂川 ･白JEト 桂川 ･淀 .宇治川の大河の流れ

幾重とも恵(O二早 ,三里の内 ,中津川 ･吹田川 .江口川 ･神埼川引き廻 し

束市は ,上ケ昏 ･立田山 ･生駒山 ,飯盛山の遠山の紫気を見送 D,溝性道明

寺川 .大和川の流に新ひらき淵 ,立田の谷水流れ合い .大坂の厚まで三重四

の閑 ,江 と川とつ ゝひて秒々と引きまわ し,酉は拾海艶々として ,日耳の地

は申すに及ばず ,唐土 ,高原 ,南蛮の舟 ,海上に出入力,五紙七道とゝに貸

せ D ,売畏利潤 ,富貴の湊なり｣ (信長公記 替 15)とあるように ,その

地理的条件は交通の要衝 として ,寺内町石山の都市的発展と経済的繁栄をも

たらし,のちの商業都市大阪の碇を卓づ くことにも怒った｡

石山の寺内町Iiijl設にらた っても,蓮如が深い配慮と指示を してVlることが

わかる｡す夜わも ,証知のころ ,天文 21 年2月に ,寺内北町の町衆と番

匠 16̂ 衆の矧は出入沙汰があり,その ときの 1占人衆の言い分のなかに ,

｢蓮如之時 ,当年五十六年二成侯 (明瓦5年から) ,其時大人二仰付之O町

之番岳 tや ぐら.橋 .塀 ･くさぬき為此衆仕之｡｣ (天文 日記_21･2･

25)と参るo これか ら明らかなように ,寺内町には ,番長 ･櫓 ･塀 ･くぎぬ

き-すなわち町Ejの木戸が寺内町の都市的施設として設け られ ,その担設を

蓮如が香匠 占人に指示 していることがわかるoこうして ,石山寺内町は蓮如

のころ ,すでに環罷城塞都市 としての施設をもっていた.また ,これに よi)

山科寺内町の都･市的施設も推察できるoそ して ,そのど 5占年を-て ,香

匠6人は 1占^衆に増加 し,｢寺内に号十六^番匠 ,町之諸役不敏之由 '.良.

北町 中之 ｣ (同上) と記されてLJ'るように ,諸役免除ではな くても '-殻の

住民 とは異なった僻権 をもろていたことがわかる.

日 石山本甑寺 と寺 内町

天文元年 (1552) ,山科本頗寺炎上によって '証如は難を石山にさけ

やが.7:本殿寺をここに移 し,修築の工事を進めたO本朝通盤の天文 2年.5月

の条に唾こ,･F.I,光 散 乱 _容 顔 寺 於 大 境一,井 桁 営 大 7殆 如_婦 廓｣ と

記阜れでいるb.L:さいわい ,石山木偶寺 と寺内町については '-天文 日記 一私心

辞 によって当時の状況 もかなbくわしく知 ることができる｡
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山科で仕 ｢寺内八町の町 ｣とよばれたの忙対し,石山は ｢寺内六町 ｣とき

には十町ともいわれ (後述) ｢六町のかまへ ｣ (天文 日記 5･5･5)をな

し一部を櫓成 していたQその周囲には操がめ ぐらされ ,要塞化 していた. せ. . -

チ ,周囲の恵についてみてみたVlo天文2年 (1552)5月のたたかいで

紘 ,木沢長政が 日蓮宗徒とともに押寄せ ,rR皇功の広捌 こ小屋を設け ,9日

vE:蛙 ｢大坂置堀ノドイ-ツキ｣,四万ばか Dの猛勢が ｢保安寺ノ南O森ノ里

ヨリ西-O十二町 ガ鳳ヲ｣攻撃 し,19日の夜には~,｢俣安寿ノマ-ノ-イ｣

十三raLlを切 目 ず しているが ,20日には三好千熊に よって退散しているO⑳

このとき ,山科 よD証如について大坂へ下向した本福寺の明啓(# ｢甜亭 ヨ

リ寺内ヲO毎夜 ヨマハ リノ御者ヲ仕やり.こうして山科敗退の丑年 ,石山を本

拠として四万もの敵茸 と抗観し,防戦につとめ ,法安寺の前の堺や ,石山本

I:･A寺の堀 と土居が防禦的模能を果 しているが ,法安寺の土塀が防禦轍として

覇かった こともわかる｡ この敢闘のあと,城塞補強のための種々の修築の工

Ejが進11)られた. ｢普賭場-行O上二m出候｡‡笥供申侯o今日堀ホラセラV

保 つ滑水 (町名)也 ｣ (私心記 天文 5.1口.29),｢此比堀ホラセラレ供

今 日毘原産ホラV侯 ｣ (私心記 天文 5･10･29) ,また寺内町の最北端

の位値にある新屋敷の防禦の普譜について ｢新屋敏之町^-=上野して申出様

新屋款西口之わきの梅 ,兼はbかけておき俵o早々堀を堀立 ,別へt/1付べ き

よし申出夜 17C ｣ (天文日記 5 I1･29)｢新屋敦乾角要害 ,此間町人

沓話 し償｡従今 日近所の在々所々の人民来俵 ｣ (天文 日記 占.5.6),

｢新屋敦北掘出之O以後士店之用二則北ノ畠ノ士取之候｡其本役為所ri改可

出之段｡無調法俣固 ,為此方出之俣楳 卜以注文申債｡ ｣ (天文日記 7.5･

28)｢寺内新屋汝 ,北土居堀之用二其辺之畠田等 ,土取之閑地荒牽 ｣ (莱

文 日記 8･4･29)とあるように ,寺内北萌の賓等の精兵 ,堀の掘藍な

どのニ-;i;那 ,寺内の町^ ,近在の門徒衆の参加で進め られているO

また ,天文 2年の敢闘の際 ,防禦の弱点であった法安寺の面については ,証

知ははじめ法宏幸の敷地を貝碍 しようとしたo㊥ 法安寿の敷地は京都鹿苑院

の所領であ-,て買碍すること比できず ,天文 7年 11月 ,年給芸文で借bう

けることに したO⑲ その時の預b状に'｢京汎 世 '為軍書預ケ可申之由懇望

之条申合俣 一顧 とその目的を明昧tn=記 しているO紬 'ひ きつ づ卓天文 8年
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には，「法安寺東堀より其下の岸迄令買得候」（天文日記’8・12・25）

とこの方面の防禦に充分な配慮がはらわれていることがわかる。

　城塞化の工作については，「城作勾当城末会候」（天文日記　6．1．21），

また，　「城を作り松田罷帰候間，五百疋，梅染三端遣之」（天文日記

21．5．10．）⑲とあるよちに，この松田三郎入道のように石山寺内町には

城郭構築を専問にする技術者が若党・中悶をもつて（天文日記　22・2・

21）住んでいたことがうかがえ，彼らが城や地方の寺内町の構築にも参加

し，寺内町の城塞化に大きい役割を果したものと推察される。

　このように環濠城塞化された寺内町の内部では，また，各町ごとに門が設

けられ，毎日一定の時刻に開閉した。これは先にのべた蓮如が寺内町麹設の

際・轍けた櫨「く勘き」で劫，その健は寺で保管した．㊥そのこ，こ

の鍵は濠端の麦が毎夜盗難にあうので各町からの要請もあつて各町で保管さ

れることになった。⑭門にはくぐり戸が設けられ法安寺の神事には東の門の

くぐり木戸が開放された。⑮門の閉鎖妓厳重に規制され，臨時の盆などにも

門の開放はゆるされなかった。⑭寺内町の環濠城塞化と各町の門・城戸の設

置などにみられる自衛的態勢は門徒衆にたいして寺内町を開放してはいたが

「武士之亭も寺内へ出入可停止之よし」（天文日記　5・5・24）とある

ように，反面きびしい閉鎖性も示していた。

　当時の石山寺内町の状況を信長公記は，「隣国の門家馳せ集ウ加賀国より

城作を召し寄せ方八町に相構へ，真中に高き地形有り，袈に一派水上の御堂

こうこうと彊立し，前には池水を湛へ，一麺託生の蓮を生し，後には誓の舟

をうかぺ，仏前に光明を輝やかし，利剣即ち是の名号は，煩悩賊の治め・怨

敵仏法繁昌の霊地に在家を建て1麗を並べ、軒を継ぎ，福誌の煙，厚々と遍

す。」とつたえている。

　　　南　番屋と番衆

　次に寺内六町に設けられた番屋と番衆についてみてみたい。番屋は前にみ

た蓮如が寺内町建設の際に設けた都市的施設で，寺内の善備と町の秩序の維

持にあてられた。天文日記には・

　一、今朝六町の番屋に札を打候。判者上野計　其子細者火付蛙盗人掴変此

　　　ケ条亭也。其段於告知者，代物可遣之由也。　（ア・9・14）
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とあ9 ,火付 .盗^ ･持窄 ･の禁制の札がかかげ られた.この番屋について

｢本願寺作法之次オ ｣や ｢乗倍記 ｣にも記範があb'山科寺内町の当時か ら

設け られていたことは明らかであるO ｢乗倍記 ｣に壮 '

-.寺内町の軽を番屋把をさせ られ侵し.今 も所持せ られたる人あるべ く

俵軟O井内に吹物音曲停止のEI.個仏申七 日之臥 癌月廿八 日･廿五 日

盆 .彼岸等停止のfiI･也.魚売買をき日,tJI7遊山などの日'御迎人之俵

等 ,或鐘数など韻注侵 し｡㊨

と寺内町の日常生帝を規制する掲示がこの番屋でなされていたことがわかるo

また ,制札は本庄寺ばか 37で貴 く細川や六角か らもだされていた｡たとえば

｢従相川制札託公望免許来俣o ｣ (天文日記 7･7･9)とあi)'｢宅鋤 l

尾州 .芙州 .劉 lト 六角与和敵之俵｣ (天文日記 '5･12･2占)につい

て ,｢所々二六角制札敏為打由俣｣ (同 占･1･22),寺内町をめ ぐる

5'･公算免許 ,填た地方の門徒衆の動きなったえる掲示がだされる恵ど,番屋

はま卓rL寺内町における情報伝達の場として大きい役割を果していた.

この番屋はまた ,寺内町にかける香衆の詰所になっていたと思われる.天

文五年六月 .寺内の新屋故 ,楕物監LjTと北町屋とが排水につtJlて争った とき

(後述) ｢北町屋-諸侯へば ,番屋の前一向大雨女どの時 ,春Jfi通路不合斯

俵 ツルとて俵ほどに ,-一組然北町屋へ落侯-ば ,番衆の前に水たせb俵て

無通路借間 一一一日--｣ (天文日記 5.占.24)と記され ,番屋は香衆の詰

所とも在っていたが ,番屋にはつぎに詳述する蕃衆のほかに ,定番のものが

居 り ,他の蕃衆のように在地を比をれ勤番するのではな く ,この寺内町に定

住 して ｢夜番iii｣にあずかD ,香をたいて寺内町に時報を知 らせる鐘つき75:

どにあた ってVlたo(天文日記2ロ.ll.19RJ下天 ･20.ll.19と略す)

つぎに香衆についてみてみ ようO この本蹟寺の再売を ,辻普之助氏は ,近

如の胡文をひいて ,馴 膳 時か らち-た としてか られるが ,⑲井上幼夫氏は

御堂当番をする蕃衆 と大坂笹国のそれ とは少 くも区別せねばならぬとし ,永

正三年の出兵 を先規として ,以後武装せる門徒の大坂上番が始まbその必要

に応 じて本店寺 と関係深い忠誠心に恵む門徒の組舟編成が行われたと見るべ

きだ としや .この組編成のなかから章猿の組敵と運営が うみだされた として

V'るO この点か ら考察をすすめたい0
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番衆に関する記述で ,私の知る範囲で もっとも早期のものは寛正六年

(14占5)｢大谷術 破却之削5(雷福寺由来記)の中にみ られ るo

｢寛正六年正月九 日O山門ノ悪僧o^灘を率シ打入-キ風聞7ル間om坊

中二皆々悶巧ニテ.イソキ近国遠国- o ソノ挺ヲ相フレクマフトイ- トモO

ヨモ今明日ニテ-7ラ.}ト思ヒクマ7-ヨ リ .四番衆十余^ - 那 )ニテom

門ノ印蕃ヲ致処こ.-ヤ了タレ-十 日こ .先山大谷農m坊- トテ走入ヲミレ

ハOアク伯百五十人ハカリナ リof.:Jl近所ノ悪党等モオ リヲエテ0人数-ク-ワリ｣

｢人ノマウサル ､-01''7]門ノ門番衆of:il門ヲサ ､ズシテ.コト= ミナ ミナヒ

ル子ヲシテアル トコロ- O ミFレ入1)ク JLJ聞｡閏取乱 O｣

牲島 /:-'胴 ノfp帽 O カタク仰 ツケラレシニO言語道断カヤウノ一針 ､Oノチノ
ロ慎 -サキニ タ､ザ レ/{O ｣

これか ら明かなように '番衆は ｢用円ノ寺:.n萌｣として大谷破却以前か ら存

在し ,本店寺の督 圏にあた っていたことがわかる.そ してその杏陶の不撒底

と ,香衆の怠慢によってたやす (破却されて しまったのであるQそ してこの

破却腎石-ibの反省と批判の上にた -,て ,本叡尊再･7a-と寺内町Il与殻への括動 もは

じめられたといえようo

書的には多崖坊主 ,多fii衆が満額を うときをみせていたことは前にのべたo

山科で本番寺が再･uされ ると ,在所をはなれて山科に滞留 し本ES寺の運営と

替匝1に参加する ｢山科在京之琵 ｣が居D ,在所と山科の旧を筏複し,｢野村

でもときとき調慣申て ,在所-慌下 ,堪忍の調をも威信と,Lt債 ｣ ( 天 ･

占15･ 2)とのべているOところで石山で如何であ ったろ うかo大坂滞留

の期間は一定 していなか った.天文 日記をみると,｢苅 安賀中幕ニ- '山科

よDも一日路遠伐｡然者役所なども多供.左様二俣-.て,門徒見舞をども成

かね窟べ く儲 _OIT,Ll･･一年之内七月計は伺震仕 ,今五月計-在所にあるべ きよ

し中位 ｣

｢顕繭申吉‡ニ-在所 と此方との尚 .日帰の ところにて偵-.てiiI･調安や うに債

-共 ,坊主之俵顛勝二譲債 間 ,門徒衆の助成なども一向無之 '-身のはげ ミ

にても幸作仕住へバ ,我 と.仕にて-俣 -ね共 ,此方に債-メ ,左様之俵召仕

ものをど忙中付許にて- ,難事調伝聞 ,一月のものを十五 日計 -此方に伺侵

し,今十五 日-在所二俣-ん よし申偵 ｣ (同前) とある.尾張正覚寺の苅安
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賀は一年のうち，七ケ月を石山に上番し，あと五ケ月を在地の尾張で過して

いる。いっぼう日帰り圏にある堺の顕砧は僧職を譲つてはいるが「手作を仕

候ヘパ」と一月の半分をそれぞれ，石山と在所の堺で過している。「法流故

実条々秘録」にはその事情を「山科・大坂の時代には，諸国末寺の僧が交替

で上山して宗祖の御真影を守護していた。末寺の有力な坊主分は三十日，末

の坊主分は十五日間勤仕した。」⑫こうして，僧侶の上番・勤仕の制はかな

り制度化していったようだが，門徒衆の番衆の制もこの僧侶の上番の制とと

もに系統化していったのであろう。蓮如は延徳二年（1490）九月二十五

日付の御丈章で

　「・…・それについては，この在所に看衆にさだまること，あ左がちに世問

世上の奉公なんどのやうに詮もひては，あさましきことなり。そのゆえは，

すでに番衆にくわ」るによりて，仏法の次オを聴聞するはありがたき宿縁な

り，國又彌陀如来の御方便かともおもは蜜，まことに今世，後世の勝徳なるべ

し」（帖外御文章68）と，山科の寺内町にあって番衆の組級を示し，世間

世上の奉公，すなわち当時多様な看衆の制があるなかで，⑬本願寺教団のも

っ個有左性格を強調しているのである。

　つぎに石山寺内町の呑衆についてみると、ここでは看衆の組繊がもっとも

強固に組織化されたことはうたがいない。山科寺内町があえなく炎上してし

’まったことは，たとえ意外の襲撃によるものとしてもp警固のよわかうたこ

とが環濠城塞化された寺内町の防禦機能を充分に発揮させなか。たのではな

いか。この苦い経験とさし迫る危機にたいして，寺内町の要害の強化が証如

みずからによって進められていたことは先にのべた通りであり，誉衆の組織

もいっそう整備されたのであろう。井上鋭夫氏が指適されるように，永正の

乱の出兵による門徒の組分け編成が大きく作用したことも事実であろう。そ

こで石山寺内町の誉衆の性格と職務・機能を主として天丈日記によつて明ら

かにしていきたい。

　前に述べたように，石山本願寺と寺内町の善固と防備のために上将し勤呑

することは，門徒にとって名誉とされ，本願寺と地方の門徒衆との関係をも

っとも端的に示すものであρた。天文日記には加州・伊勢．三河・紀伊．美

濃・尾張・播磨・近江などの番衆がみえている。このうち，加州呑衆につい
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ては組単位の構成がみられ・もっとも組織的で統制がとれ強力で毒った。⑭

　番衆は「法流故実条々秘録」によると「御堂番衆と守衛の番衆に分押け

られ前者の「御堂番衆」についでは天文6年正月その守るべき掟が定められ

た・⑳縮は太鰭屋院め，山科大塒代に鷹臥ば的昧といわ
れる・⑰ここで問題にした・・のは防イ蒲のための嫌である．この番勲幡

衆（常口砥候也）出候也。弓持盃呑之o鑓並荷物等於縁礼ヲし去候」（天文日記

　8・1・1）とあウ・また「番衆（弓持鑓持荷持）」（同2、1．1）とあるよ

うにその職分は比較的身分の低い足軽のようなものだったようである。彼ら

は「加州四郡番衆より今度上洛候人々留候。其人数武具可用意候万疋借候へ

臆而国へ申下可返鼎由申候問遣候」（同5・ア・29駄晦日欺）とあ診，ま

た「従加州江沼郡飯米去年分百六貫六十四文来。郡より状上候。替主奈艮の

すだれや，又堺朱屋也」（同5閾10．24）とあるように，天文五年の木

沢長政勢の攻撃による危機にも，奮備のための武器を自弁し販米も持参して

石山本願寺と寺内町の防衛に参加していることがよくわかる。かれらは自兵

糧衆・自飯米衆ともよばれた。な於，同年十一月「就此方雑説之儀富田，山

ロへ番衆之儀申遣候」（同5・／1・6）とあり，翌日「紀州衆へ飛脚下。

先百なりとも，其上にても，為番早々上洛候へ，又相留門徒衆ハ左右次オに

可上洛覚悟なされ候へと申下候。ヌ興正寺よりも申させ候」「近郷衆井久宝

寺あたりの衆ニー戦方二可然仁候ハぐ，為番被来候様にと申候へと，光徳寺

定専坊二人ニハ近郷之儀申候」（同5・11・7）とあるように，石山寺内

町の危機的状況に際しての番衆のうごき，近在する番衆の動員の呼びかけの

ようすが明示されている。さらに，翌天文六年六月，近江六角の象臣平居某
　　　　　　　　　　　　（六角臣）
の上坂に際しても「今朝就平井来儀，寺内之用心，町衆，加賀番衆，伊勢番

衆・紀州香衆・各々以周防与兵庫申付候」（同6・6・6）も寺内町防術の

態勢が番衆と町衆を中心にとられていることがよくわかる。

　つぎに，平常時に番衆のはたした役割をみると「於法安寺二喧嘩出来候と

て候。加洲番衆口入之由候」（同6．2．8）とあるようにけんかの仲裁を

するなど，寺内町の日常の警備の役を果している。また，先にもみた新屋敷

槍物屋町と北町の排水をめぐる争論にあたって「此方よウ番衆にてみぞを切

付させ候ハン申付け」（同5．7．13）たとあり，番衆は土木工事にも当
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っていたことがわかるoまた天文十一年七月 ,阿El･i陀堂建立に従事した人見

をみると

七月十六 日 定礎式当 日中食の蜜応に接.した もの

町衆盲二十人 加州衆五十七人 御香衆方百四十人

同 二十一 日 立柱式当日 町衆五十^ 御番衆方二盲十人

同 二十二 日 京育琵百三十人 ゐ中蕃衆六十人 加州衆八十人

が参加 し,これか ら当時の草衆の人数 ･その在所 .また町泉と群東の協力関

係がよくわかるOまた ,天文十七年八月二 日の ｢御上之碇 自早円巽之 ｣にあ

たって ,蕃衆は【二Ti,･tと協力して工事にあた ･3ているD永鐘七年 (15占4)

十二月 ,大坂に大火があD,本戚寺 も焼失したO豊永録八年正月に壮すでに

阿爾陀堂が軒 三汚 れているがEw r阿弼陀堂之御敬 ,寺内六町読 ,御持先方 ｣

と記ざれ ,ひきつづ垂同年八月再超された御影堂には ,別表のような工事の

動員数がみ られたO由 作中建簸 ,土木工事に寺内町の町衆 と協力して参加 し

ているo訪露とIL甘露の協力関係は天文十三年八月の埴恩弘也の揖藁il_Sに泰

た って ｢築地者-讃宛 ,古来与町^相伝蹄之 ｣ (天 ･15･8.･15')と明

る く結ばれてはいたが ,ときに吐貸借関係のもつれからf_1露が具足をつけて

宙銭屋木村講右衛門方に押入るといった事件もかこD ,折艦が加え られてLへ

るO (天 ･15･1017)

また ,寺内町の防衛に参加 していた若衆たちであったが ,彼 らの在所が危機

にみまわれたとき ,たとえば ｢白菜漉国防主産 ,以飛脚申事ニ- ,彼l墨汁 ^

之章耗下僕- ,国之俵一途之問-番衆特上由申俵｡国之俵へつふの城之俵に

付前 ,斉詰彦九館方之事彼蝶をせめ くD保て ,結局- tJlなはやま後巻すべき

よし申俣間 ,彦九郎方如何之楳償間長井 きDから俵J-',門徒 中之俵可為迷

惑俣間 ,ロ人々坊主分の窺ノ､山か i'b-取退債を ど申 ,彦九郎方為合力 ,従

少端雑兵かけて千二 ･三石たち炭o又自朝倉方三千計立侯由蔭Oi:ii'足下俵へ

と申儀容俵間 ,下俵- と中村俵｣ (同.5･9･19)とあるように ,在所 の

緊急事態に際 して杜 ,寺内町か らいそ ぎ下国 し,在所防衛に参加 しているこ

とがわかる｡

このように' 仕地方の門徒f.tが本蹄寺 と寺 内町の警固と防衛に参加す

るため '在所をlrj:なれ ,寺内町の号j屋につめて ,寺 内町の危轍的状況に際 し
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ては ,敬い くる外敵に対 して群額的忙自衛拝謝に加わ9,平時に比寺内町治

安と土木やIi強 の活軸に町衆と協プ]して参加している｡したが って寺内町の

衆は 7｢御堂番衆と防守衛のための番窟 ｣との区別な くl宗教的連帯感に
よって -本紀寺を中核とした精神的共同体ともい うべき寺内町の防衛に力を

つ くしていることがわかるoしたが -て ,寺内町の番5',i-は ,｢深 札 要 害_J

｢為一仏 法_不,可,謄l掩 一 命ノ 可&合 札 之 由｣ と宛話 した吉崎の多屋衆

の伝紀を うけつ ぐものでもD,また ｢怖々よb番?,tを居え ,大将-^然るべ

きに体詣下さるべ し｣ (教法興院記)と注進 し,おそh くる外敵に力をもっ

て戦い ,け っきよくel.串を却け称村の自治的防相に力をつ (したとい う文明
tiii)

年間の蕃民にみる番衆と類似するものとVlえようO

こ うして ,寺内町の春先は山科以来 自立 しつつあった寺相 打の丑かな都市

生活を展開させるために '寺内町の町衆と協力し,その防禦的役割を果して

いたといえるo また '本願寺法王国の中心ともい うべき寺内町と地方の門徒

衆とを連結する重要な役割をも果 していたこともみのがすことはできない.

iv 寺 内町の都市生活

天文五年四月 ,証如吐 ｢六町のか まへ加一覧債 ｣ (天文El記 5･5･25)

とあるように ,寺 内六町をみずから巡回 している.前にものべたように ,六

町の帯とは外周に鼓と土居をめぐらし,各町には櫓 ･番屋 .塀 .釘耳 (町口

の木戸)の施設が設け られていたoところで ,この六町とはどの町を指すの

であろうか｡ これを適確に示すのは ,天文二十三年元旦の証如が年賀のため

に対面 したと幸の記坑 である｡すなわち,｢寺内六町衆来｡以酒計也｡先北町

押水 ,両町 ,北崖町 ,新屋数 ,商町也C一町充対面也｡ ｣とあ D .これか ら

寺内六町 とは ,北町 ,清水町 ,南町 ,北星町 ,新屋敦 ,西町を指すものと判

断できる｡ほかに六町の構成を示す記述には ,天文二十年一月十五日の御生

産での町^綱引があるO (後述)この競技には ,滑水町 ,北町 '北監町 '西

町 ,南Iii町 ,新庄敦が参加 しているが ,南)_fi町とあるのは先の両町と同一名

であろ うか｡なか ,同日の条の末尾に ,｢柁町三程有之俵処 .恋鉢無分別之

条 ,引ス間数之由 ,申出之処 ,誤之通錐令憩望 ,不引七也 ｣とあb'六町の

はかにこの競技に参加できなか った陀町が三町ほ ど存 したことを示している｡

また ,天文十五年六月九日の生玉社遷宮にあた って｢六町衆幼者共 ｣が能十
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二番を奉納しているが，当日は北町，西町，南町，清水町，新屋敷の五町か

ら各町二番つつ，北町のみ四番をつとめて，計十二番に左っている。あるい

は北町と北崖町とあわせて北町としたのかもしれない。

　これら六町のほかに，横町，中町，檜物屋町，青屋町，造作町などの町の

名が・天郊記や秘記に触齢・）じ’さ四秘記の救＋三靴月二
十五日の条には，「朝，早々天神ニテ風流見物候。三好一番二能二番スル也。

入はヲトリ也。其後十町ヨリナハナ風流アリ。」とあり，六町のほかにも町

があつたことは明らかである。つぎにこれについて若千考察してみたい。ま

ず・闘からみてみよう・天郊鞭＋月＋五暴駆事があつた・天文暉

には「戊刻半時二火亭行候。西町北町百四五十聞焼俣。当坊近所迄火来候。

とあり，私心記には「風吹夜，西町より火亭出，横町焼失候。家数ロ日五時

半ヨリ八時マテ焼候。」と記されている。また，天文十一年七月二十三日の

条には，天文日記に「けんずいを自北町五日講中謁之。諸職人普譜衆へ之事

也」とあり，私心記には，「北町・横町ヨリ問酔申候。」と同様の内容が記

されている。これらから明らかなように，実従は横町を北町と分けて記して

いるが，実如は横町を北町から独立したものとは認めていないことがわかる。

中町にっいては，私心記の天文四年五月二十六日の条に，「北町屋喧嘩アリ

中丁ヲ焼也。」とあり，中町は寺内にあり，北町邑の一部を指したものと推

定される。檜物屋町についても，先にみた天文五年六月の排水をめぐρての

争いに，「新屋敷檜物屋町之水落侯方ハ，北町屋に落供を」（天文日記5・

6・24）とあ幻，檜物屋可は新崖敷と北町屋に接してジむしろ新溢孜のな

かにあったと考えられ，実如が認めるようにかな少独立した町を彬成してい

たのであろう。⑫青屋町について，天文日記には「寺内あをや町の古比丘尼

庵供。其地此筒連々のあひしらひ侯て，析貫二申定由，上野申侠尚，買俣ハ

んずるよし申付供。此地庵住スル志たの地までかひ侯。又本役ハ八百文ツ・

毎年森のなにとやらん申者二，出由申侠」（．5・12・28）とあ，，また

私心記には天文十年九月二十五日の条に，「青屋町堀今日ヨリホラセラル」

と記されるのみて，その位置は不明である。最後に造作町については，私心

記の天文＋＿靴月二＋二日の郷，「造作町諺隙ヨリケンズ伸侠」

と記され，これが造作町の存在を示す唯一の例とみられるが，同じ記述を天
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文日記でみると・「番匠・鍛冶・檜皮師，普譜衆，番衆方等へけんずい嶺，

寺内直参衆十日講中より調之」と記されている。これから実如は造作町を独

立しては認めていないし・また私心記の記述を，造作に関して「町直毒衆」

がけんずい一玄水，すなわち僧家でいう酒の異名一を用意した，と解せなく

もない。とすれば・あるいは造作町という名の町は存し左かったのかもしれ

ない。史料が少なくp明確にはできない。

　ともあれ，以上を綜合して，六町以外の町は，横町依北町に7中町は北町

経，檜物屋町は新屋敷に附属し，親町と枝町の関係をもち，都市的膨脹にっ

れて，町が分離・拡大していさ，その拡張につれて要害化の拡充・強化がす

すめられていたことがわかる。この場合，青屋町と造作町の位置関係は不明

である。ととろで，ここでもう一つ注目すべきことは，これら六町以外の町，

檜物農町，青崖町，一あるいは造作町も含めて一は特種な手工業の名称を示

すものであることである。楕物屋一檜材で薄いわげものをつくる人、青屋一

染物を職とする人，などは，近世にいたっても一種の賎業視された職種であ

り，これら同⊥手工業の職業集団が一地域を占め，集中居住をし「〔いたので

あろう。青屋町には寺内町にふさわしく比丘尼庵があったし，また排水をめ

ぐる争いにっいて櫓物屋町若衆・町衆と北町屋衆との間の交渉の過程をみて

も，かれらは賎業祝されて疎外されていたとはみられない。しかし，との争

いのなかにみる，「雨二檜物屋町にハ水多，ほくりあしたなどにても難往来

来侯処」といつた低湿地を居住地とし，その排水についての北町屋との間に

ある程度の感情的岨酷があり，六町とならぶ位置にはなく，「佗町三程」を

形づくうていたものといえよう。

　つぎに寺内町が発展し，そこに都市生活が展開していくと，住民の問に種

々紛争や亭件もまた起りがちであ。た。これら複雑左問題はどのようにして

処理されていたのであろうか。あわせて，また寺内町各町の自治的運営につ

いてもみていきたい。まず，新屋敷檜物屋町と北町屋との問の排水をめぐる

争いについては，．檜物屋若衆が宿老の配慮のもとに北町屋撮と解決への交渉

をすすめ，げっきゴく本顧寺の裁決により，番衆によって北町屋へ溝をきり

つけ∵排永を流すごどで解決している。⑮また天文十一年十二月二十日，亭

内で始煤払のとき，井上又七が海老名孫次郎を脇差できりつけ・言語道断・
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次升 ,前代未開の所行と し て .井上は寺中追放 'その私宅は按卓れてい

る｡砂 また lその海老名森次郎は御影堂で落零をしたため '損捕 られ J生産

させられているO⑬ また寺内町での相続の開削こついて も,その是非を究め

裁決 しているO⑳ 借銭をめ ぐる争論にも返済すべき旨を言い渡 し,不履行

の場合に紘寺内よ.h放逐することを告げているo⑰ 同じく ,砿光寺借j_lEに住

む馬仕をかた与次郎への借銭につV,ての刃傷沙汰については ,木屋了専その

子供ら四名がきびしく折碇を加えられているが ,同時にこの紛争で宵昆町の

所左荷門親子千若党が騒ぎをとわしづめ ,また丙町屋年番がかかる紛争につ

いては ｢町中同心たるべき_S｣と心え ,各罷出で制止した と申しのべている票

以上の例か らみても.寺内町の紛争について ,本厩寺は権威をもってfiiを･-処

理 し,枚断椎を行使していることがわかるOまた同時に ,各町には年寄 ,宿

岩 ,若宛⑳があD ,町の自治的道営に力をつ くしていた.また ,各町には｢

町之用｣のために｢町役 ｣がかけられていたO⑳ 住民の冬かには借家層住の

生活をするものもあったO⑳ また ,寺内町の当時の規頓を知る史料は少ない

が 'これを推測させる史料に .火事に関する記述があるも天文五年間十月の
l

火IT-it壮先にみたように田LIT北町あわせて盲四:I-五十軒が焼失 しているO永緑

4年 (15占1)七月二十三 日には ,｢夜小坂本殿寺之内火事.本坊不昔二

千軒焼失云々｣ (厳助大僧正記下) と本坊を除いて二千軒が焼失 している.

いさ盲か誇張 したようにもみえるが ,か走り都市的畠中を示 していたもの と

いえようOつづいて ,永醸七年 (15占4)十二月二十六日には法安寺あた

りから出火 ,本配寺の伽藍をはじめ900戸の民家が焼失 した｡6)この大火を

目接 した耶蘇会士ルイス ･フロイスは ｢風強卓ため火穿甚 しく,二 .三 時間

に城と領主がその富を貯蔵せ し坊主の大なる寺院焼失し ,又九石戸焼け ,逮

げること能わず ,生きをがら死したる老盲人に上れ9.その所持品を置 くべ

き場所を求めて市街を走るを見て ,大Lnに之脚 みたb｣(耶蘇会士日本通信

上 ･15占5年5月占日附 .都発)と記 しているO

つぎ忙 '寺内町の住民はどのような日常生活を送っていたのであろうかC

まず ･その経済生晴か らみていきたvlo寺内(･T石山には ,棺物侵町 ,背昆町

などが魯37'同一職種の手工業者が兵団居住をしていたらしいことはすでに

のべたOその性か '天文日記や私心記などにみる覇程をみると ,職^には竜
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匠・大工・棟梁をはじめ土器師（天・6・1・2，6・7・30），檜皮師

　（天・11・7・22）・縄結（天・15・12・29），塗師（天・16

5・25），鍛冶（天・9・12・50・11・7・22，15・12・50
　　桶結（天・5・12・24）など、本願寺とも密接に関連し，歳暮の音

物をし，本願寺から手当をうけていることもしれる。また商売に従事してい

るものとしては・屋号よりその職種が判断されるものに・絹屋（天・6・2

15），墨屋（天・8・4・5，13・1・25），もちや（天11－9・

26，！3・5・12），薬屋（天・1ア・6・10　，油屋（天・17・12

4，23・ア・2ろ），酒屋（私・2・5・25），町衆の扇屋（私・天・

3・8・17）があり，茶　売（天・5・1・2，6・1・1ア）も、（た。

そのほか屋号でしられるものには，坂東屋（天・15・9・5）．，戻屋（天

15・9・5），平野屋（天15・4・7），荒川屋（天・1ア・12・4）

木村渥（天・20・23・24），木津屋（私・天文13・4・12），大

文字屋（私・永豫3・15・27）などの商人もいたらしい。また寺内町での

紛争に，「走入二階へあがり居たる問，其宿へ是衆行。二階二表をかりて置

たる中にかyミ居たる処ヲ…一」（天・5・5・2）「新堀二成分並其土井

につきて土取，其田埴荒蕪出作分両巻記来候」（天・7・9・5）とあるよ

うに，寺内町には農業にっ．くものもかなりいたらしい。また二階造のあった

こ，どもわかる。このほか，先にみた馬仕のをかた与二郎・彦二郎（天・20

f2・④な属蟻またかれら町人の間には輌子轍われてい讃
「＋ゼ痛らんぴ1やうしの役所功，彼閾の翻の雛としてたのもし雌。

　　らロ　　　　　　しロ

其合ガ硅へと四郎兵衛へ申来之由侯問，代物可遣之由，，右衛門大夫に申付也」

　（天・7・12．27）「町ノ頼子，今日仕候」（私・永蔵4・8．・10）「

，寺内頼子サセ侯」（私・永豫4・12・10）と本願寺とも結びついて，経済

生活が多様に展開していたことがわかる。

　つづいて，当時の戦国乱世ともいうぺき世相のなかにあって，豊かな平和

な都市生活を展開していた寺内町石山の状況を年中行事や行楽の生活を通し

てみで矯毒たい。まず・正月年始の行事は・坊主衆・堂衆・中居衆・綱所衆

大坂衆との対茜kはじまり，つづいて加州衆，勢州，尾州などの看衆・さら

に寺内町人とも封歯し㍉寺内の番匠や大工たちに年始の祝儀をつかわし，盃
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酒をもって応対している。こうしてはじまる寺内町の正月は・諸国から末寺・

の僧侶が本願寺に参集し，また多数の芸能家たちが訪れ，多様な芸能が演じ

られた。すなわち，正月二日には嘉例の能を坊主みずからが演じている。i

月7日には千秋万歳が嘉例として演じられている。天文十年正月十六日には

松難（松拍子）⑳が三十三人によって演じられ鶴秘，玉依姫，羅生門，花形凸

見，巴園，松虫，葛城天狗の七番がそれである。っついて坊主衆が狂言，土

塔会，寝覚床，陶淵明，竹生島，巡礼，三山，新三井寺を演じ，さらに松難

も演じた春一大夫が難波橋，田村，船辮慶，杜若，老松などを演じている。

左力，天文六年二月二十一日金剛大夫は座雍十五人をひきつれ，御堂で能十、

四番を演じ，その後もしばしば訪れ，能を演じている。このほか，猿楽長命・

大夫（天．6・7・18ほか）が訪れ・田楽くん阿彌（天t11・』5・28）

も訪れ，そのほか江州横せきの手猿楽　、久世舞幸若大夫（天・25・4・

11）をはじめ九条西光寺門徒の猿つかいが訪ねるなど，多様な芸能入が石山

を訪れ，本願寺が当時多様に展開しつつあった中世芸能の保謳者としての役

割を果していたことがわかる。なお，河原者彌次郎が箒や緒太をもつてくる

（天・9・1・12）など本願寺が巾ひろく，深く民衆の中に根をおろして

いたこともうかがえる。

　これらの芸能はたんに保護され，観賞されていただけではない。寺内町の

町衆はみずから演じ，新しい趣向をこらし創作活動を享受していることも注

目すべきである。たとえば，天文十三年七月二十五日には，「朝，早々天神

ニテ風流見物候。三好一番二能二番スル也。人はヲトリ也。其後十町ヨリナ

ハナ風流アリ。」（私心記）とあるように寺内十町の町衆が参加しているこ

とがわかる。また，前にものべた，天文十五年六月の生玉社の遷官に際して

六町衆は各町二番づっ幼者による能を奉納し，見物するもの数萬もあつたと

いわれる。⑭また，夏の興，盆踊には趣向をこらし，新しい躍も演じられた。

天文十二年の盆には竜田躍，花笠躍，雪囲，などの曲目があげられているが，

「松躍令新作女房衆致之」と新作もとりあげられている。また，御堂の庭で

綱引が行なわれ，六町の間で力が競われた。（天．20．1．15）こうし

て，寺内町石山では，本願寺を中心に豊かに都市生活がひらけていたことが

よくわかる。
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　これら芸能・競技のほかに・寺内町では都市生活を律動させるいくつかの

催しがあった。たとえば，当時堺の港左どを通して対明貿易が盛んであった。

天文七年一月には・証如じしん・ひそかに堺津へ唐船見物にでかけている。

（天・7・12・1）天文十六年には，興正寺の取次で唐人中から二十種を

献上したので（天・16・8・13）その返礼として本願寺から米十石，薪

五千把・味噌三桶，進物千五百疋が贈られている。　（天・16．8．20）

翌九月三日には「為唐船見物越行也」とあり，「」三需駕之下河二鉤」と註し

ている。これは「就今度唐船寺内へ乗入之儀」（天・16．10。1）とある

ように寺内の「堂の下」，本願寺近くにまで唐船がのりいれたことを示し，

寺内町の町衆をつよく刺戟したものとおもわれる。また，寺内町では本願寺

を中心に，四季を通じて数々の催しが行なわれた。正月の芸能の上演にひき

つづき，正月には雪打の宴（天・ア・1・10），寝殿では花見（天・9・1

25，10．5・15，15・5，15，」8・5・12，その他）と，梅や
桃の花見の宴が，四月には庭で藻見（天・16・4・4）や「為薔薇胆望」，

の宴（天・16・4・5）の催しがあり，春には木津浦まで「塩干見物上（

天・7・5・3，9・ろ・18ほか）に遠出し，近くの天王寺へは・「土塔会

見物」　（私・天4・4・15）に，また「為見物女房衆，男衆各行候」（天

る・9　・15）とでかけている。天文二十年ころになると行楽の花見に遠出

している。金竜山の花を見物し，惣持寺を通り，枚方から，勝尾の花を見物

し，箕尾寺の滝を眺めて帰っている。　（天・20・5・5～8）また，秋に

は信貴山の紅葉を賞でP法隆寺を見物して帰っている。　（天・21・1・

13）証如は四季にふさわしい遠出の見物をたのしんでいる。永緑年間になる

と，実従は京都へでかけ，相国寺，聯輝庭，細川殿や町を見物し・さらに祇

園，清水，三十三間堂，東福寺，稲荷を訪れ，釈迦堂を見物し・二尊院へ行

き，法然足引御影，七ケ条起請文等を拝見し，天竜寺・臨川寺を見物し・また

御所を見物している。　（私．永憩4．4・4～11）また・すこしかわった行
　　　　　　　　　　　　　　　　（場力）
事として，天文十六年十月「北町惣道坊日本一之鼻ロ景趣為歴覧」（天・

「6．8．1①があり，町衆の望にこたえて実如を訪ねているり

　そのほか，寺内町の日常生活を示すものに風呂がある。「本願寺作法之次

オ」には「野村殿にては毎月風呂立申侯に，風呂の入ロはニツ御入候。御住
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持の粗入のロは脇に御入侯。総出入の口は如常。是も昔は只一ツにて御入候・

を，五山などの長老の出入の口はわをに別に侯段きこしめし，円如御申侯て

女口止ヒ侯o－一一一一

二十五目と二十入日とに立申候へ共，あひだ近く侯段にて，前月に二十五日

にたち候へば，後月は二十八日，毎月に一度の心，御客人侯へば臨時に幾度

も立られ侯き。」と記され，山科本願寺当時の様子とその後の変化をのべて

いる。ところで石山ではどうであったろうか。石山では，坊内の風呂と寺内

の風呂があった。たとえば，「寺内之風呂焼セ侯。坊内之風呂も焼侯」（天

7・2・2）また「焼風呂也。又寺内之風呂令焼也。」（天・10・8・20）

とあり，寺内，坊内の風呂もともに本顧寺の管理のもとに澄かれていたらし

い。しかも，男女別に風呂はたてられていたことが，「女房衆之風呂」（天

12・11・・20）「今日風呂にハ男衆計入之也」（天・12・11・21）

とか，「男衆風呂今日焼之」（天・18・1・25），「今日女房衆風呂焼

之」（天・18・1・24）などから明らかであるが，とき．には同一の日に

「有風呂，男女衆」（私・天10・11・29）と男女の風呂がた1ったことも

ある。また，五月五日には「菖蒲蓬ヲ以焼風呂也」．（天・8．・5・5ほか）

と菖蒲湯が端干の節句にはたてられている。　　．　　　’．．ぺ・

　最後に寺内町石山の宗教的精神生活についてみてみよう。寺内町にはさま

ざ噛まの講の組織があった。「今日初而於御堂講衆寺内衆計寄俣」．一（天・5，

閏で0・28）とあり，寺内衆に・よる講があ如，「西町衆自講中」（天．6．

10・16），．「けんずいを自北町五日講中調之」（天・11・ア・23），

「寺内直参衆十人講中より調之」（天・11・7・22）とか，各町あるい

はそのほか直参衆による講などがあったことがわかる。北町にあつた：「惣道

場」（天・16・3・10）は北町五日講にとつてもその宗教的団結の中心と

なっていたのであろう。

　左訟・寺内に住んでいても，すべて本願寺直属の壇家ばかりではなかちた。

たとえば寺内衆にも「慈願寺下北町屋与三左衛門。興正寺下同町二郎兵衛。

浄教下同町又左衛門。出口下ヒモソヤ町六郎二郎。興正寺下屋敷又三郎。直

参同町宗二郎」（天・16・・5・8．）とあるように，直参と一家衆その他末

寺壇尿の門徒がいたことがわかる。
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　寺内町の一日は本願寺の時の太鼓で，その生活時悶がきめられていた。「

本願寺作法之次オ」には，「時の太勲・野村殿にてニタ処に太鞍あり，永正

十年ノ比也。暁七時・昼・日没八時をよくそろへ打べき（由）被仰付。＿所

には香なくて・一所をき～てうつ也。」と記され，暁方七時の太鼓の音で寺

内町の朝はあけ，昼，そして日没八時には日の暮れるのが告げられた。「夜

に入りて坊主彼等に対ひて説教をなせぱ庶民多く涙を流す。朝に至り鐘を鳴

して合図をなし是に於て皆堂に入る」（耶蘇会士日本通信1561．8．

17堺発）という生活がみられた。以上で明らかに左ったように，寺内町で

は真宗寺院を中核にして，寺院と門徒が一体となり宗教的連帯感にもとづく

生活共同体への憧憬と随喜をこめて，平和なそして豊か煮都市生活が展開し

ていたことがわかる。

　　4　石山戦争

　石山本願寺は先にのぺたように，寺内町にたいして検断権を行使していた

が，またその土地をもと所領していた細川氏に対して積極策をとり，年貢地

子収納権，諸公事免除’，徳政令除外左どの権利を獲得し，その領主的性格を

強めていった．⑧売：と1えぱ，鞭地子収練をみると，当孤r法安寺並寺

内年熊灘之幽而，繍下知以前来侯ッ．」・（天．5還メ28）⑰

とあるように，寺内町の年貢．地子は細百氏に明らかに収納されていたこと

は明らかである。ところが，天文七年には，r新屋敷北堀出之。’以後土居之

用二則北ノ畠ノ土取之侯。其本役為新約敷可出之段，無調法侯問，為此方出

之侯様ト以註文申侯」’（天・プ・4・28）とあり，天文八年には，「寺内

新屋敷北土井之用二其透乏畠由専土取之問，地荒畢。其年貢為領主催促之間

為彼町，此方へ申事ニハ，地子銭出侯てと申承。申返事ニハ，此段以前二無

理侯。殊他町などにも堀縁をかき信へ共，不及其儀条，無覚悟之通申出之処

不申案内段誤存侯由，強而難度々申，無謂之旨仰出詑」（天・8・’4・29）

とあ当．寺内の新屋激φ土居修築のための土採りにあたって，本役や年貢の

催促を行なっでいる乏どは1ド寺内町石山に蝕いて本願寺が領主的地位を確立

し，年貢や地子の収納権をもつにいたったことを示している。これは山科本

願寺ではその寺中ぱ借地で「此内坊跡自御堂亭中居にいたるまでハ八町まち

にて侯。其分地子三貫文にて候とて侯。二季二出分三貫也」（天・6・7・
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　12）とあり，その地子を海老名将監を通して醍醐三宝院に納めていると推

定されること⑱と比較すれば，その相違から本願寺の領主的地位を容易に理

解できるであろう。また，前にみた「近年ハ百姓ノ持タル国ノヤウニナリ行

キ侯」（実悟記拾遣下）といわれ，「悉ク本颪寺ノ支配ニテー擾ノ領トソ成

ニケル」（朝倉始末記）ともいわれた加賀国をはじめ門徒衆の力が強かった

北陸にたいしても，たとえば越前国にたいして守護や郡司を置いたが，⑱こ

れに対して在地の大坊主たちも知行を要求したが，「大坂ヨリ門徒ノ助力ヲ

以テ可賄卜有ケル問町人百姓等ヲ門徒トシ我力人数ト」し，「如二「離荷ヲ持

鯉ヲカタケサセ逡召能」⑩という状況と言己されている．勲近江北では鰍

年問，浅井長政が明照寺にたいし「知行作職」と講中の土豪山脇氏にたいす

る「裁判」をみとめている℃⑪こうして，本願寺は「諸人の彼に与ふる金銭

甚だ多く日本の富の大部分は此坊主の所有なり」（耶蘇会士日本通信・

1561・8・17堺発）とhわれるまでになっていた。

　このように本願寺がその領主的性格を強め，その力を強めれば強めるほど

戦国の武将との衝突はまぬがれられなかった。すでに天文のはじめ，山科の

焼減にひきつづき，「敵軍威を振ひ」，「六坂も数月囲み攻奉りしかども，

城中堅固なれば，遂に扱ひをなして軍勢引退きぬ。」（今古独語）　天文4

年（1555）にも「（畠山播磨守勝煕）高屋衆等打出伎，自此方モ町衆出

侯」（私・天4・4・ア）畠山の軍勢の攻撃に対して防戦している。そして

元麩1年（1570），石山本願寺はついに戦国武将にたいする伝統的方針

をすて戦国の覇者信長と対決することになる。顕如は「此時開山之一

流無＾退転一様，各不．顧一身命一，可．被．抽忠節一候事吏陶有候，併

馳走頼入侯，若無沙汰輩者　　長不。可．為．門徒一候也」⑫と門徒

群に轍文を発し，戦国武将と一　に対する伝統的方針をすて，本願寺を防衛

するために一　の蜂起をうながしているのである。伊勢長島はその重要な拠

点として石山を本域とすればその支域ともいうべき役割を果した。長島は，

「濃川より流れ出つる川余多へ，岩手川・大滝川・今州川・真木田川．市の

瀬川・くんぜ川・山口川・飛騨川・木曾川．萎老の滝．この外，山々の谷水

の流れ・末にて落ち合い，大河とな・って，長島の東北，西五里．三里の内，

幾重とも液く引き廻し・南は海上漫々として，四方の節所申すは中々愚かな
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b o｣ (信長公記巻 7)とある ように ,低湿地に治水と更別 ヒを施 した典型

的を輪中集落で寺 内を括成 し'｢隣国の倭^凶徒をど相決ま9,住宅し,当

寺を崇敬すo本願寺念仏修行の道理をば木とせず ,草丈無智の故 ,柴花を誘

a ･朝夕乱舞に日を暮し '俗俵を帯へ '致 ヶ所端群を拝へ ,国方の快を諾如

把持抜 '御法度に背 き '御国にて御折程の茸をも能隠家と絢へ置き,御領地

方押領致す ｣ (同前) とい.った形勢で信長の軍に根強 く抵抗したが .天正二

年 (1574)九月 ,つい(･て信長に屈 し全乾 したC

石山では前にのべた ように天文年旧いらい寺内町の城塞化の=吉Lがつつ'け

られ ていたが '石山の周辺でも｢大坂外城仁窮乏債｣ (鹿苑 El銀 15) とか

｢給江韓 ,武士之代官共可城之由申尭O先々六ヶ所･,八ヶ所百姓鯉城之 .令

無力之閏 ,武士坊之也O武士之為俣-共 ,此方持分城俣｣ (天 ･21･4.

25)とあD ,また｢城を作b松田罷帰保 ｣ (天 121.5 ･10)とち為

ように ,外増の構築が盛んで ,本願寺の支配のもと,｢.百姓持タル城｣(辛

野主水日記 ･天正･15･12･21)が多放粉薬され .元鮎四年･(1575)

これらの城塞 が,｢大坂 も,こう津 ,丸山 ,ひち芝 ,正山を始めとして ,棉

培五十一ヶ所申し付け ,境寵 b ,宿-の内にて五万石所存致す ｣ (信長公記

巷15) とあるように端城 として寺内町防荷のために紀塀が決意された｡こ

れよ37先 ,元甑元年 (15'70)野田 ,福島の接敬には ,九月十二 日夜半の

信長の出兵には ,｢夜半 (,{寺 内の鐘楼かれ俣-ば ,即人数集け b｡信長方仰

天也と云｣ (細川両軍記) と伝え ,いまや寺内町の平和を生括時間を規定 し

てきた箆は寺内町の危稔を告げて趣かれ ,これを合図に町衆 と番衆とtri防衛

の態勢についた0

番衆の恵かでもっとも活躍し,本殿寺の額ともされたのは鉄砲を使用 しす

ぐれた威 力を示 しつつあったを:E架の門徒蛙民であ｡た.彼ら壮 ･宣教師ルイ

ス .フロイスがい うように,｢欧州に於ては富裕を戯民と称する如き者であ･

るO但 し少 しく異在る所は軍ii一に於ては痔陸共に少しも横束に劣 らぬ宙で ･

その牧場に於ける武勇に依って 日本に高名を得たのであるo ｣ (耶蘇会 日本

年報 .･1585.1口.1)が. 彼ら稚賀の門徒戯民一首姓は:国^~~｢武士

と同じく独自の敬一 百姓持クル掛 をもち ,これによって防職 してもVlるO

彼 ら壮ルイス .フロイスがつづけてVlうように,｢大坂の市と城とを領し･
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信長が六年問攻囲した時に其軍隊に大損害を与へた最高の坊主に服従するも

のである。」此坊主当時最も頼としたことは，常に雑賀の兵士六・七千人を

手許に有することであった。　そして，「彼等は純然たる宗旨熱心から，絶

えず其城に居り，衣食の費を自辮し，海陸の戦争に要する軍需品も悉く自費

を域て提供し，」（同前）「雑賀」の鉄砲衆は寺内町石山の防衛に力をつくし

ていることがわかる。　　　　　　　　．

　こうして寺内町石山は本願寺を中核に環濠城家都市として，その自衛的機

能を充分に発揮した。それをささえる自衛の精神はいうまでもなく真宗の信

仰を共有する宗教的連帯感に根ざすものであった。信長記には「今迄当城抱

へ侯も，究寛の要害地の利全して，桶籠る諸卒，一向に彌陀の本願を頼て一

致す。其堅阜恰も金石の如く左るに依て也」（信長記巻15・大坂和睦之事）

と記している。　　　　　　　．　　　．

　元亀元年から十年にわたる石山合戦ののち，天正八年（1580）石山本

願寺はついに信長に屈し，同年七月を期限として本瀕寺明渡しの和議が成立

し，顕如は石山を退き，紀州鷺森に退去した。この和議に雑賀の門徒衆は異

議を申したて，大坂城中の講和不服分子も加わり，更に顕如の子教如も．これ

に加担した。教如は諸国の門徒に徹を飛し，ふたたび石山と周辺の端城によ

。て信長に対抗しようとしたが，け。き・く教如も秘こうて嚴購・聰

そしてみずから火を放って，蓮如いらい八十五年の寺内町はまつたく壊減す

る。こうレて，寺内町は仏法と王法のあらがいのなかにその運命を閉じるこ

とになつた。

　古代いらい，寺院がその広大な寺域と巨大な建造物をもつために，軍嘉拠

点として利庵されることは多かったが，⑭宗教的連帯感によ。て，その精神

的共同体を確保し，その生活共同体を維持するために，寺内町が世俗の戦国

の武将に対し，かくも長期にわたり大規複な抵坑を示したことは注目すべき

である。　　　　　　　．

註①真宗懐古巻之中　（真宗全書　続9所収）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　②堺之御坊御建立G前掲①所収）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．ド・ピ

　⑤山科の所領開係をめぐウて，三井園城寺であるとか，醍醐三宝院であるともいわれ論議
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　　がなされた。

　牧野進之助　「蓮如上人の山科坊地占拠にっいて」

　　　　　　　　r武家時代社会の研究』1945．1鯨

　　長沼騰「山科の本願寺寺地獲得の事情」

　　　　　　　r日本宗教史の研究』1928凍京

④本願寺作法之次第　『蓮如上人行実』　遣徳記

④真宗懐古抄巻之下　　（真宗全書　絃9）

⑥山科光瞭蔵「当寺跡覚」による。この記験は「元和三己年大進法印道古膿ノ癬ノコシ

　ヲカレシー巻虫喰二相ナリ文字ヲ別ラヌヤウニナル故二今写シヲクナリ　禾時元禄二

　已年五月」という前脅がある。

⑦続群書類従29ノ下　　　　　　：

⑨さらに一例を当時の講でみると，蔭涼軒晦こ「本驕在山梅化，醐r陛森羅

　萬象，充満天地間　活計者不可過之，件々語之」（薙徳二年正メ…十三日茱）と記され

　ているo

⑨笠原一男『一向一揆』1ブ55・束京

　井上鋭夫　宗教一擾　『岩波講座日本歴史8∫1965・來京

⑭富樫記・官地舗・朝愈始末記

⑭政元は当時「半将軍」と称せられ，本願寺では聖徳太子の化身で観音と八幡の申し子

　としていろ。　（空善言む

⑫実隆公記　永正元年閨三月十五日条

⑬前掲⑥　「当寺跡覚」

⑭山科本願寺はそゐ地の字名をとウて野村本願寺．野村の卸坊ともよばれた。たとえば

　経厚法印日記　天文元年八月十一日条には山科本願寺，同十七日条には野村本願寺に

　記されて弘る6

⑮大谷本願寺通紀には（文明十四年）渋谷仏光寺経簸以出口順如為介。帰属

　門下。末寺六坊等従之。　一云。六坊親属及其余僧合四士二人従之。…

　師乃賜名蓮教。後営坊於山科地称竹中荘。徹寺名輿正。

⑯天文日記　天文六年三月二日の条似下天文日記六．三・二と略す）

⑰前掲⑯　「苅安賀申事ニハー一野村でもときとき御暇申て，在所へ罷下，堪忍の調を

　も成候事に｛島一年之内七月計ハ伺候仕，今五月計ハ在所こあるべきよし申候」
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⑬山科本願寺及其遺蹟　「京都府史蹟勝地調査会報告　第・7冊」

⑲『本願寺史』第1巻．前椙⑱および森豊「蓮如上人の庭園趣味と実績」『中世庭

園文化史』1959．奈良

　この論考には，山科南駿跡地形実測図も掲載されている。光照寺蔵の「御在世山水御

　亭図」と比較対照できろ。

⑳佐々木芳雄　『蓮皇吐人伝の研究』1926　京都

⑪もちろん，濠はたんに防禦的性格をもっばかりでなく，都市の痔水路として都市的装

　備として機能的性格をもゲ（いたことも注目すべきである。文明十四年にば，「大門

　之地形を引たえらげて，惣而四壁之内東西南北之地形も不同なる閣7雨ふる時は水も

　順流にはながれざる問，諸方之不浄之悪水どもながれゆくべさ方なき間，坊之前にと

　どこほる問，そのした、りを取らんがために小ほりを南北にほらせて，不浄の悪水を

　ながしおはりぬ」（帖外御文章．62）と排水施設としての整備にもっとめている。

⑳文明15年11月22ヨ，同16年、1月21　日，阿1ア年11月25　日，同

　18年11月’26日と連年にわたウて捷脅がだされている。　（衝文章ヱ）たとえば

　16年11月　21日付には，「諸国参詣のともがらにをひて，一味の安心に住する

　人まれなろべしとみえたり。そのゆへは真実に仏法にこころざしはなくして，ただ人

　まねばかり，あるひは仁義までの風情ならば，まことにもてなげかしき次第なり」と

　記し，掟を定めているc

⑳実悟記．43

＠真宗聖教全書　所収コ同書には7これにひきっづき「然ども時刻到来は力をよばず，

　その時は命を全くして何方にも遁れ堪忍して今師上人仏法御再興の時の御便となり奉

　るべき由」申し渡し，「第一仏法・世法御掟をよくよくまもるべし，諸国共に無亭に

　申調られ，加・越も一和の扱あるべし」と告げている。　．一．

⑳厳助大僧正記上　天文元（八月）　’同廿四日，山科本願寺。同月江州発島井法華宗

　徒原数万人罷出合力云々？，其前後大騒動無限云々。

⑳言継卿記天文元年九月三日の条

㊧前掲㊧同月十一日の条　奉行大館常興より広橋家宛の魯状の控

⑱経厚法印日記天文元年九月三日の条

⑳天文日記天文七年十一月五日の条　「山科野村の屋敷ハ既不可令還住之由申上候問

　草〃一本も不引之候条・・」と記され’ていろ。
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⑭山根徳太郎　「大阪城趾の文化史的研究」『大阪城の研究、野1亨54

　法円寺坂の法円寺を法安寺の転靴として考察しておられ，同地の発掘調査でも検証が

　すすめられているときく。なお，この法円寺坂は吉崎御坊の近くにあつたという，法

　円坊なるタヤと同名でこの法円坊が蓮如にしたがって石山のこの地に坊を構えたとい

　う説もある。　（吉崎　順慶寺住職和田氏による。）

＠同巻下，大坂御坊御建立縁起

＠＠㊧前掲＠

⑭天文日記は証如の日記で大坂移居ご天文五年から死の直前天文二十三年八月に至る。

　払酷己は先にもみた蓮如の末子で，証如一代にわたって御堂の鐘受をっとめた実従の

　の日記で・天文元年から永禄四年十二月までの三十年問にわたる。ともに「石山本願

　寺日記」上・下　1950・大阪によった。

⑳本福寺明宗跡書「真宗金害続9」

⑳本福寺次第草案　同前

⑭前掲⑱

⑩天文日記（6．5・24，6．5．5　占．10，16）

＠＠鹿苑日録　天文七年十一月十一日の条所載，天文七年十一月三臼附「下問上州法橋

　御房宛侍衣芳桂等三名連署預ケ状」なお，同日附預男申志宜森之内法安寺分事にも

　一　只今要害之外。井御寺風同坊領巳下。不可致競望覗」　とあり，当時，石山

　寺内町の要害化が自他ともに認められて進められていたことが明瞭に示されている。

⑫この松田三郎入道はのち天文土十二年二月，「謀審段」によ・って処野されている。

　「此儀者松田入道　城作也　令謀書段相届之処，返事絶言語次第也P乍去他国人禦候

　間・申請度之通及再三也o」（天文日記．22・2・．20）

　「松田三郎入道，同若党，同中間，早朝加諌窮候」（同22ご2・2D　　城郭構築

　の技術者は，大坂近辺の外城，地方の寺中町，転沖集落などの構築に参加していたも

　のと推察する。

⑬「六町の門，辰刻半時欺，又前かに悉打之，鍵此方へ取候」（天文日記6・‘2・24）

⑭「六町之鍵即町へ申請度由言上候，遣之候。其子細者，堀きわの麦まで夜々盗候・就

　此儀出之也」（天・7・4・25）

⑭「森三ケ庄より申とて，正教，上野して，今日於法安寺神事風然間東の門あけ候て

　と申，くぐり木戸計あけ候ても成候ハ㌦明候へと申付候。｛乃くぐりバかりあきたる
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　と・て候（天7・1・8、

⑯「従南屋申事にハ，盆にハ従河内夜此方へ各到来候問，門をあけて入候ハんか，又如

　何と申候間，用心之折節候間，門をうち入候まじく候よし申候。自余の口々も同前二

　申候」（天5・7・15）

⑰「真宗聖教全薔」所収

＠「番屋孫六　定番也　召寄，夜香事相尋之処7今之抹香遅立候間，一一一しばらく相待

　半分計食之処，鐘を可撞之由7申之　自夜前可案内遍申付了間　，彼物食果，瞳可撞

　之処，勤果候ヘバ六時打之間，文不聴聞，成其勤也，後年儀能々可申付也」（同二十

⑲辻善之助　『日本仏教史』中世篇ノ5

㊥井上鋭夫　「一向一換序説」　史学維誌．62　1955

⑪番衆という考え方はわが国には古くからあった。すでに令義解巻六　躍防令にみる，

　「凡兵士上番者，向京一年。告防三年。」とあるのばそのもっとも早い例であろう。

　なお，番衆の制度にっいて中世を通して考察したものに

　中村敏勝封建制機構内における番役と番衆　日本史研究3壬

　石山における番衆にっいても

　中村敏勝　「純粋封建制成立過程の一類型」一石山木願寺の場合一　日本歴史65

　の論考があるo

⑭『本願寺史』第一巻

⑭前掲⑪参照

⑭井上鋭夫　「宗教→癸」　岩波講座日本歴史8」1965・東京および前掲⑭

駒前掲⑫

⑭信受院宗主条制天文六年正月　大谷本願寺通紀巻八

　大日本仏教全書　1957’・東京

⑰前掲⑫　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

⑭「天文十一年阿弥陀堂御礎等之記」

⑲「永禄八年阿弥陀堂之御礎之記其他」

⑳前掲⑲川上貢「大阪石山本願寺の殿舎について」（r日本中世住宅の研究』）1958

⑪清水三男　『中世の村落』　毛942・東京

⑫橋川　正　「天文日記と大阪」　史林’10－・1　1925には，清水町，北町，南町，

　西町，新屋敷，桧物屋町（或は北町塵をあげていろ。
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岩橋幡太本願嶺代の煙歴史と地酬9－2では馴舐の前囎により’

北町・西町浦町請水町・継臨桧物屋町をも放六町とし榔る。　一・・

　田中清三郎　「石山本願寺寺内町こ於ける本藪寺の領主的性格」社会経済史学10；♂

　はもっと詳細に考察し・寺内六町に北町屋をあげP他に桧歴町，青屋町，造作町；無

　町の存在をも示している。　　　　　　　　　　　　　’

⑰天文日記天文五年七月十三日の条〒

⑳天文日記　天文十一年十二月二十日の条

＄天文日記天文十六年五月十二日あ条

⑮天文日記天文五年四月ゴ十六日の条

⑰天文日記顧ヲ畿六年二月十三日の条　　　　　　’

⑳天文日記　夫文二七i年十二月十四日の条　　　　　　　　　　司

㊥年寄と宿老は，前述のよ5に各町の運営・相談にあつゐ1つーている。年富衆は各町にあ

　り・本願寺との交渉にあたっている。たとえば天文日記・天文十一年七月二十七日の

　条には・「自西町中五種十荷，’年寄衆十五人一人廿疋宛礼｛暁自新屋五錘十荷，年寄

　衆八人是も廿疋ヅッ」とある6　　・；』’h

　その他，天文日記天文五年六月ゴ十四日，同二十年十＝月十四日の条　参照。

⑳天文日記　天文二十一年二月二十五日の条

⑪言継輿記

⑫林屋辰三郎「南北朝時代の法隆寺と東西両郷」『中世文化の基調』1955・東京

　三浦周行　頼母子の起源と其語源『法制史の研究』・1．91亨．東京

　中田　薫　頼母子の起源『法制史論集第三巻』

⑬松嘘とは室町時代に赤松家で行なわれ，のち一般に流行，幕府の殿中で正月の嘉例と

　して演じられるようになった歌舞といわれる。

⑭六月九日には，「翁　清水町，寝覚　北町，愛寿　清水，舟耕慶　南町，皇帝冒北町

　羽衣新狸敷，紅葉狩　西町，松虫　北町，芦刈清水，西行桜　南町，岩船北町，

　唐船新屋敷，西王母西町後計無協・以上十二番何も狂言無之。但鐘鋳卜栂尾茶

　置トこ二番計有之」と記されているo

⑮天文日記’1天文七年十二月一日の条

⑯田中清太郎　「石山本願寺寺内町に於ける本願寺の領主的性格」　社会経済学10－6

⑰他に一例をあげれば，「山中佐介知行，高分五六反，西町，北町へ前二買候。其佐介
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　今度従細川就闘所，可相返由申候へ共・町衆種淘迷惑由候へ共，御為わろき二おきて

　年貢可量由，西町ハ申由候」（天・五・十二・二六）

⑳天文日記天文六年七月十二日　同七年十一月五日の条

　長沼賢海　『蓮如上人と一撲運動』（前掲③）

⑬⑳朝愈始末記巻八従大坂越前国二守護職ヲ居置事

⑳御知行作職，並山職甚兵衛方，同十右衛門，同八兵衛尉方之事，御裁判，

　不、可，有鴇異議一候，恐々謹言

　　永禄六十月六日　　　　　　　　　　　　浅井備前守長政

　明照寺几下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（彦根市史上巻　所収）

⑫や、時期は下るカ㍉宇野主水日記　天正十三年三月二十一日の条に，「秀吉御著陣』

　虎ロヲ被見廻。千石堀卜云堀ヲ乗崩畢う城内の棍来寺衆悉討果，火ヲ懸詑』責衆モ数

　多殆同日入夜。畠中城自焼シテ悉取現畢bごれハ百姓持タル城｛島山ノ手ニシヤク

　ゼソ寺と云城，これは根来衆ノ脇これヘハ責衆不及打寄o浜ノ手二沢卜云城，是

　ハ雑賀衆ノ持タル城也。廿一日ヨリ責衆ヒタト壁キハへ打寄テ，城内ヨリ鉄炮にて数

　輩手負ヲ射出ス也⊃」とその当時の多様な城の状況を記している。

⑳谷下一夢石山合戦『真宗史の諸研究』1941　。京都

　笠原一男　『一向一撲』　1955．東京

⑳たとえば，古代では「中大兄，即ち法興寺に入りて，城として備妬」（日本書紀

　巻二四）　また壬申の乱でも飛鳥寺は軍営とな・った。　（同巻二八）

　また中世にっいで一例をあげるならば7近江六角氏は観音正寺の寺域をもってその居

　城観音寺城としているo

V　寺内町の類型

　寺内町山科・石山とならび，またひきつづいてさまざまな寺内町が建設さ

れた。先にもふれた大津顕証寺，伊勢長島，金沢，大和今井，河内久宝寺，

同富田林，同八尾，和泉貝壕．，加賀金沢，近江山田，同鈎寺内，越中井波・

同城端，同古国府，尾張富田聖徳寺呼）などがしられる。これらは主として

交通の要衝に建設されていた。たとえば貝塚はト半斉了珍の願泉寺を中核に

して構成された寺内町であるが，この地は近木荘の北端を占める港町でもあ

って・石山戦争の折には毛利氏より本願寺に送られてくる兵糧米がここへ荷
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揚げされたように港町としての機能も果していた。②今井道場称念寺を中核

に構築された大和今井の寺内町も，南大和の要地で吉野地方と大坂．堺を結

ぶ街道のほぼ中間に効・嘲六時諏貝へ下」鰍篠ニテ昼ノヤスミ喉

ソレヨリ今井へ行侯」（私・永職3・9・5）とあるように大坂．枚方から

一日行程の距離にあった。これは他の寺内町にも共通ナることで，すべて，

交通の要衝・商業的活動の活溌な地点に椿築されていた。

　これら寺内町の成立につい孕次の場合が考えられる。

　　1　寺院が完全に主導権をもつて進めていく場合。先にのべた山科や石

山がその典型的な例であった。そして石山では天文七年ころを境にして，寺

内の検断権とともに年貢・地子収納権も確保し，領主的性格を強めていりた

ことは先にみた通りである。

　　2　有力土豪・大名の寄進・門徒化による場合。大和今井や越中城端な

どがその例である。大和では天文元年（1552）奈良の一向宗徒が與福寺

を焼討して居外④翌二年には今井．四条辺りで＿向徒が小屋をたてはじめ

ている。⑤江戸時代にできた「大和軍記」には，

　今井村ト申処ハ兵部ト申一向坊主ノ取立申新地ニテ侯，此兵部器量ノ者ニ

　テ，四町四方二堀ヲ掘リ廻シ土手ヲ築キ，内二町割ヲ致シ，方々ヨリ人ヲ

　呼ビ集メ家ヲ作ラセ，国中ヘノ商等イタサセ，又ハ牢人ヲ呼ビ集メ置キ侯

と伝えている。ところで，この大和今井には，前にも述ぺた’ 謔､に，天文年

問から一家衆の今井兵部の自坊があり，大坂吉野の両寺闘を往復する本願寺

一門がここに宿泊していた。また，今井称念寺住持今井氏の系図では，近江

佐々末氏の一族，河瀬城主であつた河瀬兵部丞が信長の浅井攻撃のさい，本

碩寺に逃れ，帰依して大和今井に移。たという。そして7けつきよく今井の

環濠城塞化は本圃寺が反信長軍として防戦をはじめた元稲元年以後とみるべ

きであろうし，おそらくは天正元年以降といわれ・る。①そして天正二年から

三年にわたる寺内町今井の抗戦は本願寺の傲をうけたもめであり，この抗載

には本願寺から戦闘指揮者の派遣があったり7あるいは伊勢長島一撲の残党

の加入があったかもしれぬが，ともあれ半年以上にもわたる抗戦には熱烈な

信仰による団結と富力を必要としたことはいうまでもない。⑦

　また，越中城端も，もと戦国の地方蒙族の居住地であつたのを・域下5う規
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模を盛んにするため福光在住の善徳を招請して移転させ，寺内町を構築した曾

善徳寺由来記には

「（福光）に元趣三年迄居住有て凡そ十五年を経たり，時に福光より束十五

町を隔て国主あり，荒木善太夫と号す，彼地を大駅に致す望あり。是に依て噛

福光善徳寺を招請し給ふ，数遍辞退ありと錐，国主の命そむきがたく，止事

を得ずして御掛所を福光に残し，城端へ転敷なり，頃は人皇百七代正親町院

の御宇天正元年の年也，抑国主の帰依浅からず，世上の入夫力を尽し懇志を

持運ぶ事申斗ウなし，掬善徳寺大門は則国主の城門を御寄附な診」と記され

ている。

このように今井・ことに聯のばあいは有力≠豪・大名の寄進門徒化を明

らかに示すものといえよう。　　　　　　　　　　．

　　5　門徒集団による一定地域の買得また戯占拠による場合。河内富田林

や和泉貝塚などがその例である。富田林の成立には諸説あるが，永豫年間興

正寺オ十六世証秀上入の開基とする説が有力であるΦ⑨当時の領主から百貫

文で買得された荒地にこの寺内町は建設され，周辺の四ケ村，毛人谷．中野

山中田・新堂から二名つつ出た有力農民二年寄八人衆によつて構築された。

この富田林御坊を中核とした寺内町に成立当初の永線三年三月安貝美作守は

次の禁制を下した。　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　ニ
　　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　富田林道畢・

　「諸公事免許之事

「徳政不可行享

「諸商人座公（事）之事

「国質所質井二付沙汰之箏

「寺中之儀何も可為大坂並事

右之条々堅被定置早若皆此旨於違乱之輩者忽可被処厳科者也伍下知如件

　永緑三年三月　　日（1560）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　美作守　　在判

　このように・富田林でも先にみた寺内町石山と同様の権利をもち，領主的

地位が認められていたことがわかる。

　こうした傾向は当時かなり広汎にみられたものらしい。
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　たとえば荊内の村戴大雅塚では，「大糊由来略記搬

　　当地城郭の亭

　「永蔽の始に・根来寺の大将宗盤の下知して・大ケ塚を城に築き，大将を

　　入概・根来の大衆三・四十転住す。寺屋敷は大念寺の南北一段高き所に

　　有。此時に隣郷の村老たる者・村々より一人宛当地に来てかりに住居す。

　　是城主の下知に随ふが故也。此時節方々より来夢住す。

とあるように，近在の郷村がもP立てて寺内町を形成し，周辺から集住する

人も多かったことがわかる〔この寺内町の武備には根来の大衆があたってい

たら『しい。そ・のこ〒・’永隷十一年（・1二568），信長のために根来衆は敗退し

たが，大ケ塚の「村老たる者会談して後に残り，大ケ塚を守」ったといわれ

る。　　　，．11・

　反古裏書には「然るに実如御円寂（大永五年　1525　一筆老）のの

ち，又在々所々の新坊建立し，坊主衆にいたるまで寺内と号し，人数を集，

地頭領主を軽蔑し，限ある所役をっとめざる風情，さだめて佗家の諦難ある

べき物をやd既に濃州処々の寺内を破却せられ，南方にも其類あまた開え侍

り」と記され，こうした寺内の精営が各地で進み，とくに戦国武将との拮抗

のはげしかった美濃の地方ではその破却が進められていたこともわかる1さ

らに・同書には・「軒をならべかきをへだてて，町の間郡の中に各々別々に

寺内を造立・仏法の興隆に似たウといへども事しげくなりなぱ其失あるぺし。

たy世間の名望を先として，一流の御掟をぱ同行あひ互に談合なくば，かへ

りて確執のもとひ，我慢の先相たるぺき旨，聖教の所判明鏡なる物をや」と

その得失を論じさとしている。したがってこの寺内町本来の成立契機ともい

うべき気運はたしかに強かったけれども，しかし必ずしもそのすべてが現実

に寺内として実現しはしなかったようだ。

　次に，現在もその面影をとどめる寺内町の景観とその古・図を中心に若干考

察をすすめてみた1いふ・竃一5図は慶安元年九月吉日貝塚寺内町絵図（願泉寺蔵）

である。貝塚の成立について，天正十五年，員塚旧住門徒の一人富田頼雄は

「寺内基立書」に・⑪

　貝塚は往古五丁余ノ松原ナリ，白砂二庵寺一宇民家三十六軒アリ　此庵行

基大士ノ遺跡也ト云・｝．応仁年中蓮如上人御逗留アリ，年久住僧ナラ此地二集
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　　ル人々相議シ，京都ノ落人右京坊ヲ根来寺ヨリ迎へ住持トス，其本姓ノ貴

　　キトォ徳ノ高キトヲ尊ンデ長トス，右京坊ヲト半斉ト改ム，天文十九年草

　　庵ヲ再興シ彌陀ノ絵像ヲ安置シテ頻宗風ヲ興ス，天正五年ノ兵乱二草堂人

　屋悉ク破却ス，同八年離散ノ老若ト半老ト志ヲ励シ，新二本屋ヲ建テ板屋

　道場ト云，是貝塚御坊ノ濫鯛也。以下略

と記している。貝塚は住民三十六戸の協議で京都貴族出身の右京坊が迎えら

れ，，蓮如留錫の地に一向道場を再興しているのである。そのこ天正五年

（1577）石山の戦に呼応して，「紀伊国の徒党は，貝塚の城に楯籠たりしを

明なば先勢為手合可攻代と議定し給ふ処に，凶徒等多数に叶はじとや思けん

夜に入舟に乗て退散す。先勢聞かけにかけ付，乗後れたる者共，二．・三百人

討捕て，本陣へ持参す。」（信長記巻十）とあるように，兵乱に民屋寺堂転

悉く破却されたが同八年の和睦によって道場は再興された。

　貝塚は大阪湾に面し，和泉国のほぼ中央に位置し，浜の長さほほ六町余り

その東に四・五町にわたり発達した町である。浜からはなれた背部の台地の

中央に貝塚御坊願泉寺が位置し，ここから浜辺にかけて低地に市街がひらけ

ていたらしい。主要街道は紀州街道が町を北から南へ貫通し，その中央部で

は願泉寺からはなれ少し屈折している。この紀州街道に直交または平行して

多くの道路が通じている。各道路は直線をなさず，梢孤状をなし，葦た交叉

には食違型をなしている。蒲生氏郷が築いた近江の日野や伊勢の松坂など近

世初頭の城下町と類似した道路の形態を示している。なお，この寺内町の外

周には濠と土居がめぐらされている。その環濠城塞の外縁部すなわち，紀伊

街道の南北の町口，北ノ橋と南ノ橋に接して番所が設けられ，背部の東面の

町口に面して三ケ所にも番所がある。環濠について「卜半由緒書ρに，

　大坂籠城前貝壕廻にはy二十問二堀をほり候えと御謎被為成候，然共卜半

　分際に左様不罷成候故，漸はy三間ほどにかきあげ申侯事

とあり・石山戦争に際して緊急に城塞化されたことがわかる。左お慶長十八

年にも，由緒鯉

　同商因昌大樹命一地周構一躯於径三問．

とあり，修築の工事も行なわれたことがわかる。

　河内久宝寺では寺内町をめぐる齪と土居は周辺の宅地開発で殆んど失なわ
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れたが・頒証寺を中核購盤状の街路1てよ・て繊され塒内町の景観をよ

くしめすものといえよう・久宝寺には古くから蘇の道場があり改明七年

には慈願寺があった。蓮如はここで布教している。寺法によると，明応年中

ここに一寺を建立・西証寺と号し・その才二十一子実順を住持とした。のち

鶉二年（1529）近江大醐証寺の蓮淳力・来住し，寺号を近松山顕言時

と改めた。寺内町は蓮如が慈願寺やこの地の土豪安井氏の協力をえてその基

礎をっくり，血縁の者を住持としてこの地の教団を直接に組織し寺主となり

寺下にその政治的武力的支配者として安井邸・鋤したものである1⑭享保

八年（1725）の久宝寺絵図によれば，久宝寺の周囲は二重の濠と土居に

よつてとり囲まれ，東に東ロ，今口，北に北口，西に西口，古口，南に南ロ

の町口がひらかれ・それぞれに木戸門と門番所とがあった。顕証寺は南面の

中央に，また西北隅には堀榿えがつきでて城土居と呼ばれ，久宝寺城趾とい

われた。街路はほぼ直交した碁盤状をなしている。ところで，この久宝寺は

石山戦争に際して，他の寺内町とちがい，奇異な動きをしている。安井氏は

天正五年（15ア7、織田信長に通じ，石山本願寺光佐の来攻をうげて戦死

し，その町西南隅の城土居は陥ζたといわれる。⑮これは久宝寺の成立が前

にあげた才二の類型・有力土豪・大名の寄進」門徒による場合であり，土豪

としてその城土居周辺の繁栄をはかるために寺内町を建設じたもので，その

土豪としての領主的性格にもとづく行動であり，その意味で久宝寺は寺内町

というよりもむしろ安井氏の城下町としての性格が強かつたともいえよう。

しかし・この久宝寺の城が本願寺の攻撃により陥落したことは大きな皮肉と

いえる。次にのべる八尾の寺内町が分立したのもこの久宝寺のもつ性格に深

い閣連があるのであろう。

　なお・・この安井一族は秀吉が大坂城の修築を始めると，その築城工事に村

民を率いて奉仕し，その功によつて城南の地を与えられ，道頓はさらに一族

とともに木津川から水路をひき，いわゆる道頓堀川を開くことに着手し，久

宝寺村の村民をひきいて工挙にあた。たといわれる。⑯これは寺内町がもっ

ていた土木建設技術として注目すべきである。

　叛一圏は八尾寺内の絵図である。八尾は大和川をへだてて久宝寺の東にあ

り・その荒蕪地に久宝寺から移住し，開拓した寺内町である。慶長十一年
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(1占06)久宝寺の盲姓葉本七郎兵衛ら十七^を主埴者とする一部村民が

顔証寺の下代として村の庄屋 をつとめてきた安井氏に対抗 し'所懐を唱えた｡

い っほ う,東 .西南本既寺分派に際して京訳に屈した轟田寺が幕府から移住

を認められ ,この荒蕪比に新しく寺内町をZLft設したのである_｡盈十二年 ,東

本田寺下に属する別院として大信寺を町の北西に建立 し.院家として南西に

位置を占める慈EFl寺が御坊の行事を勤仕 したO㊥ .八尾 も久宝寺と同じく大和

川の水をひViで周囲を吟(.らしているが ,久宝寺の二兎の唐と土居に よる防

備ほど厳格では表h o絵図によれば北に北口 ,今口 ,東 に東口,南に南口,

西に西口と五つの町口があ D ,それぞれに木戸門と村家 (番屋であろう)が

設け られてVlたO

以上 ,寺内町の類型につし1て摂述 し,その特性を明 らかにすることができ

た.つぎ昨晩豊政権か ら幕藩休制下における寺内町の解体と変容の過程につ

いてみてみよう｡

註 ①前掲 牧野進乏助 ･長沼賢海両氏の論文や信長企記などの記述によるO

㊤毛利家文番 天正四年七月十五日 村上元書外十四名連署状 ｢貞操市史 ｣

◎福山痘市郎 ｢封建再鰐成期における集落究トー様相とその変貌にっいて｣

史学研究 58

◎脇田 倦 ｢寺内町の構造と展開｣ 史柿41-1 .1958

㊤厳助大僧正記上 天文元年七月十六日の集には,｢南都興福寺院家僧肩悉放粒 従穀

綴寺張行一枚焼亡云 0々両門跡其外院家坊中十七手相残外者悉焼也云々｣と記されて 弓

いろ｡

①｢草佑引付写｣『今井町史』 所収

㊥① 『今井町史』

◎牧野進之助 ｢城端雑記 ｣ 『武家時代社会の研究』 1945.東京

㊥『富田林市誌』

脇EEl 修氏 前掲㊥論文

㊥野村 尊 『河内石川村学術調査報告』

㊥(卦詠F兄嫁市史』

㊥『八尾市史』
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　沢井浩三「寺内町の形成とその性格一久宝寺と八尾一」

　藤岡謙二郎『畿内歴史地理研究』

⑮『八尾市吏資料』

⑯⑰『八尾市史』

　斑　寺内町の解体と変容
　石山戦争ののち・織登政権のもとで・戦国の法城をすてた本願寺は紀州鷺

森，泉州貝稼5大坂天満と転々と移’った。その建設の事情も本願寺の性格も

大きぐ変容しつつあった・聴会の宜教師）・イ・フ・イスは鷺森について次の

ように報告している。

　（大坂）市の他の方面には大坂の坊主本腰寺の大なる町紀州鷺森がある。

　其処には立派な邸宅があるが，關白殿は濠其他防禦の用を為す設備を許さ

　ぬo

　こうして石山本願寺を去つたのち，寺内町はその個右な性格である防禦性

の強い環濠城塞都市として寺内町の建設を許されなかった。天正十三年

（1585）大坂天満への移転にあたって，秀吉はみずから出向いて縄打をさせ①

「先以当分ハ七町ト五町也。元ノ大坂寺内ヨリモ事外広シ」（貝塚御座所日

記）と広大な寺域が与えられている。しかし本厭寺が大坂天満に移建されよ

うとしているとき・かって本願寺法王国ともいうべき全数団の中心的位置を

占め・門徒たちを参集させていた石山本願寺のあとには，天下一統をとげた

秀吉が「大坂に城と市を建設して名を挙げん」とし，「宏大な城を築き，其

中央た甚だ高い塔を建て，堀．珪致び塗塁を設けた。墾塁は各々塔の如く入口に

大小の門あり，門は鉄を以て覆うてある。是は其住居で，又最も親しい役人

及ぴ使用人の居所である。此処に其財宝を貯へ弾薬及び糧食の大なる家を建

てた。右は悉く旧城の壁及び堀の中に築かれたが，古い部分も皆改築して，

墨塁及び塔を附し，其宏大．精巧．美観は新しい建築に匹敵している。」

（耶蘇会の日本年報2．．1584　1．6附ロレンソ．メシヤより）といわ

れる宏壮な大坂城の楮鯉をすすめつつあったのである。そしてその城下へ

本願寺は不便をしのんで移転させられたのであった。③

　さらに・秀吉は京都でも，聚落オを築き，町割をあらため，寺院を寺町と
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寺ノ内に集中し，さらに四周にお土居を築き，聚落オを中心にしてその近世

城下町化をはかつていた。文葱三年（1』592），本願寺は秀吉から，この

京都の堀川六条に寺地の寄進をうけ，ここに寺基を定めた。これが現在の本

派本瀬寺である。そのこ慶長七年（1605）教如は塚康から烏丸六条に寺

域をえて本願寺を建てた。これが現在の大谷派本願寺である。ここに本願寺

は，東西両本願寺に分立した。こうして，本願寺はもはや独自の寺内町を形

成することは左くなった。

　このことは，寺内町をはじめ中世末の多様な新しい都市の動きと併行し，

それを吸収し固定して成立した近世城下町でも明瞭にみとめられる。たとえ

ば，信長によって建設された安土の城下町では，本願寺別院のため寺内六町

が設定され，今竜寺内の字名をつたえている。オ　図は安土から移転した八

幡城下の元蔽年間の古図である。図中鎖線を附した部分は安土から移った西

本瓢寺別院金台寺を囲む寺内四町（実際は六町）であり，寺内の賦課は悉く

寺の収入となっていた。④このように，寺内町はその宗教的連帯感によって

ささえられた運命的共同体としての独立した理濠城塞都市の性格を失ない，

全く解体されて，ち屯うど古代の仏教寺院の堂塔伽藍が都城制を荘厳するた

めに配置されたように，近世都市の構成単位として配置されることになつた。

　さらに幕藩体制の確立期に澄ける領主と本願寺教団，寺内町の関係に若干

ふれてみたい。たとえば，元和元年（1651），大坂夏の陣に参戦した井

伊直孝は出陣に際して留守中の城中処務，後方の擾乱，隣国の一揆を警戎し

て，真宗末寺の明照寺に留守居衆との相談と協力を要請しており，⑤本順寺

教団が領主にとってまだ脅威の感をもってみられていることがわかる。いっぼ

う，寺内町では寺院のもっ領主的性格が町の住民と軋蝶を起している。先に

あげたオニ類型に属する泉州貝塚の寺内町では慶長十五年（1610），寺

内の運営をめぐつて住民が連暑して抗議している。この寺内の運営がもと年

寄住民の側にあったのが・御坊住職に移ってしまったことにたいする不満が

訴証となったのであるが，けっきよくこの訴証は敗北に終り，御坊住職は小

領主化し，寺内町の独自性と自治性も解体していった。⑥

　そして・寛永十五年（1658）島原の乱にひきつづくキリシタン禁制に

よって・いっさいの宗教は幕府の完全な統制のもとにおかれることになり，
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王法 と仏法の対立はまった く解消 し'仏法 と王法のちらがいのなかに展開を

とげてきた寺内町 も完全 に節体を とげたのである｡

ところで ,こうした状況のもとで解体後の寺内町壮どの ようを変容を とげ

たのであろ うかo近江山田寺内を例にしてみてみたVb湖東栗太郡に 永久坊と

いう一門侶に率い られた寺坊があb ,石山戦争当時 ,清態な括功をしていた

が ,天正十一年 (1585)十二 月には ,秀膏から｢車i云寺門Pl羨道場屋親

として南北四町余 ,東西推定五町余の土地の寄進を うけてLrlるOそ して新た

に讃営 された寺内町の規定 として ,｢山 田寺内貫 目卓｣が右打寺奉行か ら出

されてい る｡㊥ その全文 をみると '

山田寺内置 目之事

｢ 対1三 富 桂 一(信秀) 御知行方之荒地を閑 ,猶再之道にて も

御報公可こ中上_俣皐o

｢ 寺内のもんかた Dといふ共 ,他郷に居住 し丑が ら寺内の田畠を

作取事牡 止之 _ , 焦上着又寺内に在之束 よ耳作 17倍て他所へ出俣卓

も同前之-=j'lo

i,寺 内田島右諦申作人事於.不.相叶_音調貴之可_返上_之 ･ 7

其優相拘下宛無用章｡

-=於且寺内町屋致丘 令..約 諾_主 に成 といふ共 , 定於一不作一吐誰々成

共 望 次 オ 可L家 乱 .,但 右 主.可 造 仇 と 於_約 定一者 ･弐ヶ月迄

は 可レ被五相 律_, 弐ヶ月過者不一及』∈内一望^軌 家立_侯弟o

T 寺 内家作後御堂之不ー相嵐 而 , 私 と臆す革あるへか らざる事o

｢ 寺内に居住ある髭 中 .括他宗た Dといふ共

出盛投銭等全可L被い出之IlS｡

｢ 乱 寺内町々内_喧嘩 口論停止 之_,或私 他所｣昏銀供米臥 号･召し之 ･

所質郷貿無用 ,其外為ン何 臥 為=_科^ー理不尽にか らめ取事あるペか ら

す , 以_衆乱 任-道理之旨_可_裁軌 之事 o

r 依一翼用_合一寄合7億時 ,多分に付 礼 為_比判一事 o

T 寺 内J5'住之衆軌 有_私之迫恨_,為_御堂_且為-其身｣間 ,

互 可レ成上水魚之思_串 o

右条々所一定促_如レ件 ｡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本願寺奉行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　天正十≒年未十二月二十八日

　これからも明らか左ように」真宗寺院を中核とした共同体の構成は認めら

れ，町内保全のため郷質，所質を禁じ濫りに科人を捕傘することを禁じて卦

り，町内の重要事項は衆議により裁断し，寄合によって批判の場をもつべき

と定め，伝統的な自治的運営が規定されているが，注目すぺきことは住民は

もはや真宗門徒にのみ限定されることなく，他宗派の人にも開放されている

ことである。これはたとえば，富田薦）など他の寺内町でも共通してみられ

る点である。このことは寺内町が門徒集団の同行意識にささえられた生活共

同体としての純粋さよりも，商工都布としての経済力と人口の集中をめざし

やがて近在の商人を中心とする商品流通の場・在郷町としての性格をつよめ

大きく変容をとげていったのである。

　以上のべてきたように，石山戦争を契機として寺内町はその本来の機能を

失ない，近世都市のなかに解体してしまった。しかし，真宗教団は減びはし

なかった。寺内町から実質的に在郷町に変容し転化した多くの町で，また日

野や近江八幡たど城下町から在郷町的性格の都市に転化した多くの町でその

商業的活動をささえる理念として新たな独自な展開を示したのである。⑥

詰①貝塚御座所日記　天正十三年五月三日の条

　②宮上茂隆　「豊臣秀吉築造大坂城の復原的考察」建築史研究12ア　1962

　③貝塚御座所日記　天正十三年八月三十日の条には中島寺内へ移転の記事がある。

　　「御門跡様中島寺内へ御ウツリ，諸侯己下御供牢也私宅モモチタルモノナシ。各不

　　鱗之式不及言語。秀吉公より被仰付，当所こまずまず草堂ヲ建立アリクル也cj

　④『近江八幡町史』

　⑤『彦根市史』上巻平田明照寺文書

　⑤『栗太郡志』

　　牧野進之助　『土地及聚落史上の諸問題』

　⑦脇田修　前掲論文

　⑥柏原祐泉　「近世における真宗の世俗倫理思想」
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　　顕　結び一都市史にむける寺内町一

　以上の考察を総括して・寺内町がわが国の都市史に占める雌にっいて述

べ，本考察の結びとしたい。

　寺内町は真宗教団によって構築された都布であウ，いわば蓮如というすぐ

れた教団の組織都よって想念のなかに籍拙さ縦宗輸桝共同体＿仏法

領を地上畷実化させたものとして把えることができる．したがって，仏法

領はわが国の都市史上・中世末にあらわれた理想都市の一つであり，鎌倉仏

教にはこれと類比されるものとして日蓮の釈尊領を見出すことができる。想

念の左かにあった仏法領が理実に寺内町と定着していくとき，そこには仏法

と王法というきわめて尖鋭な問題が提起され，既成の伝統的宗教，異端，そ

して世俗の権力との葛藤のなかで，寺内町は展開し，解体しそして変容をと

げていったのである。こゐ点から，寺内町百年の歴史はわが国の中末期にお

ける理想都市と現実都市との相互交渉の歴史として把えることができる。

　現実都市としての寺内町の動きはけっして孤立したものではなかった。中

世末には多様な都市の動きが活澄に展開していた。それは京都にも堺にもそ

のほか各地でみられた。寺内町が彌陀の支配する「現世の浄土」ぜ仏法領」

の現出を希うものであったのにたいし，中世末の京都に，その町衆と結びつ

いて強い力をもっていた法華一揆は，法華宗がその至高理念とする「釈尊御

領」を現世に「皆法華圏」（正法圏）として顕現しようとする法華の理想を

示すものであった。のちに本阿彌光悦によって建設された鷹ケ峯のいわゆる

装術家村も小規模ではあるがこの理想の実現にほかならない。

　ところで・堺の町をみると，宣教師ガスパル．ビレラは次のように報告し

ている。

「彼等は僧院及び住宅を地上の天国となさんとせるなり。彼等は殆ど皆死後

一切終ウ・霊魂も又悦を感ずることを得べき何物も残らず，畜生の如く終了

するものと信ずるが故に，力の限り好き生活をなさんと力む。然れども…」

（耶蘇会士日本通信　下巻）また，「日本全国当堺の町よ，安全なる所なく

諸国に於て動乱あるも，此町には嘗て無く，敗者も勝者も，此町に来住すれ

ば皆平和に生活し，諸人相和し，他人に害を加ふる者なし。市街に於ては嘗

て紛擾起ることなく，敵味方の差別なく皆大なる愛情と礼儀を以て応対せ如
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(同上 .上巻) とあるように堺の町では三十六人の会合衆が北症の経堂を ･

｢地下之公界会廟｣ (罪 軒 日昏)にあて自治的運営にあたるとともに'都市

の平和と安全に力をつ くし ,努めてV,たことがわかるo

これ らの都市O.劫さには ,その信条の相適をこえて 'そこに共通す るのは

彼 らが来世やあるいは過去世 に理想を求めた E),見出したbするのではを く

この現実世界に彼 らが希求し ,理想とする都市を実現 し ■それを高 らかに詣

歌 しようとす る郡極的尤意欲 と姿勢がみられることである｡中世末期とはそ .

うい う時代であったD

現栗郡市 としての寺内町形態は ,また中世未にあらわれた新 しい都市の劫

き ,節 .堅田などの自由都市 ,応仁文明の乱前後に町衆によって京都に轟か

れた ｢町の帯｣｢ち.tうのかこい ｣ ,畿内を中心とした村落に発達 した防種

と団結を示す垣 内集落 ,惣の形成を どにみ られる集落や都市 と共通 した環指

城塞都市の構成を示 しているD豊能城塞都市 と壮都市や猿藩 を遺命共 同体 と

して自党 し ,共同してその生活共同体 を防衛することによって生れる連帯感

に根ざす ものであD ,その形態的表現といえようo と くに寺内町は堺 ･壁EB

75:どの自由都市 とは密接-な閑道をもち ,その相互交流のなかで大 きを影響を

与 えていたことは先に指摘 した通 DであるO

そ L/て.永疎年Fajに蛙信長の矢銭二前貫の要求に対 して l堺の会合衆は平節

の年寄に轍をとば し ,堺と平野鉢の閏には一種の都市連盟にまで発展する動

きが壬､ったといわれるo ところで ,石山戟争忙際 して ,石山を中心にこれと

呼応 して宗教的連帯感によって長鳥 ･今井 ･見場をは じめ多数の寺内町が ,

また北陸 ,近江 ･椎薯などの門徒姓氏J'j:-T,その ｢百姓持チタル城 ｣に拠 っ

て戦闘に参加 している状況は ,弓≡さに圧迫す る世俗の持力に対抗 して応瓶す

る強大75:都市違合 ともみることができるのではなV'か.

また '近世塀IF町との額似について もしばしば指摘される ところであb ,

寺 内町をもって｢城下町的性格 と門前町的特色とを併有 ｣す るとか ,あるい

は城下町の原型 とみ竜したbする見解があるO近世配下町は ,中世末の多様

な萌漂析塞郡市 '負拓や軸市を違令的共同体 とみる新 しい都市の動 きを吸収

し固定 して成立 したものであD ,その原型はむ しろ中世土薮層の屋敷桁にこ

そ見出しうるものと考える.そ こで ,城下町 と比較対照させて寺内町の もつ
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個有雄格をいま一度確認したい・いうまでもなも近世城下町の核鰍郭

であるが・その身分的閉鎖性の故に「閉された核」として都市生活の機能的

核とは勧えなかった・これに対して蒔内町では寺院が都市を構成する有

機的核として・寺内町の都市生活と密灘結びつき嗣瀦が箒や緒太をも

ってでかけてくる（天9・1・12）などの記録にみられるように，r開か

れた核」として機能していた。また・「（大永五年二月二日）山科本願寺坊主

（実如）死去・同七日葬送・数＋萬人群集云々」（厳助大僧正記上）とある’

ように実如の葬儀には数十萬の門徒が山科に参集したといわれ，天文十三年

　（1588）江州勢多（瀬田）の大橋の改修にあたうて，「此橋之懲者，難

為諸人，過半門派衆往還之儀也」（天文日記十三年十二月二十一日の条）と

いうことで五十貫文の寄進をして六角定頼の勧進にこたえている。このよう

に，石山には「此の法を尊み，遠国波島よう，日夜朝暮∴仏詣の聾，道に絶

えず」（信長公記）という状況で，詫ことに山科や石山は本願寺王国ともい

うべき真宗教団の「開かれた核」として首都的位置を占めていたのである。

また石山に明瞭にみとめられる番衆による本厭寺及びその寺内町防衛の体制

は，幕藩体制下の江戸参勤交代の制とも形式的に類似して興味深い。

琢蘇城塞化という観点からみれば，寺内町は聚濠城塞都市として宗教的連帯

感による自衛と防禦を基調としているのに対し，城下町は殆んど多くの場合

環証城塞化されていない。外周を構成する「外町」は多くの場合なんの防禦

的施設も左く，攻鍛あるいは防禦に際しても，放火あるいは自焼されること

を前提とするような都市的構成を示し，そこには城下町を運命的共同体とし

て自衛する精神はまったくみられない。

　つぎに亨都市にお・ける建設技術の確保についてみれば，寺内町を建設し運

営していくために山科での道路建設，石山での「城っくり」，久宝寺の安井

一族の築城・開盤技術などに示されたように番匠．城つくりをはじめ多種の

技術・多数の技術者の確保に力をつくしたが，この技能者職人を確保する政

策は城下町では職人町の形成などに継承されている。

　したがつて，近世城下町猛たてまえとして軍事的性格をもつ都市であるが

実際には徳川三百年を通して殆んど攻防の場となることはなく，むしろ身分

格式的構成をもつ擬制的軍享封難都市であったのに対し，寺内町はその計画
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理念において も,また石山碑争忙みるように実際匹も軍事的防禦性格をもっ

て貫かれ ,その機能を充分に果 した都市 といえよう｡

宗教的連帯感によって卓さえられた運命的共同体 として寺内町を意識 し,

自衛の柑神をもち ,深い^間的共感によって平和夜都市生帝が敬国の乱世に

塵かに展開していたこと蛙注 目すべ きであるOこれを中世を通 じて,｢綱 紀

蘇れ♯序乱れた概国時代 ,一般^民は生命財産の安寧を保証するもの恵 く,

往 々にして掠蛮虐殺の惨劇をみる時 ,成魚売る追求の手 を免れで｣ (平泉澄
tl

｢中世に於ける社寺 と社会との抽係 ｣)身命の安全の保証値求めた逓科屋

独 自夜性格とその横位的意寂もいっそ う明白になると･払えようO

都市がその人問的讃嘆を先夜いつつある現在 .寺 内町の歴史1が示す都市の

JB設 と道営に関する歴史的経験からわれわれは深い教訓を学びとら怠ければ

去らない.
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1城下町の成立と構成

1戦国の村落と武士

H戦国の城下一城下町以前一

皿城下町の成立と構成

W城下町の展開と変容

V近世江戸一江戸大名居館の構成と

　　　　　　　　家臣団の集団居住一



皿・城下町の成立と構成

　わが国の現代都市の歴史的系譜をたどうてみると，近世に成立した城下町

を母胎にもつ都市がぎわめて多いことがわかる。そしてこの城下町のもつ歴

史的伝統が都市の発展と性格を大きく規制し，また市民意識にまでつよい影

響をもたらしている。

　したがつて・城下町の成立と構成について歴史的に究明し，その機能的性

格と構成を明らかにすることは，城下町を源流とする多数の都市とその周辺

が再開発や開発の対照となり，明確な史的判断をもつことをつよく要講され

ている現在，とくに必要であるといわねばならない。

　以下，城下町の成立過程を，まず戦国の村落と土豪，地侍の動きの中に把

え，さらに戦国武将たちの城郭が攻防の拠点としての城から領国支配の城へ

移行する過程をとらえ，これと併行して楽市・楽座の宣言にみる戦国武将

の都市政策と城下形成の動きをみてみたい。そして，天下一統をとげた信長

による安土築城と城下町建設に，城下町の成立をみる過程を明らかにしたい。

城下町の構成については，その身分格式的秩序による居住区の樒成とその都

市的機能への制約を明らかにし，また知行形態による家臣団の居住形式の相

違と都市形態との関連についてふれたい。最後に幕藩体制の政治的中心とし

て特異な発展を示した巨大城下町・江戸の構成と参勤交代による武士団の集

団居住の方式についても考察したい。

　1・戦国の村落と武士
　戦囲の村と武士のはげしく新しい動きを，中世を通じて先進的地域として

の位置を占めた近江①を例にとつてみていきたい。

　1．戦国の村落一市と惣一
　近江の都市的伝統をみていくとき，もつとも早期で商題になるのはやはり

大津京であるといえよう。たしかに大津京の時代は短かかつた。しかし・そ

の後世にまで与えた影響はか珪り深かつたのではなかろうか。大津京が廃絶

されてからも粟津市が存在した②ことは商業的流通がつづけられていたこと
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をものがたつている。

　都が奈良，京都に遷り固定してからも，湖東地方をふくむ近江は，古代国

家の中心へ，あるいは荘園領主の在所への交通の要路として，陸上や潮上の

交通もさかんで，商品が流通し，商業活動も活発に行なわれた。

　すなわち，中世になると古くからの市のほかに，座衆，供御人とよばれる

商人の集団が得珍保，野々川，石塔，小幡，枝村や粟津，安曇，菅浦などに

うまれ，また今津，坂本，大津，八幡（いまの長浜），舟木，朝妻などに問丸

が発達した。次にこうした新しい荘園のなかからうまれた市の初見を表示す
る。③（別衰参照）

　そしてこれらの中世の商業的活動も応仁前後をさかいとして，市における

専売権を中心とする段階から商品流通路の独占を中心とする段階への移行が

みられた。それは商業渚動に運送・問屋・市売の分化をもたらし，新儀商人

の増加が，またその取扱商品も濃尾参勢の主要物産が近江商人によつて運ば

れ，著しく多様化したことが注目される。④

　　　　　　　　　　　　中世の市初見表

正治　2

麺武　1

貞和　f

応安　7

応永35
正長　1

文明　4

文亀　1

丈亀　2

享禄　2

天丈14

天文18

（1200）

（1354）

（1545）

（1576）

（1428）

（1488）

σ50わ
σ502）
（1529）

（1546）

σ549）

1大津市

大浦庄市，平方庄市

長野市，甲良市，平方市

八日市

四十九院市，愛智川市

小幡市

横関市

馬淵市

日野市，嶋郷市、高島南市

技村市・出路市，高宮市，尾生市

野州市

石寺市

　もちろん・こうした活発な商業活動を可能にするためには，機業的生産力

の増大と生産性の向上もなくてはならない・潮東平野にはそれを可能にする

条件がそなわつていたわけである。

そして巾世の先進地域としての近江に｝ま民衆の聞にはやくから，自治的に

辮し澗結する灘がめ戯・惣とよばれる鮒の鶴雌んで耽。
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菅苦痛惣では,永韓11年 (1568)に ｢+六人乏長男.東南之中老廿人｣

の署名で作成 した置文 (症)のなかで. ｢当所壁沓之申 ,守詐不入日換研之

所也｣ と記している.@これは領主をしりぞけて惣で自治的に,検断すなわち

警察や花判椀を行使することを宣言した ものであるo また文安5年 (1448)

の今堀惣の淀には

定轟々事

~て 寄合ふれ二度 に出でざる人は五十文台たるべ き者也

て 森林な-切木は五百文宛替たるべ き者なり

七 木葉ならびにくわの木は百文宛沓たるべき老な り

衆儀によって定むる所件の如 し

大安五年十一月十四日これを始む｡

村の寄合の欠席 にたいす る制裁を定め1会合 による自治的運営の重要さを強

調しているOまた山野の共同利用についても規定きれていた｡なお,延撞元

年 (1489)の ｢定今掘地下控之軍｣◎にある 19ヶ条のなかには,｢犬か う

へからす畢｣と村落生活をうかがわせ る規定や .｢掘ヨリ東 ヲハ屋敷ニスへカ

ラス著也｣ とい う規定 もみられる｡これは今塩惣 も.村落の周間には涙がめ

ぐらされた環珠集落であった ことを示す ものといえよ う｡そして村落の防斬

と結束の必要か ら環棟の外側に住居を建てることを規制 したものであろ うO

中世末期にあ らわれる内部は団結を外部に対しては自衛の態勢をとる塀滞垣

内式集落の構成 を示す ものである｡◎ なお,良疎4年 (14占0)の ｢定おき

て耶｣ にある ｢タヒウ トヲク-からす｣ も外蜘からの侵入を禁ずる自衛策

といえよ う｡

これら樹乗の今期惣 ･輿畠惣や湖北の菅捕軌 大浦惣などの記録は中世末

卿 こおける柑苗共同体における白銅 勺精神に根ざした自治的結合 と軍律を明

瞭にものがたるといえよ う｡

2.土類 と村落

ところで,中世末期の村落には市による商業潜動や柑惣忙ある自治的結合

のほかに.そのなかか らこれ と併行して村の上層部から ｢寄合仕らず.ぬけ

がけに成｣る者 もあらわれ.武士として行動する動きがでてきたO こうした

中世末期の村落億王 .土賓の動 きを,湖東の甲類武士団の一方の旗頭であっ
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た山中氏，湖西の高島の佐々木朽木氏にみる領主制の展開，さらに潮北伊香

の小山村の小山家を車心とした村落構成について検討してみたい。

　　1．山中氏と郡申惣

　甲賀郡は近江の東南，東海道をはさみ鈴鹿山系に接しており，この甲賀の

天紬を利用して多数の砦を築き幡屠した地侍・甲賀武士団はあるいは五十三

士，．二十一士と称し，それらの同名は各々党をたてあい争つていた。山中氏

も同名中で惣を結んでいた。
　　　　　　　　　　　ロ先にみた鮒では，それ舗成す翻匙民たち轟黙をして滋・中老な．

どの指導者を互選して村惣の運営にあたり，舛外的には自衛的防禦とそれに

もとつく折衝，対内的には団結と規制をする臼治的組織であつた。これに対

して，山中氏をはじあ，甲袈武士団にみられる同名惣というのは村惣とはま

つたく別個のものであつた。それは農村の検断権をもち，保司職，下司職や

地頭職などという所職をもつ土着の武士達が同族あい寄り，あい集まつて自

分達だけの共禰体制を作つているのである。そして彼らは現実には在地小領

主であつたから，ζこでは農民でなして小領主が惣をつくウていることにな

る・村惣では野寄合で重要事項を決定したのに対し，同名惣では一族の会合

聰の方鋼齪され漕め同漁・応仁・瑚の乱前凝境として急

速に発展したことは土地所有をめぐる裁許関係文書が幕府・守護などの御教

書’施行状の形式から地域的・血縁的結合であるこの「惣」の形式による裁

許状と，なることから明5かである，とされる。やがて永隷のころになると，

幕府JI守護の力がいつそう衰え，信長の圧迫に対決するため「郡中惣」がう

勲た識すなわち・軸の地侍焔のもつ酩惣からの代表者たちが＿群

的規模で集合した鈴体で，「郡惣」あるし・は榔中惣」とよばれる。⑫

「郡中惣」は平時には郡内の紛争の自主的解決にあたったが璽　戦乱に際し

ては一郡を肇禍から守るために惣郡一搾して淀轡をつくった。その「惣国一

搬之事ρには「従」眠消国へ入る二繍てハ關一味同所珂輸

候劇と侵入にた・・する自衛の簾を示し，「蹴物共とりしき喉問，虎

゜より雛仕二拗てへ里磯姻一1物を不写（移），在瞳可有側

と防禦的態勢で臨んで鴨・そして繍鯉を卓乱る甲賀の峡谷をまもるた

めに・郡とし’㌔・勧・ら圓」と意識レ「糊繊として欄甲か（賀）さ
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かへ目に候て・近日野寄合あるへく候事」と会合するヒとを定めている。

　　しかし・結局甲賀の武士団は信長破配下・τはいり，その所領は一時安堵

された。ところが山中氏の場合には・それは永くはつづかなかつた。天正5

年（1577）・紀州堆賀の一向宗攻盤に際して秀吉に属して出陣した山中俊・

好は・搬き薦で郡巾を改易され調行を趾げられてしま・たという。

報年間の「山嫁相伝居屋舳綴文」⑮によれば，方一町の居敷は元の

ままにさしおかれたという。第2－2図「山中家居屋舗図」⑯は，文政年間作

卿絵図であるが・土豪山中氏の屋敷の構成をよく示すものである．中央の

山中氏の屋敷は・土手・藪で周囲をめぐらされ，二面を川でかこまれている。

その周囲は・正面は道路で大道につなカ・幅札がおかれ，また穂．傭．

草部屋や姓をもたない下人の住居が二つならんでいる。屋敷地の左の部分は

　「京屋地」と記され・ここには平蔵と12の姓のない下人の小屋がならんで

いる・直角に折れた川で中央の屋敷とかぎられた背部と右の地はそれぞれ2

つの小屋と田地になっている。中央の屋敷地は土手・藪・川で囲郭されてい

るが，周囲の下人たちの居住地は開放的で防禦性は少ない。

　ii　朽木氏と村落

　朽木民は近江の守謹佐々木氏から分立し，高島郡を与えられた高信の子孫

で・朽木庄の地頭職を譲られて朽木氏と称したのである。高信の子孫は高島

郡内において多くの庶流を分出し，「高島七頭」とよばれる同族的結合を組

織したが，朽木氏もその一であつた。

　朽木氏は朽木庄の中心地であり，「朽木に四の口有。若狭口，京口，高島

口・大構口也・是よの北へ行けば若狭道なり。朽木より京へ南行十二里也」

（近江輿地志略　巻94）とあるように交通・商業の要路でもあり，安ζき川

水運の拠点でもある現在の市場附近に居角を構えた。そこは安曇川が屈曲し

て若狭への街道につきあたろ要衝の位置で，その高台に屋敷を構え，高台の

下・屋敷の前に市がたつた。ここを拠点に朽木氏はその所領と実力を拡大し

ていた。⑰

　朽木庄の在地の状態は，「洞谷惣」「荒川惣」「市惣」「椋川惣」などと

いう記録があり，安量川及びその支流に沿ウて庄内に小村落が点在し惣とよ

ばれていたことがわかる。　各村落二惣は十数戸から四十戸の棟数をなして

一115一



いたことが永正15年（1518）の「棟別銭加増銭集帳」からわかる。⑱その

うち，洞谷惣中では洞谷・家一・犬丸・上の四つの垣内の四十一の間数から

成つていることがわかる迎また平良小川惣は27間（軒），平良と小川の二

垣内からなる。垣内は平均10間とみられる。

　これらの惣＝村落にはそれぞれ倉がおかれていた。文明13年（1481）

の「家一之御倉御米算用帳」　によれば，空谷（洞谷）惣の収穫は空谷惣中

より「家一之倉」という垣内倉に100石，剰余を「上殿御倉」すなわち朽

木殿倉に収納している。また，文明12年（1480）の「御米之あつかり状

之∬」⑳によれば，麻生川流域の垣内麻生の百姓中が，自己O垣内倉に収納

しきれない米19石4斗を同流域の上野垣内と北川流域の上村垣内の二つの

垣内倉にあずけている。この垣内禽について，「朽木の領主倉は朽木氏の館

のある「市場」と朽木庄内の各垣内に設置され，家一御倉の管理を空谷惣中

が行なつているように，複数の垣内の結集した惣中が担当している。垣内倉

の役割は軍事的な必要からと垣内農民にたいする領主出挙米の貸付にある」

という仲村氏の見解があるが，「村落＝：惣ごとの倉が，果して惣の運営によ

るものか否か断定は出来ないないが，「惣中」または「百姓中」によつて納

められ・または預けられたということは，村落・＝惣の自治的運営に係るもの

であつたように思われる。」　という田代民の見解の方が，後でみる朽木氏の

殿原衆による間接的在地支配を考慮して，より妥当であるといえよう。すな

わち・文明年間にみる惣・垣内の倉の存在は，当時の村落の自治的機構であ

る惣が生産物・ないしはその余剰をも自治的に管理・運営していたことを意

味するものといえよう・しかし，在地一円の直接的支配という領主制の確立

によつて，これらの在地の倉はその領主のもとへ吸収されていくことになる。

幕藩体制における収取休系はその完成を示すものである。それはあたかも，

古代において共同体の必要共産物を貯蔵するためのミヤケが，大和政権のも

とに統合され官庫の屯倉となつて共同体の手からはなれてしま。たのと同じ

経路をたどつたことを示すものといえよう。

　なお当時の農民の性格を天文10年（154Dころの「庄田畠之御下地之

帳」の記載からみると・ここには朽木氏に直属する「御中間」，殿原衆の「

中間」および朽木氏にも殿原衆にも直接の身分関係をもたぬ農民がいたこと

一114一



がわかる。ここにいう殿原衆は第1章でみた堅田でもみられたが，一般に荘

民の中の一階層で・一般農民よりも上位に位する一種の特権層を形成し，多

分に武士の郎従的性絡を有するものといわれる曾　天文2年（1542）・の「

麹給釧蝉」＠によれば，小規模ではあるが，朽祇にみる戦国焔の家

臣団の給分支給の形態がわかる。これによると，殿原衆12人，姓をもたぬ

御中間て4入となつている。朽木氏の家臣団あ構成のなかに一種の身分秩序

があつたことがわかる・。そして朽木氏はドこの殿原衆，御中間，巾閲を媒介

にして垣内や惣巾を支配していたらしいこともわかる。すなわち，朽木氏り

在地支配は殿原衆を通じての間接的な支配と朽木氏自身の直接的な在地支配

とのいわば二重樽造で支えられていた。やがて朽木氏は殿原衆による間接的

支配を排して，直接的な在地一円支配を実現しようとした。そして大永2年

（1522）の「御屋形御料足諸納帳」曾によろと演姻炭がま銭，川織の

ほかに商人銭馬宿銭もあり，林野の利用，・管理，用水，水運の権利を完全に

把握し，交通・商業の中心地に発達した市をもその支配のもとにおいてきた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼ
ことを示している。朽木氏の封建領主化への歩みのなかで，称藩や市示その

支配の下に粗織化されていったことがわかる。

　iii　上坂氏と在地

　上坂市は坂田郡上坂を在名とする浅井氏の家臣で，小谷落城後，秀吉が長

浜城にうつoてからもこの地を安堵された。そして秀吉の異父弟秀長の家臣

として用いられ，嫡子八右衛門も，文腺4年（巳1595），秀吉から千石の知

行をあてがわれ，大和郡山の惣奉行として活躍したという。在地では八郎兵

衛の剃譲入遣貞信が支配をあずカ・り，八郎兵衛が慶長年間ビ蔀山城破却の

後帰村したとき，そのすべてを護り渡したという。すなわち，豊臣氏の下で

兄は武士身分として在地をはなれ，弟は百姓身分で在地にのこつた。そして

武士身分となり豊臣氏の家臣団にくみこまれた兄の父子は本領ではなく・征

服地の但馬・紀伊・大和などに新恩の給知を与えら乳た。この新しい知行地

にたいして征服者の家臣団の一員として，いつさいの伝統的関係にわずらわ

されずその知行にのぞんだといえる。兵農分離の過程と，同族団の内部にお

ける一種の分業化をそこにみることができる斧

　上坂氏は在所に87間半に85間というかなり大ぎい一郭に堀と土手で囲
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まれた居郭をもち，その内部には「丸の内」を巾心に「伊賀守屋舗」「信濃

守屋舗」　f三原屋舗」など除地と記された麗敷を配している。㊧伊賀と信濃

は兄弟であつた。

　iv　小山氏の屋敷構

　小山氏は中世後期に存村しながら京極家に仕え，のち小山村を知行所とし

て同しく京極家に仕えていた坂田郡伊吹村の伊吹氏から養嗣子を迎え伊吹と

も称した。領主勢力の交替にともなつて浅井に仕え，ついで秀吉にも仕え，

大阪へ出たともいう。そして最後には庄屋として在村し，郭内に永住したと

いう。

　近世初頭の状況を示すと推定される屋敷図⑰は，小山家を中心とした集落

の構成をかなり明瞭に示すものとして注目される。この集落は大きく，郭内

堀の内，堀の外の三郭に分けられろ。土塁と濠で囲まれた一町四方の郭内に

伊吹半右衛門屋敷があり，その西北隅に屋敷神，南に表門，東に裏門がある。

表門の前には高札，裏門を出た郭内をめぐる道路の東北に番小屋がある。こ

の郭内と外濠との問，つまり堀の内には伊吹久右衛門，木村半九郎，竹田助

七郎，竹田瀬兵衛，平井小左衛門ら5人の姓をもつものと，14人の被官と

長慶寺それに馬場があつた。伊吹久右衛門は血縁分家であつたが，他の姓を

もつ4人ほ戦乱の世に戦いに敗れて伊吹家をたよつてきた侍たちであつた。

土塁の北側にならぶ7軒は伊吹本家の鞍官であり，他の7軒はその配置’から

みて上記諸家の披官であり，分家のざい禾象よ’づ努ち与え・られたものと推’定1

される。堀7）外には，南の大手の部分には馬場兵衛五郎と被官の屋敷，1’2’い

の百姓の住居があり，西北には10の百姓の住居がならんでいた。馬場兵衛

五郎は古くは小山家と称し、伊吹家＝小山家とならんで字寺山を所持してい

た古い家のようで，小山家が伊吹家と改性したのにたいし，馬場と改性して

いる。小山村を知行所としていた伊吹寡からの養嗣子にともない両家の関係

に変動が生じ・それが屋敷地の位置関係に反映したのかもしれない。22の

「百姓」は姓も名も書かれていないが，一般農民である。堀の外にはなんの

囲郭的防禦施設もない。　　　　　　　　、一

以上・中世末期から近世初頭にかけての土豪と村落の関・係をみてきた。甲
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賦士団の雄山中氏は同名惣を結び・さらに郡由惣を構成して活躍したが，

のち信長り支配下畝り所領を安堵され効・瀦局そ噺領搬収され瀕

主への道をとざされた。朽木氏は在地一円の直接的支配を強化し，所領内の

いつさいめ翠’運営の欄を拡大し近世的領主へと展肌た。在地の土

豪は浜農分離の政策のもとに武士身分として在地をはな摘か轍甥分と

して在地にとどまるかの二っの道のいづ‘れかをえらばなければな暁力・・た。

（上坂氏も結局は在地にもどワた。）小山氏は土着し，庄屋として在地にと

どまつた。中世末期から近世初頭にかけての土豪の動きを四つの場合につい

てみた。

　なお・小山氏の屋敷構にもつとも典型的に示される村落の構成は，濃と土

居で囲まれた「郭内」を中心に，血紀’非血縁の分家及び本家・分家の被官

がその外周の「堀の内」に，さらに外濠をへだてて百姓の住居が外側に濃を

めぐらすことなく，なんの防禦的施設もない「堀の外」に配置され，結集し

ている。この中世土姦の屋敷構の欝成は山中氏の屋敷図とも・声恕東困，出

羽国東闘郡のそれ⑱とも掴する搬的形兼・・えめ．この形式は熟

に近世の城下町繊の原型を示すものである・『1 ?P，1’』

註）　　　、．　　　　　　　　．　　　　　，　’・．∴・旨．一・　　　1〒　　　　　　・’・訴㌧

①近江を例にとるにあ寿って，遊江の歴史的環境と位置を明らかにしておきたい近江の中央

　との倖置的関連をもっともなやく文献的に明瞭に示すのは，いうまでもなく大化改新の詔で

　ある。すなわち，畿内（うちつくに）を規定して，「東は名墾の描河より以来，南は紀伸の

　兄山より以来，西は赤石の描淵より以来，北は近江の狭狭波の合坂山より以来を，畿内国と

す。」とし・近江国は畿内に属さず，畿外の地として位罹づけられ・逢坂山を境域とする圏

榊繭凝の後もながく人々に聰づけられた．（ζの翻を規定した凡鮒・近江令編
　築当時の都，すなわち大和を中心としたものでジ難波を中心としたものではないという説も

　あると）　　　　　・　　・一・．’　　　　　1’

　　そ環天智薙の六年磁江駄津宮嘩者時趣ると・近江は古個家の中心としての位
　置を占める【ことになる．書詫によれば，6年5層月ふら10年12月天皇崩御まで約5年間の

都であ。た．この購の宮と大鯨の位1置にっいて漂津錦織・麟賀・滋鯉1砒定す

　る説があり，その解明は文献上から解決することはむつかしく，今後の考古学的発掘調査1ご

　まつほかない。宮室の構営は書紀の記述からもうかがえるが，とくに「内裏の仏殿」「内襲

の西殿の幟の仏像」と宮中に仏殿が構築されたことを示し，すでに圃家宗教として強い位概

　を占邑ていた仏教の盛行がうかがえる。湖東地方に数多くみられる白凪寺院跡の存在もこれ

に関連するものといえよう。9年2月には，天皇は蒲生郡の置作野に官地を選定しているが・
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　1D年，1月には大蔵省より出火して大津宮は焼失，同12月天里は崩御になり，弘文天皇

の即位があり，っいで壬申の乱が起り，都は再び大和に遜り・’大津京は古都となった。その

荒都を訪ねた柿本人磨は，「大宮は此処ど聞けども・ゴ～學は此処といへども・・…」とい

たずらに春草の生い茂るにまかせた地に往時をしのび，また湖畔にのぞむ辛崎の津に大宮人

の舟遊びのありし姿を偲ぶ由なしとうたっている。同じ歌め中で・人磨は「天にみっ　大和

を慨きて・…いかさまに思ほしめせか天離る爽にはあれど・…　大津の宮に沃の下

知らしめしけむ・…」とうたい，当時の世論と・大和を中心とした圏域通念を示している。

　モめごも，聖武天皇は天平14年，紫香楽宮の造営を，また淳仁天皇も天平宝字3年に保

良富の造営を進め，離宮造営の地に湖東地方が選ばれている。

　藤原京から平城京・平安京と，わが国の都城制は律令国家の帝都として定着してきた。こ

うして古代都市の建’設が進むと，近江はその後背地として物資の輸送が濤澄にすすめられた。

萬葉集巻鋸1「藤原宮の役民の作る歌」には，藤原宮の造営に近江の田上山の桧の角材が宇

治川を通じ運送されたことをうたっているし，奈良時代の法華寺の造営には，高島山の材木

が琵琶湖から字治川を下り・木津川を醐っ，て・泉津（木津）に運漕され・ここから屈車で現

場に運｛暫されたといわれる。

　都が京都にうつると，比叡山にはヨ三城鎮擾の願いをこめて，延暦寺が建立された。この山

門の隆興とともに湖東から湖北にかけての山麓に多数の天台寺院が造営された。また交通路

は，東海道が京都から直ちに近江にでて葦津あたりから甲賀谷に入って伊賀の柘植あたウか

ら加太を越えたというが，のち河須波道を開いて鈴鹿に通じた。江月時代の東海道とかわら

ない。東海道には三駅，束山道は草1…筋たりから湖東を北へ策折して美濃にでるのに四駅，

北睦道は湖西を若狭にでるのに四駅がおがれ，いずれも駅馬・伝馬の設備があった。そのな

かで，斉宮群行，すなわち伊勢神宮奉仕の皇女策下の道中に，国府・甲賀・垂水の三頓宮を’

おき，その貨用に團稲一萬五千束を充てられた。

　湖上交通は延喜式によ沿ば，北陸五国の米は敦賀から塩津に運ばれ，南航して大津へ，若

狭からは勝野津（合の大溝）にでて大津に陸揚げしていた。瀬田川の潮通，宇治への運行も

みられる。築港も行なわれ・和通の浜は貞観の頃，僧賢和によって修築されている。

　こうして・律令制のもと，平城京・平安京に集中された租・庸・謝の物資は，官営市場で

ある束・西市で・官司・畳族の余剰物資が放出・交換された。やがて律令制がおとろえ，荘

園制が発達すると・荘園領主のもとに，生産力の藩しく向上した荘園から微薬じた年貢，雑

公事の余剰販売分をめぐる商活動が活澄に展開した。中央都市京都一6は，東・西市にかわっ

て町が成立し・町座が線状にならんで流通機構の中心となうた。地方では荘園市場がおこり，

また地方と中央を結ぶ中継商業港湾都市が大きく発展した。近江一帯は，荘圓領主の在所に

変質した京都・奈良という大消費地の後背地として大きく発展し，居濃な活動をつづけてい

た。湖東地方には古くから物資を交換する市がひらけまた港湾都市として大津・坂本をはじ

め，八幡（今の長浜），舟木，などに問丸が発達した。また湖南の首の根を栃する位置にあ

る堅田は海賊衆の港町として，湖上舟運のパイロフトとして廻送を独占し，自由都市的気風

にみちていたという。　（窮1章参照）

　坂本は比叡山延暦寺の門前町として発達し，かつ白川越をへて京都へ入る交通路を掩し，

米頒の集散地として著しく栄え・ここには交通労務者でもあり，一種の米商人でもある馬借

とよばれる集団が盛んに活動していた。正長元年の全国的飢鰹に，この馬借の集団が徳政令
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　の発布を要求して京へ押し入り・いわゆる土一撲をおこし，これに呼応して近江．山城はい

　うまでもなく・大和゜河内・播磨・丹波・伊賀・伊勢へと拡がったとつたえられている。

②日本書記巻第28天武天里元年7月15日¢1条
③脇田晴子　「中世商業の展開一今堀日吉神社文書を中心として一」日本．史研究51

　佐々木銀弥r中世の商業」

④前掲③脇田論丈

⑤滋賀県史第5巻
⑥　同　上

⑦同　上
③喰野進之助「散居制と．環濠集落」（『土地及び聚落史上の諸闘麺』所収）

⑨前掲⑤
⑩牧野進之助「中出末期の村落結合」（『武家時代社会の研究」所収）水口町志上巻

⑪高木照作「甲賀郡山中氏と郡中惣」歴史学研究325

⑫前掲⑩

⑬郡中惣が飯道寺古庵坊中に提出した「郡中惣意見条々案」（「水口町志下巻山中丈書

　245）参照
⑭　水口町志　上巻　　（山中丈書　586）

⑮　同上　下巻　（山中文書　278）

⑯同上上巻（山中文｛聾記55）
⑰㊨　田代修「戦国期における領主制一近江国高島郡朽木氏を中心に一」歴史　箱26輯

　　仲村研「中世後期の村落」日本史研究　90　　　　　　　　　　　’　　　　　　一

⑲前掲⑰仲村齢文
⑳前掬⑰
　　「家一之御倉御米算用状」

　　　　　（前略）　　　　　　，

　　惣巳上　百四十二石弐斗八升六合

　　　此内

　　百石ハ家一御倉弐納之

　　四十二石弐斗八升六合者

　　上殿御倉二納之

　　丈明十三年十二月二十二日　空俗惣中

⑳　前掲⑰

　　「御米のあっかり状事」

　　　　合拾九石四斗者　上野上村

　　　　　　　　　　　二村二あっかり申

　　　文明十二年十二月二十一日

　　御くらにあまり候悶昌村へあっけ候　　　麻生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百姓中

曾　江頭恒治「殿原考」　（r高野山領荘國の研究」所収）

㊧⑭　前掲⑰　参照
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㊧　近江坂田郡志　3

潮顯弘「嬢分蹴朔膏一：小寧頁調鋤向榊心・－」躰蝉究月
　　同　　　「豊臣政栖論」　（日本歴史近世1．～

⑳宮川満r近世初期の臆図がらみた家族と社会」（r太閣検地論」2）’・

　白木小三郎「代官名主を中’薩した楽落の屋敵地と住居家槽の変遷」

⑳　豊田　武「武士団と村落」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　皿．戦国の城下
　前節では戦函の武士の動きを主として村落との関連において把えキうとし

たが，ここでは天下統一をめざし領国の統制と拡大をはかる戦国の武将たち

の動きを，その城郭と城下の関連において把えてみたい。すなわち，戦国を

通じ攻防の拠点となつていた域郭が領国支配の中心としての城郭に変容し，

これと併行して，域下が兵農分離・商農分離の城下集住の都市政策によつて

発展し，城郭と城下が一体化して城下町を形成する過程について考察したい。

　1．戦国の城と城下
　つぎに前節と同じく近江を例にとワて，戦国の域と城下の構成について考

えて碑い遡騨明らかなように沖世の近江は先進地域とし嫡業醐

が活瀦に展開し，また民衆0問ににやくから団結の意識が孕ばえ・「惣」と

よばれろ郷村の結合が進み，これと併行して武士の動きも活澱であつた。ま

た同時に山門に象徴されるように，古代一中世的権威が根強びカを’『もつてい

た。この近江を完全に掌握することは，京都へ上洛し天下一統を号令しよう

とする戦国武将にとつて避けることのできない関門であった。甲陽軍鑑には

「……次に惣別侍は，必望みの有をよぎ武士と申。昔より近江の国を一国も

ち，天下を里まぬ侍をば，近国の事は申に及ぱず，其身，家中よりかろしめ，

江州をもたせぬと申つたへたり。……」（品第57．氏康・信長・家康・輝

虎批判之事）と記されている。じっさい，近江には天下一統をめざして京へ

のほらんとする戦国の武将たちの攻防の拠点として多数の城郭が構築され，

また城下が経営された。

　鎌倉時代から佐々木氏は近江国の守謹であつたが，仁和年問，大原氏，湖

西の朽木氏，湖東の本家六角氏，湖北の京極氏に分立した。湖北ではのち京

極氏にかわり被官の浅井氏が勃興し，湖東ではまつたく別流の蒲生氏が活罷
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し，また長享乱以降，六角と特別な関係をもつた甲賀武士団も郡内に幡居し

活動した。

　1　親音寺城と石寺

　まず六角氏は本拠を観音寺城におき，先にみたような活動をつづけた。観

音寺域は，三十三所観音霊場の一として古くから知られていた山上の観音正

寺の広域な寺域を利用して城郭としたものである。観音寺山が城郭としてあ

らわれるのは，14世紀前半である。建武三年（1556），北畠距家が東奥

の兵を率いて上つたとぎ，佐々木氏がこの城郭に拠つて防禦している。太平

記には，「大館中務大輔（顕家に属す）・佐々木判官氏頼其比未幼稚ニテ、楯

籠りタル観音寺ノ城郭ヲ責落テ．敵ヲ討事都テ五百余人」①と記している。

しかし，このころはまだ城郭の構成は整備されてはいなかつたのであろう。

そのこ，．応仁又明の乱では，近江の守護佐々木六角氏の攻防の拠点とな。て

いる。碧山日録には「応仁戌子四月一日辛卯，西軍亀寿（高瀬）之下㌔窟一

聚江之観音寺＿、距．険為．暴、民為レ之憂、勝秀之兵囲ン之、廿八日。大攻マァ

援一其城　焚一其営云、……」　「（同十一月）八日。光緑太夫正観、　（京極

持清）之兵サ攻＿観音寺之城＿、敵自焼一其営涌敗北、俘繊甚多、而江収復云。

…… ¥六日、壬寅、満翁有一復帖＿日、亀寿子之兵、陳．輝音寺＿者・其魁首二

＋三人降一於城下、国人皆駄守四郎某．云」②と記され識砦的繊がし

だいに充実し，またその城下石寺も発達したことを示している。天文年間に

なると観音寺城の「屋形二階」で相国寺僧が接待をうけるまでに城館的施設

をととのえてくる＠　さらに弘治年間になると，鉄砲の伝来による城郭の改

修がすすめられた。④そして永緑6年（1563）には，木角義治が強大な重

臣，後藤父子を暗殺し，これがもとで内乱がおこるという，いわゆる観音寺

騒動があり，重臣は縄音寺城内の邸宅を焼き，その余烙は観音正寺の本堂を

焼き，肝の石寺も焼きつくしたρ「麟年後畿内兵乱記」⑥には「軍卒

観音寺乱妨、一宇不．残焼失、観音寺本堂迄回緑、麓石場寺三千家屋一時焼却」

と記している。観音寺城は自焼しているが，永蘇年間には麓の石寺に「三千

家屋」といわれるまでに町が発達していたことは注目される。この石寺では・

全国に先がけて楽市・楽座の自窃市場の宣言が行なわれた。（後述）

　六角氏は戦国の武将として多数の城砦をも。ていたが・鯉江城もその一つ
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で愛知川の北岸丘陵を利用した典型的な平城として注目される。現在も本丸

と思われる地点のほかに，少くとも十余ケ所の館趾と三ケ所の望台，土塁、

堀，井戸がよく残り，当時の規膜を示している。⑦

　li　太平寺城・上平寺城と城下

　つぎに湖北の京極氏をみてみよう・京極氏は伊吹山の山腹に居城を築ぎ・

ここを攻防の拠点とした。佐々木氏から分立した京極の祖，氏信は江北六郡

を領し，伊吹山の西の山腹，標高1000mの地で，伊吹四ケ寺の「太平寺

の寺域であつたこの地に居城を築ぎ，江北屋形と称した。今も石塁が残り，

往時の城塞のおもかげをとどめるという。永正年闇には高清が上平寺に城を

築ぎ移つた＠

　上平寺城は永正の初年，京極高清は先に政経が美濃出陣のとぎ駐屯した俘

吹山の束の山腹，標高666mの弥高山の苅安尾とよばれる尾根に，本丸以

下ニノ丸，三ノ丸を構え，一名桐ケ城（霧ケ城）ともよばれた。ここも伊吹

八ケ寺の一，真言宗上平寺に接しその寺域であつた。⑨この上平寺は「海道

に出て東へ行ば，藤川の駅に至る。……玉藤川の間藤川と云谷川あり。この

間美濃近江の堺なり。山は深く美濃路に根ざす」　（近江輿地志略巻之81）

という位置であつた。この上平寺城について，江北記には「（大永三年）国衆

悉上手（平）へ参候。かりやす尾の御城より御忍にて尾州へ御取退候。大原

五郎殿も御同道候。六郎殿はかりやす尾に残し被坤候。国衆悉参て上手（平）

焼くずして，其まい・…一」⑩とあるように戦火をうけている。

　上平寺古図によれば，⑳城郭は山城の構成を示し，本丸・ニノ丸・三ノ丸

に分れる。城郭から下方，正門ロより七曲を下りた台地に，御屋形すなわち

京極氏の居館が林泉をそなえ，蔵屋敷・厩などをもつて一郭を構成している。

山下の麓には堀をへだてて諸士屋赦と町屋敷がならび，さらに外堀をへだて

て市店民屋と上脇衆，重臣六奉行の屋敷が石塁を構築してたつている。

　山城と城下の構成は，城郭と城下が一体化はしていないが，城下にはかな

り町の発達がみられる域下町形成期の一様相を示すものとして注目される。

　而　小谷城と城下

　小谷城は京極の家臣浅井氏の居城として永正14年（1513）に築城され

たと三代記は伝えている。⑫　すなわち浅井亮政はその主上阪泰貞の没後自

一122一



立を企て・上坂・今浜を陥れたがともに平城で防禦性がよわく，新たに瞼要

の地に山城を築いたのが小勧茂である。⑬この時期はまだ領繊配の拠点と

しての城郭より・まだ戦闘本位の攻防の拠点としての機能をつよく要求して

いたことを示すものといえる。

　小谷城は小谷山の南へのびる尾根の上に搬築され，標高約380mの木丸を

中心に・尾根沿いに上へ中ノ丸・京極丸（京極高清父子の居たところ）・小

・丸・山王丸とつながり，尾根沿い下へ大広聞，黒金門，柳馬場，出丸につづ

いている。また，口碑の上にその名をとどめるのに金吾嶽（朝倉太郎左衛門

教景の在留したところという），御番所跡・御茶屋跡・御局屋敷跡・六坊跡な

どカ・ある．⑭なお，小谷山の山頂，騙・466mの地点は大嶽（大つく）と

いわれ，古図によれば，「大嵩不レ残櫓台と申候」と記され，天正元年の信

長の攻撃に際し．越前の朝倉義景の援を求め，その部将とともにこの大嶽を

守らせたが，信長の急襲でわけなく陥つたという。この大嶽の頂から西南へ

郡上へ伸びた尾崎山の尾根に山崎丸（元亀元年の信長攻醗に来援した越前の

山崎吉家の拠ったところ），福寿（浅井氏二族）丸がならび，支塁の重要な

位置を占．めていた。　　　　　　　　　　　’一

　∴つぎに，〒城下の構成を古図，湖北町全図（1：15，000）の小字名　など

を参考にして復原的に考察してみたい。　（第　図参照）城下は武人の住区・

館町と町から成つていた6武士の住区はまず，清水（じょうず）谷がある。

ここは郡上の南から城跡のある・尾根とその西の山崎丸の尾根との間にあり，

奥行数町，巾は南の入口で2町たらずの舌状の台地を指し，そのもつとも奥

まつたところに「御屋敷跡」浅井氏の平常の居住地があり，この屋敷跡より

下・谷のロに至る漢流の両側には規則正しい地割があり，ここに宅地が造成’

されていたらしい。古図には演流の東側陀は浅井氏の居館，木村屋敷，西側

に山城屋敷，遠藤喜右衛門屋敷，’知善院の名が記されている。なお，この清

水谷筋を登ると土佐殿・大野木と称するところがある。それぞれ阿閉土佐守，

大野末土佐守屋敷と古図には記されているが，これは山上の諸遺跡と同じく

当時の居館とみるよりはむしろ戦時の要砦というべきものであろう。この武

土の居住地は清水谷のほかに，山崎丸のある尾根の麓の孫右衛門谷には渡辺

勘解由屋敷，石田形部厘敷が古図にあり’，源右衛門谷・弥七谷も同じく屋敷
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　があつたのであろう。腔坂北・南谷には脇坂久左衛門・左介・甚七郎の一族

　らが住んでいたし，丁野には浅井家の下屋敷があつた。

　　このように武家の屋敷は小谷城の麓に清水谷を中心とした谷間の台地に構

　築されていたようである。

　　ところで・域下の町場はどのように展開していたであろうか。小谷城の城

下に町場がひらけていたことは，永緑9年（1566）長政が発布した「料金

掟条々」⑯のなかで」自他国当谷居住之仁漠タ醜之商人趨公用之外

を撰、清銭を本国へ遣儀堅令停止畢……」「仙国之商《売買之代可為如掟、

則位其通之代用所を相叶可令帰国、……」などの条項のあることがら，他国

の商人で小谷城下に止住するものも多く，また往還の商売のはげしかつたこ

とがわかる。

　古図と現状を比較し，小字名を参照して復原的にみていくと，伊部から郡

上をへだてさらに北へのびる道路がほぼ当時の主要街道と一致していること

を推定できる。第　図の小谷複原図によつて域下の形態をみてみる。町場

をあらわす小字名も伊部か郡上に集中し，この辺りが域下の中心であワたも

のと推察される。伊部では・清水町・清水本，戌亥町があり，それに鍛治屋

口・金定などはその職掌を示すものであろう。これと道路を挾んで向きあう

堀太屋敷熟政所は城下の南端の町場に設けられた役所でもあ。たのであろう。

この表通りと東側に「町裏」や「清水裏」があり，これは平行した脇街道に

あたるものであろう。「馬乗場」は武士の居住地・清水谷に接しているとこ

ろから馬術の修練場であつたのであろう。浩水谷への入口，大手の位置には

「本町」「棘町」「西木町」や「大谷市場」があり，さらに北へ郡上には，

「町向」の小字名がのこり溜部から郡上へかけて賊下の町場の申心であ

つたことがわかる・そして沽図を参照すれば，階水谷」への入□に近く，

古図にある金屋町には御高札が，郡上から西へ道が屈折するところには張付

場が設けられて，城下の環境をよく示している。

また主要街道は北へのび一俣のあ効で西に折れ，さらに鰍川焔う

て北へのびているカ㍉この二俣・qま「北木戸」，「宿」，「西宿」など刎、

銘がのこり・この辺りが小谷のゴヒ限で木戸搬けられ，宿泊施設もあ。た

ことを思わせる・なお注鮪道と平行して酬の郡上辺りでは，「上丁町」
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　「下丁町」「上広町」「下広町」「見町」があり，北の脇坂口の近くでは

’「深町」「東塚町」「西塚剛の小字名がのこる。これは主要雛岬行し

て西側に脇街道があり・また脇坂一族の居住地に接して町場があつたことを

示すものであろう。

　以上を要約すれば・戦国武将浅井氏の小谷城とその城下の状況は，小谷山

の鹸要を利用して山城を構築し・域郭的施設が尾根沿いに構築されていた。平

時の武士の屋敷地は尾根にはさまれた漢谷に造成された台地に配置され，「浩

水四谷」　「脇坂谷」などがそれで・同族的結合をなして居住区を構成してい

た・城下の中心は主要街道廟し伊部力・ら郡上にいたる部分で，浅井耀

敷や家臣の屋敷のならぶ清水谷の入口，大手のあたりには「本町」「東本町」

「西本町」があり・町場の中心的位置を占めた。しかし，郡上の西，「脇坂

谷」の近くにも町場があり，城下の町場はかなり広く散在しており，まだ築

中的に結集していなかつたことを示している。なお天正元年（1575）信長

の攻撃によつて小谷城は落域し，浅井三代五十年の歴史を閉じた。その石壁

城楼は長浜城に移築ざれたといわれるが，城下の商人も移住させられ，伊部

町・郡上町ジ’蝸e市場としてその者を・移し残している。⑰

　ivζ甘野城と載下

　湖東に戦国時代を通じてその勢力をほこつていた蒲生氏は，その裁郭を音

羽城・ついで中野城，鎌掻城に構築した。天文年間，鉄砲が伝来すると戦闘

技術・域郭の構成にも大きな変化をもたらさず1塾はおかなかウた。蒲生氏の

伝統の音羽域はこの新しい時代の要請にこたえるものではなかつたし，すで

に大永3年（1525），佐々木高頼によつて破壊されてもいた。ここで天文

2～5年（1555－－4）蒲生定秀は中野に城を築きその域下に計画的町割を実

施することになつた。⑱　「天文三年町割」⑲　「日野町割之雷付　天文二年癸

巳三月　蒲生定秀公町割」⑳は日野城下の町割の計画を示したもので，わが

国の城下町形成過程をものがたる重要な史料といえよう。

　その構成｝電城郭に近く本町を中央におぎ，左右にやや臼曲させて79の

町を配しでいる。そのうち、鍛治町，鉄砲町，弓矢町，大工町の工匠の居住

区は城郭に接近して位置している。白銀町，赤銅町は銀・鋼銭貨を扱つたと

ころであるし，竪地町・塗師町は目野椀や漆器姦を扱う職人町であつた。そ
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のほか，この城下に新しく移住した附近の村々の名を町名としたものが多い。

なお城下の外れに皮革を扱う繊多の部落・中山があつた。（観官寺城下の石

寺では武佐の南野がこれにあたる。）以上が城下の構成である。

　蒲生氏およびその家臣の平時の居館は小谷城と同じく城郭に接した山麓に

設けられていた。

　以上，戦国の城と城下の構成を近江に例をとつて考察した。戦国の城郭は

本来，戦闘本位の攻防の拠点として山城が多く，いわゆる江戸時代の軍学者

のいう「城堅固の城」であつたが，鉄砲伝来という武器の変化と，領国支配

の拠点としての性格から「所堅固の域」さらに「国堅固の城」へと移行しよ

うとしていた。これに相応して，城下の町場もしだいに商業的活動の場とし

て充実してきた。上平寺一小谷一日野にみる城下の構造の変化はこのことを

明瞭に示すものである。日野にいたつて計画的な町割の構成をみることにな

つた。しかし，町場は発逓しても武士の居住区は山麓に城下の町場とはなれ

て配置されそおり，その規模はきわめて小さい。、武士はまだ完全には領主

のもとに家臣団として編成されず，在地に土着していたのである。これは戦

国末期の城と城下に共通するところである。越後春日山城などもその典型で

近世城下町への過渡的形態を示している。

　2．城下集住一商農分離・兵農分離一

　　1楽市・楽座一商農分離一

　戦国の武将たちは城下や町をどのように想念していたのであろうか。軍記

などによれば，戦闘がはじまると城を攻撃するにしても防禦するにしても，

城下をまず焼き払い僅か城としてのち給戦に及んでいる．これからも明

らかなように，戦国の争乱に際して，城下は破壊される対象としてしかとり

扱われす，そこに生活共同体としての都市の自立性はまつたくみられない。

（第1頂章参照）

　しかし，戦国乱世のさなかから，港湾交易都市としての堺・博多・桑名な

どの自由都市の動き，門前町としてまた港湾交易邦市として栄えた坂本，海

賊町としてしられ湖上権を掌握していた堅田などの都市の動ぎはめざましか

。た。一向宗の蓮如によつて進められた吉崎・山科・石山などの寺内町の形
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成の動きも諏られたα村落では惣的結合の動きがあり，その基盤となうた農

業の生産性の向上とそれにともなう社会的分業の発展が起り，商活動が活澄

になり，農工商の分業関係が展開し成熟しつつあうた。これらの新しい都市

と農村の動きは天下一統をめざす戦国の武将の大きい関心をよびおこさずに

はおかなかうた。

　戦国の武将たちは，楽市・楽座を宣言し，自由商業の場を設けて変貌する

郷村に対して積極的態度をもつて臨もうとした。この楽市の宣言は全国に先

がけて六角氏の城下石寺でおこなわれた。すなわち，観音寺城下の石寺には

保内商入のために石寺保内町がつくられ，商人の移住がすすめられた＠商

人の城下への災中がある程度みられ，天文18年（1549）六角定頼の奉行
から枝村惣中に宛てた執達状には⑭　石寺新市は楽市たりとあろから，当時

市場税の免除ないし特権商業の排除が行なわれ，商業の自由が許されていた

ことがわかる。これは六角氏が領国支配を貫徹し，戦国大名として発展して

いくために，土豪層のもとにあOて充分に統制しきれない個々ばらばらに点

在していた座商業を自らの城下に集中しようとしたものではあつたが，石寺

のみを楽市とするにとどまり，国巾の諸座を徹廃するような楽市にはなつて

いない。＠これは六角氏が永緑6年（1565）の観音寺騒動（六角義治が強

大な重臣の一人後藤豊父子を暗殺したのは土憂抑圧策であり，これにより内

乱が起り，観音寺城と城下の石寺は焼失した。）にみられるように，六角氏

がついに土豪層をその支配下に掌握でぎなかウた領国支配者としての弱さに

よるものであウて，商農分離，商人の城下集中をともなわない楽市が妥協的

にすすめられたのであワた。こうして，六角氏はついに近世的領国大名とな

ることはできなかつたし，石寺もまた近世的城下町となりえなか雪た。しか

し，楽市宣言という自由市場の設立が全1郵こ先がけて，この石寺で行なわれ

たことは注目されるぐ，

　織豊政権は楽市・楽座の商業政策をはるかに徹底しおし進めた。それはま

ず楽市として城下町を設定したことである。天正5年（1577）の「安土山

下町中定」㊧，天正10年（1582）の「蒲生飛騨守殿当町江御免御証文之

写」嬢天正14年（1886）の「八幡山下町中定」⑳などの定書は・その第

1条に楽市たることを規定している。安土を例にとれば・「当所中為楽市被
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揮付之上巻，講座講疫藷公事等悉免等事」と詑してい巻。これも績下町を建

設し，諸商入を集申させたことは．六角氏の石寺の橿合とは異な｛｝，在地蔭

業を否定し，商麗葺離琵）段策を強力紅推進することを惹溜す昌ものであ噂た尊

日野町では定書第曳条で醸中在嫡恥異銀舞墾皇鯵止＿畢。蟄。無罫号鐸き声

荷物等可＿押取事」と六魯氏海糞行できなか⇒た在地で瞭蕪業の善定を呉醸

荒潤してで景璽睦に蝿定していて注暮され愚ほ謹ノk母蟻下職へ吟魯動誕強懸

された．

　また．域下晦L㊤定書｛摯嬢2i条蛋垂ま無下驚を毒業的流逼沖心として挫置づξナ．

その繁蟻を鼠か墨た黛紙費漉遜薬が量定さ糞規定さ溢ている昏安土で楡，

　f蓬還之藤人上海道穆留之、上下共至当斑毒害宿、握蕊薄鵠滋下之付下者覧

　苺主裁慈主事」

と毒弘訳韓では琵琶蕗ホら八幡据という運河を登もき，港の機態屯もつて

いた醇で．罫賠之上下議遵逼1之遽簸檀留芝、当漆江可巳畠武、担荷魏蟄琶下‘者

奪嘉蒜麹之寂第事」と規定さ穀て㍉・輪聾野では繁さ条として更｝こ詳舞逸規

慧を

　ギ土由・畢灘趣報と立毒遣一一睡諮留之当晦江再逼、萬一蓬遇妻育之者再串

　鈷、婁」

と土出蓮と甲毒麺越§羅籍路を彙丘し．ヨ野を廷昼す悪婁路を験藏し．烹全

　吏選規溺をと導てい輪モ蕊｝ままた，領主紀よ善交適藻麟発・整｛薄蓑鍵

ともな黒訟春　　　　　　　　　　　　　　　　　㍗5』5

　こきして・逗謹麹羅に商農§離曝蔭藁江よ牌て在麺叢業を蚕定し，蕊式憩

穰下際終注を垂ま壽噂．無下斑を楽憲として葭晶謙獣｝蝿ともて実醗下魯こおく

奪薩蝕赴鐘叢毒識さ虹た導

　垂　寒軍欝曇譲下蚤｛主一兵農喬離一・

｝羅峨ﾋ髄藻鶴言美こかて肇繭髄嶽罐亀雛醗鍵
もつ？蕊7た薦業を譲下へ蜜醸し藏定す蓄た趣き戴蓮緯な蓮螢をと撃た普潟舞

遥豊態ミ醸主す毒土ミ羅を憲臣墨拭凝蕪し．自己懸旗主餓支蓬を婁轟くた轟，

土棄壷樫｝産鞭もき彗は薫も．薫下渓灘垂さ醤惹乗懸｝蕪憩難筆総た、

憩ミ垂誌江叢し遷茎蕊も醜之轟
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　まず・戦国の域下としてしられる大内氏と山［コについてみてみたい。（当

日物宣教師の眼に映じたiL旧・こついては第斑章で触れろ）11i口の城は，南北

朝の巾ごろ大内弘世が館を山ロの築由に移したこと～こはじまるといわれる。

そして・整然とした鯉制の基盤1｛た・て，一ノ坂川河系に櫛た竜福寺に

宏壮なる衛門をi聴て・館に濠と土居をめぐらした。そしてこれを［μ心に，＿

ノ坂川をはさんで後河原から中河原にかけて諸臣の屋敷がならんだという。

野田’宇野・鰐石などの在地領主にして地名を以て氏としているものの邸地

を始め，その他在地領主も出屋敷を構え，小分隈の者も山日に居住させ，日

々出仕させ任獅服させたという曾そして鋤峨国獣に醐．，⊥、陰．

西海の三道にまたがる守纏分国を築ぎあげたこの大内氏は，在地領主と城下

山口をどのような関連においていたのであろうか。大内氏掟書にぬると㊧，

「身暇日数之事」として文明17年（1885）12月壁書に，「在111口衆内

少分限之仁事、年中百ケ日可給身暇之由、略」と在山日衆の内、身分の低い

者には年間100日の身暇をあたえ，また不時の暇は申講させ，無断で帰郷

したり他所へでかけたりしたことが判明すれば，10日に1貫文の過怠料と

して寺社の修理料を寄進させ，この成敗に従わぬ者には恩給地を没収するこ

とを規定・した。また文明18年（1886）12月，壁書で，在山口衆がたと

え一日でもひそかに届けなく「在宅之輩」があることが判れぱ，後に「御暇」

の申講があウても取次を禁じ，かさねて密に「在郷」する者は、永く御家人

から追放ざれ’ることを規定した。これは大内氏が在地土そ～に家臣として山口

に在勤することを強制し，在地には年間100日だ身暇として在郷すること

を許していることを示し，一種の参勤交代の制渉とら・珪τ七いる。これにたい

して土豪たちは在地をはなれることを好ま1ず1こ弗郷し£う芝する傾向’が強か

つたことを示している。　”ぐ　｝　帆’
ま「た戦国武将として知られる上杉謙信の居城・春日山城と壊下についてみ

てみよう。よくしられた「春日山城形図」（高田市　春日山神社蔵）によれ

ば，城郭は深い谷でかこまれ，標高1アOmの山頂に本丸がそびえ・これに

二の丸，三の丸がつらなる典型的な山城である。そして本丸の北，出丸に毘

沙門・護摩・諏訪の三堂がある。11」城の麓には「土井の内」があウて・上杉

氏の居鼠馬廻衆（直参の家臣）や一般の家臣たちの屋敷・人質屋敷などが
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ならび，城下の町場は山蔚の鐸日，港町の府内，海岸沿いの善光寺から成つ

ていたという。

　ところで、この春日山城の城下に上杉氏の家臣が集住していたわけではも

ちろんない。城下居住の武士は，まず譜代直参の家臣・馬廻衆であり，城下

に屋敷をもつものでこの数はしだいに増加をみた。上杉氏による家臣団編成

をものがたるものである。この馬廻衆のほかに，在府溺公の士がいた。かれ

らは先にみた大内氏の「在山口衆」にあたるもので，自らは在府し，所領に

は家人をおき，必要に応じて連絡をとつたり，なかには妻子ともに在府され

るものもあつた。さらに，上杉氏に服属あるいは取立てられた土豪が人質を

提出し，あるいは積極的に証人を送り，自らも参勤在府する者などもでてき

た。人質・証人は重臣屋敷に留まる場合と，人質屋敷を独立してもつ場合と

があOたといわれろ。⑭

　この城下居住の武士にたいして，地方には地方在番衆という武士がいた。

地方在番衆は本領在城と番城在番に分れる。本領在城は国衆外様家臣であり，

上杉氏の家臣ではあるが伝読の土地に土着して，小領主の形をとる在地の主

従関係を基本とする土鞭として土着性がつよい。これにたいし，番城在番は

上杉氏直属の旗本家臣が地方に派遺されたものである。⑳こうした地方の居

城の様撫蕨2年越後国關⑪購かれた「村上要割と村上町によく示さ

れている。山上は四つの曲輪に分れ，天守はないが，入母屋造の平屋の建物

がそれぞれ4～5棟ならんでいる。山下には5棟の入母屋造の建物が桐で囲

まれている。城主や諸侍屋敷であろう。町屋は侍屋敷と道をへだてて柵のう

ちにあるのがそれであろう。これは明らかに家臣団の編成と兵農分離による

城下集住への近世的家臣団形成の過渡的過程を示すものといえよう。

　織豊政権は兵農分離による家臣団編成と城下集住を強力に推し進め，これ

を一般化した。信長は安土築城とともに，馬廻衆にたいして山下に屍敷地を

与え・普講にかからせた。馬廻衆のほか弓衆も城下居住を命じられたが，そ

のなかには妻子を尾張に残して別居している者も少なくなかつた。天正6年

（1578）正月・弓衆の家より出火，「是れ偏に妻子を引き越し候はぬ候，

陥候由・御錠なされ，鵬，菅谷九右衛F睦御奉行として，御着到をつけ

させられ・御改め候のところ，御弓衆六十人，御馬廻六十人，百廿人の妻子
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越し候はぬ者・一度に折橿。御弓衆の内より火を出だし申すに付いて，先ず，

曲事の旨・上意にて・岐阜申将信忠公へ仰せ遣はされ，岐阜より御塞行出だ

され・尾州に妻子を置き中し候御弓衆の私宅，悉く御放火なされ，竹木まで

伐させられ・これに依つて・取る物も取り敢へず，百什人の女房ども安土へ

越し申し候」⑫（信騒記巻11）と武断的嫁臣団の城下集働強制し

ている。そして近世的装備と軍律をもつ軍隊にしあげていた。石山本願寺を

攻撃するために信長の子信忠が天王寺城に入つたが，その率いる耶勢は歩兵

及び騎兵5萬人で・「その兵は今口まで日本に於て見ることを予想せざりし

光輝あるものなりき」また「（信忠）の前に多数の被毯せる馬を出し，甚だ高

く且大なる絹の戦旗八十本を備へ，騎馬の士は悉く金銀の紋章を附け，銃手

は悉く列を整へ，次に鎗手次に弓矢又次に難刀即ち大なる鎌の如きものあり，

此等の武器は皆甚だ立派なる」⑳　（ことを耶蘇会士オルガンチノは報告して

いる。

　この兵農分離の政策は秀吉によつてさらに徹底して進められた。天正16

年（1588）の刀狩令はこれを決定的なものとした。秀吉は同時に士農工商

の身分間にみられた流動現象を禁し，身分的固定をはかうている。また城下

長浜の建設が進むにつれ，長浜に移住する農民が競出し掲これは秀吉が長浜

域下でとつた町人屋敷の年貢米免除の政策が農民にとつて大ぎな魅力であつ

たことを示すものといえよう。当時の城下町は一種の「憧れの町」であった

のである。ところで農民の都市への流入にたいして，秀吉は他領のものが展

浜へ移住することは差し支えたいが，湖北のi秀吉の領内の百姓にたいして，

「ざいざいの百しょうをまちへよひこし申事くせ事にて御ざ候事」⑭とそrう

移動を禁止している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　また，天正19年（1591）の「豊臣秀吉法度」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　には

　「：奉公人、侍，巾間，小者，あらしこ（荒子）に至る迄，去（天正18）

　　　七月奥州へ御出勢より以後，新儀二町人百姓二成候者於有之ハ，其町

　　　中地下人として相改，一切をくへからす，若かくし置に付て拡亀其一

　　　町一在所可被加御成敗事。

　「　在々百姓等，田畑を打捨，或あきなひ，或賃仕事二罷出輩有之者・其

　　　ものL事ハ不及申，地下中可為御成敗，並奉公をも不仕・田畑もつく
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　　　らさるもの，代官給人としてかたく相改，をくへからす，若於無其沙

　　　汰者，給人過怠にハ，其在所めしあけらるへし，為町人百姓於隠置者，

　　　其一郷同一町可為曲言言争。

　　　　略

と身分間の移動と百姓の移住を禁止し，固定を強制している。

　こうして，腿村に伝統的な在地での主従関係をもつて土着していた武士を，

土地からきりはなして家臣団に編成し，城下に鎚住させ，また村落で展朋し

つつあつた商業を城下に築中し，農民を虚村に固定してその移住を禁すると

いう，兵崖分離・商槻分離の政策によつて身分制秩序を確立し，身分制によ

る居住区の地域的分離をはかるものであつた。

　3，城郭の統合

　戦国乱世の時代には，その危機的状況にあつて身の安全をまもり，自衛し

防禦する精神がつよかつた。その生活共同体である村落や都市は運命的共同

体として自覚され，環藻域塞化された。先にも述べた白治的機構としての村

落にみる惣的結合も，この時代的環境の所産にほかならない。したがって，

こうした時代的風潮と気風のなかで，各地に多数の域郭が構築された。それ

は各地にいたるところで，城郭が計画的にあるいは臨戦的に構築された。た

とえば・長享年間・北陸の一向一揆では百姓たちが・「去来如り形城郭ヲ構へ

一且ノ害ヲ遁レγ卜欲シ。沼（州力）崎和泉入道慶覚。河合藤左衛門尉宣久

大将トシテ久安ト云在所二塀ヲ付ケ。獅子垣宜ク結廻シ要害ヲ構フ。去程ニ

ー馳潴トモ譜嫡輩固．不涯昼夜」（富概己）⑭と脚輔え，防

備の構えを築ぎ警固にあたつている。先に寺内町でふれたように，百姓の間

賦士と同じ轍自の「百姓．持タ、・城ρをも。て武士と戦。ている．これ

が戦国の時代相であり，こうして各地に多様多種の城郭が構築された。

　ところで，戦国大名はその領国を確保し，拡大をつづけ，城郭はその攻防

の拠点となつて発展をとげてきた。いま，先にものべた上杉氏の城郭をみる

と・春日山城を本城としてその所領である各地に，越後では28，信濃では

可0・佐渡に3，出羽に5の番城がおかれ，その番城には旗本家臣が派遣さ

紅七在番する場合と，在地の土豪が在壊する場合とがあつた斡戦国大名の城

郭統制の一形態である。これにたいして，越前の守護であワた朝倉孝景は，

i考ワ＿



　　　　　　　　　　　　⑲
文明年間の「朝倉孝景条々」　に，

　「朝倉館の外・国の巾に・城郭を構へさせ間敷候，惣別分隈あらん者，＿

　乗谷へ被越，其郷其村には，代官百姓等計可被置侯事」

と記L，領国内各地への城郭構築を厳禁し，その在地に土着する家臣を城下へ

集住さそうとしていて注目される。朝禽氏が守謹大名から戦国大名への脱

皮を完成し・その領国支配の体制と政策を示したものこいえよう。ここでは

各地に点在する多稗多様な域郭の存在はもはや認められていない。戦国大名

のもつ城郭統制の一形態であり・それは領国の一元的支配を完成しようとし

た戦国大名が強く志向したものであり，近世に完成をみた領国支配の大名に

継承された政策であウた・元和の一国一城の令はこれを完結的に法制化した

ものといえよう。

　これを総括すれば，戦国を無して戴郭は，戦闘本位の「城堅固の城」から

しだいに領国における多種多様な域郭の構築を否定し，一国一城をめざす領

国支配の「国堅固の域」へと移行し，それに相応して城下も著しく発展をみ

た。城下にたいしては兵農分離と商農分離の政策によつて，領国の一元的支

配の拠点としようとした。土地に結びついて強い主従劉係を保つてきた武士

を墳下に集住させて家臣団に編成し，電事的統制を強化し，中世末の生産力

の発展による社会的分業が生れつつあつた崖村から，商人職人を戴下に移住

させて城下を領国内の流通の中心としてその繁栄と統制をめざした。そして

農民は艘村からの移住を禁止され固定された。これらは身分制と社会的分漫

によウてその生活居住空間の地域的分離をめざすものであウた。また城郭の

統合は戦国を通じてつちかわれてきた，都市や村落とその城郭の自衛防禦性

をまつたく否定するものであつた。いいかえれば，近世の「城下町」は，兵

農分離・商農分離と都市・村落とその城郭の解体と武装的解除を前提として

成立したといえよう。
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①　太平記　巻箪15　奥州勢箸坂本事

②　碧山日録（改定史籍集覧255

③鹿苑日録天文8年2月10日の条
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　「於＿神左」斉、焉淵漂左衛門相伴、慈雪遜太、午前殉屋形二階＿五献雄燕湯滅、吸物、晩

　蓮吸物、爽簿、二三有之、……」

④近江蒲生郡志　巻2，滋賀県史　第5巻馬場文書

⑤滋賀県史箒5巻，中世法制史料集笛5巻武家家法1六角氏式目解説
⑥戴救獅巻’な縞石寺には醒町・蛭子町浪ノ町の小字名がのこ・てし’る・

⑦滋賀県史第5巻，日野町志上巻・近江愛知郡志巻5

③近江坂田郡志巻3
⑨　同上　及び近江国輿地志略　巻之第81

⑩　群書類従15　所収

⑪近江町長沢・田辺幸三氏蔵

⑫『浅井三代記」（改定史籍集覧第6冊）第4目録
　　なお，その年次には疑点があり東洩井郡志は亮政勃興の年代より椎して大永4年（1524）

　ころとしている。

⑬前掲⑫および「小谷拗』」（磁賀県史騒調査報告第7冊）

⑭前掲⑬
⑮・J・谷城証保勝会蔵小谷励ヒ古図（前掲⑬史凱謁査報告所収）

⑯菅浦共有文雷（滋賀県史第5巻）

⑰　長浜町史稿

⑲近江日野町志　巻上，　近江蒲生郡志

　　中野城は文亀4年C504）蒲生秀行による築城とも・天文2～3年（可555～4）定秀によ

　る築荻ともいわれるが，元亀の築城は一時的な城砦で・少くとも日野城下の町割とは無関係とい

　えよう。

⑲前掲⑱所収
㊧　湖東にはほかにも水口城や佐和山城があoた。

　　寛永以前の水口に関しては，古記録によりその一面がしられるが・景観をうかがえる最も

　古い資料は水口町絵図（中井家蔵）である。これには水口城築城当時の水ロの状況が示され

　ているcこれにより築城以前の概況も知ることが出来る。次に簡単に述べてみたいと思う。

　岡山城は水口の東方に孤立せる臓夫岡山に，天正15年（1585）秀吉が中村一氏を水〔1

　に封じ，大溝城の「殿主悉こほち候て」　（西川伊九太郎文昔　蒲生郡志所収）築城せしめた

　山城である。その梅成は，山頂本丸（東西60間南北14間）の束端高さ9間の石垣の上に

　天守（爽西6問，南北8間）があり堀をへだてて東に二の丸（東西63問，南北18問）と

　三の丸（乗西23問，南北22間），西に西の丸（25問四方）があり山城の城郭を構成し，

　山麓には古御殿（南北60侮，東西2D間）と新御殿（南北20闘，棄西50問）がならん

　でいる。この山城と野州Hをはさむ地帯に東海・道江戸日，京口で三筋に分れる町筋が衷西に

　長くのび岡山城の城下を構成していたものと推定され，この町並と平行して山沿いにヴ古堀’

　がめぐらされて城郭と城下が区分され，三筋の町筋の略中央に大手，モの乗西に追手搦手が

　設けられていた。　（西川・水口城にっいて　日本建築学会論主報告集　60）

⑳　日吉神社文害（滋賀県史箪5巻）　紐商売事，石寺新市議者為楽市条，不可及是非・濃州

　並当国中蟻，座人外於令商買者，見相仁荷物押置可致注進，一段可被仰付候者也・伍執達加

　件
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　　　天丈18年12月11臼　　　　　　　　　　　　　忠行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高雄
　　　　　　枝村惣中

㊧　日吉神社文書（同上所収）

　　　　　　魯　跡

　　於石蘇内町就翻付課内之潮人都於保内町鰍姻，万一止ヒ旨鎚之叢之者，
　　衆中而可処罪科者也，偲而執達如件

㊧　脇田曜子「中世の商業一今堀日吉神社文書を中心として一　　日木史研究51

㊧　滋賀県史　寧5巻　滋賀県八幡町史　上・下

⑳近江日野町志　巻上

㊧前掲㊧
⑳　「山口町古地図」　（山口県立史料館蔵）　御園生翁甫　「大内氏史研究」

㊧　佐藤進一　池内義資　百瀬今朝雄轟「中世法制史料集」第三巻　武家家法1　所収

⑲一⑪　藩政成立史の綜合研究　米沢藩」

＠信長公記（戦国史料叢2）

⑬耶蘇会士日本通信　下巻　（異国叢書）

②河路豊古氏文嵜（近江国坂田郡志所収）

⑳毛利家文書之三（大日本古丈書）

⑳翻類従’ ｴ15輯
⑰貝塚御座所日記　天正15年5月21日の条
曾前掲㊧・．

⑲前掲⑱

皿城下町の成立と構成
　信長1まいつさい9）中世的な制約と挫桔から離瞠し，巾世にみられたすぺて．

の新しい都市の動きを吸収し固定して，近世的な城下町を建設した。それが

安土である。しかし，安土ではまだ都市生活が着実に定着するにはいたらな

かつた。城下町の完成とそれが全国に一般化していくのは，秀吉をへて幕蕪

体制の確立期までまたねばならなかった、以下，この過程を考慮したい。

　1．安土一その築城と都市生活一

　　i　近世の城郭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，

　天正4年（1576），畿内の平定をほとんど終り，天下一統をめざした信

艮は，その木拠を岐阜から西へ移し観音寺城に近い安土山に築城の工事を進

めた。その工事にあたつて，支薗下の美濃・尾張・伊勢・三河・越前・若狭

ならびに畿内の諸士を動員し，近傍卿見音寺，長命寺，長光寺の諸山から巨
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石をひいて石垣をつくり，京都，奈良，堺の工匠を召集して工事にあたらせ

たρ　こうして完成した壮大な規模と華麗な装飾をもつ安土域天主の結構は

　「安主城御天守之次第」に詳しくのべられている。②　この「基督教国にも

あるべしと恩はれざる宏壮（耶蘇会士日本通信　オルガチノ　15アア）な城

郭を信長は「これによりその威勢を示さんと決心せしが故に，触を出し，こ

れを観んことを欲する者には許可を与え，悉く入城せしむべし」（耶蘇会士

日本通信　パードレ・ジョアソ・フラソシスコの書翰　1580．9．1発）③

と公開し，その威武を誇示しているが，ここにも戦闘本位の中世の城郭とは

まつたく異質な近世城郭のもつ封建的権威の象微としての性格がうかがえる。

　信長が域郭の建築を旧物を破壊してそれを利用して進めだごとぽ，°ほかで

もみられた。坂本築城などがそれである。寒川辰清は膳所城について「城の

石垣多く石仏あり。是坂本の城をうつせる証なり。坂本は，伝教大師仏法の

地なれば，石仏甚だ多し。織田信長山門を亡し，坂木に城を築く時，寺を多

く破壊し，石仏を取つて石垣とすれば，今に此のごとし」（近江国輿地志略

巻之33）と記している。

　近世の城郭建築にあたつて，この伝統的旧物の破壊は意識的に強力にすす

められ・このことは現存する彦根城にもみられる。ここでは譜代の雄藩とし

て江戸幕府の権力を背景とした職制のもとに工事が進められた。旧来その域

郭であつた佐粕山城を破却し，彦根山上にあ。た彦根寺・門甲寺は徹去され

て山下に移され，山の稜線をならし，周辺の敏満寺，布施寺などの古寺趾や

大津・佐和山・長浜・安土などの古域から古材や石を運び，諸国から動員さ

れた大工・石工によつて城郭が建設された。④　先年の解体調査で，　「天主

ハ京極家ノ大津城ノ殿守殿ナリ」　（井伊家年譜）⑤といわれた天守が移築建

造物であることが確証され，またその前身建物の推定復原図もつくられた。

　次に天主の梼成についてみると，初価の平面は，身舎桁行七間，梁間三問

の周りに巾広い入側をめぐらし，身舎の東端一間通りに階段を設け，その周

囲の入側とともに武者溜とし，西方六間を方三間の二室に分け，入側ととも

に上段の居室部を構成し，この平面の上に，大ぎい入母屋屋根が架つている。

第二層はこの屋根裏を利用して初層身舎を建てあげ，最上層第三層をのせる

碁台をつくり，第三層はこの上に姫路城などにみる通し柱をもたず，全く構
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造的に下層に制約されずに自由にたてられた。二・三屈の平面は横長の身舎

を東西の2室に分け・西を主室・東を次としてここに階段を設け・周囲に入側

をめぐらした。このように各層の平面構成や長押を廻らすなどの手法に住宅

と共通した傾向がみられる。　　　　　　　　∴　　　一　一

　立面の構成をみると，初層の妻両端に切妻の夜風を飾りっけ，平にも両翼

に切妻妻庇屋根を設け・三層と初層屋根の間を平に大きな入母屋の飾破風を

設け・三層の腰には・四方庇屋根を葺き下して両妻側を軒唐破風で飾り，最

上層に入母屋軒唐破風を配するなど，外観に変化の妙を与えている。

　二・三層は古く，初層廻り特に飾屋根や破風の形は新しい幽とみられるが，

二’三屈の花頭窓や唐破風最上層の屋根の形等は，慶長以前の古い手法を

残している。

　初期の天主では，最上層に住宅的要素が多いといわれるが，この天主では

相当趣を異にしている。軒廻りは角極型になり，全体が塗籠められ，犬山城・

丸岡城のように素木造長押打真壁の古制をとらず，また塗擁についても柱型

長押型を飾る姫路城天守閣などと異なり一体に大壁仕上げになつている。四

周に廻る縁と勾梱はまた初期天守のもつ特色といわれるが，腰屋根・軒唐破

風や二層飾入母屋根の棟に中断され，四隅に各々独立していて完全な廻縁で

はない。

　このように，移築前の初期天守の古調は通し柱をもたぬ構架法などにみら

れ，「喜兵衛恰好仕直し云々」（井伊家年譜）といわれるように、その意匠

は全体として慶長築城による自由奔放な姿を示している。また天主の技法に

ついてみると，外部を飾る花頭窓・唐破風・木瓦葺などには社寺建築の手法

を・内部の室構成やおさまりには邸宅あるいは農家・町家の手法を用い，ま

た土台を石垣の上におき，外装を大塗でぬりこめる手法などには，城独自の

手法もみられる。このように，築城の作事には中世以来社寺建築にたずさわ

つた堂宮大工と，これと全く別系統の農家・町家の建築にたずさわつた家大

工の技術を統一した技術形態がみられる。構造をみても，通し柱をもつ姫路

城天守などに比べて古い構架法によつている。断面図からも容易にわかるよ

うに極めて無理な構造をなしており，築城後しばしば修理がなされ補強材が

加えられている。姫路城天主の解体修理の工事でもその建築構に多くの無理
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　があろことが明らかになった。これは築域工事が本来臨戦的な応急の施設と

　して恒久的性柊をもたなかつたためともみられるが，むしろ領主が，その権

威を誇示しようとして築城の作事を担当した当時の大工の能力をはるかに上

　まわる技術を要求したため，こうした破綻を来したものといえよう。

　　これを要すれば，近世の城郭はまず第一に旧来の中世的権威を否定し，こ

れにまつわる一切の伝統的景観を破壊し，その上にたつて構築が進められたこと。

第二に申世を通じて育成された各地の建築技能者を動員し，その多様な建築

技術を総合して，領国支配の象徴として天守建築を創案した　のといえよう。

　　li　城下町・安土の祁市生活

　安土城下町の規模は現在殆どわからないが，「碁督教国にもあるべしと思
題ざる翫宏撚」⑥（オ・・ガソチノ発，1577按土城の「山の朋｝。は

部下の大身達の家あり。互に隔離し，各々堅固なる壁を以て囲まれ，各々一
城の如し」⑦（ジョアン・フラソシスコ発，1580．91）と上層家臣の邸地が

安土城の周囲に配置されていた。これら「大身及び武士達の屋敷」は「湖水

の入江によつて市と隔離されて」⑧いた。　（ルイス・フロイヌ　1581）家

臣団に城下居住を命じたのは、築城工事に着手して間もなくのことで，馬廻

衆に対して山下に屋敷地を与え，普請にかからせた。罵廻衆のほか，弓衆に

も城下居住を命じた。

　先にのべた天正6帰（15ア8）正月弓衆の家からの出火に際して，妻子をよ

びよせることを命ずるとともに，尾張の私宅を焼き払わせている。こうして

家臣団の城下町への難が強制された．⑨また，これら家臣団のほかに倣

に服従せる諸国の領主は甚だ立派なる邸宅を建築し，高き石垣を以て之を囲

み・石垣の上には胸壁を設け，皆善ぎ城の如きものである」⑭（ルイス・フ

ロィス，1581）と諸大名の居館も設けられていたことがうかがえる。

　いつぼう・城下町の繁栄をはかろために，天正5年6月，「安土山下町淀」

⑪を下し滴工業を保護した．すなわち，獅1艇座として舳取引を許し，

押売・押買・喧唾・口論を禁じて市場の平和を図り，徳政に除外例を規定し

て債権債務関係を確保した。通路強制では寄宿を強制し，博労についても規．

定した。

　信長は城下町の経営にも力をつくし，「山麓及び市民のために街区をつく

り・大小の道路がその間を髄』民家｝湘櫛比して美観をつく・た。民戸

はその数五・六千である」⑫（・・イス・フ・イス1585）と宣教師は雛

している。

　　　　　　　　　　　　　　　　－159一



　こうした城下町の保謹政策のもとに都市の生活は豊かに展開していたらし

い。城下町には浄厳院をはじめ・仏教各宗の寺院が数多く建てられた。また，

天正8年（1520）城下町の一角「安土卸構への南，新道の北に江をほらせ

られ潤韻めさせ⑬て聴会の宣獅による教会堂の噸がはじめられた。

オルガンチノは虐長の本拠である安土に教会を建設し，ここを布教の一中心

としようとしていた。天正9年（1581）学林セミナリオの建設も進められ

た・⑭この教会やセミナ財の設けられた位置瑚ら旋ないが汝土町

下豊浦新町に「ダイウス」の小字名があり，またその近くに「シウノミザ」
　　ト　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

の小字名がかつてあウたところから，このあたりに比定されている。「ダィ

ゥス」は「デウズ」　（天主）の転詑であり，「シウノミザ」は「主の御座」

だろうというわけである曾

　安土には信長の威武にしたがう，「隔国諸国の大名・小名御一門の御衆，

安土へ馳せ集まり，歳暮御悦言として，金銀・唐物・御服・御紋織付・御結

構大方ならず。我れ劣らじと，門前市をなし，」⑯といった状況を示し，城

下町では常楽寺で相撰の競技が行なわれ，天正7年暮には米300石を町人

に与えて酒宴を開かせ，⑰荒木村重の叛乱を粧し煽利の喜びをわかち合

・・⑱天正9年正月には麟でと・た多くの鶴や雁を町人たちに与えた．町

人ぽ佐々木宮に集まり，能を興行して信長の万歳を祝い，そのご酒宴を開い

た乏いう．⑲またこの年の7席蘭盆、Gま，安土城天守．惣購蹴燈あま

たつらせ火を点じ，御馬廻の人々が新道の城の藻に舟を浮べて手に手にたい

まつをかざし，火が水に映えてひときわ美しい眺めとなり，見物が轟衆した

といわれる璽

　しかし。こうした豊かな都市生活をとげていた安土｝こ，天正10年（1852）

6月1日，本能寺の変がおこり，その変報が2日の夕方，安土に達すると城

下ははげしく動揺した。「日比の蓄へし重宝の道具にも相構わず，家々を打

ち捨て，妻子ばかりを引ぎ列れ引き列れ，美濃・尾張の人々は本国を心ざし，

思々kのがれたり」と伝えられる。なかでも「山崎源太左衛は自焼してド安

土を山崎の居城へ罷り退かれ弥騒ぎ立つ事，正体なし」⑳という状態となつ

た。こうして、安土は明智の攻撃をまたず自壊し，明智あ軍は諸入が逃亡し

ていたため，少しの抵抗もなく，信長の宮殿と城を占領した。」⑳邑 ｱのこと

哩159一



は，安土にはまだ都市生活が充分に定着していなかつたことを示ずものとい

えよう。安土はやがて天正13年（1585）町をあげて西南・1里に新しく

建設された城下町八幡へ移つた。

　2．八　幡一城下町とその転換一
　天正15年（1585）閣8．月，豊臣秀次が近江に20万石を封ぜられ・八

幡山に城を築き，安土故城の一部を移したという。築城とともに域下を建築

し，安土の町民を移住させた。当時の書状に，「あつち町之儀・ことことく

島郷へ被、囎引撃て，寸の隙なく鳳候一・弓と記され曾島郷とは八

幡山下の土地で，八幡への移住にともなう混乱がうかがえる。安土から移住

した結果，両者には同一の町名が多い。佐久間町・博労町・新町・西寺内・

東寺内・永原町などがそれである。

　八幡の城下町は武士の居住区と町人の居住区に二分される石武士は八幡山

の南麓，庖従谷という名をのこす宮内あたりから，西へ舟木にかけて配置さ

れていたらしい。㊧武士の居住区の外側には堀を設け，町人の居住区と区画・

されていた。この堀には西から大手橋，幸円橋，本町橋，宮の橋，青屋橋，・

番太橋の六つの橋が架け・られた。大手橋は八幡山麓の南西，舟木の近くにあ

り，この辺りが城郭への大手をなし，武家屋敷が多く配置されたのであろう。

ただ鉄砲町のみはこの堀割のなかに設けられていたのは，鉄砲工の機密確保

という戦国の遺風をとどめるものといえよう。この堀はまた，琵琶湖と結ぶ

運河の役割をもち，湖上を上下する舟を廻送させ，城下の繁栄をはかる経済

的動脈として八嘱の商業的発展に寄与した。八幡城下町の役割を示す史料と

しては元緑時代の八幡町絵図㊧がある、絵図は新町魚屋町間の水道を境界と

して，束が天領，西が旗本朽木則綱の領となつている。この分有状態は元緑

11年から宝永4年にいたる10年間で，この期間に作製されたものである

ことは明らかである。この絵図から八幡城下町の町人の居住区は，南北12

筋，東西4筋，端部では．5～6筋の街区からなり，整斉な碁盤状の道路で構

成されている。その外郭を区画し，防禦する施設はみとめられない。城郭の

正面にあたる本町・1」、幡町のあたりが中心で．ここに開町当時からの上層町

人，西谷・伴・中村の屋敷があつた。秀次は「八幡山下町中定」㊧によつて
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域下髄の方針を明らかにしているカ・・とれ職土の按土山刊丁由定」と

ほ鯛じ内容でそれを踏襲したものとみられるが謙尾の第B条に「脳

所儲市・当町江可二棚L事」と村敵おける在地の鹸醐を否定し城

下へ輿巾させる商農分離の政策を明確に規定している。

　そして・町人の居住区はまた永原町の辺を境にして西に商業区，東北に大

工町’雛屋町彊屋町などがおかオ・・堀割をへだてて鉄砲町につらなり，

工業にしたがう職人町とした・博労町匹諌に偏しておかれている．また、先

にあげ繊下の脳にかかる番太橋職下町の東北の隅・・あたる。この城下

町の入゜に番太を配したのであろう・この漱橋にとなりあう駆禰姓須，

鉄砲両町と多鮒とを結蠣で青屋概もよ1まれた．この橋の附近に鰹商

纏屋職入が多数居住していたのであろう。元来，藍屋瞳染屋あるいは青

屋として江戸初期で穣多の配下として差別されていたらしい。京都御役所向

大概覚書に享保2年改定「穣多青屋勤方の事」に洛中洛外青屋共之儀，栗田

口並西大手斬罪之節，五箇村より連参，番等も相勤させ申候。略」などと記’

されている。八幡の城下町でも当初藍屋は差別され，非人番太ととも忙城下

町の東北隅に位置を占め差別されていたのであろう。ところで，5八幡の地場

産業である蚊帳にと・て紺屋は重要な職業で劫，八鮪人として紺屋仲間

を組織したことは他の商人と対等の地位を確保したことを示す’ものといえよ

う・㊧寺院は町鯛辺緯お繍た．麟な轍と耀築をも，て闘的

施設とも考え配置したといわれる。第1章で指摘したように，西元町・西末

町・北元町・北末町の4町は寺内と総称され，西本願寺別院の寺内として，

その賦課は寺の収入となつている。

　しかし・この八幡城下町もながくはつづかなかつた。秀吉の甥として天下

者たるべき秀次の運命が遁科屋（アジール）たるぺき高野山で自殺に追いや

られたことは，城下町八幡の歴史を大ぎく変更させずにはおかなか・つた。秀

次についで京鵬次が駐とな・たが，燃4年d59凱八轍は破却
され・城下町としての八幡は滅びたが，商業都市としての八幡は滅びはしな

かうた。城下町としての性格を失なつても，在郷町の性格をもつ商業的都市

として大きく発展した。安土と異なり，八幡では都市生活が充分に定着して

いたことを示すものであろう。江戸時代を通じての商業都市八幡の発展は，
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近潴人の纏として城下晒人としての糀的地位を失なつ嫡人たちは

その活動のエネ・・ギーを外へ向けた・蚊帳・賑などの鵬麟が栄え・ま

た町内に繭工業者が灘仲間，耀｛欄，淋屋仲間課州飛脚仲間・大

工仲間甜屋燗な路種の仲間を構成しその発展をは㌍た・大工では

近江大工組頭であ・嫡木家がよく知られる・⑱東寺鍾塔はその高木儲

衛門高喜の作である．町内の運営は，各町に会所があり・その上に町全体の

運営を惣年寄及び町役が惣会所で行なつていたという。これは中世末の惣的

結合の伝統にたつものであろう。

城下町が廃さ江も滴業的中心たる在卿丁に転換して大ぎく発展したもの

に，日野・長浜などがある。このころには都市生活が充分に定着し・城下町

の性格を失加ても沸市としての発展をと｛ずるまでに猫は自立性をも’

ていたことを示している。

　5．彦　根一城下町の建設と構成一

　幕藩体制の成立とともに，城下町の形態もその完成をみた・そしてこの画

一された形態の城下町が，領国支配の中心として全国に建設された。その一

例として城下町・彦根をとりあげて考察する。

　　1　城下町の建設

　慶長5（1600）年9月関力原の戦いが終ると家康は伊井直政に，6万石

を加封して18万石とし，西軍の雄将石田三成の居城であった佐和山城に就

封させた。その後∴直政は佐和山の西，磯山に移築しようとしたが実現はし

なかった。その後，磯山への移築をやめ，改めて湖水を前面に持ちつつなだ

らかな丘陵をなし，かつ，三方を平地に囲まれた平山城の構築にふさわしい

彦根城（金亀山）へめ移築をきめ，将竃家康の許可を求めた。東照宮御実紀

巻5，慶長8年2月の条に

　井伊右近大夫直勝が家司木俣土佐守勝が拝謁して旧主直政磯山に城築かん

　と講置しかど磯山はしかるべしとも思はれず沢山城より西南彦根村の金亀

　山は湖水を帯て其要害磯山に勝るぺしと聞え上しに御気色かなひさらばそ

　の金亀山に城築くべしと命ぜられ（以下略）

　このように，佐湘山城の彦根山への移築が決定し，徳川幕府の権力を背景

に，築城の工事が強力に進められることになうた。
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　彦根城築城の工程をたどつてみると．表で示すように，慶長8年にはじま

り元和8年に及ぶが，大阪冬の陣・夏の陣を境として前後二期に分けられる。

彦根域郭、城下建設年表
i・遜長・（・…）

　同9（1604）1
　同　11（1606）

　元和　5（161刀

　に司　8（1622）

寛ガlp6d629）

同引15d656）

同18C64D
同19（1642）
向　　20　（1643）

正保元年（1644）

同　　　2　（1645）

築　城　起　工

鐘ノ丸成る。町量本町より割始む

本丸天主成る。足軽中藪組屋蔽設置

増足軽により川原町裏に8組（善i利組）設置

御城廻，石垣高塀諸門過寺出来b松原口御門外橋出来

城郭及士民邸宅略成る

増足軽により切通上下紐，’ 蜑_寺組設慨
江戸田丁出来　　　　・　“　　　　　　　．

善利新町斬立

西中島埋立て士分邸とす

西ケ康築地被仰付

善利中町婁大橋町，岡町，沼波町新立

西ケ原片町諸町北野寺裡門より馬場町の見付迄3区油

屋町南剰町犀Q嶽iよq埋堀横町迄4区・江甲寺隣より

妙法寺裡前迄襲表の町6区，江戸町士屋敷等今年出来

（第1期工事）

　幕府は公儀御奉行に，山城宮内少輔忠久・佐久間洵内守政真・犬塚平右衛

門を命じ，その工事を監督させ，役夫は，次に掲げる伊賀・伊勢・尾張・美

濃・飛騨・若狭・越前の7国て2大名に賦課した。

　また，藩内において縄張．普請奉行．作廓奉行ど大工棟梁を命した押・’

』最近の天守解体工事中に発見された墨書銘をみると，天守の造営に参加し

た大工は，その殆んどは城下大工町に居住した大工で，城下町建設以前には

恐らく近傍に居住した者であろう。しかし，なかには「関東さかミ北国おた

わらあそん横又甚三」とあり，遠く関東相模国の大工もたずさわつていた。

　このように，譜代の雄藩として幕府の権力を背景とした職制のもとに，工

事は進められた。

（第2」明工葛τ）

　慶長末年，築城の工事は一時中断していたが，大阪冬の陣・夏の陣をへて・

封緑18万石であつた彦根藩は，元和元（1615）年に20万石・同3年に

一143一



25万石に加封され，（のち寛永10年に3G万石になつた）・　藩主も直

継から直孝にかわり，元和2年ふたたび城郭の工事が始められた。

　慶長年閨の錦1期築城工事では，内濠によ。て囲まれた第・一郭の本丸・鮨

の丸などの部分のみが樽築され，他は元和年間，藩主直孝によるこの第2期

工事で完成したもので，木丸石垣の乱雑な自然石を利用したいわゆるごぼう

積と，現存の二の丸桝形石垣の整然とした切石積とを比較すると・明瞭にそ

の相違が認められる。

　こうして元和初年「是迄此城は揆上の類にて大概の御かこひなどは土手斗

りに有云々」⑳（淡海落穂集　直孝築城の条）といわれた未完成の城郭に，

濠・土居・櫓が完備し，また，藩主の居館，藩の政庁としての表御殿も建築

され，元和8（1622）年にほぼ城郭の完成をみた。

　元和8成年御城廻り石垣高塀諸門過半出来す，奉行は奥山六左衛門・大鳥居

　玄蕃，普請奉行植田長右衛門，佐成三郎左衛門，八口八郎兵衛・作事奉行

　塩野左近右衛門，竹中浩太夫，川屋猶右衛門，御入用高二88貫43／匁

　8分渡し方金奉行藤田平右術門・高橋長十郎」（井伊家年譜）

　こうした職制のもとに進められた工亭の内容をみると，50万石の城郭と

してはやや小規模ながら，京都の東に位置し，東海北陸の交通の要路を占め，

特に湖上舟運を監督する任務をもつ大名の居城にふさわしく，城郭の威厳が，

一そう整えられた。工事には長浜廃城の石，さらには安土など古城の石，ま

た周辺の廃寺の石をも運び，濠を深くし，石壁を高うして全山の四周を囲み，

城郭の構成が整備され，西の丸・土佐郭・天秤櫓もこの期に成立したものと

みられる。

　また，動員された入夫については，淡海落穂集の此の工事の条に

　此普請の時は，15より上の者は面々に相応の手毎に寵に小石の類を持は

　こびし由，幼少の者にも鳥目を披下候由

と記され，15歳以上の者を人夫に使役して賃銭を支給したものと思われる。

慶艮年間の工事には，7国12藩の入夫を動員して工事が進められたのに対

し，第2期工事の元和年間には，自藩内の人夫を使役して進められたことが

わかり，築城工事に関して変化があワたと言わねばならない。

（城下の建設）
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　城郭構築の工事と並行して・城下の建設も准められた。築城前二，三の農

村と水田にしかすぎなかつたこの辺り一帯を城下とするため，土地を均し，

水池を埋め・河川を整理した。町作りに際して川筋を城下の南に曲げ，西へ

直流させ，琵琶湖へと導いた。

　また・城下の建設にともなつて・既存の旧物の破壊が強引に進められた。

さきに見た通り・築城に際しては・彦根山上の社寺はもちろん撤去・移転さ

れ・山下の住民はその土地を強制処分され，家を移転させられ，耕地をも没

収された。それに対して多少の反坑もみられたが，工事の進捗に障害となる

場合には武断的に処理されて，新しい都市建設の工事が強力に進められた。

当時の模様を「彦根井近郷往古聞君」⑪「淡海落穂集」でみると，次のよう

に記され．ている。

　「　御城下出来之時，是迄の村方をつぶされ，或は水辺へ被遣し故，人民

　　　甚混乱ありし事也，善利川御付替被遊，其上細城下と成し分は，田畑

　　　御取上げに付，町人と成し者も大分有之，夫迄ハ宜敷田畑を所持致し

　　　居，是場所の宜者共江替地被遊とて，至て宣敷からざる所渡り，百姓

　　　とも色々と奉行人と，やかましく論したる由，尤成事共也，其時の奉

　　　行人至て不才覚の人にて有しや，不仁とやいわん，往古より名高ぎ古

　　　跡其外神社仏閣迄，大分退転せし事ありといふ（彦藩井近郷往古聞雷）

　「　直勝公彦根山に御城御築きに極り候時，御山に有し神社仏閣を外へ退

　　　られし時，色々変も有り，されども御構なく御築キあり云々

　「：直孝樺御代，今の宝珠院浦手の川普請二付，大論出来て駄直孝様にも

　　　御出馬遊され，歴々の衆迄も出られ，談判有し事，大論にて数月懸り，

　　　談判付ぎ兼ね御役人も甚難渋被致たり云々中略。件の様子故に，所に

　　　よりては「ぬぎ身」あらひして厳しく当りしと見へたり

　「　直孝公は乱国の将なるが故に，人を殺す事物の数とも不思召，めつた

　　　に人をぎらせられ，殊に御代御普請の節などは，時々御普請御見廻り

　　　被遊しが，左迄の事も無きに数多ぎられし故，人々恐入出精し，数年

　　　かかるぺき御普請間もなく出来せしといふ（淡海落穂集中巻）

　こうして新しい城下の建設が強力に武断的にすすめられた。佐和山城の彦

根城移築にともなワて，城郭と全く一体化した新しい城下町の建設が進めら
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れた。

（居住区の設定）

さて彦根㈱郭の懸と併行して識下に家臣団の居住区搬定され・

賑9年にはほぽ地割が終孔，家罰は彦撒秘定住することになつた・

ひぎつづいて，町人鋸住区の町割は・瀦江肺衛門・三浦榔鯛（一

書略上献夫銘も見える）を町割奉行として1本町から割始められ・先

ずはじめに，内町醐と・・われ砿01∫・四＋嫡・上下鰹町’佐和町が成

立し，。れが，のちのちの彦細手綱のもととな・た・それに財破料

を収める。

て当彦根御城下出来の節，町家鋤割拝領のとき本町より割初めて今以

　　　て本町を元とす，尤も古城より引きし町家有て町々へ配り被指置由，

　　　町家の内にて本町・四十九町・上下魚屋町以上四町を内町の四町と云

　　　て頭分の町なり，此余の町は右の四町の下に付居るなり・又外町にて

　　　は河原町・彦根町を木とす，是直孝公御定めなり・是等の町役人は大

　　　坂御留守にも支配筋を被仰付置ぎしなり，御陣屋迄御機嫌伺ひに参り

　　　たる由，又万治比迄は江戸表へも葛により御悦等に参りし由・長浜町

　個ヤ　役人を勤めるものにも格しき有りて名字表向にて御免有，又町役を勤

　　　めざるものたも格式有1）て名字御免の人も有る也，都て御城下五十六

　　　町寺数四十八ケ寺（当御城下近辺絵図付札写）

　「　慶長9年武家之地割相済て町家へ割渡せる時・本町より割初め・最初

　　　拝領致せしハ，青根孫左衛門・北川角左衛門・田中九郎兵衛と云，其

　　　外も数多くあれ共，多クハ断絶シ，又ハ所替いたして、此町ニテも今

　　　は二三人残レリと云，又其時分ハ当時之始り軒から軒迄立つまりし事

　　　ニハあらす，所々二大分あれ地ありし由也（彦根町家御地割之事）

　このよう1こ，戦闘本位の山城であった佐和山城から近世的な政治中心の性

格の強い平山城としての彦根城が成立した。またこうした近世的城郭への発

展は，井伊家の前封地であつた箕輪城（天正18年入部，戦闘本位の城郭で

政庁居館は設けられず，城下も自然市場集蕩で城郭と一休化していない）か

ら高崎城（慶長5年入部平山城で邸宅的色彩をもつ城郭，城下は四周に土堤・

濠がめく’らされ城郭と一体化している）さらに彦根城への移動に明確にみら
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　　⑭
れる。

　　　師　城下町Q構成

　城下町彦根の地城的携成を概観してみると，次の4区劃から成弓ていた。

第＿郭先にのべた天守を中心とした聯で沃守の剛には矢倉多

　　　　　　　門がめぐらされ，東麓には城主あ邸宅，幕内統治の政庁とし

ての表御殿・その他米蔵・材木蔵などがあり，四周は内濠と高い土塁石垣で

区劉され・要所に表門・裏門・黒門・山崎門・大手橋門が配置されていた。

　表御殿の殿舎は，城郭の擢成がほぼ完成する元和8年頃に造営されたもの
と推定される2　　　　　ご　　ρ

　表飾殿の構成をみると・天守の東方の山下に南と西に天守をいただく彦根

山がせまり，北と東はその上に瓦塀をもつ土居と濠で第二郭内曲輪（二の丸）

と区分されていた。東南の隅にある表御門から西へ，敷台に通じて寄附・広

間・書院の建物が雁行状に南北に連なつてならび，これとははなれて御守殿

がやや西に位置を占め，広間の西に，笹の閥と表御座の間が平行してならん

で、表向の諸室を構成しでいた。また南西には台所を中心とした調理補給部

門の諸室が位置を占め，表向部分と御鎖の口をへだてて西北に奥座敷（御座・

の問・御末の間など）と一平行して上午瞳にi分れた長局がならび，奥向の諸室

を構成していた。

．次に各室の機能につい七みると，遠侍は「諸士動番をなす」（御城格見闘

記）室であり，寄附につづく広間は，上段に床・明床・棚の座敷飾をもつ二

列並置型の平面をもつ建物で，「表御殿大広間松ノ間と云フハ，浮田中納言

秀家伏見屋敷ノ絵井桜ノ問ノ書院拝領也，画ハ御上段御調台狩野一雲筆，同

処大松ノ画ハ長谷川等伯筆也，同鷺ノ杉戸ノウラニ耳ノ有之鳥ト云大難ヲ避

ル鳥也」　（井伊象年譜）といわれる桃山風の濃い建物であつた。広間につづ

く雷院も，広問とほぼ似た平而型式をもち，室内は「同処御黒書院ノ山水襖

障子ノ黒絵ノ松井麦ノ間杜藤ノ閥ハ狩野奥意筆也，奥意ハ太閣時代ノ者ニテ

細川三斉ノ幸臣也」（井伊家年譜），とあるように桃山時代の薗家による障

壁画で飾られ，「毎年元旦御黒書院ニテ年賀ヲ被為講，諸士拝賀御盃ヲ載」

（城鵡見問記）くような儀式を行なう空間であつた。

　これらの諸室から分離して建つ殉守殿は，床棚の座敷飾をもつ縦に長い6
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室，2列並置型の平面をもロている。「御守殿ノ画狩野古右京筆，永徳諸印

ノ嫡子也」　（井伊家年譜）といわれる陸屏画で飾られていた。「表御殿二御

上洛ノ時（年月不明），御建物出来画図有之候」（井伊家年譜）とあり，表御殿

成立期を考慮して，この「上洛ノ時」は，徳川実紀の「寛永11年ア月7日

夕方彦根の城にいらせ給ひ，納涼のため星タの宴あり……」にあたると考え

られるが，文化年間の表御殿図には撤去されている。これによって考えれば，

御守殿は平常の施設でなく将軍上洛のための宿泊施設として臨時に経営され

たものと思われる。このように，表向の諸室はほぼ同型の平面蜻成をもつ建

物が雁行状に連続してならび，奥に進むにつれ，身分的にも格式的にもより

高い空間構成をなしていることがわかる。

　箕の間は，広問の西に連なる室で2列並置型の平面をもち「（笹ノ間）次

ノ間ハ直孝公御在城ノ時ハ御居間ニナサレ，毎日諸役人被召寄国用御直二被

仰下云々」（井伊家年譜）とあるように、藩主の国許在城の際の居間であり，

政庁にもあてられた。

　奥向の諸室は，これは領主とその家族の全く私的な用に供せられたもので

ある。延宝年間になると，二の丸内曲輪に「御まつりごとのいとま．におはし

まして御遣遙し給う処なり」（北園の記）とあるよ5に，全く私的な奥向の

諸室を中心にした槻御殿が経営されることになる。

　　　　　　　城の麓には，西南に17棟の大きな米蔵がならび，北に10
　米蔵・材木
　　　　　　　棟の材木蔵，南の鐘の丸下と，西北の山崎丸に各2棟の竹蔵
　蔵・竹蔵
　　　　　　　が設けられた。

　米蔵の中には，幕府からの預り米も収納された。この預り米というのは，

幕府直轄領から収納した公儀御用米5万俵を幕府の公用に供する目的で城内

に領蔵したものであOた。

　材木蔵も非常用の材木を貯蔵するためのものであつたという。竹蔵は，主

として領内村々から年貢として徴した竹を納めたものであり，軍用の外，城

郭の多数の建造物を維持するため貯蔵したものである。　　　，

　第二郭（内　内濠とそれをめぐる大きな道路をへだてて第r郭の外側にあ

　曲輪・二の　り，家老をはじめ高隷（殆んど1000石以上）の士分の邸宅
　丸）
　　　　　　　が置かれ，また藩主の別邸槻御殿や作事小屋などが配置され，
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四周は石垣・土塁・中藻でめぐらされ・第三郭ときびしく区劉されていた。

中濠に沿うて・佐和口・京橋［コ・船町口及び長橋口（明かず口）が設けられ，

ここ樋して・第三郭と連な・ていた・また・この中藻の両端は北側で松原

内湖に通じ自然の要害をなしていた。

第三郭この地域は・武家騰と町家か繊る・内蝋をめぐる帳

　（内町）魎して士分の邸地ま栖脚ま武糎倣があり沖謙
　　　　　　　は町人の居住区が設けられ・更にその外側を武家の居住区が

囲んでいる。内町の周りには外濠がめぐらされ，松原・長曾根・中藪・池州．

高宮・油掛・切通しの各口を通じて第四郭に連なつていた。

第四郭内町の周りは恥南’西の三方・τわた・て土塁・臓をめぐ

　（外　町）　らし・これを外藻が囲んでいた。その外側がいわゆる外町で

町人の居住地と足軽の組屋敷から成うていた。また、外町の周りでは南に猿

尾口，・・芹橋口・池州口・上番梁，東に里根口，北に大洞口と7ケ所に番所が

設けられ城下の警備をなしていた。

　　　　　　　・こうじた城下町の，各地区を結ぶ道路計画についてみると，
　道　　　路
　　　　　　　城下町の拡張につれて切通坂（中仙道鳥居本宿に至る道）を

開竪する一方，沼波（城下の東南より・中仙道高宮ロへ至る道程）より中仙道

1『通じる新道を開き・中仙道の一支駅と七て伝馬町を彦根駅とし，問屋場を

置津，高札場を設けた。

　道路は碁盤型を基調としつつも，城郭の不整型と城下建設に際してつけ替

えた善利川の元の水路を埋立てた路線の斜交とから歪んでいた。また外敵の

侵入た隙して，城下城濠の遠見や見透しを妨げ，弓矢銃弾の射通しを避けて

防禦を便にするため，殆んどの町が屈折（一般にこれをどんつきという）し，

あるいは斜交している。

　享和・文化年間の「公儀御分間御役人御見分朝鮮人案内」　（朝鮮礼聴使の

来訪に備えて幕府が市内町々の検分を行わせたとき・の記録）をみると中濠を

めぐる道路や城郭の大手口に連なる主要街路は広くiこの最も公的な表向の

道路から裏町や足軽組・徒行衆町などへは，小道で連なつていたことがわか

⇔。内町と外町の巾員は大手に向う主要道路を除いて，内町より外町の方が

やや広い。これは，成立年代からみて城下の交通量の増加によるものと考え
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られ，格式的でない，平常時の城下を質く主要道路は・川原町一土橋町一伝

馬町一柳町となり，城下建設当初の町方の中心本町を通る大手の通りは格式

的な道路としての性格をもつたものと思われる。

　　　　　　　寺院の分布をみると，多くの寺院は町角や外濠に沿うた内町
　寺　　　院
　　　　　　　の周りに連続的に配置されていた。これらの寺院は，城下町

建設にあたって，招致されたり，あるいは新しく創建されたものであつた。

その大規模な建物と広い境内がもつ機能から，一旦非常の際の軍事的意義を

特別に考慮して配置されていた。もウとも，平時には多人数の宿泊の際の臨

時宿泊施設にもあてられたともいわれ，近世寺院の性格の一面を示している。

　　　　　　　次に，各身分階層による居住区の構成をみてみよう。まず武
　武　士　の
　　　　　　　士の居住区についてみると，重臣は第一郭に最も近く，内濠
　居　住　区
　　　　　　　をへだてた内曲輪に配置し，その他の武壬は身分緑高にした

がつて，第三郭（内町）を囲む中濠と外濃に而して配置して，内町の町人町

を囲み，更に第四郭（外町）には身分の低い侍と町家をおき，これをへだて

て重臣の下屋敷および足軽の組屋敷を最外縁部に配置し，外町の町人町を包

囲していた。このように武士の屋敷は城郭・城下防衛の形態をなしている。

　表のAは，地域町別の身分緑高を，慶安・寛延・幕末につき整理したもの’

である。これにより，武士の居住区内においても，その屋敷の配置に身分制

秩序の明確な反映がみられる。同表のBは，幕末の史料により各地域町別の

屋敷地・建坪の平均を示したもので，吝地域別の武家屋敷の規模分布を知る

ことができる。

　また，次のように，職掌による居住区の形成もみられた。

　　餌差（指）町一御餌差，御鳥毛小頭，御中小姓など

　　小道　具町一御小道具頭，御小道具小頭，御小道具方，御賄小頭，

　　　　　　　　　　御賄手代、御鳥毛小頭，御犬引，御鉄砲方など

　　江　　戸　町一寛永年聞井伊直滋が江戸衆を招ぎ寄せ移住させたもの

　　伊　　賀　町一伊賀衆が居住した　　　　　　　　　，

　この他に百石町（御徒歩行町）・鷹匠町・上新屋敷町・勘定人町・七十人

町がある。

　第三郭・第四郭では，武士と町人がともに居住しているが，その間には支
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武士の居住区

H．内曲輪
（家老重臣1000石以上）

1ピ

　　　悔i触l
　l望蟹1享乏画

皿．尾末町
（100－500石）

筆轟4

1V．外馬場
御歩行町（50～300石）

豊1、1、

　　　　樗
ヒ睡

1V．安清町
（重臣の下屋敷）

IV

表御殿

”『

コ噸

聖ヨ／l

1（第1郭）城　郭
II（第2郭）内曲輪

皿（第3郭）内　町

W（第4郭）外　町

町人の居住区

　皿・本町
　　（上層町人）

蒙螂建竜贈。

　　皿．伝馬町
　　（町人・伝馬役）

隆「蝦’写き

竃

　　　噸」

プ

、

IV．橋本町
　　　（町人）

　　IV．大橋町
　　　（町人と百姓）

　　Iv．松原
　　　　（漁師）



配形態などに厳然たる区別があり，殊に第二郭内曲翰では，

　r　内曲翰に披居候衆へ他所より縁者親類見廻に参候共，直澄様被仰付候

　　　適りに相心得町屋へ罷出対面可仕候，内1由輪へ狸に他所の者出入堅停

　　　止可仕候事（御法度覚香元緑5年甲5月25日　中村元麿家文書）

とあるように・内曲輪を含む城郭は．地域的に全く遮断され，身分制秩序に

もとつく地域的分離が完全に行われていた。

　　　　　　　　慶長9年・武士の屋敷につづいて，町家の町割が本町より
　町人の居住区
　　　　　　　　はじめられ，先す本町・四十九町・上下魚屋町・佐和町が

成立した。町人の居住区は拡大し，内町と外町の二つに分れていた。内町と

外町とは外儂で区捌され・両者を通ずる境には番所がおかれていた。また内

町は町役の外は年貢諸賦課ともに免除されたが，外町では軽微とはいえ軒下

年貢という租税を納めていた。安永7年の「町方万留帳」によると，

内　町

外　町

拾九町　六百拾壱軒

　内弐百参軒半，　年寄丁代横目諸職役引

残而　四百七軒半　町役家

三拾弐町　千弐百六拾弐軒

　内　三拾九軒半諸職人役御年貢引

残而　千弐百弐拾三軒辛帽御年貢地

とあつて，内町は町役人および諸職人役の負担者を除いて町役が課され，外

町では諸職人役を除いて御年貢地となウていた。諸職疫は藩が職人達に課し

た一種の賦役で国役とも云われた。同書の「内外諸職人和国役相勤候日数之

事」によると諸職人の碗国役は次の表のようであつた。（次　頁）このよう

に・内町と外町とは，地域的にも分離し，また公役義務の面でも明らかな相

異を示しつつ，城下における町人の居住区を形成していた。

　次に内町・外町を通じて，町の名称に次のよう左類型が見出される。すな

わち

　ω　町の重要性・位置・新旧・形状によるもの

　　　本町（城下町割の棊点とな÷た。）　橋本町・橋向町（善利川・芹橋と

　　　の位置開係）土橋町（外湾ξに土橋がかかり内側に高宮口の門が設けら

　　　れていた）善利中町・善利新町（善利川南の新町筋の位置新旧）三筋
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　　町・水流町・東新町・

　　北新町・裏新町・袋町

　　内外船町（船つき場近

　　くの町）上下藪下町

②　城下建設時移住者の先

　　住地によるもの

　　四十九町（四十九院村

　　より移住した町）江戸

　　町，石ケ崎町（佐和山

　　の石ケ崎より移住した

　　もの）

｛31城城下町建設以前の地名

　　彦根町（築城前の彦根

諸職人国役負担日数表

職穂 居住区　　家持・借屋之者別 日　数

大工

寛q

内町・外町

@　〃

家　持

ﾘ屋之者

50日
P5日

@5日
鍛冶 内　町

@”
O　町

@〃

象　持

ﾘ家之者

ﾆ　持
ﾘ家之者

50日
P5日
ﾄ5日

@ア日半

棚 内　町

@〃
O　町

家　持

ﾘ屋之者

ﾆ　持

ﾘ家之者

15日
@ア日

P0日
@5日

盟 内　町

@”

家　持

ﾘ家之者

15日

@7日

　　　村であつた位置）川原町（善利川つけ替後川沿の地が町とな。た）埋

　　　堀町（佐和山時代の盲亀ケ淵を埋めた）元川町（佐和山時代は川であ

　　　つた）

　14｝職種によるもの

　　　上細工町・大工町・外大工町・鍛冶屋町・桶屋町・職人町・上・下瓦

　　　焼町・紺屋町・油屋町・魚屋町・連着町・伝馬町

　元緑年閾の史料（元緑8年　彦根藩大洞弁財天祀堂金寄進帳　井伊家蔵）

によつて，町方各町の職業構成をみると，表通りの主要街道の両側には商人

の住居が，その背後や町外れ‘こは，職人の住居や魚屋の住居が立並んでいた

ことがわかる。また，同一職種集団の居住区の形成についてみてみると，次の

表のようになる。これによると，元緑期には商人の町では魚屋町など特殊な

場合を除けば，職種による形成は殆んどみられない。職入の町では概して高

い集中度を示している。やはり職鍾による居住区の形成習崩壊していつた傾：

向がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　すなわち「御城御普請之賭，諸国より数多の鍛冶大工集り来り御用を承り

候而，御城御成就以後本国へ屡り候由，其時当所に居止り候由，其職人共集

り候，今之大工町鍛冶屋町也，鍛冶屋大工桶屋之類ハ其職二付テ御用ヲ蒙リ
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候故二町役御免卜云……」　（当新町家之事）とあり，城下町建設に当つて同

一職種の者が居住区を形成したさまがうかがえるが，たとえば，「今の紺屋

町には古代は紺屋斗住せし所の由，大阪御陣之時御幕御用を蒙り候而御小屋

迄来り数人詰居候よし，此格式残而格別之御染物といえぱ此町へ被仰付とい

う，其内分て紺染物第一なり，今は紺屋少く故に町家として外へ申付御用を

承るなり」（当新町家之事）とか，また城郭天守の作事担当の大工について

みても，慶長年間には前述のように城下大工町居住の大工となつているが，

それ以降，中期の修理工事を担当した大工には，魚屋町居住，佐和町居住と

か，大工町以外に居住する大工が多くみられる。

職趣による居住区

彦根の39 町内 窟根の39
町内家数 同職家数 町同職家 町内家数 同職家数 町同職家

数 激

内大工町 57 21 155 瓦焼下町 一 一 一

外大工町 58 12 133 上細工町 59 4 45
纏冶屋町 25 20 52 紺屋町 61 15 55

桶屋町 38 15 45 油屋町 47 2 65
瓦焼上横町 一 一 一 上魚屋町 92 55 アo

元禄8年大洞弁財天祀堂寄進帖のうち彦根町方分による。但し彦根55町中西

14町分が欠本にっき，59町分にっいてまとめた。

　このように，同一職種による居住区の形成は｝1：腓を経るにつれ、都市生活

の進展に伴なつて分解し，他の各地域に分散していρた。この傾向は，藩権

力との結びつきの強い鍛冶屋などでは少く，比較的関係の薄い職種ほど強が

つた。このことは城下町建設にあたつ、て藩柵力によoで構成された城下町が，

次筋婬その領主との結びつきを薄くし，城下町住民による都市へと変容して

いく，内部構造：の変化を示すも1のといえよう。

　　　　　．・一江戸時代に1は一，身分制支配の最底辺の階層として，土麗工曾
贈眠の居住区

　　　　　　　　商の下に櫨多（えた）・非入（ひにん）の特殊階層を設け・

これを特殊身分として瞳視し，時には特別の任務を負わせることもあつた。

彦根城下とその近辺にもこの極の身分階層の存在していたことは．坂本天山

のF彦根雑話1記」や・「江左三郡録」の記載によつても知られるが・次にその
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居住区について考察してみよう。

　嘉永年聞の彦根城下図をみると，城下の西端，琵琶湖畔長曾根に2箇所の

乞食小屋が記入されている（現鐘紡彦根工場敷地内）。これについてみると

非人小屋は長曾根町にあり，非人乞食等の取締をするため，非人小屋が村の南

北に設けられ，小屋頭善九郎が管掌していた。善九郎の先祖は，道満といい・

井伊家封内に俳徊する非人乞食を支配していた。小屋内には手木の者と称し，

盗賊猿籍の者を搦めとることを任務とする者がいた。井伊家領内に於いては

非人盗賊の逮捕は此の小屋に属し，頭善九郎の支配に屈していたと伝えられ

る。⑭

　また，臓多については，「里根村。郭外東ノ山際二在テ千代宮ノ南也。今・

皆家申ノ下屋敷トナリテ艘家2ろ軒アリ，里根山の峰通リ犬上坂田ノ郡界也。

此村ノ北谷間二穂多2軒アリ，其所ヲ臓多ケ谷卜云」　（江左三郡録）とあり，

更に「一・稀1多ケ谷　此所に彦一といふもの石田家の時臓多頭にて其時分今の

佐和町の所に住居せし也，御城下出来のとぎ此所へ被移，其時節佐和町辺は善

利河筋也，よつて土手片側に臓多村有しと見えたり」（当城下近辺絵図付札

写）とあるように，城下から中仙道鳥居本宿に出る切通し口近く，重臣の下

屋敷から少しはなれた谷間（現野沢セメソト彦根工場構内）に，石田時代か

らひぎつづいて同じく地味の悪いやせた土地に，穂多の集落の存在していた

ことがしられる⇔

　このように，非人は城下の郭内の最外縁部に居住区を設けられ，城下の警

備刑罰の補助，牢屋の見廻，病囚の看護，もの貰いなどにあたっていた。種

多は身分的に「人外の人」として疎外されたように，糠多の居住区は城下の

郭外「町外の町」に設けられ，明確な身分差別を示していた。

　こうした巾仙道鳥居本宿から城下への切通口近くに配置された不可触的蔑

民の居住区としての穂多ケ谷と，瞳民がその刑吏として従事した中仙道高宮

宿から城下へ通ずる道に面した藩刑場は，城下の中核に聾える天守の威厳と

ともに城下町彦根に近づくものに，はかりしれぬ威怖感を与えたものと思わ

れる。

以上，城下の梅成と各身分階層の居住区についてみてぎたが，城下町彦根
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の権威は，封建的権威の象徴として舞える天守閣を中核とし、それを支える

家臣団の屋敷は，身分・職掌にしたがつて配置され，町人の住居は内町・外

町に配置され，主として城下の経済的動脈である表通りの主要街道には商人

町が，その裏町や・端部には職人町がおかれた。城下を連結する道路は碁盤

型を基本としつつも，城下防衛の見地から屈折あるいは斜交し，また外濠を

めぐる要所や城下の外部に．は，大きな寺院が、集団的・計画的に配置され，

更に郭部には最前哨線として陵民の部落が設けられるといウた近世封建社会

の軍事的性絡をも強くもつた階層的身分秩序を明確に反映していた。

　このように，彦根城下は，身分制的秩序にしたがつて全く計画的に建設さ

れたが，その後都市生活の発展とともにいかに変容したであろうか。城下の

中核であつた城郭は，その身分的閉鎖性の故に，単なる計画的中核にとどま

り，都市生活の機能的申核とはたりえず，ここにこの近世城下町の都市計画

の矛盾があつたといえよう。また城下町割の当初から町方の中心となつてぎ

た本町はその格式的位置は保ちえたが，城下の商業的由心は次第に城下を貫

通する日常的な城下の交通路線へと移行し，また韓設当初，領主との強い結

びつきのもとに職種別に構成された居住区も，次第に分解して各地域に分散

していった。

註

①信長公記巻10（戦国史料叢書　2）

②　　同上　　巻　9　天正4年7月の条

　安土城趾については『安土城阯』（滋賀県史跡調査報告第11冊）

③異国叢書
④西川「彦根城の築城と城下の建設」（彦根市志紀・上巻）

　「　天主台は尾州衆，鐘ノ丸廊下橋近所ノ高石垣ハ越前衆，築候由。

　一：惣テ石垣ノ石櫓門等迄，佐和山・大津・長浜・安土ノ古城ヨリ来ル

　「西丸出郭ノ石垣ハ坂本ヨリ被召抱候穴太此築供伊家年譜

⑤　彦根市立図雷館蔵

⑥⑦耶蘇会士日本通信下巻

⑧耶蘇会の日本年報　第2輯

⑨信長公記巻11
⑩前掲⑧

⑪滋賀県史第5巻
⑬前掲⑧
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⑬信長公記巻15
⑭　前掲③　「ヴァリニセーノ日本巡察記」

⑮「蒲生郡志」巻3　　　　・
⑯信長公記　巻14
⑰　ト・〃

⑬　　〃

⑲　　〃
⑳昌’〃「 @巻14　　　　　　　　．
⑳　　〃　　巻15
㊧耶蘇会の日本年報　第一輯

㊨安土の長田，孫兵働ら大鶴真正騨宛て熔状涼大所蔵（近一江八爾史’所収）

②　近江八幡町史・上巻

⑳　馬淵屋　村井金蔵氏所蔵

⑳　近江八幡町史　上巻　滋賀県史　第5巻

⑳近江八幡町史上巻谷口勝己「近江八幡市大林部落の成立について」部落問題研究第9輯

㊧　藤島亥治郎　「日本建築工匠技術の一研究一近江大工とその技術一」建築学会大会孜

　　昭9

㊥　井伊家年譜（井伊家蔵）

　　「離公彦根山（金舳卜・云堺徽立・付末側・佐守隙州へ下向暇確脚上候
　　　処御許容有之，公儀御役人衆被伽付　i豫忠公ヨリ小沢瀬兵衛上使トシ直継公へ御害被成

　　　　下，御城成就ノ後土佐右ノ御礼二下リ候処家康公ヨリ御馬拝領

　　　　　　公　儀　御　奉　行

　　　　山城宮内少輔忠久　佐久間河内守政実　犬塚平右衛門

　　　　右三人御普請石垣仰付

　　一：人夫ハ尾張美濃飛弼越前伊勢伊賀若狭等ノ七ケ国へ被仰付

　　　　　　縄張被致候衆
　　　　横地修理吉晴　石原主膳吉次　孕石源右衛門泰時　早川弥捻左衛門幸豊

　　　　　　彦根普謂奉「行
　　　　宙士喜太夫　伴加左衛門　加藤金右衛門

　　　　　　同作事奉行
　　　　宇渾野新九郎　横内弥左衛門

　　　　　　大　工　棟梁　，

　　　　浜野喜兵衛

⑭彦根市立図醤館蔵（以下特記なきかぎり史料はすべて同館蔵のものである。

⑪　滋賀大学経済学部蔵

⑫上原徳　「城下町転移の地理学的研究一特に高崎に就いて一」　（大塚地理学会鵠文集

　　第5輯）

⑳　西川　「城下町と住居　4．一彦根聴国許藩邸にっいて」　日本建築学会近畿支部研究報告

　　1958
⑭　近江神埼郡志稿
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　IV・城下町の展関と変容
　前節で明らかになうたように・兵麗分離と商農分離の政策によつて，城下

町は織豊政権を通じ・幕藩体制の確立によつてその完成をみた。そして，い

つさいの中世的権威と制約を排して・計画的都市・城下町の建設が武断的に

強力にすすめられた。それは中世における土亮の屋敷構を原型とし，これを

拡大し・身分制秩序によつて笹備したものであり，また武士団の野戦的陣営

の定着をはかるものであつた。こうして成立した城下町にもやがて都市生活

が定着し，大ぎく展開し変容をとげる。

　まず・城下町のもつ機能についてみてみたい。第一に，城下町を総体とし

てみるとき，非環濠城i墨で防禦性はきわめて乏しく，擬制的軍事都市という

べきものであるが，軍事的身分格式秩序にもとつく構成は，軍営都市の機能

をもつことを示している・第二に，城下町は領内の流通中心として商業都市

の機能も同時にもつていたりもちろん，城下町はその構成からも明らかなよ

うに，躍営的機能を主として計画されたものだが，土地をはなれ生産活動か

らま弓たく遊離した武士を，太破の時代に臨戦的態勢をもつて象臣団として

養なわなければならないという矛盾をもつていた。そして家臣団の城下生活

は，都市生活の発展とともにその消費的性格を著しくし，しだいに商人を中

心とした商品経済の渦のなかにまぎこまれ，城下町商人・こ依存する傾向がつ

よくなつた。これにたいして，海保青陵にみるような（第皿章）電商主義的

見解が藩の政策となり，国産振興の対策が稿極的にとられるようになつた。

こうして都市生活の発展とともに城下町はその変容をせまられてきた。

　　1．武士と都市生活

　近世初期の武士の日常生活をつげるものに「おあむ物語①」がある。これ

には石田三成の家臣，300石の武士の主活がかたられている。すなわち，

おあんの父は佐和山城下で「知行三百石とりて居られたが。その時分。軍が

多くて何事も不自由な事で。おじやワた。勿論。用意は。めんめんたくはへ

もあれども。多分。多分。あさ夕雑水をたべて。おじやった。おれが兄様は。

折々山へ。鉄砲うちに。まゐられた。其ときに。朝菜飯をかしきて。ひるめ

しにもたれた。その時に。われらも菜めしをもらうて。たべておじやったゆ

ゑ。兄様を。さいさいすすめて。鉄砲うちにいくとあれば。うれしうて・な
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らなんだ。さて。衣類もなく。おれが十三の時。手作のはなぞめの帷子一っ

あるよりほかには。なかりし。そのひとつのかたびらを。十七の年まで着た

るにより。すねが出て。難儀にあつた。……此様にむかしは。物事ふ自由な

事でおじや・た。またひる鰍どくふとし・ふ事は・夢にもないこと・夜に入

り。夜食といふ事も。なかつた。今時の若衆は。衣類のものずき。こころを

つくし。金をつひやし。食物にいろいろのこのみ事めされる。沙汰の限なこ

ととて。」　と記されている。これが16世紀末の中堅武士の生活だった。当

蒋はまだ一日二食制で朝夕雑炊をとるばかりで，衣生活もぎわめて乏しかつ

た。そして，おあんが生きた寛文年間までに，武士の日常生活も著しく向上

した様子がかたられている。

　関ケ原の戦いが終り，井伊直政が戦火に荒廃した佐和山城に就封したとき

に，ようやく焼け残つた城郭をつくろい，領主をはじめ家臣にいたるまで焼

け残つた寺や足軽屋敷，民家などに分宿し，共同で炊飯していたと伝えられ

る。そのことは「淡海古説」「三郡廿論書抜がき」に，

　慶長六年江州佐甫山御預り，直政公御うつり被遊二付，石田三成之節の二

　の丸櫓門・櫓・馬屋・薪蔵・ろうか・橋本やけ残しをつくろい，直政公を

　初，木俣・中野・庵原・脇等を初住し残る人々にも皆寺門足軽民家住し暮

　し申候て，寒気をふせきかね申由，家々にてめしたく廓ならす，三成公の

　かまややけ残りしを幸に諸勢のめしを一所にてたき，時分よき時はん板を

　打ハ人々めしひつを持取に行，居宅に帰り食せしと有，……・…

とあり，これによつて戦乱のあ’との，城下の状態を推察することがでぎる。

　そして，彦根山に城郭を建築し，城下町の建設がはじまり，家臣団が集住

’することになつた。こうして武士の祁市生活がはじまる。まず，領主の居館

を諏ると，当初は天守の下，東側に東西に細長い6間に15閣の御広間が居

館にあてられた。井伊家年譜に「御本丸御広闇井御台所長局等有，直継公御

在城ノ時分ハ右ノ広間二在ス」とあるように，元和8年ころ，表御殿が山下

に営まれるまで藩主の居館となつていた。表御殿成立後その機能を消失し作

事方木材入となワていた。

　本丸の北東にあたる鐘の丸のほほ中央に建つ御守殿は，井伊家年譜に「鐘

’ノ丸御守殿ハ東福門院様御入内の時建，然共不入之由」とあるように，元和
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6（1620）年東禰門院入内の途次，宿泊施設として建てられたが，入内の

道順変更のため，ついに使用されなかつたものである。これも本丸広問ととノ

もにその機能を失なうのであるが，

　「御木丸御広間井鐘ノ丸御守殿ハ盟置候槌二トノ思召二候得共，善利川堤

　安清辺ヨリ御城内御建物之棟多ク重り相見へ・様子能御座候二付，其儘裸

　指置候由」　（井伊家年譜）

とあるように，城下町の中核である城郭の景観構成を考慮して撤去されずに

残された。これは内部の機能よりも外観と格式を尊重する傾向を示し，武士

階級の住宅のもつ性格をよくあらわしている。

　家臣団の住居はその身分・格式秩序にしたがつて配置されていたことは前

節でみたが，武士の住居の規模分布を身分緑高別にみると，武士の各身分階

層を通して，その地区，また同一地区でもその占める位置などの関係で必ず’

しも厳密に比例はしていないが，地域町別に分類したものと参照しても身分

制秩序が明確に反昧していたことがわかる。

石　　高 戸数 1黙家来 屋敷地（坪） 建坪（坪） 建倣率（％）

一10，000
1 94 ’825．0 212．5 25．7

一5、000 月 1、680』． 26ZO 15．8

一3．000 5 16 1．45ZO 321』 22．0

一2，000 7 11 9995 189．9 1a9

一1．000 11 5 524．2 155．6 25．4

一ア00 6 2 406フ 125．1 5α8

一500 1ア 33Z8 90．6 26．8

一400 55 554．6 88．3 2Z1

一500 61 266．5 71．9 2ZO

一200 ア0 22t5 62．4 2a2

一150 104 2，6．ア 52．8 24．5

＿　50 49 208．8 44．4 21．2

その他扶持人 25 81．6 21．1 25．8

足　　　、軽 （96） 45．4 1Z8 5駐7

　次に武家屋敷の平面図をみてみよう。これは内曲輪に住む重臣の一つで・

享保3年（1718）藩主井伊韻の息女辰姫力・印財工保重の室として嫁

がれたとき，印興家の住居を増築した際の設計図である。
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　この図は方眼をひいた馴・和紙の卸τ・既存の紛は灘で・増築の部分

は黄紙で方眼にあわせてえがかれている。

　既存の印具徳左衛門の屋敷は，東面した長屋（2間梁に20間半）に設け

られた長屋門から玄関に連なり，玄関から南へ広間，さらに二列併置型の近

世初期のものと思われる雷院が表向の諸室を構成し，玄関から北へ土閥，折

廻り広敷・台所，さらに東へ居間，湯殿がならび奥向の諸室を構成している。

なおこの既存の建物に直交しないくいちがいがみられるのは増移築のあとを

示すものと思われる。

　増築の部分は，既存の表向・奥向諸室をつなぐ中間に，表小座敷が設けら

れ，御居闘御化粧間，御寝間，御座敷の居室部分，台所部分が一画をつくり，

南に下女，中居などの局，北に表小座敷から居間の東をへて廊下で独立した

書院につながつている。またその西に庭をへだてて，居間の部分と廊下でつ

ながる辰姫の御袋様御部屋の一画がある。当時の上級武士の生活の一面がう

かがえて興味深い。

　この印具家の住居でみた，門一玄関一広間一一書院という，　（藩主をはじめ

高貴の人の来駕を予想した）格式的な接窓本位の空間・表向と，居悶・台所・

湯殿など私的な日常生活を中心とした空間・奥向とに分れる格式的な平面の

構成は武家の住居の特色で，下級の足軽農敷にまでみられる。

　またこの設計図でみた方眼の上にえがくことに示されるのびやかな整形な

設計法は，建ママ率の低い，比較的広い敷地に計画することができた武士の住

居の特色を示している。このことは限定され細分された土地に住居を設計し

なければならなかつた町家と比較するとぎその特色が一そう明白になる。

　こうして「直政公直孝公御両公の御代は，田畑は云に不及御域下迄も所々

荒地多くして，当時の如く立詰りし家並にあらす……又当時の居宅より見る

時は小屋懸の類なり，其中にも至て構はぬ人杯は片屋根にて暮せし人有と云

ふ」（彦藩井近郷往古聞書）といウた状態であった域下町も，年とともに大

きく展開した。封建的藩制の内部にひそむ矛盾が深刻になり，傾主経済が窮

迫し、武士とくに下級武士は生活に困窮し，家中に対して，

　「年々御手前不如意にて世並も悪敷御物成も思召の様に無之候，獅借金な

　ども思召の様に相調不申候へは，御難魏に被思召候‘∫就夫御家中衆兼而被
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　仰付の通無詮奔ケ閥敷費毛頭不仕候様にと思君侯（中村勝麻呂氏記録）

と訴えざる蝟なくなり誕宝6年（1．678）魁76へ鱒判して，嗣

借金返済のための拝借金を藩に願い出て連判徒党の法度として，追放される

という事件が起つている。こうした崩壊の危機をはらんだ封建的藩制を維持

し・その経済破綻を来す消費の増大を抑制するため，衣・食・住をはじぬあ

らゆる日常生活’行事を規制する倹約令・禁令が出され，住居については，

　「屋作自身に不応義仕間敷事」　（元緑5年，故巾村勝麻呂氏蔵）と規定され

封建的秩序維持のための根幹となつた身分格式制度が厳格に守られたのであ

ろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴

　こうした武士の城下生活における矛盾はしだいに深刻になつたが，身分格

式制度にしたがつて配置され家臣団によつて構成された軍営都市としての機

能は充分にはたされていただろうか・これははなはだうたがわしい。塚螂の

中心である天主の石垣台の北側には出入口が設けられ，階段を通して一層に

連なつている。この出入ロは最も厳重につくられ，両開潜戸附の扉は鉄板張

釘打の壮重な携を示し、建造当初の手法を残している。この昇降玄関は，後

には玄関の機能は全く失われ，前面に附属屋を設けて藩の金庫として使用さ

れた・ところが，文化年間に「天主土蔵より御金盗取されたること知れ候」

（井伊家年譜，文化13月8月の条）と，磁無な防禦の態勢のもとにおかれ

るべき戴郭の中心部ですら，安全ではなかつた。この事件は，まさに藩制の

規律の弛緩と危機を，そして身分制秩序による防禦的機構が形骸化してしま

つたことを示すものといえよう。

　　3．町人の都市生活

　城下町の発展とともに，町人の都市生活も著しく向上した。特に町方上屈

町人には「裏に離座敷取建，客ヲ言青酒肴為取唾中ニハ三味線邦相用イ又ハ女

子共二為舞候類も有之哉に相聞」　（御印付御触書，伝馬町文書，元治元年6

月29日）とあるように，住生活の面でも著しい向上がみら．れた。町人の都

市生活を彦根内町の伝馬町を例としてみていぎたい。

　伝馬町は城下内町を南北に貫通する主要街道の中央に位し，その名の示す

ように，中仙道の一支駅であつた。彦根城修築，城下町拡張に伴なつて、中

仙道と彦根城下との交通の便をはかるため，新道を開きここに一駅を設けた
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もので潮鰍街道に沿い澗屋壊して醐箭と鵬を常設し渦枇掲

げ騨鰍，ていた．元醸間の伝馬町の概況「元細年彦騰大洞鋤天

祀堂金寄進帳」③についてみると次表のようになる。

　　　　　　　　　元豫期伝馬町職業構成

問屋毛 煙草屋8，米屋4 酒屋，茶屋，薬屋 屋号のみ6，職記入なし12

馬持4，馬方19， 疎子屋5，万屋・ 香具屋，質屋，仕 後家3，総人口442入（男

馬口労1，かごや1 小間物屋，紙屋， 立屋，納屋，秤屋 255，女207）

焉医1 屋根屋，大工，鍛 茶碗屋　各　1 総戸数102，（内借屋68）

冶，塩屋，合羽屋

各　2

　伝馬町にふさわしく，伝馬関像の問屋・馬持・馬方・馬口労が多い。

　安永無間町方六万留帳には，四十五軒御伝馬役家と記載され・これは内町の

町役家，外町の年貢地に対応するものである。又・享和2年一文化7年のも

のと推定される「公鵬頒鍛人御見分朝鰍案内」④によると

　「　伝馬町　通り町境より油屋町境迄　東側　87間　西側　79間

　　　　　　　道巾2間半

　r　宿場の事　　伝馬町　問屋　三郎左衛門　宿年寄　市郎兵衛

　　　　　　　横目　甚右衛門

　「馬　25疋　 人足　25人　（泓下略）

とあり，当時の宿駅としての伝馬町の概況がうかがえる。

　　i　町象の規模
　武家の屋敷地が分割されたり，譲渡されることが殆んどなく固定していた

のにたいして，町人の屋敷地は土地の所有権が確立し，分割・譲渡され・ま

た売買の対象となり細分化していつた・

　つぎに寛永年間と推定される伝馬町絵図（通り町・白壁町の一部も含まれ

ている）と，「伝馬町家屋敷売買の覚」（寛永12年～享保17年）「売券

留帳」（安永10年～明治8年）⑥　を史料として理政期の町方，町人の住

居について考察したい。　　　1

　覧政年間の伝馬町絵図は，屋敷の規模・軒役高・居宅借屋裏借屋出見世の

別が明記されている。
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年代】櫻安鑑1嬬窪～編1曜服1役

寛永12

11

1；

・g

　　19！

119
正保3

　　　4

　　　4

痩安2

　　　5

明隅3
　　　3

寛文工0

　　10

延宝4

　　5

　　7

　　8

　　8

1
1

　　　　し
　　　　1

天和、l

　　　　l

　　　2；

1蛎｛2i
　　　3

　　　3

　　　31

i甜41
1、l
l宝永2

　　　3

　　　3

　　　‘

　　　5

　　　7

　　　7

正出1

　　　2

　　　6

価　格　1陶口家厘　1買主
爾亀　　翼画

2β×13．0

5．OX13．0

5．O　X　13．0

5．O　X　13．0

3．59×13．0

5．46×13．0

25　Xl3．0

門噸53×13．O

臥ox72
2、3Xl乱0

5．O　X13．0

2．5　×13．0

2．3×13．0

3βX7．0
2」｝1×13．0

2．Ox6．0

2、O　X　13，0

2．5　×13．0

2、O　》く13．0

2．5　Xl3，0

2．4　×1乱0

2．5　x13，0

3．5×7．0

25×1乱O

a4×13．0

2．4　Xl3．0

5卜O　X13．0

2．5xB．0

2、4　×13．0

4．O　X　13．0

6．O　》d3ρ

2．5　x13．0

3．O　xl3．0

3，5

2．4

3．0

5．5

55

2．4

　230目

5両

　450目

　490目

　6鋤目

1買目

　330目

　η5目

　400目

　400目

　150固

　500目

　550目

　720目

1買57目』

　180日
　‘5町：1

　50Q日
1貫500目

1買400日

1貫400目

　650目
35両

1！町500目

1貰600目

2買100同

2貫100目

2買目

1置800口

6貰目

llコ200目

M蝸oo日

裏二小蹴

　甚三雌

市　介

　作　配

市左衛門

盆左爾円

三応右衛門

　弥　介

七左籍門

　惣兵爾

次左衛円

　作　翼

通町
九喪右衛円

　五兵衛

六左南円

　久云夫

兵左南円

　宗　和

弗左衛円

　瀬太夫

1惣兵断
｛角兵衛

　　　　　左緬肩五鶴

　　　　　鄭左爾門

　　　　　　才兵衛

　　　　　　作　鱗

　　　　　　駈　入

　　　　　嘱右商門
　　　　　　復　家

　　　　　　半四処

　　　　　　彦　助

　　　　　　團三雌

　　　　　　笛三妬

　　　　　角左衛円

　　　　　土橘町
　　　　　　仁兵衛

与三右衛円1次右緬円
　　　　　1
　　　　　　九兵南

三郎左緬円七左衛門

　　　　　1作太夫

亮主闇

　　　　　i

1　・

　　　　　1

撫・魂・貼
　　　　　　　　　　　　　　　　う

　古兵衛　i仁兵衛

　　　　　　
　孫兵衙　1嵩ノ藍彌門

　　　　　ロ　　　　　1久左衛門　利兵衛
　　　　　i珊兵南
　塩兵衛　　　　　1

　醤兵衛1
　　　　　ロ

鷲謝
　　　　　！
九左衛円

　　　　1

六政夫

　勘十郎

仁左衛門
　　　　　闇
　次太夫

長右衛凹

　カー1．朗

仁右南il「1「

　汗」兵衛　．

　後　票

。霊。i

灘i
　授　家

0」㎞
石．9

7．5

＆1

凪4

89

20恩

27露

172

23

13．5

22、7

29」

42．5

112

25．0

14、8

関

釦

40．5

玉7．5

143
・嘔o．5

・LC．司l

bl

a2．3

駒

43

η

46

X13、5 1貰700臼 伝左衛円
捉右衛円
@後　軍

I　　　l
c 24．4

XJ乱o 1質400日 九左衛円 金ろ三衛門
1　　　　　i　　　　」

c

x13ρ 6皿口 古兵爾 1　； 85

XlaO 21貫500月 三良跣翫円i 吉兵衛 l　l
72

Xl3ρ エロ800臼 伝耗衛 醤平次 5 1’6

xL3．o 2買500目 九轟衛 謙兵衛 ，1　　　1 72

Xl3．o 利兵噺 伝兵衛

x6．o （喪町迦り） 300日 利　介 旱右衛門 16β

xユ3．o

?}o

20凹500日

P貰11

古兵衛

ｳ泉寺
九犠凹1 Ll14

P6z5

X5ρ
400「1 利左衛門

轟正

@後　累
67

X工3．0 2貫「1
白壁六弼兵衛

次臨右衛門 77

X13．O 5賃口 fロシ土醗トモ
臼聖

p左衡門
憩右箭凹 70

X13．0 ．4貫500目 但シ土政卜尋
油町

@十兵南
助左翫円 635

X13．0 6貫 久次価 む　ゐ

×1乱0 岨500旧 但シ土蔵トモ 勘兵南 万　介 釦

X13．0 7貫同 但シ土翼トそ 次兵備 七郎兵衛 985

X13．0 2．4×6。5 板葺 半役罪 3貫400目 但シ土疏（ZOXOP） 次兵衛 九兵衛 5
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扉代1翌言費糞剖翻綴麟再1唱叔［投1

享保2　　2量4×13．0

3

3

4

5

6

7

8

皿

12

15

15

ユ5

工7

1

安永10

1

天明5

7

寛政3

4

4

5

7

8

珊

1：

享和2

3

文化元

元

2

4

τ

7

8

9

9

11

14

文政7

12

1

1

2．OXI3ρ

3．OX13．0

2．5　×13．0

3．OX5．0

2．OX13、O

3．39×447

2、4×13．0

3．5　》く工O．0

2．5　×13．0

229Xl3．O

5．5　×13．O

224×13．0

2．5　×13．0

ユ295×13．0

＆O　X13．O

Z5　×13．O

25　　×1き．O

339X生47

aO　X1乱0

3．O　XlaO

224×13．0

3．O　　X　13ρ

且0　＞d3．O

2、3　xl3．0

2．5　×13．0

3．O　　Xl3↑0

13．5　　×13ρ

3．O　X13．O

2．5　×1ao

5．O　　X　13．0

5ρ　　xl3rO

2，5　X工3．0

25　x13．0

5．5　×6．5

3．5　×6．5

25　x13．0

5ρ　X13．0

3．5　×13．0

5ρ　X13ρ

2．4×6．5　　半挽家
　　　　　　　二分噸

ZOX40販葺半役家
aOX6ρ恢葺半役禦
25×6．O

a29×5．5 半役家

3β9×4，0飯葺丸役家

a4　x　40板肇半役家
3．5×3、5瓦葺丸笹家

25×40　坂聾半投寡

Z29x　5．5

5．5×55

224×40

25×40
2295x6，0

　　（6．0）

5．O　X3．0

　　（6．O）

2．5　x3、0

　　（6．0）

2．5　x3．O

　　（35）
3．39×3．0

　　（55）
2ρ　X3．0

　　（6ρ）

3．O　x3．o

　　（55）
224×3．0

　　（6．o）

3、O　x30
　　　　　1　　（55）
ZO　x3．O
　　（6．0）

2コ　X3．0
　　（6．①
之5　×3．O

　　　（一）

3．O　x2轟
　　（35）
13．5　×2．5

　　（3五）

3．O　X25

　　（5ρ）
25　×3．O

　　（55）
5．O　X3．0

　　（65）
5ρ　X3．5

　　（5．0）

a5　×3．0
　　（6．0）

a5　×3．0
　　（6ρ）
5．5　×3．0

　　（乱9）
3．5　×3、0

　　　（4．5）

2，5　×2．5

　　　（4．5）

5．O　xaO

半投家

半齪副

丸｛虻家

半役票

瓦葺半役寧

瓦葺半役家

耳葺半般累

新葺半祝家

瓦葺三軒殴寮

瓦葺半投家

瓦葺半笹景

瓦葺丸拉票

瓦鐸丸設京

瓦貸半没寡

瓦葺半役寡

瓦葺

瓦∬

七分五阻設

，二分五匝副

飯葺1半役家

瓦葺，’唱軒殴家

1

・・則・僻・・i

5，0　×2．5・瓦R丸世寮
　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　I
　　ρ　四、　　．

価格1
3貫400目

2貫200目

4貫目

1貫目

1貫働0目

　950目

1画aoO目

1肛200目

1買250目

1買100日

3凪500日

1貫目

1貫回

3D両

70両

30両

30両

t7両

50両

（10両）

　35両

45両

114両

30両

52両

㎝両

4貫200目

380両

（10両）

　65両

（10剛
　50両

（15両）

　85両

（5両）

130両

50両

Ioo両

70両

45両

30両

58両

50両

70両

　酎翼家畠一一【一一一一＿一 i同主
　　1亮主1－一，F一F¶冒「一一　一＿

富左衛門 角兵緬

葦兵爾 六郎兵南

但シ土鷺（aOx認） 七貞兵衛 又兵徽

勘左爾凹 九臨左緬門

電蹴尋 理左緬凹

小風（ZOX20） 伝左緬円
匠左緬円
@綾　寡

孫兵翫 理右術門

勘右衛円 寳左衛門

磁兵雨 九郎左衛門

久次郎 な　へ

裏二小尾（2ρx加） 伝左緬円
匡兵衛
@繰　鐘

土蔵（25x4．5）呂ケ所 小三良 庸　冨

土蔵（250×2．O）1ケ規 惣兵繭 琳　宵

三左噺円 な　へ

価嵐2295xao〕 小兵衛 勘兵痛
．’

裏二土改1（2ρ×3ρ）

ｿ猷（2295xao）板鉦
太次兵緬 小平次

裏二土蔵1（0．9×2」0）

裏借岨1（2．5×2．0）板葺

裏二「ヒ醜1（09×2＋0）

裏価田（2」5XZO）板長

哲介鴨㌦
去次郎

十　介

蝦二土疏（0，9xao）　　猷　三

　替　介

八兵南
　後　家

駈右緬円
　搬　家

裏二土蔵（09x2．0）　　惣　入　　七部兵衛

裏二土童（09×2．5）　新七　きん

裏二土疏（OPX2、0＞　与三七郎兵緬

裏二土臨（0・9×2・0）　霜左痛円　　ほ兵衛

義二土翼

裏二借囲12．OX2．O｝振葺

　土配1、割家二付
　紬血二蜘り鹸幌

土醜（15×3．0）

裏二土醒1（0，9×2．①

　価囲（20×2．5）

盛二土醍（2、0）く3、5）

　　（09×2、0）

裏二」二置（2．OX2」5）

　喪簡囲（5．Oxao）瓦

曽　内　　去兵衛

祐　全　　吉飾異衛

吉　次　　久七

哩次購吉賄

次　田　　古　次

勘氏縦　　利左備門

原兵衛　式郎右衛円

駈兵衛

喪ユ価腱【2．oxZOI瓦聲　勘兵南

じ　う

じ　5

嚢二土蔵（2ρx25）　拓左緬円　苗左衛円

市雌兵緬　市右踊円

新兵衛　　市邸噺円

裏・上烈。・・鋤勘賄繁家

裏．鋤11（…a・）曽次臓家

：血・，E、葭（α9・2①i阿罷爾門蹉這偲粟

ト；蝿二1階胴星（五〇x臥。）1太介　太次野」

蕊五

30．4

46．0

（5乳6）

46．0

42．5

（57．5）

go．0

30．8

35．0

3α8

4且1
（55」1）

4Z3
（57」）

30．4

（軋5）

30』

4ε2
（6L8）

46．2

（62ρ）

462
（66．0）

462
’鱗o）

79轟

422
（49．1）

462
（組．5）

422
（50．0）

462
（4＆5）

42詑
（49ρ）

462

462
（5臼ρ）

2ε8

2乱8
（462）

39」5

（59．0）

422
（56血）

50．0

σ3．0）

鰯（44．5）

452
（6正」）

9λ0

60ρ

35且
（403）

4a2
（53．O）

462
（52．o）

鰯

1〔陀

27

57ゐ

540

5ao

3L3

33．8

47轟

49ρ

43．O

27，0

LO2

LO8

092

o．92

L14

lgo

恥89

154

2，92

L16

1．74

1．15

貫

Lσ7

且16

L65

154

i

130　、

2、o

1£2

3．01

1⊃5

aO

091

0．90

1ゐ0

LO8



　屋敷の規模分布は図から明らかなように，屋敷の奥行は少数の例外を除い

てほぼ13間に統一されており，これは伝馬町のみでなく，内町表通りでも

統一して裏行て5間の町割がなされていた。

　屋敷の間口は表で示すような規模分布がみら

れ・間口の大きさにしたがつて，4間以下は半

軒役，4椀6間は壱軒役，6～9閣は壱軒半役，

9～12間は弐軒役となワていたと考えられる。

このように，間ロの規模により軒役高が規定さ

れ，象屋敷所有を通じて町人門は領主に統制さ

れていた。

　藩の規則では「身体に過ぎ候屋作仕らず，も

つとも三間梁を過ぎず」と制限されているが

「売券留帳」には天明年間（1780年代）「町

家之儀，梁間何間たりとも三間と書ぎ，残りは

付下しと註し申すべく候事」と注記され，形式

的には梁行5間に統一し，実際は付下し聞数を

寛政度伝馬町屋敷

の規模分布

軒　役 間口 例数

弐分半径 20間 1

半間投 2．5

T』

R．5

844

壱軒役
i丸役）

40
S．5

T』

T．5

4221

壱軒半役 z5
≠

11

弐軒役 1tO 1

参軒役 15．0

加えたのが梁行で，ほとんど5～6問である。また，売券文書から，屋敷の

聞口は家屋の桁行と一致し，屋敷の表口い。ばいを聞口とした平入住居渉ぎ

つしりつまつていた状態がうかがわれる。したがつて建敵率は梁行と屋敷の

奥行の比で示され，木屋のみで55～40曳、附属家周を含めると50～7D

％となり，武士の居住区と比較して，町人の居住区が抵るかに高い密集状況

を呈していたことがわかる。

　　　ii　居宅・借屋・裏借屋

　’伝馬町絵図には居宅・借屋・裏借屋・出見世の4種の記録がぬられる。伝P

・馬町はゴ往還表通りと．武家屋敷600～200石）耐る伝馬町裏町とからな，ている。

　居宅は家持の居住する住居で表通りに面し，裏町にはみられない。なかに

は居宅の一部が「かしや」になづている例もみられる。

　借屋は借家人の居住する住居で表通りに面している。売券文書でも知られ

るように，以前居宅であつたものが売却されて，家持が借家人になり，居宅

が借屋になうた例や，居宅の一部が割家されて借家となつた場合もみちれる。
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　裏借屋は，前記の借屋とは全く挫質を異にするもので，衰通りにはみられ

ず，裏通りに面したり，或いは表通りや裏通りの路地口から路地で通じた

　”麹前〃で，売買関係文書にはたとえば「裏二土蔵・借屋アヲ」など記され，

土蔵などとともに附属家屋として記鵡され，家屋敷売買の際には一括して売

買された。

　これらの他に表通りに面して他町居住者の出見世もみられ，当時の町並が

　うかがえるo

　　　iii板葺から瓦葺への移行

　江戸では，享保年中に瓦華が許され，明和・文化の大火を経て，全く瓦i苺

にな。たといわれる⑥が，彦根

町方の交通要路ζしでの中心街

伝馬町では享保年間かち安永・

天明年腿忙かけて板葺から瓦i葺

へ移行している。又家屋敷売買

に際して，本家はすでに瓦葺に

移行しても，その附属家屋であ

る裏借屋は尚板葺である場合が

みられ・：．聾ζにも表通りの居宅・

借屋と裏借屋の住居水準の差が

みられるo　　　　　　　　・　　・　　．
　　　　　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　lV．家持と借屋人　　　　　　　’〒　．　．㌧：・．i

灘伝駒文書・家屋敷韻関撤書⑦を整肌嬬のである．家屋敷売

買関係文書には・表示の5種の文書がある。この5種の文書は差出人と受取

人がある・まず・これを鯉してみた・さらに洛文書について検討してみ

ると・この5覆の文書のうち，前三者文書1・2・5は家屋敷売買にはつね

に必要な文書であるが，後二者文書4・5は売主・買主が借屋になりあるい

は借屋人である場合にのみ必要なことがわかうた。まず，買主についてみる

と，買主が借屋人である場合には，例えば「責主生ハ．当町之者二而，則同町

新兵衛後家借家二罷在候，親類通り町長三と申者買主為ニハ従弟二御座候，

買言臥当町彦三と申家舳成者二御座候事」と，纐の他に隊持繊考」

本　家 裏借屋

板葺瓦葺 板葺　瓦葺

一宝永　7（1710D
　触

鼡摯ﾛ　5（1720） 5

≒享保ゴ5（可750） 6　　1

一明和　7（1770） 一　　　　　　＿

　　一
一寛政　2（1790） 2 2

一寛政τ2（1800） 2　　6 1

一文化7（1810） 8 1　　2

一文政　3（1820） 1　　4
一天保「1（拍50） 2

辱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

一天保1て（1B40） 4
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を買請人として明記し「証文買講一札之事」を提出している。また家持が家

屋敵を売却して借家人となる工合には「売討人当町吉左衛門家持髄成者二御

座候事」と明記され・売請人を必要とするが，売主が家持で居宅以外の所有

家屋敷を売却する時には「売主当町象持罷在侯間亮請人相立不申候事」とあ

るように売請人を必要としない。ヒたがつてこの場合，証文「指上申手形之

事」は必要としない。また売主が仙所に居住している場合には，当町伝馬町

の家持が所有者の家代として売主となり，家屋敷を売却している例．もある。

文　　　　書 差　出　ん 受取人 家持→

ﾆ持

借屋大→家持
菜持鄭
ﾘ家人

1 家屋駁売買仕候二
t指上申証文之事

町代・構目・組頭
ь蛛E買主 御奉行 0 　．O o

2 永代売渡申家屋敷

V事 売主　・証入 買　　　主 0
噂　　　　　　　　　　　　　」

o

5
鏑取申泉屋藪代金

V寓
売主　・証　人、 町代・横目 o 0 o

4 指上申手形之事 売　　謂　　本
’御奉　行　　1■

o

5『

　1
ﾛ屋駁売買二付買
H←札之事

買　　請　　人 町代・・描目

㌧

0

家　持→家持・ト売主買主とも家揺，売貿後もともに家持の場合

借家人→家　持　売主が売却後借屋人となる場合

家　持→借屋人　買主が借屋人である場合

　このように・家屋敷を媒体として，その所有権をめぐる当時の法的人格一

いわば市民権の移動が知られるbこのことは，当時の公的記録をみると，借

家人は必す「何某借象何某」と記され，家持と公的な資格で劃然と区別され

ていたbまた彼らの生活は寛文5年（1065）「古郷改帳⑧」をみても，そ

の出身地からの移動・出入闘係が家持に比ぺLζ一そうはげしく，不安定な状

態におかれ，借家人，とくに裏借屋に住む借屋人の中にほ，凱鰹や凶作の際

にして救｛血が行なわれれば「域下借家等二罷在候一日暮体之者も多く出」（

三浦泉家文書）るといつた当時の都市に・おける最低の生活状態にあつた。
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寛文5年伝馬町家主，借家人出身地

城　　　下 彦　　　根　　　藩
当　町

内町 外町 坂田郡 犬上郡 藩　領
計

象主
ﾘ家人

51σ6的
P1（1Z5％）

2（49％）

V（11．1gθ 6（％殉

2（49％）

P9（30加θ

2（49知
W（12690

1（29∂
V（11，りゆ

3（z59θ

T（aO％）

41（100珊

U5（100％）

　　　V　土地の細分化と住居

　城下建設の当初，町人の居住区が縄張され区画された。

　町割当初の状況を知る史料は乏しいが，佐和山時代からの勢家「往古石田

家之時より此辺に居住之人なり」といわれ城下成立以来ながく上層町人の位

置を占めた青根孫左術門は，次のように記している。

　「慶長9辰年，当屋敷地南角より北之方片原角迄表口凡44間斗，裏行片

　原二而20間3尺，南之方ヂ而裏行25聞5尺6寸之地縄張頂戴仕度段，

　御願申上頂戴仕候処，其割御普請御奉行富上喜太夫様被仰候ハ，件之通大

　屋敷二細張仕候而も，急二建前出来不仕候而者，如何二候健願人も多き事

　二候間，其内何レ成共、親類又ハ入魂之者も可有之間，分地被致問敷候，

　併達て望二も候ハ，勝手次第二候へ共願人多き事二候間，右申談候由被仰

　候二付，御返答申上候様ハ被仰候趣御尤ニハ候へとも，佐和山町二御座候

　建前井門等引取急々建詰残り申分ハ，高塀相掛け可申由御返答仕候者左候

　ハ・，其趣御聞二も相達シ可申由被御候以下略」　（青根孫左衛門記録）

　ここに見える通り、当初は特権町人は広大な地割をえ，また城下居住をね

がう町人も多く来集した。上層町人の青根氏ですらその広大な屋敷地を拝領

し・ここにとりあえず，前住地の佐和山町より建物や門を引移し，それでも

建てつまらぬ部分には高塀をたててつくろうたと伝えている。

　また，当時の情況をつたえるものに，「彦藩井近郷往古聞嘗」がある。

　「　直政公直孝公御両公の御代ハ田畑ハ云二不及御城下迄も所々荒地多く

　　　して当時の如く立詰りし家並にあらず，此時分は乱世の治りかかる時

　　　節にして過半は乱世の気成故に何時の大変難計，夫故に世間をつくろ

　　　ひ居宅をかざる心なき故に屋敷の大き成人等は指上られし人もあり，

　　　町家等にも森助兵衛へ被下たる地取の縄張り至て広く地所ありし故に

　　　夜半に助兵衛忍びて其縄張りを縮めに参りしと云ひ伝へたる，此時分
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　　　歴姻人といへども文盲嚇なれば斯・所漸の武士町人醍には

　　　猶更な冒り，然れ共其節にも20人の内にて25人は箪取人も有べし，

　　　されども是もいろは書に少し文字ましりならん，又当時の居宅より見

　　　る時は小屋懸の類なり其中にても至て構はぬ人杯は片屋根にて暮せし

　　　人有と云ふ云々々

　乱世の気分がぬけず，世情はまだ安定していなかつた。耐久性のある都市

住居を配蝶する余裕をもたなかウた。屋敷地を拝領しても返上し，その縄張

りを縮めたとつたえている。これから，城下建設当初は今日の土地所有の意

識とまうたくかけはなれたものであうたことが理解される。また当時は城下

　　　　　　　　　　　　　ノノに田畑や荒地が多く，住居も　小屋懸〃のぞまつなもので，町家が軒なみに

ぎつしり建ちならぶといつた景観をまだ示してはいなかウた。

　こうした初期の土地槻念もかわり，前述の伝馬町記録で知られるように，

年とともに，家屋敷が売買・譲渡あるいほ舗家によ。て，土地は細分化され

幽ていく傾向がみられる。割家とは家屋敷を分割売却し，軒役も分間口の大ぎ

さに比例して分割されるものである。例えば享和5年（1803）伝馬町家持

久七の町役人宛の願書に「私儀当町之内，表口6問，裏行1ろ聞之家屋敷所

持仕壱軒役家二御座候処．’．近年身上不如意二相成候二付，表口3間裏行15

間裏二初座候土蔵共，右地面二掛候分，割家仕売払申度，御願申上候」とあ

り半軒役に割家されている。　　　　　　　　・・　’

　・図て攻掲）は，天保年間の彦根城下の各郭の武士と町人の住居の屋敷割
　　　コ　　　ゆ
を宗したものである（御城下惣御絵図，天保7丙申年，彦根市立図醤館蔵）。

これにより，各居住区における武士と町入の屋敷割の対比・町人の住居の屋

敷割の変差を知ることが出来る。

　　　vi町家の類型

　域下町彦根にみる町家は，京都・大阪をはじめ畿内一円に共通した形式を

示している。いま，京都の町家を例1三とり，喜田川守貞が「類聚近世風俗志」

（守貞漫考）．で，京・大坂を巨戸・中戸・小戸に分けているその分類にした
　　　　　　　　　　　　　II　　．
がつてみていきたい。

　　〔巨戸〕　守貞は巨戸を，　「表と奥と2棟に建る也。表は全く2階あり奥

の一棟は表の方2階座敷，上は鍛にて2階無之也……」とある。
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　巨戸の図は寛政年間の申井家京都店，近江商人．としてよくしられ牟近江日

野中井家⑨の分家申井正治右衛門の屋敷で1柳馬場押小路下’ヒに麺15間

2分5厘，指渡15間6分の地を占め，生糸・漆・紅花や長崎貿易による輸

入薬糧，銀縁仲買など多角的な経営をしていたといわれる。図からわかるよ

うに，表通りに座敷に連なる門とミセ，醐につながる入口とがあり・両者

の間には格子・見世棚がつけられている。座敷につながる門には供待があり，

ここから式台を通して床，書院，地袋のついた14畳の座敷に達する。座敷

の北には松桜楓の植こみのある前栽がある。

　店につながる表口には公文所，供待とよばれる部分が店の庭にあり，中戸

台所ロでこの通り庭は6閣に1間半の期匿い台所に通じさらに裏の土磯，臼

部尾，洗場，物置につながっている。通り庭に平行して居間が2列にならび，

座敷と居聞には仏間が設けられている。また商家にふさわしく大きな蔵が四つ

屋敷の内に建てられている。

　これは典型的な富裕な町人の住居で，座敷を中心とした表向接客の部分・

店の部分，居間など奥向居室の部分の三つからなり，その格式的な横成は前、

述曝士り住居の構成と類処これ蝶倣したものとレ丁注目される・

〔巾戸〕守貞・ま、輔を「土間の鋤背・・嗣るを帥摩と云大略表2

間半以上の宅に通り庭にする也。表間口45間ある店は生業により惣格子或

は半ば揚見世半ば格子にする也……」と記している。

　中戸の図は宝暦10年（1760）の町家の設計図で山さきや作兵衛という

人の家である。位置は不明であるが，下京と考えられ，表口6問26寸，惣

裏行12間の敷地に，図のように南の表通りに面して，揚戸，見世，門口が

設けられ，束の側にも見世がつき角家である。門口につづく2閥半に2間8

寸の土間には東に6畳敷の闇がしつらえられ店の庭になつている。この土間

は中戸て北へ巾2間8寸の庭土閥がつづき東にかまど，井戸，走りがならん

でいる。この通り庭は裏口から裏莚の土蔵に通じている。通り庭の西にはみ

せや居間，座敷の部分が2列φ室にならんでいる。みせの部分は土間に面し

て2畔『2間半欄の15畳一岬がそ晒｛・2僻に澗の長5鰍が
つづき西に奥行半間たらずの押入と2階上り口がついている。この北には堕i

土聞の西に四つの部屋がくいちがヅζ2列にならんでいる。南の2室は2間
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に1間半1．小間の7畳敷が庭土悶につづき1岡半に2開の6畳敷が西につづ

き，奥行半間の押入とだんばしζの2階上り口がついている。もつとも奥に

は庭土間にしょうぎのついた・1聞半1小問に2間の7畳敷力：あり，ここの

北西の隅にも2階上り口がある。その西には2間半に2問の拾猛敷の座敷が

あり，床・棚・押入がついている。座鮫の北には庭に面して巾半間のくれ縁，

七畳敷には板縁がつき湯殿につながつている。ここにある1小間という単位

は4分の1間にあたり，規準寸法外の畳が使用されていたことがわかる。

　これは中層の町人の住居で，街区に短冊型の屋敷割がなされ，それが細分

化していく屋敷割のなかで，これに対応してうみだされたのが通り庭式住居

ど，いえよう6この通り庭の形式はミセの土間と台所とさらに裏庭の土蔵，便

所を結ぶ機能をもつもの「〔汀また紹分化された土地に，当時商品化し規格化

され材木や畳をつかつて建築する．際，規格化した材料と不整形な土地との矛

盾を解決するため・先にみた押入の奥行寸法，小問という単位の使用と同時

にこの土間に，当時の大工がその解決の場を見出したともいえようゴ

　ともあれ，武士や上屈町人の住居が接客空間を重んじた格式的な平面構成

を示したのに対し，この通り土間型式の住居はまつたく機能的な平面構成を

示している．ことがその特徴である。町人が町人階級としての力と自信をえて

’独自な町人文化をうみだしたように，この中戸，通り土間型式の住居こそ，

町人がその独自な生活の表現としてきびしい家作制限をうけつづも当時の大

工技術によつてうみだしたものといえよう。

　　〔小戸）　守貞は小戸を「表間口2間以下の宅は通り庭に作らず，2間口

は稀に通庭するもあり，9尺以下更にこれなく，……表長屋奥行も深くせず裡

長屋数字を造るもあり……」と記している。

　小戸の図は年期は不明であるが，宝暦ころと思われるきのくに屋徳兵衛の

畏屋の設計図である。東西7間4尺，南北16間の角地に，表通りに面して

南に5軒長屋，東に5軒長屋がならび路次裏の西北に5軒長屋がならんでい

る。

　表通りに面した南の5軒長屋はそれぞれ通り庭型式で表に1間の見世がつ

き・西がもつとも小さく通り庭にならんで5帖，4帖半，3帖がつづき・2

階は12帖，中央は4帖，6帖，4帖半のへやがならび2階はi．5帖，東は
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も。とも大きく6帖，6帖，4帖半で2階は15帖である・表通りに耐る

東の賜・南の長屋と同じ｛通雌型式で表に澗の馳がつぎ洛戸は通

り庭にならんで，．3帖，4僻，3帖がつづき・2階は12帖で個じ型式

あ向憾あ酷が5戸ならんでいる・東と即長屋の騨かべでふさがれ

てい研嶋砒の端と南の脚西の鵜諏があり竹戸で麺り
・ど仕晦れ懐濾の訟・通薩・1る．この顛屋略戸は1閥判こ2間

噌で献の剰評廟土晦があり，居室は5畳櫨で・れんじ窓が東につくの

みで　屋根は片流れである。この5軒長屋，東の空地に惣走り一共同炊事場・

井戸，，共同便所があるθ　　1

　この艮渥群はぎのくに屋徳兵術の所有で，当時の借家の形態を示すものと

して注目される。借家は中世にすでにその源流がたどれるが，近世になると

住宅が商品としてあらわれ，借家経営がなりたつてくろようになる。守貞も、

「小戸と錐ども自地富宅あり中戸にも借宅あり，又土蔵123を附して借宅

するもあり……」と述べているように，借家はその規模の大小に関係しない

が，，和り輌した龍と路綴畷借家に分けられる・麺りに面逸借

劉鳩の平面繊はほとんどカ・「中戸」唖り鯉式でその所磯働：相

異すうのみであるのに対し，裏借家はせまい一室住居が多く，もつとも下層

の都市住民の住居として居住水準を示していた。

　武士の居住区では前にみた建厳率の低さや，各住居の平面構成でも知れる

ように，上級武士から足軽の住区にいたるまで建て詰めすに各住居が孤立し

た単位として長屋や塀で囲まれ屋敷構をもつて連続していた。この構成方式

は社寺建築や機家のそれと類似している。

　これに対して町人の居住区では軒なみにたちならび，連続した統制ある空

間を構成している。先にみたように，町家の通り庭型式の平面構成は町人階

級のうみだした独自の住居の型式であり，独立した住居としてもすぐれた造

型がみられうが・また同時に町寧声律築群ζレ丁弊自な都市空間を構成して

いたことも湘される・・碧∴：ト　ヒ・1凱；I　l，．，

　前項でみた生活単位としての町と町家が建箕群として構成する景観に対す

る規制を，町ごとに定めていた「町之定書」などの町規についてみてみよう。
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　たとえば衣欄南町では慶長10年（1605），武士，検校，文化2年

　（1805）には，武士，検校，出家，米屋，問屋，礁屋，紅屋，造酒屋，菓

子屋，練物屋，風呂屋，鏑立職人，柳八幡町では享保元年（1716），「藍

．染屋，湯屋，風呂屋，藥罐屋，鍛冶屋，木地屋，薄屋」竹屋，突米屋，油し

め屋，桶屋，飛脚F2，合羽屋，打綿屋，道具夜市道具之会同取売，右之外に

も人之きらひ申職商人又は火之用心悪敷家業人」の居住を禁止し，蜻薬師町

では享保8年（1723）「絹布商売之外は古来よ．り売買無之候」と絹布商以

外の職業を営むことを禁じている。⑪これは町が単一一な生活共同体として均

→性を主張すると同時に排他的な性格をもち，生活環境の保全への態度を示

し．5町の景観の不均衡的破壊を規制したものといえよう。

　さらに建築群として都市空間を構成する家屋の形態についても具体的な規

制がみられ・る。たとえば御倉町では寛文6年（1666）の家屋敷買券文書の

なかに，「障子作り暖曝引廻し懸申閥敷候，町並之見せ棚を付可申候事」と

乾、あり，享保4年（1720）の鰻頭屋町の定書には「「家作り格子路次，古

来より無用之事，ぺ　裏借屋，古来より無用之事」とある。このように町内

の景観規制が定められている。

　こうして町規によつて規制され，かつ当時の町家の建築にたすさわ・た大

工が，町家を独立した住居として建築すると同時に，軒なみに建ちならんだ

建築群として，道路をはさんだ両側に町なみを構成する近世都市の調和のと

れた都市空間に造型的配慮をはらい，京都の町家にみる直線的につづく町な

みの騎成と彦根はじめ城下町の屈折した町なみにみる正面と屈折部に妻飾り

のある特色ある景観の構成は注目される。

　以上，町家の類型を守貞の分類1三したがつて考察した。巨戸は経済的実力

をたかめた上層の住居で，衷と奥それに商家の店と三つの部分に分れ，表・

奥の空間擁成は武家屋敷にみる身分格式的構成をもち，書院造の構成を踏興

し」準拠している。身分制社会において身分的上昇をねがう上層町人たちの

支配者としての武士階級の生活様式を模倣したものといえよう。中戸は近世

都市を構成する中間階級としての町人階級のもつ独自な住居の型式である。

近世都市の分割土地利用の方式によつて細分化され，隈定された土地を高度
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に利用するために生みだされた典型的な近世の都市住居であり，この中戸の

通り庭式住居の町家は建築群として統一ある町並みの景観を構成していたこ

とも注目される。最後に小戸は近世都市への人口築中，停滞的な近世の身分

制社会が析出する都市細民の住居であり，かつ近世に著しい発展をみる借家

経営がうみだし，商品とした住居の一形態を示すもので，近世都市にみる最

低の居住形態を示している。

　　5．城下町の変容
　　　i・元腺期の城下町

　城下町が成立し，都市生活が定着し発展してき『た状況を住生活を中心にみ

てきたが，ここで城下町と藩の領域，村落との関係について考察してみたい。

彦根藩についてみれば，藩内は町方と郷方に分られ，町方は城下町彦根と長

浜町からなり一，他はすべて郷方として三筋とよばれる三区に分たれ，それぞ

れ，町奉行1L筋奉行によつて統制されていた。

　元蘇8年（1695）の人ロについてみると；⑫城下町の彦根に領内（近江

国にかぎる）の全人口の約16％が集中し，長浜を含む町方には約18銘が

集中している。城下町人口の53％が武士，47％が町入という割合であつ

た。

人　　口 武　士 町　人 寺社方

町方人口（麿根）

@　　（長浜）

@　　　計
ｽ方人口

56，000

@氏042
S1，042

P85，569

1皇000

P兄000

15，500
S，フ25

Q0，225

750
R19

P，069

　職業についてみても，元緑期の手工業麿の居住分布を三浦泉記緑により整

肌て踊と，⑬表のようになる．これで・・ると，手工業都町方にのみ集

中しているわけでなく，村落にもかなりの職種の手工業者が存在していたこ

とがわかる。これは商農分離による商工業者の都市への集中を基本原則とし

ながらも・農耕生活に必要な手工業が村落にとどまり，発展したことを示す

ものといえよう。この記録から明らかなように，城下町に隈られた職種は，

鉄砲・研屋・鞘師・矢師などの武器生産者と細工師・小道具・乗物屋・建具

屋などの主として領主・武士などを注文者とする職種であつた。大工・木挽・
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彦根藩手工業者居住分布

職　租 町方 郷方 職　　稲 肪 郷方

大　　工 403 985 細　　工　　師 11 o

木　　挽 57 494 塗　　　　　師 25 0

柿屋根葺 56 22 乗　　物　　屋 5 0

瓦　　師 1 47 小　　道　　具 40 o

材木屋 10 17 鉄　　砲　　師 ア 0

指物師 39 ’19 研　　　　　屋 12 o

鍛　　冶 89 209 鞘　　　　　師 5 o

廼具屋 8 0 矢師・矢ノ根師 3

鍛冶屋などはむしろ郷方

村落の方が数的にはるか・

に多い。元緑期にはかな

り村落に手工業が存在し，

都市にのみ集中している

わけでないことが明らか

である。また，城下町内

部においても，前節「での

べたように，城下町の建

設当初領主によウて構成された同業者の層住区は解体し，城下の各地に分散

していウたことと相応する現象といえよう。

　いうぼう，幕藩体制の確立にともなう城下町の形成は，都市の経済的発展

をつよく刺戟した。蔵屋敷の所在地としての商業都市天坂を著しく発展させ

た。また，元緑期になるととくに摂・河・泉の地方では米作のほかに綿作・

麦・菜種などの裏作，藍・茶・煙草の畑作があり，疏菜栽培などの商業的農

業がひらけ，「当地二住者ハ商ひ斗にても其家久敷ハとLなひがたからん。

又耕作のミにてもさかふる事さのみあらじ。商売と耕作とを車の車輪の如に

　　　　⑭すべし。」　　　　　　という半農半商ともいうべき『商人がうまれ，これらの動きを背

景に，在郷町が大きく発展した。

　これは新しい都市の動きであつた。

　しかし，元緑期の彦根城下町はけつして安穏ではなかった。元緑11年

（1698）の凶作には城下に乞食が凡そ500人，詳細に吟味すれば1，000

人にも達しようといわれた鱒　「城下新乞食共未餓死不在候由，此上弥米高

値二成候ハハ餓死人も可有之嫌二被存疾由」⑮という危機的状況にあり，城

下町は疲弊した。翌元緑12年G699）には，町奉行にたいして，「町中

衰微不仕候様に相考，次第二町等致繁昌候様二可及了管事」とい5沙汰書⑰

がだされるほどであつた。

　この城下町のもつ危機は彦根にかぎられるものではなかつた。商品経済の

著しい展開は，いずれの藩の財政をも著しく圧迫した。この危機的状況の確

認とその批判は，まず城下町を成立させる塾本的条件となつていた兵農分離
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商腿分離に向けられた。兵農分離にたいする批判は，土着論として荻生租僚

によ．つて体系的に論じられた。そしてその後もくりかえし論じられたが実行

されはしなかつた。商農分離による城下町への商工業の固定という消極政策

への批判は，海保青陵らの重商主義政策の提唱に明瞭にえがぎだされた。こ

の重商主義の政策は，国産振興という形で，当時元隷期ころから農村におけ

る商業的農業の発展を背景として実行に移され，強力にその発展が推進され

た。　（第5章参照）

　そこで，彦根藩では前節でみた武士階級の経済的破綻，城下町をめぐる一

般的危機を克服するために，国産振興に積極的にのりだした。それは海保青

陵のr稽古談」にも引用された国産政策で，「彦根国産ヲ京ノ屋敷ニテウリ

ナバクコトニナレリ，唯丸太町ノ屋敷至テセマキユヘニ今ハ御出入ノ宅ニテ

ウリナバケドモ，矢張り屋敷売・ナパキノ例ナリ」と記されている。そして国

産ノ主なものは糸・直綿・布・縮緬など長浜を中心に生産されるものであつ

た。こうして，城下町の性格を失ない，在郷町としての性格をもつて発展し

てきた長浜が，注目されるようになワてきた。

ii　長浜の都市的発展

　天正元年（1573）近江浅井の滅亡後，その旧領を与えられた秀吉は，小

谷城が戦国時代の城の域を出なかつたので，翌天正2年（1574）湖畔に臨

み交通の便な旧今浜城に居城を移し，新しく城下町を建設し，長浜と改名し

た。

　城下の建設め状況をみてみると，江北三郡の出家，侍，奉公人，商入に至

るまで徴募して強制的に築城工事に従事させ，⑬城の束に碁盤状の町をつく

り，在来の民家を含み，更に小谷城下の民家を始め，平方，籔浦，川道の市

庭商人をも移住させ「ざいざいの百しようをまちへよびごし申事くせ事にて

御ざ側1」⑬として農民の灘襟しる一方，天正19年（1791）に町人

里敷5百石の年貢米を免除する朱印地の特権を与え，更に番匠，鍛冶，大鋸

引・畳指・鍋屋・塗師などの諸職人に対して，職務上の勤役により一般に賦

課する諸役を鰍す舞椹を与えるなど滴工業者を緻するための鵬政

策がとら才したo

　こうして成立した城下に秀吉は長く留らず，幾度かの城主城代の交代を経
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て・徳川苺府による典幕休制の成立とともに，慶長11年（1606）内藤信

成の就封により一時城下町として持続したが，寛永10年（1635）井伊直

孝の江北加封により長浜もその領内に入り量城は徴せられて彦根に移され，

ここに長浜は城下町たることをやめた。その後も先に述ぺた町屋敷5百石の

朱印地の特権は持続された。同藩の城下町彦根がむしろ消黄的都市であつた

のに比し・長浜は彦根領下の三湊の一として，北国道の宿駅として，そして

湖北の養蚕地帯を背景に製糸布を発展させた。さらに18世紀後半から19

世紀初頭にかけて縮緬機業へと発展し，こうして浜糸，浜縞，浜縮緬，浜蚊

帳，．ビロード等の農村工．業が発達し，彦根藩の国産振興策の核心としで藩め

経済的中心として発展したも、』『

！以Lヒが蔓浜町の沿革の概略であるがいつぎに長浜町の発展過程を元緑期並

繊こ明治勧期の職業構成を中心に’考察してみたいと思う。

　ン1・）職業構成一・・　…一・ノ’÷～

　元緑期は’「’彦根藩大洞弁財天祠堂寄進懐」⑳（長浜五十二町分）と明治4，

糊長如戸繍＠によ・て職鞘成を鰍鯉し臓に賜した。
　この表からも判るように・，元線期に比して明治初期には，酒屋，煙草屋，

金物屋，等，若干の減小をみる職種を除㌔・て，多くの職種にいちじるしい増

加がみられる。すなわち食品商では醤油』・砂糖・肴・煮売が新たにみられ，

その他の品種でも増加を示し，道具屋を営む・ものが新らたに51世帯みられ，

荒物屋・小間物屋など日用品商が増加し，織維部門では木綿屋はみられなく

なるが，これに代つて鳩屋・絹屋・糸屋が増加を示し，天鴛絨（ビロード）

6世帯が新たにみられ，又一方古道具屋，古手屋，質屋の金融業も増加して

いろ・，ここで湘されるのは識欄係商業に御す碑は元緑期の21に

たいし，明治4年には101と大きく尋1加していることである。

　職人についても一般に増加を示し，瓦師表具屋が新たにみられる。

　こうして主要な生活必需品の商品としての流通化の進展がうゆがえるが，

さらに廊購嬢化は，糸糖縮緬機・機織な職維関係の工業1・従事す

ろ者が元腺期にはわずか2しかみられないのに明治初期には172といちじ

るしく増加することで，この中に長浜町における縮緬機業への発展の状態を

よみとることが出来る。そこで次に，長浜町の縮緬機業の発展をみてみよう。
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　　　ill長浜町における縮緬機業の発展
宝暦2年（1752）「麟の構く，年貢米・こ窮するこ砂からず」㊧と・・

われた浅井郡難波村の首姓林介，庄九郎の両名が・縮緬織出の願書を彦根藩

北筋飛行所に提出し許可をえた6この願書によれば，丹後国宮津の蚕紙商庄

右衛門なる者が「尤糸にて売払申候より縮緬に織立候へば，利潤も御座候」

と説くにより，庄右衛門を始め多数の職工を「冬春之内折々雇縮緬織申筋妻

子共二指南請習はせ」’て縮緬協業は移植されたが，「衣服は寒暑をふせく物

二候ヘバ，百姓体美麗を好候ハ驕え第一二候，勿論布木綿之他，着用致間敷

候」㊧との倹約令に従えば「田舎に而売口無御座京都呉腺所へ少々つつ織出

し次第指登セ売申」㊨よりほかに販路はなかつたぷ，京都で擢西陣殿業の独

占権保護のため，浜鯖緬は「田舎端物」として京市幌への進出を捌約された。

国竜振興をめざす藩当局の介入により5年の抗争の末宝暦9年有利な妥結を

えて，はじめて京都への公然の販路を得，それ以後，浜縮緬は市場を開拓し，又

資金を通じて藩権力の強固な支配の下にも長浜を中心にいちじるしく発展を

とげる。

　長浜町にみる問屋制家内工業の発展を新しい都市的動向とレて把え，その

建築施設と住生居との関連をみてみたい。　　　　・：・臨、・

　当時の長浜町における建築の状態を知るため、安政4年1（｝1855）12月の

長浜宗門御改手嘩にうし｝下，建築を種類別に分類してみみと，次表のよう・に

なる。

　　　　　　　．安政期長浜町に於ける建築種別数

種　　別 数 種　　別 数 称jl別1レ ’ジ数

番　・　太

ｾ　　　　家

ｾ　屋　敷

、1．．．

W8
T

木　　　家

縺@　　　家

ﾘ　　　家
o　　　　店

B　　　　居
ﾊ　　　　荘ヒ蔵

975軒
T3

Pア2
Q5

@1
P　　1

Q2

織　　　　場

ｬ　　　　屋

@寺
E寺院付道場

椏c寺長屋
沒c寺休患所

ﾎ防会所

総　　計 1，361人

人　口　　男

@　女
2，294人

Q，345人
合　　計 4，639人

　後述するように・借屋居住は，元隷期に比して1q．1％からて2，6％に増

加し・住居（本家，后家，借家など）の他に商業都市にふさわしく出見世や

一176一



蔵も多く，別荘，寺，また町の公共的施設として火防会所などがみられるが計

さらに注目されるのは織場が3軒記録されていることにも先に述べたように，聰

長浜町における縮緬機業の問屋制家内工業の発展のあとをみることがでぎる。

　　　lV　近世都市の借屋居住　　　　’　　　冒　一

　前節で述ぺたように近世になると，借家居住がしだいに増加し，都市の居

住形式の一つの特色をなしてく’る。家屋の所有関係が近｛錦古における公的

人格の指標となつたことは先にのべた。借家居住の場合にも，「借家謂状之

事」とよばれる借家人とその家族の身柄と宗溜を保証する請人から家主あての

証文を必要とした」⑳　また「借家質極之駅」という証文を借り主と請人が運

署して家主あてに提出しなければならなかった。この証文には家賃1ケ年の高

をとりきめ，年2回7．月ど12月に分納し、町役は借家人が負担し，下肥・

立木は家主持，家賃の支払いを怠？たり，家主の止むを得ぬ事情ある場合，

借家の明渡しを要求し，また家賃滞納の場合，明渡しのほか借主と請人の家

財道具を没収することなどをとりきめた。璽当時の措家居住の『 `態と借家人

の地位をよく示している。

　つぎに，元緑期と明治初期の彦根と長浜の都市におけろ居住形態を比較し

てみよう。元緑期には彦根の武士の居住区にはもちろん，借家居住はみとめ

られない。これは借家居住ホ町家に特有な形態であり，武家屋敷では譜代家

来・下人などは屋激あな伽に長屋住いなどで同居しているが，これは借家人

ではない。町家では内町の中心的位置を占めた本町では75％が借家居住，
　　　　　　　　　ヨミけ
他の町でも内町，外町をとわず，半数以上6割前後が倦家居住であり・借家

元禄8年　　　　　　　明治4年　　　　　　　暫

総家数 借屋（9の　　，総i豪数 借屋（％）

内曲輪　（上級武士） 32 1　42 （8）（19％）

内　　町

観音堂筋（中級武士〉

{　　　　　　　町’

`　　　馬　　　町

O　大　　工　町

b　冶　　屋　町

・－ Q1
H200
P02
@58
@25

ヤ　　巳

P46（73妬）

U8（56％）

T8（66％）

P0（40％）

20
P84
T0

P18
U9

3（15％）

X5（51％）
Q5（42％）

S1（59％）

P0（36％）

外町
芹橋2丁目（足軽）

?@　　原　　　町

蛛@　　橋　　　町

197
V幽 Q

126（64％）

T7（51％）

48
奄T0

V0

11（25％）

T8（39％）

S0（57％）
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経営が本町を中心とした上層町人のなかでかなり広・くすすめられていた。洗

述した城下町建設にあたつて広大な縄張りの屋敷地の拝領をうけた青根孫左

衛門の末商・青根源左衛門は元線8年・町年寄’酒屋ζして・また4遼軒の

借家の家主とな。ている．㊧城下町の町方59町解つ1’こて縫廟65％

が借家居住という高率を示している。

　これにたいして・長浜の借家居住を元緑゜安政’明治初期の5期19ついて・

その変化をみると次表のようになる。

繕家散 借宅届住 同居居住 明　家

元禄8年
@（寄進帳による）

ﾀ政4年
@（宗門御改帳による）

ｾ治4年
@（戸鰭簿による）

1、172軒

P56｛軒

狽W05軒
Q，529世帯

102軒（10．1％）

P72軒〔120％）

Q65軒（154％）’〃世帯

　　　一

@　　層

T24世帯（22％）

61軒（52％）

X5軒（6β％）

U7軒（37％）

　なお・元禄期・明治初期長浜町職業構成表の末尾の4項は明治4年の各町

の総家数・同居居住・借家居住・明家を示したものである。

　このように時を経るにつれて，元禄期には全戸数の10．1％にしかすぎな

かつた長浜町の借家居住は・借家請状の宗旨保証の証文に「私．町之住入甚三

郎身躰不如意二付，家屋敷売申二付，其元之被成所持十一町家借屋に借被呉

候に付い………」とあるように，町人階級で転落したものが宅地家屋を手放

したり，あるいはいわゆる「人返の法」にみられるように「当地二家を持，

他国へ入細工二参不罷帰・家屋敷取上ケ可申事」「他国へあきないに参他国

に有付者家屋敷穿馨仕，取上ケ可申侯事」　「家屋敷売り他国仕候者，家屋敷

買中候ハハ，承次第公儀へ取上可甲候間買損二可罷成候，買申間敷候事」㊥

との禁令による移動禁止にもかかわらず江戸・京・他国へ商・奉公など

で転出移動するもののおつたことが知られる。又逆に他地方からの転入も考え

られ・殊に明治初期には明治維新の変革に伴つての移動，特に彦根藩江戸定

府の士族の米川町への集団移動帰農⑪など下級武士の転入がみられる。この

ようにして祁市の生産・消鍛流通部面における発展に伴ない，借屋居住は元

醐10・1％から安政4年12・棚，明治4年には15．4％さらに同居居イ主

船せると鮒融呪4％を占めること1・なり，・・ちじるしい増加を示す。
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次に明治初期の借宅居住・同居居住についてみてみよう。

　明治初期戸籍簿をみると借宅居住者・同居居住者の区別が明記されズいる。

これを職種別に分類してみると次表のようになる。

同　　　居 居　　　住
長浜町全体ノ伺

職　　樋 借宅居住 明ラカニ同一職種ノ
ｯ居者トミラレル者

ンウデナイ者 一職極総世帯

米　　屋渡世 2 1 2 42
魚　　屋” 16 〔ア） 5 59
油　　屋〃

5 ㈲ 1 21

煮売屋” 4 ｛5｝ 11

菓子屋”
4 5 ア 48

豆腐屋〃
1 2 24

　　　　」@　　一r物屋〃
4 1　（司 26

小問物屋〃 5 2　　17〕 5 34

道具屋〃 5 の 31

古道具屋〃 7 ｛7） 4 23
太　　物〃 2 4　　15｝ 57
糸・・　　〃

1 1　〔司 5 37
その他商‘・ て8 7 88
大工（木挽ヲ念ム）

1．．1 4　　14｝　， 7　、 60
糸　　繰〃 16 1　臼｝ 29 92
仕立屋〃 2 1　〔喝 7 32
機　　織〃 1 4　　（1｝ 11 19’

その仙工〃 2 15
農　　業〃 7 28 162
日　　扁〃 24 20　　「’ 103
士　　族 4 16　　　　、 41　、

医　　者 2（内貝習D
．　巳巳「

5（内見習2） 14
雑 21 35
記入なし 4 161 504

　このようにして魚屋・小間物屋・大工・糸繰・日雇などの借宅居住者・同

居居住が顕著にみられる。

　借宅居住についてみると，明治初期においてほとんど家屋と屋敷が分離せ

ずに貸借されているが，中には家屋と屋敷地が分離して｛昔地・借家として別

々に貸借されている場合がみられ，さらに藩政期寺社方に属していた北門前
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町・神前町・門前町ではこの傾向がいちじるしく，北門前町では50軒中’

56，軒が借地で，その内24軒は八幡社借地，神前町では52軒中18軒が

借地，その総てが八幡社借地，門前町では57軒中17軒が八幡社借地、18

軒が借地借家居住で，内14軒は八幡社借地となワている。

　次に明治初期における同居居住について考察してみよう。この集計は明治

4年長浜町戸籍簿を整理したもので，同居居住者の中には職業的使用人一徒

弟奉公人が数多く含まれていると考えられる。表には同一屋敷内に同一職種

をもつものが同居している場合「明ラカ・二職業的使用人トミラレルモノ」の

他に，商・工とのみ記したり職業の記載なしに同居居住しているものの中，

職業的使用人と考えられるものを括弧内に示した。これより米屋・豆腐屋・

小問物屋・綿屋・糸屋・道具屋・古道具屋・大工・仕立屋などに同一職種の

徒弟奉公人としての同居居住が多くみられる。又全く異つた職種をもつもの

が同居居住する場合は154例みられ，その内25例は糸繰渡世，10例は日

履渡世である。

　このように借宅居住，同居居住を通じて最も顕著な傾向を示すのは，宝暦

年間より問屋制家内工業として発展してきた長浜縮緬機業の下請小生産者と

しての機織渡世（借宅居住・同居居住が同業全世帯数の78％を占める），．

糸繰渡世（ほとんどが婦人によつて営まれ，借宅居住，同居居住は同業世帯

数の50％を占めている），また日雇渡世43鰭は借宅又は同居で，近世都

市の発展過程における町人特に都市細民の居住状態の一断面がうかがわれる。

　元瞭期から明治初期にかけて，長浜の借屋居住・同居住居の増加にたいし，

彦畢ではむしろ減小の傾向がある。ここにも城下町が元緑期以降，停滞的傾

向を示したのにたいし，問屋制家内工業の発展を背景に生産・商業都市とし

ていちじるしし、都市的展開をみせた長浜への人口流入の過程とそれによる都

市細畢として家内工業労務者の増加を知ることができる。

以上述べたように滅業繊からみても日常生活蠕品の商品としての流

通化が進みド藩梅力の保謹とその制約をうけつつも，農村から問屋制家内工

難して出発し嫉締機業の発展の中に，城下町形成の基本条件を否定す

る新しい都市発展の姿がよみとれる。これは城下町を中心とする幕藩体制の
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都市政策とは明らかに矛盾するものであつた。そして城下町もまたその機能

的変容をせまられた。

　4，城下町の解体

　　　1城郭の開放と解体

　明治維新の変革によワて・身分格式にしたがつて厳重に区劇されていた第

一郭一城内に民政所が設けられ・表御殴は政事館とよばれることになった。

そして，

　「　御城内民政所御取立二相成候問御領内御預所之社寺市盤之者共褒御門

　　　より不敬之筋無之様罷通リ民政所江可訴出一」τ

　　　　　10月24日　　　　　　　　　　　　　　（富田茂氏文書）

　預内の「社寺市農之者」も裏御門より「不敬之筋之無様」出入でぎること

になり，明治政府の地方官庁としての性格をもつようになった。

　もつとも・この城内が全面的に開放されたわけではない。たとえば明治2

年（1869）11月，表御門の通過に関し，

　「　御徒士之面々以来表御門高足ニテ通行御免

・『ﾅ帯刀入之向右同断

　　　　但士番所前ニテ高足ヲぬキ礼節ヲ正シ通行可致事

　「　庶人右同所通行御免

　　　　但高足不相成事　　　　　　　　　（井伊家文書）　　’

と帯刀人及び徒士には高下駄で通行することを許したが，庶民には禁じてい

る。また翌5年11月には，帯刀人が「市中雑人」とともに躍つたことにつ

いて

　頃日市中雑人共，麗相催，御場所柄をも不揮相躍候趣，且帯刀人茂打交り

　居鰍二相聞・右躰之義ハ帯刀人之身分有間敷挙動，以之外之事二候，……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御内家監察（井伊家文書）

「釦場所柄」をはばからず，帯刀人の身分をわきまえぬことと難じ，今後慎

しむぺきよう申し渡している。

　維新にともなう身分制秩序の崩壊にたいして

　艘工商之輩許可無之狽二帯刀致候者有之趣以之外二候条地方官二於テ急度

取締可致事
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　　　（明治3年）

　　　　　庚午1　2月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太　　政　　官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井伊家文書）

とあるように，これを制限する動ぎがみられたが，明治の新しい時代の動き

は強く藩休制は崩れ，その身分格式秩序の上に構成された城下町の中核をな

していた城郭は解体されることになつた。

　すなわち，廃藩になると城郭・城下町をめぐる藩政時代の諸施設の撤去が

はじまつた。まず大手門をはしめ，諸門が売却され，荒涼たる状態を呈する

に至つた。中仙道鳥居本口の警備のために設けられた切通し門の石垣は明治

4年（1871）に撤去され，翌5年中藪口御門並に両柵は売却された。その

他第三郭内町と第四郭外町を区画していた外堀とその土手も一部を残して売

知され，開墾された。城郭撤去は当時陸軍省の方針であoたものの如く，県

下では膳所・水口はすでに早く毅たれ，彦根城についても11年9月に「年

来萎廼二属し，保存スルモ其効ナキニ付経伺ノ上売却二附」せられることに

なつた。城内建物の一部は既に大津兵営に移され，門，塀，附属建物は公売

に附せられ，天主閣も売払われる運命にあつた。その10月には，天守閣取

殿ちのための足場が掛けられたが，とりこわしはまぬがれた。

　　il身分制による尉住区の解体

　城下町の住居は，身分格式秩序にしたがつて居住区が形成され，またその

住居の規模も身分階層にしたがっていた。重臣の居住区であつた内曲輪や上

層藩士の住居は広い邸地を附与されていたが，維新にともなう変動は，これ

ら広大な邸宅の維持修理を行なうことを困難にした。明治3年（1870）4

月20日，内家監察は次のような令を出し，害lj屋敷が許可されて売却されて

いワた。こうして，城下町建設いらいはじめて，武家の居住区における土地

の分割がはじまつたのだが，これは廃藩前1年のことである。

　「　郭内外共に旧来の屋敷頂戴罷在候者共も今度之御政休に相成候而者修

　　　理等も行届兼却て迷惑に存候向も可有之二付自然割屋敷に而も致し指

　　　上候はは相当に御手当も可被下二付被申出事

　廃藩以後となると士族の窮乏は一層甚しきを加えたことであるから士族屋
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敷が売却され，もしくは穀たれるなど・変容の度は加わつた・

　別表は，明治5年壬申戸籍簿（彦根声役所蔵）によワて・武家の居住区に

ついては，金亀町（内曲輪），観音堂筋，西力原町・芹橋2・8丁目，町人

の居住区については，内町の伝馬町・下魚屋町・外大工町・鍛冶屋町・外町

の順町・大擶を抽出して，その家屋鋸住形態や備形態搬理し濠

示したものである。

　藩政期，上級の家臣団の居住区であつた内曲輪（金亀町）には，家屋敷の

45％が「明（空）屋敷」になり，具邸・学校・洋学校もみられ・その後学

校や公共機関の所有地となつた内輪曲のもつ機能への変化がうかがえる・ま

た明屋敷は，町人の居住区の中心であ，た本町でも12％にわたる明屋敷が

みられる。ここでも，．官邸一南出納所一火防会所がみられる。

居住者に ?｢てみると訥曲輪をはじめ武士の居住区に沙数ではあるが

平民が居住しており，また一方，武士も内町・外町の町人の居住区に移住し
ているのがみられ湯分制による居住区の構成の醸がう轟える。

　明治7月6月，ある士族の手紙の一節に　　　　　　　’

　　追々象取遜，借家札相打申候。此頃は組足軽屋敷コボチハヤリ，追々畑

　　に相成申候

とあつて，第四郭足軽屋敷の状態を伝えているが，第二・三郭の士屋敷街に

おいても同様であワた。

　武士の居住区はこうして大きく変貌した。

　すでに明治4年には「華士族卒在官之外自今農工商之職業相営候義被差許

候事」　（井伊家文書）と士族の転業を認め，身分制による職業制限も崩れた。

また，江戸屋敷に在住した定府の藩士たちも，藩制解休とともに領内の6ケ

村に帰農することになつた。

　こうして明治の変革によつて城下町の中核である城郭と，身分制による居

住区の構成は崩れ，城下町は完全に解体された。

　以上を総括すれば，戦国乱世の時代に村落には自衛的防禦と自治運営を示

す惣的結合と，また生産性の向上による社会的分業として市の形成がみられ

た。いつぼう・村落には土豪層が生長して武士として活躍する動きがみられ

噌　o　．¶



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　・鴫’「ノ　』ご・一喝

た。けつきょく，これら土凌層は，領主あるいは家臣団にくみいれられてそ

の在地をはなれるか，武士身分をすてて百姓身分として在地にとどまるかと

いう二つに一つの道をえらぶことになつた。この兵農分離の政策は領国大名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．惜
への成長をねがい，近世的軍備にもとつく家臣団を編成しようとする戦国大

名にとウて必須の政策であつた。そして在地に成長毒つつあウた市にみる商

業活動を，自己の統制のもとに吸収し固定していくための楽市楽座によろ商

農分離の政策が併行して進められた。また，各地に成長しつつあつた自衛的

施設をもつ多種の環濠城塞化した都市や集落を解体し，各地に構築された「

百姓の持ちたる城」にいたるまで多様なる城郭を否定し，元和の一国一城令

にその完結的法制をみる領国支配の拠点としての城郭を構築しようとした。

いいかえれば，城下町は兵農分離・商農分離の政策の上に，申世を通じてつ

ちかわれた都市や村落の自衛的機能の解体を前提として成立したといえる。

こうして成立をみた城下町は織豊政権を通じて幕藩体制の確立によ，てその

完成をみた。その過程を本考察では，信長の安土，豊臣秀次の八幡，そして

徳川譜代大名井伊直孝の彦根を通してみてみた。幕藩体制下，その領国支配

の拠点として城下町が統一ある形態をもち，全国各地に構築されることにな

つた。その典型として彦根城下町の構成を考察したが，それは身分格式的構

成，それによる居住区の地域的分離・非環濠城塞性に要約される。城下町の

都市生活の進展とともにその矛盾はいウそう深刻化した。この矛盾を解決し

藩財政窮乏を救うために，城下町形成の碁本的条件と矛盾する在郷町育成が

国産振興の名のもとに進められることになつた。これはまた城†町を中心と

した都市政策の転換を意味するものであり，城下町の変容をせまるものであ

つた。そしてやがて明治維新の変革によ，て城下町は完全に解体し，その機

能を失ない，安土築城いらい，300年の歴史はとじられた。

　なお，城下町の構成を問題にする場合，薩藩の麓集落，土佐藩などにみら

れる郷土による集落の構成があるが，この考察では問題の外においた。なお

幕府の所在地として江戸時代の政治的中心であつた江戸は，兵農分離の原則

にたち，諸侯の在地性を極力否定しながら，中世の土簸にたいしてとられた

参勤交代の制を全国的規模にわた弓て拡大し制度化して，その成立をみた近

一185一



世におけるもつとも巨大な城下町であつた。つぎに，この巨大城下町江戸につ

ついて考察したい。

①　岩波文庫　所収

②　別衷は彦根藩士族卒族人員俸禄調書・彦根藩士族卒族戸辮・家並帳（ともに彦根市立図書

　　館蔵）などを贅料として整理したものである。

③井伊家蔵
④　彦根図書館蔵　年記はないが問屋年寄横目の名を後述の伝馬町売券留帳と対照させて享和2

　　年一文化7年のものと推定した。

⑤伝馬帳文書

⑥関野克r日本住宅小史」

　　太田博太郎　「桟瓦葺にっいて」　建築史研究

⑦　家屋敷売置関係文書にっいて，それぞれ例示する。

　　〔丈醤句

　　　　　　　　伝馬町之内家屋敷売買仕候二付指上申証丈之事

「舞艘茜1騙丸役家建前編臨間肝シ有但購薙奈次鞭

　　　裏二土蔵壱ケ所　2間二5聞裏借屋壱ケ所　2問2尺9寸5分二2間之家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但板荘

　「家屋激代金70匁二買申候，買主ハ白壁町之者二而家持罷在候，親類佐和町西村甚三郎

　　　買主為ニハ　ニ御座候而家持膣成者二御座候嘉

　「　宗旨ハ代々本願寺宗旨犬上郡平田村明照寺門徒昌御座候，年々宗門御改御帳面二相違無

　　　御座候，若切死丹宗門二御座候ハハ此加判之者共同罪二可被仰付候事

　「御当家ハ代々御勘気人之所縁之者二而も無御塵候事

　「閲ケ原大阪両御陣之刻御敵方一手之大将分丼物頭出頭人之子孫二而も無御座候事

　右之趣能吟味仕相逮無掬座由来慌成者　家屋敷ヲ買主太次兵衛実正買主二御座候，若偽り申

　上奉公人又ハ他所之者買申ヲ太次兵衛と似セ名仕候ハハ加判之者共曲“二被仰付候，為観日

　売買証丈指上申所伍加件

　　　天明5年巳11月

町　代

横　目

組　頭

買　主

売　主

市　　郎　　衛

太　郎　右　衛

八　　郎　　兵

太　　次　　兵

小

門

門

衛

衛

次

御　　奉　　行　　様
’〔文岳匂

　　　　　　　永代亮渡申家屋敷之瑛
「ζ壱ケ所　伝馬町之内家屋敷丸役家也

・i
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　　但舞離西1謂繭鱈謝
　　　　　　　　　　　　　2問二　　　　同裏二土蔵　壱ケ所
　　　　　　　　　　　　　　　5間

　　　　裏借屋　’2間2尺9寸5分二2間之家壱ケ所

　　　　　西ハ大道限　　　乗ハ水道限

　　　　　南　　八兵衛限　　　北ハ四謹郎限

右之家屋敷代金70匁二永代売渡申処実正明白也，然上ハ於此家屋駁子々孫々之違乱煩イ此

之妨毛頭有之間猛候，自然協ヨリ如何磁之義申者有之候共此連判者共罷出急度将明可申候，

為優日永代売券証文伍如件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邑　　．　・

　　天明5年巳マ1月

買主　太　兵　衛　殿

表書通相違無之候問裏印如此候以上

伝馬町売主小平次
同町証人粗頭　八郎・兵衛

町代　市郎右衛門
横目　太郎右婿門

　〔丈書勾

　　　　　　　　請取申家屋激代金之事
　　合70匁ハ　　　家屋敷代金也

右私所持之家屋駁表口5問裏行15間，但丸役家，此度直要用二付永代証文を以売払代金

請取申所実正也，然上者右家屋激之義二付子孫二至迄出入何之申分毛頭も無御座候，為徒

日得心証文脂出シ申所｛乃如件

　　　天明5年巳11月　　　　　　　　　　　　　　伝馬町　売在　小　平　次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　町　証人　八郎兵衛

　丁代　市　郎　衛門殿

　横目’太郎右衛門殿
　〔丈書4．〕

　　　　　　　　指　上　申　手　形　之　事

「　伝馬町小平次と申者直要用碑座候二而家屋敷白壁町太次兵と申者二売申候，則小平次

　　套子3人共其家を借り請罷在候，以来無御訴他国他領べ遣シ申間猛候，若無拠指越申

　　義御座候ハハ其趣申上仰下知ヲ請指暖可申舷若脱レ申候～・ハ立［何横之曲事二も可被

　　仰付候，重而切死丹御改之時分ハ太次兵衛借屋二而年越可申候，為後日証文指上所｛乃

　　加件

　　　天明5年巳11月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝　馬　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売謂人　沢　　兵　　衛

　　御　皐行　様
　〔文莚｝5．〕

　　　　　　　　家屋敷売買二付買訥一札之事

「伝馬町長右衛間所持之家屋敷此度其御町家持猪介伜末吉買申候二付私買請人二罷在申

　　候，御上江勧指上候義ハ御証文面之通少かも偽り甑無御座候，万一相違之儀有之候ハ
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　　　　ハ私罷出急度申分可仕候，間又倒町定之難相背之鍍相背之様成儀為数間敷候，為後日買

　　　　受人証文伍如件
　　　　　　元治元年子6月5日　　　　　　　　　下魚肇町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買　主　　末　　　　　吉

　　伝馬町御町代　木村卯平殿　　　　　　　　　　　　　買請人　　家　　　　　持

　　　　同　　　　　勘次郎殿　　　　　　　　　　　　　　　　　熊　　　　　吉

③伝罵町丈書
⑭　江頭琶治　r近江商人中井家畑の研究」

⑪歓山国三r公同沿革史」上
＠f元禄8鰍洞鋤天融艇椥井伊家蔵）ただ協根肪柵のうち1歌本めた

　　冶人口は椎定

⑫諺根市立図魯館蔵

⑭　河内屋可正旧記（野村豊・由井善太郎・　近世庶民史料一元禄時代における「庄屋の

　　記録）

⑮⑯　前掲⑬

⑰井伊家蔵

⑬下八木共肩文書（近江国坂田郡志）．

⑲　河路丈寄　　（伺上）

㊧南部畑鰍レ麟畑（長浜破稿）　　1・：．　、・、
⑳井伊家蔵

⑫畏浜市役所保管

㊧　乾丈書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一；

㊧　彦根藩郷中条目　（宝暦6年12月12日）

㊧　前掲⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邑，　　　　　　・

㊧上州・丹後などの登セ絹により・その独占的地位を失ない窮地にあ「た西陣機業のため幕

　　府は延享元年（1744），「田舎端物」の京市場進出を制限した。

⑫⑱　宙田嘉兵衛文書

⑳　前掲⑫

⑳萬治5年正月11日　彦根藩覚
　　彦根計泣図書負宮蔵　　山田言己録
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V　近世江戸一江戸大名居館の構成と家臣団の集団居住一

　近世江戸の成立は，天正18年（1590），徳川家康の江戸入国にはじ

まる。関ケ原役（1600）後，天下の覇権は徳川氏に帰し，慶長3年（1

605），家康は征夷大将軍に任ぜられ，江戸に幕府を開いた。こうした徳

川氏の権力の強力化にともない，江戸城下は薯しく都市的な発展を示し，蒜

藩体制の確立は，，江戸証人や参勤交代の制をうみだした。この結果，諸大名

の生活の中心は江戸犀移り，それにとも煮う勤番・定府の家臣団の江戸居住

は，近世武家階級に特色ある居住形態をもたらした。以下，江戸大名居館の

構成と，大名とその家族の殿舎をめぐつて，集団的に居住した家臣団の居住

形態にっいて考察したい。

　1　江戸開幕と参勤交代制

　天正18年（1590），家康入国当時の江戸は，「城もちいさく堀の巾
もせばく，門塀のていまで中々あさましきやうす」①で，城下も「町かずた

て12墜こは抽町所確てさだ劾なしρ「東の方平地の分は飢か

しこも汐入の芦原にて町屋侍屋敷を10町と割り付べき様もなく，担亦西南

の方はひようひようと萱原武蔵野につづき，どこをしまりというべきような

しρといつた様相を示し，徳川氏の家臣団も当初は，「大身小身とも拝領

の知行所にいずれも軽く陣屋を構へ其所へ直ちに妻子を引越し・江戸御城御

番の義1御知磁よ腿働めに働候撫∫∋とあるように融舳の知

行所に居住する形態がみられた。

　その後，時を経るにつれ，城郭城下は整備され，徳川氏の強力化とともに，

賑初年よ鷹城主が証趨江戸に勘，この傾向は関ケ原役衝外様大名

の間に強くなり，慶長14年（1609）正月には，「中国西国北国の諸大

名関東にて春を迎えんとて各参向し⑥」，同20年（1615）武家法度に

より諸候参勤の作法が定められ，ついで寛永年闇参勤交代の制は全く制度化

された¢。

　こうして，諾大名はすべて妻子を江戸に住まわせ菰ければ左らなくなり，

その生活の中心は澄のずから国もとから江戸に移り・因州鳥取池田家の10
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屋敷をはじめ，各諸候はいずれも上屋敷’中屋敷・下屋敷その他と概ね三邸

以上の江醒礎もち＠，宏壮な邸宅を営んだ・これらの禰屋敷は・江戸

城を中核としてその家格隷高にしたがって配置され・屋敷の規模，表門の形

式⑨その他についても細かな規制がなされていた。

　これらの江戸邸に勤仕する家臣団をみると，勤番（江戸詰の士族ともい」，

単身で江戸に出て妻子は国許に残し，江戸邸内に居住する藩士）の家臣はそ

の殆んどが上屋敷に，定府（江戸邸に常に詰めている藩士で妻子もともに江

戸邸内に居住するもの）は主として中屋敷・下屋敷などに分かれ集団をなし

て居住していた。

　次に，彦根藩の江戸邸を例にとると，その規模を御四屋敷図によリジまた

各邸勤仕の家臣団を，元棘8年大洞弁財天天禰堂寄進帳⑩，江戸詰侍中・定

江戸侍中によってそれぞれ整理してみると・次表のようになる。

彦根藩江戸邸の規模と勤士の家臣団の構成

総坪数 惣廻り 江戸詰侍中 定江戸侍中

間尺寸 組　　　人 組　　人

桜田御上屋敷 噛9，685 529　2　5 77－1，654 45－586

赤坂御中屋敷 14，175 551　5 15－　101 45－642

千駄ケ谷御別邸 174，795 1ア50　5　9 55－165

八丁堀御蔵屋敷 ア，2フ7 1－　　　9 50－267

計 1，764 1，458

　上表でも判るように，江戸邸勤仕の家臣は，桜田の御上屋敷に最も多く勤

務して居り，勤番の士卒は，殆んど桜田御上屋敷に居住し，定府の士卒は，

多く赤坂御中屋敷，千駄谷御屋敷，八丁堀御蔵屋敷に居住し，こ㌧から桜田

御上屋敷．に勤務したのであろう。

　2　江戸大名居館一上屋激・中屋敷・下屋敷その他の瀞邸一

先にも述べたように，江戸に於ける各藩邸は，渣よそ上屋敷．中屋敷．下

屋敷の本邸，別邸に分れるが，その機能的性格について概括してみたい。

　上屋敷は藩主の住邸として，藩主の対面，接客の空間や役所向きの諸室の

ならぶ公的な性格をもつ表向の殿舎と，藩主の私的な生活と藩主の臭方を中
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心とした家族の全く私的な性格をもつ奥向の殿舎が，その中心的施設である。

中にはこれら表向奥向殿舎の他に・隠退した瀞主またはその家族のための隠

居住居が設けられることもあった⑪。

　中屋融は多くは世嗣の住邸として・また本邸の修理，災害時の避難の居館

として比較的私的な性格を亀つ控えの居館であった。中には，向屋敷として

本邸と向き合って，ごく近くに設けられたり㊥｝前藩主の未亡人などの奥向

殿舎のみが設けられたり，又紀州藩中屋敷赤坂邸のように上屋敷麹町屋敷と

交互に御住居本邸となってい醐合⑬もみら矛・るが，一般的にその殿舎は，

上屋敷の殿舎のもつ諸機能を果す諸要素がその規模を縮小して般置されたも

Dと思われるら、

下屋敷は主として隠退した藩主の住居として，広大左林泉庭園の中に数奇

塁などが設けられ，家臣団の長屋は僅かに数棟みられるのみで，広大な屋敷

有はまた在江戸藩士の練兵場としても用いられた⑭。

　この他在江戸将卒の兵帖部門として，海上輸送の便利な位催に，物資の搬

入，遮送，貯蔵のための蔵屋猿⑭が設けられた。

又とれら幕府からの拝領屋激の他に，百姓などの民有地を買収した抱屋敏

があった。

次に，接客格式的空間としての性格のつよい上屋敷，中屋敷の殿舎と，下

塁敷別邸の居館茶亭について考察したい。

　　i　上屋敷・中屋敷の殿舎

先にも述ぺたように，慶長初年よりあいついで江戸に於ける大名居館の造

営が行われたが，その構成をうかがえるものに肥後人吉藩相良家の慶長11

羊（1606）「江戸御屋形作日記」⑮があるが，これによればその殿舎の

隣成は，広聞，中門，書院，台所，風呂，雪隠，廊下，局，門から成つてい

たことがわかる。

　これらの殿舎は，「落穂集追加」に，「七十年以前，酉の年の火事の節

（註・明暦の大火）迄は，御譜代の諸大名の居屋敷には，関東御入国の殉の

家作等も間間残り慶長五年己后御当地に於いて居屋激拝領有，家作被申付た

る外様大名方の屋敷の義は大方其時代の普譜のま㌧にて有之たる事にて・其

節井伊掃部頭殿上屋敷の義は己前加藤清正と申たる人の家作の由にて我等幼
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少の頃子細有て衷向吐不韓見物致 したるを以 ,憶に覚え申酪 ･玄関 よb初め

乗向の歳は 一己とt･と(,金張付の詮の聞ことごとく有∨之･表門は桁行十間

あまDとも相見え贋 ,矢倉門にいた し '少き属程も有∨之･金た みゝの犀の五

疋難物をいた し,外向の綜長屋の折 b廻し丸瓦は金の桔垣の紋所有V之･夜中

にも発き輝き相見え申鮎 - ･･｣とあるよ うに '桃山風C)衷寒さを らけつ ぎ ･

填た ,｢固持衆の屋敷の素姓大TB,}･二階円造 9忙いた し,種々の彫物など有之

債 ,悪で其蹄五万石許も領如奉られ俣大名方の玄関むきよD香味をどは 7金

張付絵の間に非ず して壮不叶串の標に有之 '就中御三家方には ･御成御門と

申て磨破風作 土川こいたし ,尤惣金たみに種々の彫物75:ど有之 ･結構至極在る

事典に慌㊥ ｣といわれ -その票車が うかがわれる.o元和寛永初年には将軍家

光 の諸侯邸宅への ｢御威 力｣が仰出され ,各塵では葉屈夜営作がをされたO

宝永 5年 (170占)甲良向念の記録 によればその構成比 ｢表大枚円或は二

階之櫓門向て玄関 ,達侍 ,式台 ,大広間 ,中間 ,御車寄 ,御上段の長押板 '

御棚 .張合の御納戸構 ,御成寄院 ,御対面所 ,此外奥方勝手向き之家々大台

所等娃立㊥｡ ｣とあ少 ,その広間を中心とした京萄恵殿舎の構成が知 られる

が .このようを桃山風の大名居館は ｢酉の年 (明謄5年)に架bを く類焼い

た し ,其以後 とても ,御当地敷皮の大火事ゆ- ,諸大名の普譜の義は ,いず

れ も軽 く既成侯由@ ｣といわれ ,次牙にその誼葦享を失なったO

次に明暦大火後の江戸邸の執成を正徳年間津軽拓柳原屋敷図でみると ,主

要畳--Liは表向奥向F&rL食に分れ ,表向bA'L合は長屋の中に設け られた表御門か ら

玄関 .広間 ,使者の問に違在って ,番院が上段 .二之間 ,三之間 と片側に人

側をもって一列にを らぴ ,上丘の間には何番院 ･朱 ･棚の座敢鏑が施されるD

又啓院の前面の磨忙能舞台が設け られる場合 もみ られる｡唇院か ら廊下 を-

だてて .小座敷 ,御座の間夜ど宿主の比壁的私的な生活の場 として中央の部

分が違モカ,更に御錠のロを-だてて輿向の投合に連 なるO央向の殿舎は零

院御寝の問 ,御休息 1問 ,夫^の屑室にふさわ し十(御化粧の聞 ,御呉服 1問

がをらぴ ･更に上陣下降に分れた長局がならんでいるo乗向典向殿舎甲中岡

的位者にあるいは各々独立 して台所 ,料理所胎立の間 ,肴方 ,家具-ヤ奄ど

台所補給部門が佐田を占めているo

これ らの殿舎を閏んで大工部昆 ,大工′｣､屋 ,石置場丑ど作審普諸関係の建
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物や土成 '馬場 '足軽長屋が唾をらぴ 'その周りに江戸詰定荷の家臣の長尾

がとbめぐらされていた｡

更にこれらの殿舎のもつ格式的空間の性格を知るために ,当時のもっとも

身分格式の高叫 宵･p-家o:1｢開成 b｣の場合についてその空間の使われ方を検

討してみると '常永箆将軍開成について ,先にあげた甲良家記録の中に ,

｢開成之御儀式者 '諸事於大広同社執行 ,御成膏院之外者 ,皆被用印宅 ,JtT.i)

広間御上段に向て研舞台立 '御成御門は大四つ足門 ,前後軒唐破風 ,闇広間

御定番転向て立 ,此御門より被為成 ,直に同値 事に為茶人 ,選出も又如此 ｣

とあるように ,長押額 ,lJyLi]棚 .張台の納戸椀をもつ広r旨jがもっとも格式高い

空間として ,｢i'.I:9歳郡 毎式 ｣が執行されたことがわか り凋 戊と親御の際の

行新線を~知ることも出来る?

次にJ･,上述の寛永匿の偶成と比戟 して ,先に紹介 した江戸後期 ｢寛政 6年

(1794)若宮様井伊詳江戸上程数御成 ｣の際の ｢詞成御用御殿補任絵図

⑲
｣をみると ,表面御恩が表 ･■奥 ･大奥と色別区分され ,各所に種々棉理が

をされているが ,特に苛院前面の庭は ,海砂敦にされ ,御掃台が設け られ ,

末･棚 ･番院 .張合椙をもって座敷鮪とした闇上段は ,御座所上段として使

われ ,寄院全件が ミスフスマでとbめ ぐらされてV}るが ,広間上之i:Et.)は拝領

物席として特別に禰理は:なされていなh c,更にその軸線をみると ..表門 ,中

門を経て ,直ちに禰理の詞淘台か ら御座所上段 (寄院上段)･忙適 し '帰路峠

広間人側 ,玄関 ,中門を-て樹病城門か ら帰還きれている｡この勤韻と嘩理

か らみて ,拝領物の投与などの ｢開成の儀式 ｣も寄院で行われたと推定され

る｡-

この ように ,明暦大火以後の弔院は格式的に高い晴れの場所として近世初

期の大名店館に於ける広間乃至対面所の性格をもち ,広rtTh.Iはむ しろ遠侍的な

性格をもっていたと考え られ･,平面構成の異動がみ られる.また ｢匠明 ｣75:

どにみ られる主殴図の系統をひ く平面型式の他に,個々の各昆合の規模が小

さく,薬間の垣かい建物が屈折 して各室が一列にならぷ平面碑成をなすもの

もあらわれてきた｡

･ii 下屋敷の殿舎

隠,iした詳主の住邸 として ,上屋敷や中屋敷の監卓の規模を締小 した畳舎
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絋大媚地に榊に面して設けられ，「茶郭て物頭をめい御酒給鯉」

とか「猿楽三番高砂，東北祝言・はてて茶室へ渡御し給い…一御茶ありてか

へらせ給ふ⑳」「別業に左らせ給ひ，茶室にて一ρ一御茶はてて御座所にわた

らせ給ふqとあるように，殿舎の他に別邸にふさわしい数奇屋風の茶亭その

他の施設が設けられていた。

　5　家臣団の集団居住

　江戸邸に勤仕する家臣団は，各邸に分れてその主要施設である殿舎を囲ん

で，外周部又は履敷内の長屋に集団居住の形態をなしていた一

　各邸の長屋に居住する家臣団の構成をみると，勤番の家臣はその殆んどが

上屋敷に，定府の家臣は主として中屋敷に居住し㊧，又屋敷内での居住位置

をみると，中には家老屋敷として独立した住居を邸内にもつ重臣もみられる

が，一般的にみて，家老以下の士族が外周部の長屋に居住し，身分の低い中

尚，足軽，歩行，騎馬徒行は内側の長屋に居住する傾向がみられた⑳。長屋

内部にお・いても次にのべる身分格式による制限内では長屋拝借替へが許され，

後には外宅も許された㊧。

　長屋居住の規制については，許可なくして窓を明けたり，厩湯殿雷隠土蔵

など新規に増築することを票じるなど細かな規制をもつ「御長屋定⑱」や

次表のように勤番定府に分けた身分俸隷制にしたがった細かな長屋の問口制

限を示す「御長屋隷高閻数定＠」があつた。

　長崖の形態をみると，外周部は，二階瓦葺窓付の長屋がめぐらされ，邸内

には平家建め長屋が密接して建並んでいた。次に紀州藩表長屋・内長屋につ

いてこれをみると，表長屋は，その身分格式を示すものとして，長屋正面が

長屋門を中心に厳格に規制され，長屋窓についても上下しょうじ窓，打付こ

うし，庇上窓の位置が秩序づけて定められていた。内長屋は板葺竹寳の床，

小貫塀を規則としたが，後竹費床は板床に，板葺小貫塀は瓦葺本板塀に変る

など・次オに「奢修に傾き〕，中には土蔵茶室を設けるものもあらわれるな

ど，定府の家臣の住生活の向上がみられた⑳。

　次に長屋の構造をみると，凡そ三閾梁以下庇一問をっける形式で，岡山藩

江戸向屋敷の「文化三丙寅年八月向屋敷在江戸御長屋壱棟御徒部屋筋御長屋

一194一



静大工方仕騰御傑方控⑳」によれば，君雛は桁行6尺2寸臨梁閏6

ミ5寸2關半に一間の庇がつき・本家の軒高さは1丈6尺7寸，屋根勾配は

｝寸，庇の軒高9尺1寸，勾配4寸5分となっている。

また長屋の修理営繕についてみると・屋根庇外廻力戸締り小貫塀は藩の費

目で，畳婬具造作は拝借した家臣の負担でまかなわれた。

御長屋棘高間数定

妻子無ぐ江戸詰の場合）三間梁一閲庇　　妻子持（定府の場合）三聞梁→司庇
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次に躍の筋秩序による平面構成をみると・牙5鶴「正徳五乙未年桐

原御屋舗惣御絵図曾」により，各身分職制により異なる規模の畏屋の平面を

抽出記載したものである。これにより長犀の平面の雛能を考察したい。

　図からもわかるように，身分格式職種の上昇にしたがって，単純化された

小規模の長屋（二悶長屋）から，台所の櫨能が分化して独立し，居悶と台所

に分離する。次に表向の空閤として勝手座敷，座数，次の倒が独立し，これ

にともなって長屋への出入口量と玄関広悶をもつ昇降ロが格式的に分離

し，先にのべた殿舎にみられた傾向と同様のことがこΣでもみられる。さら

に規模の拡大とともに舗設の充実がみられ，奥向台所部分の諸室の拡充，又

直属の若党下人のための諸室や身分にふさわしい武具馬具などを収納する物

置が附加されズいく傾向がみられ，近世武士階級の身分階層による住生活の

分化の一側面がうかがわれる。

　4　江戸と消費生活

　以上で明らかになったように近世の江戸大名居舘は，その構成をみても，

各藩邸が独立して一団地をなし，領主の殿舎を中核として，その周りにこれ

を支える諸施設が配置され，更にその周囲を長屋が勤番定府の家臣団の住居

として身分制秩序にしたがってならび，領主の身分家格を示す長屋塀として

居館防衛の態勢を示している。そしてこうした親藩，諾代，外様の各藩邸は，

更にその身分格式にしたがって，上屋敷，中屋敷は江戸城本丸を中心に，外

壕をめぐってその内外に配置され，下屋敷は江戸の最外周の郊外に配置され・

近世の中央集権的な封建支配繊構を明確に反映している。

　ところで，この大・名居館の樹成は，戦国時代の野陣小屋の構成とまったく

一致している。たとえば，「上杉詠信野陣小屋割」㊥と比較すればその類似

性は明白である。戦闘的な陣崖の形態をとっていたことは，「陣営に大小ノ

営法アリ，今江戸邸長屋作ハ大営二象レリ」（経済問答秘録）⑪と正司考棋

（1793～1857）が指摘する通りである。そして考棋はこの野陣小屋

割の型式を彼が主張する城下町の武士屋敷地の居住区に適用しようとし，

「諸国ノ坊ハ小営也　何ガ好ヤ査フベシ，田舎ノ邸下ハ，小営コソ善ラソ刻

（同上）と記している。
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しか し,この野陣小屋割の構成をもつ大名居館は ,その防禦的性格を充分

にはたしていたであろうかoそれ拙策間であるO本多利明 (1745- 18

20)は ｢経済秘策 ｣巻下 ㊥ の か で三原の一つとして ,｢オ三原｣に夜盗を

あげているoそ して ,｢夜盗 と云は '当1時諸侯の家 塵々 所までも皆無締なる

那 ,七八ケ年以前因幡小僧と云る夜盗あ17Lが .江戸中の高弁の家々へのみ

夜盗に泣入 ,数年の内露顕せざるが ,遇尽きて虜と｣たったが ,その白状す

るところでは ,｢江戸に二首六十余侯 ,其外高貴の屋転直 も忍び入 ｣ったが

｢江戸中諸侯の居間婁所に締bあるは浸し,希土あって是を守るとhヘ ビも

地膚の-fSにV}ろわず ,己が預 らざることーは深更の俵にても不見不閏不言三ツ

の槙L/?如 く,急鹿己が場所をのみ横み守ること武家一同の風儀をb,依て深

更に忍び入るに室て安 く,いかや うの働 きするにも気遣ひ-lfL｣とその無防

禦性を指摘している｡太平の世にあって ,かって戦場にかわされた武士の主

従関係はこ こ音で変JBL ,そ して賢子陣小屋制をもった大名居館も夜盗を処匿

することもを (_せこった く形骸化 し,その防禦性はきわめて乏 しく売っていた

とLJlえよう:ふ弓 [

ところで ,コ至大を家臣B]の集団居住は江戸の都市的発展 と性格に大きい影

智をもたらさずにはおかなかった｡植崎九八郎は文化 4年 (1807) ｢儲

索雑収.｣⑳のなかで

｢江戸御府内の御繁尭往古よb褒及不V申候 ,大家列国之大名多重串開聞以

来の御盛 ,是承及不)中も中々恩恵る御儀に御座候,或は諸=職手人をも

穀 V用,･多分御当地町人 よi)買上 ,諸=職l̂足等擢人仕 '是准=諸事_'国元

収約を以て江戸表にて畏上之俵故 ,自然と町家の利潤醇数億 ,依レ之 東大

坂は不一及.申話方よb富有之町人江戸表-入込売異仕儀に随ひ '前代未開

の御大都会に相成 ,｣

と指摘するように ,江戸仕武士階敏を中心 とした帯府の所在する政治的中心

の都市であると･ともに大消費都市 となった.

江戸における消発生清は武士障縁の謹済生活を大きく歪めた｡各嵩の財政を

みると ,江戸における任喪が全体の7割帥 し8割を占めているのである警

江戸の･全^ロは約 100万といわれ 18世紀から19世寿引てかけてJ,Jl'1)杏

しのぎロン ドンに匹敵する都市 となったo Lかも ,ロソードンやJ,'Ij をどヨー
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ロツパの諸都市が生産的左経済都布として性格をつよくもっていたのにたい

して，消費的都市として驚異的人ロ集中をなしていたことは注目すべき事象

といわなければならない。東京は政治・情報・消費といういわば牙5次産業

を中心とした都市として大きく発展をとげたという歴史的経験をもっている

のである。

　近世にむける都市論はこの江戸における武士の生活と都市構成にたいする

批判と改造を軸として大きく展開した。

註①岩渕夜話別集

　②天正目記

　⑤岩渕夜話別集　（御府内備考巻ノ1）

　④落確集追加

　⑤「玉滴穏見，柳営日記等ヲ按スルニ諸大名証人事慶長十四年二始マリ寛文十年二止ム

　　ト云」（徳川禁令考4）　「証人は初，田安の証人屋敷に之を置き，後外桜田，霞ケ関，

　　大名4酪の地を相して身晒の諸侯に与え，邸宅を修して之に座らしむ」松平太郎著

　　江戸時代制度ノ研究上

　④徳川突紀

⑦徳川実紀

　⑨一例として小浜藩酒井象の資料をあげる。拝領後も屋敷の異動ははげしい。

　　（上屋敷）

　　猿楽町邸一代官町邸一ニノ丸邸（元和9一寛永12）一（元蒲生邸）辰ノロ邸（寛永

　　12馴元禄）一（元土屋邸）辰ノロ邸（元禄6一同7）一桜田邸（元揖7一同8）一

　小日向邸（元禄8一同14）一鉄砲州邸（元禄14一正徳5）一神田橋内邸（正徳5

　　一元文5）一浜町邸（天文5一文化12）一大名’」儲邸（文化12一文政11）一日

　比谷邸（文政11一天保8）一外神田八名川町邸（天保8一弘化2）一大名小路邸

　　（弘化2・一嘉永1）一昌平橋内邸（嘉永i一安政4）一牛込山伏町邸（安政4一明治

　　4）

　　（中屋敷）

　浜町邸（元和8一元禄10）一本町ニツ目邸（元禄10一亨保5）一浜町邸（亨保1

　　4一安政4）一牛込揚場裏邸（安政5一明治1）
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　（下屋敷）

　牛込邸（駕永5一明治45）

　小日向邸（寛永5一正徳5）一小石川御殿跡邸（正徳4一亨保6）

　酒井家禄高邸宅沿革による　（酒井家文書　東大史料編築所所管）

⑨拝領屋敷格坪覚（青標紙）

⑩ともに井伊家蔵）御四屋敷図の年記は不明であるカ㍉文中の記載年号（亨保8年）

　と上屋敷隣接の諸侯の任官国守名を藩翰譜から考証して，亭保8年（1725）か

・ら宝暦5年（1752）の間のものと推定される。なお，表中の組とは家老を始め

　各家臣の直属の家来を含めた一団を指す。定江戸侍中，佐野御中間（102，妻子

　有）世田谷御中間28（妻子世田谷二有）等も一団として夫々一組と算えた。定府

　の場合には・その家族と家来を含めた一団を指％勿論，この寄進帳江戸詰侍中に

　は，その妻子は「但シ家内之分ハ大身小身末々下人なと妻子之分，彦根二而改候」

　とあり，記載されていないo

　次に・江戸詰侍の江戸勤番，彦根に於ける留守居の家臣団の構成をみると，

　家老：木俣清左衛門（10，000石）

江戸：木俣清左衛門，用聞（5），小姓（9），歩行（15）馬役（1），料理入

　（2），足軽（4），草履取（2），道具持（2），中間（3～），又草履取（5）

計　7窪人

彦根留守居：木俣清左衛門家内以下家族（5），用嗣（2），用聞並（5）7小姓

児小姓（22），歩行（12），諸役若党（18），馬役（1），蔵役（1），

料理人（2），賄役（9），足軽（9），草属取（4）7中聞（52），召使女（

　47），逼塞男壱人，召使（4），逼塞女（1），召使女（4），用開以下足軽迄

の家族とその召使下女共（110），草履取中間召使女の家族（45），在江戸家

　臣の25家族（57）　計581人

犬塚永之介：（1，200石）

江戸：犬塚永之介

若党（7），草履取（2），中問（8），　計i3人

彦根留守宿：犬塚永之介家内以下家族（5），若党（4）．小姓（1），草履取（

　1），中聞（2），召使女尼（7），諾代家来家族（7），在江戸家族（4），

計28人
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　　彦根藩では，1，000石以上の武士（笹の間詰）は本邸の他に下屋敷をもち家

　　来召使は両所に分居した。

　これから参勤交代には大身の堀合，その家来を従え，球来の家族は国許に留まって

　いたことがわかるo

⑰彦根藩江戸上屋敷にっいて　（昭和31）亭和元年彦根藩御上屋敷絵図にょる。

⑫西川　「岡山藩江戸御本展敷・向御屋敷にっいて」　（昭和34・2）

⑬南紀徳川史巻16？　城郭邸園誌第2　　　　　　　・　　　　　　　・．

⑭西川　「彦根藩江戸屋敷にっいて一千駄谷屋敷・八丁堀屋敷」　（昭和52．10）

⑮大日奉古文憩家わけ5　相良家交書1　　　　　　・　　．　・

⑯落穂集追加

⑰甲良家記録　　　　　　　　　　　　　一：

⑬落穂集追加

⑩正徳5末年11月　柳原御屋敷惣獅絵図（津軽文書）史料館，西川「弘前藩江戸藩

　邸に於ける家臣団の居住形態」（昭和ろ2・2）尚，本絵図等津軽江戸屋舷図にみ

　られろ同一屋敷内の棟別による京聞，中悶，田舎間の混在は当時の江戸町割の地域

　によう混在とともに興味深い。．　，　、　・　　　　　　　　　　　　　　、

⑳疋田象所蔵：（10）の騨上屋敷の殿舎の項参照

⑳このことは蜂須賀文書：寛永度亨保度芝屋敷図の平面構成また津軽文書神田上

　屋敷と柳原上屋敷図を比較してもいえる。

㊧徳川爽紀　寛永1ア年12月5日家光井伊余々木別業卸成の記事

㊨徳川実紀　寛永19年ε月22日将軍臨千谷邸の記事

＠穂川実紀正保2年12月6日

＠⑩に同じ

⑳　〃

㊧⑱⑳南紀徳川史

⑭南紀徳川史池田家文替　（岡山大学史料館蔵）

⑪南紀徳川史

㊥⑲に同じ

⑭「兵法一家言　巻6」　（佐藤信淵武学集　中巻）

⑭日本経済大典参移55
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⑳日本経済大典第20

⑭　　　〃　　　　〃

⑰伊達研次　「江戸に於ける諸侯の消費的生活にっいて」

　土屋喬雄　『封建社会崩壊過程の研究』

歴史掌研究4－4，6－5，
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亜近世都市論の形成と展開

1戦国武将の都市観

童幕藩体制の都市

皿武士道・軍学にみる都市像

Iv都市再編成論

V都市改造論

W視圏の拡大
　’　一統一国家への構想一



皿　近世都市論の形成と展開

　　人は夢みる本能をもち・未来に希望をいだいて生きる。入類の歴史はきび

　しい現実と未来へかける理想とのあらがいの歴史ともいえよう。都市の歴史

も現実都市とこれに対置して提示された理想都市との相互交渉の歴史として

把握することができる。

　　ところで，およそ都市に関する論議が活発に展開するのは都市のもつ矛盾

が集中的に表面化してくる時である。そして，この顕在化した都市問題の解

決とその改造への志向が明確な形をもってあらわれてくるのは，モの社会の

もつ技術的・経済的条件が未来への願望をこめて理想都市の追求と現実都市

・：の改造を構想する可能性をあたえた時といえる。こうした条件のもとで，都

市論という形で理想を追求し現状の矛盾を究明する種々の見解が表明され，

それにもとつく計画や改造に関するさまざまの提案が提示されてくるのであ

る。

　中世末，多様な発展の可能性をこめて開花しながら，ついにゆたかな結実

をみることなく根絶されてしまった環濠城塞都市・自由都市の伝統と残骸の

上に構築された近世都市について検討してみたい。そのために・わが国の中

世末期に多様な展開をみせた戦国の都市観が幕藩体制のもとで間定的に統合

形成され，やがてその矛盾の究明，理想の追求と改造への志向をこめて近代

的統一国家を構想するまでに発展していった過程を考察してみたい。

　1　戦国武将の都市観
　琴曳割の時代，武将たちにようて那市論といった形式で都市が論じられるこ

とはなかった。しかし．われわれは彼ら戦国の武将たちの行動と政策を通し

て・かれらが都市をいかに思考し，把えていたかを知ることができる。近世

城下町成立以前の都市について・①　戦闘にあたって・放火し・自焼される

都市。②　楽市（自由市場）として領主に保護され．その支配の下に編成さ

れた都市との二つの性洛が交錯して存在し．そのそれぞれに対応する都市政

策を戦国の武将たちはとっていたが，このあい矛盾した性格は近世城下町に
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ももちこまれた。したがって近世都市論をとりあつかうにうたって・その前

提として戦国武将の都市躍一戦国武将は都市をいかにイメージしズいたか

についてみてみたい。

　　1．戦闘にあたって放火・自焼される都市

　中世末．戦国争鼠の世に武将は各地に多数の城郭を構築し・ここを攻防の

槌点としてその領国の拡大・確保をはかった。また・この城郭と同時に・

隙ノ内」「根握」r山刊とよばれる城下が経営さ継9ところで，

これら環藻城窪化されることの少なかった城下拡戦闘にあたってどのような

運命におかれたろうか、戦国の日記や戦記類についてみてみよう。「郡山篭

城日藷」㊥　は毛利元就の生涯において初めて直面した大きな戦闘の勝利を

つぶさに書きとどめた記録である。天文9年（1540）．尼子晴久は石見路

をこえてその領国の軍勢3万の兵力をもって元就を攻撃した。元就はその居

城吉田郡山城に一族，郎等以下，城下吉田の農町民にいたるまで城内にひき

いれ，決死の抵抗を示した。その緒戦の記録を示すと

　九月四日，至多治比取出罷立国々之事，出雲．伯巻，因幡，備前・備後・

　　石見，安芸半国．此勢打入之時三萬也，

　同　五日．吉田上村江打出．家少々放火・此日者不及合戦候

　同　六日　太郎丸其外町屋敷放火・此時尼子衆先懸之足軽数十人討捕候

　同十二日　後小路放火、此時大田口にて大合戦候，敵は高橋本城を始とし

　　て数十人討捕候、味方ニハ井原之樋爪，渡辺源十郎二人討死，広修寺縄

　　手．砥國縄手両口合戦，互死人なく候

とあるように，戦闘をはじあるにあたって・まず城郭の外郭．城下の民屋に

放火’していることがわかる。合戦は城下を焼きはらってのちはじめられた。

このことは甲陽軍鑑や信長公記などの軍記類にくり返し記されているところ

である。そのいくつかを例証すれば、天文末年，斉葎道三は長子義糺の策謀

をきいて「大二薙キ馳力ヘリ。貝ヲ吹テ人数ヲ集メ。四方ノ町ノ末ヨリ火ヲ

カケ放火シテ。稲葉山ノ城ヲハタカ城ニナシ。川ヲ打越シ。山方卜云山中二

引篭リ父子ノ合戦初マリケル。」　（江濃記　道三最後之嘉）③　と記されて

いる。　永擦十二年（1569）　関東発向にあたって，「小田原町屋の事は

不レ及レ申・侍衆の家（共）皆焼つるに，………小田原町焼はらひたる道筋，
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ことに城より出る所を勘弁し・今の萱木をつませ．貝をならし候声をき㌧候

は∫，火を付けると，…」（甲陽軍鑑　品第55）④元亀5年（1572）

信長は浅井長政を小谷城に攻撃し・その支城・「阿閉淡路守楯篭もる居城山

本山へ・末下藤吉郎差し遣はさる。麓を放火然るぺきの問・城中の足軽ども

百騎ばかり罷り出で，…　」　（信長公記　巻5）・また天正7年（1579）

信長は伊丹城謀版に際し・「町をぱ居取にいたし・城と町との間に侍町あり
是を鰍を鮒、臨城になされたり．．．．」（信舩記巻12）⑤など、

戦闘にあたってその城下は攻撃側によって放火され・守備・篭城にあたって

も放火により自焼されるべき運命におかれていた。戦国の武将にとつて城郭

のもとにひらけた城下とその住居は．攻撃に際して糧道をたち，火攻めにす

るたあに放火され，守備・篭城にあたっても火攻あを避け．敵に攻撃的施設

を与えないように城郭に近い一郭から放火自焼すべきものと意識されていた。

この戦闘の方式は近世初期の兵法に攻城・守城・篭城の作注として規定され

てくる。近世初期の軍学者・北条氏長は，「放火・自焼」を定義して・「私

云・他国ヲ焼ヲ放火ト云，自国を焼ヲ自焼ト云ナリ」といい・さらに「裳二軍ア

リト余所ノ味方二告ルトキ焼。後攻ノ時合力ノ火，陰敵ノ左右後ヲ焼。篭城

ノ時城下ヲ焼。威勢ヲ発シテ敵ノ気ヲ奪タメニ焼。敵国ノ民ヲナヤマシ・居

二苦メソタメニ焼。一方ヲヤキ敵ヲアッメ，其虚ヲウツ手段二焼。敵味方約

アルトキ，相図二焼。右放火自焼ノ法ナリ」（士鑑用法）⑥　とその目的を

明記している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・r

　この城下とその住居を放火あるいは自焼する戦闘の方式は異国の宣教師の

眼にどのように映ったであろうか。．ガスバル・クエリヨは「博多は日本全国

で最も富み，且人口の多い所で，我等は此所にカザを有したが・先年竜造寺

が豊後に出征した時，聖堂は破壊さオ，た．日本の家屋は皆木造である為め火

を市に放った後，短時間に悉く焼けて灰のほかには跡を止めず」（耶蘇会の

日本年報第1輯　1582．2．15発）と報告しQ　ルイス・フロイスは石山

戦争を見聞し．「日本に於ては，戦勝の時は殆んど常に火災が起り・兵士は

自由に掠奪を行う習慣であつた。」　（耶蘇会の日本年報2・1585・10・1

発）と記し⑧　日本とヨーロサパの戦闘を比較して・「われわれの間では土

地や都市や村およびその富を奪うために戦う。日本では戦争はほとんどいつ
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も小麦や米や大麦を奪うためにおこなわれる」（日欧文化比較）と述べてい

る劉　このルイス・フロイスの見解には若干の誤解があるようだ。わが国の

戦国の時代でも武将間の戦闘は主としてその領国を確保し、拡大するために

たたかわれたことはまちがいない．ところで，その戦闘が都市や村およびそ

の富の奪収を目的としなかったことは先にも述べた通りで，この点にっいて

のルイス・フロイスの指摘はまったく正しかっよといえる。しかし，これと

同時に新しい都市の動きが胎動しつつあったこともみのがせない。’

　　2．保護し固定される都市

　新しい都市の動きの典型としてよく知られているのは堺である。自由都市

r堺の町は甚だ広大にして大なる商人多数あり」　（耶蘇会士日本通信1561

8・17発）⑩　　「堺の地は繁昌し又堅固にして，日本国中戦争あるも，此地

に来れば相敵する者も知人の如く談話往来し，此地に於て戦うことを得ず。

これ故に堺は破壊せらるることなく富裕なり。」（耶蘇会士日本通信1564

7，15ガス・・ル・ビレラ発）⑪．三＋六人の会合衆によ。そ北庄の経堂が，

「地下之公界会厭」　（簾軒日録，文明18年2月15日の条）⑫　にあてら

れ，「ベニスの如き政治を行う所なり」（1561・10．8．　コスモ・デ・
トルレス発）．と記され⑬，自治的運営を示し，「町は甚だ堅固にして，西

方は海を以て，又他の側は深き堀を以て囲まれ，常に水充満せり。」（1562

ガス・・…ビレラ発）⑭という状態で，堺では一切の武力行使は禁止され．

敵味方の恩怨をすてさせる平和な都市が自治的に運営され．自衛防禦の態勢

を示す環濠城塞都市の形態をなしていたことがわかる。

　こうして’戦国の争乱に際して破壊し焼失されるべき運命におかれていた

都市に対して，この堺をはじめ．博多　桑名や堅田などのような港湾交易都

布・先にもみた寺内町などのように、多数の都市がそれ自体，都市としての

自立性をもうてあらわれ・また郷村においても農業の生産性が向上し，それ

にともなって社会的分業の発展が起り，商活劫が活澄になり，農工商の分業

辮が展開し成熟しつつあ・謹この赫しい都市的動向にたいして戦国の

武将はいかに対処したであろうか。

　まず・戦国武将の城下の状況を山口についてみてみよう。ルイス’フロイ

スは・「周防国の主都で・きわめて人口の多い，富貴な町山口」では、「そ
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の町の王は大内殿・（大内義隆）といって，当時日ホの最も有力な王であり，

その侍臣や御殿の豪華さや経費はすべてのほかの殿にまさる」（日本史第5

章）豊かな状態であり・「毎月五・六回・市があった」　（同上第11章）と

いわれ・「人びとの雑踏や指物師・鍛冶屋等，職人の仕事道具などがたてて

いた騒がしい音」（同上）が響き・「街や辻」には「人びとが寄り集まって

来る」（同上第3章）とつたえている曾こ細・ら当時の交換はまだ定期的

に開かれる市であったことを示し・城下には各種職人の工房が確保されてい

たことがわかる。

　ところで、先にみた新しい都市と農村の動きは天下一統をめざす戦国武将

の大きい関心をよびおこさずにはおかなかった。この新しい時代の動きにた

いして・戦国の武将たちは楽市・楽座を宣言し．自由商業の場を設け変貌す

る都市や郷村にたいして績極的態度をもって臨み，その商業活動を保護し．

その経済力を吸収しようとつとめた。

　楽市の宣言は天文18年（1549），佐々木六角氏が近江石寺でおこなっ

たのがそのもっとも早い例であるといわれる。この楽市・楽座の宣言による

自由市場の設立は，多くの戦国武将によっても踏襲され，戦国武将の都市政

策となった。信長も清州・岐阜・安土で楽市・楽座を宣言し，商工人の集住

を促進し，商鰻分離と兵農分離を併行させてすすめ，近世城下町の形成に力

をつくした。この楽市・楽座は中世の古い社寺・公家の支配下にあった商工

菓者にたいして自由な営業を認め保護しようとするものであった。そのいみ

で，城下町は傾内はじめ他国から多数の商工業老が集住する，一種の「あこ

がれの町」であった。しかし，戦国武将織豊政権のめざすところは，農業の

生産に径済め基礎をおき，兵農・商農分離による近世城下町の構成，封建的

身分制の確立によって戦国動乱の世に芽ばえつつあったいっさいの戦力と経

済力をその支配下に吸収し固定することにあった。したがって中世末期にみ

られた各身分階層間にみられる流動現象にたいして、天正19年（1591）・

秀吉は掟書⑰　をもって士分が町人百姓になること，百姓が在をはなれて商

人になり，あるいは賃仕事にたずさわることを禁じ，士農工商の身分制秩序

を確立し，その居住区を地域的に分離し，都市を固定して支配しようとした。

これを中世末に多様に展開しつつあつた自衛の精神に根ざす環濠城塞都市の
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動きからみれば，めざましく開花しつつあった「自由都市」の動きが．その

ゆたかな結実をみることなく解体され・その都市形成のエネルギーは封建都

市g近世城下町に固定されてしま．ったともいえる。
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　丑　幕藩体制と都市

，織豊政権によって形成されつつあった城下町を主とする都市政策は幕藩体

制によっていっそう整備され完成し固定された。この近世城下町を主とする

幕藩体制下の都市の性格について整理してみたい。

　．1τ　擬制的軍事都市

　近世城下町は戦国争乱のなかにつちかわれ近世初頭にその完成をみた天守

閣を中心にもつ城郭を中核として，これを支える家臣団の住居や町人の居住

区が身分格式的秩序によって配置され（次項参照），道路は碁盤状を基調と

しつつも・外敵の侵入に際して城下城濠の遠見や見透しを妨げ，弓矢銃弾の

射通しを避けて防禦を計るため，殆んどの町が屈折し，あるいは斜交してい
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る場合が多い。城下町内部にも，また外周を画する城地点に番所，木戸など

の施設が設けられることも多かった。また城下町の外周などの要所に大きい

寺院が非常の際の軍事的意義を考慮して集団的・計画的に配置され，さらに

郭外の城下町の最前哨線ともいうべき位置に賊民・種多部落が設けられてい

ることは，近世封建社会の軍事的性格を明確に反映している。このように城

下町を構成する各要素を検討してみるとき・城下町は戦闘本位の軍事的性格

によって貫ぬかれていることは明らかである。しかし，城下町を総体として

みるとき，そのほとんどが環藻城塞都市の性格を示していない。これを中世

末に都市を連命的共同体として自覚し自衛の態勢を示す自由都市や寺内町な

どと比較するときまったく対照的であるといえよう曾

　たしかに中世末の環濠城塞都市は戦乱のさなかに自衛するために構築され

．たものであり，この戦国乱世のあとに太平の代をもたらしたのが徳川幕府で

あったpそれは三浦浄心がその著「慶長見聞集」の巻頭　「萬民のたのしび

にあへる事」の中に，「担も掬も目出度御時代かな，我ごとき土民迄安楽に

さかへ，美々敷こと共を見聞事の有かたさよ，今が弥勒の世なるへしといふ。

実々土民の云出せる詞なれとも全く私言にあるへからず……誠に今か弥靭の

世にやあるらん，仏の世ならすハ萬民いかてたのしまん，千世萬世も久しか

れとそ申あへり」といい，また松永貞徳がr載恩記』のなかで，「御当家様

の御恩こそ，山よりもたかく，海よりもふかき事にて侍れ，………我等生れ

し・よりこのかた，度々の兵乱ありし時は，町々の門戸をかため・辻々に掘を

ほり，或は新開をすへ，或は逆茂木を引，かりそめの往還も自由ならず’ま

して近国他国の便宜もきかず雑説のみ多てあけ暮肝をけし，財宝をかくし・

逃所をもとめ侍し」とのべている。じっさい，中世末の環藻城塞都市はけっ

して安穏なものでなく，たネず危機的状況にさらされた生活⑫連続であった・

これを一転して太平を保障し，　平穏の世をもたらした徳川幕府の恩恵はま

ことに大きいといわねばならない。浄心や貞徳の記述はこれを雄蟷にものが

たるものである。しかし太平と平穏の世には，反面中世を通じて展開してき

た雄飛すべき活助と発展のエネルギーが固定され，停滞を余儀なくされる条

件をもはらんでいたこともみのがせない。そして近世城下町は環濠城塞都市

の解体と生活共同体にたいする運命的連帯感の喪失の上に構築さ．れたものと
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いえる。

　したがって，近世城下町はたてまえとして軍事的性格によって貫かれた戦

闘本位の郡市であっても，しょせんはそめ原型たる中世の土豪屋や戦国乱世

の城下にみられるように，戦闘に際して破壊さるべき蓮命のもとにおかれ，

都市としての防禦性のきわめて弱い擬制的軍事都市であったといえよう。こ

のことは非常時のための軍事体制を基礎としつつ，260年にわたってほと

んど戦乱に遭遇することをまぬがれた幕藩体制と相関して興味深い。

　　2．身分格式的構成
　ll・ヒ’、」

　近世城下町の生活空間の構成は封建的身分格式秩序による地域的・空間的

固定をその特色としている。16世紀末から17世紀にかけて約20年間に

わたり主として長崎に在住したエスバニア商人アビラ・ヒロンは，初期の城

下町の構成を「もし殿が，すなわち一国なり，一地方の領主が都市に住んで

いやとしたら・まず最初に城がある。その周辺か近くに，武士と侍，すなわ

ち知行持ちの上級武士ど宅あ恩義を椴る兵士たちの家があり，その一軒一軒

が垣と濠で取り囲まれている。ついで，少しはなれて，住民や，商人や、そ

の他の庶民ら，すなわち市民を意味して町人と呼ばれる連中の住んでいる市

があり，その次に漁民たちが住む。町々もこの体制に従っている。というの

は’，最もよい場所に最も高貴な人が住み，商人たちはまた違った町に，金銀

細主師らはまた別の町に，私たちの間で刀剣師にあたる砥は別の町に，大工

らは別の町に，また別の町に鍛冶屋たちが，別の町には木箱やそれに類した

ものを作る人々が，別の町には足袋の職人が，また別の町には着物の布地1二

彩色したり，これを売りさばく者たちが，また別の町には樽大工がというよ

うに・こういう順序ですべての職菓が，それぞれ特定の町を持っている。市

外の・最もひどい町はずれにいる，鼻高．雪駄，金岡ilなどの履物や草履を作

る者たち・これらの人々は漁師らよりも低く見られているが．鹿皮をなめす

連中も・彼らと一緒に住んでいる。しかし鹿やかもしか革で足袋や手袋や袴

を作る職人は尊ばれている。なお，こういう，職人たちのための特定の町々

がある一方では，とくに足袋職や，金銀細工師や刀剣師など，彼らの店が，

市の中にとびとびにある．」②（日本王国言己第1章）と記しているのは当

時の城下町の穂成を如実にものがたるものとして興味深い。このように近世
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城下町では城郭を中核として家臣団を身分格式秩序にしたが。て配置し，町

人の住居は職業別に住区を構成し，町はずれに賎民の住区を設け，身分制に

よ。て職掌・職種別に生活空間が分離し固定された。いっぽう，城下町と農

村の間には武士と商人を城下町に集住させ，農民を農村に固定させるという

兵農分離・商農分離の政策が撤底してすすめられていた。こうして身分制秩

序による居住区の分離と固定が近世における生活空間の構成を大きく規制し

た。このことはまた，城下町の核である城郭がその身分的閉鎖性の故に，「

閉された核」として城下町の都市生活の機能的核となりえなかったように，

城下町の計画的矛盾の原因ともなったのである9

　　5．生活・行動様式の固定一閉鎖的小宇宙の形成一

　この近世城下町にみる身分制による地域的・空間的固定は，中世末に発達

した多様な環藻誠塞都市とはまったく異質な都市空間をうみだした。その相

異は生港・行動様式の面にも鋭くあらわれた。中世末の環濠城塞都市を支え

ていた連帯感は失なわれ，近世になると蓋入組・宗門改制度にみられるよう

に相互監視・連帯責任性という形に変質してしまう。人々を横に結び合わせ

ていた信頼関係は破壊され，平等な市民意識による相互の連帯感，は喪失され

た。

　旅行・移動・徒党の禁止④は，人々の間にある自主的コミユニケーシヨン

を遮断してしまった。こうして生活・行動のあらゆる面を著しく制限するこ

とになった。それは「祖法墨守新儀停止」の思想に表徴される。たとえば，

住生活の面では家作制限として細かな規制がきびしく加えられた。それは身

分格式制による制眼を住生活の面にも及ぼし，住生活の向上を椹力によって

卸制するものであつた。このことはまた，職人の技術を制限し，その発展を

掬制することにもなった。「±農工商心得草」のなかで職人は「ア～日が長

くて怠屈だ。道具を研いても煙草を呑でも，仕業が出来過ぎてなちない。何

卒割の能普請をうけ取って，十分金まうけを仕慶ものだ，年中同じことばか

りして居ては面白くない。唐土天竺日本が一時に普請がはじまって，職人が
　　　　　　　　　　　　いつも　　　　　　　　　　りしし引ばり不足様になれば能、例時相かはらぬ梱工は精を出す気がない。何卒し
て齢しくな。て江手間が＿日、。＋人前づっ髄ものだ」⑤と蜘てい

る。向上すべき技術の停滞にたいする技術者の苦悩を告げるものといえよう。
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技術の停滞と同蒔に，芸術活動の面でも私的な閉鎖的な空間に異常なまでに

糟緻されることはあっても独創的な創造活動を著しく困難にしていた。

　ルイス・フロイスが指価した「ヨーロブパでは人々は広場や街道で人と交

わり，また休息する。日本人は人と交わり，また休息するのは家の中だけで，

街路はいつも道を歩くだけである。」（日欧文化比較　第14章）⑥　とい

う傾向は幕藩体制下で更に助長されもした。荻生但棟はその「政談」の冒頭

に「当時盗賦所々二押入テ，人ヲ殺シ物ヲ盗ミ，或ハ火ヲ附，或ハ夜中人離

ナル所二待掛追剥シ，又年少キ浮浪者ハ，只刀ヲ抜人ヲ怖シ，逐走ラシテ慰

トスル類，並二捨子棄物ノ類制シ難シ，若棄物有ト呼レパ，家々騒立テ，各

我家屋敷ノ前二棄サセマジキトスル計ニテ，是ヲ制スル人ナク，面々ノ塀ノ

外ハ往来ノ這ナレ・㍉支配スル人ナク，江戸中弘キ道々ヲ，道奉行一人二人

ノ僅ノ支配ニテ可二参届、ヤウナシ」と記している。⑦ここには，中世末にみ

られた「ちょうのかこい」や各町がRぎぬき」を設け防禦的施設をもって自

衛態勢をとり，道路が人々を結びつける媒体とな。ていたのに対して，まっ

たく都市的連帯感のない町の通路となったことを示すものといえよう。

　人々はまた身分制秩序に分断された閉鎖的社会にあって，その精神生活に

おいてすら分断された状況を余儀なくされた。たとえば「死すれども守る所

を失はぬは，士より上つ方の事」（藩翰譜第5伊丹氏の鯉とあるように武

士は道徳と名誉を独占し，「おのれは町人いかやうの恥辱をとっても庇には

ならぬ」（近松　女殺油地獄）とあるように町人は名誉観念を剥奪されて利

潤追求を許され・まったく「侍は利徳を捨てて名をもとめ，町人は名を捨て

て利徳を取り金銀をためる」　（近松　山崎与次兵衛寿の門松）と，その精神

生1舌。径済生后に分断関係をうみだしていった。

　国際的には津田左右吉が指摘するように「外から入って来るものを拒むより

もむしろ日本から外に溢れ出ていく力を喰い止めた点に歴史的役割があった」

という鎖国によって・中世末からの海外発展の途を閉され，身分制秩序によ

って分断された無数の閉鎖的小宇宙をうみだすことになったのである。

1）　第2章参照
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2）

5）

4）

5）

6）

7）

8）

大航海時代叢書　11

西川　　「歴史における都市の核」日本建纂学会論文報告集　1966．

｛創ll禁令考

為永春水　　「士麗工商心得草」　工は楽なり業を励が専一なるべしの条（通俗経済文

庫6）

大航海時代叢書　11．

日本経済大典　第9

新井白石全集　第1

　皿　武士道，軍学にみる都市像
　武士道が明確な形をととのえるのは近世にはいってからであるといわれる。

鎌倉時代にも武士の単徳はあったが・この在来の武士道が儒教の思想と融合

して成立し，山鹿素行の士道が武士道の起源といわれる曾　軍学もまた天草

乱緩、平隠な時代になってから．戦国時代の戦闘のなかに法則をういだし・

これを体系化しようとして成立したものだといわれる＠　以下，その成立と

そこに規定された都市像について考察してみた帆。

　　1．武士道の成立　一家臣団の城下集住とその規制一

　江戸時代以前にも，もちろん武士は存在していたし，そこには道徳もあ。

た。しかし，それは近世の武士道とはかなり異なったものであった。それは

所領給与，土地を媒体とした御恩と忠節という給付・反対給付の関係に支え

られたものであり，その所領はまさに，「一所懸命の地」であり・命をかけ

て守りの通さなければならない地であった。それは・「此所領なかりせば・

君をもたつとぶべからず識場にて命をも捨ぺからず」（北条五代記巻三）③

といηれるものであった。そして・この主従囲係は戦場においてつちかわれ

そこでかわされる慈悲・武勇・愛情によって，「なさけ」や「ちぎり」とい

う心埋的支柱にたかめられていた。その事情を徳川氏譜代の三河武士団の生

活と思想の実情を記録した「三河物語」、．「犠蹴・傭悲と軋徽辺

をもって，次第次第に御代も隆させ給ふ。御内の衆・又は民百姓・乞食・卑

人にいたるまで，御情を御懸させられ給ふ事、大小共に涙をながしかんじ入

計也。然る間何事も有時は，百姓共迄鍔莚をもって出，一命を捨てた㌧かゐ
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御奉公にする也。然間まして況・普代相伝の衆なれば，妻子をかへり見ず，

一命を捨て，ふせぎ戦によ。て，次第次第に御手もひろがる他。是と申も御

武辺と御情御慈悲と能御普代をもたせられ候故に，無レ悲取広させたまひ」

　（第一上　四代親忠の条）と記している璽　戦国の武将と家臣・百姓・乞食

非人にいたるまでの間にかわされた交流をよく示している。

　ところで，庵大な家臣団を城下町に集住させ，厳然たる身分格式制度のも

とに統合されてくると・中世の戦場においてかわされた主従の私的な結合関

係には大きい矛盾が生れてくる。先にあげた「三河物語」の中で，戦国武士

としてその三河武士の精神をよく示すといわれる大久保彦左衛門は，「子供

よく聞け，只今は御主様の御かたしけなき御事はもふとうなし．さためて汝

共も、御かたしけなく有ましき。其を如何にと申に，他国の人を無昌御心置．

御膝本近く召使され，又は何の御普代にもあらざる者を，御普代と被仰て御

こころ置なく召仕され・汝共が様に御九代迄召仕されける御普代をぱ，新参

者と徽も計立の三斗五升働三年米を弐百俵三百俵宛何れにも被7て

何とて零可奉存。（中略）　御意ならば，弐百俵の事はさて置ぬ。弐俵不被

下候ても，御さうり取に成とも，御馬取成ても，御家を出て別の主取有闇敷。

只今こそ我等先祖をすてさせ給へ。信光様（家康六代の祖）より以来相国様

（家康）御代々の御情わすれずして，只今のかなしき事をば，信光様より御

代々相国様迄への御奉公と思ひ毒り・何と様にも御奉公申上奉れ」　（大久保

家子孫への教訓）と告げてい誰これは識野につちかわ縦私的な儲

によって結ばれた戦国の主従関係は破られ、公的な君臣関係に変化し、厳し

い身分秩序によって隔絶されてしまったことをものがたっている。ここに私

的婦緒による結合関係をこえたはるか｛・客観的な倫理が要求され、こうし

た条件のもとで武士道は確立したのである。

　家康は、「馬上をもて治むぺからざるの道理をとくより御会得ましまして。

常哩賢の道を鱒儲りて・おほよそ天下国家を治あ．人の人たる濫行

はんとならば。此外に道はあるべからずと英断ありて」（東照宮御実紀附録

巻22）⑥とあるよう・・、戦国殺伐の人心を転換させるため儒教を敏学と

して癩させ鯉この轍の理想とする周の鍵制度における天子儲候、

卿大夫・士・庶民という繊は講藩体制の将耽いし焔を頂点と諾
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党・仲聞など武家奉公人を最下位とする武士の身分格式的講成、さらに武士

の農工商庶民にたいする絶対的優越と類型的に相似していたから、儒教倫理

がきわめて適切に適用される社会的条件を備えていたといえる。そして儒教

とくに朱子学が幕藩体制の教学として強い位置を占めることにもなつたので

ある。その君臣道徳は・再編成の必要にせまられている武士道の要求とも合

致するものであり謙倉以来の在来の武士道と融合して、近世的武蝿の確

立をみたのである。

　　2．武士道にみる都市

　中世末はまさに疾風怒濤時代ともいうべき職国状態であった。それは下剋

上に示されるようにあらゆる無統制と混乱が、また生活の全分野にわたって

動的な変化と活動が新たな発展の可能性を示し、はげしく流動した時代でも

あった。これを一転して、身分格式秩序を確立し、固定した静的な社会を創

出し、そこへ戦国動乱の世にうまれた軍事的総動員体制を行政組繊にそのま

ま適肌⑱モの戦闘体制から生じた主従関係を平常姓活のなかで鶴して

いくために、新たな生活規範・倫理が必要となった。それには礼節を尚び、

序を重んずる儒教の倫理、とくに道徳における五倫五常の身分差別を重視し

ことに君臣間の区別を画然とする「名分論」を強調した朱子学の立場はまっ

たくその目的に適うものであった。礼節を厳守し、分限意識を強調する点こ

そ・近世に成立した武士道が中世以来の戦場につちかわれた武士道と鋭く対

比し、明瞭に区別されるところである。

　徳川官学の祖、林羅山（1583－1657）は、礼について、「礼ト云

モノへ尊卑有序長幼有序ゾ、尊ハ位ノタカキヲ云ゾ、卑ノ位ノヒキ、ヲ云

ゾ・コレニハ次第ガナフテバカナハヌゾ、君ハ尊ク臣ハイヤシキホドニ、ソ

ノ差別ガナクバ、国ハヲサマルマヒ、君ニモ天子アリ、諸候アリ、ソノ差別

ガナニニツケテモアルゾ、クルマ昌ノレドモ、車ノカザリヤウガ、チガフゾ

臣下ニモ百官ノ位ニヨリ、クルマヤ衣裳、ナニニツケテモ、ソノ差別アルゾ

座敷ニナヲレドモ、尊キハ上座ニヰ、イヤシキハ下座ニアルゾ、カヤウナル

コトガ、礼卜云モノゾ」　（春鑑抄）⑨　と説いている。そしてこの礼は大道

寺友山の「武士道初心集」にあるように、「武士道におゐてはたとひいか程

心に忠孝の道を守り候ても形に礼儀を尽さずしては忠孝の道に全くかなひた
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　るとは不被申候」⑩という極端なまでの形式的儀礼の尊重となった。

　　じoさい、との儀礼と分限は法制的表現をもって明確に示され、生活の全

般にわたって強く規制された。武家諸法度をみると衣裳・敬称。乗輿などに

ついて家臣の身分の商下にしたがった細かな規制が示されている。とくに住

生活の面についてみると・住宅建築゜そのものについて、また住宅内部の行

動様式についても明細な規制が示されている。住宅建築はその身分格式にし

たが・て規模彊築構成にいたうまで厳しい制約をう1網」醇標紙」など

にその細かな規定をみることができる。武家住宅の正面をかざる屋敷門梅に

ついてみても、その規模と結構について細かい制限がなされ、表門に家紋を

つけることができるのは国持大名、帝・鑑間柳間交代寄合の家格に限られたと

い浄この制約は勲令によ。てし・。そう厳しくかつ煩項にもなる撹永

12年12月の諸士法慶には、

　　屋作小身之族に至迄、近年分に過美麗におよふ、自今以後、身体二応し

　　其列を承合、軽可致事曾

とあり、宝永7年4月の武家諸法度には、

　　衣服居室の制並宴饗の供贈遺の物、或ろ督修に及ひ、或は節倹に過く、

　　皆是礼文の節にあらす、貴賎をのをの其名分を守りて、大過不及に至る

　　へからさる事曾

と示されるように、奢移にすぎることなく、倹約にすぎざるよう、その「礼」

を正しく表示すべきことを強くさとしている。これは経済力の上昇に乏もな

って住生活の向上を示しつつあった農工商の庶民に対する家作の制限が常に

一方的な制約であり、生活向上への規制であったのと鋭く対比される。

　また建築内部における生活、行動様式についても、身分格式秩序にもとづ．

く礼の観念で厳しく規制されていたて幕藩体制の中枢に位置する千代田城に

ついてみてみよう。大名は徳川氏との縁故によって親藩・譜代・外様に大別され

譜代’外様の大名はまた城地の有無・領地の大小によって国持（国主）、国

持並（准国主）・鵬㈱主）、城持並（城主格）、無城の五級に分れ、こ

の格式により・それぞれの分限に応じて幕府における地位と官職・待遇が違

。ていたが、とくに千代田城の結所は、大廊下詰、溜間詰、大広間詰、帝鑑

間詰・柳間詰・雁間詰・菊間詰、無席の八級に分れていた⑯．この身分格式
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秩序にもとつく空間構成は二条城ニノ丸殿舎の柵成に明瞭に示されている。

それぞれの対面する相手にしたがって独自な空間を障壁画その他によって構

成してい評こうし嫡分秩序による空間梓誠は酩居館をはじめ搬の

武士階級の住居にも共通してみとめられる性格である曾

　こうした武家階級の生活全般を身分格式秩序によって規制した儒教倫理は

また・下屈身分の農工商・庶民間の社会関係にも適用され、儒教は近世にお

けるもっとも強力な社会倫理として指導的地位を占めた。林羅山は「萬蛮ニ

ツイテ・礼二”ヅレタ加レ’セマ噸ゾ・．既礼員眠莫激碑ほナレ

ベ上タル人ノ礼儀法度ヲコノマルレバ、下萬民ハ君ヲウヤマハヌト云事ハ

ナヒゾ、サレバ礼ハ、天理ノ節文、人事義規則ト云ヘリ、サシアタリテハ、

モノノウハツラノヤウニヲモヘドモ、ミナ天理ノアラハルルトコロニシテ、

人ノ上二通ジテ・タダシキノ・ミチノ法度ナルホドニモッ｝モ礼ノ道ヲバ、肝

要ト心得テ・ヲ・ナ・ペキ・トナルペシ」（春鑑抄）⑲と述べて澱上層

の社会階層の倫理観を典型として、それにみならって下層身分の社会階層に

まで及ぶという下層への礼を基調とした倫理観の侵透を指摘している。

　朱子学に対して新たに古学派の立場を主張し、武士道の確立者ともみられ

る山鹿素行（1622－1685）は、庶民の礼について、　「安≠治、民

莫葺於礼一トモ云ヘリ、三民ハ無、知別而礼ヲ正サザレバ必ズ乱、三民ハ定

テソノ中ノ組頭。人頭・名主・庄頭・問屋ナド云ノワカチアリ、而シテ多ク

ハ先功貧富ヲ以テソノ上中下ヲ定メテ、ソノ品二因テソノ礼ヲ定メ、ソノ分

ヲコエシメザルモノ也、タトへ富有ニシテ其材アリト云ドモ、ソノ芸術弄ニ

タユト云ド・モ、三民各ヲノレガ位ヲ出テ、士ノ中ニマジワリ、同家同座スベ

カラズ・ソノ俊秀才能弧用時ハアゲテコレヲ士ノ列タラシム、而シテ士ト列

スペシ・不1然バイカホドノ分限富有材芸アリトモ、必衣食居用具トモニ三民

ノ礼ヲ用シムベシ」　（講居童問下末）⑳と述べ、人材登用の途をひらくが、

庶民に恥たるまで細かく分たれた身分制秩序にもとつく規制を礼として強く

主張している。この立場から素行はさらに、「利を知て義を知らざる」　「市

民に諸式を立て諸法度」を詳らかに示すことを主張し曾　「市塵風俗を害す

の甚しきを正す」として、町人と侍との接触を細かく規制すべきことをの

べている。㊧
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　以上によウて、近世社会は朱子学的儒教倫理による「礼」の観念にもとつ

く身分格式族序にしたがっが貫かれていることが明らかになoた・次に・近

世都市一城下町の梅成にこの観念がいかに反映しているかをみてみたい。

　近世城下町の核は封建的潅威の象徴としてそびえる天守閣を中心とした城

郭であり、その身分的閉鎖性の故に「閉された核」として近世城下町構成の

計画的矛盾となっていたことはすでに述べた適りである。

　ところで、その城下に展開していた家臣団の住居も工・商の町人の住居も

身分格式秩序にしたがって配置されていたが、これらは城郭を中核とする城

下町とどのような関連をもって構成されていたのであろうか。「武士道初心

集」には、

　奉公仕る武士主君より居屋敷を賜り家作など仕るにおゐては表向の門長屋

　玄関の見入座敷の耽などは身上相応に少は暉麗に仕るとあるも尤の儀也。

　子細は何れの蛾下に於ても外曲輪辺に罷仕侍共の方迄は他所他国の者も入

　来り見る事などもあるに諸士の家居宜ければ所も賑ひ家中も落付て覚ゆる

　なれば主君の御為には少は罷成かにて候。あるかにて候。其外奥向妻子な

　ど差置候様成所は雨さへもらずばいか様に見苦くても堪忍仕成べき程は家

　普請等に物を入ざる様にと覚・悟尤也。子細を申に乱世には城主たる大名方

　にも常に篭城の心懸おはしますを以二三の丸に罷在侍の居屋敷とても家を

　ひきく梁間をつめて普請を手軽くとの制禁を定めらる也。ましてや外曲輪

　に住居仕る侍共の家宅の義はもしもの変に臨みては悉く自焼致して取払ふ

　義なれば末を兼たる家作とては可仕様も無之。去に依て作事の至て軽きを

　ぱ根小屋普請の様也とは申にて候。愛を以存する時はたとひ治世の今とて

　も武士を心懸る侍の義は居屋敷の家作などに種々の物数寄を尽し過分の物

　を入ひたすら常住の思ひをなすとあるもあまり宜き義とは申難く候。其上

　不慮の火災などに逢たる時其跡をあき屋敷に致しては暫くも指置がたき義

　なれば早速似合の小麗がけを不仕しては不叶候に左様の勘鼎もなく分限に

　過たる普請に物入果しそれを借金の高に結びてうれしがり申とあるは不調

　法　至極の不物ずきとより外には可申様も無之候。初心の武士心得の為伍

　如件」㊧

と記されている。かなり長い引用になったが、近世城下町の家臣団の住居を
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　明確に性格づけるものとして貴重な史料といえる。これを整理すると、近世

城下町の武士の住居は、

①近世城下町を構成する単位として・鹿の権威を示す城郭あ外郭として城

　下町を「荘蜘し注君の名を高力1らしめるため・門長屋・玄関・鵬な

　どの表向部分は・身分相応の普請をして外見を華麗にする。

②これに対して妻子などが居住する日常の奥向部分は、雨露をふせぐ最低の

　居鍛境で齪し・賠しくζも堪忍し・この部分の家舗にはできるだ

　け費用を倹約する。

　第1の性格はまさに近世城下町の性格というべきもので、近世あ城下町の

景観を構成する単位として評価されるものであり、第2の性格には戦国乱世

の時代に戦闘に際して’驍ｵ放火さ2・ることを予定した建築「根小屋舗の

様」という考えがつよく残っている。

　町家についても、素行が「家宅の事、町並は町並を見合せ可仕」⑳　とあ

るように、町並として統制されてもいた。このことは「農人は民間に礼をま

ふけ、工商は古塵に礼を定むるときは、三民各安んじて、国俗自然に正しき

働㊧と・・う「礼」の鵬のもとに蜘、、家作の制限を殉⑤この面、、

らも統制ある町並を構成する条件がみられたといえる。

　以上を総括して、近世城下町を槽成する家臣団と町人の居住区の構成は、

城郭を中核として身分格式的秩序によ。て配置されており、「初の鵬を

都市構成に表現させたものであるといえる。家臣団や町人の住居はまた「分

限意識」にもとついて建築され、総体としてその領主の城下を荘厳するため

の施設「舗設」の役割を果していだといえる。　　　　　’

　3，軍学にみる都市

軍学＝軍法は時代とともに変遷する。これをもたらす主要な契機の一つは

兵器の発達であり、さらに夫きくはその時代の社会的環境がその性格を強く

規定するものといえよう。近世における軍学ないしは軍学的発言は夫きく二

分できる。

　網一は近世初頭の軍学であり、戦国時代を通じてつちかわれてきた軍学＝軍

法の体系化であり、その近世的表現でもある。ここではその代表として北条

氏長・山鹿素行や有沢武貞についてみてみたい。他は近世中・後期の軍学で
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あり、初期の軍学のあとをうけて、その批判の上に成立し、荻生復徐をはじ

め林子平・佐藤信淵にうげつがれ、さらに近世末期の農兵論にみるような近

代的軍学にまで発展していくものである。この期の特色は、幕藩体制のもっ

矛盾からくる危機の自覚にはじまり、やがて国際的関心が次第にたかまり、

それによる危槻感に根ざしていることである。

　以下、この二期の軍学の立場から都市がいかに把握され、批判されてきた

かについてみていきたい。

　　1　近世初期　　　（軍学の体系化）

　近世になって軍学が盛んになるのは、「天草陣の以後戦国に遠のきて軍法

仕様不案内」（鉛録自序）になったときで、松平便豆守が小幡某を師として

学んでから、武田流の軍学がおこり、これ以来多数の軍学者があらわれ、戦

国の時代にまだ体系化されていなかった軍学の集成と体系化がすすめられた。

　小幡・北条・山鹿・朝倉などの諸流派が行なわれたが、つまるところ鉄炮

を採用した謙信・信玄の二流に帰せられるといわれる曾

　この近世初期の軍学も儒学思想の影響を強くうけている。この期の代表的

軍学者の一入、北紙長（1609－1670）㊧は、r士鑑用法」＠

のなかで「軍法ト云ハ士法ナリ」と断じ、「兵法ト云名アルユエニ、戦ノ起

リタルトキバカリノ事」　と心得るぺきでなく、兵法は「国家ヲ護持スル」　「

真実ノ道理」であ。て、「兵法ハ天下ノ大道ナリ」　（士鑑用法）と強調し

ていろ。したがうて「奴取」についても、「城取トイヘバ、堀ヲホリ、土居

を築キ、堅固ヲ用ルバカリヲ城ト云ニハアラズ。天下ハ天下ヲ城トシ、国ハ

国ヲ城トシ、一家ノ民ハ家ヲ城トシ、一人ノトキハ其身ヲ城トナスナリ。身

ヲ修レパ家斉、家トトノホレバ国治リ、国治レバ天下泰平ナリ」　（士鑑用法

城取の条）と述べている。

　氏長は「撰二地形一事」について、「繁昌勝地北高南低、南北長東西短、

東南西昌水アルヲ云。」と陰陽学のいう「四神相応」の思想をのべているが

城郭の性格については「防戦堅固、外工人数ヲ出シ敵ヲ防二便アル地ヲ防戦

堅固ノ地形ト云。人数出入自由ナル城ヲ防戦堅固ノ城ト云。」と、　「守成堅

固　攻入二便ナキ地形ヲ守成堅固ノ地ト云。出入不自由ナル城ヲ守成堅固ノ

城ト云。」と分類し、さらに「三段堅固」として、　「城堅固、所堅固、国堅
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固・是ヲ三段ノ堅固ト云。亦日・天険也・地険也、人険也。天険者本二天之

理一也・地険者因＝地之形一。人険者用昌人之力．。是三段之険也」と分け

ている。この「三段堅固」は戦国時代の戦闘のなかで形成された城郭の機念

であり・それはまた城郭が単なる戦闘本位の城郭から領国支配の拠点として

城郭へ発展する過程を軍学の立場から明確に示したものといえよう。

　山鹿素行（1622－1685）は当時の軍学が社会の平安を反映して、

本来の戦闘技術よりも老荘的な心法の修養に重きをおく傾向に反擾した。素

行がめざしたのは「武将武士日用之業」に役立つ学問、　「今日承候而今日之

用事得心参候」という具体的な生活規範を教える学問であり、これが朱子学

にたいする彼の古学の立場であり、軍学の立場でもあった曾

　素行の軍学は戦国動乱のなかでつちかわれた軍学を体系化したものといえ

る。「武教全書」には城築から攻城・自焼にいたるまでそ⑱工程・作法が体

系化されてい押先薩・のべた糊・・際して城下を醗する．とについf

ても「自焼をいたす徳の事」として、　　　　　　．　㌦、　　・．・量

　一・敵の来て放火すべき所をばさきだって自焼いたすに徳多き事』、

　一．敵の陣具にことをか、せ居にくるしめんがためにもちゆる事。

　一・味方後詰に出てはやく城中へ力をあはせんとおもふ時は敵のうしろを

　　　自焼いたす事。

とのべ・①蘇の放火・火攻を避ける。②敵の補給を苦しめる。③敵の後方擁

乱を目的とするとしている。その自焼の方法についても「自焼作法の事」と

して、

　一風をかんがへて火を放つ事。

　一・城外の家戸たてぐ諸道具まで城内へとり入べき事とりいるる事かなは

　　　ざる時は焼失すべき事。

　一・城ちかき所をばこぼちて一所にて焼事。

　一・作法は焼働同意なるぺし。

と記し、自焼の作法をまとめている。自焼するにあた。て城郭に近い部分・

外曲輪などが火攻を避けて破壊・焼却すること定めていることは注目される。

　近世城下町について規定したものは少ないが、「城持不断心入之事」とし

て、

一220一



　一ぐ城］きにかち（鍛治）、ぱん匠（番匠）、ぬり師（塗師）を可置事

と記されているが、これは戦国時代を通じて武将が技術者の把握に力を尽し

たことを示すものといえよう。

　っぎに、小幡景憲、北条氏長、山鹿素行らの軍学の体系化の上に、その近

世的性格、とりわけ近世城下町を軍学的立場から明確に規定したものとして

加賀前田藩の軍学者有沢永貞父子についてみてみたい。有沢永貞（1659－

1ア15）は前田藩の甲州流の軍学者　関屋政春、小幡景憲の門人佐々木秀乗

さらに山鹿素行からも親しく教えをうけ」山鹿流の兵学老として知られている。

永貞には枢密要論をはじめ多数の著述があり、その子武貞、致貞にもまた多

く軍学に関する著書がある多

　有沢俊貞の「城取本元抄、上・下」と有沢致貞の　「改正城取大意上・

下」　の二書を主として、有沢家に伝えられた軍学にみる都市をみてみよ

う。

　「城取本元抄」をみると、まず冒頭の「城之地形知事」で地形によって城

を汕城・平山城・平城に分け、「三段の険」←）として「守テ堅キ処有」

を「守城堅固」、　「城不堅ニシテ其地険シテ出テ戦フニ利有所有」を「防戦

堅固」、　「城下ハ平易二而其国敵来テ利ヲ失フ有」を「国堅固」とに分類し

ている。かっ城の構築にあたって、　「城取成就之事」の項で、「一二地形ノ

険二便、ニニ縄張、三二曲輪ヲ分度量ヲ定、四二虎ロヲ堅、五二普請ヲ能ナ

ス」ことの必要を説いている。

　さて、領国支配の拠点、「国堅固の城」についてどのような規制を示して

いるであろうか。まず、「天下主居城之事」には．

　夫天下ヲ持ツ人地二依リ城ヲ築テ是二居住ス地ハ必ス険多シテ狭ク守ルニ

　勤ヤカナルヲ不好凡天下ノ座城ハ天下ノ万民ノ聚ル所其地広大ニシテ其自

　由ヨキヲ以テス所謂北高シテ南低ク南北へ艮ク東南西二海水（湖）海アル

　ヲ四神相応繁昌ノ地ト云然而険ヲ奨ム所ハ五六十里ノ内外ノ険二便テ出テ

　大二戦テ敵ヲ討二利アル地ヲ以テシ城下ハ広原ナルヲ要トス城二篭テ利ヲ

　得ルコトナケレハナリ　然レトモ亦海河等有ヲ険ナランニ悪シキコトナシ’

　今刻州江戸コレナリ　是ヲ以テ思フニ山城ハ不可有皆平陸ナルベシ是ハ天

　下ノ座城其地ヲ知ル所以ナリ　是万代不易ノ法ナリ」

一・ Q21一



とあり・このことは将軍の居城のみならず、他の大名諸候の居城についても

同様で．　「園主居城之事」の条に、

　「其居城タル地山城ハ不可有大概平城ナルヘシ　其自由広狭繁昌ヲ考ルハ

　天下ノ城ノ小キモノナリ険国ハ五里十里ノー国ノ険ヲタノムヘシ利皆天下

　二等シ」

と記されている。

　これからも明らかなように・将軍をはじめ大名の居城が占めるぺき位置は、

「四神相応」という陰陽学の伝統の上にたちながら、中世の城郭が「城堅固

の城」　「所堅固の城」としてもっていた戦闘本位の城郭の性格はうすくなり

その防禦性はまったく少なく、ほとんど問題にされなくなり、かわって天下

統一あるいは領国支配の拠点として都市の性格が強くなり、人々が集い来り

居住するにふさわしい立地がつよく主張されてきているのである。

　次に城郭それ自体にっいても、　「天下主居城之事」には

　「将軍ノ城上古二不等故二城大二普講タクマシクシテ天下ノ人ヲシテ其気．

　ヲ奪フ今世ヲシテ頼朝ノ如ク屋敷ニヨッテ居住アラバ其終リヲ計リ道ヲ以

　国ヲ治ムルノ理ヲ不知ノ逆徒日夜二起テ闘乱止ムコトナカルヘシ今万人ノ心其

　城、ノタクマシキヲ見テ天下ノ泰平ヲ仰ク此ハ是権威ヲ以テ天下ノ人心ヲ奪フ所堵也」

とあり、凸「國主居城之事」にも

　「城ノ普諦モ守城ノ要ニアラヌトィヘトモ我力威ト士卒ノ和不和ト国ノ険

　易トヲ計テ其軽重有ヘシ」

と明記されている。攻防の拠点として構築さ九た甲世的城郭とは質的にまっ

たく異なる近世の城郭が封建的権威の象徴として現出したことを示している。

こうして近世的城郭は建築的樽成においても、また自然的調和においても芸

術的存在にまで高められ、城下町の中核として城下に居住し、あるいは集い

来る人々の上に圧倒的な力強さと威厳をもって屹立丁ることになり、近世社

会の権威機構の頂点を地上に表徴し、視覚的に明確に位置づけることになった。

　そして、それがためには、　「民力ヲツイヤシ国ツカルルノ愁アリトィヘト

モ天下ノ治法此利ニアリ　豊是ヲ国ヲ乱シ乱世トナルニヲトレリトセン」

（天下主居誠之事）という次鎮で、あらゆる犠性と困難を克服して、領主的

権威を表示するための努力が払われたのであろ。ここにおいて、信長の安土
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城；秀吉の大阪城・聚落第・伏見城をはじあ、天守閣を中心とした近世の城

郭建築をあくまで蛋壮かつ華麗に購築することに異常なまでの執念を示した

その意図’と意欲を知ることができるのである。

　っぎに武士の住居についてみてみよう。近世城下町の原型は中世の土豪の

屋敷携に求あられることはすでにのべた撃「城取本元抄」の「屋敷構之事」

の条にも「夫屋敷構ノ本元ハ城取ノ初ナリ」と明記している。さらにこれにつづけて、

　然レトモ今ノ世二用ル所バー家ノ士ノ如クー城ヲナスカナキモノ或ハ郡主

　国主ト云トモ其主ノ城下二在府セシムルトキ、城ヲナスヘキノ利ナシ故二T

　家ノ廻リニカコイヲナシ急難フセキ用心ヲナス其分限ニシタカツテ大小美

　麗草様ナルモノハ是二利アルニアラサレハ其法サタマレル事ナシ←

とあり、家臣団の城下町集住、参勤交替の制の実施は武士の個々の住宅から

戦闘本位に構築された防禦的姓格のつよい屋敷溝の必要はなくなり、わずか

に長屋門の樺などにその痕跡を残すことになった。先にあげたアビラ・ヒロ

ンによウて紹介された⑭16世紀末から17世紀にかけての城下町の上級武

士とその兵士たちの住居が、　「その一軒一軒が垣と諜で囲まれている」とあ

るのは、幕藩体制下の城下町成立にいたる過渡的形状を示すものといえよう。

　こうして、幕驚体制のもと城下町に集住し、官僚化した武士団は実際的戦

闘からもはなれ、その住居は

　「今治国ニシテ諸士ノ屋敷ヲ見ルニ無用ノコトニツイエヲナスコト多、該

　ニイマシムヘキ事ナリ然モ大略其カサリヲ能セシコトヲ思テ実ナキ災ノミナリ」

と外見の結帯にのみ華美になることをいましめている。近世の武士の住居は

明らかに中世を通じて地方に在住し、±着していた土豪の屋敷に系譜的には

つながるものであるが、その戦闘本位の防禦的性格は著しく少くなり、前項

でみたように城下町構成の一単位として個々の防禦性を失なって配置されたものといえる。

　終りに軍学にみる町家をふくむ城下町の構成についてみてみる。たしかに、

有沢武貞が「城取私考」　（元禄三年1690）⑳　に

　「城下町割惣構の事古法に制なし近代諸国の居城を嵐試むへし」

と記しているように、町割についての伝統的手法というものはなかった。し

かし・城下町建設にあたって、、在来の町屋、寺社などは

　「民屋ノ有所二依テ城地ノ害ト成アリ少々ノ家ハ所ヲ替ルカ又ハ替難キ所

ハ其二応シテ城ヲ揃フヘシ　町屋ニテモ此心ナリ　居城ハ城下二町屋ナクテ
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ハ用事不調　境目番手城等ハ町屋二続テ設ルト町屋ヲ離レテ設ルトニ様アリ

其町犀ト城地トノ様子ニヨルナリ　又神社仏閣等ニモ所ヲ替難キコトアリ、

其神社仏閣等二森林ノ茂リ有時ハ是ヲ気遣或ハ是ヲ城地ノ便リトスルコト有

とあり・城下町建設にあたって在来の建造物移築または城下町のなかにとり

こむことを規定している。

　城下町の一般的な構成については

　「町割ノコト大体侍屋敷ヲ城下へ引付町屋ヲ外ニシテ足軽ヲロ々ノ端二割

　寺社ヲ町ノ外へ出シ置是常体ナリ　又境目ノ小城ナトハ城ト町トニ三町モ

　離レタル宜シ　然レ共是ハ其地形ニモヨルヘキナリ　スヘテ侍ト町屋トハ

　其品ヲ別チテ割タルハ平生ノシマリニモ宜キナリ　故二小身ノ主ハ多ク侍

　ト町人トノ居所ヲ別ニシテ侍ハ城中二置コトモアリ　或ハ惣構ヲ築キ侍屋

　激ト町屋トノ差別トスルモアリ　大国ノ主二及ンテハ侍ト町屋トヲ各別ニ

　スルトキ・陶訂へ遠ク成テ事不調故二入交リテ割ナリ　然レ共城ノ辺へ町屋

　ヲ割侍ヲ遠クスルト云ニアラス往来ノ繁キ所ヲ町屋トシ侍屋藪ヲ往来セス

　シテ其シマリト成コトク割ヘキナリ　殊二初メハ小身ノ居城ノ所へ大身ニ

　テ居ル時ハ侍屋勲モ町屋モ不足二依テ漸々二広ク成テ侍屋敷ト町屋ト交ル

　ナリ何程入交リテ割トテモ侍ト町人トノ差別有様二割ヘキナリ」

と記されている。城下町の基本的構・成として城郭のまわりに武士を、その外

に町屋をおき、外端部に足軽の住区を配して城下町と往還街路のロをかため

寺社を城下町の外部に配置する原則を示している。境目の小城（国主常ノ居

館ハ繁昌ノ地二居テ国境二人数ヲ置其所ニテ敵ヲ押へ留メ後詰昌出テ追払フ

コトクスー一改正城取大意）などでは城郭と町がはなれて設けられることもあ

る。小規模な城下町で武士と町人の居住区を画然と惣携でもって区分するこ

ともあるが、大きい城下町では日常の便をかんがえ、両者を組合せるが、町

屋を日常交通街路に面し、武士の居住区はこの往来の街路からはずすよう配

置する。枢密要論⑯には「亦町屋ヲ往置ニスルトキ大手先ナト城ノ虎ロノ向

ヲ町屋ニスルコトアルヘカラズ」と記されている。大名の国替に家臣団が膨

脹し、城下町が拡大することも考えられるが、いずれの場合にも武士と町人

との身分制による居住区の分離、生活空閻の隔離を強く主張している。なお’

町屋の配置についても枢密要論には「町屋ノ内ニテモ往還二商人ヲ置、裏屋

二職人ヲ置、是当然ノ理ナリ」と商人と職人の住区について商人を表通職人
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を裏通におくことを記している。

　以上、近世籾期の軍学にみる都市について記したが、この期の軍学では・

戦国の拗乱を通して都市が明確に整理さオし、その上にたって近世城下町の構

成と牲格が明確に規定されてくることが明らかになった。

　　ll　近世中・後期　（危機における軍学）

　近世初期の軍学は寛永年間にはじまり、幕藩体制の確立期に、戦国の軍学．

の集成と棒系化さらにその近世的性格の強調を特色としていたのに対し、甲

・・繩冾ﾌ軍学は元禄一享保年間にはじまり、幕藩体制がその華美な元禄文化

の蔭に胚胎し、しだ篭・に顕在化しつつあった矛盾にたいする危機意識に支え

られ、それにもとつく・批判と解決の万策がうちだされたのであった。ここで

問題になるのは初期の軍学によって明瞭に規定された近－世城下町そのものと

家臣出の城下町集住という居住形態にたいする批判であった。まず、前者に

っいてみていきたい。　　’

　この立場にたつ見解を最初に大規模な構想のもとに適確に表明しためは荻

生狙稼（1666－1728）であった曾　徊擦の提示した構想については次項

で述ぺることにし、ここではまず、租練あ軍学書として知られる「鉛録」⑳

で和漢の城制を比較した部分をみてみよう。　　「鉛録」巻16　に

　「城制和漢ノ相違ハ尚又守法攻法ノ上ごテ其差別明カナルペシ　第一’二和

　流不足ノ処ハ篭城トナレパ城下ノ民屋ヲ手前ヨリモ焼払フ　城下ト云モ異

　国ニテハ城内ナルニ日本ニハ別ノ物ニシテ是ヲ棄ル其起リ城下／町ニシマ

　リナク民ノ居ヒロゲ次第ナリ　其民ト云ハ皆他国ヨリ聚マル商人ナ堕　是

　二由テ合戦ノ時ハ用ニタタズ害アリ　只武士ノ朝タノ用ヲ足シメモラフ役

　人ト心得ルヨリ起ルナリ異国ノ法ハ城下ノ町ヲ小詰ニシテ外二総郭ノ囲

　アリ郭門アリ此要害ヲ堅固ニス　扱ハ城下二住スル人ハ足軽農人ナルペシ

　戸籍ヲ極メテ他処ノ人ヲ留メズ商二来ルモノヲモ月数ヲ限テ返ス所二留マ

　ルコトヲ得ズ　又我城下ノ民ノ他所ヘユクモ心儘二行クコトナラズ各其町

　々二頭ヲ付テ吟味厳密ナルヤウニ治世ヨリ仕置クコトナリ如此コトナルユ

　へ城下ノ民ヲーツニシテ城ヲ守ルコト異国ノ法ナリ　近来和国ニテ篭城多

　クハ叶ガタキコト畢寛ノ処士土着セズ戸籍ノ法棄レタル故ト知ルペシ　且

　又当時一国一城ト云コトニナリテ本城二輔ナキユへ篭城叶難キナリ　家中
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　ソ侍ヲ土秘シメ大賭ノ知行・・キ・マリ・司ヒ配哩灘二心得，シ、

．或ハ大寺大社増急ナ塒・取出（砦）二心得下知・加ヘパ是又国主．心

　得ニテ不意ノ乱逆二備アルベシ」

と記している・これは・いわば・鰍の日本と中国砒較都輪である．中

国の都市は先に指摘したように環濠城塞都市の形態をその特徴としている。

（序韓二鯵照）これに対して・わ力咽の近世城下町は中世末に展開した

多徽聴購都市の騰と否定の上に成立して・・る．（第1章・第2鞍

照）この非囎城塞都市・近世城下町を湘御ま戦国いらいの「篭城，ナレ

バ城下ノ民屋ヲ手前ヨリモ焼払フ」という戦闘手法を基調として城と城下が

戦術的にも一体化せず、また城下町を生活共同体として惹識することなく、

精神的にも一体感がなく、違和感が強く支配していることを指摘している。

この事情を『斜録』巻17に

　「今時ノ武家ノ飯ヲ食スルモノハ只武家ト云ヲ鼻ニカケテガサツヲ云パカ

　リニテ其人甚冠弱ナレバ田夫ニハ遙二劣タル上二近年出替者渡者ニナリタ

　レパ何ノ用ニモタタ冬モノナリ　又昔ハ城下ノ町二居スルモノハ農人ニテ

　耕作ヲ家業トシ其片手間二市ヲ立テテ商費ヲヌ　武士知行所二士着シテ城

　下ハ勤番ナルユへ商買人モ多くハ聚ラヌ≠リ　他所ヨリ城下ヘハ商人来住

　スレドモ　古ハ人別ノ吟味厳密ニシテ我郷里ヲハナレ永ク他所ノ人トナル

　コト不叶コトナルエへ皆当分ノ旅人ナリ　是ニョリテ他所ノ人城下二混雑

　スルコトナク城下ノ人ニテ屏ウラヲ持タルコトナリ　天草ノ物語ヲ聞二城

　中ノ婦女屏ヨリ上二半身ヲ出シテ石ヲコロバシ城ヲノル侍ヲ打倒セシト云

　ヘリ　某ガ外祖丹ノ父ハ葎賀ノ服部ナリ　アルトキ留守ノ夜ヲ伺テ強盗門

澱リテ上三＋人郷勘・・アリ外祖母・母茶燗・前・格子・開テ、．

　弓ヲ弦打シテ矢ヲ持テコヨト云　譜第ノ下女二大竹ト云女心得タリトテシ

　イシヲーマルケホドキテ板敷ノ上へ投出ス　此音ヲ夜盗聞テ飛道具タクサ

　ンアリケルゾトテ皆逃散タリ」

とあるように、祖秣iは近世城下町を、知行所をはなれ土地を失なった武士・

他膚より集居し流動する専業の商人などみな土地をはなれた「当分の旅人」

が雑居する都市として批判し、近世以前の兵農分離・農商分離が進められず

尚武の気分がみなぎっていた往時をしのび、それへの回帰を希うのであつた。
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また、宗教的信念に支えられ．てはげしいたたかいをつづけた天草の乱にみら

れた自衛の精神をもつ連帯感に結ばれた共同体にも関心を示している。さら

に都市と村落を区画する環濠と城塞の欠如が都市のスプロール的発展を誘発

していることもみのがしはしなかった。狙練は近世城下町にひそむ都市の形

態的な、そしてそれに相伴してみられる精神的矛盾を適確に指摘したものと

いえよう。租徐は都市の防禦性の欠如とそれによってもたらされる欠陥を解

決するための方策として、武士団の土着化、戸籍の撤底による人口移動の制

隈、都市の防禦施設の再編成（家臣団の住居・寺社の配置の再検討）を主張

している。この租孫による都市再編成構想⑲　にっいては次節で詳しくみて

みたい。

　祖殊によって提起された近世城下町にたいする批判は、より根元的に近世

社会の自衛的防禦性への鋭い批判に連なるものであったが、この立場は国際

的関心のたかまりとそれにもとつく危機意識に支えられて、いっそう強く深

く発展していった。

　たとえば天明年間、林子平（1758－1795）は仙台藩にたいして三度

（1765、1781、1785）にわたって上書し、富国強兵策を説いた。その

「上書第一』には武備について

　「武備と申候！ま　武道の心かけ用心にて候…　当時日本には武備と申物無

　きも同然に罷成候」

　「然に日本は朝鮮・琉球。蝦夷此三国と界を接へ候得ば、萬一此国々より

　不意に変を生じ候て、練切たる兵馬に押かけられ候はば、日本は破竹の如

　く崩れ可申候得ば……」

と武備とその訓練の必要を翻しぬさらi・r海国兵談』⑪は海国日本の

防備について論したもので・「江戸の日本橋より唐、阿蘭陀迄境なしの水路

なり、然ルヲ此れに不備して長崎にのみ備るは何ぞや」という関心のもとに

「海国の武備は海浜‘・あり・海浜の兵謝ま水戦にあり、繊の要は大銃1。あ

り」と強調した。

江戸時代も後期になると・洋学の発犀にみられるよう・・、国外とくに西洋

噂情がかな朔瞭に紹介酔るよう・・やた・こうした状助なかで、佐

薦灘K1ア69－1850）が「古来有り歴れたる古伝のみを教授して、日新
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なる真実の兵法を精究せず」と伝統的な兵学を批判し新しい時代の要請にこ

たえる軍学を展開させようとしていた。そのなかで、信淵は、徊稼が中国と

わが国の都市を比較したように・西洋の都市とわが国の都市を比較して次の

ように記している。

　「本邦の城製は外郭の製造甚以（て）疎放なり．何れの城も皆然り．西・『

　洋諸国の都城の図を観るに・外郭何れも広大堅固にして、都下に住す乙諸・

　士・商人等は・皆悉其郭の内に居するが故に、外冠来ると難ども、郭内の

1人数多きを以（て）防戦の備へ全く・其守極（め）て堅固なり。然るに本

　邦の諸城下は軽輩爾軍士・商人等は悉く郭の外に居住するを以（て）、萬一

　外窓の来ること有て鐘城に及ぶときは、老若男女路途に迷ふ者幾千萬と云

　ふ数を知らず。敵を畏れ君を恨みて泣き号ぶ声山谷に充満し、目もあてら

　れざる次第なるぺし」　（兵法一家言　巻11　篭城上）

　ここでも西洋の中世都市が環濠城塞化されているのに対し、近世城下町は

一般に外周になんの防禦的施設もなく、まったく無防備な状態にあり、その

戦乱による危機的状況における混乱を指摘している。さらにつづけて、その

非防備にいたる事情を、

　「中古似来は武士を悉く城中に輿め置くことに成てより、商売人の居住す

　るも漸く多くして、町家の繁昌すること彩し（く）、城下の家数は次第に多

　く成りては、外郭を分外に広く縄張すると錐ども、仲々以（て）数多の商

　家を郭内に居住せしむることを得べからざるに至れり。故に城は製法固に

　して壮麗を究めたりと難ども、郭外の市街・居宅の結構美麗繁華にして城

　郭を囲擁すること多きを観るに、萬一非常の警あありて外冠の異国より来

　ること有らぱ、なんとも鎮護を為すこと難かるべし。」（同上）

と述べ、城下町への商家の集中が、商家を郭内にとどめることができなかつ

たとし、そのスプロール的発展の強さが外周を画することを許さず、城郭の

み防禦性が強く、他の城下町全般が無防備状態におかれたことを指摘してい

る。

組篠と信淵の近世城下町にたいする見解を比較してみるとき、その都市全

体として自衛的防禦性の欠如一非環濠城塞性についてそれぞれの時代意識

と危機感の上に鋭い指摘がなされた。しかし、同時に両者の間にはかなり相，
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違した点もみとめられる。それは一つには近世城下町の非防禦性をもたらし

た原因であり、他はこの非防禦性を鋭く指摘する危機意識の基盤であるとい

えよう。租徐は近世城下町の非防禦性は、中世いらいの戦闘方式と兵農・農

商分離による武士と町人の城下町集住に原因を求めたのにたいし、信淵は城

下町への集中、都市のスヲ’ロール的発展に原因を求めており注目される。前

者が歴史的、構成的に究明したのにたいし、後者は現象的に把握したものと

いえよう。さらに両者の相違を明確にしているのは、祖練が幕藩体制内部に

もっ矛盾をこの城下町の非防禦性のなかに把えようとしたのに対し、信淵は

より強く当時の目本をあぐる国際環境と、その上にたつ危機感によっている

点である。そして両者とも1この矛盾の解決を武士団の土着一喪兵論に求めな

がら後で述べるようにそれぞれあい異なる榊想を提示し両者の間の時代的推

移を明瞭に示している。

註）

1）　武士道にっいて考察したものに

　　津田左右吉　「文学に現はれたる我が国民思想の研究・平民丈学の時代上』　19で8

　　和辻哲郎　　『日本倫理愚想史下」　19・52

　　家永三郎　　主従道穂の一考察’・史学雑誌　　62　　1953

　　縢直幹　　『日本の武士道』　　1956

2〕　箪法にっいては

　　「武士道全書』　1－12　　別巻

3）　改訂史籍集覧　　通記頚・，一・　　　　　　　　　　　　　　　　－

4）5）『家臨史料築』　戦国史料叢書6　1965

6）

7）

東照宮御実紀附録巻22　　増補国史大系　38

儒教は・古事記による応神天皇の15年に百済の使者阿直岐瀞もたらしたものといわれ

古代には仏教とならんで患想的に重要な位置を占めた。のち，中世にば朝廷明経家や五

山学僧たちの間でその教養として伝承されてきた。そして近世になって幕藩体制の教学

として再び大きい位置を占めることになうたのである。

近世儒教の展開は，当初教学としての朱子学派が，やがて腸明学派が歳立し，さらにこ

れら宋学を排して直接原始儒教に復帰しようとする古学派が興起した。朱子学．腸明学
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8）

9）

10）

11）

12）

15）

はともに中国宋代に新しく興った儒教思想であり，（島田皮次，f朱子学と腸明学』

参照）朱子学は鮪時代にその思想的影勧・あり，室町時代には五山の禅僧の間で学

ばれていた。近世になると塵原憧窩と林羅山があらわれ、僧侶の手をはなれ，林羅山

によ・て総体制における正統的学闘としての地位を確立した。醐学は中江醐1．

よ。ておこされ，態沢藩山はその門下である。古学は山鹿素行と伊藤仁斉とによって

同時に独立に提唱された。素行，仁斉にはじまる古学派は荻生但練によoていっそう

発展させられた。

松平太郎　　『江戸時代制度の研究』

伊東多三郎　　『幕甜体制』　　1956

続々群薔類従　　第10　　教育部

『武士道初心集』八条　　　（岩波文庫）

高柳真三・石井良助偏　御触書寛保集成

などを参照。寛永12年12月の諸士法度には，「忠孝をはげまし，礼法をた、し，

常に文道武芸を心かけ．義理を専にし，風俗をみたろへからさる購」と冒頭に明示さ

れている。’　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　’♪・

第2章参照・．　　．．・　．　　　　　　・　　　．・

大熊喜邦　’「江戸時代住宅に関する法令と其影響」・一建築雑誌　42『　　1921

江戸叢書　巻の2　　　　　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　　㌧　・∵：

田辺　泰・伴野三千良　「江戸に於ける武家屋敷表門に就て」　建築学会大会論文集

1933

内藤　昌　r江戸と江戸城』　1966

14）15）高柳真三・石井良助　寛保御触書集成

16）

17）

18）

「殿中席醤」同上所収及び前掲⑧　中村孝也　『大名の研究』

沢島英太郎　『二条城』

川上　貢　　「二条城の創建及び沿革に関する考察」重要文化財二条城修理工事報告

書　第5集

梅原　猛　　　「徳川武士の美意激の構造」　　文学　1965－12

第2章　参照

平井　聖　　『城と書院』

佐藤　巧　　『近世武士住宅の形式に関する研究』
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19）

20）

21）

22）

25）

前掲⑨　なお，このような朱子学の「礼」の観念を但練は否定し、「宋儒ガ礼ヲ説ク

つ老女ノ小娘ヲシツケル如キ事ニテ珀々砕タゑル事ナリ、礼ハ国ノ幹ナリト左伝二出

タリ、蟹家二於テ肝要ナル事ハ礼ナリト云・事ナリ」　（経子史要覧巷之上）と記してい

るo

f綾々鮮書類従」　第10　教育部

『田鹿藷類』　巻6　君道6民政　　　　　　 一、

?C．

同上　f第一、士と町人と相対するの礼前に出之、その用所すまば町人退去すべし、

食をくらふことをゆるさば側に入て食すべし、かりにも足付の膳たるざからず．富有

の輩たりとも此制をそむくべからず、日比出入の士家たりとも、相伴密会可処罪科

也」といった次第で18条にわたって述べている。

『武士道初心集』　26条　　（岩波文庫）　　　　　　　・1．．．二

24）　25）前煙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・

26）　　第2コ匙　参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二1

2ア）　鈴録自序

28）　北条氏長は趣長14年江戸に生れ、小幡景憲について軍学を学ぶ。寛永年間には『兵

　　　　法師鑑」『兵法雄鑑」を著述し、軍学者として幕府の内外に重んじられた。

29）　兵法雄鑑を要約螺述したものといわれる。　「武士道全書』　第2巻　所収

50）　素行は林羅山より儒学を、また小幡景憲と北条氏長から甲州流の軍学を学んだ。「聖

　　　　教要録」によって反朱子学の立場を明らかにした。これが幕府の忌瞬にふれて一時赤

　　　　穂に流譲された。

51）　『山鹿素行集』　第2巻　所収

52）有沢永貞・武貞・致貞の騨に関する細燈沢市立図舳蔵伽能越文腓よ。た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
35）　第2章　参照

34）前掲第3節註②大航鹸代叢書11

55）　酋掲註⑭　金沢市立図番館蔵　加能越文庫

56）同上，小野均　r近世城下町の研究」1928参照

37）荻生鰍の騨の立場は「時代の劉1・て、むか撫之撮出来雌儲、業醍1こ

　　　随て替り候ゆへ・軍の振模様替り行事に候」「二公（信玄謙信）の軍法をは其時代の

　　　覚書迄にいたし蹴後紐の上の騰を除き謀璽理を失はさる椥・して混を櫨

　　　にいたし・業に至候ては・時代を考へ箪のふり模様の替候所を工夫致し、世上の意外

一251一



38）

59）

40）

41）

42）

に出る鮪之卿存候」㈱鰭巻2）1・も・とも端的に示されている。

京都大学附属図書館蔵

第4節でみる但錬の「政談』に明瞭に示される。

日本経済叢書　　第12巻

『林子平全集』　第2巻

『兵法一家言　籠城上」　　（佐藤信淵武学典　中）

　W　都市再編成論
　徳川幕府がその政権を確立してから約80年、元禄時代になると伝統にと

らわれない自主性をもった文化が多方面にわたって展開してくる。しかし、

元禄時代はその華麗な文化の背後に、すでに幕藩体制に内在する矛盾が鋭く

あらわれてきた時期でもある。そして．この矛盾を究明し解決するための見

解や提案が活濃にあらわれてくる。本題に入る前に、まず元禄文化とその背

景にっいてみてみたい。

　1．元禄支化とその背景

　元禄文化は新田開発の進行・農具・肥料などの改善による農業生産力の発

展・それにともなう商品流通の拡大などにより、都市とくに中央市場の大阪

京都・江戸が繁栄曾9これを難にして民衆の生活と感情が肯定的に従来

の伝統にとらわれず新しい手法をもって描きだされたものといえる。

　たとえば、俳譜には松尾芭蕉があらわれ、貞風・談林より蕉風への転換を

なし・同じく談林の俳譜師としてその創作活動をはじめた西鶴は数多くの浮

世草子の中で人間の生活をリアルに描き遊里とならんで町人の逃避場とな

った演劇でも浄瑠璃作家として近松があらわれ、’町人文学の最盛期をむかえ

た。また絵画では江戸初期いらい伝統的画風をまもってきた狩野派・土佐派

のなかからも師法の枠を脱して酒脱な風俗画が流行した。菱川師宣は浮世絵

を町人芸術として確立し、尾形光琳もまた華麗な装飾画や蒔絵などに新しい

美を創出した。

　建築の分野でも大きな変化がみられた。それは新しい主題的建築の登場で

ある。わが国の建築史をみると、古代・中世を通じてその主題的建築は社寺

ならびに宮殿の建築であり、近世初頭になるとこれにかわうて城郭や邸宅の
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建繁が主題的位置をしめた。元禄時代になると劇場・遊廓などの建築が大き

い位置を占めてくる。劇場建築は桃山時代には仮設の小屋であったのが、江

戸時代にはいって常設の小屋ができるようになった。江戸初期には勧進猿楽

能場の形式であったが、元禄時代になって歌舞伎劇場としての独自の形式を

蹴各地にひろま．た璽都市の繁栄淳楽生活の進展とともに、町人が、

その経済力と一「いき」『をほこった遊廓の発達をうながした。島原の角屋はそ

の面影をよくとどめている璽　住宅建築も家作制限などの制約をうけつつも

著しく向上した。また社寺建築もたんに宗教的崇拝の対象としてばかりでな

く、レクレーションの場としての機能を果すようになった。こうして、町人

の日常生活と密接なつながりをもつ世俗的建築が主題的建築としてあらわれ

たことは注目すぺきことである。元禄文化は町人社会の華奢の上に成立し、

幕蘇休制によりて身分秩序の固定と鎖国による対外発展のみちを閉されて蓄

積された国民的エネルギーの発散の一つの表われであり、当時の一般的生活

水準の向上を前提とし、またそれを促進するものでもあった。

　この元禄文化の背景で人間はどんな指針をもって生活をいとなんでいたの

であろうか。まず、武士の生活からみていきたい。

　〔武士〕　近世初期、幕蕪体制の成立とともに知行所をはなれ、城下町に

集住した武士、とりわけ華美な元禄文化の洗礼をうけた武士に、戦場で槍一

本に生きてきた戦国武士の精神．質実剛健の気風を期待することはできなく

なってしまった。じっさい、町人社会の華奢に示された元禄の時代的風潮は

武士社会にも強い影糎をもたらさずにおかなかウた、　「此三四十年以前ハ

同心ノ家二畳ヲ敷タル家ナシ、上下ヲ着ルコトナシ、今ハ畳ヲ敷、唐紙ヲ立

家居モ身上ヨケレバ、与力トサノミ替ナシ、上下ヲ着テ出タル所ハヨキ知行

取也、御入国初ノ比ハ武家ノ若党ノ袴碧ルコトナシ、絹以上着ルコトナシ、

今モ尾州ニハ古風残テ、家中ノ若党木綿布子二大小計ナリ、是其初御旗本ハ

御直参ナル故、諸大名卜替リ無、御旗本ノ家来金切米取ル者モ、諸大名ノ家

来ノ知行取者ト同格也ト云ヨリ起テ、今ハ家中ノ若党迄結構二成タル也」

（政談巻2）④というわけで滅本やその従者さえ鞠にな。てくる。

この傾向は近世社会の「礼」の観念による「格式」秩序によってさらに増幅

される。「其倹約ヲスベキ様ナキ子細ヲ詮議スルニ、大名ノ格ト云物二支テ
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今ハ石ニテ手ヲ詰タル様二成テ・倹約ヲスペキ様無ナリタリ、其格ト云物ハ

朝タノ身ノ持様・衣服飲食器物家居・人ノ使方奥方ノ作法、音信購答使者ノ

次第．御城下俳徊ノ供廻リ、道中ノ次第ヨリ冠婚葬祭ノ礼迄、古ノ制度ニモ

非ズ・亦公儀ヨリ定メ玉フ法ニモ非ズ・世ノ風俗ニテ自然ト奢美ニナリタ耐

　（同上）と荻生租篠は指摘した。武士はその戦国殺伐の気風を遠くはなれ、

江戸を中心とした都市的享楽の生活にとけこんでしまった。こうした傾向が

もたらす財政的破綻は武士の全階層にわたってみられた。武士としての威信

の保持、町人の経済力の増大にとなる奢修的生活の普及という矛盾した状況

に武士はどのような精神的態度をもって処していたろうか。

　それはまず武士道精神の撤底であった。しかし、佐賀の「葉隠」⑤のよう

に、「釈迦も孔子も楠木も信玄も、終に竜造寺・鍋島に被官懸けられ候儀こ

れなく候へば・当家の家風にかなひ申さざる事に候」　（葉隠夜陰の閑談）ま

た「この主従の契より外には、何もいらぬことなり。この事はまだなりとて

釈迦・孔子・天照大神の御出現にて御勧めにても、ぎすともすることにてな

し。地獄にも蕗ちよ、神罰にもあたれ、，此方は主人に志立つるより外はいら

ぬなり。」．（葉隠・聞書鶉2）・といbた偏狭な精神でもって、「草紙書物を

取り扱ひ候へば則ち焼き捨て申され候。書物見るは公家の役、中野一門は樫

の木握りて武篇する役なりと申され候」、二（葉隠・聞書第1）という態度で学

習の精神を否定しさり、武技に専念し、「士は食はねども空揚枝、内は犬の

皮・外は虎の皮」　（同上）という精神的虚勢では元禄文化の世にも、まして

展開すべき将来にたいして適確に対応する精神態度を示す倫理規範とはなり

えなかった。

　新井白石（1657－1725）は武士の状況を、「近世の事体を論じ候はん

には、天下四民のうち、百姓・職人・売人ことごとくみなその利を利とし、

その楽しみを楽しみ候うて、武家方ばかりこの難にかかり候とは申すべく候」

（庶政建議）と記し⑱　新しい商品経済の動きにとり残され生きる目標を見

失ないがちな武士の立場を指摘している。じ。さい、武士は高野常道によっ

て・「太平の世には、士は役人の外は、無用の長物の如し、農工商の三民は

一ツ欠けては天下の用鼎せず、……素より農工商の三民も、治世の士は無用

の長物と思へり」　（昇平夜話）⑦　と指摘された。こうした当時の社会的状
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況のもとで．武士はその精神的態度を確立しないまま・その生活をつづけた

ければならなかった。太宰春台（1680－1748）は「当代モ元禄以来・海匪

ノ士民困窮シテ、国家ノ元気衰タレバ、只今ノ世ハ萬事ヲ止テ、偏二無為ラ

行。ベキ嚇ナリ」（経済録巻10）③と元禄以降の騨した世相を論し

ている。この目標もなく、生きがいを失なって春台のいう「無為」するしカ

ない生活をつづけなければなか。たのはすぺての身分の人々にわたるものて

あウたが、とりわけその頂点にたつ身分の武士階級の「無為」はもっとも部

刻であったといえよう。

　〔町人〕身分制秩序のもとに、工。商の町人身分に固定され、鎖国政策に

よって南蛮貿易などにみられる対外的発展のみちを閉されてしまった町人元

ちは、しだいに国内的流通活動を活澄にし、全国的市場を形成していうた。

こうして町人たちはその経済的実力を江戸・京都・大阪の三都を中心とした

都市にたくわえ9その経済的基盤の上に元禄文化は形成されたといえる。

　そしてこの経済的実力の故に、武士と町人の社会的地位に微妙な変化が凌

らわれてくる。春台によれば、「今ノ世ノ諸候が大モ小モ皆首ヲタレテ町《

二無心ヲイヒ、江戸、京都．大阪、其外処々ノ蜜商ヲ悪ラ『、其続ク計ニテ他

ヲ渡ル、　………常二債ヲ費ラレテ其罪ヲ謝スルニ安堵心ナク、子銭家’（虚

貸し、一筆者）ヲ見テハ鬼神ヲ畏ルル如ク士ヲ忘レテ町人二｛府伏」　（経済動

巻5）すというように武士階級にたいして大名貸をはじめ、金貸しが広く詫

地方にみられるようになる。また一般の武士も同様に、「歴々の武士たるも

め、近頃はちと身を持たる町人方へ文通仕候に、大概大方様付の書通にて翻

座候、或は出会の節の挨拶等を承候に、互に殿付の口上に武士町人の境も鄭

見分トー座族間に御座候」　（山内幸内上書）⑭　という状態となり、武士¢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カね威信は著しく傷つけられることになうた。しかし、この町人も、「銀さえあ

れば、何事もなる事ぞかし」（西鶴・日本永代蔵）とのぺ、人生を支配する

金の力にたいし、人間のはげしい意欲をかきたてているが、「四十五までに

一生の家を固め、遊楽することに極まれり、」　（同上）とあるように、一そ¢

撤底した禁欲生活もしよせんは後の快楽的消費のためであった。その町人杉

性はM．ウエーバーが指摘寸るような産業資本の展開の理念としての資本主券

精神からもかなりはなれたものであり、町人はまだ封建的権力をはなれてヰ
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産階級を形成するにはいたらなカ｝つた。結局「町人と申候者は只諸士の禄》

吸取候計にて外に益なき者に御座候、実に無用の穀っぶしにて有之候。（林

子平上君第一）⑪と考えられ町人は鍵社会の閉塞された世界で倒鑑

た解放感を味わoていたともいえる。

　〔百姓〕最後に近世社会の経済的基礎を構成していた百姓の生活にっいて

みてみたい。幕藩体制はその貢租を確保するために、あらゆる手段をもって

農民の生活に制限が加えられた。それは「一年の入用作食をつもらせ、其余

を年貢に収ぺし、百姓は財の余らぬ様に不足なき様に治める事道なら」（本佐

録）⑫　という政策にもとづき、　「百姓つかるる時は田にこえする力なく、

田畠をかへす事も半作成に依て物成あしく、此故に国がかれ民亡び…」　（同

上）ることへの配慮によるものであった。陽明学の立場にたつ熊沢藩山

（16て」9－169Dは百姓を「庶人の一等と云は農が本にて工商は農をたす

くるものなり」（集義和書）⑬としているが、同時に吟時の武士の人。

は百姓をば薪木程よりも思はず草や葎の如く思ひぬ」　（宇佐問答）⑭　と非

難している。しかし、商品経済の発展は直接農村にまでおよび、豊村の自然

経済を漸次分解させた。租練はその事情を「昔ハ在々二殊ノ外銭払底ニテ、

一切ノ物ヲ銭ニテハ不買・皆米麦ニテ買タル事、某田舎ニテ覚タルコトナリ

近年ノ様子ヲ聞合スルニ、元禄ノ比ヨリ田舎ヘモ銭行渡テ、銭シテ物ヲ買事

ニナリタリ」　（政談　巻2）⑮　と記したように農村も大きく変貌をとげつ

つあった。その結果、農村にまで元禄文化はその影響をあたえた。農村の生

活全般にたいするきびしい制限にもかかわらず、挫民の生活向上への意欲は

つよくな。た。それは「前々よりの御条目御定書等有之候処、近年に及ひ在

々の法度ゆるミ、所々の風俗正しからす。其業とすへき耕作の事に怠り・其

職二あらさる装能の事を翫ひ、屋作衣類食物を始め、万事二つきて其分限二

過き、或ハ五穀に宜しき地を費し、衣食のたすけ二ならさる物を作り…」⑯

という正徳5年諸国御料所諸百姓への条々に明瞭に示される。そしてこの生

活向上とそれへの制約め故に農村を離脱する農民が多くなった。春台はその

事情を「民ノ業二本末トィフコトアリ農ヲ本業トィヒ、工商買ヲ末業トイフ

四民（士農工商一一筆者）ハ国ノ宝ニテ、一ツ欠テモ国トイハズ、然ドモ農

民少ケレバ、国ノ衣食乏、ク成故二、先王ノ治メニハ、盛二農ヲ重ンゼラル、
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農業ハ至テ蝦難ナルコトニテ、終才労苦軽シテ、利潤多キヲ羨ミ・農ヨリ：

商二遷ル者多シ、縦ヒ住所ヲ城下杯へ悉移トモ・田舎ニテモ買ヲスレパ・遍

業ヨリハ利得多キ故二、耕作ハ粗略ニシテ、買売ノコトヲ精勤スル、是民，

常ノ情ナリ」　（経済録　巻5）⑰　とのべ、この農村離脱を防止する対策～

して、「天下ノ戸籍ヲ正シクシテ、四民ノ家数、人別ヲ度々改テ、農民ヨ1

妄二他ノ乗二遷ルコトヲ禁ズル」　（同上）ことを説いている。こうして益ン

強化される年貢の確保と生活向上の意欲との間には当然つよい軋礫をもた1

した。租練は「小身ナル士城下二居住シテハ、タトビ知行処ヲ持タリトモタ

行所ノ治メハ勢々ナラヌコトナリ、只年貢ヲ取バカリヲ地頭ノ所作ト覚居ノ

ナリ、其百姓モ地頭ハ年貢ヲ取ル役ノモノトバカリ覚居テ、地頭ハ少モ多．

取ントシ、百姓ハ少ク出サント思入テ、互二取ラン取レジノ争’

外ノ》更二他事サケレバ、地頭卜百姓トハ当時ノアリナマ仇敵．
如クナリ」　　（鉛録　巻1）⑱　と言い、その原因を武士の城下集住に8

るとした。そして領主と鼻民の関係が悪化してきたことを警告をこめて明‘

かにした。

　以上で明らかなように、華麗かつ繊細な元禄文化の背部には武士から町ノ

百姓にいたるまですべての身分階層にわたうて、都市にも農村にもそれぞオ

深刻な矛盾に撞着していた。それはまさに転換期的様相を示すものではあ・

たが、人々はまだこの閉塞された社会を離脱すべき道を見出してはいなか・

た。しかしそれを模索する動きはみられた。すなわちこの深刻な動揺と危お

をのりこえるために多様な見解が表明され、解決への提案が提示された。

　2．蕃山の土着論

　前項でのべたように、祖徐は元禄時代に顕在化してきた矛盾の根源を兵養

分離による家臣団の城下町集住にあるとしている。このように幕藩体制にρ

在する矛盾は武士階級が兵農分離の結果、戦国．の武士のように知行地に居歪

して、かたわら艇耕に従事するという生産的立場を失ない、たんに領主か些
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ　ロ
支給される封禄にのみ依存するという非生産的な、いわば官僚的性格を強哉

たことに原因があるとする見解が強か。た。

　こうした見解のもとに、武士生活の困窮化を説き、その打開策の一っとL

て武士土着論を近世初期にとなえたのは熊沢蕃山であった磐
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　　「むかしは農と兵と一にしてわかれず・軍役みな民間より出たり、武士み

　ないまの地士のいふものの如くなり・し・まの如く民とわかれずして、＋が

　一を出したり・別に士を扶持する知行とてはいらざるなり、恭倹質熟にし

　て・驕奢なければついえなし・＋一｝こしてみちたれり、今は士と民とわか

　れて・士を上より扶持するゆへに・知行といひ、扶持切米といひ、多くい

　るなり・十一の事はさておき・十かこ三とりても不足、濃に兵なきゆへに

　民奴僕と成て・とる事・つよくいやしく成たり、故に農兵の風たえて後は

　一旦おさまるといへども・君も±も民も・はなればなれに成て、はては惣

　つまりになり、乱世となる事はやし」　（集義外書）⑳　　　　　　、

と記し、兵農分離により武士には奢修の風がひろがり、経済的に縫民を圧迫

することになり、心情の面でも兵農の間は離間され、姓立的にさえなってい

くことを憂慮した。また兵農分離による武士の翠下町への集住を　　　　　，、

’　「武士の雌をはなれて揮下にあつまり、足軽中間までも城下に居住するは

　治乱ともにあしき事なり、・むかしは士たるものも農を本とし、在所を持て

　居住せり、才あり徳有もの曾えらばれて、京師にも国都にもよび出され、

　其官職に付たる禄を受て仕るなり、子孫はそのまま在所におれば官職を辞

　すれば、本の農に引込なり、故に牢人といふもの有べき様な．し、後世戦国

　久しかりしより、士たるもの敷をはなれ、在所を出てわたり、奉公などと

　いふもの出来て、陣所の小屋かげに習て、城下に屋敷を多くとり、役人に

　てなきもの、馬まはりなどとて大勢ただ居し、子供多出来れば、宗子一人

　は親の跡とりとて、部屋住に妻子を持、次男三男よりは、主君よび出さざ

　れば牢人と名のりて、他国をかせぎなどす、国々にさやうのもの多ければ

　牢人ますます多成て遊民の如し、主君より禄を受て、生じたる子ども、親

　かがりなれば・牢人と云べき理はなけれども・風俗あし成くだりて女噛・

　これ又乱世の端なり、足軽・中間などはなを以て農の余民をっかへばよき

事多きに、城下に妻子を持って、家屋敷をならべおれば、其子共後にはな

　すぺき事なく、有付べきやうなし、習いやしければ盗をもし、いろいろあ

　しき事有ものなり、後には国君もすべき様なし、平生あしきのみならず、

軍国にはなを以て大にあしく、数代集居たる武士の妻子、足軽・中間の妻

子までも、城内に取入て、養はんことは成かたかるぺし、其身に成ては生
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、なきにしかざる難儀有べし．農兵なれば在所在所にて・いうやうにもさく

　まひする事なれば、男子ばかり城にも入・出陣もすれぱ・何の憂費もなし

　もし人じちとなる事ありても、頭々庄屋などの一母か妻子か城中に入たる｝百

　かりにてよし」　　（同上）

と記し、土地をはなれ直接生産面から遊離してしまった1雇大な家臣団の城1

町集住のもたらす経済的・精神的悪幣を鋭く指摘した。こうして、’ ﾆ臣団¢

城下町集住という武士階級の近世的居住形式を批判し、これを否定して、馨

山は理想社会として、　「虚兵」制を考えた。それは、

　「田畑にても手伝し、山野にかりし、川沢にすなどりし、風雨にあたりて

　身堅固なり。軍陣に出るもの、皆一在所のものなれば、にげて以来面目た

　く、主従数代の恩義あれぼ、五人七人つれたるものも、主人を見はなさづ

　その身つよく。下人思ひ付たれば、殊の外つよきもの」　　（同上）

であった。すなわち、蕃山のいう「地士」は、平常は「田畠に手伝し、山里

にかりし」て農耕にしたがい直接生産にたずさわり、事ある時には「主従炎

代の恩義」ある在所の農民をつれて戦闘に参加する土着の小領主であ。た。

この観点にたって、蕃山は兵農分離以前への復帰を強く力説し主張したのて

ある。それは武士を再び土着させることによってその自立性を回復し経済弼

困難を救い、かっ都市化によって脆弱化した武士に再び質実剛健の気風を」

みがえらせることにあった。

　　5．租孫の再編成論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・

　この蕃山と同じ系譜の立場にたって、さらに体系的な批判を展開し、大瑠

模な帯想を提示したのは荻生循練であった蜂　伝統にとらわれずその自主崔

を特徴とする元禄文化のなかにあって、祖糠の学風は伊藤仁斉の堀河学派～

ともに、教学としての位置を占めていた朱子学に対して、宋学を排し直雛

始儒教に復帰する古学の立場を強く主張した。この経験的実証を重んずる豹

神にようて、元禄期に顕在化しつっあった危概感による発想の上に、その這

撤した分析と具体的な提案を行なウたといえる。モの見解は前節でみた確

録」「太平策」＠にも示されているカ・、以下主として「政談」によ．d

の批判と具体的な構想にっいてみていきたい。

　　‘　江戸　一　批判と改造案　一
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　祖練は先にみたように、元禄時代から漸やく顕在化してきた矛盾の根源の

一つを武士の城下町集住にあるとしていた。祖練は幕藩体制下の中心的都市

としてまた当時すでに世界有数の大都市にまで成長していた江戸について大

きい関心を示した。

　租稼がまず第一に注目したのは江戸における種々の犯罪であった。すでに

第一節で紹介した「政談』の開巻冒頭の記述に明瞭に示されているように、

それは都市的連帯感のない町にいかに犯罪が横行するかを示すものであった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
この欠陥を租糠は警察統治の欠如ばかりによるのではなく、より深く全体と

して制度が樹立していないためであるとした。そしてそのためには国家の統

治は碁盤の目を盛るが如くしなければならないとした。すなわち、当面する

対策として、武家屋敷地・江戸全体の防禦施設の充実を主張した。すなわち

　「碁盤ノ目ヲ盛テ江戸中ヲヨ三二入ルト云愚按ノ仕方ハ、武家屋撤モ町方ノ

　如ク、一町一町二木戸ヲ付木戸番ヲ置、一町一町二肝煎ヲ彼抑付一　、諸

　事ヲ申合セ、盗賦棄物等有し之時ハ木戸ヲ打セ、夜中ナラバ拍子木又ハ竹筒

　ヲ吹テ告知スル様ニスペシ、当時辻番ト云者有テ、何ノ用ニモ立ヌ者ヲ、

　面々鋪主割合ニテ辻番ノ物入ヲ出スコト許多也、此物入ニテハ木戸番ヲ置

　コトハ大方呪成也、町方モ御堀端二木戸ナシ、是モ末戸ヲ付度物也」

　（政談　巻1）

と、中世末の動乱のなかでその生活共同体を自衛するためにうみだされた防

禦的施設の伝統をもつ町方の木戸㊧　を武家屋敷地にまで設置摘用すること

を主張しているのである。さらにこのような防禦的施設は江戸の周辺部にと

くに重要な位置を占めることを強調している。

　「江戸ハヅレ田舎へ取リ付境目ニモ木戸有ベキ事ナリ、和漢ノ古法如レ此

　総ジテ夜行ヲ禁ズルコト古法ナリ、都ノハヅレ田舎へ取付所ハ、元来外郭ト

　テ堀ヲ堀堤ヲ築コト武備ノーナリ、夫程ニナクトモ木戸ヲ附テ境トスベキ

　コト也、」　（同上）

と江戸の周辺を区画する施設が都市の環濠城塞化、防禦性のために必要なこ

とを租裸がr斜録』で主張しているととはすでに第5筋でのべた。と同時に

この区画は都市のスプロール的膨脹を規制するためにも必要であることを

　f元来此境不立コへ、何方迄ガ江戸ノ内ニテ是ヨリ田舎ト云彊限ナク、民
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　　ノ心儘二家ヲ建続ルエへ、江戸ノ広サ年々二弘マリユキ、誰許ストモナ

　奉行御役人ニモー人トシテ心付人モナクテ、何ノ間ニカ北ハ千住、南ハ

　川マデ家続二成タルナリ．コレ亦古法ヲ不知誤リ也」　　（同上）

と指摘している。この都市と村落を区画する施設の欠如は都布の無規制的，

脹と同時に、

　　「都鄙ノ彊ナキ時ハ、農民次第二商賢二変ジユキ国貧シクナル者ナリ

　　（同上）

と農業の商業への転化を惹起することを指摘している。要するに、組稼は；

戸および武士の屋敷地に中世末の都市および土豪・地侍の屋敷にみられた1

禦性の復活を主張し、かつ近世的都市形態における制度の確立・強化をは；

るべきことを強調しているのである。

　ところで、江戸の繁栄と人ロの過度集中は著しかった。植崎九入郎は、・

の状況を「延宝天和の頃より宝永正徳の時分まで、町家富豪に相成候儀、；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　に
亦前代未聞に御座候、其繁栄に随ひ、諸国の農民貧富となく、我も我もと1

戸へ出稼候に付、農業よりは骨折少にて利倍を得安楽の暮し相成候故、た，

へ出府盃仕候者迄も商家を羨み、田舎に居ながらも江戸商家の体に押移候1

付、追々農の本業は自然と衰へ、末の商家は嵩候事に御座候」　（髄策雑収：

と述べたように、田舎から人口が都市集中し、また江戸の都市生活・商業‘

颪俗が田舎へ漫透していった。これにたいして租徐は、

　「古ハ地ヲ量テ民7置ト云コト有り、六十余州悉クー国一国ノ人別ヲ見：

　サテモ城下ノ人卜関八州ノ人トノ惣人数ヲ考へ、関八州ヨリ出ル米穀二i

　御城下並二関八州ノ人ノー年ノ食事ノ足ル積ヲ準合ニシテ、御城下ノ人謬

　ヲ定ムベシ、諸国ヨリ来ル旅人、並二諸大名ノ家来ハ外ナルベシ、是ハ言

　国ヨリ来ル米ヲ食スル積ニスペシ、当時御城下二居者多ク諸国ノ者ナレ・

　右ノ限ヲ以御城下ノ人数ヲ限、其レ外ハ悉ク諸国へ返スベシ、返ス仕方’

　其地頭地頭二申付テ人返シサスペキナリ」　　（政談　巻一）

と、諸大名の家臣団と旅人を除き、関入州の農業生産量から適正人ロを算L

して・剰余人口1ま強制的に諸国へ返す「人返し」政策を強力に主張した。

　また農業人口あ都市流入にっいては、「当時諸国ノ民ノ耕作ヲ嫌ヒ、米、

食ヲ悦ビ・百姓ヲ棄テ商人二成故、衰微シタ・・村・多キコト」を憂い、「オ
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ヲ重ジ末ヲ押ルト云コト、是古聖人ノ法也、本トハ農ナリ、末トハ工商ナリ

（政談　巻1．）と戸籍を定めてその移動を溺限することによ。て防止しよう

とした。

　この観点にたって、復棟は江戸の改造計画を提案している。

　「御城下ノ屋舗割・大名ヲバ江戸ノ端二置キ、小身者ヲ御城近辺二置タキ

　事ナリ・小身者ハ無人ニテ然モ勤モセワシケレバ、御近処相応ナリ、大名

　ハ朔望ノ出仕計ノコトニテ、然モ大身ニテ人多ケレバ遠方相応ナリ、御城

　近二大名ノ家居込合ガ・火災ノ用心モ悪シキナリ、租大名ノ屋敷ハ立派ニ

　シテ、小身者ノ家ハ不立派ナル故、御郭内外立派／為二、御城近処二大名

　ヲ指置ルルコトナルベケレ共、小身者ノ屋敷アル所ハ外ヲー面ユ練塀ニシ

　テ内二屋敷割ヲシタラバ・小身ニテモ成程立派二可成　前畠言タル通、諸

　役人ハ頭助蒸目杯ヲ立ルコトナラバ、頭助然目ノ居所ヲ役屋敷ニシテー所

　二置キ・外ヲー囲シ・諸役人・・御用多キ事ナレペ丸ノ内二置舛コト也」

　（政談　巻4）

　これは江戸が「慶長寛永ノ比塩ハ、諸大名ノ謀叛ヲ気遣スル様二為コト、

其時分御年寄共ノ計策」　　（政談　巻二）　として交代による大名居館を江

戸城の周囲に配置する形態をとウたのに対して、、幕薄体制確立ののち安定

した状態になり、大名居館上屋敷を江戸の周縁部、いわば下屋敷のあるよう

な位置に移し、かわって丸の内などの中心部に諸役人または小身の武士の住

区にあてようとするもので、幕府の行政機櫓を中心にした改造計画といえる。

なお大名居館の配置が城郭内外の景観に大きい要素をなしていたのを小身の

者の屋敷地にかえるときに練塀をもってその外観を保持しようとしたのは第

5節の武士道。軍学にみる都市と相応して興味深い。しかし、祖秣はこの改

造計画を「サレ共是等ハ大壮成コトナレパ、武家ヲ不レ残知行所昌指遣スβ

非レバ難球コト也」　（政談　巻4）　とのべ、武士の知行地への再±着を前

堤としなければ実現不可能なことを指摘している。

　　ii　「旅宿ノ境界」城下町集住批判

　徊徐は武士階級困窮の原因、ひいては幕藩体制のもつ矛盾の根源を武士が

知行地をはなれ、城下町に集住し、武士が上・下をあげて「旅宿の境界」に

あることを指摘し、鋭く批判した。以下この点にっいてみてみる。

一242一



　租殊は近世以前の武士がその知行地に居住していた状況と現況を比較し

　「昔ノ武家皆々知行所二居住セシ時へ孜食住共二心安久田舎ノコト

　レバ悪キ物ニテモ、其儘ニシテ許シ置・ト易シ」．（政談巻1）

　「畢寛スル所、武家ヲ知行所二置ザレパ、御城下ハ物入多テ、譜代ノ者

沢山二持コト成難カルベシ」　（同上）

と質実剛健の風のつよかったことを記している。これに対して近世の武士

居住形態である城下町集住にっいては

　「先第一武家御城下二集居バ旅宿ナリ、諸大名ノ家来モ其城下二居ヲ、

　都二対シテ在所トハ云ヘドモ、是又己ガ知行所二非レバ旅宿ナリ、其子

　ハ、衣食住ヲ初メ、箸一本モ買調ヘネバナラヌ故旅宿ナリ」　（政談　巻

と記し、近世武士の居住形態の旅宿性を弾調しているが、とくに参勤交代

江戸と国許を往復する大名にはこの傾向がも。とも強いが、これについて

また江戸に居住する人々の生活にっいて次のようにのぺている。

　「諸大名一年ガワリニ御城下二詰居レパ、一年挾ミノ旅宿ナリ、其妻ヘ

　ニ江戸ナル故、常住ノ旅宿ナリ、御旗本ノ諸士トモ常ニテ、常住ノ旅宿

　リ、諸大名ノ家中モ大形其城下二聚居テ、面々ノ知行所二居ラザレパ旅

　ナル上二、近年ハ江戸勝手ノ家来次第二多ク成ル、是等ノ如キ総ジテ武

　卜云ルル程ノ者ノ旅宿ナラヌハー人モ無、諸国ノ民ノ工商ノ業ヲスル者

　棒手振、臼雇取ナドノ游民モ、在所ヲ離テ御城下二集ル者年タニ弥増シ

　旅宿ヲモ旅宿ト心得ル時ハ物入モ少キコト成ヲ、江戸中ノ者旅宿ト云心

　夢ニモ着メ、旅宿ヲ常住ト心得ル故、暮シノ物入莫大ニシテ．武士ノ知

　ハ皆商人二吸取ラルナリ」　　（政談　巻2）

　租練は近世の武士階級は参勤交代で江戸と国許を往復する大名、人質と

て江戸にとどまるその妻子も、旗本の諸士も各地の城下町の家臣たちも武

階級のすべてが、さらには江戸各地から集中してくる工商の庶民、棒手振

日屈取の遊民たちまでも含めて、江戸中の人々一各地の坂下町の住民も一

すぺて旅宿の境界にある身を常住と錯覚していると批判している。そして

ら「旅宿の境界」にある人々はすぺてその莫大な経費を商人に吸いとられ

そして土地から遊離しているために、「今ノ世ノ人百姓ヨリ外ハ、武士モ

人モ古郷ト云者ヲ持ズ、雲ノ根ヲ離タル様ナル境界、衷ナル次第ナリ」（
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談　巻1）　と考えた。

　この「旅宿の境界」とよばれた都市生活は商人に依存するところが大きか

った。

　、「武家ヲ御城下二差置トキヘー・年ノ知行米ヲ売払テ、夫ニテ物ヲ買調ヘ

　ー年中二遣切ユへ、精ヲ出シテ上ヘスル奉公ハ、皆御城下ノ町人ノ為ニナ

　ルナリ・依．之御城下ノ町入盛ニナリ・世界次第二縮り、物ノ直段次第二

　高直二成テ武家ノ困窮当時二至テハ最早スベキヤフモ無ナリタリ」　（政談

　巻1）　「（諾大名）其身上ノ困窮スル所以ハ、隔年二江戸詰スル故、御

　城下ヲ晴ト覚、物成ヲ悉売払、金ニシテ江戸ニテ使捨ルコト、是大名ノ境

　界ナリ」　　（政談　巻2）

　ここに記される「御城下」とは江戸をさすのであるが、この傾向は城下町

　一般にもいえることである。

　元来、城下町はある程度、商品経済をその前提としてしか成立しないもの

であ。たが、いまやこの近世社会にひそむ矛盾は時とともに増大し、都市へ

の人口集中による消費の増大とそれに伴なう貨幣経済の滲透になり商業資本

に依存する度合はますます大きくなった。しかし、租彿iは「旅宿の境界」の

もたらす影奪は単に経済的な面にとどまらず精神生活の面にも大きい変化を

もたらすことを指摘している。城下町には武士と町入が共存しているたあ、

武士は町人との接触と交渉によって影縛をうける。

　「御城下ハ町人ノ中ナルニ、身二成為二成テ其家二馴染有テ、出入者皆町

　人ノ心根ノ如ク成行モ理リナリ」　　（政談　巻1）

その結果、　「武家知行所二居住シタル時」には「百姓二近キ者」で「無骨ナ

レド真実多シ」といわれた譜代者はなくなり、かわって「今御城下ニテ召仕

ヲ出代者ハ、方々渡リ歩行一ツ家二足ヲ留ル心無ケ1ノバ、何事モ世俗二云遣

放シト云者ニナリ、健ナル者ハ年ノ若キ中ハ渡リアリキ、年寄バ辻番杯二成

果ハ乞食ニナリ、火付盗賊ヲモスル類ノ者ナリ」（同上）という次第で・武

士の家臣団の最底辺で大なる破綻が生じ、戦国の主従関係は遠い夢となって

しまった現実を指摘した。

　上級武士階級の精神生活。気風にも大きい影響をもたらさずにはおかなか

った。
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　　「大勢ノ漬家御城下二集居ユへ火災モ繁ク、其上常ノ居住ナルユへ、女子

　足手懇二成、財宝二心引レ、火ヲ消コトモナラズ、其上町人！風俗ト傾城

　町野郎町ノ風儀武家二移り、風俗悪キ慰多キ所ナレパ、武芸学文ノ嗜モ薄

　クナリ、又不断御城下二有テ馴故ニナルユへ、公儀ヲモ鵜呑ニシテ上ヲ恐

　ルル心モ薄ク、行儀ヲ嗜ト云へ軟弱ニシテ、公家上薦ノ如ク行儀二構ザ

　レバ、放逸無衛ニシテ町奴ノ様二成、畢寛ハ風俗ノ移ス所ナリ」　（政談

　巻1）

　武士の城下町集住、とりわけ参勤交代制による江戸での生活は、戦国の武

士にみられる質実剛毅の士風を急速に失なわせ、武士は戦国いらいの武芸の

鍛錬を忘れ、学文に興味をいだくこともなく、都市的享楽の風潮が武士の生

活全般に浸透しつつあることを指摘した。ただ、

　江戸御城下をはじあ城下町の都市的生活は商品経済の進展ととも大きく変

貌した。いま一例として家屋についてみると、

　「田舎ノ家作へ山ニテ木ヲ枯シ置テ、大工ヲ呼寄セ、幾日モカカリテ立

　ル故、家大夫ニテ年久シク堪ユルニ、御城下ハ何モ彼モ御城下ノ町ニテ買

　調へ、例ノセワシキ風俗ニテ急二立ル、殊二主人タル入モ、其家ノ長ヲモ

　何モ禿知、工商任セニテ、年久ク出入シタル大工二積ラセレバ、彼大工モ

己稼・立・ル・・一終嚥シテ、人壕ヲ童了知計．功者

ナリ・己ガ取付・材木屋ニテ積リ貰・間ヲ合ス磁何モ彼モ

皆商人任セナリ・其商入噸城下二生長シ・・堵ニテ、物拙処

ノ功者モナシ・只御城下ニテ韻・上・功者ナリ．蜘之公儀．請合等ス

　ルトモ・畢寛皆本ヲ知ヌ人ノ取捌ナリ」商人モ溌知、夫ヲ取捌スル御役入

モ脚勘者ト云へ只徽下一テ左様ナル・・ヲ仕ナレ・ルト云迄ナリ、

其上二立鍛人へ只金・多杁ラ・了簡・シテ、目付ヲツケ騰。廻シ

テ・下堵二私欲・伽マジキ陪ル迄・・トニシテ泊身．、何モ知。故

鞍ノ所商人二被・欺テ緬城下・舗益悪城テ、翻云計ナシ惜．

大工嫁噌伽伝テ野法・守シガ消時・大工一灘一逐レテ、少モ

細工’錨取ン・ス磁調エモ醜圷手昌成テ、家居モ早く翻ルナ

　リ」　　〔政談　巻2）

と当時の麟生産の鶏を糊に螺覗判し、商品経済の進展と社会的分
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業のもたらす悪しき側面を鋭く指摘し、自己完結的な自然経済の世を郷愁を

こめて回顧している。

　じっさい、祖徐にとって「旅宿ノ境界ニテ、自由便利ナル御城下二、世話

シナキ風俗二、制度無ヲコネ合テ、兎角金ナケレバナラヌ世界卜成極リタリ

　（政談　巻2）　という城下町の都市生活はその嗜好に反するものであり、

もっとも嫌悪するところでもあった。

　狙篠はまた幕府じしんの「旅宿性」を指摘し、批判している。

　　「公儀ノ御身上モ同ク旅宿ノ仕掛ナリ。其子細ハ何モ彼モ皆其物ノ御買上

　ニテ、御用ヲ鼎ゼラルルニ依テ旅宿ナリ、総ジテ和漢共二天下ヲ知シ召サ

　ルル上ニテノ御買上ト云コトハ無コトナリ、大名ナドノ在所他国ナルガ、

　御城下二参勤シテ詰居ルハ旅宿ナレバ、貿上尤ノゴト也、天下ラ知シ召ル

　ル上ハ、日本国中ハ皆御国ナリ、何モ彼モ皆其物ヲ直二御用ヒナサルルコ

　ト故、御買上ト云ハ、元来人ノ物ナル故、只ハ取ラレヌカラ代ヲ出シテ取

　コトナリ、日本国中ハ皆我国ナレパ、何モ彼モ日本国中ヨリ出ル物ハ我物

　ナルヲ、人ノ物ト思シ召テ、代ヲ出シテ買調ルコト大ナル取違ナリ」

　（政談　巻2）

と幕府のもつ「旅宿性」を指摘しぐ強力な政治的集中の確保を主張している

のである。

　こうして、近世の武士団の城下町集中にともなう欠陥を、幕府から大名・

旗本そして下級の家臣にいたるすべての武士階級、また城下町に居住する町

人まで．近世城下町での都市生活は、しよせん「旅宿の境界」にすぎないと

した。これが対策として第一一に武士の土着を．「畢寛ノ所武家ノ知行所二置

ザレペ締ノ至極二非夙夫バナラズ、武道ヲ再興シ、世界ノ奢ヲ鈍メ、

武家ノ貧窮ヲ救フノ仕形、此外更二有ベカラズ」　（政談　巻1）とその必要

を説き、更に制度を確立すぺきことをも強く主張した。

　租殊の「旅宿の境界」城下町批判は以上からも明らかなように復古的性格

が強いことは否定できない。それは彼の儒学が原始儒教への復帰を主張する

古学派の立場であるのと対応して興味深い。しかし、また彼の武士土着諭が

戦国における知行地居住という原始封建制とも』
｢うべき体制への復帰をのみ

主張しているのではない。たしか1；彼は戦国武士のもつ質期腱・尚武の気

一246一



　：風と、温七くも着実な自然経済に強い郷愁をもち、それへの復帰、を希望して

　　いるが、決して戦国武士のように個々の武士に独立性を与えるものではなか

　　ったも　「戦国以来の悪習を除き、……　武士’をば悉’く土着せしめ、………

　時々∵は軍法を練習せしめ・て・公戦には勇に、私闘には臆なるやうにせん事は

　上たる人の導きにて如何様にも　可成事に候。（狙採先隼答問碍　下）㊧

　とあるように統制ある武士団として地方に派遣される形の土着であった。こ

　れはまた、幕府が各藩にたいして強力な統制を及ぼしながらもただ最大の封

　建領主にとどまり・その民族的政府をただ幕府直轄地のみから収税し、全国

　的謀税休系なしに運営していかなければならなか。た嶽i鞠してこれと｝ま

　明らかに喰違う幕府による強力な政治的集中を主張しているのと対応させて注

　目すべきである。

　　’　1ガ城下と田舎「同∫　　　　　　　　　　　　　　　　叫

　　次に担徐の「旅宿の境界」批判の立場にたった具体的な構想にっいてみて

　みたい。

　　〔田舎の締〕　　　　　　　　　　い、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　バご
　　復稼の武士土着論は「旅宿ノ境界」にある武士を人口集中と商品経済の渦

　中にある都市・城下町から分離することを目的とすると同時に武士が再び土

　着すぺき地方・田舎にもまたその必要が存在していたことを指摘した。その

　事情を祖擦は次のようにのべている。

　　「田舎ノ締撫ナリ・ル・堪悪シ、田舎・締胚云へ昔一在・二武家

　　轡勲‘・醍峨儘ナ・ズ酒年以来地頭知行所二碓一～頭・

　　押ル蘇テ・百姓殊・外二我儘城・り一…一田舎へ行テ様。ノ騨。

　　スレドモ・”…”何事モ公儀・御仕置へ江戸計・様ニテ潤舎へ．、行渡

　　ラヌコト、皆田舎二武家ノ住ヌ故ナリ」　　（政談　巻1）

・，亭な鮪肺に人・が集中し・種・の弊害をも妨しているのに対し、

田舎ではその行政騰の不伽ために、「田舎の細」がな肱り、一治安の

面でも多くの混乱を起して蜂ことを棚い勧原因を武士力・知行所をは

なれ岬下騒骸、｝購輯餌鰍・物砺馳し、，このだあにも趾

漕勉盟囎械、無敢脳要があるこ雌謝ている．…．・串、

＾，膝鯨て・鰍鰍壮着諦鯨の武士蝉に地加錯ざ悲その
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　　自立性を回復させ・個々に独立した戦国武士への復帰を志向するものではな

　　弟、謝た。」む」し：ろ1詩武士を地方に土着させることによって、その地方の行政官

　　・とゴして各地に配’置する’どいう政治的集中・を強く意図するものでみ：った。この

　　点が先にみた蕃山の武士土着論と大きく相違するところである。」、

　　　〔城下と田舎〕　．一㌧　∵．ピ’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　武士を土着させることによ・て「田舎・締．リ」をつけ謎らに雛を族

．，・’させるt・ととよら七「国・締リ∫をっけめとし焔伽都市と村落＿城

　　下と田舎にっいてどのよう蜆縦も・ていた肺ろ，ラか・

』・『 黶u鵬’・麟獺下ン’商エノ業ヲ勤枢者癖ヤ・部ル・ト礫池

　　　鰍巻D糖’幽一　巨11『’1
，一遡私や蝉鰯業縣を規定している・鰹昨と壊下をとオ・ず
　　すべての人斑嫁難囎騨し訂一天モ家業・・不．勤伝者無時一、

　　・人ノ心皆実二返ル故ご萬ノ悪事ハ皆是ヨリ靖行コトナリ」　（政談第1）　と

　　のべ・・当時都市において灘本の興隆’の崩臨て多く葡1っっあ。た

　　「仕舞フタ屋」礁悪咄判し、．怯粧舞・瑠ナ咲窃》屠工商

　　・業・勤メズ・只町屋敷・影ニテ渡世・シ、剰へ㌫期屋敷一一不居塚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　守ト云者ヲ持置基行所ヘモ夫ヲ出シ、安楽二耽ヲ俗眼二何ノ害モ無コトノ様

　1二思ヘドモ、風俗ノ上甚宜カラザルコトナリ、何レモ己ガ町屋敷二居住シテ

　　何ニテモエ商・業ヲ勤メサスベシ、田舎一テモ大百姓ノ麟ヲセ・ズ、田地ヲ

　　皆小作二作ラセ・・其身・・江戸・仕舞フ握填似・スル者、近年・・多蜆ユ

　　』ル1是等モ皆禁制スペキコトナリ」　（同上）と非難している。

　　　そして・城下と田舎の間にある分業的区分、、人口の都市への集中をさけ

　　農業人口や譜代家来を確保するため、戸籍・路引の制度を確立する必要を説

　　いた。戸籍は「当時入別帳モ有、名主モ有、，五人組モ有トモ、店替ヲ自由二

…馳国ヘモ嘩二鍛又他国月、・味り漠処県・住卦舳聾いう状態で、

　　「肱贈ゴ赫，観雛松何方階仮碓居ほ者城訊嚇久ゐ心
　　無隣噸で・櫛・．疑妨二購一ズ」（政灘1）とし・搬腿批判し、

1・ ﾜ纏樺掃つと鏑ものであり、「路引」は、「戸籍」の駿轍提とす

…る「鰍導暇垢燦あ・り、一「榊為・トー余程不舳榔シ、当時一余

・二搾暁℃害多キナリ⊥鎖勲・効融に効つっあ・た鋤を制隈し、

’騰｝㌔lqノ：11111　iジ・‘　．二　・㍉一←、ごド∴T・　r一二・し　・　　　　　1”　：1∵

　　　　　　　　　　　　　　　　　－248－
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漸やく弛緩してきつつあった身分職制の流動化を規制しようとするものであ

ったことはうたがいない。租彼は幕蕪体制の弛緩に深刻化する矛盾を察知し、

その危機感にたってすでに明らかに失われつつあった共同体的秩序への復帰

をめざし、矛盾の解決策としようとしたのである。

　　〔武士土着の構想〕

　租練は以上の制度の確立を前提として武士の土着について次のような構想

を示した。

　　「大体二三里四方ノ地二、一組ノ武士ノ知行所ヲ割テ、其知行所知行所二

　地頭ヲ差遣シ、其頭二器量次第、段々ユ可球人ヲ、’三千石四千石位ノ身上

　ナルヲ、三四人程モ其所二知行所ヲ与へ差置、其内ニテ当分器量有之仁ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　頭二申付、私領卜交々二御料ヲ割入レ御料ヲモ右ノ頭二預ケ、組ノ支配

　ヲモ御料ノ治メ年貢ヲ取立、又ハ公事ノ裁許モ軽キコトハ、所ニテ捌カセ

　潤普講等ノー切ノコト、其頭ヨリ可二申付一、殉此ナラバ田舎自ラ締テ、

　侮政道行渡ルベシ」　　（政談　巻1）　　　　　　　　圏　’

　この構想は幕領と私領を交互に適宜配置し、武士を集団的．に配置土着させ

ようとするもので、前にみた戸籍の制度のもとに「一町一村ノ内、相互二睦

ク風俗自然二直リ、悪人ハ自然ト遠ザカルベシ」を地行所単位に構成しよう

とするもので・これこそ、「古聖入ノ治卜云モ如此ナリ」という理想的社会

であり・「井田ヲ直道ノ本ト云モ、実ハ此事ナルヲ、只田地ヲ碁盤格子ノ如

二割・算用合ノ事ノ様二心得ルハ大ナル誤ナリ」とのぺ、この武士土着と戸

籍制廣による共同体的験序を回復した村落の構成こそ、理想的集落の規範で

ある。「井田法」にかなうものであるとしている。

　ここでいう「井田法」はもちろん序章でのべた中国古代の「井田法」をさ

し・狙練も指摘しているように、わが国では一般に土地を方格に区画し構成

する方式として使われる場合が多かったらしい。狙稼がこの地方計画にいう

「大体二三里四方の地に・一組の武士の知行所を割って………」というのも

おそらくはこの井田の方格的区画の方式にもとつくものであろう。ともあれ

近世において土地利用あるいは貢租にっいて論ずる場合、祖練をはじめ多く

の識者によ・て・この「井田」が論議の基調としてとり扱われていることは

わが国の近世社会の思想的環境を示すものとして、また「井田法」が土地剰
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用の計画的理念としてわが国にいかに深く根をおろしていたかを示すものと

して注目すべきである曾

　さて、復孫は武士土着構想をさらに詳しく、たとえばその武士が役人とな

った場合、

　「右ノ組（前述の大体二三里四方ノ地二土着した武士団一鑛者）ノ内ヨリ

　御役被、仰付一候人ハ、凄子引連テ常江戸ナルベシ、御役．ヒラバ元ノ如ク

　知行所へ参リ、組入スベシ」　（政談　巻1）

妻子をつれて居を江戸に移し、役がすあばもとの知行所に帰着するという新

しい官吏の登用と就離任の方式を主張してもいる。　　　　・

　最後に、租練が武士土着化のもたらす効果としてあげているものにっいて

みてみたい。　まず、①武士団内部において切磋琢磨武芸の訓辣の機会をも

つこと。

　「武家ハ知行所二居住シテ、一郡ノ内ヲー組トシ、幼小ヨリ同処ノ者ニナ

　レ馴染、交ヲ睦シ悪事ヲバ互二異見ヲシ、改メヌ者ヲバ頭へ断ル法ヲ立置

　ク時ハ、自然ト相互二扶救コト是亦人情ノ常ナリ」，（政談’巻2）

　「武士ト云者ハ、元来士ノ上ノ業ヲスル者コ・へ、’田舎ノ居住二非ザレバ武

　道廃ルコトナリ」　　（政談　巻1）

つぎに、②武士土着によって、百姓との接触を通じて心情的交流をもっこと

により武士と百姓の間の緊張関係を緩和すること。

　「当時ハ其身江戸二在テ、知行所遠方ナレバナジミモナク恩義モ貫カズ、

　只百姓ヨリハ年貢ヲ取物ト覚へ百姓ハ又年貢ヲ収ル物ト計覚テ、只取ラン

取ラレハノ心計』テ・百姓二非道ヲスル族鮪ヌドモ・不断峨在所ニ

　テ、見ナレ聞ナレスル時ハ、愛憐ノ心モ自然卜生ジ、如何様ノ人ニテモ百

　姓ヲサノミ苛ハセヌコト、是又人情也」　（政談　巻1）

そしてさらに目的とする最大の効果は、③自然経済への回帰による経済的自

立性と譜代家来を確保できること6　　　　　　㌃．

　「武家知行所二居住スル時ハ、家居二八所ノ木ヲ切，テ作リ1、米ハ年貢米

　ヲ用ヒ・味噌豆モ処二生ズル、衣服ハ織ッテ着ル、衣食住二物入ルコト無

　久下々ノ切米モ米ニテ取ラセ、又大小衣服ヲ許ス時ハ．分限成ル百姓ハ

　皆家来ト成り、人返シヲスル時ハ、奉公人他へ住ムコト成ラヌ故、皆地頭
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　　ノ家来ト成リ譜代卜成ル・口去レバ米ヲ売テ金ニスルコトハ入ラヌコトナリ」！

　　（政談巻1）

というわけで．武士は「箸一一本ニテモ銭ヲ出シテ買調ヘザレパ不レ叶」、ま

た「米ヲウリテ金ニシテ、商人ヨリ物ヲ買ヒテ日々ヲ送ル」という「商人主

卜成ゴテ、武家ハ客ナリ」という状態を脱し、武家が土着することによウて

この主客は転倒し、「武家皆知行所二住スル時ハ、不売米二事スム故、商
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　レ
人米ヲ欲シガルコトナレバ、武家主トナリテ、商人客ナリ」という状態にな

るとしている。そして「武家卜百姓ノ常住二宣シキ様ニスルヲ根本トスベシ

とし、その結果、　「商人ハ不定ナル渡世ヲスル者故………商人ノ潰ルルコト

ヲパ嘗テ構間敷ナリ」としている。

　要するに、狙練の理想社会は「旅宿ノ境界」城下町の都市生活批判の上に

たち、武士がその知行地に居住するという戦国の気風をもつ復古的要素が強

かったが、これは単に武士が地方に土着することによってその自立性を回復

することを目指すばかりでなく、統制された武士団の地方行政官として「田

舎ノ締リ」をっける役割をももち、新しい官僚的機構の形成を意図するもの

でもあった。これに対応して中央行政機融である幕府にたいしても、その「

旅宿性」を批判し、より強力な政治的集中を主張している。ここには矛盾を

はらみ崩壊しつつある世禄的身分制社会を新しい官僚制機構に機能的に再編

成しようとする思考を胚胎しているといえよう。

　したがって・祖殊の理想社会は形態的には復古的傾向をとり、内容的には

絶対主義的傾向をとるという対立し矛盾した志向を内包するものであった。

祖擦は幕藩体制に内在する矛盾を適確に洞察し、その精緻な分析によって理

想社会を構想し・「先王之道・先王所造也磯天地自然之道」切

　（辮道）㊧

　　4．再編成論の展開

狙椥こよ・て明融融とな・てあらわれた武士土齢はその後もく堕

えし、多くの人々によって論じられ、時代．の推移とともに大きく変容してい

oた。

　　i　太宰春台の再編成論

　太宰春台・q680－1747）は租練の門下で、租練のもつ経済学的側面を
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継承し発展亭せたといわれる。租糠は聖人（二先王）が道の絶対的作為者で

あるという立場から・その制度を唯一の客観的規準として獄世界の変化を

すべて否定的に克服すべき悪と考えたのにたいして春台はむしろ現実の変化

を肯定的に把え、変化してきた現実の中の「理」にのっとうて政治を考えて

いこうとする態度をとり、そこに理論構造の転換がみとめられるという磐

　春台も姐糠と同様、武士土着について具体的な構想を提示した。すなわち

±着の必要を

　「今ノ世ノ武士皆世禄ニテ、都下二聚リ居テ、数代ヲ歴ル故二、イツトナ

　ク武士ノ本ヲ忘レ、心モ身モ嵐儀モ、公家上萬ノ如クニナリテ、武事ノ用

　二立ペシ睨ユル者へ数＋人ノ中ニー人ナリ、是只治平・久シキ故バ

　ニ非ズ、都下二住ナル故ナリ」　（経済録第7）㊧

と武士の都市生活の矛盾を指摘し、薩摩の「外城」、土佐の「長曾我部が余

類三百人」の郷土や八王子の「千人衆」などを「古ノ武士ノ余風」と考え、

「常二田舎二住デ農ヲ事トシ・軍役ノ時ハ、長槍ヲ荷テ出ルナレバ、古ノ兵

濃二寓スル法二似列」とし・このし・わφる既制度としてしられる方式

を現実の江戸居住の旗本の土着に摘用しようとした。

　吟・世一国家ヲ経営シ・武ヲ以テ守ンけラペ旗本・諸士以下ヲ、悉

　廿里ノ内ノ田舎二居住セシメ、衛士衛卒ヲバ、一歳二三旬五旬ナドノ日数

　ヲ定テ、東都二在番セシメ其余仮ニハ、在所並テ農業ヲ務メ、弓馬武芸ヲ

　習ヒ・射猟釣漁二遊楽シ、郷土ノ風ヲ学パパ、三五年ノ内ニハ、筋骨モ固

　マリ、行履モ健ニナリ、公家ノ如ク婦女ノ如クナル風儀失セテ、真ノ武士

　ト成ベシ」　（経済録’・巻アウ

と述べ・旗本を江戸の周辺20里以内の田舎に居住させ、一年に50～50

日出府させることにし、その田園生活・自然経済のなかで、5～5年も過せ

賦士の気殿復活できるであろうとしてし・る．　1：．，

　　m　室鳩巣の再編成論

　室鳩巣（¶658－1734）　は幕府の儒官として将軍徳川吉宗の信任をえ

て淳保改革に頓献したといわれる曹彼rまそのr不亡創のなか焦「

主君もと不画民伽こ依て貴なり語勲挾て民を赫どるは、只人に利剣

を得て測其人に向・て剣をとりひしいで赦我に献す碑不能といふに等
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し、其不義罪しても余りあり、民と我とも独夫なり・民我に来て我に労を求

む、我労せん事を約す、是を以て民拝して我を君とす・我君となって民の為

に労するは、約を行ふなり」　（不亡妙　巻之三）㊧　とJ、ロ7クの社会契

約説にも似た政治理論を展開し注目される。幕府の儒官にしてかかる見解を

「民」にたいしてもたねばならなかったのである。18世紀初頭とはそうい

う時代であったのである。

　旭巣はその幕府への上書、「献可錬」⑬　のなかで、江戸の過大都市化に

たいする対策として、「諸大名参観の格を改」め、國許より召連れる勤番の

人数を三分の一に減じたり．また中国の郡県制度と比較してその過度集中を

批判し、

　「只今江戸の繁昌、日本にては古今に無之事に御座候、然る処御城下に一

　同入込罷在候故、是程広大なる武蔵野に候得共、尺寸の地も残り盃申人家

　に罷成候、其に遊民悪党共其問に紛れ居申候故、中々仕置も難ジ仕ロロ科

　人絶玉申候、是に依て奉直候は、寄合組小普請其外無益の者共は、江戸廻

　り五里三里、外八王子、葛西、戸壕、板橋辺に百人弐百人程宛住居仕候様

　に罷成侯は‘｛、末々商人の類も其に付て集り可申候間、御城下自然と人少

　に罷成可申候、第一諸士勝手の為にも宣敷、江戸の風俗も改、又は火事の

　沙汰も静り岡申と選存候」　（献可録　巻之上）

と記している。鳩巣は江戸のスプロール的発展によろ過大都市化による弊害

を阻止するため・無職の旗本を江戸の周囲5～5里の、八主子、葛西、戸塚

板橋に100～200人づっ集団移住し定着させることにすれば、これにと

もなって商人たちも移住しそこに新しく小都市が構成されるであろうとして

いる。こうして江戸はその人ロ集中による過大都市化・風俗の悪化を防ぎ、

火災の危険も少くなるであろうとその効果をあげている。じっさいご江戸の

火災には「大風鱒舳火雌て｝ま沖・人力に騰、及奉声側と苦慮し

「近来所々に火除出来・且又此比人家等±蔵作りに仕候、是にて火も防よく

飛火のためにも宣しく」⑭と火除地の設置と土蔵造しか対策はないと鶴

していた。この構想は防災的見地からも有効な対策となりた。ここにはすで

に司親模な小衛星都市建設の構想の萌芽が認められる。
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iii 林子平の土着論

前節で述べたように林子平は､ ｢日本の武備は外冠を防夕術を知ルこと指

当ての急務｣と主張 して国際環境か らわが国の国防の必要を説いた｡この幽

心のもとに子平 はまた武備-武道 の心がけ用心を堅めるために

｢士の城下に住居数億は.大に武備の喪 と相成偉容にて御座候.-･･･城下

話にて居候へは､自然と青侍花掛 こ相成･衣服飲食の難多 (卑之偉故･面

々の禄をば皆商人に吸取 られ債て窮迫仕儀故､中 々武備杯心がけべき様は

無 =御座 _侯､却て只今迄所持の武器を売代 なして用ゆる体に罷威儀は､

城下話にて居候害にて御座候､然故に士をは在郷へ差置偉容､武備の主忠

にて御座候｣ (上帝第 1)㊨

と武士の城下町居住が武備-武道の心がけ用心の妨げ となる点を指摘 し､士

著し在郷することをすすめた｡当時､大番組の抱牡が城下､在席などに分れ

同番の間で も知悉することなく非常の艇には役立ちがたく.これ らをすべて

土着 ｡在蔀の士 として-好一郡単位で組を栴成 し､その大番頭の宅で一月一

変づつ大寄合を し学問 ･武芸の練磨 し､組の結合 と強化をはかる軍Ef]組粒を

提案 している｡

jv 藤森弘層の土着論

藤森弘魔 (1799-1日占2)が幕末の危機的世情を批判 し.その根本的改

革を提言 したのが r薪政談 ｣車 で ある｡第 1に ｢経済取締の個条｣.として

城中奥女中を三分の一に拭 じ､諸役所を廃合 し.人員を整理 し､ ｢天下の財

顔を開 き､融通を優にする串｣を主張 し､第 2に ｢奮序を禁 じ､風俗を正す

ヶ条｣として.諸大名の家内の江戸住居を止めることを提言 し. ｢一昨年米 L

利堅船始 て来 ()し時は､江戸の婦女禿残在 々へ立退 (支蟹をせ しなれば･あ

の時に国勝手を命ぜ られば｣と後悔 し･現実には､ ｢御役に無声諸侯･家中

禿残勤番と申ても･君俵御家内御国元へ硬声 優草は･御祖法にて出来雅る勢

なれば､其御附奥向を取扱ふ人 々.並留守居の類､長 (在府 させねはならぬ

ものは､見計ひ一家中に五軒か十帝定府 と致 し､共役を転じ債はは､又 々国

元へ過 し､入替 り以て可革 な{)｣ として､祖法にもとづ(人質の制は廃止で

きなくとも.奥向と留守居の役など在府 しなければならない人の数を限定 し､

定軌 ま各話 とも5-10軒に城小 し､勤番にあらためることにすべ きとして
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し，る。そのほか、　r手明き御旗本衆、十里四方へ住宅の事」をすずめている

が、これは室鳩巣の提言をそのままうけつぐものである。こうしで各藩の奥

向人数も減じ．参勤交代め道中人数も減小し、諸事が簡略になれば’・諸大名

の離に離する磁ほ犬籾：らその鋤番の家臣が多くなり・「同弊
宿」とか「役所住居」にすればすむので、長屋も従来の三分の一でたりるこ

とになる。勤番が多く象族同伴でないから間数も多くは必要とせず、陣屋造

のような舞朴な構造で充分である。かつ邸内に空地’ �ｽくとることができ、

地震のときには避難の場所ともなり、火災のときにも消火便宜をあたえるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しとにもなるとしている。また「遊所場」について、「大都会は是非無≧ては

不．相成ゴ事に御座候得共、又平人と入交り候は、甚風俗の害に相成、奢修㍉

の根本に御座候」と批判している。第5に、　「人材取立並撰方の個条」とし

て人材の養成、学校の設備、奇材異能の士選挙の事にっいても’論じている。

第4に、「海防の個条」として諸大名の財政再建、大艦大砲の必要を説いて

いる。第5に「辺地開き方の個条」として、蝦夷の開発と植民にっいて論じ

た。

　弘庵の土着論は、幕末の危機的世相を反映してその改革を強く主張するも

のであり、江戸についてみるならば定府の家臣を限定し、諸藩の江戸邸居住

人員を減させ、官制・職制を整備し、江戸在住の武士を旗本・諸薄の家臣た’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1　　　　　㍉・　・、”
るをとわず役人として勤務させ、江戸及び江戸邸を武士の居住地・居宅とし

ての性格から官庁ならびに官庁都市としての性格にその機能を転換させる試

案であったともいえよう。

　　V　蒲田束湖の「±着の議」．　　　　　　　　　　、　　　　　　ゴ

　藤田束湖（1806－1855）　は水戸藩士で、藩主徳川斉昭の信任をうけ

下級武士の立場を代表して藩政改革をすすめた。

　束湖の「土着の議⑰　は水戸藩ですでに藩政改革の一環としてすすめられ

ていた江戸定府の制の廃止を前提として、土着の構想が具体化して現実に検

討されているところにその特長がある。

　水戸藩はすでに古く光閾のころから土着論があり、具体的な計画もされた

といわれる。会澤安の『新論』にはこのことが説かれている夢　したがゲゼ

東湖は「城下住居の弊」とか、「土着の得」とかにっいてはすで1と論じっく
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されたとし､直接に武士の土着論を展開 している｡まず.水戸藩が藩政改革

の一環 として英断をも.'て廃止 された虚市制 (参勤交代の別により江戸邸に

終始､国許をはなれて詰め､妻子 もともに江戸課邸に居住する制変)を強(

批判 し ｢定府に而畦の五間三間の郡長星を宅と相心得候様成行候儀｣ と､国

許である水戸には屋敷 さえなく江戸に常勤する走府の武士たちはわずか 5間

に5間の長屋を宅と考えるようにな ってしまったことを相播 し､これでは ｢

城下住居のものを鉢植武士｣ とたとえるが､ ｢鉢植所には無上ネ 床の間のい

け花にひとしきありさまに御座候｣ と武士の都市生活がいかに根拠のない無

力なものであるかを説いた ｡

と.Eろで､この ｢鉢棉｣､ ｢床の間のいけ花｣ と非難 された武士の都市生

活にたいして､--鞄に当時の武士たちはどのような関心をもっていたのであ

ろうか｡水戸藩では定府制が席止 され､江戸か ら国許である水戸へひき揚げ

ることになると､ ｢御国に引移償 さへ人 々殊の外相嘆 き.島流 し等にも偶成

億騒なる風情に御座候 ｣と入 りま江戸をはなれることを咲(こと､あたかも

島流しにでも遭 うような情況であったという｡これは当時の江戸の都市生活

が人 々にとってはなれがたく魅力のあるものになっていたことを示すもので

者=っ武 力互 _.当時江戸在住の家臣と水戸城下に居住の家臣との問に､ ｢超･

壷は在江戸御家中も多 く御座候間.御国若さへ余程をか しく相見え候由に而

悪口等仕儀｣ とあるように､同じ家臣団の間でも都郡の生活の▲差により心情

的連邦感による離間現象がみられるにいた っている｡

したが ってこれが水戸城下をはなれ士著 した武士ということになれば､わ

ざわ-a-地変等 こしらへ させて悪口するのは当然のことになろ うと予想 して土

着の街難なことを指摘 し.そのためにも江戸定府制の廃止を撤底 してすすめ

｢永話仕俵もの｣江戸に長期滞留する者も ｢御長屋をば全 くの仮の住居と心

得債錬｣につとめなくては土着は実施できないであろ うとしている｡そこで

武士を江戸か水戸へ.そ して細へ と移 し､定府制廃止の徹底を前提に して漸

進的に土着制を実施 していくべきであるとしている｡このように土着制の実

確には多 (の歯難をともなうであろ うが､ ｢御政体に於而御模通りよろ しき

儀に御座候はば｣決断をもって尭行に移 し､ ｢始は苦み柊は楽む｣という御

仕法もあろうとのぺている｡ただ天下一統いずこも城下居住ばかりの中で水
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戸藩だけ土着制を実行するのであるから・この点は充分に評議す大きである

としている。

　しかし、東湖はさらに次の二点について・士着制の実施の困難なことを指

摘した。その一つは土着制の実施と既存の組織との関連であり・他は土着制

それ自体がもつ危険性についてである。すなわち・御家中のすべてが御領中

の村々に散在することになれば、御城下はまるで明屋敷と奉り、御郭中はじ

め上下町の諸士屋敷がみな無用の地となってしまう。また諸役人の勤務にも

問題がでてくる。余り遠くの綿に居住していては勤務にもさしっかえる。結

局御役人は城下へ移転せざるをえなくなるとすれば・「江戸も旅先き・御城

下も旅先きの旅計りと相成候而」と江戸と御城下への二重の交代ということ

では、家臣の経済がなお成り立たなくなる。これは「今の時勢」では不可能

ということになる。したがって「古今の時勢制度等御勘酌」の上、漸進的に

実行に移すべきであるとしている。

　他の問題は、土着制そのものがもっ矛盾であり、城下住居の制度は武士を

脆弱にするものではあるが、この城下集住居住こそ、「宗族一類同所に根つ

き居」る戦国の武士を統率するため、「自由自在に国替」をし、　「武士の根

を弱め」ようとして天下一統をとげた信長・秀吉らにようてとられた政策で

あったことを想起し・　「武士民間に土着散在仕候はゴ、其幣に至而は国主領

主の下知を用ひず、甚しきは謀叛等を企候様成行、免角下づりの患可有御座一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　ニ
候」と土着の結果、経済的実力を蓄わえ、国主・領主に従わず、謀叛をまで

企て、とかく下づりの患があると説き、土着制のもつまさに危険な弊害を指

摘している・これを避けろために・「鉢植武士にも無之・又謀叛等の憂も無．

之様御粗立に罷成呪然哉」という構想をたてなくてはならないとした。

　〔土着の構想・　水戸城下町改造構想〕

　東湖はこのような土着制にたいする見解のもとに、±着の箭想とそれに関

連する水戸城下町の改造を提示した。その具体的方策は

　「御城根廻り二里位迄を限り、右の内に御家中夫々土着仕り、・一統御城へ

　通勤仕候而可L然声存候」

と・武士を領内に散在的に土着させるのではなく、城下の周辺二里位までを

限ってその土地に土着させ、そこから城下へ通勤させることを原則とした。
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　この土着制の実施により知行割替が必要になる。その居住地区と居住方式

を表示すれば、次の通りである。

小禄（当主1人で軍役を 城下居住

動ある級）

　　　　　　・9かモP50石以下・地方に無之 もと城下で土着制の実施で空地。畑とな？

族（蔵前衆） た五軒町・蓮池町近辺

15D石阯・1鶴ξの族 「城下根廻の村々」

（知行取）

400～500石以上 城下にも屋敷をもつ「御役方相勤」には「

「御城下屋敷」に移り、　「郷村の屋敷」に

は留守居をおく。

御城廻り（たとえ3～9里の地でも出仕に

はさしっかえぬ）

1000石内外の大禄 御城廻りに限らず遠在に屋敷を樽えてもよ

い・　　　　　　　　　　　1

　以上のように中堅の家臣150石以上の知行取を2里四方・2里半四方の

「御家中土着の地」に配置し、．小禄・下級の武士を御郭中（西町内馬場）と

もよべる縮小した城下・及びその近傍におき、400石以上の武士は城下と

郷村にそれぞれ屋敷をもち、　「御役方」を勤めるときには城下屋敷に移ると

「いう居住方式をとり、「郷村の屋敷」はしたがって遠在にあっても塒わぬと

する。したがうて身分の低い家臣を城下近辺に、高禄の家臣を城下からはな

して配置する方式となる。また、「御城下廻り土着場所」では三組とか四組

に軍制にしたがって定め、　「何組100石何人、200石何入、300石

400石何人と割付」て「大禄の人を頭」にする軍団的構成をとる。．

　この±着制の実施により、　「是迄の御組立は、御城下に住居の御組立」で

あ。たのが、　「御家中郷宅と罷成り」　武家屋敷のみならず城下の町家など

もこれを減少し城下を縮小させることになる。しかし反面かえ？て城下が拡

大したと考えられ、2里四方、2里半四方の「御家中土着の地」を「御城廻
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り」、縮小した城下（西町内馬場）を御郭と唱えてもよいとしている。

　この東湖の土着制による再編成の構想を近世城下町にみる高禄の家臣を城

郭を近くに身分の低い家臣ほど外周に配置し・外縁部に足軽と高禄の家臣の

下屋敷を設けるという方式を比較すると著しい相違がみられる。これは近世

城下町が身分世禄制験序にしたがって樽成されていたのに対し・東湖の構想

は家臣の諸役勤務を優先して配慮し、家臣団を領内に分離・拡散させて土着

をはかり、軍制組織によって統合しようとするものである。

　したが。て、束湖による再鰯成の講想は、「鉢植武士」　「旅先き」　「仮の

住居」という考えも租稼の「旅宿性」に相似し、また諸役勤務を中心とした

新官僚・的機構による再編成の意も、狙稼の江戸改造計画と共通していて注

目される。いわば東湖の再編成の構想は、祖殊によって確立された土着論の

発展であり、水戸藩における具体的適用のための樽想ともいえる。

　　lv　土蓉論から農兵論へ

　これまで武士士着論を主として武士の居住形式の側面を把え、その都市的

形態との麗連について考察してきた。この蕃山。狙練・春台・子平・東湖に

いたる土着論はすべて、蕪財政の軽減をはかり武士の経済的自立性の確保を

めざすものであり、かつ子平のいう「武備」の観点から都市生活により文弱

に流れた武士の精神を帰農によって再建しようとするものであり、武士を対

象とし、兵農分離によって土地をはなれた武士を再び土着させることによっ

て、近世社会の再編成を意図するものであった。しかし、江戸時代も末期に

なると、国際的関心の高まりとともに、あるいは西洋の農兵制の知識に啓発

され、従来の麺建意識を脱し、農民をも。て兵士仁あてるという槽想があら

われてくる。これは当時の身分制的社会においてはまさに画期的ともいうべ

きものであった。

　たとえば、広瀬談窓（1ア82－1856）はその著『迂言』⑲　で、武備は

国を保つの要務であるが、　「今時諸国共に兵備空乏にして、合戦に出る人甚

だ少き事」を憂い衆寡敵せずは天下の常理であるから、武士の意気地のみを

張つめても・戦士を多くするの術なくては、乱世には人に降参するより外は

なきなり・撫戦士を多せんと思はば、農兵を用るに若くはなし」とのべ、そ

のたあには「武士を知行所におき、其中の百姓を主人より家隷分にして、武
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用に立る様にすぺきなり」　（迂言・坤上　兵農四）と具体策をのぺている。

　この農兵論がもっとも活濃に、かつ現実に展開されたのは長州藷において

である。吉田松陰（1830－1859）はr西洋歩兵論」のなかで、農兵を取

立て・ともに国を護り国を救うことを説いた。⑳　同藩士某は、嘉永6年

　（1853）　長州藩が幕府から浦賀の防備を命じられたときr土着え農民を

以て兵卒となすへき事」⑪と・・漣言の中で、「鋲矧鋲卒となすこ

とは・冗費を省くの一にして・皇朝古之佳制なり、西洋諸州之兵士も亦農民

より撰択し、武芸精熟之時を待て亦本之艘となる由承り及候」とのべた。そ

して・こうした農兵論は1865年、高杉晋作（1839－1867）らによっ

碕購として実現した．⑫幕眺ま晒夷1こ徹るために洋式訓絞をは

じめ、農兵制を採用した。㊥

　こうした農兵論はそれ自体にとどまりはしなかった。「元治元年には、　’

聞く、長州近世政堂を山口に被建国内士民会集して、政を議す（海舟日記）⑭

とあるように、農民とともに国防にあたるばかりでなく、農民を国政にも参

加させた。まさに維新前夜の様相を示し、封建国家から近代国家への夜明け・

を告げるものであった。

　以上にのぺた都市再編成論を総括してみよう。封建制は本来、土地を媒体

として主従関係を結ぶものであるからには、家臣団の城下町集住を原則とす

る近世社会はその成立当初から深い矛盾をもつものであった。したがって近

世社会と江戸をその集中的表現とする近世城下町にたいする批判もまた、こ

の点から出発するのは当然であった。蕃山にはじまり租練によって完成され

た土着論は、近世の都市生活の「旅宿性」を批判し、原始封建制ともいうべ

き戦国の武士的気風と主従関係の回帰。自然経済への復帰を志向すると同時

に・制壁の確立によって政治的集中を意図するものでもあって、幕藩体制に

内在する矛盾の洞察とそれによる危機感に根ざすものであ。た。春台以下の

土着論もすべて狙殊の土着論を基調とするものであった。室鳩巣の簿想は衛

星都市の観念の萌芽をもち、藤森弘庵は幕末の危機感にたち江戸の官庁都市

的再編成を主張した。林子平は武備的観点にたつ土着論を、藤田束湖は水戸

で現実に具休的な講想を展開した。

　これらはすべて、「兵農分離」の体制を批判し、土着一兵農不分離への復
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帰をあぎすものであった。しかし・幕末になると国防’国際的関心と人間的

平等感に示される近代的思惟の成長とともに、士着諸とはまったく異質な近

代国家への脱皮をめざす農兵論にまで大きく変容し展開をとげた・

　①　’古賄徴雄　『日本農業技術史」

　　　脇田修．『近世鋳建社会の経済構造』

　②　　須田敦夫　『日本劇場史の研究」

　⑨藤岡通夫『すみや」

　④　　目本経済大典　第9

　⑤　　『葉隠」上・中・下　（岩波文庫）

　⑥　　『薪井白石集』（近世社会経碍学説大系）

　⑦　　日本経済大典　第14

　③日本経済大典第9

　⑨　　『町人考見録」には三蔀の経済的特色を大阪は相馬、江戸は公儀の講負、京都は大名

　　　貸としている。

　⑩目本経済大典第5

　⑪　　同　上　　　第20

　⑫　　同　上　　　　第3

⑬　　同上　　　第51

　⑭　　近世社会経済学説大系　1

⑮　前掲　4）

　⑯高柳真三・石井良助編『御触薔寛保集成」

　⑰　前掲　7）

　⑱　　京都大学附属図書館蔵　この巻・1にかぎり、日本経済大典　第51　所収

⑲尾藻正英熊沢蕃山の歴史的位置思想430455

’⑳　日本経済大典第51

　⑳’側剰こ閲する研究には次に記すものがある。

　　　野村蕪太郎　『荻生但練）

　　　丸山真男　『日本政治思想史研究』

　　　　　　　　　　　　　　　　　－261一



　　今中寛司　「征L裸学の基礎的研究」　1966

＠　日本経済大典　第9

　　「太平策』と『政談』にっいては、『太平策」がまずできてのち、「政談」にまとめら

　　れたという説がっよい。　（滝本誠一・岩橋遵成）今中寛司氏は『太平策」を享保1年

　　（1ア16）、『政談』を享保7年く1722）に執筆し献策されたものとしている。

　　両者にはかなり顕箸な差異がある。『太平策』では、家康を「諸候ヲ悉ク御城下二衆置

　　キ」、　「民ニモ心次第、何者成共来ル者ヲ拒ガス」人口の都市粟中をもたらし，　「見物

　　所、傾城町マデ持へ置キ」「遊楽二耽リテ太平ヲ楽ミ、乱世ヲ厭フ心ノ日ヲ逐テ強ク成

　　ヤウニ仕掛玉」うたとしている。この点．「政談』の所説とはかなり喰違いがみとあら

　　れる。

⑳　第一章参」照

　　アピラ・ヒロソは、「こういう町はすべて、それぞれ門があって、これは夜中じ喰うは

　　閉ざされ、ただ脇門が閉ざされる九時か十時まで開けてある6しかし門の近くに小屋が

　　一軒あって、一っの町から他の町へ出入しようという者のために、門を開け締めする番

　　卒がはいっている。一晩中大声で、火の用心、家から火事を出すなと呼ばわりながら、

　　町々を歩きまわる。」（日本王国記　第一章）とその光景をのべている。

㊧　日本経済大典　　’第20

⑳日本倫理粟編第6巻古学派下

㊧　井田法にっいて客観的に記述したものに

　　荻生但篠　　「井地国字解」

　　毛利貞斉　　「孟子井田録」

　　陰山元賢　　「田禄図経」

　　萬尾時春　「井田図考」ほか

　　記述説明に若干評論をっけたもの

大月履斉

山鹿素行

膿沢蕃山

伊藤仁斉

貝原益軒

⑳　日本倫理彙編

「居偶篭」

「山鹿語類」

「集義外書」

「童子問」

f慎思録」　ぼかがある。

　第6巻　古学派　下
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㊧　丸山真男　　「近世日本政治思想における自然と作為」

㊧　松浦　玲　「江戸後期の経済思想」　『日本歴史」　近世5

　　今中寛司　「太宰春台の経済思想」　r国史箇霞』　2

＠　日本経済大典第9

⑭　はじめ加賀藩主前田綱紀に仕え、その命で京都に遊学本下順庵に学ぶ・同門の新井白石

　　の推挙で幕府の儒官となる。「不亡抄」にみる道の把坦は陽明学的だζいわれるが、

　（衣笠安喜暮藩体制下の思想構造　日本史研究65）「般には朱子学者とされる。

⑫　日本経済大典　第6

⑬　同　上

＠　献可録巻之下　（同上）

⑯　目本経済大典　第2G

⑭　同　上　　第45　　　　　，

⑰　同　上　　第45

’㊧・『会沢正志集」　水戸学全集第二篇

⑭　呂本経済大学　第45

⑩　吉田松隆全災　第4巻　　清水三男　　「近世の農政思想」日本史研究1

㊨尊嬢堂巻物写（大山敷太郎『近世日本の社会・経済思想』所収）

⑰　E・H　ノーマン　「日本の兵士と農戻』

㊨　海舟全集6　陸軍歴史上

⑭　同上　　9　（元治元年6月24日の条）

　V　都市改造論
　都市再編成論は土着論を基調とし、後期になると著しく変容をとげたが、

それは主として武士の立場にたつものであり、そして儒教的道徳観に根ざす

傾向がつよかった。じっさい、江戸中期ころの経世論的見解にけ、藩財政の

窮乏をつげ・金銀・商業資本の氾濫をなげき、奢修をいさめ、諸事倹約すべ

きことをさとし・そして農業を基本的に尊重しなければならぬこと、これと

矛盾はするが補足的なものとして工・商もまた尊重しなければならないこと

が・くり返し説かれることが多かった。

　土着論が自然経済への復帰、村落共同体的生活への回帰を志向したのに対

一265一



して.南濃的活動を積極的にすすめ･現実的利益を追求する商品経済を是証

し.都市的生活を享受 しようとする見解が一つの思潮として強 く流れていた

ことも兄のがせないoそれ はいうまでもな(主として町人の立場にたっもの

であり､この思潮は江戸中期以降､畢商主兼思想 となって大きく展開した

そして.こうした思想的背景のもとに武士土着論に対比 さるべき都市改造論

とも称すべき撰憩が宿酔 二提示される･ようになったや まず町衆の伝統をうけ

っぐ光悦や総益の思想か らみていきたい｡

1. 都市者的論理の形成

近世社会は自給 自足の日食鐘薪と商品経済倹約と蒼停 ･武士と町人などの

対立と交流のなかに発展をとげた｡幕藩体制のもとでは､倹約令 ･杏停禁止

令によって生活向上にともなう経済的矛盾を解消しよ.うとはか った｡若山の

｢民の困窮は世の香りより生ずることにて候｣ (集轟外番 巻之-)はこの

考えを端的に示すものといえよう｡この倹約の精神は先にのべた身分制的格

式秩序 ･礼の思想とともに､近世の人 々の生活を大きく頓制することにな っ

た｡

I 光悦と紹益 - 香借と都市生活

これに対して､たとえは鷹 ケ掛 二芸術家村を塵章し.すでに空しくやぶれ

た法華一穀の理想を′J､規模 なが らここに全山皆法華由世界として実萌 しよう

としていた本阿弥光悦 (1558-1占57)伊 I,ま､海外にまで南蛮貿易で雄

飛していた町衆の伝統をうけつぎ､倹約令による奮序的哨鍵の規制に対して

｢貴牌とも倹約を専 らに御示し有がたく侯 ｡しか し余 り貴人がた御倹約被

違侯と､諸職人わけて鞄屋など今 日のたっきにつき申億か｡ =･ 余 り衣

裳法定など強く被仰付億 と､下 々は､蓑向は君の御意に叶ひ俵執 二見苦敦

ものを着用仕､自分方の用､夜分 または私の肩にて､有の外絵柄なるもの

を着用仕候事など出来仕候物に御座候｡｣･･--･･

｢太閤様有 り飽までに御瞳 ､大名小名も見及び閏および､下 々の者までも

うつり侯と､御仁政多く御代太平に侯故.我をわすれ侯執 二萌存供 U いつ

姓も倹約は人間の常に候へ ども､下々の者 どものいたまぬ様に御倹約御し

めし有匿候 ｡倹約と苗蘭 と取連へ億ものまま是あ り債｣ (本阿弥行状記上

巻)◎
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と記している。ここで注目すべきことは・光悦は奢修禁止は・商品流通を阻

止するものであるとし、消費生活に稜極的意義を見出し・倹約と吝盛とをと

り違えることを警告していることである・そして・さらに光悦はこの倹約令

の徹底が、その身分格式的性格の故に、表向は「見苦しき⊥ものを着用し・

奥向では禁令にふれる「結構な」ものを使用する結果になることを指摘して

いる。これは前にのべた武士道にみる生活とまったく対照的で興味深い。す

なわち、身分制格式的秩序と礼の観念の故に、武士は表向を華美に・臭向を

質素にせざるをえなか。たが、町人は表向を質素にして奥向でその財力によ

る奢修的生話を享受することにな。たのである。これは身分制が武士と町人

の生活態度まで対称的に分断したことを示すものである。

　また光悦の一門として京都のすぐれた文化人であった灰屋紹益（1609－

1691）　は、この倹約の思想をさらに強く批判し、反掻した。

　「萬人しわきは、本来本有として、おのずからいましむるにおよぼず、もし

　分瞭より家居身持過なる者、たまたまあらばめでたく、其者は分際をしら

　ぬ孕へに、もしは其家をうしなふ事も有ぺし、其つかひ捨たる金銀、ある

　ひは大工たたみや絹屋等にわたりて、また其下々のもの迄も、夫それにう

　り物し、かよはしわたりて、世界をめぐりて、減ずる事にあらざるなるべ

　し」

　「倹約の御世なればとて、価大分なる物は、求る事なかれなどいふ事、あ

　まねく世のならひとなりなば、日本の宝金銀も過半は減なり、……・’申

　金銀、あまねく世に次々段々に通じわたりて、萬人のあきなひと成て、一

　銭もうせず減ぜず、下ざままでもをだやかなるべき、根元ともいひつぺし」

　（にぎはひ草　巻上）④

ここには光悦によ。て示された消費生活の積極的意義がよりい。そう明確に

言明されている。そこには商業資本の思想、商品流適とそれを促進する奢移

こそ・社会の生産発展の原動力にもなるという思想が明瞭に示されている。

これは自給自足の自然経済、村落共同体的生活を志向し、都市生活およびそ

の消費的奢修を否定する立場を「村落者的論理」とよぶならば、まさに「都

市者的論理」ともよばれるべきものである。これはあきらかに幕府の倹約的

精神に支えられた自然経済観とは対立するものであった。

一265一



　この「都市者的論理」をもった町人が元禄文化の担い手となったことは先

　に述べた通りである。そして思想の分野において、幕府の教学・朱子学を鋭

　く批判し古学を唱えたのは・京都の町人。伊藤仁斉（1627－1705）　で

　あった。仁斉は元禄京都の文化的環境のなかで、　「現実の封建的関係を超え

政治上の身分格式の上空に、経済的能力の外側に、別天地を開顕した。」⑤

　この仁斉の古学に深い影響をうけ・反擾したのが荻生租練であり、石田梅厳

の心学であった。

　　顧　石田梅厳の心学

　京都で心学運動を創始した石田梅厳（1685－1744）は町入哲学ともよ

ト珊ズ・’…商人贋利一士・禄二同ジ謂利ナク・・士・撫シテ事ガ

妙」（都鄙略巻之一）⑦と利をそ尋ることの道に背かざることを主張

しぽた士農工酌贈分についても・「士農工商・・天下・治ル相トナル。四

民カケテハ助撫加ペシ・四民ヲ治・玉フー君・職ナリ．君瑚ルー四民

ノ職分ナリ。士ハ元来位アル臣ナリ。農人ハ草芥ノ臣ナリ。商工ハ市井ノ臣

ナリ。臣トシテ君ヲ相ルハ臣ノ道ナリ。商氏ソ売買スルハ天下ノ相ナリ’。」

（同上）と滴人の道も士の道も黙るところなも特に「草芥ノ臣」「

旗・臣」と詠こと・は・て、儒教にみられる君・臣・民の三階層礁視

し濃工商三民を士と同鰍・置こうとしてし・る．④こうして梅厳は道義の

面で身分の別を否認したので窃る。

また梅厳は町人的生活：原理から、「士農工商おのおの職分娯れども、＿

理を会得するゆゑ・士の道を云へば農工商に通ひ、農工商の道を云へば士に

通ふ」と・・い・その魂とは「倹細・・ほかならないとしている．「倹約」

は政治の大本であり、「なんぞ四民のイ黄約を別・に説くべきや．倹約をいふ

は・他の儀にあらず・生れながらの正直にかへし麟なり」（斉家論）⑨

「財宝を用ひる報約にする中に人媛するの醐はれり．ヒ
lを愛せんと欲

すとも測用足らざれば不能しかれば細を治むるには、倹約砿なる事

は明かなり・」（同上）と譜遍的原理である倹約を駄の道鮒内容と

し吃の基礎においている．この鰍的轍と蠕原理に根ざす「倹約」、二
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よって十分な物質を所有してこそ・家も国も治るの起止庄張しているのであ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．」つ

　　a　都市者的論理の展開　　　　　　　　　．tμ

　18世紀、商都として大坂が富裕化した結果・劇揚蒔遊廓・そして俳譜、

小説などの文芸も栄え、また教育や学問にたいして町人が積極的な関心を抱

くよ、うになった・一方、将軍吉宗は享保の改革の一一環として、・道徳的退廃を

一掃させるために儒学教育を奨励していた。この吉宗の教育政策と裕福な

犬坂町人の学問的関心の増大とが合致して、大坂に江戸の会輔堂に対応する

儒学校として懐徳堂が享保11年（1726）設立された。

　　この懐徳堂から富永仲基（1ア15－1746）　　中井竹山・履軒・山片

幡桃らがうまれた。富永仲基は独自な歴史的方法をもって儒教、仏教、神道

の思想を体系的に究明しようとした。

　　1　中井竹山と江戸改造案

　中井竹山（1730－1804）は懐徳堂の四代の学主として宋学を主とした

が、編狭圏隠な態度を排し、かなり自由な発言をした。『草芽危言』⑩　は

彼海粧平定信に奉呈したもので、無意味に幕府を庇護することなく、当時の

祉会鰐度の欠陥を批判し、改造案を提示した。

　参勤交代の制度については早くから蕃山、租徐、鳩巣らの説があった。竹

山は参勤交代の人質の制は乱世戦国の際にとられた必要策であり、　「長く留

置ぺき者に非ず」・参動交代により浪費される経費を節減し、諸候と領国の

接触を深めるべきだと主張した。蕃山が、「鎌倉の大名の参勤二年に一度五

十日の在勤」というのはそのまま適用できないが、現行の国の遠近をとわず

一定期間の滞在はよくないとし、三親藩を除く他藩についてはその国の距離

に応じて在府の期間を次表のように定めた。

江戸からの距離

　　50里以内

100
200
3σb
ざ♂e

〃

〃

〃

以上

参　　勤

　毎年

2年ごと

3　〃

4　〃

5　〃
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在府期間

　50日
1004
200ク

300〃
　　1年



この参勤交代制生の改革により.諸侯の就封の日が多 くなり､その家族 も国

に移り､江戸邸には ｢側室を置､其出生を住子に充｣て､ ｢家臣在府の分も

妻を撃て帰国するは過半成可し､房絵を始め他国よf)入込たる臣妾 も､空手

となり皆 々帰国すべし｣というわけで､ ｢江都の人数大に減じ､土着のエ商

も菜を立難 く､上方にも響き一統の難儀｣ となると.江戸か らの武家人口分

散に結果すると述べている｡

この江戸の都市的変容にたいする改造案を竹山は次のように述べる｡

｢都下の俣邸に上屋･r.&下屋敷二所にて済み､小諸侯は上部計 りにても済む

ぺし､高一類焼等の変あらは､暫(寺社民家に寓居 し､軽なく封に付て心

静に上部を営みて済む可L､左あれば訳看て廃し難き副腰の分は格別､其

外は多分売払に成町し.又官よりも命じて弘はせ らる可し.是を公侯貴人

大社臣刺杯へ毘取る事を堅 (禁ぜ られ､町人を寡 て貝碍させ､門廟を轍て

借家とし､諸国 より入込居て奉公に離れたる層 の者､思ひ思ひに宿をも持

可きを住 しめ､夫 々渡世を営ますぺ し､又他国よ()未を目当て入来る者も

多かるぺ し.数十年後には都下の戸口静 しく噂ぺし.故に布吊綿耗酒醤油

茶凡百器用に至 り､上方の運漕のみ悼む物を､都下にて駒分追 々製造売毘

さすぺし､侯邸少 くなり民戸多 くなれば､大利を射る軒民は次第に減じ和

利を営む良民は段々多く成ぺし､諸色高直なる事もなく､君民上下一体の

利益となり,便蒙の雑人夫に滅ずれば､好究盗牌も自然と少 くなり､火災

も自然 と聞達に成ぺ し｣ (草茅危言 巻之二)

参勤交代制変の改革によって､諸大名は江戸に上屋敷 ･下屋激の二BBだけを

もち､小藩の大名は上屋敷だけをもつことになり､江戸に柵革 され ていた諸

大名の中屋敷などの大名居飴 は不要になり明屋敷となることになるQそこで

この明屋敷に工 ･商の町人を優先的に居住させようという寅である｡これは

江戸が在府の大名をはじめ､勤番 ･定府の家臣団が多数居住する大消費都市

であり.日用生活用具まですべて上方からの運漕にたよっていたのをあらた

めて生産 ･商集都市としての棟能ももたせようというわけである｡いいカニえ

るならは江戸中掛 二､すでに管理 ･サービスおよび南米など第三次産兼を主

とした都市として著 しく発展 していた江戸の体質改造をめざすものであった

こうして､ ｢侯邸少 くなり民戸多くなれば｣暴利む さぼる ｢好民｣も少 くな
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り物価は安定し「侯家の雑人」　「好究盗賊」など都市下層の遊民も少なくな

り、したがって盗難・火災などの災害も少なくなるとその効果をあげた。

　さらに、この改造案のもつ国防的意義を、

　　「他年萬一・夷秋の変有ても、都下は夷然として勃揺の事なし・又は東陸に

　事有で、西諸侯都下に馳聚せらるるとも・萬晶の支給に事欠こと無る可し」

諸大名が江戸に集中せず、各封地に居住することになり・萬「外敵の侵入を

江戸や地方がうけても、相互の連絡と兵姑補給㊥面で利点があり・国防的見

地からも有利であるとしている。

　また、消費都市としての江戸が生産・商業的機能を大きくするこ．とにより

上方のうける影響については

　　「江都にて諸色製造も多く成なば、他所より運漕競はずして上方の衰微に

　成可き杯と云人も有ん、夫は土着の戸口多くな上なれば、中々其所の製造

　のみにては引足る事に非ず、然れば何も上方の運漕に支る事は無る可し、

　戸口の多く成に付ては、運漕は益競ふ方にこそあるべけれ、又江都より束

　諸国へ転送する所も手弘くなり、何方も繁昌を失ふまじ」

と、その悲観論を否定し、江戸の商・工人口の増大は当然江戸当地のみの生

産では不足し、上方からの運漕をますます必要とし、また東国諸国への運漕

もいっそうひろがうであろうとしている。

　竹山は当時幕府の教学・朱子学派の拠点と目された懐徳堂の学主でありな

がら・その立場にこだわりなく、参勤交代の浪費節減にともなう江戸改造案

についても・むしろ町人的立場にたって消費都市江戸の生産性、流通性の

向上を志向しているものとして注目すべきである。なお、同時に国際的環境

からの国防的関心にも留意されている点もまた注目される。

　　ii　山片蝿桃と都市防火改造計画

　山片蝿桃（1748－1821）も儒学も懐徳堂で学び、また天文学を麻田岡ll

立より学び・蘭学にも関心をもった。蝿桃は大坂の両替商升屋の番頭として

大名貸に手腕をふるい、また蔵元となって仙台藩の財政建直しに関与して功

をおさめた。彼は現実的な生活に裏づけられた代表的な町人学者として⑱

その学説を大著「夢の代」⑫にまとめ洛所に独創的、進取的な見解を示

している。
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　政治・経済の面では、封建制を讃美し、「封建ハ天下自然ノ大道ニシテ、

王者ノ好ム所ナリ・郡県畷世作為・私海シテ調者ノ好ム所ナリ、故二

鍵二紗ナ久醗一幣多シ」（夢の代巻5）とのぺ、また「ユエニ国，

’治ムル百姓淋スメエ商ヲ退久耕ヲ衰微サスニアリ、耕盛ナレ，佃

鍾フ・田舎サカンナレバ耕オト・フ、自然・符ナリ．」（趾巻6）と

都市と村落の問題につし・ては鰍的嬢構をっよく主張している．その反

面・天文’地理・医術などの一般に自然認識においては「古ヘヲ主張シ、是

ヲ陸モノ’偲ナリ」（同上）と・神禾駐義を排撃する合理主義者であ．た。

彼はその西洋天文学の織に基いて神道・仏教・儒教の古典の伝統的宇宙論

をしりぞけ、一種の唯物主義に到達している。またその合理的精神によって

記紀を批判し・仲衷天皇以前の記事力・歴史的事実の記録でないことを断定し

たことも注目される。

　蠕桃には防火的見地にたった都市改造計画案があり注目される。まず、江

戸の明暦゜明和・京都の天明・大坂の享保などの大火‘・つい畿討レ都市

防火の対策を具体的に次のようにのべ．ている。

　「火ノ恐ルルハ風ナリ、風ナケレバ火ヲ失スルコト、数十回トイヘドモ1」、

　ニシテ止ム筍モ大風ナランカ、小火ヲ失フトイヘドモ忽チ大火トナル、ソ

　ノ時ニオヨンデ建列ネタルカシサハ、防禦ノ術ナク、延テ広大トナルモノ

　ナレペ上下利心ヲ離レテ、繁華ノ市街ホドニ重ヲ禁ジ街路ヲ潤クシ、所

　々二火除地ヲヒラキ、防禦ノ術ヲナスベキナリ」　（夢之代　巻12）

都市火災では風による延焼・類焼にも。とも注意すべきことを指摘し、それ

には密集した建築が危険であるとし、繁華地区では二階建を禁止し、その街

路をひろくとり・火除地を設けて防火の一般的対策としている。とくに三都

のような大都市では、

　「三都ノゴトキハ堀ヲ広クシ、又アラタニ新堀ヲカマへ、又ハ市中二十文

　孚ノ堤ヲ築キ、松ヲ植並ベタラバ、ホリヨリモ勝ルベシ」　　（同上）

既存の堀を拡げたり、新しく防火のため堀を掘ることや、市中に十字型に防

火林として松を廠た堤を設けることを提案してし・る．大坂については具体

的計画として、

　「淀屋橋通リヨリ、心斉橋通リマデノ間ノー街ヲ北浜ヨリ道頓堀マデ取ノ
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　ケテ広クナシ、本町通ヨリ南本町マデー街ヲ・城畔ヨリ西横堀マデ取ノケ

　テ、十文字二披ヲツキ松ヲ植タラバ、四ケノーツハ焼込ストモ・三ハ無事

　ナルベシ」

と提案している6淀屋橋より心斉橋通までの通りを北浜一道頓堀まで拡巾し

これと直交して本町通より南本町までの通も城畔一西横堀まで拡巾する。こ

の十字型の通を火除地として、ここに中井竹山がいったように淀川をさらえ

た土を盛って堤を築き松を植える。「川ヲサラヘテ火ヲ防グ」正に一挙二切

の案としている。こうすればたとえ、1画が焼失しても残りの5画は安全と

いうわけである。具体的な防火的見地にたつ都市改造案として室鳩巣の江戸

改造案と対比して注目すべきである。

　　語1海保青陵と城下生活批判

　海保青陵（1755－1817）は宮津藩の家老角田氏の長子として生れ、狙

擁の弟子宇佐見潭水に学び狙殊学のリアリズムをもっともよく継承したとい

われる。青陵は青山侯に一時儒官として仕えたが、諸国を遊歴し貝聞を広め

欝義した。

　皆綾は武家支配の安定と「下の金をまきあげ」また後で述べる「産物まわ

しの法」により武家階級の救済を目的とし、規模は小さく藩単位の重商主義

政策を主張した撃　そしてその理論的基盤となった青陵の思想の特徴は、

「シロモノウリカイ」という商品交換の論理を以て一切の社会関係の根底に

おいたことである。「阿蘭陀は国王が商ひをすると云て、どっと云ふてわら

うことなり」というのが一般社会通念の状況であったなかで、　「されども己

れもやはり物をうりて物を買なり、物を売て物を買は世界の理なり」（稽古

談巻一）⑭と利灘求をも。て舩の根本原理だと主張した．これ賦

士の立場から利潤追求が公認されたことにもなる。

　この立場にたって、「一体国（　藩一筆者）を富するは其よふに六ケ激

ことにあらず・唯武士の目鼻のっきよふちがふてをるゆへに、わざわざ貧を

するなり」といい、園部藩の京都屋敷での国産売捌を、「近年家中の武士に

才物ありて・とくと考へて見るに、武士の論は理に一向に合ぬゆへに、武士

論にかまはずに面白き経済を工夫して、京都屋舗にをいて園部の産物うりさ

ばきと云ことを始めて、御勝手向も是に准じて、今は段々としできたる由な
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り。」（同上）とのべ、武士が在来の「武士の論」　（武士的論理）をこだわ

　りなく捨て・利潤追求をめざす国産売捌を武士の手ではじめたことを賞揚し

た・この「武士謝（＝武士的論理）は前f・のべた「村瀦的論理」につな

がるもので・ここにいた・て・っい1・「村瀦端理」の「都市者的論理」

への転回をみるのである。このころから「他国、（　藩6離者）から金を吸ひ

取る」ために「産物まわし」と骸がい掴産売捌のために京都・江戸．大

坂などには各藩の物産会所が設けられた。⑭

　この澱の立場は・学問1・たいする態度にもあらわれる．「学問と云ふは

古へのことにくわしきばかりのことにてはなきなり、今購今のことにくわ

しきがよき学問といふものなり・古へになき智慧が今の入執行にて推し出た

ること甚多し・凡そ今の時にくらきはむだ学問と云ものなり、升小（山片

蝿桃一筆者）は学者なり、……身上をよふするはつなり、武士の困窮をする

は学問あしきゆへなり」　（同上　巻之二）と、在来の伝統的な学習態度を否

定し、実学の精神を強く主張した。

そして清陵の立場からは当然の帰結として主従関係も純粋の労働力の売

買とみなさざるをえなくなる・「古へより君臣は市道なりと云なり．臣へ知

行をやりて働かす・臣はちからを君へうりて米をとる。君は臣をかい、臣は

君へうりて㌧うりかいなり・うりかいがよきなり、うりかいがあしきことに

てはなし」（同上　巻之一）それにしても、身分世禄制秩序の上に構成され

た近世社会に・その思惟様式の限界を破るような思想が武士の立場から武

士階級を救済するために生れたことは注目すぺきである。

　こうした見解をもった青陵は武士の城下生活についても鋭く批判した。

　「凡そ足軽にかぎらず、家中の又もの城下へ出で不行儀をすること、是又

　諸藩一統なり、甚だあしきことにて、城下衰微することなり、城下衰徴す

　るは国の貧なり・せいぜいもふしつけて不行儀を禁ずれども、兎角止ぬは．

　なぜやまぬぞと、1とぬ根源へかへりて見ること法なり、なぜに不行儀なる

　といふに閑暇ゆへなり」　　（稽古談　巻之四）

当時城下町に一般的にみられた足軽や家臣の家来たちの不行儀は城下を衰微

させることにもなるが、それを禁じても止まぬのは何故か。青陵はそれを閑

仮の故であるとしている。ここは先に記した大宰春台が「国家ノ元気衰タレ
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バ、只今ノ世ハ萬事止テ、偏二無為ヲ行フペキ時節ナリ」　（経済録）と対応

するもので、春台のいう「無為」をするかわりに・現実には下級武士たちが

閑暇を不行蟻ですごしていたことになる。青陵はさらにつづけて・

　「食は其且那よりもろふゆへに、飢にせまらぬゆへに・ぶせふをしてのろ

　ける、城下の町へ出て飲食せんと思へども・銭がなきゆへに不行儀をして

　飲食をしたる上にても又口論などしかけて・ゆすりかたるのるいをして・

　無銭にて飲食することを自慢すること甚悪風なり・されば閑のなきよふに

　揖をとること、鼓舞する術なり、然ればこれは武具にかぎらず・何にても

　内職をさせて、物頭よりいひ上げさせて賞を行ふぺし・内職の品は上へか

　ひ上ること法なり、どふでかわねばならぬものは・かわねばならぬものゆ

　へに、足軽か又もののしたる品をかひ上ること、やすふ買上るといふもの

　なり、又内職をするものも町方へやすふ、すてうりにするよりは大きによ

π恕なり、是上下ともに利をうることなり、賞をあとふるは鼓舞の術なり」

　（商上）

目標もなく向上への意欲を失なった城下町の下級武士は、城下に出て不行儀

をはたらくしか閑暇を過すすべをしらなかった。じっさい、当時の武士にと

って、「今の時は千才動かず、合戦はなし」　（同上巻の一）　「既に武は皆武

備をせねばならぬと云ものにてはなきなり」　（同上）と状態であったのであ

る。そこで武具にかぎらず何でも内職をさせ、それを買上げ、賞を与えて鼓

舞することをすすめている。また「足軽などといふものが江戸に交代する途

次でも、「何ぞ国益のこと潅他国よりきき出してくるよふにいひつけて、ぢ

きに急度賞をやり」（同上巻之四）と青陵は実利をめざしな力言ら人々に目標

を与え、意欲をかきたて鼓舞しようとした。武士の城下生活は生きる目標を

失ない・生活への意欲を鼓舞しなければならないほど停滞し、沈滞したもの

であ。た。

　　iv　都市と農村

　三浦梅園（1725－1789）は春台と青陵の中間の時期に、それらと独立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮
して・「条理の原を探求」し、「反観の法」をもって獄自な論理を展開した

その床系的な経済論は『価原』⑯　である。梅園は当時の状況を、

　「戦国の頃は、日夜闘争やむこと無かりしかば、手を供ぬいて人に畠を授
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　ぐぺき様もなければ・人防禦を主として、僧も俗も濃も商も漠実は武

　士勧き・今や昇物世の中にして・囎しむことは金駄れば誌下お

　しなぺて誰一心船金鋤・あり・ここ・・於て其形はさまざまかはれども

　心は何れか乾没に在らざらん。一得一失の理勢、誠にいかんともすべから

　ざるものなるべし・されば今天下の麟を聞くに、何方を尋ねても、郡県

　の人は年々に測・都会の人は年・に増す畝り」（価原）

とのべ識国乱世には外敵が人・をおびやカ・し、その生命を鰍に紐い、

れていた・そこで安全をまもり配防衛のための武士的気風がっよかったが

天下太平の徳川の世では・鎌が人・を支配し苦しめ、その臼嫌上も下も

利潤の追求に狂弄させるようにな・た・その結果構の人・は年磁少し、

都市に人口が集中する傾向を指摘した。さらに

　「今の士齢・本業勧たてに思ひない＋に二三は工商1、うつり、＋に

　三四は遊手に移る。移糾ま・従前よりは生も遂げ易き程に、日を逐ひ、年を逐ひ幾

　を去るの勢やまず・幽減ずれば財減ず。財減ずれば国本薄・し』是れ郡県の

籍婦逐ひ磁’じ鮪鋤畑に随。て増す論り」（同上）

と・士農の工商・遊手への移行による離墨現象と人口集中を論じ、それは

「今の富人は＋に九は酪なり・斯つも蒲は異なる様にても、欺皆

廃居をつとむ・これに継ぎて世を渡るに易きは遊手なり．士農工は貧しき

者なり・利観て趨り・害を見て避くるは、天下の通態効」という状況1二

由来するものとしている。それはまた、「金銀通利の上より観れば、有金の

人は最も有用の人にして・造化を賛くる上より観れば、頗る游手と相類す。

造化の功を賛くること辻の太平を守ると、農工の物を造り齪すと滴価

の有無を通ずる外・皆游手なり。游手勝てば、四民の業つかる。四民の業つ

かるれば・国本終に弱し」　（同上）と、生産的観点から商業資本．貨幣経済

による圧迫をのべ・それは前述の都市と鮒の対立β縣灘農現象にみ磯

村の荒廃をもたらしている・と樋確に指摘している．。れを甦する聯

として・「天下一年余計の糠は漕舗に帰し溜敵纏都会鵬す。

ここに於て郡県空乏なり．凶融く都会1・仰く㌔」（同上）という状況を避

け・「庫の財頓して調の馴谷を励し、齢勧工を利レ財貨姻人‘二

積ましむぺし」（同上）と有肋財貨と館力・蘇あるべき関係を保っ蝸
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の条件として、生産者のもとにっねに剰余が残され・財貨が蓄積されるべき

ことを主張した。

　また、農村をはなれた農毘を土地に復帰させるためには・　「今奴脾諸物・

価の貴競、事微なりといへども・関係小にあらず。国家の権を執れる人・最

も心を注ぐべき裏なり・庸作の人の、遽に価を増すことは・吾侑身の為に憂

ふることにして、有国者の説ぶべきことなり。其故は・此機に乗り・小民を

して本業に帰らしめ、兼井の道を察し・農をして専ら力を耕職に帰せしめ、

荒れたるを聞き、堤防を情し、彼寒苦の細昆をして・老いたる親・馴来し妻

子と優游せしめ、同じく太平の余沢に浴せしむべき機あればなり」　（同上）

と本来農業をはなれ他人からの賃金で生活するのは民の本心ではないから、

豊年になれば余業をすて本業である農業に帰ろうとするために雇作に出るも

のが少なく、賃金が高くなる。こうした事情を察知して農民の土地復帰策

を提示しているのである。

　春台や青陵が商業取引・利潤追求に「理」を認～らたのに対して、梅園はむ

しろそれをも1たらした原因を究明しようとした。そして青陵らの本来武士救

済を犀標とする重商主義の思想では解決しえない都市と農村の間にある対立

関係，を農村思想家の立場から解決しようと志向したのである。たしかに梅園

は・貴穀賎金、尚農卑商の伝統的価値をうけついではいるが、その独自の方

法でもって内容をかえ・都市と農村の問題を真剣にとりあげ解決しようとし

たのである。

　ところで、ここに注目すべき発言があ観それは天明7年（1787）の『下駄屋甚兵衛書

上』がある・下駄屋甚兵衛なる人物は、麹町13丁冒五郎兵衛店、下駄屋甚兵衛とある

からには町人で、それも家持ならぬ借家住いの町人であったのであろう。彼

は「諸国売．買不自由に相成候のみならず、交易片落に致候て、其利を得るも

のは問屋株の類計にて・末々商人は何事によらず利潤薄く相成」と都市一般

町人の状況をのべ・一方農村にっいても、「百姓の困窮も元来此一ケ所より

始り候事と奉存候・其様子は百姓へ買取候ものは下直に成候ものも無数相成

候故・以前一ケ村にて米百石作り取候村方、唯今にては五六拾石ならでは取

ぬ様に相成候故・年貢上納にて相減候得ば、乍恐上々様にも御不勝手に被為

成候様に成行可申と奉存候趣、百姓衆よりの物語も度々承候」と記し、農業
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生産の停滞ないしは滅小をもたらす原因を指摘し.都市町人の貧困も農村の

百姓の困窮 もしょせん､ ｢諸国売買不 自由｣と交易片落｣にもとづ くものだ

とした｡そして ｢ケ様に百姓町人の完かひ唯遵御座候ては､木と魚との様に

なくてはならぬ首姓町人の間柄､敵の様に利を争ひ俣故.第一百姓之軒儀に

相成償､盲姓困窮仕儀得は作物不足仕備付.自然は町方へ買取僚物 も高直に

相成候故､町人も甑窮仕債積 二相成申億｣と.本来水魚の交わ りであるべき

百姓 .町人の間に大きい鮎鹿を生じ､対立的Bg係まで生むにいた.'た事牌を

適確に指摘 し､都市と鹿討にひそむ矛盾､需要と供給の間に うまれた不均衡

をもたやす原因を簡軌 二指摘した｡

近世社会にみる都市と村落の対立的矛盾も農村思想家三浦板園や町人下駄

臣甚兵衛 らの頼通 と韓言によって明 らかなように, ｢都市者的論理｣と ｢村

落者的論理｣ とが鈷節したところで解決への志向をこめて間帝の所在が究明

されその焦点は絞 られてきたようだ ｡

5.帆足寓里の都市改革 .交通系統整備改革案

帆足甫塁 (1778-1852)は､豊後 日出帝の家臣で､三滑梅園､懐席堂

のつよい影醇を うけ､また洋学にもつよい関心をもち､ r節理通 ｣を著わし

た｡弘化 1年 (1844)に香かれた r東港夫論｣⑯ には､寓塵の多方面に

わたる提言 .柵憩が示され ている｡

まず､洋学に示 した探い関心によって当時のわか団をめぐる国鮭的BgJLか

ら､当時の鎖国的状況を

｢当時異国 卜交畠 -先長崎 ノミナ7)､常二姦商 ヲ禁 -}難 キヲ以テ慮 トシ玉

フ､是 レ其制悪 キ故 ナリ､唐物 .蘭物皆封角 ′ママ大坂二送 り､首席 ヲ置

テ大坂-テ入札セシメ玉-バ､姦濫 ノ患ノ､長ク止 ムべシ｣ (東潜夫論)

と批判 し､長崎のほかr_大坂で外国交易を聞き､通商活動を促進 させようと

した.またこの国際的関心は当時のわが国をめぐる国際的環境か ら国防への

臥しとなり高 ま･,た｡

｢本邦太平二百年､封建 ノ勢牢固ナレバ､内乱 ノ患7ルコ トナシ･但慮ル

ペキ-外患 ナ リ｣ (同上)

と外患による危機をつげ.その防備の充実と海軍の必要を説 き､

｢本邦城郭 .楼槽 .雄蝶 (-ちちよう .城の上のひめがき-聾者).木造
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　　リニテ牢固ナラズ、大煩ニテ繋バ必敗壊スベシ・宣ク石モシクハ三和土

　　（たたき一錐者）ニテ築キ、碑ヲ以テ瑚成シ・敗席敗帆ノ類ニテ大煩ノ射

　璋ヲ防グベシ、然ラザレバ大煩盛二行レテハ・今ノ城郭ハ守ラレヌナリ・

　江戸大坂ナドノ御城モ此通二造リ玉フベシ、一旦ハ費多ケレド、長ク修理

　ノ累ヒナカルベシ」（同上　覇府第2）

　　「本邦海中二居ナガラ、舟舶ノ制備ラズ、故二屡西洋賊船二難儀スルナリ

　…………　若シ日本船ニテ渡海セバ、西舶一蔓洋中二待受バ、必ズ微塵二

　盤砕カルベシ」　（同上）

と記している。国内的では城郭の改造一不然化をめざし、対外的には国内の

防備と同時に海軍の必要を強調している。

　そして防備を強化するための城郭を改造する考えは都市改造案にまで発展

していろ。

　「三都及ビ大国城中ノ屋宅ハ、西洋ノ法二働テ、石又碑瓦ニテ劒成スペシ

　是又一旦ハ費多ケレドモ、数百年モ破壇セズ、且自火ハ格別延焼ノ患ナカ

　ルペシ、且石屋碑屋ハ三四層ニモ作ル故、土地今ノ半ニテ済ペシ、余地ヲ

　空地トシ街路ヲ広メ、空地ニハ松柏、雑樹ヲ植玉ババ、永ク大火延焼ノ災

　ナカルベシ、且二階住居ニテ湿気薄ク、盛疫ノ患モ減スペシ」　（同上覇府

　驚2）

と洋式の石・確瓦（煉瓦か一筆者）造の耐火構造に改造することをすすめて

いる。この改造によって建物の高層化も可能になり、これによって街路の拡

巾、緑地、公共空問もとれるとしている。また高層化は保健衛生の面からも

右効であるとのぺている。これは近代都市計画や建築衛生の思想とも共通し

た着想であり、その萌芽的発想として注目すべきである。

　さらに萬里は皇宮を叡山に移す首都移転とそれにともなう国±開発の計画

をも提示している。

　「平安遷都ノ後ハ徒二仏法ヲ尚ピテ和歌ヲ宗トシ、孔子ノ教ヲ廃シ玉ヒシ

　ユエ・王室政ヲ失ヒ玉ヒシナリ、後王ノ宣ク鑑ミ玉ベキコトナリ、王法ノ

　制己二立タバ・比叡山ノ絶頂ニハ大神宮及ピ八幡宮ヲ立テ、伊勢．宇佐ヲ

　バ原廟トシ・皇居モ叡山ノ上二立テ、公卿ノ居ヲ移シ、南ハ溝梁ヲホリテ

　獅子飛ノ険ヲサケ・大坂ヨリ漕河ヲ通ジ、西州ノ米ヲ坂本二致シ、北ハ敦
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賀動戯岬・玖水路・ナキ程一陸運一シテ、柵・米・致スベシ

　是ノ如クンバ異日外国ヨリ大軍入鬼ストモ、漕運二磯リナク、王室モ穂盛

　ニシテ漣彩防ニー此策・リ・キーナ加畝サテ叡山．寺院．、難

　置玉7トモ、別二善地ヲ賜フトモ、程ヨキ処置アルベキコトナリ。」

　　（同上　覇府第一一）

といささか奇抜ともみえる構想をのぺているが、子細にみればかなり大胆な

雄大な構想であることがわかる・すなわち、王政復古を意図い「磁の制

を確立した上で比叡山上に大牲宮・八幡宮をたて、皇居や公卿の住居もここ

に移そうというわけである。この皇居移転にともなって大坂か琵琶湖にいた

る運泳日繭方面からも鞭より運河を設1輝送の便をはかる日繊断運

河の構想を示した・これは江戸中期購、京都の繍的地盤の低下を日本海

と琵琶湖を結ぶ運河を建設することによって、日本海から長門をまわり瀬戸

内海に達する、いわゆる西国廻航路に対抗させて回復させようという提案と

も一致して興味深い。⑲

　なお、当時の国内交通にっいても

　「大堰河・・舟橋ヲ架シテ、往還ヲ利シ玉フペキコけリ、島田金谷二駅ノ

　人愁訴二由テ止メ玉フト聞ケリ、二駅ノ生業ハ別二仕方アルベシ、徒二こ

　駅ヲ利セントテ・天下！人ヲ困シムルハ、経済ノ策ナシト云ペシ」大河は

舟橋⑳を甜て交通の便につとめるぺきであ・入その矧。従来の鋤

　などの交通労務者が失職することになっても、それは別に対策を講ずるべ

　きであって・先ず天下の人の便を考え、経済の策にしたがって架橋をおし

働交通系統の整備を提言しているのである．また、従来の道路交通は歩

　行が主であり・貴人は駕篭、ときには馬によることもあった。これに対し

　て、

　「東海凍山・山陽・北陸期ノ官道道路モ多ク平夷ナレペ，陣ヲ作リ

　、馬又ハニ馬ニテ引セバ乗輿ニカユベシ、都下ニテモ諸候ハ是ヲ用ユペシ

　病人婦人ナドモ亦是車二乗ルベシ」　（同上　覇府第2）

箱根ナドノ如険路ハ諸候舟分ノ車輪ヲ去テ、駅夫二鼻スル如制スペシ

と馳の使用を提案している．こ糾あ力個の道が顧的1。「歩道」であ。

たが・とくにルネ・サンス以降の西洋の道は騨がはしる「車道」であり、この
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提案は、それへの移行であり、新しい交通組織の導入の糧案ども・いえる。こ

の提案はついに採用されず、道は従来どおり「歩道」のま’ま：でとどま弓た。

もし、この提案が採用され、道を「車道」として舗装すべきこどが理解され

ていたならば、日本の道路事情と交通系統の整備は、はるかに早期にその改

善と対策がたてられたかもしれない。

　萬里の提案は、都市改造はきわあて近代的な発想にもとつくものであり・

今日の計画理念につながるものであうた。大坂と日本海を結ぶ運河の建設構

想や交通系統の整備改革は、当時の全国的な人々の交流と物質の流通の動き

に対応するための握案ともいえる。そしてその提案がまた「外国ヨリ大軍入

悲ストモ」という危機に根ざした改造であるのもわれわれの関心をよぶので

ある。

　　4　正司考棋の都市計画論

　正司考棋（1793－1857）　は肥前有田の商人で、町人学者として独自

な見識をも。ていた．都市に関してもr経済問答秘釧⑳など噺しい分

析をもって計両論を展開している。

　考棋は当時の遣業生産力をしめす石高を指標として国益について検討して

いる。まず、あるニケ国を比鞍しているが、これを表示すれば

石　高 人　口 寺　院 圏僧　侶 酒　畢 屠　者

　3万石

T0万石

　　　　「
@12万
S0万以下

i200万以」り

　45
P100

i750）

　100余

T000余

i1700）

　42
P000余
i70q）　　　」巳L

　　10

T00～600
@（540）

上の表のようになる。これは3萬石と50萬石の入ロ、寺院、僧侶、酒蜂（

酒屋）・屠者（畜類を殺して肉をとるを業とする賎民）の数を比較したもの

で・下段の加納の翻直は3万石の場合を基準にして50茄の場合を比

例算出したものである。これでみると、大藩になるほど、寺院．僧侶．酒即

屠者の占める比率が大きくなっていることがわヵ∫る。（この二藩を比べて、

嫌にはか勧大き繊下町綿内・・もち・それにともな・て第三雄業部

門の占める割合が大きくなったものといえよう。）「州郡ハ広キヲ叡セk、

空地遊民無キヲ善トス」とする考棋あ立場からみれば、「多カルkキ者ハ少
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妙テ・其少加ペキ者一多ケレペ土地澗シ卦イヘドモ、却テ狭キ、吻

　レリ・其故ハ地広ケレドモ・之ヲ耕ス者多カラザレくく、土中ヨリ菜殿生更4．

山林広ケレドモ・工人モ又多カラザレバ器材卜成ラズ、海広ケレドモζ猟人

モ又多カラザレパ趾少シ混理ヲ考へ・常二心ヲ懸テ其多加ベキ者。多

ク為シ、其少カルペキ者ヲ少ク為シ、」　（経済問答秘録　巻8）と言己し、直

接生産‘二従事する麟・漁業・工業などの第1・2次藤人・の不足を指摘

し・その是正により「国益」の増加をはかるべきことを主張している。そし

て、それは、「之二教ルニ、倹ヲ以テスレパ、圏用自ラ足ルナリ、商価モ多

キ”国害ナリ・僧侶醐ハ論二及・・ズ・医モ多キー鰭ナリ、遊芸堵．搬

虫ユへ一入モ置クベカラズ・屠者モ多物無益ナリ調政頽ルレパ窃繍

ヒ興ルユへ・屠者購・役繁〃テ・時蜘得・レ・・国家・恥駒ス、」（同

上）と・倹約を専らとし滴業・宗教・醐などの娯楽医師など都市的銚

次産業部門を制限した。

こうした立場からは江戸をはじ瞭城下町の生活も当然に批判の対象とな、

うてくる。

　「今東都二於テモ・ニケ所乃至三ケ所モ瀦家迭二壮観・競・、時二由テ

　ハ回禄ノ難二遇ヒ、莫大ゾ入用其外京・大坂及諸邦二於テ官局ヲ建テ、自

　国ノ城殿．宮室．服食・器用、年々二従ヒ美麗ヲ蜴ス事、永治ノ染習天下

　一般ユエ・国計不足シ・無己事民輸多キニ至レリ、」　　（同上）

と城下町の都市生活が薄財政を圧迫し‘庶民を苦しめていることを指摘した。

ここに示される考棋の都市生活にたいする見解はかなり伝統的な立場にたち

商業ないしは都市的要素についての見解はむしろ平凡ともいえよ5．しかし

彼の都市論はその規模と構成に関する分析にその本領が示されているといえ

よう。以下、その点についてのべてみたい。

　彼の都市および農村をふくむ地域計画は、「風俗ヲ濫シ国家ノ害毒ハ四民

雑居二在リ」という基本的立場にたち、身分制による居駆の地域的分離を，

明確に強化することにあ・た．たとえ｝ま2裡四万の封内では、「翻及

ビ公族大夫・都邑ム「古来繁花・市町」をえちび、「郷村・リー二里阻絶

シ・凡ツ十’ケ所．ト究メ」、領内にお・ける・都市と村落の分離を明らかにする．。、

領内にある5・－1・・戸か鉱確駅な撚「齪ノ・宅居」させ託の，
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他の商人・翻人はすべて市中へ雛ぎせる・海辺でも「繁花ノ大顯」を

除いて「小湊」には一つの商店も設けないことにする。したがって「往還」

（3街道）に面した宿駅、郷村でも・300～400戸以上の宿駅でなけれ

ば市町として商売を認めず、街道沿いの郷村では茶店・菓物（＝菓子）店し

か認めないことにし又小商人なども穀物はもちろん野菜にいたるまで村落で

購入することを厳禁する。すなわち・村落での売買の商行為をいっさい認め

ないことにする。

　その結果、村藩から商人がはなれ、商活動が禁止され・農民は「自ラ市町

二掬へ、問屋二就テ売リ、塩肴ヲ買フニモ、近隣ノ者モ其者二便附テ求メナ

バ、日用ノ品萬事不自由ユへ、自然ト質素二成テ、官吏ロヲ売シ法令無クト

モ倹約行レ、富饒ト成ルハ掌ヲ指スガ如シ」（同上巻9）と萬事について不

自由となる結果、自然に質素な生活をせざろをえなくなるだろうとしている。

また、大工．左官などの諸職人が村落をはなれ、市町に移住すれば、　「近年

田舎漸々花美ノ家造ハ、大工斧工雑居に由ル所ナリ、昔ノ農家ハ皆掘立家ナ

リ、是意ヲ考へ一切／諸職免札ハ郷村二許サズ．今居ル所ノ者ハ尽ク市町二

移宅セバ、職人モ相迭二自職ヲ励ミ、農家ハ市町ヨリ雇ババ、今ノ様二美造

セズ、自然ト質朴ノ風二化セン」（同上・巻14）と期待している。これは

当時農村にまで浸透じつつあった商品経済の波をおしとどめ、商工と農を分

離しようとするものであった。

　一方、村落をはなれ都市に集中した商工業は、商業1三っい七は「一番二酒

辟、麹蝉、次二段物．太物。荒物．小筒物．染屋．油絞．質屋。古手屋．骨

董卸・肴屋・農具．塩・味噌；酢・盤油・豆腐・蝋燭・油髪附・附木・燈心

二至ル迄、悉ク免職ノ札ヲ授ケ」また、工職についても、「大工、左官、斧

工・茨工、鍛冶等モ免札ヲ渡シ」とくに　「百工ノ中ニモ袴匠、砥人、武器

工、三絃、袴、肩衣匠等ハ城下ヨリ外ニハ免札ヲ渡スベカラズ」（同上巻¢

ということにしている。こうして市町に諸職人が集居するときは、「酒蔀ハ

摂州伊丹・池田・灘等ノ如ク同職集居ユへ、吾劣ラジト上製下直二致シ、諸

商売何二限ラズ、相共二利ヲ減ジ、迭二競フテ相励ミ、仮隙モ倫マズ」　（同

書・巻9）と同業者の集中による効果をあげている。しかし、一般的にはま

だ同業者の集住をまかなえる経済的条件をもった地点は少かったらしい。
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｢すなわち､彼 じしん､ ｢或都府二千戸計 ノ民塵ア リ､新制 ヲ壌テ諸商売一

式 卜究 メ､敷物屋ィ､五穀一通 り､呉月艮星-呉服 ノミト､各一種 ノ職 卜令 ヲ下

セドモ､月ヲ遜 ズ廃 レクリ.皆常置 ナZJ､是法制-海内二於テ-､大坂-一

切′品物･日本中二売弘ル百工 ノ地 -1 一式 ノ町有テ､寄 席 -心斉楠臥

葉番 ′､道修町､金物-薬兜町.陶器-横堀.細工物 -御堂筋 ト､同職僻居シ

テ､互二相励 ミ､敢テ暇隙 ヲ倫 マズ精力ス､故 二余国 ヨT)品物 ヲ買メ､自国

:,ノ物価 二万 プレバ･上工 エンテ下直 ナ7)｣と記し､大坂のような商品流通D

■ 中心地でしか同発音の集居の困難 なことをみとめている三

ところで､身分制にもとづ く居住区の地域制分離由強化をはか った考軌 ま

Jtl●一視疎の制密の再編成をめざす士宥論にたいしてどの よlうな見解をもっていた

であろうか .人口配分について考棟は商工人口の集中による都市の特殊性を

みとめようとしている｡彼は人口の適正配分を郡単位について i

L･∴=.那 : ･ -

としているが､ (同上 .巻10上)これはあくまでも郡単位であ って､これ

を天下 (ニ国家)よりみる場合にはある国 (-肯 )では工面L8.･･000人､鹿

民2.000人ということもあ りうる｡それは一方で農民が多数を占める地方

pもあるか らで奄 占て､ ｢蓋 シー天下 ヲ治JLト､一国一都 ヲ治ル ト-.広狭 ノ

分遣 ヲ掛酌 セザ レ′て､大桐 ヲ以 テ小池主張ルガ如 ク､割維牛刀 卜云者 ナ7)｣

(同上)としている｡この概点か ら. ｢土盛 /二民 サへ盛 ナt/'{好 卜云｣う

根株の立場を. ｢先生-江戸こ住 シ､兼 ダ諸国 ノ̀風頗 ヲ知･?､実地 ヲ踏ズ､

鹿上 ノ理 二拠JL･-工､彼藩 申 (こ政談一策者)ニ頗JL,辞説謬誤 7 11｣ (同上)

と批判 している｡

同様に.祖裸の土着論についても､ ｢祖&./覗-窮自江戸-=居 ルユエ､江

戸ヲ視テ謂 フ所 ナ リ､江戸 ヨリ視ル トキへ 天下 ノ逮唾 -城下 トイ- ドモ省

内舎ナ7)､･⊥人 /強弱-其士風 二由レ ドモ､亦平生 ノ心懸二由レ1)｣ (同上

巻2占)､といい.また ｢常 二君 ヲ守護スベ ン､･俗 二云遠 キ-頬 白1)近キ他人

+.ド.兎周近 二在ザレ),'.商事 土付テ不時 ′君用二立ズ｣ (同上)ともいい.

~阜心 で二･廿第一妬村主在 レJ{､.長友 卜云者 ナク､日工凝 ル所 人贋 キ田夫野人
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ニテ､- トシテ身二益有ル事 ヲ聞ズ､皆我 ヨT]下輩者 ノユニ･自然 卜慢心 ヲ

生･}テ礼讃ヲ失 ヒ､野卑文庫 卜成テ武気廃 1)､又農民モ遠 二逝 フテ､笠 ヲ取

･)鉢巻 ヲ脱 ギ.頭 ヲ低 レ贋 ヲ折 ノ難政､農務 ノ妨 ゲノミナテズ､武威 二誇テ

民産 卜為ル串間多 シ､放二官吏 ヲ村里二詐宿サスル- 民情 -拙 キ不仁政 卜

知A,べ ./､御旗本衆-終身 ノ間 クリトモ我領内二行 ク事-k禁 ナ1)J (同上)

と武士の再土着によって､自然経済への複軌 こよる経済的 自立性の回復と鼻

村生活による武士と家来の主従関係.頗民との信頼感､親近感の復帰をめざ

す土着論の立場とはまった(反対で､ ｢四民雑居｣を排 し､武士が良民と捷

することを避け､厳し(身分制によって居住区を分離 し､武士はその居住区

に集中して居住することにより､互いに武芸を切碇琢磨 しあ う場を確保する

ことをすすめている｡たとえ武士が土着することにな っても.良村に点 々と

散在 して村落に良民と雑居 して居住するのではな( ｢民家 ヲ離 レシ山里一村

若鹿家有 チJ{転移敦サ七､武家 /ミ四五十軒､乃至首軒､其士 ノ広狭田畑 /

多少二従 ヒ､住居 シテ耕作致サ七｣ (同上)毎月 日をきめて武芸に励み､ま

た学問に勤め､武士の独立した集E3]として訓練をすすめるべきだとしている

｢四民姪居｣を耕する身分制による居住区の構成こそ､彼の計画を宜ぬ (棉

衷秤辞であった｡

ところで具体的な都市計同について

｢市町-杵柄 (用間のあぜみち｡東西を隔､南北を肝､あるいはその道と

もいう｡-共著)ニ長短無 キヲ最上 トスレ ドモ､城下地形二由テ自由ナラ

メ､

文官道-ー方稲田ナレバ粁長 シ､然 レ トキ宅某 -田地 ヲ嘆 メテモ､竪梯垣

長森 幸枝二立ルニ如ズ､又一町二戸数多少有ル-甚 ダ悪 シ､少 キ所-七二

欝テ花奮-街ヒ･倣庵シテ喧嘩 ヲ晴 ミ′J､町 ヲ苫 ム､古来 ′群党小里 ヨリ起

ル事骨テ視エズ･古-王代 -五十戸 ヲ限 トスル--､是古例 二随 7ペソ｣

(同上 巻 9)

｢市中 ノ割方モ把地 ノ縄張二異 ラズ､先井内 ノ法_ヲ以テ割出 シテ.畔暗 ノ

条 ヲ以テ町 ヲ唾 ツ･蓋 シ地形独 ケレ.く､其土 二応 tjテ=夫スべシ｣ (同上)

と述べているDすなわち､都市全体の形態は方形に近いのが基準であり.辛

の萄路形式は先にのべた井田法でもゥて､ (この場合井 田法は方格に区画す
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る恵味でつかわれている)区画すべきとしている｡ ｢東都-ー丁 ヲー町 トス･

諸国-モ遵法有 ))､最上 ノ長別ナ 7)｣としている｡一丁は六十間､-区画の

の大きさはdO聞四方､間口を2-5間､宮家もあれば20-40戸に割り

当てられるとしている｡そして道路は ｢男女異途-古 ノ礼 ナ リ.男-道 ノ右

ヲ歩 ミ､女-左 ヲ往クベシ､牛馬モ中央 ヲ適サズ､中央-盲人 ナ リ､斯ル蔀

今ノ世 ニハ骨テ知 ラザルユ-､碍 卜論スべシ｣ (同上 拳占)と中国の≡礼

図などにみられる伝境的な考え方を示している｡ (三礼図では中央は車道に

な.'ている｡重道をもたぬわが国の道路の特性を示すものであろう｡)

また都市を区画する外周と内部の輯成についても.

｢大境市街肝隔其広狭 ヲ見硬 7)､部門 ヨ1)外二束造 ヲ禁 -LI､民家-造 l)込

-シテ尺寸 ノ余地無ク､推望テ填ルヲ串 トス｣ (同上 巻25)

｢都府-部門 ノ外数十丁計-､茶屋 ヲ睡ルベカラズ商工 /家モ同･)､

坊 卜市町 卜読 ケズ､近処-森林剤蔽ヲ樟テ栽 チ切 り､正道-ヲ立テ連,J>阻 ツ

ルべシ､市町出入不便利 卜見-レ ドモ､初 ヨリ遠方 卜思-バ､常 卜成テ苦

ニナラズ､駿卒 トイへ ドモ市中二居住 ヲ禁 ズル事諸国二多 シ､最良制ナリ

｣ (同上 ･巻 25)

と記 している｡都市を区画するために外郭には部門を設け､都市の内外を限

る｡草津弓の外には周闇数十丁にわたり､茶星や商工業のための家屋の建設を

禁止するO部門の内部､都市では.防 (こうぢ)と市町の間に森林顧地をつ

くり､武士と町人の居住区を区画す る｡武士団については､ ｢番頭士超 ヲ付

ナノ㌔一一坊々々-手二割付ケテ付ルペソ､若長坊ナラバ一万-片付ケ､-坊こ

テ不足 ナラJ,'､其決勝 -移 テ付ル畢宣 シ｣とし.坊 ごとに武士団が集団居住

の体制をとり､ 日常の接触と訓練を通 して非常の事熟 二適確に対応できるよ

うにする｡この都市内邸における森林緑地による武士と町人の居住区の分離

は相互の交通を避斬することにもなり､定回して接近することにもなり不便

にはなるが､これはは じめか ら遠路だと考えれば問題はないとしているoと

もかく武士巨耶まその下層の家来にいたるまで ｢市町｣町人の住区に居住する

ことを禁 じ､身分制に居住区の分離をつよく主張している｡

しかし､考棟は当時の武士階級をまった(容認 しているわけではない｡

｢近世治平 二進 ンデモ､勤モスレJ{一墳群党 スル-､ 田ヨ.)其地主 ノ不仁二

一284-



在トイヘドモ、元来武家ト為テ、村里街市四民雑居致シ・昆俗自然ト猛剛ニ

ナル故ナリ、庶民ハ勿論文官ノ僚剣ヲ帯ザルハ・世界萬国皆同ジ・然ルニ近

世ゴリ士人ハ両刀、庶民バー刀ヲ帯ブへ世界二無キ事ニテ・一刀ヲ以テモ

勝負死生ハ随分決スペキニ、是レ又戦国ヨリノ宿習ナリ」　（同上・巻26）

と当時の軍事的性格を基調とした社会とその気風を・町人的立場から諸国の

文治的社会と比較して批判している。要するに考棋は太平な社会にあつてそ

の身分制秩序を再編し、都市と村落の機能的・身分的分離をはかろうとした

ものといえよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　　”

　次に都市に必要な施設の配置についても具体的な提言を行なっている。商

店について

　　r又領中戸数二併セテ配シ、警パ十萬戸有ラバ、酒蝉ハ千戸二二軒、十萬

　戸二二百軒、麹擦モ同数二致シ、呉服・武具類ハ都府ノミニ限リ、領甲市

　町其広狭二従ヒ、諸商ノ免札ヲ受ケ、商買ハ成丈減耗シ、工職ノ免札ハ如

　何程多クシテモヨシ、是善治ノ梁礎ト云ペシ」　（同上．巻23）

また、学校については

　「先ヅ孝経ヨリヨミ始メ、次二論語・小学・家礼、是四部ヨリ外、決シテ．

　読マセズ、ヨミ終ラバ又繰返シ詰ゼサスルヲ学則ト定メ置キ、1手本ニハ国

　ノ法度条目ヲ習ハセ．実語教或ハ庭訓等案文雑書ヲ禁制シ、一郷二一館、

　市町ニハ三百戸五百戸ニー館ヲ建テ、是処二子ドモヲ挙テ集メ、寺槻二至

　ルコトヲ禁ジ」　（同上・巻4）　　　　　　　　・

そして、劇場など娯楽施設について

　「劇場ヲ免サバ偲備歌舞妓二究人春秋隔年ニシテ、一年ハ東堺、一年ハ

　西堺、大藩ナラバ四隅毎年廻二致シ、都府ヲ去ル事五六里、運上バー日二

　銀五百目ホドニ究メ、暗天十五日許ニスベシ」　（同上　巻9）

と記している・すなわち、都市的施設の配置を商店については、たとえば酒

屋は1・000戸に2軒・麹屋も同様、呉服・武具の類は城下町以外の町にみ

とめない。学校は500－500戸に一校を設け、儒教的倫理や法度条目な

どについて教える。当時の娯楽施設と．いうぺき劇場は市中に設けず、郭外の

四ケ所・5～6里（20～24Km）はなれたところに設け、一年交替で、

歌舞妓・偲偲などを上演させる。
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さて､次に考枕によゥて宗教的施設 ･寺院はその計画のなかでいかに把え

えら31･ていたであろ うか ｡先にも触れたように.わが国の歴史上.中世東和

には一向宗 .法華宗そしてキ JJシタンなどの信仰にみ られるように.かつて

ない広汎な規模で異常なまでの宗教的情熱に支えられた宗教運動が くりひろ

げられた｡それが近世社会にはいるとすべての宗教活動がさびしい制約をう

けるLtすなわち､キ リシタン禁制 に と も な う宗門故の制変は寺院に稀溝休

制の末端機構 としての性格をあたえた｡そして宗教活動も, ｢-町中こて諸

出家共法談託侯磯､無用二可仕事､-.町中こて念仏評題 目許出家#同行と

も寄合仕間数事｣唾 と制限をうけ､宗門故につづ く寺請制動 まいわゆる近

世檀家制錠をもたらし､信仰の単位が ｢信者｣と ｢僧侶｣の関係か ら ｢家｣

と ｢寺院｣の貼係へと大き(変容することにもな ったo申 こうした近世仏

教の一面はまたその宗教的性格の喪失の政に､かえ って経済的例面か ら批判

をうけることにもなった｡たとえば 中井竹山は.鴨川架橋のた軌 二は､ ｢方

広寺の却櫛の石垣を轍 して用ひ安着也､元来大仏には都噂無て済 可｣ (草茅

危言 巻之 5)とか ｢南都並鎌倉の大仏は大無用の長物庇は､寛文の芳田を

追ひ悉く崇鮪 して銭とす 可著な1)｣-(同上巻之 占)また ｢万広寺､智恩院の

大路長大長者なり､速に撒 して鉄材とす可老なり｣ (同上)とかいうことに

もなったo考横 もまた. ｢国 ヲ宙暁 二七y ト欲 七,{､民 /暗躍 ナキ様 ニスべ

シ､-･･･ 故二公役寡 キヲ最上 トスレ ドモ､今時-公役 ヨリ寺役甚 シク､寺

用ノ樋 ヲ担 ヒ､･.･-.先 ヅ専用 ノ現役 ヲ減耗 スル工夫コソ専務 タレ｣ (経済問

答秘録 巷10下)と考え､この立場にたって､寺院の配匿を､

｢(飾村の)小寺 .′ト庵 ･倦験 ノ宅-悉ク其地 ノ市中二寺町 ヲ立テ宅 ヲ狭

クシテ挺ルべシ｣ (同上 巻 9)

｢輝柑 /寺-京大坂 /如ク寺町 5,塵テ､其辺 ･/宿駅 カ､都会 ノ地一里計 リ

阻テー処 二条 メ､同宗並べ毘キ､宅地-五畝二究 メ､若 シ江湖大会等-仮

家ヲ立 ツルカ.隣寺 ヲ倍チモ ヨシ｣ (同上 巻 19)

｢諸所 ノ寺堂 ヲ三五里阻 ツトイ- ドモ､同宗-一所二集 メ､家造-仁和 ノ

侯邸長屋 ノ如ク作 1)込 .=致 シ､大小無 クー制三四間計 ')-五間位二作 リテ

二十塵計 卜究 メ､本堂一 ヶ所立テ､面々是甚特来 ル本坊 ノ､､･･-･･悉3'右 ノ

堂二匠キ､本堂-鴇番勤ニッ.--其外一宗 ノ者 -､従 ヒ簸派異 ナ リトイ
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へ，モ、拘ラズ＿所一集ル・キー妄リニ貧・ズ謀寺堂堰柚畑減シ

左スレバ躰築山モナ久擁砂久彼辱唾勧倹約減ル譜ノ倹

　約ハ則衆昆ノ倹約トナル」　　（同上　巻10上）

と種々寺院の醗置について提案している。とくに村落に点在する寺院を市中

の寺町とか、市外から一里はなれた土地に寺町を設げて集中させる。また同

＿宗派の寺院を一寺にもとめ、江戸大名居館の長屋のように同じ規模（3～

4間x5間）で、連続させて集甲的にならべ・本堂を設けて・ここに各寺院

から持来した本尊を集中して安置し、輪番をきめて勤めることなどを提案し

ている。ここに古代から中世へ、そして近世にまで展開をとげた仏教寺院の

変容と地域社会とのつながり、当時の宗教観の一端かうかがえる。

　以上で明らかなように、正司考棋の都市計画論は、「四民雑居」を排する

伝統的な身券制による居住区の地域的分離を主張し、封建的色彩を強くもち

これを基調どし、それを限界ともする計画論であるといえる。しかし、但裸

の土着論と比較するとき、都市にたいして人口集中にともなう特殊性をみと

め、土着論が自然経済への復帰を志向するのに対して、都市的要素としてと

くに工業の発展を期待しているのが注目される。もちろん、都市における商

業や管理・サービス・娯楽などのいわば第3次産業にたいする評価はきわめ

て低い。しかし、これは近世社会が本来農業社会である以上その都市論がも

つ当然の限界といえるのかもしれない。考棋の都市計画論の特長は、多くの

制約と限界をもちながらも、都市と村落を国（二藩）全体の角度からこれを

一体化して分析し、その上にたって人口配分、都市施設の配置を考察してい

る点注目すべきである。

　5．梅辻飛騨守の都市改造の樽想

　梅辻飛騨守（1798－1861）　はまた梅辻規清、加茂規清、対翁、斉守

翁などともよばれた。南北朝以来の社家の家柄に生れ、神道・国学・天文’

暦数の学に通じ、藷国を遊歴し、弘化年中に江戸へ居を移し、家を下谷池の

端に定あ瑞鳥園という私塾を開いた。この私塾には学者・神官・諸士・剣客

力士・農工商・俳優・落語塚にいたるまで多様な人士が集ま。たという。と

ころが、その幕府の教学・儒教の攻撃の故にか、投獄され、のち八丈島に配

流の刑をうけ、ここでも志を固くして島民を教育し、教：書百巻を著わし、文
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久元年64才で死んだという。㊧

繍の多数の著書のうち・r火之用心仕方』㊧騎庭の網㊧噛の
創㊧は・て伽都轍造・・附る構想と鹸をみていきたい．

　　1　江戸防火改造碧想

　規清が『火之用心仕万一』で提案した防火建築は「横木組立蔵造」とよばれ

る構造で、柱を用いないで校倉造のように材を水平に重ねて壁体をっくり、

この壁体の内外の両面に土や漆喰を塗りつけて防火的にする構造であり、そ

の施工過程でも木材に鉋をかける必要はないし、継手・仕口は量も少なく簡

単で・大工手間が非常に圧縮されるというのが特色である。⑳　その劫用を

「斉庭の穂」のなかで・防火のほかに、「第一火矢大筒ヲ防グノ建方ニテ、

御軍二至極ノ鼎理」としている。これは当時のわが国をめぐる国際的環境に

対応する見解であり都市の防禦性にたいする配慮がうかがえる。また、「其

上震雷二砕ケズ盗難ヲ除キ、此外禦理一々数ルニ遽アラズ」と耐火・延焼防

火のほかに地震・蕃雷や盗難除けにも有効であると主張している。

　ところで・この防火講造を郵市的規模にまで拡大した江戸防火改造の携造

を「斉庭の穂』のなかで展開している。それはまず、梁間三間高さ1丈8尺

の横木組立蔵造の二階屋で連続住宅を江戸市中に建設する提案である。この

防火連続住宅は浅草見付から柳原通筋遠へ、さらに駿河台一小石川．＿牛込＿

市ケ谷一四谷一赤坂とつづき、あとは内堀沿いに江戸城を囲む形をとる。こ

の白壁造りの連続住居は、都市的美観を構成するもので、「嚥見事ニテ目ヲ

驚カス計リニ可有之侯」と記している。この連続住居には御抱御家人衆

1・0000世帯を配置しようとした。すなわち、外堀のあたりには下級武士

を内掘のまわりに中級武士を配置することとした。その位置と規模は次の表の

ようにすることとした。

位　　置 身　　　分 梁間x桁行 坪　数 下屋敷

内堀まわり

O堀あたり

御譜代御家人衆席持以上

@　　〃　　　　以下

@　　〃　与力御徒衆

@　　〃　同心

5間x4間

T間x2
R　×　4

R　x　2

12坪
U126

50坪

R0〃

T0〃

T0〃
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この連続長屋住居のもたらす効用は・まず防火的であること・また御家人が

城郭に近く居住するため、萬事に都合がよく・　「平日勤仕ノ勝手ヨリ御成御

洪ノ也入．且夜分廻状ノ辮用等二至ル迄速二相足リ候也」と・日常の役所勤

務．出御御供．近隣関係にも都合がよいとしている。また従来・御家人の拝

領屋敷と町屋が連続している場合も多く・身分制による居住区の地域的分離

に混乱が生じ、「卑シキ風俗自ラ相移り・尾篭ノ体ニモ相見ウケ」という状

態であ脅たのを是正できるとしている。

　そしてこの連続長屋住居による「御郭内住居」によって・従来の拝領屋敷

はすべて返上させ、その代りに席持与力御徒には50坪・それ以下の身分に

は30坪の下屋敷を「御府内の端々」に与えることにする。下屋敷はこれら

御家中の隠退後の隠居にあてる。

　この長大な連続長屋住居を建設するための経費を三間四万・高さ1丈8尺

の二躇建で約歪00両必要として、桁行・平均間口5間で、1万を建設すると

して百萬両と見積った。その費用の捻出を禄高100石で年30石ほどの収

入であるが、これを米金等分の制度⑱　にすれば90石前後の収入となるの

で、そのうち10石を冥加金として差出させる。また寺社領でも同様に収入

の一割を金納させることにすれば、忽ちにして200万両を集めることがで

きる。このうち，00万両は長屋建設費48万円を諸国教道所（後述）の建

設費に、52万円は「米金等分の相場」となるための職人・人足手間賃の値

り分や雑費にあてるとしている。

　ところで御家中の家臣が返上した拝領屋敷にっいても規清は次のような提

案をしている。さきにあげた米金等分の相場となると武士百姓は大いに利益

を得るが、工商の町人はかなりの打撃をうけることになるという。かつ工商

の町人の居住区では家屋が密集し、明地も少く火災の出火・延焼の危険もき

わめて大きい。かつ地代・店賃の上昇も著しい。そこで返上された元拝領屋

敷地・200万坪を町人に拝借させようというわけである。たとえば「神田

於玉ケ池町並ニテー坪三匁ノ処二候ババ、御地面バー坪一匁二三分二御貸可

被下候」というように、又薬研堀辺町並では5匁を1匁Z8分にするなど、

約三分の一にひき下げて貸地にしようというわけである。こうすれば町人は

あらそって移り、密集した町屋にもかなり明地ができ防火上も効果があると
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している｡要するに拝領屋敷の再配分によって町屋地区の過密授和に役立て

､ようとしたの■で ある｡

ii 敏道所構想 (学区制と地方行政)-

規常はr斉塵の穂 Jのなかで述べているように､ ｢三和町人 ノ故食- .疏

家四首万石 ノ払米 -テ､年 々凡四官万両-武家方-引上 ヮ.武家方雑衆 ノ用

二相成侯-､古来 ヨリノ仕来 りこ御座候,然レバ三番町人-畢菜武家万 ノ得

意境 -テ､実-金箱 二御座候｣･･日･･ 大切 ′宝ヲ町人 二破鐘.三部 ノ扶余武し

家万得意場 ヲ被為 二押領 -､武士 /台所-町人 ノ台所 卜相変 り,---｣とい

･･う状況を批判 し､ ｢武士 ノ身代 ヲ寛永頃 二引戻 ソ億碍ノミ､各以 /外典 カ ト相

ナルベク候･黙 レ}{自然二物-gL神経 ミ可レ申偉臥 厳 シク倹約 ヲ此時二用ヒ侯

ガ.天下 ノ要道 こ御座侯｣と幕鳶体制確立糊への復帰を期待 しているoLた

が って.この立場か ら当然に武士の士 背論にたいしては批判的見解をとるこ

とになる｡すなわち､ ｢土着 ノ講-先徹 ノ高論モ有声候儀 --御座候碍共･

弄膏公大坂御治世 ノ折 ヨリ､引続キ御当家 ノ御制酸 卜相成､既 二二首有余年

ノ ロ 例 二億処､ イカニ古制 ノ土着頼利三石之億 トモ､今避 二惣休 ノ武士ヲ■ノ

土着-致 シ俣備パ 堂モ相成マジク､之-無益 /論 卜卑声贋｣■というわけであ

る｡土着論にたいして､規帝は教道所構想を提示 している｡彼のもつ常平倉㊥

の構想と政治的華中の制定案とを広範な教育の基盤の上にた って推進しよう

とするものである｡すなわち､ ｢常平倉 ノ儀-雷同古名ノ如ク､以来-屯倉

卜相唱-申変更声候･韓テ-､下皆屯倉 卜相認 メ申候･此段御承知町被下僚､し し

サレバ民家 ニ-塩 カナル師 卜申.スモ ノモ無之債故､五倍 ノ道モ頼廃 り･草我ILr･

健 二育チ申候､就テ-成人 ノ後モ人気穏 カナラズ侯聞､以来-壱万石 ′場所

二三軒モ教遭所 ヲ建テ､幼年 ′著共二費テ-孝鎧 ノ類､和論語等 ノ手近 キモ

ノヲ為岸 ､手習十露盤杯モ少々-為周 偉-:,'.成人 ノ後アマ1)ノ心得連 ヒモ

牢 7-}ク奉声 侯｣というのがその 目的である｡

したが って､この敏道所 は5.008石の土地に一 ヶ所づつ.およそ22-

25丁 ごとに設けられることになる曹 しか し､固持諸侯層 の近 (では 10

-20里 とはなれることもあるとしている｡■しか し､全国に申たる天領を組

放 して全国2.400ヶ所 に教道所を設置し､これを連続 Lようとするもので

｢人体 ノ陳碓 ′如ク罪過致 シ偉俵故､何B]何方.I ｢何等 ノ嘩有声 儀典､忽心
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ノ　臓二相響キ候自然ノ妙用二候得バ、以来何等ノ御穿竪ノ向モ御座候得バ

此筋へ御尋御座候時・＼其次第臣細二相分リ可陣候・井二諸御奉行・御代官

ノ非分ハ禿及．申、私領ノ非分等迄自ラ相知レ就申候」とのべている。教道

所の領内に寵置し、「御目見以上ノ万ニテ、百俵ヨリニ百俵迄ノ御人体ヲ、

一万石二御一人ヅツへ教道所ヲ御預ケ右ヌ、猶御目見以下ノ御家人衆五十俵

前後ノ御人体モ・一万石二二人ヅツ同教道所へ御預ケ有。之」と一万石に5人

つつ、三凡そ5．GOO石余に一人つつの割合で「御出役」役人が派遣されるこ

とになる。役人は5～8年間、その教道所で教道にあたり、村方の取締’りに

あたり、「風俗古二立復リ」村方での生活によ。て地方の事情に通じるなど

と土着の効果をももたらすごどになる。

　したがウて、教道所の樺成は正面に土蔵、その左に教道所（その奥の間は

出役方住居にあてられる）右には客屋を設け、「公儀御役人衆」幕府役人の

廻村の瞭の止宿の場にあてる。この客屋の傍に牢屋を設ける。次表はその規

模構成を衷示したものである。

土蔵（電倉）

教道所

客　屋

牢　屋

　総地坪

5間x10間
3　x　8

2．5x　8

2　＞（　2

高さ1丈8尺（横木組立蔵造）

平　家

平　家

（約300坪）

要するに・この規清の教道所構想は学区制を基盤として政治・経済・教育と

一貫した改造案でもってご幕府直轄領を再編成し政治的集中をはかろうとす

うものである。

　　旧　印幡湖開発計画と都市厚生策

　『蟻の念」にある印幡湖開発計画はすでにその前年（天保15年）にr太

物船町として提出さ縦蹴計画を離、当局へ意見書として提出した

ものである。この印幡醐発計画は、印幡湖へ掘割水路を設けることによって

槻の便とあわせて新晒発をはかろうとするものである．鰹工事現場は

長さ約裡・欄1人つつならべて8640人の人足を必要とし、20日間

で巾は底で6尺・上面で10尺課さ2丈1・勧さげようという計画である。
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　この労働力を江戸の遊民でもってあてようというわけである。すなわち、「

礼も義もなく・只一途に金銀を貧る事を・働き者の様相心得、銘々其身構へ

を而巳する事を専用と仕候・故に猶々金銀が尊く相成候儀に御座候」と当時

の世相をみ・　「夫に付花美色欲は人情の好む処なれば、下々の者は外に取付

べき道なき故に・人々色を売りて金銀を貧るより外は所業は無二御座候、掬

其色欲の媒には・うた・三味線の類より美酒佳肴と次第して、限りなき騎奢

増長に推し移り・不義流行に付込て・萬々の悪人入り交りて和々無量の振舞

をなせる事・年久しき習俗に御座候処」と遊民の増加を指摘し、さらにこれ

ら江戸にいる遊民や「やくざ者」を印幡沼開発計画の工事に従事させ、江戸

の風俗の改良と開熱業の促進にあてようとし・う提案である．「下・一体善

道に立帰候様の御仁慈は、実に難」有御儀には御座候得共、彼の廃人等は油も

実道へは立帰り榊候灘灘附ては印醐一方は鑓に糊け置榔候
はば廃人ども丈は寄り集り、各好む処を以て生涯を相終候上は、幾許の御慈

悲に可レ有二御座一ど奉タ候・斯の如く印幡沼へ毒気を相退け候上は、御当地に

搬喉人数踏善人而己にて諮別の微心に御座候と蔀側とかなり
冷酷な方策をのべている・当時の江戸‘こは、都市構造の面でも、また都市の

精神生活の面でも根本的な改造を必要とする段階にきていたことを示すとい

えよう。こうして遊民ややくざ者を江戸から排除してから、江戸の町数を凡

そ5』00町として・市中の一萬両以上の「町人分限」を15』00人選び

唱町内に5人つつ取締役として居住させ、・「其居町丈の人別を相調べ、商売

向を相改め・柳不正の節は為糞間敷候、此外裏店小店の末々には、或は野菜

売或は日傭取・或は紙屑売等の其日稼の族も可と有．之侯」　と其日暮しの貧民

とも相談の上、萬事、その町6町人の世話にあたり、名主・家主の上にたち

町の運営にあたり「此五人は内の上に立、一統の行状及商売の正不正、井出

槽不出精を見改、且日々月々儲高にて町内墓方の過不足を算当いたし、警へ

ば此町髪結職の者多ければ幾人相減じ、湯屋不足なれば取立」と町内一統の

ため・よく取計らい町の厚生をはるべき万途を示している。

　以上で明疹かなように、規清の樽想計画は具体的な防火薄策にはじまって

い為が去それは単なる防火建築にとどまることなく、広域にわたる地域計画

砺改造にまで拡大した．そして江戸防火改造緬にみるように漣続長
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屋建築による防火策は身分制による居住区の地域的分離を撤底し、中級・下

級武士を帯状に配置して・旗本家臣をさらに官僚化し・江戸を官庁的都市と

して再幣成しようとするものであるといえる。また土着論を否定し、学区制

を基盤に常平倉・教道所・客屋・牢屋からなる教道所の構想を提案している

が、これも江戸改造案と軌を一にするもので、幕府直轄領を教道所という新

しい地万行政機構にも。て再鰯成しようとするもめである。この二つの構想

は幕府直轄領’旗本だけについてしかふれられていないが、ともに幕府の敏

治的集中を意図するものとして注目される。また町人居住区は武士め居佳区

の整備と併行してその元拝領地を町人に再配分し、町屋地区の過密緩和をは

かろうとするものである。また、江戸の大都孟化にともない増加した遊民や

「やくざ者」．にたいしては、印幡湖開発計画の事業に吸収し、都市から排除

し・あらたに町屋地区には一町に5人の取締役をおき都市住民の厚生にあた

らせようとした。土木開発事業をもって直接にかつ有機的に厚生事業と結び

つけるまでにはいたっていない。いいかえるならば、都市遊民を土木開発計

画に参加させて、その厚生をはかるという考えではなく、都市遊畏を一般市

民から隔離させてしまおうというわけであろ。したがって、これははなはだ

不完全な形ではあるが・土木開発計画を都市の厚生事業と結びつけようとい

う思想の萌芽があるともいえよう。

以上の都轍造論を総括してみたい．騰体制は本来、倹約榊に支えら

れた自然繍肋上にたち・しかも家臣団の城下難という都市生活を館

していかなければならないという矛盾を内在させていた。この矛盾を克服す

るために倹約令・奢騒止令がださ継がこれに対して漕駒効用耀め

齢繍醍認し・編的生活を鰻しよう・と・する思想が強く流れていた。

それはまず京物町衆の伝統をうける光1党や紹益によ。て、さらに元禄郊

をへて・舳醸によ・て利潤追求を丁天理」と認め泊然経醐にたち、

都市蠕および奢髄否定する立概「村瀦的倫劃とよぶならば、「額

市者的紐」とよばれるべきものが形成され、騰堂という＿つの学的麟
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のなかで成長をとげた｡そのなかから､･仲 井竹山は参勤交代制の改革によっ

て消費都市としての江戸に生産 ･商某的機能を附加 しようとした｡山片頒桃は

都市と(に江戸､大坂､京都の三部には市中に十字型の防火帯を設けること

を提案 した｡海保青陵は藩単位ではあるが重商主義の政策を強 く主張 した｡

また.在来の ｢武士の論｣ (それは ｢村落者的論理｣につながる)をしリぞ

け､ ｢君臣は市道なり｣ ととなえたQこれは武士の立場にたっ ｢都市者的論

理｣への転回をなしたものともいえるム-･･なお.この都市と藤村の岡垣は三滑

梅園によゥて､さらには下駄屋甚兵衛によっても汀都市者的論理｣と ｢村落

者的論理｣の結節の上にた って究明された｡

こうした ｢都市者的論理｣の展開の延長に多様な都市改造の提案がなされ

た｡ここでは､帆足賓里､正司考横､梅辻規滑をとりあげたO蔑里の桝想は

都市を不燃糖造とし高層化することによって防備衛生街路の拡 巾､緑地や公

共空間確保をもたらそ うとする近代的計画理念と共演 した着想をもつもので

あった｡坊はまた運河.港湾の設置､席壷による交通などによって全国的な

海陸交通系続の薬僻を進めようとした｡考杖の提案の特長は漕内の都市と村

啓にわたる人口配分､粛設単位の配置の計画を有規的にとりあげ､都市地竣

のモデルを設定 して考察 したことである｡姐清は独 自な防火痘串の提案の上

にたち.江戸防火改造案を提案 したが､江戸を身分制的居住区に再開発 し､

官庁的都市として再生備 し政治的集中を意図するものでもあ.'た｡また､幕

府直轄領での故道所軒恵は広い教育的基盤の上にた って地方行政複輪の整備

と政治的集中を志向するものであ った｡最後に規滑の提案した印幡招開発計

画と都市厚生策は太宰春台のいう ｢国家 ノ元気衰 タレバ､.･････偏二無為ヲ行

フベキ時節｣にあ って､城下では,その ｢閑暇｣を ｢不行儀｣に過 している

と青陵は指摘 したが､この都市における白襟もなく生きがいを失なった遊民

やくざ者の増加を土木事兼によって解消させようというもので.基氏 じたい

を厚生 し救済する事業とはなゥてはいないが､土木開発車黄と厚生対熊とを

結合させる近代的政韓の萌芽を含む といえなくはない｡

以上の改造構想か らも明らかにな ったように.わが国をめぐる国醇的環境

の緊張､国内における人的交流,物資流通の発展､制症の強化.都市の過密

化による防炎的配慮などか ら､あるいはまた都市の精神的荒廃を是正するた
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あにも、都市の大規模な改造を検討すべき時期にきていたことを示している。

モして、これらの構想が藩単位あるいは広く天領全域にまで拡がってはいた

が、まだ全国土的規模は検討されていない。やがて全国的規模にたつより根

本的な改造構想が展開される6次節ではこの点についてみてみたい。

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨道話架（国薔刊行会本）

⑩　　日本経済大典　第25

⑪有坂隆道・末中哲夫「山片蠕撹の研究（ヒストリア1－4、

⑫　日本経済大典　第37

⑬　埜上　衛　海保青陵の思想　国史輪集2

　　松浦　玲　江戸後期の経済思想（日本歴史近世5）

註

①もちろん、江戸中期～後期には先にものべた春台が貨幣獲得先務を主張し、子平が聖人

　　の利用更生とは金銀を第一とすることであり、政を今までとは別に制作する必要を説くな

　　ど、儒学的立場にも変質がみられ重商主義的見解と交錯する面もでてくる。’ここでは、一

　　応土魁詮を指標におき考察をすすめた。

②　林屋辰三郎　上層町衆の系譜　（中世丈化の基調　所収

　　同　　「町衆』

　正木篤三　「本阿弥行状記と光悦』所収

　1新燕石十種　錦二　　（国書干「桁会本）

　石田一良　『伊一藤仁斉」

　和辻哲郎　町人道徳と町人哲学　（日本倫理思想史　下巻）

　　「近世思想家文集」　（日本古典文学全集9ア）

　前掲⑭

6．7．9）

⑭駿によ繊園部蕃にひきつづき彦狼・小醜も京麟で殿売捌をはじめた。

　　（摺古談巻1）

　　堀江保蔵　「我国近世の専売制度』

⑮⑯　三枝博音編　「三浦梅園集」　（岩波文庫）

⑰日本経済大箕第25

⑭同　上　　　第58
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　　　帆足図南次　r帆足万里」　〔人物叢番）　　　．　　　　，

⑲謎章虹註⑱参照

⑳『明治以前日本土木史」

⑳　日本経爵大典　第54・55

＠　寛文五巳年十一月　（御触書）

　　高柳翼三・石井良助　『寛保卸触書集成』

＠　藤井　学　「江戸幕府の宗教統制」　（日本歴史・近世5）

㊧滝本誠一∫斉庭の渕解題（日本経済大典備33）

　　伊藤ていじ「賀茂規潰」　（r日本の工匠」）

⑳　前掲⑭　伊藤ていじ　「賀茂規清」に紹介された記述にしたがう。

㊧　前掲㊧　日本経済大典　第53

⑳　日本軽済大典　第35

　　以上の三著騰者及び記述年月には不明な点が多い．伊藤ていじ氏の紹介によ。て臥之

　　用心仕方」が賀茂懸主規清の著であることは明らかである。また『斉庭の穂」に、「先年

　　筒井紀伊守殿町奉行所御勤役申、書林年行事共ヨリ相罰、御免板二相成候愚作「火ノ用心

　　仕方」二相認メ候如ク」とあり、またr当七月中支配御奉行所へ進達仕候、愚作「蟻ノ念」

　　陣鋤中二欄メ候妙」とある・以上より、この三著はr火之用心仕方ムr蟻の念

　　』『斉庭の穂』の順であらわされたことは明らかである。『蟻の念』にある「昨寅年云々」

　　を天側5年を指レ融は天保14年7月、r斉庭の酬は賂によ恢側4年10

　　月、『火之用心仕方』は天保13年以前の書ということになる。

㊧前掲㊧「横木組立蔵造の防火建築」の項

㊨　規清は大坂椥蔵入米堂島米相場にっいて論じ、金銀の民間に必要の量数は年々田畑に生

　　産すべき五穀の生産高に此準させるべきだとし、武士と艘民と商工との間に於ける金銀の

　　額は一定の割合がなくてはならぬとした．結局は常平倉に備畜米をおき相搬動をおさえ

　　武士・百姓に有利になるよう米相場の上昇させ平恒化することにっと西る。

⑳　本庄栄治郎』『常平倉の研究」』　　　　°r　　　　　　　　　嘲　　’

⑪　『火之用心仕方」では、江戸の町では表家400世帯、襲家2000世帯、計2400世

　　帯をふくむ、10町の地域に、彦の社（男生徒の学校）姫の社（女生徒の学椥各＿校づ

　・つ設けるとしている。（前掲＠伊醇ていじ　「彦の社と姫の社」）
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　班　視圏の拡大一一統一国家への構想一
　江戸時代も末期と近づくと、幕離体制のもつ危機的状況はいっそう深まり、

もはや租練が体系的に論じたのにひきつづいて多数の土着論が提唱したよう・

な、原始封建社会への復帰が可能な時代ではなかった。商品経済は大きく展

開し、全国的市場を形成しつつあウた。そしてまた・藩単位の局地的改造でp

はなんの解決にもならない事態となっていた。

　こうした時流のなかで、英俊な頭脳から世界的視野にたつ改造の構想が提

案された。これは身分制的秩序と鎖国政策による閉鎖的小宇宙から離脱して

国内的・国際的そして人間的視圏の拡大を背景として壁想されたものであっ

た。まず、その背景にっいて、全国的交流からみてみたい。

　　1、全国的交流の発展

　都市生濡の進展を軸として、経済や文化の発展は人々の問に国民的交流を

うながすことになった。

　　i　道路の整備

　大名領国が成立してくると、各大名は中世以来発達してきた交通制度をと

りいれ、政治・軍事・経済の必要から道路をいっそう整備した。たとえば、

通行の旅客や荷物から関銭をとって交通発達の障害とな。ていた多くの関所

を・領国の国境以外はすべてこれを廃止し、領国内の交通・運輸の便をはか

った。幕藩体制が確立すると、交通制度もととのえられた。幕府は参勤交代

の制やその他の公用のために、江戸を中心とした東海道・中仙道・日光街道

奥州街道・甲州街道の五街道を整備し、それを補う脇往還をひらいた。各藩

でもこの五街道に出るためと、また藩独自の必要から領内に街道をひらいた。

こうして・五街道を幹線道路とする道路系統が整備された。交通機関は馬背

駕篭などに限られ・車輔はなかった。旅行者の便宜をはかるために、領主は

宿駅を設け、道路を維持・管理した。宿駅には、本陣・脇本陣や旅篭屋が設

けられた。本陣はその名の示すとおり、参勤交代による大名の往来・宿迫の

ために設けられたもので、大名の通行には多数の家来や下人をしたがえ、軍

団の移動の形をもち・その陣営・宿迫所の意味をもつものであった。脇本陣

は予備の本陣である。平日には一般の客も迫めたが、身分ある武士に限られ

たという。一般の庶民は旅篭屋を利用した。これからも明らかなように’、五
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街道を幹線道路とする近世の交通系統は、本来参勤交代をはじめ幕府公用の

ための施設としての機能をもつものであった。

　　ii　国内市場の形成

　城下町における都市生活の発展と道路交通系統の整備は、商品の流通を薯

しく促進させた。まず、城下町を中心とした藩領内を経済圏とする領内市場

が形成されて商品流通がはじまるとともに、幕蕪体制の政治的中心であると

同時に・家臣団の江戸居住による巨大な消費都市でもあった江戸と、幕藩体

制の経済的中心として諸大名の年貢米の集散地であり、江戸への日用必需品

の集荷地であった大坂とを中心に、全国的な商品流通がはじまった。また、

都市における衣食住の日常必需品の需要の増大と各地での生産力の発達は、

各地に城下町とは異質な商工都市としての多様な在郷町の発展をみせた。こ

れはまた全国的規模をもつ物資の運輸を必要とし、参勤交代など

の公用交通のために整備された陸上交通路も利用され、た。　しか

し車輔が一般に利用されなかったので、大量運搬には海運・舟運がえらばれ

東廻海運・西廻海運という海上運輸を発達させた。

　こうして、商品流通は藩単位の局地市場から、はるかに広汎な規摸をもっ

全国的市場を形成するようになった。

　　iil閉鎖的小宇宙からの自己解放

　身分格式的秩序によって分断され、鎖国政策によって固定され、閉鎖的小

宇宙を形成していた人々も、その固定された生活・行動様式から自己解放し

ようとする動きがでてくる。それは衝動的なまでにはげしいものであり、元

禄文化もこういった側面をもつものであった。

　こうした動きが群衆的規模で行なわれたものに、おかげまいりがある．慶

長元和のころ、　（16世末～17世紀初）神宮の託宣といって伊勢踊が全国

に風靡した。そのこ、幕府による道路交通が整備され改善されると、庶民の

間に伊勢参宮が盛んになった。ことに、慶安3年（1650）　宝永2年（

1ア05）　明和8年（17ア1）．文政13年（1850）、慶応「3年（186乃

と間敏的に熱狂的な参詣おかげまいりがみられた。

　これは伊勢参詣にかぎらなからた。他の神社・仏閣への参詣、名所旧跡を

たずね歩くレクレーシヨンとしての旅行、温泉場への湯治、そのほか遊山、
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　納涼・花見・祭礼などと多様な文化的行動が展開した。寺社さ爾参詣も都市

　とその近郊にかぎらず・伊勢・富士・成田・大山・御嶽や、西国・四国にま

　で拡がり・多くの講中が組織された。ここでは・宗教的信仰としての参詣で

　あると同時に・日常的生活と結びついたレクレーシヨンとしての価値をもも

　。てきていることが注目される・江戸中期ころになると、名所案内書として’

　名所図絵や浮世絵などが出版された。人々はこうして、行動半径をいちじる

　しく拡大し・祝野をひろげた。人々の生活空間は拡大し、人々はそこで互い

　に人間的交流と接触をかわした。

　　　lv摩化’思想の交流

　　交通運輸の整備・全国的規模にたつ商品の流通、行動半径の拡大による交

　遊と交流などは、京都・江戸などの文化的中心と地方との接触をすすめ、中

央の文化の地万への伝播をうながした。

　　とくに、この文化の伝播には、定期的に移動をくりかえす行商の商人や参

動交代の武士たちが媒体としての大きい役割をはたした。また、こうした文

化的交流には・先にみた海保肯陵、つぎにみる佐藤信淵をはじめ、吉田松陰

ら・その他多数の文化人が各地を旅行して見聞をひろあその地万の人々と接

触し・思想や文化を交流させている。また、江戸・京都・大坂などの藩邸に

居住した舗の若峨士たちは・そこで互囚・接触し講勲交換し渡革の思

想をたかめあっていた。

　こっして、申央と地方の文化と思想の伝播と交渉を通じて、これまで閉鎖

的であった地方の文化は全国的関連をもつ文化へと成長し、国民的統＿文化

形成への動きをしめした。

　こうして・幕蕪体制を強固たらしめるたあに整備されてきた道路は、いま

τや鯛時代の分国制を固定した艦体岳旺を轍し、近代的統＿国家への動き

を促進させる機能をもってきた。これはまさに歴史の皮肉といわなければな

らない。

　2．国瞭的関心の増大

鎖国政簿よ・て・近世の日本は海外1・雄飛すべき醐醗展のエネルギ

ーを固定さ礼閉働社会を徽していたカ・、やがて開放的社会への転回を

はかる動きがあらわれた・それば・ま劃9世紀の機鰍術と優越した生産
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力におて舗さ継欧米列強のアジアへの醐という繍こたいする反応

としてあらわれた・アジアの諸国は西欧列強の植民地または半植民地に繊

されるか・あるい｝縦来通り閉鎖的社会として孤立するかという鵬にたっ

共通した危機に直面して・・た・躰もその例外で｝まなか，た．そして日本は

閉鎖的社会から開放的社会への独自な歩みを求めた。

　　　1　外国勢力の渡来

　鯉の夢をや詣たのは・・シ楴国の東方進出にともなう北門の形勢で

あった・°シヤ人劇6世紀以降シペリアへ三垂出し一7世紀に駄平灘

に到達した・寛政4年（1792）・ラ・クスマンは根室に入港して鵬を

求めた・騨は使節を松前に派遣して彼を帰国させたが、そ嚇信牌酋え

た・文化元年（，1β04）レザ・フカ・その信牌をも・て麟に騰、蹄の

国書擁呈したいとい・てきたが潔易｝ま騒であると拒否した。しかし、

その駐としてイギリスの醐や構髄抑・国の近海に出没し・しきりに

薪水’蝿を求めて太平洋沿岸に接近した．幕府は天政8年（1825）異

麟職令を定めた・天保13年（1842）にいたり、この異国船継令

を廃し、文化3年（1806）の薪木食糧供給令に復している。この変化に

は」ヘン戦争（1859－1842）の結果、極東の形勢に大きい変化が就

ったことをみのがせない。幕府の鎖国政策も大きく動揺せざるをえなカ、った。

　　ii　洋学の発達

　鎖国体制の下でも・長崎という小さい窓を通して、海外の知識・文物は徐

々に導入されていた。オランダ商館と日本人との交渉から芽ばえた蘭学は、

まずオランダ通詞の知識にその源流が求められるが、組繊的ではなかうた。

蘭学勃興の機運は18世紀初頭にあらわれ、まず新井白石が世界地理やキリ

スト教にたいして真剣な研究態度を示し、吉宗の実学奨励の一環として、主

として医学・天文学の洋学者によって全盛をむかえた9　そして海外の事惜

が紹介され・その知識は思想的に大きい影奪をもたらし、閉鎖的社会に醸成

される自己中心的な独善意識と対外的恐怖感と猜疑心を解放する役割をもっ

た。そして盲目的な打払令や夷猷観を警告する開かれた愛国者を生みだした。

そして・高野長英のr夢物語」、渡辺華山の『慎機論」があらわされ、鎖国

聯が痛烈に批判された・こうした幕政批判は、有名賭社の獄をひきおこ
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した。開放的社会への途はげわしかった。

　　iil　中華思想の分解

　序章でものべたが、わが国は都城制の導入にみられるように・大陸の先進

文化を中国を通じて導入し、伝統的に中国への文化的依存傾向がつよかった。

そして、文物の盛行する「大国」としての甲国にたいする尊敬の念が根づよ

く支配していた。中国をもって中華とする思想である。そして、この傾向は

儒教が教学としての位置をしめた江戸時代にとくにつよかった。しかし・こ

の申華思想も前項までにのべてきた国際的認識のたかまりのなかで分解をは

じめた。

　たとえば、本多利明（1ア45－1820）　は、「国初以来支那の書籍の外

に書籍なし、是を熟読し其意味を会得してより、智見を開きたる国風なれば

支那の外に国々がありても、皆夷国にして聖人の道の外は人の道に非と、一

図に凝固りたる風俗なれば、外に大なる美事ありても承引する人鮮し」　（西

域物語　巻上）②　となげき、「地球世界の事は広大なれば、浅智の及ぶ所

にあらず、孔子現在の時子弟に人の道を御教示の時は、今の支那の様にては

なし、いまだ小岡にして其周廻の固々は、総て夷独にありし故に、四夷蛮杯

といひ皆頑愚にして人の道をしらざる時のことなり、依て西は天竺より先き

に・国があるやら、なきゃら、今の日本の庸人の如くならん」　（同上）その

地理的知見の拡大と合理精神によって、中国への文化的依存からの解放と、

世界における日本の自覚をつよく主張している。渡辺華山（1793－1841）

もまた、　「古を以テ今ヲ見候而者、所謂杓子条規と由もの二御座候。況や唐

土一国ヲ中華と相定候国之古記録二眼ヲサラシ候とも、郷術駕造説・山海妄

　之論誠二夢二夢ル如く二御座候」　（再稿「西洋事情書」）③　とその世界

地理の知識によって幕府の対外観を批判している。

醍そして・申華思想の分解を決定的にしたのはアヘン戦争であった。「聖人

の国」「支那が「夷秋の国」イギリスに敗れたことは、わが国の知識人に強い

衝撃圏与えた。対外的危機意識はいっそう深まり、西洋の科学にたいする関

心がたかまった。

　　1V　軍備と通商

　こうした国際的環境のもとに、対外的関心は危概的意識となり、海防と軍
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備にむ肪れた・前鰍でにみた都市再編囎や都市改造論も、江戸も後期

に近づくほ乙この対外的危機意説に根ざし嫌想が展開さ縦くる。そし．

　て広瀬旭荘（1807－1862）　は・　「今ノ尤モ憂フヘキハ異国ナリ。．．．＿

今官ハ戦ヲ好ミ玉ハズ諸侯・・戦・ヲ好へ摩下・士・・戦・好ムアリ、好マ

サルアリ・上＾財乏シキヲ憂へ下・・財咄ス事ヲ伽．士一凶年，好ミ。

工商禮的好ミ幽貧富咽リテ凶年ヲ好・収豊年・好ム．・一如．此

ニシテ・異国ト戦＾”危キ・ト知ルヘシ・方今・急務一人好シテ、期．

もち燃いことを憂えべれ繭鯛による階級的分断が燗相互の信撫

と連帯感を失なわせていること樋確に指摘した．中世末には、都市や輔

を運命をともにす碓猷同体として説し略の精神に灘し嫌舘の

靴い発展をみたが・いまやその眠的齢感の傭と全關顯をもつ国

民髄帯感への発展がつよ棲請されてきたといえる．そして、ここでは内

憂と臆が相互に関連しあう問題としてと・）あげられ溜識されてきたこと

が注目される。

　いっぽう・海外事情の理解と国際的自覚は鎖国の体制を否定して、ひろく

麟との交渉と通勅簾させようとする動きとな。てあらわれた．すぐれ

た地理学者として世界の輔にく机か。た本多利明（1743－1820）⑤

の見解をみてみよう・まず・利明は、「治平以後二百年計りの内に色。の入

物出て・極の鰍に志を立て、才力の限醐し、櫛の灘も多く出たる

中に・繍に長じたりとて世の賞を得たるは、熊沢・荻生の二子の外なし」

と蕃山組練を経世家として称揚しながら、「然るに二子が諦は、此万の

費を省き彼方を扶け・又彼方の費を省き此方を扶れば、萬端に便利を得る故

に終に国家に豊饒を副るといへり。同じ±地より出産する産物を遣取し、利

益ある事をの絶嚇・と擁て・臨する仕加善悪を討論するまでなり」

（繍放言）⑥と「日本の土地則の遣り繰り経済」（同上）を捌し、

「際限ある土地より出産する産物は、出産に際隈あり、年々出生する国民は

年々に増殖して際限なし、終に国民は国産より多も国産は国民よ妙くな

るべし沫遂てなしがたき仕業なるぺし」（同上）とマルサス的見解にた．・
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て、「天文学・地理学に縁て海洋渉渡の明怯を組挙」　（同上）ることを主張

し、「海国に具足すべき制度なる故に・♂逼々末増に豊饒の末を遂る道理ある」

　（同上）ことを明言し、海外貿易と植民地経営1こよる経済的振興をとくので

ある。

　この利明の見解をささえたのは蘭学ことに地理学による世界知識であった

が、とくに彼を剃軟したのは英帝国の富強であ。た。「エンゲランドといふ

国あり、都をロンドンといふ、北極高51度31分にして、日本の東蝦夷カ

ムサスカと同じ寒国なり、欧羅巴州の西北の地端に所在し、彼州諸国に雄長

たり、土地の巾員我国の如く島国也、地勢三ケ所に分れ、四国九州の切々あ

るに似たり、然るに欧羅巴第一の大窟国、具つ水軍・陸軍の火術・奇器を備

て、威勢欧露巴に独輝せり」（同上）と英帝国の盛況を記述している。とこ

ろで、北辺の「カムサスカ」について、「日本の東奥蝦夷、カムサスカと云

ふ大国あり、赤道以北51度より70余度に至る大国なり、此カムサスカと

エゲレスと気候相等し、」栖域物語巻中）⑦という英本国とよく似た

地理条件をもちながら、廃地のままであり、「今にてはモスコビヤ（ロシヤ

ー筆者）の属島」（同上）となってしまった。これから、イギリスやオラン

ダと比較して、けっきょく、「国土の貧富も剛弱も皆制度教示にありて、土

地の善悪に非ず、寒国なりと難も草木技葉繁茂の土地は、人民の住居は最易

く制度教示の善と悪とに因て、ヲランダ国とカムサスカの如し是れ智愚と分

明なり」（西域物語　巻下）とのべた。この観点にたって「萬事萬端の道理

の至所を推究・国家に利益を得るは、萬国文易の外に道なき故に、渡海の明

法を建立し、’・天下の海洋を自在に渉渡し、其国其島に距り、隆国は王侯と交

易㌧大利を得・又人道未開の国々島々は、人道に係る諸色百物を持渡り土人

に与ゆ・撫育交易し大利を得」　（経済放言）と「海洋渉渡」および、「勧業

開物」の制度の確立を主張した。そして「此制度建立あらば、前にいふ如く

東洋に大日本島・西洋にエゲレス島と、天下の大世界に二箇の大富国大剛国

とならんことは憧なり」（西域物語・巻中）と海洋国家日本の講想が明確に

うちだされた。

　以上・江戸時代にも後期になるとわが国をめぐる国際的環境は鎖国政策を

祖法として墨守することがゆるさ紘い抹況をうみだした．それは外国勢カ
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　の渡来であり・アヘン戦争などにみられる東洋の緊張であった。このなかで、

　伝統的な思惟方法は克服された。中華思想の分解はこれを端的に示すもので

　ある。そして、鎖国体制と身分制的分断によりて停滞をしいられた活動力と

　解体をしいられた市民的連帯感が・いまや国家的規模においてその再生と復

　話が要請され・開放的社会としての軍備と通商が要求されるようになうた。

　　5．人間的自覚

　　全国的交流と国際的関心のたかまりは、必然的に統一的な近代国家の形成

　と国際社会への加入をうながした。しかし、そのためには身分制秩序にうみ

　だされた身分階層による差別観念からの脱皮と偏狭な捜夷思想をはなれ、外

　国とひとしく主権をもつという自覚にささえられなければならなかった。そ

　れには、まず人間的自覚にめざめた人間的平等観と国際的平等観を基盤とし

　てもつ必要があった。

　　司馬江漢（1758－1818）は洋学者として、また洋画の創始者とし

　てもしられるが、「上天子将軍より下士農工商非人乞食に至るまで皆以て人

間なり」（春波臨記）⑥とか、「天下1・才ある者と・・へど濃嫡工の

　家に生るる時は卑陵なりとして之を用ひず、諸侯貴家に生るる者は才なしと

　難も之を用ふ・才あれども用ひざる時は愚人の如く、不才の者時を得て用ひ

　らるる時は才子の如し、1．百里渓は虞にありては愚人の如く、秦に至りて智人

　なり」　（同上）といい、また、前節でみた露帝が国書を奉呈し、通商をのぞ

　んだのにたいし、使者レザーノフを「半年長崎に留あ、上陸を免さず、其上

　彼等が意に戻り、且其返答甚失敬不遜、魯西亜は北方の辺不毛の土にして、

　下国なりと難も大国にして属国も亦多し、一概に夷猷のふるまひ非礼ならず

　や・レサノ，トは彼の国の王の使者なり、王は吾国の王と異ならんや、夫礼

　匿人道の教示の肇とす。之を書えば衣冠正しきに、裸になりて立つが如し、

　必や吾国の人を彼等禽獣の如く思ふなるぺし、鳴呼慨哉。」　（同上）と排外

び主義に対してっよく批判している。

，・また、江戸時代中期の忘れてはならない思想家に、元禄の末から宝暦年間

　にかけて東北に生きた安藤昌益がある。昌益には「自然真営道」⑨　「統道

真伝」⑩の著書がある．彼が生きた刺ヒ地万は度かさなる灘にさいなま

　れ・この時代と環境は農民が昌益をして批判的精神をもって農民を擁護する
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立場にたたせた。

　彼は、世界は萬人が自ら働きつつ生活する人間本来の状態・「自然世」と

よぶ「直耕・直織シテ、安食・安衣シ、無欲・無乱・無法（こしらえごとが

ない一笛者）」　（自然真営直・巻4）という理想社会が存在したと考えた。

ところが、古代に聖人があらわれて、「耕ズシテ只居テ、転道・人道ノ直耕

ヲ盗テ貫リ食ヒ、私法ヲ立テ、税敏ヲ責取リ、宮殿’楼格台、美珍味ノ食、

綾羅・錦紹ノ衣、美官女、遊楽、無益ノ慰移、栄花言フ無シ。王民・上下、

五倫・四民ノ法ヲ立テ、賞罰ノ政法ヲ立」　（同上　巻25）と、聖人の作為

による社会「法世」がうまれ、混乱をひきおこしたと考えた。つまり、「自

然世」を「法世」に転換させたのは聖人であるとした。ここでは租練のいう

「先王の道」「聖人の道」の規範が現況の諸悪の根源とされたである。昌益

はまた調刺の精神でもって「法世物語　諸鳥会合　法世ヲ論ズ」　（同上巻24

24）と描き、批判している。

　昌益は「商ハ売買ノ徒輩ナリ。天下通用ノ為ニトシテ之ヲ立ルナリ。通用

ノ自由ヲ得ル故二．其ノ下二利倍ノ謀計ヲ生ジ、王侯二諮謀シ、士・農・エ

ヲ談カシ、同商、互二利倍ヲ争ヒ、本心ヲ忘却シテ、妄利・欲害ノ者ナリ」

（同上・巻4）とのべ、商品経済や都市生活を理解することができなかウた。

あくまで「自然直耕」の農民の立場にたち、それを超えることはなかった。

しかし、現状に対置して「自然世」という理想社会を設定し、それにもとつ

く鋭い批判を展開したことは注目すべきである。

　こうしたそれぞれの立場にたうて、国内的には四民平等の憩想が、国際的

には対外平等の思想が深く人々のなかに根をおろしていった。つぎに、これ

らを時代的背景として鱒された都市や国±の改造計画についてみていきた

い。

　4　本多利用の改造携想

　本多利明（1ア44－182⇔　は越後に生れ、江戸に出て、和算・天文学

を学び瀦国を遊歴し醐地へも数回赴いた．洋学からも深い騨をうげ．

とG二地理学によ・て世界知轍を深あ、r海瀞測「勧糊物という進

取的な重商主義的主張を展開したことは前にの畦た。ζこでは、利用による

改造‘こたいする具体的な提鍵と購想にウいての冠てみたし㌔
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　　　i　四大急務

　　利明は社会的騰の実桶瀦侯の財政鞍と負債畷民の貧窮滴人の

財政支配ととらえ・（経鯛策巻下）⑬その根柚燃力・とられなけれ

ばならないとし・「四大急務」鵬唱した・「鰍急務」は瀧1櫛肖蒲

2諸金・第3船舶・第4鵬の開凝あげている．（経世概巻上）

　第1焔硝髄路運河工朝の煉として溜内の交通の齢と、融．

睡の開発鞍のための基本鮒を確保するためにその醐を奨励する。

　第2齢は「永久不朽の長飴れば護・こ国の翫り」と、金鈴銅の

酬流出を防止しぽた鋤開発と貿馴又支による蒲が論じられている。

　螂船舶につ・・ては・「天下の曲を官の船舶輔て灘運送交易して、

天下に撫を通じ・餓の激を救ふを瀧り譲樋送娚姻君の天職
なれば滴民に任すべきに非ず」と官営運送によ・て国鮫易伺鮫易を

開き・髄を円滑にして飢饒を防ぎ・国民生活の向上と錠をはかろうとし

た。

第4鵬の開業は・糊の提唱する蝦勲脇論で、趾の轍、釦や
縮醗による国力の増大が説繍ている．これは靴経済的な而のみでな

く一シアの「カム伽力」経営に対す硫置でもあり、r鯛蝦しても

掴を賜せんこそ国の務にて識国嘱島を鰯に他国へ蜘るとい甜
論も評も繰大息して止」（西域物語　巻申．）．と・・う危騰謝．深く撚し

ている・そし傘の齪地蹴曜想は、「加サスカの土地に本都を遷し

（赤道以北51動り・エゲレスの都・ン・ンと同じ故に気侯醐等し）西

駄駄燃郭腱立し（赤遡北46～7麟り、・ラン初都刈スと、
同じ・故に気候も欄じ）岬満州と交易して撫を通じ、＿唐鳩の繁

昌は年を待ずに隆なり、固より大国なれば日本よりも良国とならん、．．．＿，．．

鮪縄がたき土地なれば混迄の運上殿台とL追礪色を加へ終、こ

は榔会の土地となり汰城郭も独出来すべし、カムサ劫と此土地とに大

都鋼来す・・ぱ・購に乗じカムサスカよ哺洋の鵜融開して洛繁昌

の国々となるに従ひ凍都の徽光も隆！・なるにより、アメリ嘱の島。ま＿

でも猶属し従ん」（同上）というと．ころまで嫉している。

　　師　府内三慮
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　　「御府内に三慮ありて安堵ならず、王城の地に相応せず」　（経緕秘策

　巻下）と首都江戸の改造を、三慮として第f火災、第2米穀の売切れ、館3

　夜盗をあげている。

　　第1火災には、「江戸の儀は日本最第一の大都会の地なれば火にも憂なく

水にも困みなく・永久不朽の石家作りにありて、萬民大安堵の住所になけれ

ば・王城の地に相応せず」と木造可然性住宅のたちならぶ江戸を「石家作」

で構築することを提案し・江戸の不燃都市化をはかった。「欧羅巴州都会の

地は、貴腔萬民皆石家作りの住居なれば、稀に火災ありても内造作の木品を

焼失するのみなれば、隣家にも知らざる程のこと也」とヨーロッパの都市住

居⑱不燃性を指摘し、もしとの「石家作」に改造されず．このまま木造家屋

の再建をつづけていけば、やがて柱となる材木は払底するであろうと警告し、

この勲らも「石舞ρ年脚断なうべき事態にな・ているとのべている・

わが国でも備静でほ大小あ橋がみな石橋であるから「石家作」の能力はある

とのべている。

なお・「石家作」と髄して陶 ｲ弗「第」穏紬条」（経世礁後編）
⑭
　　のなかで、「家根葺鋳鉄瓦」と「庫板波璃」にっいてときおよんでいる。

　「獺瓦を雛瓦に製作する仕別というのは、今嫁戯は土器の外に

何もなく・ゆへに火災に遇ふ毎次、砕据皆棄となるなり」という現状をあら

ためて潮豆焔舵の砂継地で大規蜘・製造し疎用すればL「火災」

「雨湿燃」の憂もなく辻瓦とちが・て屋根裏へ湿気樋すこともなく、

耐久性が高いとその利点をあげている。

　「鱗障子を厚澱鵬子に製作する」の｝ま、轍その数を増す大きい船

艦利肌ようとするのが主目的で、このほかには「駄属験願の湘

及力紺勘の土地に塞塁を築僻」に灘冷地にな紘い駄人の醸地

館鞭用するとしている・この繊のための住居には厚板囎を用い註

肋離も寒冷地に謎机い「温冷と倶に来往せざる」ように留意し縦

ひ「欧羅巴流の寝所」とすべきだとしている。

以上・利明の家屋改造についての螺1ま詳学を学び、。一。，パの鋸

にかな樋じ・その鰍にもとついて改造姓張したといえる。

第2米殿の麹とは汰瀬都市の江戸はその獺の流通の遅滞によ．
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て大きい混乱をひきおこしていることを指摘し、「是渡海運送交易を商民に

任せある過失より出来せり・たとへ無事なりとも、商民の哺畷を以て武家の

身命を保つとは、余りに齪箇したることにてあるなり」とのべ、官営運送を

あらためて強調している。

　第3夜盗については第2章でのべた。江戸における武家屋敷、とくに大名

居館の無防備性についての指摘である。

　　lil　小急務　は四大急務のままでは誤解されるおそれもあり、その手は

じあに「日本の国内より産出する所の国産を用て国内の萬民を養育す為仕方

なり」として計画ないし技術を示している。

　第1小急務は、金銀分析、焔硝、鋳鉄瓦、厚板ガラスの4技術である。金

銀分析は「新銅より金銀を絞取と云ことをもせずに、銅山より出産の燈にて

異国交易に用る」のは国の損失であるから金銀分析を必要とするという。焔

硝にっいては海水からとること、また山国の採取では塩を副産する。

鍔鉄瓦と厚板ガラスについては前項セの鼓た。　　　　　　U

　第2小急務は淀・阿武熊1・午曲川についての焔硝による水路開墾案で、淀

川では運送のみでなく新由開発にもなるとしている。　　　活

　第5小急務は備前児島湾、越後鎧湾ほか三湖沼、会津猪苗代湖など例にと

りあげてその干拓開拓案を示したものである。

　以上の四大急務、三慮策の趣意を徹底させ、「末世柔弱を豊饒剛強に立戻

し・古へ武国の高名たる大日本を再興し、開業大成就して」東蝦夷の内に都

府を建て、中央に江戸の都、南都には大坂の城を定め、この三ケ所を巡回し

て・「御政務あるに於ては、世界’ 諱f一の最大：豊饒大剛強の邦国となら・んこと

は雅なり」　（経済秘策巻下）とその購想を明らかにしている。利明の『樺想は

理学によってつちかわ…れた世界知識と自覚の上にたち、科学・技術による關

発の精神と国際的視野をもつ統一的国家の形成を前提としているのが特色で

ある．佐藤信淵はこの利明の講想をさらに発展させた。

　5．佐藤信淵の構想

　佐藤信淵（1769－1850）は羽後に生れ、少年時代より諸国を遍歴し、

儒学・天文地理・神学・国学を学び、のち家業の医者として生活するかたわ

ら広汎にわたる著述にっとめた。また、「家学」の伝統にたって農業と農村
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　にもつよい関心を示した。⑮　ここでは信淵のもつ大規模な講想の計画を甲

　心にみていきたい。

　　　1　防海策と通商

　信淵の講想も利明と同じく・当時の国際的繁張と国内的窮迫のなかで講想

　されたものである。まず、比較的前期の著述とみられる「防海策」⑯　でみ

　ると・阿波藩の重臣・集堂惟寅にたいして、　「只阿・淡両州の防海は僕未だ

其良策を得る物なし。若日本総国の防海ならば僕が愚味を顧みずして考る処

の策なる者あり」と日本全体についての国防につよい関心をもっていること

を示している。その軍学に醐する見解については先にみた。（第5節参照）

　信淵は、「国家の大利を興す者は通商・交易より大なるはなし」と鎖国を排

して国家発展のための海外貿易をつよく主張した。そして航海通商は国富を

増大させるばかりでなく、士民の士気を鼓舞するものであるとした。また、

イ判スと比較して、晒洋の人峨日本を以藷崩壷国と概方ナ．今の

世に当ては諮厄利亜国兵強く、且富盛にして海外の属国極めて多く、其威世

界に震勤するを以て、我日本に対当するが如し。然れども其本国の地は北極

出地50慶より60度の間にあれば、則其地小にして且気候寒冷、其物産の

我日本に如ざること・蔽論に待ずして知る可きなり。而して彼が今の如くに

強盛なる者は・只其よく大洋に航行して萬国に通商するを以ての故なり。是

にても海航交易は国家の要務なることを知る」と述べ、単に節約とか民衆か

らの「まきあげ」といった消極的なものでなく、海外との通商、国内生産力

の開発をつよく主張した。

　そして・具体的な防海第1策として、「益々蝦夷地を開発して、先カムサ

ッ．カを攻取り、魯西亜国より置く処の鎮兵を檎にして、此万より戌兵を遣し

城郭を構へて日本の領地となすべし、抑是カムサ。カの地は、右は亜細酬

の勅諸国に通じ・左は北蝿利加の諸州に臨み遭難堅蹴る海齢て

運送鞭効」と言己し凍北には・シヤカ・らの繊にた・・して旧本もみず

から積動に東北へ蕪することを強く主張して・・る．つづいて防鱒2策

として逝来・「エギリ咽嚇の勢に乗じて近来あまたの軍船舳して印

興’ヒリピイン噂の諸州辺を乱妨し、狡然として東洋諸国を併呑するの

志あり・」とその危機鰍況をのべ、その防禦手段を、「先ず伊豆の七島よ
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り船を出して南海申の無人諸島を開発し、八丈島等の土地の狭く人の多き地

より人を遷し植へ・次第に其地を開きて新田農耕の業を興し，又此無人島よ

り舶を出して其南洋の中なるヒリピィンセの諸島を開拓し，悉く其地の産物

を集めて清朝・安南・遇羅等の諸国に交易し，益々諸島を経略して琉球国と

　角をなし・不意に船師を出して呂宋と巴刺臥亜の二国を攻取るべし。」と

南方への発展をといている。そしてこの防海策の根底には、「世界之形勢を

熟察致し候て・世既に塊季に迫り．時運可。一変．之徴是あるを知る」　（奉

呈松塘疋田君封岬という鋭駄時代離・・よる危鱒があ。たのである。

　　　ll．混同秘策・垂統秘録にみる理想国家論

　「防海策」に示された海外進出を前提として，国内の改革を提案した。そ

れは平田篤胤派の国学を学び．平田派の神秘主義的傾向につよい影響をうけ，

その統一国家の構想の申心に産霊神をおいている。こうした制約をもちなが

ら・信渕の構想は先にみた危機意識にたって近世を通じてもっとも深刻な、

そして大規模な理想国家論を展開していて注目される。それは「混同秘策」⑬

と「垂統秘録」⑲に明示されている。

　信渕の構想は皇室，宗廟を中心に，5台，6府・5館の全国的政治組織に

よって，生産・分配・流通の機能を悉く中央政府に集中し，さらに国家によ

る貧民救済および国民教育まで推進することを意図するものであ。た。そし

て，その上にたうて海外進出を構想するものであった。

　〔皇都の計画〕

　「天下の根本なるをもって形勝第一の地」として江戸をえらぶ。江戸は

「四通八達の街，萬物輻穣の衝，人民繁庶，都邑壮麗，環らすに山水を以て

し・左右映帯して，隊商・海客・風帆・浪船，江濤煙雲の間に出入す」と王

都の適地だとしている。

　皇都の中心は皇城で，その西に皇廟，東に大学校，北に教化台，南には神

事台と太政台をおく。また大学校の東に農事奉行・物産奉行・百工奉行・融

遍奉行の四府を，西北には陸軍奉行（56営・5演武場を設ける）を，東南

には水軍奉行（56営・5演武軍港）を設ける。その他に参勤交代の大名た

ちの滞留館，使臣・賓客・旅行者のための旅館・酒楼・歌館・娼家・戯場な

らびに多数の交易館を設ける。
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　　武士については諸侯を大削減し，20万石以下・5万石以上とし，5万石

　以下は封地なく倉米とする。諸侯の参勤は皇都より100里以内は1年ごと，

10哩～200里は2年ごと・20哩～300里は5年ごと・39鯉，
以上は4年ごととし，皇都に滞留の期間は30日以内，滞留中の経費は皇室

　負担とした。皇都に居住するのは官人と軍卒に限り，世禄の諸士は各地の城

　邑と郷村に土着させ，武備と文事を修行させる。

　　こうして，皇都城下から諸侯・諸士をひきあげさせ封地に土着させる。ま

た，工商の自由民もみとめないとしている。すなわち，交易は融通府，工匠

は百工府の管轄の下におかれ，商人は交易場の下役人となり，職入は百工府

の御用をつとめ・また車力’火消は陸軍府で・鉛頭・漁師は水軍府が銃轄す

る。また。「皇宮は美麗を尽すといえども，広く造営するにも及ばず。しか

れども万国の君長及び百官の朝勤することなれば，能く勘弁して造建すべし」

とのべ・「六府は奉行以下諸官人の居館皆結構を極むべし」としている。

　　〔省府・地方行政制〕

　皇都江戸にたいして・浪華も「天然の大都会なれば」西京として別都とす

る・そのほか駿河の府中（瞭岡），尾張の名護（古）屋，近江の膳所，土佐

の高知・大隅の大泊・肥後の熊本，筑前の博多，長門の荻，出雲の松江，加

賀の金沢・越徒の沼垂・奥州の青森．・仙台・南部の14所に省府をたて，節

度大使をおき・その管内の政治にあたらせる。そして皇都を中心とした2府

14省からなる国家的政治機構が構成される。これは明らかに、藩の独立性

を否定し，強い中央築権的行政機構を示すものであることはいうまでもない。

　　〔六府・八民の制〕

　皇都に六府をおき・皇都城下の官人と軍卒を管轄したことは先にも述べた。

ところで・信渕は従来の士・農・工・商という四民の身分制秩序にたいして、

八民の制をとなえた・すなわち・「周唐の制1ま民を士農工商の四科1紛て，

此れ治めた緒劫・一・四民の制にては醇の行届かざる所効て．罷

業‘硝粋を働尽すこと能はず」として．「世界の諸麟を八科に分てり。

即ち草’樹’晩匠・跡傭（陸上の労働者）・舟・漁の眠是劫」と萬

人をこの八業に分け・これを六府（本輔・開物府・製造府．醐府煙軍

府’海軍府）・紛配し一民に一業を勉励させる．その管轄区分は

一511一



　　本事府　　　草民　　　　　融通府　　　買民

　　開物府　　　樹民・破民　　陸軍府　　　傭民

　　製造府　　　匠民　　　　　海軍府　　　舟民・漁民

とした。これも明らかに士農工商の身分制秩序に意識的に対立したもので，

新しい統治方式を示したものである。

　　（小学校と小学校申心の市街地構成〕

　これは信渕の教育国家の構想ともいえる。教育の最高機関は江戸におかれ

る大学校で・本来の教育のほかに立法・官吏の任免・選考なども行なわれる。

地方の教育機関として約2万石を単位として小学校を設ける。この小学校は

地方行政庁を兼ね・三台の官吏が同直し，陸軍府から軍人が派遣され，武備

を厳重にし・非常の事件がおこれば小学校に連絡させ，牢獄を設けて刑罰の

場ともする。これは，先にみた梅辻規清の教道所構想とほぼ一致するもので

ある。

　また・信渕は小学校を核として市街地を構成しようと構想した。小学校の

門前に、　「融通府の官署を設け，良人が市街を管理し，商民が別居して物資

を交易し，典当所を設けて質をとらせ，この市街に酒・酎・醤油・豆腐・菜

子を造醸する者や・紺屋・大工・左官・桶屋などの職人，車夫や人夫も居住

ずせる。港の市街には舟民・漁民も居住させる。したがってここ‘こは水軍府

・製造府の役所がおかれるとしている。ただし，農家・樹家・破家の三民は

市街地居住を厳禁しゼいて注目される。これら三民の住む田舎には，商民に

命也て毎日行商させるとしている。

　〔5館の制一公益・福祉事業の計画〕

　信渕はまた・小学校の配下に，広済館，療病館，慈育館，遊児巌，教育所

を設置して，地方における公益・社会福祉事業を計画的‘こ推進しようとした

（垂統秘録）。

　広済館：高1万石単位に設け，本事府・開物府・融通府から係官が出仕し

て・その地方の救済事業にあたることにした。洪水，火災，鱗艦，悪病の流

行などにそなえる。また，平時には，道路の修理，架橋，築堤や渡舟造りか

ら開墾・蘭発事業でも住民に協力する。

　療病館：高1万石単位で2個所に設ける。学校より内外の医師5～4人、
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世話役5～6人を置く。旅行中の病人も療養させる。

　慈育館：貧民の乳児を養育するところ。偏土は高1万石単位で5個所設け

る。四方に塀か垣を構え、そのなかに長屋を幾棟も建て・またその長屋を仕

切り番附をつけて．部屋にア～10人まで小児をおく・4～5才になれば遊

児廠へ送る。

　遊児巌：子供を遊楽させる建築．高1万石にっいて20館をたてる。四方

‘こ垣を構え、その中に5～6間四面の家をたて・子供の寝所とし・慈育館と

同様老人や虚弱者に監理させる。慈育館からおくられた子供たちのほかに，

昼間のみ父母の家から通。てくる子供もうけいれる。4．5～7才までを対象

とし，8才になれば村の教育所にひきわたす。

　教育所：高5チ石の地に1個所づっ設ける。5台よりそれぞれ係官が派遣

される。慈育館・療病館・広済館への連絡運営にあたる・とともに，教化・神

紙・太政の各台それぞれの職能をはたす。

　以上が，信渕が構想した5館の制，公益福祉事業に関する地域計画の概要

である。

　〔宇内混同　一海外進出の経略一〕

　こうした’大規模な国家改造をすすめた上で，産霊の教えを奉じて万国を救

済する事業にのりだす。ここで信渕は皇国による宇内の「混同」を説くこと

になる。皇国は，「大地の最初に成れる国にして，世界万国の根本なり。ゆ

えにその根本を経緯するときは，すなわち全世界ことごとく郡県となすべく，

万国の君長みな臣僕となすべし」というわけである。超国家主義的な使命感

を説くことになる。そして中国から経略をはじめて，西域・シャム・インド

に及び，万国に及ぶとする。

　この宇内混同・海外進出の経略は，前項までにのべた雄大な国家改造・理

想国家の構想に比べて，いちじるしく空虚なものを感じさせる。信渕じしん

「いささか晩遠の⑭憤を写し」と記し，「ああ後来の英主，宇内を鞭撞する

の志ある者は，まずこの編を熟読せば思い半ばに過ぎん者なり」とっづけて

いる。ひっきよう・彼の海外進出の経略も，当時の日本をめぐる英露からの

厳しい重圧と・停滞した幕末日本の現実から，信渕のもつ特異な人格のなか

で倒錯した構想が生みだされたとみるべきであろう。
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以上 .利 明 と信榊の改造構想をみてきたが,その制度的改革論の根底をな

しているのは. ｢大 日本国｣ (利明). ｢皇国｣ 〔信鞘 )とのべているよう

に,そこにはすでに区々たる藩的利雷は否定されている｡そして.彼 らの想

念 のなかで幕藩偉観を克服 し,近代的読一国家の構想が うみだされているの

であるO彼 らの理想国家の構想は国内的窮迫 と国際的盟張のなかで うみださ

礼 .西洋の進 展にたいする東洋の停滞への鋭い危鞄意託 と自己諸説にささ良

られていた｡

RJ.上,近世都市論は戦国武将の もった都市観が幕藩体制の酵立 とともに.

武士道や軍学のなかに体系的に固定化 されたOところが,江戸中期.元禄-

享保 ころになると.凝結体制の もつ矛盾が しだいに朗在イセして くるほつれて.

近世都市 とりわけ江戸や城下町 とその都市生活にたいす る批判が宿億になり.

都市再編成論あるいは都市改造論が多様に展開 してきたOそ して,#末にか

けて.国内的に も国際的に も嶺圏がいちじるしく拡大 し.その危熊的忠誠が

国内的には四民平等 ,国際的には対外平等 とい う人間的かつ国民的 自覚の も

とに,幕藩体制を克服 し.区々た る藷的割拠を否定 して近代的競一国家の形一

成を志向す る提案がだ きれ.首都改造.地方都市建設.開発事業の計画など

が雄大な構想の もとに展開 された｡ これはわが国の近代化のために必要な道

程であり.それを推進 させる大きい力 ともなったのである｡

証

① 大月明 ｢洋学史に関する一考察｣史林40-占

佐藤昌介 r洋学史研究序説 ｣

勧 日本経済大典 オ2U

㊥ 前掲.①佐藤論文所収

㊤ 首家唖範

㊥ 内田秀超 ｢地理学者としての本多判明｣地理論荘 7

㊥ 日本経済大典 卦20

◎ 同 上

㊥ 同 上

㊥ 近世思想家文塊 (日本古典文学大系)
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⑭近世思想家文集（日本古典文学大系）靭よび岩波文庫本

　　昌益にっいては．E．　Eノーマン　大窪懸二訳r忘れられた思想家一安藤昌益の二

　　と一」上・下，がある。

⑪家永三郎「安盛昌益の思想」

⑫　阿部真琴「本多利明の伝紀的研究」ヒストリア　11－15　15・16・

⑬臼本経済大典オ20

⑭同　上

⑮　羽仁五郎r佐醸信淵に関する基礎的研究』

　　森銑三r佐藤僧淵一憂問の人物」
　’巳1

⑯　佐藤信淵武学集　上巻（日本武学大系）
　監　匿．

ド防瀬」敵化5年（1a°B）12月濡淵が阿灘訣緯繊のために著わし

　　た「西洋列国史略Jの附録である。

⑰前掲．⑯所収，文化9年（1812）秋田藩家老疋田松塘に呈した意見番

⑱⑲　前掲⑯所収

一515一



結　章

結論日本の都市的伝統と
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結　章

　　結論　日本の都市的伝統とその特性

　以上・序章・本論L寺内町の形成濃開．丑識下町の成立と繊，

皿・近世都市論の形成と展開によって・日本の都市構成とその発展過程を歴

史的に考察してきたbにめ考察により明らかにすることができた日本の都市

的伝統とその特性を整理して本考察の結論としたい。

　1．閉鎖的．地域の都市

　四周を海でかこまれた日本の地理的条件ば．わが国の都市の形態とその性

格をつよ槻定した・四周の海はタ堺と結ぶ役割をはたしたが．海上交通の

発達しない段階では・よりつよく外郭を区画する自然の城勘役割媒した。

序章で・中国ではみずからを「城郭の民」と自負し，外周の遊牧民を「行国

の民」と称したことをのべた。ところで，かれらはわが国を，「其の国（倭

国）・居るに城郭無く・木を以って柵を為り，草を以って屋を為る。」（旧

唐書凍夷伝・倭国日本）とのべている。わが国は「城郭の民」でも，もち

ろん「行国の民」でもなかった。都城舗が導入されても、羅城の規模はきわ

めて小さく，そしてよわかった。じっさい．秀吉が京都に土居を築いたとき，

ある貴族が「帝都には廻りにほりほらぬ物なり」（載愚記）とい。てい為こ

とからも明らかである。そして，この言葉は，また中世紀の動乱のなかで，

帝都以外では多様な環灘塞都市が住まれたことを示してもいるようだ．し

かし・っいにこの環譲城塞都市は一般化されなかった。これはわが国のもっ

自然的地理条件によって，いうなれば閉鎖的地域であるために，大規模な民

族移動や異民族の侵入を衝撃的にうけることが少なく，鎖国によって国内に

平安を保つことができたからだといえよう。このことは都市を運命をともに

する共同体として意識し，共同して都市を防衛することによってうまれる連

帯感をともなう市民意識の発達を制約することにもなっ・た。

　しかし反面，外周からの圧力によらず，自国の意志で開国と鎖国を行ない

うる条件は異質な文化の笛極的尋入ど個有な文化の精緻化をもたらした。外

来の文化はたいした混乱をおこすことなく苗極的に導入され，個有な文化と

結合して独自な文化を生みだした。こうした蔀市における非環濠城塞とこの
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　独自な文化受容は，開放的地域の多い大陸でも．ヒマラヤの山系にかこまれ

　たカシユミールでもみられ（西川：カシニミールー都市と建築一），閉鎖的

　地域に共通した性絡を示すものといえよう。

　　2　都市の規聴と理想・摂取と自立

　　日本の都市的伝統は規範都市としての都城劃の導入にはじまる。この人面

　的規模をはるかに超えた古代都市はやがて解体し，人間的規模をもつ申世都

　市に移行した。その過程で・現実の社会に理想の都市を講築しようとする動

　きがみられた。仏法領としての寺内町，自由都市としての堺，京都の町衆の

　なかでうまれ鷹ケ峰に具現した釈尊領の概念などがそれである。城下町に固

　定された近世都市もやがて近世的統一国家をめざして理想国家・理想郁市を．

構想することになつた。これは中国の古代都市形態を規範とし．それを基盤

　としっつも，やがてそれから離脱し，独自な都市を自立性をもって梅想した

　ことによるものといえよう。前述の閉鎖的地域の条件を生かし，開放と閉鎖，

開国と鎖国の歴史的経験によるものといえよう。それは「城郭の民」と自負

　し，つねに四囲の麺族を圧倒する秀れた文化を自足的に築き，かっ中華思想

にささえられてきた中国とも・っねに開放的社会に生きぬき，膨脹をっづけ

たイギリスとも，また閉鎖的社会に停滞をつづけたアジアともおよそ異質な

独自の文綬容と伝擁承の方式を示すものである．この自立的な櫛構想

の形成過程に示された歴史的経験こそ、民族や地方のもっ個性を失なうこと

なく潤際的鰹‘こたち世界的視野舳つ都市や地域の計画が強棲論れ

る現在・酪価し謎承し簸させるべき伝統と・・わなければならない。

　3．中央と地方　全国的交流

序章でみたように古代の櫨制はそれじた・・沖央都市と地方の厳矛盾

をはら幌のであ・た・しかし湖鎖的地域としてかつ単一な民族融の構

成をもち沖央と地加関邸中央官僚の京の宅と魍地の別業訪人にみ

る辺境と京への上番の制など・・よ・て全国的交齢促進・靴され，効系

統も整備された・中世でもたとえば寺内町で・ま，纐寺と門艘民の間には，

本鵬法王国の申央都市ともいうべき吉崎・山科・石雌ほ多屋．確澱

けられ・地方の「坊主」椚徒が上番して寺院の運営・寺内町の防徽あた

’ていた・近世になると参鮫代撒よる江戸掴許の間の往復．江戸の大．．
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名居館には勤番の家臣のための長屋があり．国許の武象屋敷とともに近世武

士の特異な住生活様式をうみだした。この参勤交代制による強制的交流は，

全国的な道路の整備をうながし・やがて自発的な全国的交流をうみだし，近

代的統一国家の形成を推し進めた。ここにみる中央都市と地方都市にわたる

二っの住居を保有する方式は・古代以来歴史的にとられており，これが全国

的な中央と地方にわたる交疏と統一をうみだしていたことがわかる。この歴

史的経験は・中央における過密と地方における過疎の現象が問題となり，ま

た高密な都市的居住空間の構成と同時に，第2住宅とよばれる余暇住宅（週

末’夏期’冬期住宅など）の設定が必要とされている現在，多くの示唆を与

えるのではなかろうか。

　4．都市的再開発と保存修景の伝統

　日本には藤原京跡や平城京跡をのぞけば，古都とよばれるものはそう多く

はない。京都や鎌倉は古都ではない。現在に生き，そして未来にも生きるべ

き都市である。このことは平安京いらい，移りゆく時代に適応して都市の構

造を改造し，変りゆく生居様式に対応して新しい居住方式を生みだしてきた

千年にわたる京都の都市的発展の歴史がなによりも雄弁にものがたっている

といえよう。この都市再開発の歴史は．開放的地域にみる歴史的都市の多く

が・外民族の侵入による破壊や自然的荒廃によって放棄され，古都としてそ

の廃蟻をみるのと鋭い対比をなすものといえよう。したがって，入類が都市

の大規模な再開発の事業に当面している現在，日本の都市のもつ再開発の伝

統はその貴重な経験として再評価されるべきであろう。歴史的文化遺産と歴

史的景観の保存と保全の問題も，都市の朋発・再開発を自然と建築の融合と

調和による修景のなかで槽想してきた日本の造型の感覚と努力の経験を，現

在の巨大な都市的規模にまで拡大し，発展させてこそそのゆたかな展開が約

束されるものといえよう。
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展望　保存修景計画 一歴史的文化遺産保存の構想一

　1．現状と保存修景計画

　現在・人類のもつ文化遣産・歴史的景観は大きい危機に直面しており，そ

の保存・保全と開発をめぐる問題が鋭く提起されている2たとえば、世界で

も遺跡の分布密度のもっとも高いといわれるわが国の遺跡保存をみると，開

発事業の増大にともなって，遺跡の調査数は昭和30年ごろ約250件，同

35年には約550件，最近ではおよそ500件に達し，未調査のまま記録さ

れることなく消滅してしまった遺跡の数はこの2～3倍にも達するといわれ

る。ところがこうした事態は直接開発事業に当面する遺跡にかぎられ，他の

美術品その他の文化財が安全であるかといえばそうではない。文化財流出輩

件などは，一般の信頼により，信託されてきたこれら文化財の所有者が，文

化財を単なる財宝としてしか意識せず，その管理に対する狛持と貴任を喪失

してしまっていることをしらされるし，また見学拝観者らによる文牝財のあ

いつぐ破損事故は，文化財を国民共有の文化遺産として守っそいく自覚の欠

如を示しているといえよう。なお，文化財の指定対象とはなっていないが．

史料≧して歴史的価値の高い古文書・古記録，町村合併や村落的共同体の解

体で，その所在が不明になりやすい地方史料，最近保存の規制が解かれたと

いう明治壬申戸籍など，その記録・保存・利用の方法に根本的検討が要請さ

れていることも忘れてはならない璽

　ところで．こうした現状はなにに由来するのであろうか。それはいうまで

もなく．生産技術の急速な革新とそれにともなう経済あ成長が，開発と再開

発によって世界各地の地域社会と都市の構造を，前代未聞のスケールと深刻

さをもって大きく改造させ，その変容をせまりっつあるからにほかならない。

この未曾有の建設工事にともなう開発と保存・保全の問題は，ともすれば相

矛盾し，相対立した概念として把えられがちである。しかし，両者は人類の

歴史が示してきた，生産のたえざる発展と生活環境の向上という共通の目標

と願望の上にたって有機的にとりあげられ，解決されるべきである。したが
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って．この激動する新しい車態に適確に対応する保存・保全の対策をうちだ

すべきであり，そこにいささかの遅滞も齪鱈も許されない。

　　しかしながら．文化財保存の現況をみると1歴史的な文化遺産が史跡や文

化財として指定をうけるのみで，その地域社会とまったく遊離したまま、い

たずらに放置されている場合が多い。反面，本来直接に利をうみだすもので

はない文化財が安易な「観光」開発の対象となり、文化遺産がその歴史的価

値や美的価値を損侮されていることも無視できない。また，たとえ文化財が

充全に保存されたとしても．従来のように遺横・遺跡がたんに孤立した点ど

して保存されたのでは，はげしく変貌する周辺の環境から遊離し，断絶して

しまう倒司がっよく．文化遣産をめぐる広域な環境の保全・整備もつよく要

請されてい・るb　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

そこで．魏あ蝋で文化財として意動らしめるべく，文姻産を調査、

　　　　　　　　ロ　ロもして再評価しi現在φすぐれた保存技術を適用して整備し，さらに文化遺産

をめぐる歴史的景擢もあわせ保存し、これらがもつ歴史的事象と文化遥産歪、，

のものがも？価値を実感をも。て追体験できる場として位置づけ，文化遺産・

とその環境を・大きく変貌し変容をとげつつある地域社会や都市生活のなか

に定着させるための保存修景計画が必要である。

　つぎに保存修景計画が現在の地域計画・都市計画と分ちがたく関連しても

つ機能にっいてみてみよう。現在広汎に進行しっっある都市化の現象のなか」．

で，明るい太腸と緑そして清澄な空気を求める住民を失望させる生活環擁のP

いちじるしい悪化がみられる・この計画は録堆を確保し，居住環境を整備し，

健康な居住空聞を構成する計画の一翼ともなり，また，近い将来に予想され

る余暇時間の増大に対応して、市民の健康なレクリエーシ．ン空間・教育的

観光の場として・未来の生活空間を設定するための重要な要素ともなろう。

　次に保存修景計画の事例的考察としで，わが国のもっともすぐれた歴史的

都市として・最近その開発と保存をめぐる論議が活融京都をとりあげてみ

たい。

Ir．環京都緑地帯構想

一520一



　京都はわが国のもっともすぐれた歴史的都市であり，かつ多数の文化遺産

をもつ都市として・その開発と保存をめぐる閤題が鋭く提起されている。す

でに・この問題をめぐって多くの提案がなされ．解決への努力がっつけられ

ている勲

　この構想は・平安興都以来たゆみなき都市的発展をとげてきた歴史のなか

に・現在の京都を位置づけ・その歴史的経験をふまえて，京都の将来像を描

こうとするものである。そこで・まず京都の都市的発展を概述してみたい。

　　で．京都の都市的発展

　　．　1．平　安　京

延暦鱗年σ94）・賦天皇は灘の詔醗しデ「姻山河襟帯泊
然に城を作す。斯の形勢によって新制すべし」として，都を長岡からこの山

城の中央に遷した。これが平安京で京都の都市的発展の起点ともなった。そ

れは律令制にょる国家的統一を意図するものであり，また政治・宗教界の革

新を企図するものであった。「新京楽　平安楽土萬年春」という新京謳歌の

踏歌は平安彙都を視福するひびきをよく伝えているが、反面，「都を長岡に

遷し，製作既に畢りて更に上都を営み，再び大極殿を造り，新に豊楽院を構

ふ　又其宮殿楼閣・百官の曹庁、親王公主の第宅、盾妃嫉御の宮館　皆土木

の巧を究め、尽く調庸の用を賦す，是に於て天下の盟，五分して三なり」（三

善清行　意見封事十二箇条：原文漢文）という批判があったこともみのがせ

ない。

　平安京は律令制国家の政治的申心として，その権威を象徴するものでなけ

ればならなかった。その規模は規範とした唐の長安の約麺にすぎなかったと

しても，その雄大さは中世以降の都市が人間的規模であ。たのに対し，まさ

に古代的規模とよぶべきものであった璽平安京の周囲を高さ1丈，巾6尺の

羅城をもって囲む予定であったが，実現はしなかった9都城の中核は宮城で

あり，大極殿を中心建築とする朝堂院から南へくだる朱雀大路が平安京の計

画的都市軸であり，その南端に羅城門が営まれて南面する都城の正門とされ

た。羅城門の背部，左右に建築された東寺・西寺は王城を荘厳するものであ

り・．国家鎮護の意味と私寺を禁じて寺院を統制することを意図していた。比

叡山に営まれた延暦寺もまた王城鎮謹を願うものであった。
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　　ところで，この古代的規模をもって国家梅力の中枢として人為的に計画さ

れた平安京には，市民の生活についての配慮はきわめて少かったようだ。わ

ずかに宮制の市、東市，西市が律令体制下の流通機構の中心として市民の交易

する場となレここには市屋があり、市楼がたち臥々が会集するところと

なったので，ここが刑場ともなり曾また「市聖」といわれた空也上人らの辻

説法の場ともなった曾工業にっいても，官営の工房はあったが，中国の古代都

市がかなり発達した商工業を都市内部にもっていたのにたいして，平安京は

都市としての自立牲が著しく小さく．その経済は地方から輸送されてくる封

物にたよるしかないという一方的流通で，都市の繁栄は地方の疲弊をもたす

という矛盾をもつものであった。

　また・その古代的規模をもつ都城は、条坊の規格は定まったが，なお市中

に多くの田畝をとどめ，街路の部分でも道路としての機能をもたず空閑地と

なり，さらに宅地化または田化して巷所⑨とよばれるところもでてきた。と

くに，右京は湿潤で各所に小泉が点在し、住宅地とはなりにくく，　「西京は，

人家漸く稀にして・ほとんど幽壇に近く．人は去るあって来るなく，屋は壊

っあって造るなし」というありさまで，一方東の左京は「東の京四条塚北は，

人々貴随となく群集し，高家門を比べ堂を連ね，小屋は壁を隔て箭を接す」

と『池亭記』に記されているように，左右両京はきわだった対照を示した。

また市中の坊町行門という整然とした都城制による宅地区画もそのごの都市

発展でしだいに崩れた曾　　　　　　　　　　　’

　こうした古代律令国家の政治的中心としての平安京は宮城を象徴的核とし，

束・西両市を経済機能的核となす複合的都市核の構成を示していたが，その

古代的都市雛と古代的規模の撚その完成をみることなく，解体し中世的

祁市へと変容をとげた。

　　　lL王朝文化と福原選都

10世紀ころになると・律令制は全般的‘鋤揺し，趨制がひろくいきわ

たり・京都は荘園の本所・領家といわれる貴族・社寺の政所の所在地として

の性格をっよめていった。〆ド’

　このころの王朝貴族の生活と文化は，物語や絵巻などでもうかがえるが，

当吻造獣なる寺院や別業のあとからも知ることができる．たとえば，嵯
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峨天皇の造営になる離宮は大覚寺となり，大沢池としてのこっている。もち

ろん大覚寺は廣殿・客殿もとも蹴山様式であるが汰沢池は愛宕山を韻

とした王朝時代の苑地で中国の洞庭湖に模したともいわれる。山科勧修寺，

御室仁和寺・醍醐寺などもすべて当時の天皇の勅願によって経営されたゆか

りをもつものである。藤原貴族もまた，皇室とならんで多数の寺院を建築し

た。道長は法成毒を・頼通は宇治平等院を建立した。そこには当時の貴族の

こころを深くとらえた浄土教の信仰にもとつく建築的表現がみられる曾こう

して・このころには左京は東京極から鴨川をこえて東山一帯に、右京も花園

嵯峨に・また宇治まで・京都の郊外地に多数の寺院・別業が営まれ，信仰にひ

たりあるいは風流をたのしむようになった。　　　　　　　，

　白河院によって院政がはじめられると．そのころまで天狗のすみかとさえ

考えられていた白河一帯や洛南の鳥羽一帯を著しく発展させることにな。た。

白河では白河殿が造営されて院政政権の中心となり，六勝寺がたちならんで

繁栄をきわめた。鳥羽でも鳥羽殿が造営され，鳥羽院政の政庁となると．f宛・1

ら遷都の如し」　（扶桑略記応徳3年）といわれる活況を示し，朱雀大路あ延

長につながる「勧’路」が繍され、多数の殿舎邸宅，住居がっくられた。

城南宮や安楽寿院はその遺跡であり・，近年の発掘調査で離宮遺跡の構成がし

だいに明らかにされつっある璽

やがて潰族社会が栄華をきわめ・た京都から遠くはなれて諸国に土着し

た受領を中心に武士団が結成され，なかでも源氏武士団や平氏武士団は政梅

を左右するまでになった。’平治の乱後，平清盛は政権をとり，その根鎚を六

波羅に定めたので，南白洵に五条から七条にわたる街区が形成された。その

後清盛は貴族の反感をうけ，また源氏の勃興によって政権が動揺し，治承4

年（1180）6月一一時清盛によって福原遷都が行なわれた。この5年前，

安元5年（1177）には大火によって京都は大内裏をふくむ市街の’三’分の一

が焼失している。この大火にっつく遷都は「京中ひしめあへり」とあるよう

に、つねにみやぴやかなるべき京都の運都は人々をはげしく動揺させた。

　平家物語は「今は辻々をみな堀きって，車などのたやすうゆきかふ事もな

し。たまさかにゆく人もこ車にのり，路をへてこそとをりけれ。軒をあらそ

ひし入のすまひ・口をへつつあれゆく。家々は賀茂河・桂河にごぽちいれ，’
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筏にくみうかべ，資財雑具舟につみ・福原へとてはこび下す。」　（平家物語

巻第五　都遷）と記している。さらにこれにっつく治承・寿永iめ兵乱にょ。

て日につれて都は荒れはて京都は著しく荒廃し．大きく変貌しだdここで，

京都は一時ではあつたが廃都を経験し，兵乱と大火で古代的京都は消滅した

　ともいえる・　　　　　　　　　　．．」』

　　　lil．中世．京都．㌦、

　平安末期，律令体制の衰遅とともに東・西両市はその機能を失ない．あら

たに左京の西洞院と室町の聞の南北路（現在の新町通）に「町」が成立し，

ここに町座が線状に集中して流通機構を構成し，荘園領主の在所に変質した

京都の経済的機能の中枢となった璽とくにこの町通と三条・錦小路・四条・

七条が交差する地点には三条町・四条町とよばれる自発な商業地区がうまれ、

人口密度も高く、しばしば火災にあった。文暦年間の災害では，商業活動と

ともにさかえた金融業者の土倉も多数の被害をうけたという。商店がならぶ

町座とともに土倉も多数たちならんでいたらしい。

　京都は南北朝の内乱期から応仁文明の乱にかけて，しばしば天災・戦災に

よ。て擁市生活はいちじるしくさいなまれてきた。この動乱のさなかで．応

氷ころに町人たちがみずからの手で警衛し，防犯のために連帯的な責任を負

うような動きがでてきた。それは応仁文明の乱を経過して、いっそうつよめ

られていった。この戦乱のなかで、各地に自衛のための「ちようのかこい」⑭

や「町の構」がつくられた。この危機にあたって，市民の間にその生活全般

の安全を確保するため・相たすける集団生活の基本単位で構成する町がうま

れた。これは条坊制の町とも，また中世彷期からの商業地域を意味する町と

も異なる市街地で地域的に協力しやすく，火急の際にも便利な道路の両側を

もって構成する生活組織を表現するものであった璽そこから生活共同体を運

命的共同体として自覚する連帯感に結ばれた町衆がうまれたのである。

　「桓武以来平安城都も・いまはつきはてて主もなき都にてあさましき由，

ざ榔ながら恥るる」（実隆公記）と・・う状態とな。た京都の復興に力を

つくしたのはこれら町衆であ・た・町衆はまた中翫ていた祇園会の山鉾巡行

の復活など新し眠衆的文化の形成に力をいれた．い。ぼう，足利将軍醐

閣寺に代表される貴族的武家文化を形成しつっあった。
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ち上うどそのころ,東山をこえた山科では.蓮如によって寺内町が建設さ

孤.一向門徒衆が宗教的連帯感 を もって生活共同体 としての環藤城塞都市杏

栖成 していた 〔第 1葦参用)｡ この山科本願寺を中核 とする寺内町は. ｢寺

中広大無辺荘厳只仏国･-･･在家又不具洛中之居住-･-｣ といわれるほ どの都

市生活の発展がみ られた｡このいわば京都の郊外に構築 された新都市 ともい

うべき寺内町は地域社会 ･都市を運命的共同体 として自覚 し,自衛の態勢を

とる環蕗城塞都市⑲である点t･,.京都に戦乱のさなかに成立 した ｢ちようのか

こい｣ ｢町の械｣ と共通するものであった.応仁 ･文明の乱前後になると,

畿内を中心 として各地に.多様な環濠城塞都市が うまれた｡一向門徒卦 こよ

る寺内町では.圧迫す る世俗の権力に対 して, ｢仏法の為に-命を惜しむべ

か らず.合戦すべ き｣ 〔帖外御文章 19文明 5年)気構えを示 し.対外貿易

都市 として栄え.京都 ･奈虚にならぶ独自な文化を形成 しつつあった妹では.

津をめ ぐらして防築 し.会合衆56人によって,北庄の経堂が ｢地下之公界
1マ

会席｣ (庶軒 日録文明 18年)にあてられ.ベニス市のように運営きれてい

た とい う｡また村落では勉的結合を示す垣内集落 もうまれた｡

一方,各地で戦国大名が楽市を宣言 し.自由商黄の場を設け.変容する郵

相に対 して蹟極的な態度 を示 し,城郭 と城下が一体化する動 きがみ られた｡

信長や秀吉 らは. こうした新 しい都市の動きを吸収し固定 して.安土をは

じめ各地に近世城下町を建設 した (第2茸参照)Q

Iv.近 世 京 都

永禄 11年 〔15占8)織 田信長の ｢上京｣に.｢京中藤勤｣し.上下両京

への安全保障の代償を求めたのにたい し.上京はこれを拒否 した｡武断的な

秀吉は上京を焼討ち(こした｡上京には公家 ･武家の館が多く.伝統的東鼠が
IT_I

つよく.下京は商 ･工糞者の居住地で新興的気風にみち,経済的負担にもた

えられたのであろう｡秀吉はあいつ ぐ戦乱で荒廃 した京都の復興に着手 し.

舞落第 をつ くり.これを中核に近世城下町化をはか った｡まず天正 18年

〔1590).町割を整理 し.寺町一一高倉間.堀川以西 ･押小路以南の地域に

は半町ごとに南北の蕗をつけ.短冊型の地割 とし,市内に散在 した寺院を東

京塩及び北の安居院附近にみつめ.寺町 ･寺の内と称 した｡さらに.天正19

午 (1951)には,四周に和土居 をめぐらし洛中と洛外を画 し甲洛外 との交
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通は俗に京の七口といわれる七ケ所の通路にかぎった。これは平安京創設い

らいはじめて完成した羅城で，いわば京都の環濠城塞都市化ともいえるが秀次

事件による榮落第の破却とともに，無用のものとなり，京都の近世城下町化

は失敗に終。たといえる。

　慶長8年（1605）の江戸開府により，京都は政治的中心としての地位を

失ない、京都所司代の管するところとなり，伝統的権威を示す禁裏御所と，

これに対する現実的政治権力を示す二条城とを対照的な象徴的複合核とし，

蓄積された文化的伝統を継承すると同時に，積極的な開発もすすめられた。

慶長16年（1611），角倉了以によって御土居の東，鴨川との間に伏見に

達する高瀬川が開竪され，京都の経済的動脈となり，秀吉がひらいた伏見や

室町・烏丸とならんで近世京都の流通機構の中心となった。お土居をこ．えて

東への発展は．知恩院の改築，大仏再建などにみられ，享保年間には二条か

ら松原までのお土居が撤去された。こうした近世京都の発展と繁栄を支えた、

のは，西陣機業であり，その他の諸工芸であった。

　当時の京都の繁栄と経済的地位は，17世紀前半に，20年余り1ヨ本に在

留したF・カロンが・「外国人が持参する商品の主なるもの及び内地の国王や

領主の土地から生ずる物産は，すべて大都会の京都に輸送せられる。京都は

全国の商品の堆械所で，そこには全国の商人や代理者が集まり，自分の土地

から持参した商品を売却し，自分の土地に適する商品を買入れる」　（日本大

王国志）といったほどであった。ところで享保ころになると各地で機織が

盛行し、西陣の独占的地位はくずれ，また，大阪がII天下の台所“として全

国の商業中心として，その位置をたかめてきた。この傾向は北国貨物の輸送

が，敦賀一一塩津，小浜一一今津，大津，坂本一京都，大阪の中間陸路を経ない

で，若狭湾から西航して長門をまわり，瀬戸内海に入って兵庫，大阪に直輸

するいわゆる西廻航路が開発されてくるといっそうつよくなった、これに対

抗して京都の町人は日本海と琵琶湖を結ぶ運河の開設などの計画に力をつく

した馳ようどその・うから暗所・旧観物の流行㈱こり．儲名所図

会・都名所図会・京羽二重などの名所案内書の刊行はこの傾向をさらに促が・

し．今日いうところのレクリエーシ・ン空聞としての価値をもつように゜なつ，，

た。こうして江戸が全国の政治的中心となり大阪が商業的中心となっために
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対し京都は來化・観光面における中心的位置をしめることになった。

　　　V．京都の近代化
　ところで現在・京都が当面する事態に対してとりわけ参考になるのは，明

治の変革にともなう京都の対処であろう。明治2年（1869）東京への遷都

は決定的な郵実となうた。明治新政府の確立によって京都は千年にわたる帝

都たる地位を失ない・いわば廃都ともいうべき事態となり，京都はここに大

きい試練に直面することになった。明治嵐降の京都の歴史は、この危機の克

服の歴史であり，また京都の独自な近代化への歩みともいえよう。

　東京遷都の断行によって京都市民は狼狽と落胆，深刻な絶望におちいった

が，やがてながい間つちかってきた町衆のカと自覚のもとに，稜極的にして，

且っ適確な対策を講じた。それは主として京都府大参項棋村正直らによって，

政治・経済から学校・風俗にいたるまでの大改革が推進された。その衝極政

策を・r勧業事務』（明治ア年及び11年）附載の「起業進歩」と題する事

業報告の項蹴？い下み，ると・舎密局1織殿をはじめ各励蝶搬のほか

に集書院博覧会，女紅場などの文化施設が含まれていることも注屋され曾各

産業施設に嫡技術の教育・研究・硫修の機能も含まれていた。新しい産業計

画とと部ζ、古くから学問・文化の中心としての位置を占めてきた京都では，

明治2年て、，869）・小学校が各町纏と・ご設立され・地域的騨区制が町

組の組織の上に布かれ，小学校が地域社会の中心としての役割を果すように

なった。この学区制は全国に先がけて，その模範を示したものであり，さら

に中学校、及び外国語学校も開設された。ここで注目すべきことは，産業の

近代化の努力が欧米の先進技術のたんなる導入によ筍工業開発1ことどまらず，

その伝習を広範な教育．．家化的施策にまで及ぼし．はば広い基盤の上にたっ

て文明開化を舛入れ・発興せ沽・’京都を新しく簾させようとしたこ

とで軽・⇔堕京都は明治初年の危鞭その独自な方式で克服し噺時

代へ対応する姿勢を示した。すでに明治7年（1874）ころの東京新聞は，

「御東遷後は忽ち衰微に至ると衆庶の思ひしよりは，却て意外の繁華を起せ

し事多し」と伝えている。

　その後も京都は着実な近代化の歩みをつづけた。しかし，それは必ずしも

安穏な途ではなかった。まず原料がなく，輸送も不便であづた。これを解決
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する手段が疏水計画であった。それは疏水を通して琵琶湖と京都を結び・さ

らに大阪と結ぶ輸送路と輸送力を確保することであった。疏水開盤の事業は

江戸時代、、も鰍・天保・文久輔・・その計画力・あ調明治5年（1872）

にも誹画されたが実現をみなかった。明治15年（1882）・京都府知事北

垣国道によって実行に移され，工事は有能な青年土木技師田辺朔郎によゐて・

多くの困難を克服し・6年の日時をついやして・明治23年（1890　　・、）に完”

成した璽この疏水計画は貨物の輸送，洛北の灌濱，西陣への水力め換給，ぞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てミマげ　しのほか防火・市内河川の浄化という多目的をもっもので地域総合開尭計画め’

先駆をなすものであった。当初の計画では白川から一乗寺にいたる東山一帯二

の疏水に水車を設け，その機械的動力を機業その他の技術革新に痢甫じようこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　とするもので，これが完成をみていたならば，今日の住宅地は零細な工業地’・

帯になっていたであろう。ところがアメリカでの水力発電の成易を知った田：’

辺技師は急いで計画を変更し，水力利用の発電方式にきり替えることを決定

した。明治24年（1891）には蹴上発電所が開かれて，西陣はじめ市内に

点在する工場の動力の電化が行なわれ，伝統産業の近代化を推進させると同

時に，東山山麓の歴史的景観が工場公害によって荒廃するのを阻止すること

にも成功した。明治28年（1895），この電力を利用してわが国最初の市

街竃車を走らせ，平安箕都1100年記念大祭と第4回内国勧業博覧会を開

催し，全国に復興した新生京都の心意気を示した。さらに明治・大正を通し

て・第二疏水による水利発電事業，上水道や下水流路の確保，道路拡巾・市

電敷設による都市交通網の整備、防災計画などの総合計画による近代都市へ

の脱皮が進められた。

　しかしながら・明治初期に進められた新レい産業の積極的導入には必ずし

も成功しなかった。それは明治以降，進行した工業化が主として臨海性の工

業であり，その発達により阪神地域に工業が集中し，その地理的条件の故に、

京翻醸開発工靴からと骸さオ・た形となり・むしろ阪神聴燭の，

経勘を背駅して胡治醐の勧業礁のな旅砺れた研究・鞭逮
化的な面での発展の途をたどることになった。このことはまた，京都あもっ

文化遺商駅的顯を工業化による工場公害の破壊からまも碓果ともな

った。以上が京都の都市的発展の概要である。
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　　この京都の都市的発展からも明らかなように，京都は地理的にみて閉鎖性

のつよい位置を占めながら・つねに海外の先進技術・文化の導入にたいして

笛極的な態慶をとり・伝統的文化の深い基盤の上に両者を交流させ．日本の

文化的中枢としてφ地位を確保してきた。都市の開発・再開発にあたっても，

髄的購代の要言青にこたえてこれ・尉応する綴をとり読進的賄樋

用してその改造をとげ都市の再生と発展をっづけてきたのである。古代にお

ける長岡京も中世における山科寺内町の京都の郊外に建設された新都市どし

て、また都市的規模の実験としてその経験は京都の都市形成のなかにいかさ

れてきたともいえる。

　こうした京都の進取的気風がっねに京都を廃都の運命から救い，新しい時

代の都市として発展させてきたのだといえよう。この硝極的意欲と志向こそ

が、京都のもっ歴史的文化遺産と歴史的景観を古代・中世・近世、そして近

代にいたるまで．その時代にふさわしく変容させ，適確に対応する環境をう

みだしてきたのである。いいかえれば、これらの歴史的文化遣産や歴史的景

観は時代の推移と変動に応じて．獅しい機能をうみだすことによって，その

保存・保全，蘇生と復活をとげてきたものともいえよう。こうした京都のも

つ伝統的文化と先進的文化の融合と調和にこそ，人々は京都の美を見出し，

憧れをいだいてきたのである。地方に数多くみられる「小京都」はこのこと

をもっとも雄弁にものがたっている。

　　2、京都の現況とその将来

　ところで現在、京都が直面している事態をみると，その一つは京都をめぐ

る第二の工業化の波ともいうべきもので．それは阪神工業地帯が拡大・膨脹・．

し・内陸にまで滲透しようとするもので，明治初期にはじまる第1の工業化

の波に比べてはるかに根底的と予想きれるものであり，他は京都に内在する

矛盾で，伝統的な歴史的都市であるが故に，その歴史性を再評価しつっ，未

来へ嚢、犀すべく・都市Q構準璽本規模な改造をせまられていることである。

　そとで，この新しい事態にいかに対処すべきであろうか。それには京都の

都市的発展の歴史．わけても明治以降の独自な近代化め歩みという歴史的経

験を生かし，京都がわが国のもっともすぐれた歴史的都市として多数の文化

遺産を集緕し，かっ文化的学術的中枢として占めてきた位置を充分に考慮す
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ぺきである。したがって，その構想は京都盆地の中に限定して計画されるべ

　きでなく，京都が日本の国土全体において占めるべき位置、その独自な特殊

　性を充分に認識し，計画されるべきである。具体的には明治以降．京都が発

展させてきた文化的産業ともいうべき，研究・教育・研修的施設をさらに充

実．発展させ，新しい情報文牝センターとして，日本全土の中心に位置づけ、

また京都がもっ独自な伝統産業，伝統工芸，伝統芸能を現在の時点で明確に

再評価して保謹育成し．継承発展させ，増大しつつある余暇時間を健全に享

受するため，その鍵康なレクリエーション施設として開発すべきである。か

っ．当面する新しい産業開発には。先進的産業の研究的実験的施設を横極的

に朋発し，その研究的機能を果すべきであろう。

　また．ながい歴史的伝統をもつ京都の町も技術の革新，生活様式の変化に

よって、r古都」として凍結されることをこばみ，新しい時代にふさわしい

都市として変容し発展するに相違ない。そこで、』 ｻの再開発にあた。ては，

さきに轡たようlr涼都のもつ特殊性を舗しその丈化遺産雌卑的景

観を再評価し．今日の時点で明確に位置づけ，市民生活のなかに摘極的に導

入し，定着させるための細心な保存修景計画が必要である。

　　3．環京都緑地帯構想

　次に・この観点にたって，京都の保存修景計画の一案，「環京都緑地帯構

想」を提示してみたい．京都は「山河襟帯．自然喉を作す」と’ Uわれたが，

その文化遺産の多くが．東山・北山・西山の山麓部分｝ど点往していることに

湘し・ζの山麓を馳帯㊧として蹄し，これら娩遺産を自然と顧的

環境倣かに保存し・知こわれわ勧・提案し嬢岡宮跡か棟へ翻離宮跡、

深草から名神高速道路沿いに醍醐に達する洛南緑地帯⑳で東西を結びた1、。

ζれらの緑地帯搬けることによ・て涼都をめく・る山麓凍山から醍繭，

宇治・北山から騰・極長岡仙崎・硅する蹴と、長岡・翻礫草の洛

献点在する建築遺構や遺蹴どの文イ七財とその環境を緑地帯のなかに保存

し・かつ既成都市域の周縁部・・勘つつある鰍序幡鋤発展を規制する

ことにしたい・また・この線地帯のなかの七ケ所に逝世の涼の七。」の

復活ともいうべき関關綴搬け．通骸通を撒し，乗用動むやみな

市内への乗入れを規制したい・馳の「京の加」が関所的騰をも。たの
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　に対し、新しい七口は駐車場・宿泊施設ど薮育啓肇的文化施護を整舗するこ

とを糖とする・　　．、・．　　・り　　　』
　　そルて諮南緑地帯の北部は歴史的保存地域とし、文化避・蝕的環

境を現時郎明確に位置づけ・その保存と保全のための段蘭規鱒鋤

嗣な僻修景計画をすすめることにし，南部は醗地域とし．、伝統的．先

進的産業の実験的研究的施設の多様な計画的開発をすすめたい。こうして、

北部の保存と南部の開発を有機的に結合させ漸しい京都の発展をはかりた

いo

　　　　」、洛南緑地帯と南部開発地域

　そこで・まず保存と開発の結節帯ともいうべき洛南緑地帯の中央に位置し，

最近その保存と開発をめぐ・て論議されている名神高速道路京都南インター

チ‘ンジ附近‘礁点をあててみたい・この一帯は翻離宮跡である．平安末

、期この洛南鳥羽の風光を愛した白河・鳥羽・後白河上皇が仙洞御所として造

営した鳥羽殿で院政が行なわれると．「宛ら遷都の如し」　（扶桑略記応徳5

年）といわれるほどの繁栄を示し，白河上皇の南殿，鳥羽上皇の東殿・北殿

や田中殿をはじめ、近習の公家の邸宅，地下の雑人の家がたちならんで6た

といわれる。また，平安京の造営当時から設けられていた朱雀大路の延長に

つながる「作り路」が整穂され．造庭の工肇が進められたという。昭和35

年（1958）・名神高速道路の計画が発表されると1各宮殿跡の実測調査が

なされたが，この工事で束殿・北殿はこの高速道路の道床の下に埋没した。

ひきつづき55年以降の調査で、田中殿・南殿およびその回遊式の庭園など。

数すくない古代の離宮遺跡の構成が明らかになった。

　そこで，かつて「作り路」を通して朱雀大路につながっていたこの鳥羽離

宮跡の地点に現在南インターチエンジが設けられ，ふたたび京都の玄関日と

して復活したことを確認し，歴史的都市京都への玄関，関門にふさわしい施

設と環境を造型することにしたい。すなわち，鳥羽離宮跡公園を整備し、搬

極的に活用し，駐車場．モーテル．「ユースホステルなどあ施設を史跡博物館，

文化館とあわせて，史跡公園の中‘ζ設ける。”

　新しい「京の七口」ともいうべき関門とここ鳥羽口に設ける諸施設はその

規模と構成に変化はあっても，たがいに共通する点が多い。まず，通過交通
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　を禁じ，ザーピス用車は後述する都市軸を通行させ，ここでは駐車場を設け

また各種の宿泊施設を設けたい。修学旅行の学生をはじめ見学旅行者はこの

宿泊施設を基地として，現在の短期間にめまぐるしくかけまわる「観光」旅

行ではなく，史跡博物館・文牝館などで学び，理解を深め，緑地帯に点在す

る遺構・遭跡を訪ね，その歴史事象と文化遺産のもっ価値を実感をもって追

体験するという質的にはるかに高い教育的観光を享受することになる。した

が。て，史跡博物館には鳥羽離宮跡の出土遺物，復原模型などを展示し，ま

た一部に平安末期の寝殿造を復原し，史跡公園の維持管理と研究調査にあて

ることにする。文化館は京都に点在する多数の史跡博物館の中央管理的機能

をもち，京都の発展とその国際的文化環境を歴史的に研究把握する研究部門

と，一般の見学者が利用し，理解するための施設としての教育部門とに分れ

る。’

　また史跡公園の南には伝統工業，北には伝統工芸・伝統芸能の研究・研修

センターを設けたい。伝統工業センターは伝統産業の継承と開発のための研

究「研修の場とし・南へ拡がる地域に西陣，清水坂などからの集団移転をは

かり、従来の伏見の醗造地も含めた伝統工業の管理・研修の中核とする。伝

統工芸センターは北に拡がる伝統工芸の工房地帯の中核とし，伝統工芸の継

承と開発をめざす研修と管理の施設とし．伝統芸能センターは近接して設け

る美術大学・音楽大学と密接に関連させ、伝統的芸能と近代的芸術を交疏さ

せつつ・その継承と創造の場としたい。また各センターに接続する工場・工

房地帯のなかには貸工場・貸工房・稽古場を設け，レンダルドジステムで各

腫団体に貸しつけ・自ら創造し，創作する場としたい。匿 ｩ…三ち学習し研修する

場としての文化館とともに，余暇時間の増大にともなう観光の質的変化に対

応する研修と創造的活動のためこれらの施設を、真に健康なレクリエ＿ショ

ン空聞として市民生活のなかに定着させようとするものである。

　この伝統工業センター・伝統工芸センター，伝統芸能センターは．いまま

で家業あるいは家伝として継承されてきた伝統工業・工芸や芸能が家族制度

の解体と企業形態などの変容によって，その伝統が絶たれようとしているの

を調入をはなれてこ縦かわ・て公共団体磯関の手によ。て伝統の継承

と発展をはかることをも意図している。
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環京都縁地帯構想図

A椎定長岡京跡　　B
　a　古代流通セソター
　b　中世流通セソター
　c近世流通セソター
d　新流通セソター
①鳥羽ロ

②宇治口
③山科口
④岩倉口
⑤嵯峨回
⑥長岡ロ
⑦山崎ロ

　　古代京都　平安京跡　　C　近世京都一御王居　　　一

　　東市酉市
　　町（三条町　四条町　七条町）　　　　　　　　　　　’
　　高瀬川　室町・烏丸　伏見
　　巨椋池埋立地
1伝統工業センター
2伝統工芸セノター　伝統芸能セγター　契術大学　音楽大学
8京大理工学系研究施設



　なお・南東部では宇治に整備されっつある京大理工学系研究施設を核とし、

その西に拡がる旧巨椋池一帯の実験工場地帯と結び，先進的産業開発とあわ

せてその工場公害の防止対策搬討する大規模嫡究喫験の場とし，全国

の工業地帯にたいする研修の中心としたい。この実験工業地樗と伝統工業地

帯の重なり合う地点に・新しい京都の流通機構を設ける。またことを通り，

物資と情報の流通・交換を行なう新都市軸によって、北部保存地域と南部開

発地域を結び・さらにここから新国土縦貫道路・京奈道路、阪滋道路などで

日本全土に連結する。

　洛南緑地帯の西に位置する長岡をみると．ここでは1954年以来，長岡

宮跡の発掘調査がっつけられ．大極殿・小安殿をはじめ朝堂院の構成が明ら

かにされつつある軌ころ娩わが国の建築遺跡は発掘謹後1埋戻しがな

される場合が多い。そ＋こでこの地下遺跡の存在を明示するための造園計画を

施さなくてはならない。さ1いわい，この大極殿・小安殿跡は造園計画に『 謔

史跡公園となった。これをさらに一歩すすめて，広域にわたる朝堂院跡を含

む一帯を史跡公園としたい爵さらに調査を長岡京跡にまで拡大し，その条坊

制を復原しっっ曾こ’の古代的都城制の・ゼターンを生かし防をも寅近灘

区あ単位としで活角し，これを四分し，つまり四町ごとに駐車場を設け道路

系統を段階的に規制ゴ・整備し，’老人や幼児も安心して交遊しあえる生活空間

どして定着させ，長岡京跡と推定される西南部一帯を住居地域として開発し

たい。

　　　ll．北部保存地域

　まず環状緑地帯に設けられた宇治，山科，岩倉，嵯峨，長岡，山崎の新し

い七口を鳥羽口と同じ手法で駐車，宿泊などの施設を設けて整備する。また

環状緑地帯にかこまれた市内では，現在の混乱した道路系統を整理し，人道

と壷道との調和のある交通空間を創出し，都市的装備として整備‘しだい。

　環状緑地幕の内縁部の東部は東山に沿うて学術・文教地区どして，さらに

充実し整備する。北部は束にある宝池の国際会議場から北山に沿うて上賀茂

から御室にかける歴史的文化環境を保全し，西部の嵯峨・太秦から桂にかけ

ては，京都でもっとも古くから開けた地点として文化財が集槽し，また王朝

時代から隠棲の地，遊宴の地としてしたしまれてきたが，今後も市民b行楽
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地として施設と環境を整備し、西京極から桂にかけて既設のスポーッ施設を

充実し，市民の健康なレクリエーシ目ン空間として確保したい。こうして東

山・北山から西山にいたるなだらかな山なみの環状緑地帯とそ璽周辺を整備

　し，かつて和辻哲郎が桂離宮を京都盆地の風景のなかに把えたように，点在

する文化財を自然的環境の保全とかみ合わせて保存したい。

　　ところで，北部保存地域で問題になるのは市街地の再開発と文化財の保存

である。京都の市街地には多数のすぐれた建築遺構・が存在し、古い町なみ・

町家のたたずまいも人々の心をひくし，地下にはまた都市的発展を如実にも

のがたる都市遺跡が層をなしているはずである。しかし，これらの文化遺産

を含む都市を完全に凍結して保存することは不可能である。それは生活体と

しての都市を固定することはできないからである。このことは平安京創設以

来、変りゆく時代に適応してその都市の構造を改造し変容をつづけ，移りゆ

く生話様式に対応した居住方式を生みだしてきた千年にわたる京都の歴史が

なによりも雄弁にものがたっている。いわば京都の歴史は、都市的伝統を更

新し発展しつづけてきた再開発の歴史ともいえる。そして京都は，いまかつ

てない規模と深刻さをもって，その改造をせまられているのである。

　ところで現在・京都の再開発にあたって，伝統や歴史的遺産がいかに評価

され・継承されているであろうか。あらゆる伝統には積極的に肯定し発展さ

すべき面と否定しさるべき面とがあり，建築や都市の伝統もその例外ではな

い。その1例として都市景観を構成する要素である市街地の建築とその建築

群による町なみについてみよう。京都の町家は「通り庭式」住居としてしら

れているが、この型式は土地が細分化され，限定された土地に家屋を建築す

るために生みだされたもので・近世の武士階級がもつ書院造が身分格式的な

空閥構成を示しているに対し，まったく機能的な空間構成を特色としている。

と・ろで・さらに湘すべきζ・とは・・α・・らの隊鍵築群と1して統＿した，

調和の醐工なみを構成していたことである・町衆磁撚く’町構㍊ノ、，

町を生活共同体として把え・その均一一性を要求し，生活環境の保全「 ﾆ画なみT

の不均衡的磯を町規などで規制した軌たカ・．てこの整斉な町なみは，町

人とその独自雄居型式である町家を生みだした町大工とが渤して都市の

造型にもすぐれた醜を示した結果といえよう6また記の反面凄渤と
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路次でつながる馳うらに裏借家が多くあらわれてくる．借家は中猷その

源流をたどれるが・近世になると住居力・商品としてあらわれ譜家経営がな

りた・てくる・麺に面した借家は随り庭」型式の町家であるのに対し，

この裏借家は鰍した一室住居が多く，都市下層住民の住居としてその居住

水準もきわめて低かった。

　しかし現在進行しつつある再關発をみると，現代の建築技術は都市自体を

一つの有納構造体として構想し講築することをすら可能にしている蝿

かかわらず，近世に成立した分割土地利用の形式にもとついて細分化された

土地に・現在の建築蹄を媛小イ七して適用し1木造建築を鉄骨・錦コンク

リートなどにきりかえるのみで，まったく無秩序な混乱した都市空間を構成

している。これを都市のたくましい生命力とみることもできようが，そこに

は近世を通じて培われた調和のある町なみの伝統はま。たく失なわれ，また

現在の建築技術にふさわしい都市空間も生みだされてはいない斧一方，裏借

家にみられた低い居住形態と経営方式はむしろ否定すべき面といえようが，

今日都市近郊に乱立する民間アパート群はこの悪しき伝統の拡大とはいえな

いだろうか。

　われわれは京都の再開発にあたって．その歴史的経験と遺産を生かし，未

来への発展を約束すべく現在の建設技術を駆使し，薪しい建築形態と都市空

間を創造しなければならない。そしてそれは広域にわたる計画的な再開発に

よってのみ可能であり，また地下遺跡の調査を含む文化遺産とその潔境の保

全も，無計画な自律的再開発のもとでは結局破壊をまぬがれず；‘計画的再開

発によってはじめて可能になることを認識しなければならない。

　この提案では・まず西陣・清水坂などの伝統産業と申央卸売市場め移転に

よる地区の再開発からすすめることにする。その1例として西陣を含む地区

の再開発では・千本丸太町近辺と推定される平安宮朝堂院跡の発掘調査も具

体的な日程に上ってくるだろう。発掘によって明らかになった朝堂院跡は公

園化して保存し，その一部を復原建築し，歴史博物館と歴史研究所を設置し

たい。歴史博物館は京都の都市的発展を示す資料を展示・管理し，また市中

‘ζ散在する古文書・古記録などを集中管理する文書館の機能も果すことにす

る。歴史研究所は研究と併行して再開発にともな号一切の調査の運営と管理
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にあたる体制を確立し。かつて阪急電鉄の河原町までの地下鉄延長工事にあ

たって，いわば平安京の菓西にわたる試掘坑の設躍ともいうべき事態に際し

て，ほとんどなんの学術的知見も成果もうることなく終ったという苦い経験

をくり返さぬようにしたい・なお・この朝堂院史跡公園の南にっながる平安

京の申央軸，朱雀大路を調査して復原し，新都市軸が機械的組織によって装

備されるのに対し，人間的な空間としていっさいの機械車輌に煩わ’されるこ

となく，交流しあえる広大な「みちひろば」として整備したい』京都の市民

は誰しも夏ごとにめぐりくる祇園祭に，山鉾の列にたいする愛着を覚えるが，

また，いっさいの車が運行を停止し，人間がはばかることなく往来し・つど

うところとなった都大路を発見し，ようやく人間のものになった路をそこに

見出し、大きな感動を覚えるに相違ない。この感動を歴史的都市軸である

「みちひろば」に定着させたい♂

　また市内に点在する文化遺産も，再開発にあたってその価値を再評価し，

その環境をも含めて・公園的施設として地域社会に定着させ，市罠が自由に交・

流しらう都市，；モ地域社会の磯能的な生活の核として整備し．’1わが薗の都市に

は少い都市公園緑地を確保することにしたい。このことは，いままで各戸に

分断されていた庭をある地域では集中・統合して都市公園とすることでゐり，

またわれわれ日本人が桂離宮をはじめ町家の坪庭にいたるまで，自然を愛し

その融合と調和をはかり，すぐれた空間の構成に示してきた建築造型の努力

と感覚を，都市的規模にまで拡大させることでもある。そのために都市と自

然・歴史的景観の調和と融合をめざし，そのなかに文化遺：産を保存しようと

する細密な保存修景計画の手法が検討されなくてはならな’い。

　歴史的都市京都にこそ、こうした計画がもっとも強く要請されもし，また

それを推し進めていく条件もあるといえよう。

　皿，「風土記の丘」構想と保存修景計画

　近年・文化財保謹委員会は各地方の特色ある風土と一体化して，文化財を

系統的に整備し・その保存と活用をはかるため，貝塚，古墳，住居跡等の遺

跡を包含する丘陵や島喚の自然環境の中に，文化財を収集，保管。展示する

資料館や民家集落等を点在させて，整備する「風土記の丘」の構想を提案し
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た。この構想は保存修景計画と深い関連があるので，以下若干具体例をも。

て考察してみたい。

　　1・　大阪「風土記の丘」　・難披宮跡保存の構想

　一般に「風土記の丘」といえば、自然的風土環境の中で歴史的文化遺産を

保存することと考えられがちであるが，必ずしもそめまうに限定する必要は

ない・この大阪「嘩記の丘」轍宮跡保存の構想は，大阪の都市醐発計

画のなかで記れと密歓関連させて轍倉跡の保存をはかり瀾発と保存

の調和のある展開を希望するものである。

　　　に灘波宮跡の保存修景計画一＋＋・＋’ドン

　発掘調査の結果・明らかになった難波宮跡あ徐存1どモ）いて若干の提案をし

たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國’

　わが国の建築遺跡はその性格から発掘調査後，埋戻しがなざれ，そあ地域

社会の生活と遊離したまま放置される場合が多い。しかし，ここでは地“遣

跡を歴史的資料として保存するとともにドこの文化遺産を現在の時点におい

て大阪の文牝遺産として再評価し．明確に位置づけ，その市罠生活のなかに

定着させるための保存修景計画をこころみたい。

　位置は大阪城をかこむ譲の南の地区で，難波宮朝堂院跡を中心に，東を東

野田河ロ線，西を森之宮勝山線，南を九条深江線で限られる地区を計画の対

象とし，全体を緑地化して史跡公園とし，その中に難披宮を復原する。

　本計画では，現在発掘調査がもっとも進み資料の豊富な聖武朝朝堂院につ

いて．平城宮跡をはじめ各宮跡の調査と大内裏図考証を参考にして復原する

ことにし，聖武朝以前の遺跡は一部を除き造園計画によってその存在を明示

するようにしたい。復原建築にあたっては，規摸をやや拡大して構築し，地

下遺跡を破壊しないように充分留意し，その地下室を発掘結果を観察し，検

討できるように施設し，部分的には聖武朝以前の遺跡との複合した層位の状

況をも観察できるように配慮したい。

　復原殿舎の建築構球は、建築史のあらゆる研究成果を参考資料として復原

し，その建築の内部はそれぞれ次に表示するような機能をもたせる。

　　　内　裏・・・……………（迎賓館）

　　　大極殿院……………（内部まで完全復原）
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　　　　十二堂院………（東六堂：研究管理棟，西六掌，；展示み収藤棟）

　　　　朝集殿院………（食堂，喫茶室）　　　　　　　　．　　い．

　　内裏：大安殿を復原建築し・迎賓館として大阪市の賓客などに対する応接

　・招宴の場とする。これは古代において難波に設けられた外国の使臣のため

の迎賓館r難波の館（むろっみ）の復活であり．国際的都市としての機能を

充実させることをめざすものである。回廊をめぐらしたこの部分には，大安

殿の背部に庭園を設けて園遊会にあてる。，この一郭は原劃として一般には公

開しない。

　大極殿院：大極殿・小安殿を中心とするこの部分は，内部の調度類にいた

るまで完全に復原し・一般に公開する。また特定の期日を限って市民のため

の結婚式場などにも転用する。

　十二堂院：十二堂はすべて復原・建築し、束六堂は研究・管理棟にあてる。

研究棟では・①難波宮跡の調査・研究をはじめ，難波宮が規籠とした大陸の

都城の制・わが国の飛鳥・藤原・平城・長岡・平安などの諸宮の研究成果を

比較検討する研究施設・②大阪の古代中世の歴史に関する研究施設，③大阪

の民族資料の研究施設を設け，大阪の古代中世史研究の基地とする。管理棟

では灘波鹸跡公園の繍管理と，灘波宮柵究会」をはじめ洛研究
施設の運営箏務を行なう。

西六堂は展示咀．収蔵鰍あてる・展示棟には・①古代唾館L中世

（石山寺内町）遭臣秀吉の大阪城期ボ江戸時代の商都と大阪の都市的発

展を示す鯨鯉を展示する・②難灘跡の出土遺物の展示，③関連宮跡．

京跡（賑安路腸をはじめ大陸の都城，飛鳥瀬原呼城，長岡、鞍な

ど）参考パ初曲土参考遺物畷示⑱大阪の民俗飾の展示を行ない，

鱗一駅公開する・臆鰍騰波宮跡咄土遺物混俗鮒を鰍する。

朝羅院凍西こ堂を復原し1ここを史舩園内の雌嘆茶監あてる。

緬の実撒あた・てはぼず全域を史跡とし調査終了の地区から姻

化と復腱築をす鋤・糊査の地区はまず適当な徽のもと噸地概を

す鋤調査と姻化畷原藤をすすめる．㈱雛深江翻この賜公
園内では地下鰍とし記れと平行して地下駐車場を謝る。
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　このようにして灘波宮跡を中心に史跡公園として，その碗のなか‘嘲

堂院’内裏を復原し・諸施設を設け現在の市民の都市生活のなかにこの遺跡

を定着させようとするもので・この公幽は既存の復原大阪城，博物館をもつ

大阪城公園が大阪の近世史跡公園の性格をもつのにたいし，大阪の古代史跡

公園としての性格をもつことになる。

　　　ll．大阪・中央史跡公園連結構想

　さらに・この大阪城公園・難波宮公園を南へ延し，四天王寺・天王寺公園

に・あるいはさらに南へ帝塚山公園と点在する史跡公園を整備し，機能的に

連結させることを提案したい。

　次表で明らう）なように・この大阪・中央史跡連結構想は，先史から近代に

いたる大阪の歴史的文化遺産を連結したものでもある。これはこの大阪の中

央をほぼ南北に貫ぬく上町台地が．つねにその時代の生活適地として利用さ

れてきたことを明白に示すものである。そして，この上町台地はまた，沖稜

層が殆んどなく，洪積屈が直接露出しているも。とも良好な地盤の地域でも

ある。ところで現在，この地帯の土地利用は望ましい状態におかれているだ

ろうか。決してそうとはいえない。この地帯の再開発‘ζよって、新しい時代

への大阪の飛躍をはからなければならない。この提案は再卵発構想と密接に

関連し・促進する役割を果すものでもある。すなわち，この地帯に現在の建

設技術を有効に適用して，超高層を含む壮大な現代的都市空間を創出し，高

密な都市生活・居住空間とし，これに対応させて史跡公園を広い緑地として

利用し・相互に有機的に連結させて，その社会教育的効果を充分に発揮させ，

新しい都市空間のなかに定着させて，その都市生活に積極的に活用させるこ

とを意図するものである。

　この提案を表示すれば，

　　　（大阪繁公園）　鰍阪城轍市立博物館

　　　（難波宮公園）　　　　復原難波宮

高密都市生活・居住空間
　　　‡
（四天王寺公園）

復原四天王寺伽藍，植物園，図書館、動物園，

茶臼山古墳

高密都市生活・居住空間
　　‡
（帝塚山公園） 帝塚山古墳
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　上の表からも明らかなように，．この構想は既設の公園緑地を整備・拡大し，

践能的に連結するもので・乗跡公廓4）拡大整備の計画にあたっては・まず既

設の工場，住宅などは適当な土地に換地移転させて緑地化し，この緑地には

学校，幼稚園，公民館，運動場，遊び場などの文教リクレーション施設は苗

極的に導入し，適当に配固する。

　この史跡公園には遊歩路を設け，乗用車の乗り入れは認めず，現在幅醸し

た自動輩と混乱した交通系統のもとに．いわば軟禁状態ともいうべき環境‘こ

おかれている老人と子供‘こ，安らかな憩いの場と安全で健康な遊び場として

の空闇を提供しようとするものである。

　わが国の都市には緑地公園が著しく狭く，都市における生活環境の悪化が

はげしい。この史跡公園による緑地帯は・史跡を保存するとともに．．市民の

生活環境の保全整備もあわせめざすものである。

　この緑地群は北で申の島を含む淀川の河川公園に結び，かつて萬葉集巻第

20（4360）に，

　　…敷きませる難波の宮は　聞し食す　四方の国より犠貢の船は　堀

　　　江より餓鼻しつ？颯ぎ・・籍引き鞠夕敵樟さし下り

とうたわれた水の都大阪を現在の都市空間に再現したいとねがうものである。

　こうしてこの計画は・大阪の中央に点在する史跡を一っの緑地のなかにく

みいれる。これらの史跡を史跡公園として保存し，古墳時代糖ら古代（難波

宮）沖世（石山寺内町）・近世（大阪）そして近代への大阪のたゆみなき

都市的発展を明確にあとづけるものとして，市民生活のなかに定着させる。

かつて都市工業発達を象徴するものとみられた・煙の都・も．今日では都市

公害として市民の生活をおびやかす状況にあることを認識し，この荒廃した

都市空間に失われた緑と清澄な空気をとりもどし，居住環境を保全・整備し，

また埋めたてられ・汚濁された河川や堀を河川公園として整備し，本来の

開水の都tlとしての美しい都市空間に再構成しようとするものである。

　以上・大阪「風土記の丘」難波宮跡保存計画を大阪の都市再開発と将来の

生活空間との関連において把えようとした。
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　　　a　灘萱ギ醗土煮癒蓮」議慧と録霧轄蟄i葺馨

　灘賀ギ繊土記遡丘」講憩ζr獣・て題匙遜題書．灘遭膿｛垂叢畿霞琶毒隷垂麺

で占導導琶置とそ｛麟舗転懲ζついて翼翁｛ζ考轟なて轟尋塞要華塾転蜜ず蓬

滋賀藥｛諒嬢や奈長とな航でね姻愚童｛騰麟欝識越鋸瑠麺欝

5位であ酬ところ巌とえば，趨｛羅覆…醸謂醐霊雛い諦頃多献

その集蟄の質と度合からみて甦京駆や燕糞と瞬じ爆葎醜螺辱郵騰麺∫醜・

ること1ま園難でもあるし・また慧昧導ないζとで轟駈し鳶毒漏で喜漣奮塵

の特殊性を認識し・独自な保細加聴奪蕪ζと酋耀摯麹、麺禰唖

奈良や京都のような文イヒ財の集槙地区を隙く他む難毒颯縫績韓戴麟

える上で重要な示駿を与え愚ことにも竜るう爵

　入間の生活時間の体系を考えるとき、将来予想蓼れ轟嚢職時閣む増責1墨義

1、人に自ら樹亟的に創造し、学習す暑ようζぴと量ζ窪生勧垂い奪醸§轟生罎

への欲求をますます強くするにちがいない。

　その余暇時間を有効に利用するための生活塾嗣に噛いでみ轟垂垂垂紅趣星

現在ほとんど活用されることなく，裏ったく潜在的壷灘毒炉ζ旗置藝れ｛も看

る場合が多い。琵琶湖、鈴鹿山系を節ぐる画然璽甕土や量上山，姻童嘉由居

どの文化財の現況をみれげこのことは幌ら艶である面

　滋賀県に点在する文化遺産とその環境を整備し事垂れら翠右慧麿象的車象

と文化財そのものがもつ価値を鍵嬉をも看て遮建馳で鼻尋鵬を堀誰し奎鱗潅

琵琶湖の周辺．鈴鹿山系に穣人々が敏癒しξ融篭す掻婦奮舜薯ム雌麺鎮帰憂

てその肉稼を鍛鐘する場を確撮しなけれぱならな畠㌔尋麺象め㊤｛蝿葎醤暴酎

面を生み乏し，それに孟弓て繧覆なシクリ≦一々暫ン露閥窪確撮ず轟墓婁力垂

磨須となるわ尋ナである書

　この罫舞圭羅脅髭」麺懇鍾ζうレ痘夢ら曇タ嚢峯毒藁｛ζ愛鵜聾奪震麓瑳轟淫

ウて整鶴・雛舞も．撰纏i趣量ζ生鱈窒懸脅な頚堂ζ露藩毒埜，癖擁す垂垂垂奮麺

薄乏もな垂∫鵡・繧なちな尋㌔

　　　具盤嚢∫蕪主謹≦夢轟藩驚圭・践鱈蟻雛蕪郵

　至ξま．畷蓮垂郵｛鰐塞寧野磐態躍事糞季鰯簿すζ雛髪｛錘量甕垂隣蚤璽盤

鐘轟；鐘諺季轟毒舞甕舞襲霧誓毒善垂蛋廼麺漣舞舞簗塗垂義重，甕i喪垂∫婁

　孟華ノ遡手藩簿｛勢難鞍舞婁妻畢嚢鯵舞錘垂さ窪毒懇藩轟聾毒警量轟霧蓼諄

r善遷蕃郁一



　　　天島集落遺跡は縄文時代）

　安土山（安土城跡をはじめ、徳見寺三重塔（重文），北麓には白鳳寺院趾、

　　　西麓の堀の外に安土セミナリオ跡，また安土駅の南には安土宗論でし

　　　られる浄厳院（重文）など，わが国の近世初頭を画する遺構が多数点

　　　在する。）

　観音寺山（山頂の中世城郭跡，その城下．山麓の石寺一わが国ではじめて

　　　楽市楽座の宣言がなされた一一，西麓の瓢箪山古墳．その西に茶臼山古

　　　墳，上出古墳が点在する。）

　以上のように，大中ノ湖干拓地には．わが国の農耕文化の初期の様相を如

実に示す巡跡と遺物が，安土山から観音寺にかけてはわが国の中世から近世

への展開を示す遺構と遺跡がならび、さらに観音寺山麓の瓢箪山古墳をはじ

め古墳時代の遺跡も多い。したがって，この地域は近江の文化史上，またわ

が国の歴史上も重要な遺跡が連続していることは注目すべきである。

　次に八幡についてみると，

　八幡城及び城下．鶴翼山上には豊臣秀次築城の城跡の石垣が残り，また南

　　　麗には城下の碁盤状の町並がよく残。ている。安土城下は現在ほとん

　　一どその面影をとどめていないので、安土を含む近世初頭の城下町の計

　　　画を示すものとして貴重である。その町並は近江商人の町としての面

　　　影をよくとどめている。さらに長命寺をはじめ，岡山城跡（西の湖畔

　　　にたつ岡山には馬場跡があり，足利・九里氏の居城となっていた。将

　　　軍，足利義澄はここに病死し，義晴はここで生まれたという。）・岡

　　　山古墳群、元水董遺跡が西から南へひろがっている。

　安土山・大中ノ湖干拓地の1区，観音寺山・八幡城祉（鶴翼山）を史跡公

園として整備し・安土山麓，大中ノ湖干拓地及び鶴翼山の麓には，それぞれ

歴史資料館ガ農業博物館・商業博物館を建設して一般に公開し、史跡の理解

に供することにしたい。なお八幡の城下については保存を中心に再開発の構

想を示したい。

　安土山山麓の大手道附近一帯に歴史資料館を設ける。この歴史博物館は、

中世から近世への展開過程を示す史料を展示し、わが国のルネソサンスとも

称される一一時期を画した安土時代前後の様相を明らかにし，その理解をたす
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ける。その建築は安土時代ここに建てられたという、学林セミナリオの図

（グレゴリー15世一代記所載図）をモチーフとして設計する。

　大中ノ湖干拓地遺跡周辺に考古資料館（農業博物館）を設ける。この大中

ノ湖干拓地には，わが国のも。とも古い農耕文化を示す遺物・遺跡の発掘調

査がすすめられている。またこの干拓地ではもっとも新しい農業技術を適用

し，実験農場として新しい営艘方式が試みられている。そこで，この地点に

農業博物館を設け、民家集落を設け，古代住居の復原，中世土豪屋敷の復原，

近世農家漁家の移築でもっとも新しい営農方式が進められるこの地点に原始

艘耕にはじまる農業生産の発展をたどる。

　次に，旧八幡城下を中心とした地区の保存修景計画と，それにともなう再

開発の構想について提案したい。まず，鶴翼山上の城祉と施設を整備し、古

い町並をもつ旧八幡城下は，のちには近江商人の町として特色ある町の構成

を示し，町並の一部を凍結的に保存する街区を設け，これと山麓の旧市民病

院跡に近江八幡商業博物館を設け，この地方と近江商人の商業史上に占める

位置を明らかにできるようにする。

　現在，地方都市でも自動車交通の増加による交通難の激化はいちじるしい。

これはたんに道路率を高くすることによって解決できるとはいえない。そこ

で現状にあわせて道路系統を整備し，次の4段階にわけてみたい。

R．O
　　v．高速
R．I
　　v．中速
R．∬

　　斗低速

R．皿

R．R’

国道8号線・名神高速道路

環状自動車道路

市内貫通自動車路〔ある地点では人道と車道の立体的分離
　　　　　　　　　も考慮する。〕

自動車の導入は可能であるが，緊急・救急・消防・サービ
ス用車しかのり入れを認めない。

歩道

　こうして，人道と車道の多様な分離によって調和のある交通空間をうみだ

し，都市的装備として整備したい。

　また同時に，現在ほとんど充分に利用されることなく市内に点在している

寺院群については，その環境を整備し，機械的手段によって圧迫されがちな

都市生活において，市申に少ない都市公園を補う憩いの場としたい。とりわ

け，老人の憩いの場，幼児の遊び場として整備することが望ましい。このこ
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　とは．かって寺院がアジール（遁科屋）として，俗界からの圧迫にたいする

　避難の場の機能をもうていたのを現時点であらためて復活させることでもあ

　る。すなわち，薪しく整備された寺院は日常の機械的手段からの圧迫に対し

　て，安全な憩いの場を確保し，また不慮の災害（火災・地震など）に隙して

　の緊急避難の場とする。

　　旧市内の南に接して緑地帯を設け，ここに各種学校，公共施設を導入し，

さらに南へ国鉄近江八幡駅との間に帯状の住宅地を設ける。国鉄の南，国道

8号線に面した武佐町に近い瓶割山の北麓には，未利用の八幡工業団地があ

るが、ここを住宅団地に転用．新八幡とし，住宅地としての発展をはかる。

これら新設の住宅地によって歴史的にも今まで近江商人の根拠地としての性

格しかもたなかりた近江八幡の町を近郊の住宅地の商業申心として位置づけ

る。

　こうして整備された安土・八幡の各史跡公園をハイキングコースで結び．

外部を車道で連絡する。なお，安土と八幡の間には，観光周遊道路〔安土→

大中ノ湖→国民休暇村→長命寺→津田内湖の北→八揺鶴翼山下→国道8号線〕

と，水郷周遊コース〔津田内湖→八幡堀→西湖〕を設け，舟で結ぶ。このコ

ースは八幡堀を清掃して整備し1近世の琵琶湖と八幡を結ぶ疏水，八幡堀を

復活させるζとにもなる。

　こうして安土・八幡の中間に位置する国民休暇村をさらに整備して活用し，

巌的にも関係の深か・た2都市を，艘業都市・安土と醸都市・八幡を双

子都市として相互連関させる機能をこの保存修景計画は果すことに’も『なるで

あろう。

　　　iL　「風土記の丘」構想と保存修景計画

以上の計醜したが。て・広撚わた・て計画的に保存された各地蜘こ点

在する遺跡遺構遺物は・あらためて再評価され，その歴史上、、占める位

置を確認し・それらがもつ個有の歴史的意義を実感をも。て感得し，その土

地に根ざした生活とそこに示された燗的努力に共感する場ともなろう．ま

た・こうして整備された地域は・今後その増大が予想される余暇時間にみあ

う健馳レ列工一シ・ン空間として棚極的・・活用されるであろう。

ところで・以上のうち，この「風土の丘」腔の地点が齪されたとして
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も浸の一点のみが保存され託こ蚊イ七財を集中してさえおけば，仙の地

蜘こついては醗が「舳」に・カ・つ無緬・・行なわれてもさしつかえな、、

という考えがひそむとすれば・・れ・まど鰍な・とはない．この構想は破童喪

を促進’することにもなりかねない。

たとえば滋賀県全嫌ついてみると．湖南に．今後の発掘言聴に鵬され

る大鯨跡・三井寺・坂本逝江蹄跡，信楽動どの古代坤勘文髄
がか劫連続して集中している刎・対し湖東地加こは鈴蹴麓燗東三，』，

湖岸沿い噸音轍跡・安土賜とその周辺八徽下諺轍と蜘㍉さら

に北へ伊吹山画こ小谷期・上平寺城拙関ケ原へとっづ仲世一近世の文

化迫産が点在している。したがって，湖南を古代～中世の文化圏．湖東～湖

北を中世～近世の文化圏として保存修景計画の圏構成をっくり相互に連結す

ることが望ましい。また，奈良をわが国の古代文化集横地帯、京都を中世文

化集積地帯とし，これと接続して美しいゆたかな水と緑なす自然のふところ

の申苧こ・近江の文化遺産を保全して開発していく必要がある。

　この「風土記の丘」の構想は・わが国の文化財保存到f業の歴史の上でも，

その広域にわたる環境の保全・また市民生活のなかへの定着と苗極的活用と

いう点から，まさに画期的ともいうべき構想であることを充分に認識し，そ

の実現に努力をつくさなければならない。また同時に，この構想が各府県一

円にわたる保存修景計画の1拠点として評価されてはじめて，文化財保存の

目的に有効に機能し、また健康なレクリエーション空聞としての正しい発展

も約束されるであろうことも忘れてはならない。

　，遅．．保存修景計画の現代的意義

，保存修景計画は文化遺産とそれをめぐる歴史的景観を現時点で明確に再評

価し，都市や地域社会に定着させ整備することによ。て，人々が文化遺産と

その環境がもっ歴史的事象と，文化財そのもののもっ価値を実感をもって追体

験する場を用意することになる。ところで，この計画がとくに現在もっ意義

について考えてうたい。

　第1に・伝統慰求化遺牽を再評価し．時聞をこえて，実感をもって感得す

一545一



ることにより，生産の発展と生活環境の向上に努めてきた先人の人間的努力

にたいする敬意と人類が塔つてきた叡知から多くの教訓を学びとることがで

きる。そうして，人類がもつ共通遺産としての意義を認識し・文化財に接す

る真剣な態度を確立することができよう。

　第2に，この計画は計画過程で，その地方の歴史的研究・調査と密接に結

びっき，その成果によって支えられ．かつその成果を充分に生かそうとする

もので．国土全体や世界全域におけるその風土と歴史的条件がもつ特殊性を

強調するものである。しかし，またその地方の独自な特殊性をもつ文化遺産

は．それが人間的努力と人間的願望を鮮明に示すかぎり、地方や民族の相違

をこえて．はるかに広い人類の文化遺産としてひとしく共感されるにちがい

ない。この計画はその地方の歴史的特殊性を強調し、かつ人間的共感をうる

ための交流を促進きせるものである。

　第5に，前項とも関連するが，科学技術の進歩が民族や国家間の差や特殊

性をますますうすくし，世界共有・共適の文化としてその普遍性が増大して

いることは否定できない。人間の生活空間を設計する都市計画・地域計画に

も世界に共通する普遍的な面が強くなるであろうが，保存修景計画は，その

地方のもっ個有な歴史的風土的特殊性を強謂し、地方の個性を失なわせず、

人間が住み，かっ訪れるに価する生活空間を設定することにも役立つであろ

う。

　第4に，その地方の住民や民族にとって，独自な地方文化・民族文化を継

承し発展させ．創造するための1っの重要な契機となり，力強い刺戟となる

であろう。このことは，たとえばカンボジァがその国旗にアンコール’ワッ

トの遺構を記念していることでも明らかなように，とりわけ過去の栄光にひ

きかえ，現在の低迷に苦悩しつつも，新しい未来をきりひらき，独自な文化

を創造しようと努める発展しっつあ1る諸国の住民に力強い激励となることで

あろう。

　第5に・現在進行しつつある第2の産業革命ともいわれる技術革新とコミ

ユニケ轍シ・ンの発達は入類のもつ生活空間を飛躍的に拡大させ，またその

生活時間の桂成を大きく変化させるに相違ない。この著しい余暇時間の増大

はその利用の如何によって人類に隈りない孤独と疎外、堕落をもたらすこと
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擾慮されるし・また正しく利用することによ・て，かつてない規模で全人

類的基盤にたつ交流と交遊をうながし，人間に自ら積極的に創造するよろこ

びとそこ1姓きがいを感じさせるゆたか雄活をもたらすことも予想できる。

そこで・われわれは人類のゆたかな未来を創造し享受するために，第4次産

業ともいうべき多様な文化的麟⑳を開発し譲麟蹴正しく醐するた

めの空聞をうみださなければならない・保存修景計画はこの新しい生活空間

を創造するための重要な要素となるであろう。

　現在、進歩をっづける科学鼓術はその適用の如何によって，人間社会に深

刻な危働もたらしつつあり・その反省と批判の上に、多くの努力がっつけ

られている・たとえば・熱核兵器の醗と原子力の平和利用の問題曾工場公

害の対鯉カーソン女史曙告する「熊の紳・こ対する反省など，科報

術の進歩にみあう道義を確立し，その強靱な精神によって科学技術を正しく

適用し人類の幸福をゆるぎなきものにしようとする努力と対策がすすめられ

ている。保存修景計画もまた，これなと共通した願望の上にたって，歴史的

文化遺産を無計画な開発による破壊からまもり，これを積極的に未来の生活

空間に生かそうとするものであり，文化遺産をそこなうことなく，継承し発

展させて次代にゆづり卿わたすことは，現代に生きるものの責務であると考え，

ここにその必要を強調するわけである。　　　　　、1・

　終りに、歴史的文化遺産がひらけゆく未来にゆるぎ姦き位置を占め，正し

く機能することを念ずるものである。　　　．、，1
　　・’1　　　　　、㌦　．・l　lL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒L　　　占　　一　　，

　註

①この問題にっいて，すでに数多くの児解の表明と論議がなされたが，その1例をあげる。

　樋口隆康「建設が破壊する？一「遺跡保存と国土開発の共存を一」『朝日ジャ＿ナル」5＿25

　・1965

②　赤松俊秀「古丈譜散逸の危機」「朝日新聞」1966、5．26

③京大西山研究室「京都計画」「新建築」59－4，1964

　沖種郎「京都計画抄論」「SDj6，1965

　なお，京都市より長期開発構想が発衷され，目下審議会で検討中ときく。
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⑨　C・A・ドキシアデス．（西川訳趣）断都市への史的アブロー・チ」国際建築

⑤簸忠羅撰考」∫史興名勝天然記念物」18一ア，1943

⑤難喜式巻茸42．西宮記巻21

　　　　　　　　　　　ゼ　　ら
⑦延喜…雌オ45西宮記巻21

③’古今著開集巻2

⑨’林麗辰三郎「撒所　その発生と展開」r古代国家の解体」1955

⑭関野克呼安京の宅地割と町屋」建築史2－2

⑭　福山敏男「平等錠と中尊寺」

⑫　L島羽遺跡の鯛査概報」r名神高速道路路線地域内埋轍化財謁査報告」1959京都

　　嶋擁宮跡発欄査腰・r蛾文鯛発羅査鰯」1％4漕65，η占6京都

　　杉山僧三「院の御所と御堂」て962，奈良

⑬赤松俊秀「町座の成立に就いて」．「日本歴史」3，1949

⑭　林屋辰三郎「町衆の成立」「思想」3て2，1950

⑮秋山国三『公同沿革史」上，1944・京都

⑯　西川「理濠城塞都市」r日本廻築学会論文報告集」105，衿64

⑰　西田直二郎「御土居1「京蔀府史蹟調査報告」矛2冊1920

⑭西廻り鱗の対抗策として・甑・塩醐の開磐，細川通糺綾灘＋画が躰海と、販を

　　直結する航路として提案された。

　　まず，北陸と琵琶湖を結ぶ計面は，

　　　敵9年7月激賀噸津問に，塩津より4ヒ2里新道野までを開塾その北4里は疋

　　田川を利用する計面が，京都の田中四郎左工門より出された。

　　　元蕨8年11凡再び田中を簸頭に，京都の商家5名が連署して，更に開馨を訴願し

　　た。

　　　宝永’漁のころ・±繍節河村瑞韓よる企てがあ。た．これは小浜、今津の

　　開撃計画であ亨た。

　　　報5年涼都の塗鱗絵鰍頭幸阿弥搬を範頁に，緬経購5名が連署漉津

　　激鯛に「糠の川を仕立汕を堀起して，繭二膿湖水縮レ川雄行仕候様

　　に堀立」んとした。

　　　潮4年蒜腕→嫁臣囎潤禰名｝・舗役2名をっけて漉醜搬用とし

　　て江州に倣遣し，踏査された。
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文化 12年11月.#府役人LLI川 ･海津の2名小#･酒井家の役人三滞,山口らが踏査し.

大幡一致矧抑こ水路をひらく計画がたてられ,その一部の=都が突現した｡

次に宙田川を改荏し,閲里する計画にっいては, ･･一二I,i :I

座長 19年,徳川家康の盤通計画で.この計画は京都の角倉了によゥて計画され. ｢勢多

より舟を幸治へ｣わたすもので.万一航行不可能としても岩石を敵辞して ｢潮流の溢れを免

れしめ六七万石の上田出来 し.水面二三尺低下の場合には近江にて二十万石の新田出来すべ

く｣としている｡

また,中期以降には彦相帯にもこの企てがあった.軒田川は通船の目的よ()ち,治水の必

勤 ,ら男女以降十数回L,D波藻が行なわれ,■金川にわたって大工朝を行ない,八島の大知を除

いた｡

また,伊勢湾と琵琶湖を岳ぷ計画は,天保15年.尾張藩が八幡町を領有したとき.名古

屋堀川一伊勢桑名一伊尾川を謝って糞濃三湊に確L.それから陸路甜ケ原.米胤 八幡に週

する計画がなされた｡幕末には国防1の立場から彦根藩には湖水を料-Bに伊葬帝にむけて開

通させる計画があったというo

⑲ 寺尾宏二 r明治初版京都経済史｣194,5,京都

⑳ 牧野虎之助 ｢罷琶朝開聖的歯について｣r歴史と地理 jl占 -2･5および前掲⑳

⑳ 田辺朗郎r琵琶湖疏水詰｣1920,京都

田辺桝田 ･高木史平 ｢水力配置万態報告塘｣ (T琵琶湖疏水及水力使用fEr薬 J.1940,京燕

r京都市営電気部英沿革監11955,京都

末尾空行 ｢典故政表の水車歳計とその吟味｣r人文地理J14-5

㊥ 中村- ｢緑地問題｣ (藤廟練二価栴 r酎 モ都市の諸問題179朗 ,京都

⑳ 福山敏男 ･西川 ･野口 ｢長岡官跡の調査と保存計画｣r匡】際埴築j521占.19占5

㊨ 福山敏男 ｢長岡京と宮城の遭跡Jr仏教芸術J57,19占5

福山 .西川 ｢長岡京の大庵殿Jr日本辿薬輪文報告躯1占9,19占1

｢葛岡宮跡晃強調査改質｣r塩蔵文イヒ財発砲調査統報j19占5I19砧 ･19占7,京和

㊨ 前掲㊨

㊥ 菅田敬市 ｢山城乙訓郡の条里Jr寂元2占00年記念史学論文集j1941･京都

福山敏男 ｢長岡京の集坊｣r建築史｣4-1.1942

中山修一 ｢古代帝都の自僻 境と長岡京についてJr人文地理｣1ト5.1959

㊨ 紬 ⑳
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㊧　西川r都市における分割土地利用と超築形態」’藤岡謙二郎編r現代都市の諸問題』1966、

　京棉

㊧ここにいうオ4次産業について．産業構造の発展と閲連させて考察してみたい。一般に産業

　欝造にっいて論じられる場合，C．　G．クラークの5分類が使われることが多い。すなわち，

　オ1次産粟（農・林・水産業），矛2次産業⊂［・鉱業），オ5次産業（商業，運翰通信．管

理ナーヴィスなど）に分類される。まず，当面する事態を明らかにするため．人類の文明史上

　にみる産業構造の発展過程をみてみたい。別図はこれを図式化したものである。人類は採取・

狩猟などの生活からやがて農耕・牧密の生活を営むようになり，やがて大濁概工事によって土

’地の生産性をたかあ穀物の大量栽培をはじある農業革命が行なわれ，人問は自給自足の生活か

　ら社会的分藁の時代に入る。都市には農業（才1次産叢）をはなれて，専門の手工業（才2次

産業）にたずさわる者や、商人，僧侶，役人など都市や国家の運営にあたる管理・サービヌ部

門（オ5次産業）に慣する人もあらわれてくる。この農業を辛心とした社会は世界の各地に多

様な歴史的展囲を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採取『・狩猟
産業糟造発展図式

1一オ1次産
　　オ2次産

置一オ5次産

F一オ4次産

／／

未来／

一農業革命
＼

　ノ
ノ

／

一産業革命
　　　　　（都市の発展）

皿、

．一一S 　才2次産業革命
　　（広範な都市化，

　都市・村落の対
＼立解消）

　18世紀俵半から19世紀にかけて西ヨーロソバを中心におこった産業革命は，オ2次産業

を飛馳に発展させ・これにともな・てオ5次醸の髄サービス鹸も多様な発展をとげだ。

ところが現在進行しつっあるオ2の産業革命ともいうべき技衡革新とコミュニケ＿シ』ンの発

濯は・人類のもつ生活空間を飛蜀的に拡大させ，その生活時間の榊成を大きく変化させるに相

違ない。
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　　ところで，先にのべたC．Rクラークの分類によれば，才5次産業には商樂，金融，運

輸通信，公務，家事労務その他サービス業が含まれている。ところでこれらを1っの産菓に

含ませること自体，むずかしいことであるが，とりわげ最近のめざまLい管理・情報サービ

ヌ部門の産業の発遼はさらに新たな産業部門を析出分薙しっつあると思われる。そこで，矛

　3次産業を本来、対社会，対公共的な性楮をもつ管理サービヌ部門として，商業．金融保険

業，運翰通僧，±木建築レ公益事業，公務などと規定し，これから新しい矛4次産叢が分鉱

　折出したものと考える。

　　したがってオ4次産業とは，人類のもっ余暇時間が増大し拘束的労働から次オに解放され，

　っいに完全に解放されていくことを前提として，本来まったく個人的関心“趣味から出発し

　て，その入間的関心によつて集団，地域社会，都市のなかに拡大していき．その創造的人間

　活動のなかに生きがいと，同時に社会的交流人陶的接触によって人間的連帯感を培い，モの

結合によって人類的基｛盤にたっ共感にまで高められていく人間的活動の場を提供し，用意す

　るための産莫をいうことにする。

　　したがって，才↑次・オ2次産業は直接生産を担う部門であり，オ5次産業は交喚・供給

　することにより利を生みだすことを主たる目的とするのにたいし、才4次産彙は・そこに人

　間的生きがいをみいだすことを主たる自的とする。なお今後予想される科学技術の進歩とコ

　ミュニケージヨソの発逓は各産業間の区分を不明確なものにしていき，次オに才4次産業的

　性格が強くなるものと予想する。
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